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献

　呈

　の

　辞

一

献
　
呈
　
の
　
辞

髙
𣘺𣘺
雅
夫
先
生
は
、
一
八
年
に
わ
た
り
日
本
大
学
法
学
部
に
奉
職
さ
れ
、
令
和
五
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
ご
退
職
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に

謹
ん
で
感
謝
の
意
を
表
し
、
本
号
を
ご
退
職
論
文
集
と
し
て
献
呈
い
た
し
ま
す
。

髙
𣘺𣘺
先
生
は
、
昭
和
五
七
年
三
月
に
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
政
治
学
科
を
ご
卒
業
後
、
同
年
四
月
に
同
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究

科
修
士
課
程
、
昭
和
六
一
年
四
月
に
同
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
博
士
課
程
に
ご
進
学
さ
れ
、
研
究
者
の
途
に
入
ら
れ
ま
し
た
。
平
成

二
年
三
月
に
同
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
博
士
課
程
を
満
期
退
学
後
、
同
年
四
月
に
東
亜
大
学
経
営
学
部
専
任
講
師
に
ご
就
任
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
平
成
一
四
年
四
月
に
松
本
大
学
総
合
経
営
学
部
の
教
授
に
ご
就
任
さ
れ
、
研
究
・
教
育
に
当
た
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
平
成
一
七
年
一
〇
月
に
日
本
大
学
法
学
部
教
授
と
し
て
本
学
に
奉
職
さ
れ
て
以
来
、
行
政
法
の
研
究
及
び
教
育
に
携
わ
っ
て
こ

ら
れ
ま
し
た
。

髙
𣘺𣘺
先
生
は
、
行
政
法
を
ご
専
門
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
当
初
、
欧
州
共
同
体
（
欧
州
連
合
）
を
め
ぐ
る
行
政
と
私
人
と
の
関
係
に

焦
点
を
当
て
ご
研
究
を
進
め
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
成
果
と
し
て
、「
単
一
欧
州
議
定
書
に
基
づ
く
Ｅ
Ｃ
委
員
会
へ
の
執
行
権

限
委
任
に
つ
い
て
」（
季
刊
行
政
管
理
研
究
四
二
号
）、「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
放
送
政
策
と
ス
ポ
ー
ツ
」（
日
本
ス
ポ
ー
ツ
法
学
会
年
報
八
号
）、「
情

報
公
開
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
の
新
規
則
に
つ
い
て
」（
比
較
法
研
究
六
四
号
）
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
後
、
先
生
は
国
内
法
へ
問

題
関
心
を
移
さ
れ
、
地
方
自
治
や
ま
ち
づ
く
り
を
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。「
長
の
賠
償
命
令
と
代
位
請



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二

求
訴
訟
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
」（
東
亜
法
学
論
叢
創
刊
号
）、「
地
方
公
共
団
体
の
行
な
う
寄
附
に
つ
い
て
」（
東
亜
法
学
論
叢

二
号
）、「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護
条
例
改
正
の
動
き
　
─
長
野
県
を
例
と
し
て
─
」（
松
本
大
学
研
究
紀
要
二
号
）
等
の
ご

論
文
を
ご
執
筆
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、『
日
本
法
学
』
に
は
、
最
近
の
国
際
情
勢
を
踏
ま
え
た
農
業
問
題
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、「
主
要
農

作
物
種
子
条
例
に
つ
い
て
」（
日
本
法
学
八
五
巻
四
号
）、「
行
政
委
員
会
と
し
て
の
農
業
委
員
会
の
役
割
」（
日
本
法
学
八
七
巻
二
号
）
等
の
ご

論
稿
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
髙
𣘺𣘺
先
生
は
、
日
本
公
法
学
会
、
比
較
法
学
会
、
日
本
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
学
会
、
情
報
通
信
学
会
等
に
所
属
さ
れ
、
長
く
学
会
活

動
に
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
他
、
先
生
は
、
平
成
二
六
年
よ
り
港
区
個
人
情
報
保
護
運
営
審
議
会
委
員
、
平
成
二
九
年
よ
り

北
区
空
家
等
対
策
審
議
会
委
員
、
平
成
三
〇
年
よ
り
港
区
行
政
不
服
審
査
会
委
員
、
狛
江
市
行
政
不
服
審
査
会
委
員
を
務
め
ら
れ
、
地
方

公
共
団
体
の
抱
え
る
問
題
に
つ
い
て
ご
専
門
の
立
場
か
ら
有
益
な
ご
発
言
を
な
さ
り
、
社
会
に
対
し
大
き
な
貢
献
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

髙
𣘺𣘺
先
生
は
、
学
部
行
政
に
お
い
て
も
多
大
な
功
績
を
残
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
平
成
二
六
年
に
大
学
院
担
当
、
平
成
二
七
年
に
法

学
部
次
長
（
第
一
部
担
当
）、
令
和
四
年
に
日
本
大
学
図
書
館
法
学
部
分
館
長
の
要
職
を
務
め
ら
れ
、
法
学
部
の
発
展
に
ご
尽
力
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
平
成
二
九
年
に
は
、
学
校
法
人
日
本
大
学
評
議
員
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。

教
育
者
と
し
て
の
髙
𣘺𣘺
先
生
は
、
講
義
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
通
じ
て
、
学
生
に
対
し
真
摯
に
向
き
合
う
と
と
も
に
、
学
生
の
居
場
所
づ
く

り
を
心
掛
け
、
研
究
室
に
は
い
つ
も
多
く
の
学
生
が
集
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、
座
学
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
本
学

に
ご
着
任
以
来
、
松
本
大
学
、
明
星
大
学
の
学
生
と
と
も
に
、
長
野
県
松
本
市
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
継
続
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
、
地
域
の
課
題
へ
向
き
合
う
中
で
の
「
気
づ
き
」
を
大
切
に
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
買
い
物
弱
者

を
解
消
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
参
加
学
生
自
ら
が
リ
ヤ
カ
ー
で
野
菜
の
引
き
売
り
を
行
っ
た
際
に
は
、
高
齢
者
の
方
々
が
野
菜
を
買



献

　呈

　の

　辞

三

い
に
出
て
こ
ら
れ
る
状
況
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
活
動
が
副
次
的
に
高
齢
者
家
庭
の
安
否
確
認
に
つ
な
が
る
こ
と
を
学
生
が
指
摘
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
伺
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
活
動
を
通
じ
て
、
先
生
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
か
ら
は
、
社
会
の
問
題
に
対
し
自
ら
汗
を
か
き
な

が
ら
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
優
れ
た
人
材
が
多
数
輩
出
さ
れ
、
社
会
の
様
々
な
分
野
で
活
躍
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
髙
𣘺𣘺
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
日
本
大
学
及
び
法
学
部
へ
の
ご
貢
献
に
深
く
感
謝
し
、
本
論
文
集
『
法
と
地
域
を
め
ぐ
る
諸

問
題
』
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
の
お
人
柄
を
慕
い
、
先
生
を
敬
愛
す
る
先
生
方
か
ら
多
数
の
ご
論
稿
が
寄
せ
ら
れ
ま
し

た
こ
と
を
、
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
髙
𣘺𣘺
先
生
に
は
、
今
後
と
も
一
層
の
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
先
生
の
ご
健
康
と

さ
ら
な
る
ご
活
躍
を
祈
念
し
、
献
呈
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

令
和
四
年
一
二
月
吉
日

�
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司
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五
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�
�
�
福
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仁
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野
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〇
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年
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八

契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨

─
買
主
の
原
状
回
復
義
務
と
売
主
の
填
補
賠
償
責
任
の
競
合

─
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
野
　
中
　
貴
　
弘
�
�
二
四
七

電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用

─
ド
イ
ツ
の
判
例
及
び
契
約
当
事
者
確
定
論
と
の
比
較
を
通
じ
て

─
���
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
田
　
中
　
夏
　
樹
�
�
三
〇
一

生
活
世
界
の
再
生
産
と
し
て
の
物
質
循
環

─
木
曽
馬
と
失
わ
れ
た
自
然
と
の
関
係

─
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
佐
　
幸
　
信
　
介
�
�
三
六
八

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
労
働
法

─
フ
ラ
ン
ス
「
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
・
サ
ラ
リ
エ
ル
」

─
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
　
山
　
盛
　
義
�
�
三
八
六

違
法
な
訴
訟
提
起
に
関
す
る

判
例
法
理
と
ス
ラ
ッ
プ
訴
訟
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

三

地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の

懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て

西

　
　原

　
　雄

　
　二

目
　
次

一
　
は
じ
め
に

二
　
最
高
裁
判
例
等
の
状
況

１
　
昭
和
三
五
年
最
判
以
前

２
　
昭
和
三
五
年
最
判
と
そ
の
後
の
裁
判
例

３
　
令
和
二
年
最
判

三
　
令
和
二
年
最
判
の
判
断
枠
組
み

１
　「
法
律
上
の
争
訟
」
の
該
当
性
の
問
題

論
　
説

）
一
七
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

四

２
　
部
分
社
会
論
か
ら
の
脱
却

３
　
地
方
議
会
の
自
律
性
の
問
題

四
　
令
和
二
年
最
判
の
射
程

五
　
本
案
の
審
理

六
　
結
び
に
代
え
て

一
　
は
じ
め
に

日
本
国
憲
法
七
六
条
は
、「
す
べ
て
司
法
権
は
、
最
高
裁
判
所
及
び
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
す
る
下
級
裁
判
所
に
属
す
る
」

と
し
、
憲
法
三
二
条
は
、「
何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
は
れ
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
所

法
三
条
一
項
は
、「
裁
判
所
は
、
日
本
国
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
を
裁
判
し
、
そ
の
他
法
律
に

お
い
て
特
に
定
め
る
権
限
を
有
す
る
」
と
定
め
て
お
り
、
憲
法
三
二
条
の
い
う
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
も
、「
法
律
上
の
争
訟
」
の
存

在
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
、「
法
律
上
の
争
訟
」
の
み
が
司
法
審
査
の
対
象
に
な
る
と

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
（
１
）

。

地
方
自
治
法
一
三
四
条
一
項
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
こ
の
法
律
並
び
に
会
議
規
則
及
び
委
員
会
に
関
す
る
条
例
に
違

反
し
た
議
員
に
対
し
、
議
決
に
よ
り
懲
罰
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
同
法
一
三
五
条
一
項
は
、
懲
罰
の
種
類
と
し
て
、

「
公
開
の
議
場
に
お
け
る
戒
告
」、「
公
開
の
議
場
に
お
け
る
陳
謝
」、「
一
定
期
間
の
出
席
停
止
」、「
除
名
」
の
四
種
類
を
定
め
て
い
る
。

そ
の
懲
罰
の
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
同
法
一
三
五
条
二
項
に
よ
り
、
懲
罰
の
動
議
を
議
題
と
す
る
に
は
、
議
会
の
議
員
の
定
数
の
八
分
の

）
一
七
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

五

一
以
上
の
者
の
発
議
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
条
三
項
に
よ
り
、
懲
罰
の
う
ち
「
除
名
」
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
議
員
の
三
分
の
二

以
上
の
者
が
出
席
し
、
そ
の
四
分
の
三
以
上
の
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

近
時
、
地
方
議
会
に
お
け
る
議
員
に
対
す
る
懲
罰
そ
の
他
制
裁
措
置
の
適
否
に
関
し
て
、
裁
判
所
の
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
か
否
か

が
争
わ
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
（
２
）

。

最
高
裁
は
、
地
方
議
会
に
お
け
る
議
員
の
除
名
の
懲
罰
議
決
に
つ
い
て
は
、
一
貫
し
て
司
法
審
査
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
地
方
議

会
の
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
に
つ
い
て
は
、
山
北
村
議
会
議
員
出
席
停
止
処
分
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
昭
和
三
五
年
一
〇

月
一
九
日
判
決
（
３
）（

以
下
、「
昭
和
三
五
年
最
判
」
と
い
う
）
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
五
年
最
判

は
、
三
日
間
の
出
席
停
止
処
分
の
適
否
に
つ
い
て
、
地
方
議
会
と
い
う
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
団
体
の
「
内
部
規
律
の
問
題
と
し
て
自

治
的
措
置
に
任
せ
、
必
ず
し
も
、
裁
判
に
ま
つ
を
適
当
と
し
な
い
」
と
し
、
司
法
審
査
の
対
象
外
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
昭
和
三
五
年
最

判
は
、
地
方
議
会
議
員
の
懲
罰
に
関
す
る
従
来
の
指
導
的
判
例
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
、
最
高
裁
令
和
二
年
一
一
月
二
五
日
判
決
（
４
）（

以
下
、「
令
和
二
年
最
判
」
と
い
う
）
は
、
二
三
日
間
の
出
席
停
止
の
懲
罰

を
科
さ
れ
た
地
方
議
会
の
議
員
が
そ
の
取
消
し
や
出
席
停
止
に
伴
う
議
員
報
酬
の
減
額
分
の
支
払
い
を
求
め
て
争
わ
れ
た
岩
沼
市
議
会
議

員
出
席
停
止
処
分
事
件
に
つ
い
て
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
変
更
し
て
、
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
が
裁
判
所
の
司
法
審

査
の
対
象
に
な
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

令
和
二
年
最
判
で
は
、
地
方
議
会
に
お
け
る
出
席
停
止
の
懲
罰
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
か
否
か
が
、
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
お
り
、

地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
し
て
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
六
〇
年
ぶ
り
に
変
更
し
た
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
令
和
二
年
最
判
は
、
従
来
の
地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
の
あ
り
方
を
大
き
く
変

）
一
七
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

六

え
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
重
要
な
判
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、
本
稿
は
、
地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
最
高

裁
判
例
等
の
状
況
を
概
観
し
た
う
え
で
、
令
和
二
年
最
判
に
お
け
る
基
本
的
な
判
断
枠
組
み
（「
法
律
上
の
争
訟
」
の
該
当
性
、
部
分
社
会
論
、

地
方
議
会
の
自
律
性
の
問
題
）、
令
和
二
年
最
判
の
射
程
、
今
後
の
本
案
審
理
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
判
例
や
学
説
等
を
中
心
と
し
て
考

察
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）　
例
え
ば
、
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
（
第
七
版
）』（
岩
波
書
店 

二
〇
一
九
年
）
三
四
七
頁
以
下
、
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅱ

（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）
一
〇
七
頁
以
下
等
参
照
。

な
お
、
日
本
国
憲
法
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
た
め
、「
法
律
上
の
争
訟
」
の
裁
判
が
裁
判
所
の
権
限
に
属
し
な
い
場
合
と
し
て
、
憲
法
五
五
条

（
両
議
院
が
行
う
議
員
の
資
格
争
訟
の
裁
判
）、
同
六
四
条
（
国
会
の
弾
劾
裁
判
所
が
行
う
裁
判
官
の
弾
劾
裁
判
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
に
つ
い

て
は
、
司
法
審
査
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　
具
体
的
な
事
案
と
し
て
、
地
方
議
会
の
議
員
に
対
し
て
は
、
地
方
自
治
法
一
三
五
条
に
基
づ
く
懲
罰
（
除
名
・
出
席
停
止
・
陳
謝
・
戒
告
）
の

ほ
か
、
同
法
一
二
九
条
に
基
づ
く
措
置
（
議
会
の
議
長
に
よ
る
議
員
に
対
す
る
発
言
取
消
命
令
な
ど
）、
さ
ら
に
は
、
条
例
や
当
該
議
会
の
自
律
的

決
定
に
基
づ
く
措
置
（
厳
重
注
意
や
警
告
な
ど
）
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

地
方
議
会
に
お
い
て
は
、
議
員
へ
の
懲
罰
や
不
利
益
処
分
が
、
多
数
派
に
よ
る
少
数
派
へ
の
圧
力
と
し
て
、
い
わ
ば
「
政
争
」
の
手
段
の
よ
う
に

扱
わ
れ
、
懲
罰
の
濫
用
と
も
い
う
べ
き
状
況
が
み
ら
れ
る
（
西
上
治
「
地
方
議
会
と
司
法
審
査
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
八
〇
〇
号
二
六
頁
参
照
）。

（
３
）　
最
判
昭
和
三
五
年
一
〇
月
一
九
日
民
集
一
四
巻
一
二
号
二
六
三
三
頁
。

昭
和
三
五
年
最
判
に
関
す
る
判
例
解
説
等
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
秀
夫
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑
誌
四
四
巻
五
号
一
一
一
頁
以
下
、
田
村
悦
一
「
公

法
判
例
批
評
」
岡
山
大
学
法
経
学
会
雑
誌
一
〇
巻
四
号
一
一
五
頁
以
下
、
常
岡
孝
好
「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
（
第
三
版
）』
別
冊
ジ
ュ

）
一
七
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

七

リ
ス
ト
一
六
八
号
一
二
〇
頁
以
下
、
佐
藤
幸
治
「『
部
分
社
会
』
と
司
法
審
査

─
地
方
議
会
の
議
員
の
懲
罰
を
め
ぐ
る
紛
争
は
司
法
権
の
対
象
と

な
る
か

─
」
法
学
教
室
増
刊
『
憲
法
の
基
本
判
例
（
第
二
版
）』
二
〇
三
頁
以
下
、
室
井
力
「
判
例
解
説
」『
行
政
判
例
百
選
Ⅰ
』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス

ト
六
一
号
六
四
頁
以
下
、
濱
秀
和
「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
号
一
〇
二
頁
以
下
、
高
田
敏
「
判
例
解
説
」『
憲

法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
四
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
五
号
四
〇
二
頁
以
下
、
田
中
真
次
「
判
例
解
説
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
三
五

年
度
』（
法
曹
会
、
昭
和
三
六
年
）
三
七
九
頁
以
下
、
安
念
潤
司
「
判
例
解
説
」『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
六
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
二
号

三
一
六
頁
以
下
、
大
橋
真
由
美
「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
（
第
四
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
五
号
一
二
六
頁
以
下
、
中
嶋
直
木
「
判

例
解
説
」『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
七
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
六
号
三
〇
〇
頁
以
下
、
田
近
肇
「
判
例
解
説
」『
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
七
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
四
六
号
三
九
四
頁
以
下
参
照
。

地
方
議
会
議
員
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
皆
川
治
廣
「
地
方
議
会
に
よ
る
議
員
懲
罰
と
そ
の
司
法
審
査
に
関
す
る
再

考
察
」
中
京
法
学
五
四
巻
三
・
四
号
二
六
七
頁
以
下
、
人
見
剛
「
地
方
議
会
に
よ
る
所
属
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
の
司
法
審
査
に
つ

い
て
」
早
稲
田
法
学
九
五
巻
三
号
六
三
九
頁
以
下
、
神
橋
一
彦
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
懲
罰
と
『
法
律
上
の
争
訟
』

─
出
席
停
止
処
分
に
対

す
る
司
法
審
査
を
中
心
に

─
」
立
教
法
学
一
〇
二
号
一
頁
以
下
参
照
。

（
４
）　
最
判
令
和
二
年
一
一
月
二
五
日
民
集
七
四
巻
八
号
二
二
二
九
頁
。

令
和
二
年
最
判
に
つ
い
て
は
、
柴
田
尭
史
「
最
新
裁
判
例
研
究
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
九
六
号
一
二
二
頁
、
小
林
直
三
「
判
例
コ
ラ
ム
」
Ｗ
Ｌ
Ｊ
判

例
コ
ラ
ム
（
臨
時
号
【
文
献
番
号２0２１W

L
JC
C
00３

】）
第
二
二
四
号
一
頁
以
下
、
服
部
麻
理
子
「
判
例
解
説
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
速
報
判
例

解
説
二
九
号
』（
二
〇
二
一
年
一
〇
月
）
三
七
頁
以
下
、
渡
辺
康
行
「
団
体
の
内
部
自
治
と
司
法
権

─
地
方
議
会
を
中
心
と
し
て

─
」
泉
徳
治

ほ
か
『
統
治
構
造
に
お
い
て
司
法
権
が
果
た
す
べ
き
役
割
（
第
二
部
）』（
判
例
時
報
社
、
二
〇
二
一
年
）
三
一
三
頁
以
下
、
木
下
智
史
「『
部
分
社

会
の
法
理
』
と
司
法
権
の
限
界
」
泉
徳
治
ほ
か
『
統
治
構
造
に
お
い
て
司
法
権
が
果
た
す
べ
き
役
割
（
第
二
部
）』（
判
例
時
報
社
、
二
〇
二
一
年
）

二
二
三
頁
以
下
、
神
橋
一
彦
「
判
例
解
説
」
行
政
法
研
究
三
七
号
一
九
七
頁
以
下
、
長
谷
部
恭
男
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
と

司
法
審
査
」
判
例
秘
書
ジ
ャ
ー
ナ
ル
【H

J１0009４

】
一
頁
以
下
、
西
上
治
「
判
例
時
評
」
法
律
時
報
九
三
巻
二
号
四
頁
以
下
、
小
西
敦
「
判
例
解

説
」
税
七
六
巻
八
号
七
〇
頁
以
下
、
徳
本
広
孝
「
判
例
解
説
」
法
学
教
室
四
八
六
号
一
四
二
頁
、
櫻
井
智
章
「
判
例
解
説
」
法
学
教
室
四
八
六
号

）
一
七
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

八

一
四
一
頁
、
御
幸
聖
樹
「
判
例
解
説
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
速
報
判
例
解
説
二
八
号
』（
二
〇
二
一
年
四
月
）
四
三
頁
以
下
、
市
川
正
人
「『
団
体

内
紛
争
』
と
司
法
権

─
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
受
け
て
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
六
号
一
三
四
頁
以
下
、
土
井
翼
「
地
方
議
会
に
関
す
る
司
法
審
査

の
方
法
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
六
号
一
四
三
頁
以
下
、
勢
一
智
子
「
地
方
議
会
の
規
律
に
お
け
る
司
法
権
の
役
割
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
六
号

一
五
〇
頁
以
下
、
人
見
剛
「
岩
沼
市
議
会
議
員
出
席
停
止
処
分
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
意
義
」
判
例
時
報
二
四
七
六
号
一
一
頁
以
下
、

十
河
弘
「
岩
沼
市
議
会
議
員
出
席
停
止
処
分
取
消
等
請
求
事
件

─
昭
和
三
五
年
最
判
の
判
例
変
更
に
至
る
経
緯
と
今
後
の
課
題
」
判
例
時
報

二
四
七
六
号
一
四
頁
以
下
、
荒
谷
謙
介
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
五
八
号
九
二
頁
以
下
、
井
上
武
史
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止

処
分
と
司
法
審
査
」
法
学
教
室
四
八
八
号
五
八
頁
以
下
、
渡
辺
康
行
「
地
方
議
会
の
自
律
的
権
能
と
司
法
審
査

─
岩
沼
市
議
会
議
員
出
席
停
止
処

分
事
件
大
法
廷
判
決
の
意
義
と
射
程
」
法
律
時
報
九
三
巻
五
号
一
二
五
頁
以
下
、
日
野
辰
哉
「
最
新
裁
判
例
研
究
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
九
八
号

一
二
八
頁
、
今
本
啓
介
「
財
政
法
判
例
研
究
」
地
方
財
務
八
〇
六
号
一
九
一
頁
以
下
、
嘉
藤
亮
「
判
例
動
向
研
究
」
自
治
総
研
五
一
六
号
八
六
頁
以

下
、
川
嶋
四
郎
「
最
新
裁
判
例
研
究
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
八
〇
四
号
一
二
七
頁
、
苅
谷
昌
子
「
判
例
解
説
」
行
政
判
例
研
究
会
編
『
令
和
二
年
行
政
関

係
判
例
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
二
二
年
）
一
三
〇
頁
以
下
、
野
坂
泰
司
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
七
五
六
号
二
頁
以
下
、
飯
田
稔
「
判

例
研
究
（
一
）」
亜
細
亜
法
学
五
六
巻
一
号
一
頁
以
下
、
飯
田
稔
「
判
例
研
究
（
二
・
完
）」
亜
細
亜
法
学
五
六
巻
二
号
五
三
頁
以
下
、
荒
谷
謙
介

「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
七
三
巻
一
〇
号
一
七
一
頁
以
下
、
渡
邊
亙
「
判
例
研
究
」
名
城
法
学
七
一
巻
一
号
四
一
頁
以
下
、
横
尾
日
出
雄
「
地
方
議

会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
と
司
法
審
査
に
つ
い
て

─
岩
沼
市
議
会
議
員
出
席
停
止
処
分
事
件
と
『
部
分
社
会
の
法
理
』
を
め
ぐ
っ
て

─
」
中

京
ロ
イ
ヤ
ー
三
六
号
六
三
頁
以
下
、
渡
辺
康
行
「
判
例
解
説
」『
令
和
三
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
五
七
〇
号
一
〇
頁
以
下
、

渡
井
理
佳
子
「
判
例
解
説
」『
令
和
三
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
五
七
〇
号
四
六
頁
以
下
、
神
橋
一
彦
「
統
治
機
構
の
機
能

維
持
と
司
法
審
査

─
憲
法
五
三
条
違
憲
国
賠
訴
訟
な
ど
近
時
の
事
件
を
中
心
に

─
」
立
教
法
学
一
〇
五
号
六
八
頁
以
下
、
神
橋
一
彦
「
地
方
議

会
議
員
に
対
す
る
懲
罰
と
司
法
審
査

─
岩
沼
市
議
会
事
件
大
法
廷
判
決
と
今
後
の
展
望
」
大
貫
裕
之
・
神
橋
一
彦
・
松
戸
浩
・
米
田
雅
宏
編
『
行

政
法
理
論
の
基
層
と
先
端
』（
信
山
社
、
二
〇
二
二
年
）
三
四
九
頁
以
下
、
中
嶋
直
木
「
判
例
解
説
」『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
八
版
）』
別
冊
ジ
ュ

リ
ス
ト
二
六
一
号
二
九
二
頁
以
下
参
照
。

）
一
七
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

九

二
　
最
高
裁
判
例
等
の
状
況

１
　
昭
和
三
五
年
最
判
以
前

昭
和
三
五
年
最
判
以
前
の
最
高
裁
は
、
地
方
議
会
に
よ
る
議
員
の
懲
罰
議
決
は
行
政
処
分
に
該
当
す
る
と
し
（
１
）

、
議
員
の
除
名
の
懲
罰
議

決
に
つ
い
て
は
司
法
審
査
の
対
象
で
あ
る
と
し
て
い
た
（
２
）

。

地
方
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
五
年
最
判
以
前
に
は
、
最
高
裁
判
例
は
な
か
っ
た
が
、
下
級
審
判
決
や
行

政
実
例
に
お
い
て
、
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
前
提
に
、
こ
れ
が
違
法
と
な
る
と
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
（
３
）

例
え
ば
、
下
級
審
判
決
（
４
）

に
お
い
て
は
、
議
員
に
一
箇
年
間
出
席
停
止
を
命
ず
る
旨
の
懲
罰
の
議
決
（
５
）

、
議
場
又
は
議
会
外
の
議
員
の
行
為

で
議
会
運
営
に
関
し
な
い
も
の
に
対
し
て
な
さ
れ
た
一
六
か
月
間
に
わ
た
る
長
期
の
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
（
６
）

や
、
議
員
に
対
し
て
当
該
会

期
を
超
え
て
出
席
を
停
止
す
る
懲
罰
議
決
（
７
）

に
関
す
る
判
決
な
ど
が
あ
っ
た
。

行
政
実
例
に
お
い
て
は
、
次
の
会
期
の
会
議
に
お
い
て
開
会
の
日
か
ら
何
日
間
出
席
を
停
止
す
る
処
分
は
無
効
で
あ
り
、
向
こ
う
一
年

間
又
は
議
員
の
残
任
期
間
を
通
じ
て
出
席
を
停
止
す
る
よ
う
な
も
の
、
そ
の
他
出
席
停
止
の
期
間
が
そ
の
会
期
後
に
わ
た
る
も
の
は
、
会

期
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
当
然
に
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
（
８
）

。

ま
た
、
昭
和
三
五
年
最
判
以
前
の
学
説
に
お
い
て
は
、
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
懲
罰
に
つ
い
て
、
第
一
に
、
除
名
も
含
め
て
司
法

審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
、
第
二
に
、
除
名
の
み
な
ら
ず
出
席
停
止
も
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
い
う
見
解
、
第
三
に
、

中
間
説
と
し
て
、
除
名
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
が
、
出
席
停
止
以
下
の
懲
罰
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
対
立

）
一
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
〇

し
て
い
た
（
９
）

。

最
高
裁
に
お
い
て
、
地
方
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
決
議
と
司
法
審
査
の
問
題
を
初
め
て
取
り
上
げ
た
判
例
は
、
次
節
で
述
べ

る
「
昭
和
三
五
年
最
判
」
で
あ
る
。

（
１
）　
最
判
昭
和
二
六
年
四
月
二
八
日
民
集
五
巻
五
号
三
三
六
頁
参
照
。

本
判
決
で
は
、「
通
常
の
場
合
に
お
い
て
は
、
議
会
が
議
決
を
し
て
も
、
そ
の
議
決
は
外
部
に
対
し
地
方
公
共
団
体
の
行
為
と
し
て
の
効
力
を
持

た
ず
、
議
決
に
基
い
て
、
執
行
機
関
が
行
政
処
分
を
し
た
場
合
に
、
は
じ
め
て
効
力
を
生
ず
る
の
で
あ
つ
て
、
従
つ
て
、
議
決
を
直
ち
に
行
政
処
分

と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
…
…
議
員
懲
罰
の
議
決
は
執
行
機
関
に
よ
る
行
政
処
分
を
ま
た
ず
、
直
接
に
効
力
を
生
じ
、
こ
の
点
に
お

い
て
通
常
の
議
決
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
し
、
行
政
処
分
と
何
等
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
し
、
議
員
の
「
懲
罰
議
決
は
こ
れ
を
行
政
処
分
と
解

し
、
こ
れ
を
行
う
議
会
は
行
政
庁
」
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
旨
を
判
示
し
て
い
る
。

（
２
）　
昭
和
三
五
年
最
判
以
前
で
、
地
方
議
員
の
除
名
の
懲
罰
議
決
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
和
二
六
年
四
月
二
八
日
民
集
五
巻
五
号

三
三
六
頁
、
最
判
昭
和
二
七
年
一
二
月
四
日
行
裁
例
集
三
巻
一
一
号
二
三
三
五
頁
、
最
判
昭
和
二
八
年
一
〇
月
一
日
民
集
七
巻
一
〇
号
一
〇
四
五
頁
、

最
判
昭
和
三
四
年
二
月
一
九
日
民
集
一
三
巻
二
号
一
九
三
頁
、
最
判
昭
和
三
五
年
三
月
九
日
民
集
一
四
巻
三
号
三
五
五
頁
が
挙
げ
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
最
判
昭
和
二
七
年
一
二
月
四
日
行
裁
例
集
三
巻
一
一
号
二
三
三
五
頁
で
は
、「
市
議
会
に
お
け
る
議
員
の
除
名
議
決
は
、
特
に
こ
れ
に

基
く
執
行
機
関
の
処
分
を
ま
た
ず
直
に
そ
の
議
員
を
し
て
議
員
た
る
地
位
を
失
わ
し
め
る
法
律
効
果
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
一
種
の
行

政
処
分
と
解
す
べ
く
、
こ
の
場
合
の
市
議
会
は
…
…
い
わ
ゆ
る
行
政
庁
に
該
当
す
る
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
そ
し
て
、
地
方
自
治
法
一
三
五
条

所
定
の
懲
罰
の
四
種
類
中
の
い
ず
れ
の
懲
罰
を
科
す
べ
き
か
は
…
…
全
然
市
議
会
の
自
由
裁
量
に
属
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
議
員

の
議
会
に
お
い
て
使
用
し
た
言
葉
が
同
一
三
二
条
所
定
の
『
無
礼
の
言
葉
』
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
法
律
解
釈
の
問
題
で
あ
つ
て
、
こ
れ
が
解
釈

を
誤
り
こ
れ
に
基
き
議
員
を
除
名
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
前
提
が
違
法
で
あ
る
か
ら
、
除
名
そ
の
も
の
も
ま
た
違
法
た
る
を
免
れ
な
い
」
と

判
示
し
て
い
る
。

）
一
七
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
一

な
お
、
前
記
の
最
判
昭
和
三
五
年
三
月
九
日
民
集
一
四
巻
三
号
三
五
五
頁
は
、
除
名
議
決
の
適
否
に
つ
い
て
審
理
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
議
員

任
期
の
満
了
に
よ
り
訴
え
の
利
益
が
な
く
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
除
名
議
決
に
つ
い
て
裁
判
所
が
審
査
権
を
有
す
る
こ
と
自
体

は
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　
神
橋
一
彦
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
懲
罰
と
『
法
律
上
の
争
訟
』

─
出
席
停
止
処
分
に
対
す
る
司
法
審
査
を
中
心
に

─
」
立
教
法
学

一
〇
二
号
二
一
頁
、
荒
谷
謙
介
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
七
三
巻
一
〇
号
一
七
八
頁
参
照
。

（
４
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
綿
貫
芳
源
『
註
解
・
地
方
自
治
法
』（
公
務
職
員
研
修
協
会
、
一
九
七
七
年
）
三
四
九
─
三
五
〇
頁
参
照
。

（
５
）　
京
都
地
判
昭
和
二
四
年
一
一
月
一
六
日
行
政
裁
判
月
報
二
〇
号
一
八
九
頁
参
照
。

（
６
）　
福
岡
地
判
昭
和
二
四
年
一
二
月
二
八
日
行
政
裁
判
月
報
二
四
号
一
三
四
頁
参
照
。

（
７
）　
福
岡
高
判
昭
和
二
五
年
九
月
一
一
日
行
裁
例
集
一
巻
六
号
八
六
〇
頁
参
照
。

（
８
）　
松
本
英
昭
『
新
版
逐
条
地
方
自
治
法
（
第
九
次
改
訂
版
）』（
学
陽
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
四
九
三
頁
参
照
。

（
9
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
克
也
「
行
政
判
例
研
究
」
自
治
研
究
六
三
巻
一
一
号
三
〇
頁
以
下
、
安
念
潤
司
「
判
例
解
説
」『
行
政
判
例
百
選

Ⅱ
（
第
六
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
二
号
三
一
六
─
三
一
七
頁
参
照
。

２
　
昭
和
三
五
年
最
判
と
そ
の
後
の
裁
判
例

山
北
村
議
会
議
員
出
席
停
止
処
分
事
件
は
、
山
北
村
議
会
の
議
員
が
、
三
日
間
の
出
席
停
止
の
懲
罰
を
科
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
こ

の
懲
罰
決
議
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
無
効
の
確
認
と
取
消
し
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
事
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

新
潟
県
岩
船
郡
山
北
村
議
会
は
、
昭
和
三
二
年
一
二
月
二
二
日
、
そ
の
議
員
で
あ
っ
た
Ｘ
ら
（
原
告
・
控
訴
人
・
上
告
人
）
の
出
席
を
同

日
よ
り
三
日
間
停
止
す
る
懲
罰
議
決
を
行
っ
た
。
当
時
、
同
議
会
で
は
、
同
村
役
場
位
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
の
審
議
が
な

）
一
七
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
二

さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
Ｘ
ら
を
中
心
と
す
る
反
対
派
に
よ
っ
て
否
決
さ
れ
る
形
勢
に
あ
っ
た
（
同
条
例
制
定
に
は
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以

上
の
同
意
を
要
す
る
）。
そ
こ
で
、
賛
成
派
は
同
条
例
案
を
可
決
す
る
た
め
に
Ｘ
ら
を
そ
の
表
決
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
図
り
、
Ｘ
ら
は
か

つ
て
山
北
村
の
合
併
促
進
委
員
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
に
い
た
っ
て
右
条
例
の
制
定
に
反
対
し
、「
議
事
を
混
乱
に
陥
れ

て
い
る
こ
と
は
懲
罰
に
値
す
る
」
と
の
理
由
で
、
出
席
停
止
の
懲
罰
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
Ｘ
ら
は
、
当
該
懲
罰
議
決
は
、
同
村
議
会
の
会
議
規
則
八
八
条
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
右
条
例
の
議
決

お
よ
び
告
示
も
無
効
で
あ
る
と
し
て
出
訴
し
、
そ
れ
ら
の
無
効
の
確
認
、
予
備
的
に
懲
罰
議
決
お
よ
び
条
例
の
告
示
の
取
消
し
を
求
め
た
。

第
一
審
判
決
（
１
）

は
、
本
件
訴
え
を
却
下
し
、
第
二
審
判
決
（
２
）

は
控
訴
を
棄
却
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
出
席
停
止
期
間
が
既

に
経
過
し
て
お
り
、
現
在
に
お
い
て
訴
え
の
利
益
が
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
議
会
の
議
決
は
地
方
公
共
団
体
の
内
部
的
意
思
決
定
に
過
ぎ

ず
、「
公
法
上
の
権
利
関
係
」
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
本
件
条
例
の
公
布
は
Ｘ
ら
に
対
し
直
接
現
実
に
法
律
効
果
を
及
ぼ
す
も

の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
五
年
最
判
（
３
）

は
、
本
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
司
法
裁
判
権
が
、
憲
法
又
は
他
の
法
律
に
よ
つ
て
そ
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
外
、
一
切
の
法
律
上
の
争

訟
に
及
ぶ
こ
と
は
、
裁
判
所
法
三
条
の
明
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
と
は
あ
ら
ゆ
る
法
律
上
の
係

争
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
一
口
に
法
律
上
の
係
争
と
い
つ
て
も
、
そ
の
範
囲
は
広
汎
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
事
柄
の
特
質
上
司
法

裁
判
権
の
対
象
の
外
に
お
く
を
相
当
と
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
社
会
な
い
し
は
団
体
に

在
つ
て
は
、
当
該
規
範
の
実
現
を
内
部
規
律
の
問
題
と
し
て
自
治
的
措
置
に
任
せ
、
必
ず
し
も
、
裁
判
に
ま
つ
を
適
当
と
し
な
い
も

の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
出
席
停
止
の
如
き
懲
罰
は
ま
さ
に
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。

）
一
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
三

（
尤
も
昭
和
三
五
年
三
月
九
日
大
法
廷
判
決
─
民
集
一
四
巻
三
号
三
五
五
頁
以
下
─
は
議
員
の
除
名
処
分
を
司
法
裁
判
の
権
限
内
の
事
項
と
し
て
い

る
が
、
右
は
議
員
の
除
名
処
分
の
如
き
は
、
議
員
の
身
分
の
喪
失
に
関
す
る
重
大
事
項
で
、
単
な
る
内
部
規
律
の
問
題
に
止
ら
な
い
か
ら
で
あ
つ
て
、

本
件
に
お
け
る
議
員
の
出
席
停
止
の
如
く
議
員
の
権
利
行
使
の
一
時
的
制
限
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
は
自
ら
趣
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、

前
者
を
司
法
裁
判
権
に
服
さ
せ
て
も
、
後
者
に
つ
い
て
は
別
途
に
考
慮
し
、
こ
れ
を
司
法
裁
判
権
の
対
象
か
ら
除
き
、
当
該
自
治
団
体
の
自
治
的
措

置
に
委
ね
る
を
適
当
と
す
る
の
で
あ
る
。）」
と
し
、
本
件
懲
罰
の
無
効
又
は
取
消
を
求
め
る
訴
え
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
た
。

本
判
決
に
は
、
以
下
の
少
数
意
見
及
び
補
足
意
見
が
あ
る
。
河
村
大
助
裁
判
官
及
び
奥
野
健
一
裁
判
官
の
各
意
見
と
、
田
中
耕
太
郎
裁

判
官
、
斎
藤
悠
輔
裁
判
官
及
び
下
飯
坂
潤
夫
裁
判
官
の
共
同
補
足
意
見
は
、
い
ず
れ
も
、
除
名
と
出
席
停
止
と
で
区
別
す
る
理
由
は
な
い

と
し
つ
つ
、
河
村
裁
判
官
及
び
奥
野
裁
判
官
は
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
司
法
審
査
の
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
田
中
裁
判
官
ら
の

補
足
意
見
は
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

河
村
大
助
裁
判
官
の
意
見
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
地
方
議
会
議
員
の
懲
罰
決
議
は
上
告
人
の
主
張
す
る
如
く
議
員
と
し
て
の
報
酬
、
手
当
、
費
用
弁
償
の
請
求
権
等
に
直
接
影
響

す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
懲
罰
処
分
の
適
否
及
び
右
請
求
権
等
の
争
い
は
単
な
る
議
会
の
内
部
規
律
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
も
の

と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
裁
判
所
法
三
条
の
『
法
律
上
の
争
訟
』
と
し
て
司
法
審
査
の
対
象
に
な
り
得
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と

す
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
懲
罰
処
分
が
除
名
処
分
で
あ
る
と
出
席
停
止
の
処
分
で
あ
る
と
に
よ
り
区
別
さ
れ
る
理
由
は
な
い
。

け
だ
し
残
存
任
期
一
ぱ
い
の
出
席
停
止
と
い
う
こ
と
も
な
い
と
は
い
え
ず
、
実
質
的
に
は
除
名
処
分
と
異
ら
な
い
場
合
も
あ
り
得
る

の
み
な
ら
ず
、
停
止
の
期
間
が
短
い
か
ら
と
い
つ
て
訴
訟
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
つ
て
多
数

意
見
に
は
到
底
賛
同
出
来
な
い
。」

）
一
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
四

奥
野
健
一
裁
判
官
の
意
見
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
多
数
意
見
は
本
件
懲
罰
議
決
は
、
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
社
会
な
い
し
は
団
体
の
内
部
規
律
の
問
題
と
し
て
自
治
的
措
置
に

任
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
司
法
裁
判
権
の
対
象
の
外
に
お
く
を
相
当
と
す
る
旨
判
示
す
る
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の

し
た
議
員
除
名
の
懲
罰
議
決
が
裁
判
所
の
裁
判
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
当
裁
判
所
の
屡
次
の
判
例
の
示
す
と
こ
ろ
で

あ
り
、
懲
罰
議
決
が
議
員
の
除
名
処
分
で
あ
る
と
出
席
停
止
の
処
分
で
あ
る
と
に
よ
つ
て
区
別
す
べ
き
理
論
上
の
根
拠
は
な
い
。
の

み
な
ら
ず
、
行
政
事
件
特
例
法
の
適
用
に
あ
た
つ
て
は
懲
罰
議
決
は
こ
れ
を
行
政
処
分
と
解
し
、
こ
れ
を
行
う
議
会
は
行
政
庁
と
解

す
る
を
相
当
と
す
る
こ
と
は
当
裁
判
所
の
判
例
（
昭
和
二
六
年
四
月
二
八
日
第
三
小
法
廷
判
決
）
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
般
に
行
政

庁
の
処
分
の
違
憲
、
違
法
の
問
題
に
つ
い
て
裁
判
所
が
裁
判
権
を
有
す
る
こ
と
は
憲
法
八
一
条
、
裁
判
所
法
三
条
に
よ
つ
て
明
白
で

あ
る
の
み
な
ら
ず
、
地
方
自
治
法
二
五
五
条
の
二
に
よ
れ
ば
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
処
分
に
よ
り
違
法
に
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と

す
る
者
は
訴
願
裁
決
を
経
て
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
し
た
懲
罰
処
分

を
除
外
す
べ
き
趣
旨
は
窺
わ
れ
な
い
し
そ
の
処
分
が
除
名
処
分
の
如
き
重
大
事
項
で
あ
る
と
き
は
裁
判
所
の
裁
判
の
対
象
に
な
る
が
、

出
席
停
止
処
分
の
如
き
重
大
で
な
い
事
項
は
裁
判
所
の
裁
判
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
す
る
が
如
き
区
別
を
設
け
る
趣
旨
も
窺
え
な
い

の
で
あ
る
（
た
だ
出
席
停
止
処
分
は
停
止
期
間
の
経
過
に
よ
り
訴
の
利
益
を
失
う
場
合
が
多
い
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
）。
従
つ
て
本
件

出
席
停
止
の
懲
罰
処
分
は
司
法
裁
判
権
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
し
た
多
数
意
見
に
は
賛
成
で
き
な
い
。」

田
中
耕
太
郎
裁
判
官
、
斎
藤
悠
輔
裁
判
官
、
下
飯
坂
潤
夫
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
多
数
意
見
が
地
方
議
会
の
議
員
の
懲
罰
と
し
て
の
出
席
停
止
の
無
効
確
認
又
は
取
消
を
求
め
る
本
訴
を
不
適
法
と
す
る
結
論
に

は
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
数
意
見
の
よ
う
に
、
除
名
と
出
席
停
止
と
を
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
両
者
は
と
も
に
裁

）
一
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
五

判
権
の
対
象
の
外
に
あ
る
も
の
と
解
す
べ
」
き
で
あ
る
。

昭
和
三
五
年
最
判
に
お
い
て
は
、
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
判
示
さ
れ
た
の
が
、「
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
社
会
な
い
し
団
体
に
在
つ
て
は
、
当
該
規
範
の
実
現
を
内
部
規
律
の

問
題
と
し
て
自
治
的
措
置
に
任
せ
、
必
ず
し
も
、
裁
判
に
ま
つ
を
適
当
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
論
理
、
い
わ
ゆ
る
「
部
分
社
会

の
法
理
」
な
い
し
「
部
分
社
会
論
」
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
五
年
最
判
は
、「
部
分
社
会
論
」
を
基
礎
と
し
つ
つ
、
地
方
議
員
の
除
名
処
分

は
「
議
員
の
身
分
の
喪
失
に
関
す
る
重
大
事
項
」
で
単
な
る
内
部
規
律
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
に
対
し
、
当
該
事
件
に
お
け
る
議
員

の
出
席
停
止
は
「
議
員
の
権
利
行
使
の
一
時
的
制
限
に
過
ぎ
な
い
も
の
」
で
あ
っ
て
議
会
の
自
治
的
措
置
に
委
ね
る
の
が
適
当
で
あ
る
と

し
て
、
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
に
つ
い
て
は
除
名
と
異
な
る
扱
い
を
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。

昭
和
三
五
年
最
判
は
、
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
懲
罰
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
の
可
否
に
関
す
る
先
例
で
あ
り
、
団
体
内
部
の
紛
争
に

関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
部
分
社
会
論
」
の
先
駆
け
と
な
る
判
断
を
示
し
た
も
の
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
懲
罰
」
の

中
で
も
、「
除
名
」
に
つ
い
て
は
、「
単
な
る
内
部
規
律
の
問
題
に
止
ら
な
い
」「
重
大
事
項
」
で
あ
り
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
し

な
が
ら
、「
出
席
停
止
」
に
つ
い
て
は
、「
内
部
規
律
の
問
題
」
に
と
ど
ま
る
も
の
と
し
て
、
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
で
、
両
者

を
区
別
す
る
判
断
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
利
三
五
年
最
判
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
除
名
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
し
つ
つ
、
そ
れ
以
外
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な

い
と
し
た
昭
和
三
五
年
最
判
を
支
持
す
る
見
解
（
４
）

と
、
出
席
停
止
も
司
法
審
査
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
５
）

が
あ
る
。
学
説
に
お

い
て
は
、
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
を
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
見
解
に
対
し
て
批
判
が
多
い
。

昭
和
三
五
年
最
判
以
後
の
下
級
審
判
決
や
最
高
裁
の
判
断
を
み
る
と
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
先
例
と
し
て
、
こ
れ
以
降
、
地
方
議
会
に

）
一
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
六

お
け
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
を
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
下
級
審
判
決
が
続
い
た
（
６
）

。
下
級
審
判
決
の
中
に
は
、
地
方
議
員
に
対
す

る
長
期
の
出
席
停
止
で
あ
れ
ば
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
判
決
も
あ
る
も
の
の
、
結
論
に
お
い
て
地
方
議
員
の
出
席
停
止
の
懲

罰
議
決
を
司
法
審
査
の
対
象
と
し
た
も
の
は
、
令
和
二
年
最
判
の
原
判
決
以
外
に
は
見
当
た
ら
ず
、
ま
た
、
最
高
裁
も
、
出
席
停
止
の
懲

罰
議
決
を
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
た
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
（
７
）

。

そ
う
す
る
と
、
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
最
判
と
そ
の
原
判
決
ま
で
は
、

昭
和
三
五
年
最
判
を
前
提
と
し
て
、
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
判
断
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
る
（
８
）

。

昭
和
三
五
年
最
判
以
降
、
こ
の
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
と
し
て
、
最
判
平
成
五
年
九
月
三
〇
日
、
最
判
平
成
七

年
五
月
三
〇
日
、
最
決
平
成
一
五
年
一
一
月
七
日
、
最
決
平
成
一
五
年
一
二
月
一
九
日
、
最
決
平
成
二
五
年
一
一
月
一
二
日
が
挙
げ
ら
れ

る
（
９
）

。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
判
決
文
等
に
お
い
て
実
質
的
な
判
断
を
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
参
照
な
ど
も
し
て
い
な

い
（
１0
）

。地
方
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
に
対
す
る
司
法
審
査
の
問
題
は
、
昭
和
三
五
年
最
判
以
後
の
最
高
裁
で
は
、
次
節
で
述
べ
る
「
令

和
二
年
最
判
」
に
お
い
て
初
め
て
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
１
）　
新
潟
地
判
年
月
日
不
詳
民
集
一
四
巻
一
二
号
二
六
四
六
頁
。

（
２
）　
東
京
高
判
昭
和
三
三
年
一
〇
月
一
六
日
民
集
一
四
巻
一
二
号
二
六
四
八
頁
。

（
３
）　
最
判
昭
和
三
五
年
一
〇
月
一
九
日
民
集
一
四
巻
一
二
号
二
六
三
三
頁
。

（
４
）　
佐
藤
幸
治
「『
部
分
社
会
』
と
司
法
審
査
」『
憲
法
の
基
本
判
例
（
第
二
版
）』
別
冊
法
学
教
室
二
〇
七
頁
、
田
近
肇
「
判
例
解
説
」『
憲
法
判
例

）
一
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
七

百
選
Ⅱ
（
第
五
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
七
号
四
一
四
頁
参
照
。

昭
利
三
五
年
最
判
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
一
般
に
、
地
方
議
会
の
懲
罰
議
決
に
つ
い
て
、
除
名
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
が
、
そ
れ
以
外
は

司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
理
解
さ
れ
て
き
た
（
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
（
第
二
版
）』（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
六
四
三
─
六
四
四
頁
、

安
念
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
三
一
六
頁
参
照
）。
除
名
も
含
め
て
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
は
見
当
た
ら
な
く
な
っ
た
。

な
お
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
支
持
す
る
見
解
の
中
に
は
、
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
に
つ
い
て
も
一
定
の
範
囲
で
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
し
、

そ
の
例
と
し
て
、
長
期
の
出
席
停
止
、
特
に
会
期
ご
と
に
そ
の
全
期
間
を
出
席
停
止
と
す
る
処
分
や
、
短
期
で
あ
っ
て
も
恣
意
性
が
顕
著
な
も
の
を

挙
げ
る
見
解
な
ど
も
あ
る
（
佐
藤
・
前
掲
「『
部
分
社
会
』
と
司
法
審
査
」
二
〇
七
頁
、
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
八
五
頁
参
照
）。

（
５
）　
斎
藤
秀
夫
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑
誌
四
四
巻
五
号
一
一
一
頁
以
下
、
田
村
悦
一
「
公
法
判
例
研
究
」
岡
山
法
学
法
経
学
会
雑
誌
一
〇
巻
四
号

一
一
五
頁
以
下
、
高
田
敏
「
判
例
解
説
」『
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
四
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
五
号
四
〇
二
頁
以
下
、
濱
秀
和
「
判
例
解
説
」

『
地
方
自
治
判
例
百
選
』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
号
一
〇
二
頁
以
下
、
常
岡
孝
好
「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
（
第
三
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ

ス
ト
一
六
八
号
一
二
〇
頁
以
下
、
安
念
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
三
一
六
頁
以
下
参
照
。

さ
ら
に
、
渋
谷
秀
樹
『
憲
法
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
六
五
三
頁
は
、「
地
方
議
会
の
議
員
が
住
民
代
表
の
地
位
を
有
す
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
す
べ
て
の
懲
戒
処
分
を
司
法
審
査
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。

（
６
）　
昭
和
三
五
年
最
判
は
、
そ
の
後
も
、
多
く
の
裁
判
例
で
援
用
さ
れ
、
判
例
と
し
て
定
着
し
て
き
た
と
い
え
る
（
人
見
・
前
掲
論
文
六
四
一
頁
参

照
）。

（
７
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
八
一
─
一
八
二
頁
参
照
。

（
８
）　
横
尾
・
前
掲
論
文
七
二
頁
参
照
。

（
9
）　
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
、
公
刊
物
不
搭
載
で
あ
る
。

（
１0
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
八
二
頁
参
照
。

ち
な
み
に
、
最
近
で
は
、
地
方
議
員
の
出
席
停
止
の
問
題
で
は
な
い
が
、
最
判
平
成
三
〇
年
四
月
二
六
日
判
例
時
報
二
三
七
七
号
一
〇
頁
は
、
愛

知
県
議
会
に
お
け
る
議
事
録
か
ら
の
議
員
の
発
言
削
除
命
令
事
件
に
つ
い
て
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
引
用
し
て
、「
裁
判
所
法
三
条
一
項
に
い
う
一

）
一
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
八

切
の
法
律
上
の
争
訟
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
上
の
係
争
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
は
事
柄
の
特
質
上
自
律
的
な
法
規
範
を
有
す
る
団

体
の
内
部
規
律
の
問
題
と
し
て
自
治
的
措
置
に
任
せ
る
の
を
適
当
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
に
お
け
る
法
律
上

の
係
争
に
つ
い
て
は
、
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
内
部
的
な
問
題
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
の
自
主
的
、
自
律
的
な
解
決
に
委
ね

る
の
を
適
当
と
し
、
裁
判
所
の
司
法
審
査
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
最
判
平
成
三
一
年
二
月
一
四
日
民
集
七
三
巻
二
号
一
二
三
頁
は
、
名
張
市
議
会
に
お
け
る
議
員
厳
重
注
意
処
分
事
件
に
つ
い
て
、
昭
和

三
五
年
最
判
を
引
用
し
な
が
ら
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
づ
き
自
律
的
な
法
規
範
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
議

会
の
議
員
に
対
す
る
懲
罰
そ
の
他
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
内
部
規
律
の
問
題
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ
の
自
律
的
な
判
断
に
委
ね
る
の
が
適
当

で
あ
る
（
最
高
裁
昭
和
三
四
年
（
オ
）
第
一
〇
号
同
三
五
年
一
〇
月
一
九
日
大
法
廷
判
決
・
民
集
一
四
巻
一
二
号
二
六
三
三
頁
参
照
）。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、
上
記
の
措
置
が
私
法
上
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
の
当
否
を
判
断
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
異

な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
に
対
す
る
懲
罰
そ
の
他
の
措
置
が
当
該
議
員
の
私
法

上
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
国
家
賠
償
請
求
の
当
否
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
措
置
が
議
会
の
内
部
規
律
の
問
題
に

と
ど
ま
る
限
り
、
議
会
の
自
律
的
な
判
断
を
尊
重
し
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
請
求
の
当
否
を
判
断
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判

示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
判
決
で
は
、
地
方
議
会
に
お
け
る
議
員
に
対
す
る
処
分
的
な
措
置
に
つ
い
て
、「
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
」
と
い
う

表
現
や
「
自
律
的
な
法
規
範
」
を
有
す
る
議
会
の
「
内
部
規
律
の
問
題
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
、「
部
分
社
会
論
」
に
つ
な
が
る
論
理
を
示
し
て

い
る
も
の
の
、
地
方
議
会
の
内
部
的
問
題
に
つ
い
て
、
議
会
の
自
律
的
な
判
断
の
尊
重
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
、
自
律
性
・
自
主
性
を
支
え
る
憲
法

上
の
根
拠
に
応
じ
て
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
と
い
う
傾
向
が
地
方
議
会
に
も
妥
当
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
西
上
・
前
掲
「
地
方
議
会
と
司
法
審

査
」
二
五
頁
、
横
尾
・
前
掲
論
文
七
三
頁
参
照
）。

）
一
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

一
九

３
　
令
和
二
年
最
判

本
件
は
、
岩
沼
市
議
会
の
議
員
が
、
同
市
議
会
か
ら
科
さ
れ
た
二
三
日
間
の
出
席
停
止
の
懲
罰
が
違
憲
、
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の

取
消
し
及
び
議
員
報
酬
の
減
額
分
の
支
払
を
求
め
る
事
案
で
あ
る
。
事
案
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

宮
城
県
岩
沼
市
の
市
議
会
議
員
で
あ
る
Ｘ
は
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
二
月
に
実
施
さ
れ
た
市
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
当
選

し
、
同
じ
く
岩
沼
市
議
会
（
以
下
、「
市
議
会
」
と
い
う
）
の
議
員
で
あ
る
訴
外
Ａ
及
び
Ｂ
と
と
も
に
会
派
を
構
成
し
て
い
る
。
Ａ
は
、
海

外
渡
航
の
た
め
、
二
〇
一
六
年
四
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
市
議
会
の
教
育
民
生
常
任
委
員
会
を
欠
席
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
年
六
月

一
四
日
、
市
議
会
の
定
例
会
に
お
い
て
、
議
決
に
よ
り
Ａ
に
対
し
陳
謝
の
懲
罰
処
分
が
行
わ
れ
、
Ａ
は
市
議
会
の
議
場
に
お
い
て
、
陳
謝

文
を
読
み
上
げ
た
。

そ
の
後
、
同
年
同
月
二
一
日
、
議
会
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
Ｘ
は
、
Ａ
が
陳
謝
文
を
読
み
上
げ
た
行
為
に
つ
い
て
、「
読
み
上
げ
た

の
は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
読
み
上
げ
ら
れ
た
中
身
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
、
事
実
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
仮
に
読
み
上
げ
な

け
れ
ば
、
次
の
懲
罰
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
の
を
政
治
的
妥
協
と
い
い
ま
す
。
政
治
的
に
妥
協
し
た
ん
で
す
。」
と
の
発
言
（
以
下
、

「
本
件
発
言
」
と
い
う
）
を
し
た
。

市
議
会
は
、
同
年
九
月
六
日
、
市
議
会
の
定
例
会
に
お
い
て
、
本
件
発
言
に
関
し
て
、
議
決
に
よ
り
Ｘ
に
対
し
二
三
日
間
の
出
席
停
止

処
分
（
以
下
、「
本
件
処
分
」
と
い
う
）
を
行
っ
た
。

本
件
処
分
に
よ
り
、
岩
沼
市
に
お
け
る
「
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
」
第
六
条
の
二
及
び
第

三
条
三
項
に
基
づ
き
、
同
年
九
月
二
一
日
に
、
Ｘ
に
対
し
、
出
席
停
止
期
間
に
相
当
す
る
議
員
報
酬
二
七
万
八
、三
〇
〇
円
を
差
し
引
き
、

住
民
税
を
控
除
し
た
上
で
、
議
員
報
酬
と
し
て
七
万
一
、九
〇
〇
円
を
支
払
っ
た
。

）
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二
〇

こ
れ
に
対
し
て
Ｘ
は
、
本
件
処
分
が
違
憲
、
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
岩
沼
市
を
被
告
と
し
て
、
本
件
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
と
と
も

に
、
本
件
処
分
に
よ
っ
て
減
額
さ
れ
た
議
員
報
酬
及
び
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
て
提
訴
し
た
。

第
一
審
判
決
（
１
）

は
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
引
用
し
て
、
地
方
議
会
が
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
団
体
で
あ
る
う
え
、
懲
罰
処
分
の
う
ち
出

席
停
止
処
分
は
議
員
の
権
利
行
使
を
一
時
的
に
制
限
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
懲
罰
事
由
該
当
性
及
び
処
分
の
適
否
に
つ
い
て
は
、

地
方
議
会
の
内
部
的
規
律
の
問
題
と
し
て
そ
の
自
治
的
措
置
に
任
せ
る
の
が
相
当
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
法
三
条
の
「
法
律
上
の
争
訟
」
に

当
た
ら
ず
、
司
法
審
査
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
等
と
し
て
、
Ｘ
の
各
訴
え
を
不
適
法
な
も
の
と
し
て
い
ず
れ
も
却
下
し
た
。

第
二
審
判
決
（
２
）

は
、
第
一
審
と
同
様
に
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
踏
ま
え
つ
つ
、
地
方
自
治
法
の
議
会
及
び
議
員
の
活
動
に
関
す
る
規
定

が
、
憲
法
第
九
二
条
及
び
第
九
三
条
を
受
け
て
定
め
ら
れ
た
地
方
自
治
の
根
幹
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
担
う
議
員
の
活
動

を
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
は
、
議
員
報
酬
を
支
給
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
普
通
地
方
公
共
団

体
の
議
員
は
、
少
な
く
と
も
議
会
の
違
法
な
手
続
に
よ
っ
て
は
減
額
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
報
酬
請
求
権
を
有
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で

あ
っ
て
、
出
席
停
止
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
に
よ
り
議
員
報
酬
の
の
減
額
に
つ
な
が
る
よ
う
な
懲
罰
の
適
否
の
問
題
は
、
憲
法
及
び
法
律
が

想
定
す
る
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
裁
判
所
の
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
し
て
、
Ⅹ
の
各
訴
え
を
適
法

な
も
の
と
し
、
こ
れ
を
不
適
法
と
し
た
原
判
決
を
取
り
消
し
、
本
件
を
第
一
審
に
差
し
戻
し
た
。

最
高
裁
〔
令
和
二
年
最
判
（
３
）

〕
は
、
本
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
地
方
自
治
法
並
び
に
会
議
規
則
及
び
委
員
会
に
関
す
る
条
例
に
違
反
し
た
議
員
に
対
し
、
議

決
に
よ
り
懲
罰
を
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
と
こ
ろ
、
懲
罰
の
種
類
及
び
手
続
は
法
定
さ
れ
て
い
る
…
…
。
こ
れ
ら
の
規
定
等
に

照
ら
す
と
、
出
席
停
止
の
懲
罰
を
科
さ
れ
た
議
員
が
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
は
、
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
の
取
消
し
を
求

）
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地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
一

め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
質
上
、
法
令
の
適
用
に
よ
っ
て
終
局
的
に
解
決
し
得
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

「
憲
法
は
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
原
則
と
し
て
、
そ
の
施
策
を
住
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
う
べ
き

も
の
と
す
る
い
わ
ゆ
る
住
民
自
治
の
原
則
を
採
用
し
て
お
り
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
憲
法
に
そ
の
設
置
の
根
拠
を
有
す

る
議
事
機
関
と
し
て
、
住
民
の
代
表
で
あ
る
議
員
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
所
定
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
意
思
を

決
定
す
る
な
ど
の
権
能
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
議
事
機
関
と
し
て
の
自
主
的
か
つ
円
滑

な
運
営
を
確
保
す
べ
く
、
そ
の
性
質
上
、
議
会
の
自
律
的
な
権
能
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、
議
員
に
対
す
る
懲
罰
は
、

会
議
体
と
し
て
の
議
会
内
の
秩
序
を
保
持
し
、
も
っ
て
そ
の
運
営
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
権
能
は
上
記
の
自
律
的
な
権
能
の
一
内
容
を
構
成
す
る
。」

「
他
方
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
投
票
に
よ
り
選

挙
さ
れ
…
…
、
議
会
に
議
案
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
…
…
、
議
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
出

席
議
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
。
そ
し
て
、
議
会
は
、
条
例
を
設
け
又
は
改
廃
す
る
こ
と
、
予
算
を
定
め

る
こ
と
、
所
定
の
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
等
の
事
件
を
議
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
ほ
か
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務

の
管
理
、
議
決
の
執
行
及
び
出
納
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
事
務
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
…
…
。
議
員
は
、
憲

法
上
の
住
民
自
治
の
原
則
を
具
現
化
す
る
た
め
、
議
会
が
行
う
上
記
の
各
事
項
等
に
つ
い
て
、
議
事
に
参
与
し
、
議
決
に
加
わ
る
な

ど
し
て
、
住
民
の
代
表
と
し
て
そ
の
意
思
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
意
思
決
定
に
反
映
さ
せ
る
べ
く
活
動
す
る
責
務
を
負
う
も

の
で
あ
る
。」

「
出
席
停
止
の
懲
罰
は
、
上
記
の
責
務
を
負
う
公
選
の
議
員
に
対
し
、
議
会
が
そ
の
権
能
に
お
い
て
科
す
る
処
分
で
あ
り
、
こ
れ

）
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二
二

が
科
さ
れ
る
と
、
当
該
議
員
は
そ
の
期
間
、
会
議
及
び
委
員
会
へ
の
出
席
が
停
止
さ
れ
、
議
事
に
参
与
し
て
議
決
に
加
わ
る
な
ど
の

議
員
と
し
て
の
中
核
的
な
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
住
民
の
負
託
を
受
け
た
議
員
と
し
て
の
責
務
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で

き
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
出
席
停
止
の
懲
罰
の
性
質
や
議
員
活
動
に
対
す
る
制
約
の
程
度
に
照
ら
す
と
、
こ
れ
が
議
員
の
権
利
行

使
の
一
時
的
制
限
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
適
否
が
専
ら
議
会
の
自
主
的
、
自
律
的
な
解
決
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
出
席
停
止
の
懲
罰
は
、
議
会
の
自
律
的
な
権
能
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
議
会
に
一
定
の
裁
量
が
認
め

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
も
の
の
、
裁
判
所
は
、
常
に
そ
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

「
し
た
が
っ
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
は
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
と
異
な
る
趣
旨
を
い
う
所
論
引
用
の
当
裁
判
所
大
法
廷
昭
和
三
五
年
一
〇
月
一
九
日
判
決
そ
の
他
の
当
裁
判
所
の
判
例
は
、

い
ず
れ
も
変
更
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
市
議
会
の
議
員
で
あ
る
被
上
告
人
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
で
あ
る
本
件
処
分
の
適
否
は
司
法
審
査
の
対
象

と
な
る
か
ら
、
本
件
訴
え
の
う
ち
、
本
件
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
部
分
は
適
法
で
あ
り
、
議
員
報
酬
の
支
払
を
求
め
る
部
分
も
当

然
に
適
法
で
あ
る
。」

な
お
、
宇
賀
克
也
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
付
さ
れ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

⑴

　法
律
上
の
争
訟

「
法
律
上
の
争
訟
は
、
①
当
事
者
間
の
具
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
の
存
否
に
関
す
る
紛
争
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
②
そ

）
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地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
三

れ
が
法
令
の
適
用
に
よ
り
終
局
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
す
る
当
審
の
判
例
（
最
高
裁
…
…
昭
和
五
六
年
四

月
七
日
第
三
小
法
廷
判
決
…
…
）
に
照
ら
し
、
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
が
、
①
②
の
要

件
を
満
た
す
以
上
、
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

法
律
上
の
争
訟
に
つ
い
て
は
、
憲
法
三
二
条
に
よ
り
国
民
に
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
法
律
上
の
争
訟

に
つ
い
て
裁
判
を
行
う
こ
と
は
、
憲
法
七
六
条
一
項
に
よ
り
司
法
権
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
司
法
権
を
行
使
し

な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
り
、
司
法
権
に
対
す
る
外
在
的
制
約
が
あ
る
と
し
て
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
の
は
、
か
か

る
例
外
を
正
当
化
す
る
憲
法
上
の
根
拠
が
あ
る
場
合
に
厳
格
に
限
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。」

⑵

　国
会
と
の
相
違

「
国
会
に
つ
い
て
は
、
国
権
の
最
高
機
関
（
憲
法
四
一
条
）
と
し
て
の
自
律
性
を
憲
法
が
尊
重
し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
り
、
憲

法
自
身
が
議
員
の
資
格
争
訟
の
裁
判
権
を
議
院
に
付
与
し
（
憲
法
五
五
条
）、
議
員
が
議
院
で
行
っ
た
演
説
、
討
論
又
は
表
決
に
つ
い

て
の
院
外
で
の
免
責
規
定
を
設
け
て
い
る
（
憲
法
五
一
条
）。
し
か
し
、
地
方
議
会
に
つ
い
て
は
、
憲
法
五
五
条
や
五
一
条
の
よ
う
な

規
定
は
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
憲
法
は
、
自
律
性
の
点
に
お
い
て
、
国
会
と
地
方
議
会
を
同
視
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。」

⑶

　住
民
自
治

「
地
方
議
会
に
つ
い
て
自
律
性
の
根
拠
を
憲
法
に
求
め
る
と
な
る
と
、
憲
法
九
二
条
の
『
地
方
自
治
の
本
旨
』
以
外
に
な
い
と
思

わ
れ
る
。『
地
方
自
治
の
本
旨
』
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
そ
の
核
心
部
分
が
、
団
体
自
治
と
住
民
自
治
で

あ
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
ま
た
、
団
体
自
治
は
、
そ
れ
自
身
が
目
的
と
い
う
よ
り
も
、
住
民
自
治
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と

）
一
三
三
（
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八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
四

し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

住
民
自
治
と
い
っ
て
も
、
直
接
民
主
制
を
採
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
我
が
国
で
は
、
国
の
み
な
ら
ず
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
も
、
間
接
民
主
制
を
基
本
と
し
て
お
り
、
他
方
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
を
求
め
る
直
接
請
求

制
度
等
、
国
以
上
に
直
接
民
主
制
的
要
素
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
住
民
自
治
の
要
請
に
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
住
民
が
選
挙
で
地
方
議
会
議
員
を
選
出
し
、
そ
の
議
員
が
有
権
者
の
意
思
を
反
映
し
て
、
議
会
に
出
席

し
て
発
言
し
、
表
決
を
行
う
こ
と
は
、
当
該
議
員
に
と
っ
て
の
権
利
で
あ
る
と
同
時
に
、
住
民
自
治
の
実
現
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
地
方
議
会
議
員
の
活
動
は
、
議
会
に
出
席
し
、
そ
こ
で
発
言
し
、
投
票
す
る
こ
と
に
限

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
地
方
議
会
議
員
の
本
質
的
責
務
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
正
当
な
理
由
な
く
議
会

を
欠
席
す
る
こ
と
が
一
般
に
懲
罰
事
由
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
地
方
議
会
議
員
を
出
席
停
止
に
す
る
こ
と
は
、
地
方
議
会
議
員
の
本
質
的
責
務
の
履
行
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
同
時
に
当
該
議
員
に
投
票
し
た
有
権
者
の
意
思
の
反
映
を
制
約
す
る
も
の
と
な
り
、
住
民
自
治
を
阻
害
す
る
こ
と

に
な
る
。

『
地
方
自
治
の
本
旨
』
と
し
て
の
住
民
自
治
に
よ
り
司
法
権
に
対
す
る
外
在
的
制
約
を
基
礎
付
け
な
が
ら
、
住
民
自
治
を
阻
害
す

る
結
果
を
招
く
こ
と
は
背
理
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
を
司
法
審
査
の
対
象

外
と
す
る
こ
と
を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。」

⑷

　議
会
の
裁
量

「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
を
司
法
審
査
の
対
象
と
し
て
も
、
地
方
議
会
の
自
律
性
を
全
面
的
に
否
定

）
一
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
五

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
懲
罰
の
実
体
判
断
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
裁
量
権
の
行
使
が
違
法
に
な
る
の
は
、

そ
れ
が
逸
脱
又
は
濫
用
に
当
た
る
場
合
に
限
ら
れ
、
地
方
議
会
の
自
律
性
は
、
裁
量
権
の
余
地
を
大
き
く
す
る
方
向
に
作
用
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
を
司
法
審
査
の
対
象
と
し
た
場
合
、
濫
用
的
な
懲
罰
は
抑
止
さ

れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
が
、
過
度
に
地
方
議
会
の
自
律
性
を
阻
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
第
一
審
判
決
で
は
、
本
件
出
席
停
止
処
分
は
、「
地
方
議
会
」
と
い
う
「
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
団
体
」
の
「
内
部

的
規
律
の
問
題
」
と
し
て
、
昭
和
三
五
年
最
判
と
同
様
に
、
い
わ
ゆ
る
「
部
分
社
会
」
に
関
す
る
論
理
で
、
司
法
審
査
の
対
象
外
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、「
法
律
上
の
争
訟
」
の
該
当
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
五
年
最
判
と
は
異
な
っ
て
、
こ
れ
を
明
確
に
否
定
し

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
審
判
決
は
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
出
席
停
止
の
懲
罰
に
つ
い
て
、
本
件
処
分
の
場
合
に

は
議
員
報
酬
の
減
額
に
つ
な
が
る
点
に
着
目
し
、「
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
」
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、「
法
律
上
の
争
訟
」
の

該
当
性
を
認
め
て
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
し
て
い
る
。

令
和
二
年
最
判
は
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
変
更
し
、
地
方
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
に
つ
き
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な

る
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
す
る
内
部
的
問
題
に
と
ど
ま
る
か
否
か
と
い
う
点
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
目
的
・
性
質
・
機
能
、
そ
の
自
律
性
・
自
主
性
を
支
え
る
憲
法
上
の
根
拠
の
相
違
、
紛
争
や
争
わ
れ
て
い
る
権
利
の

性
質
等
を
考
慮
に
入
れ
て
、
個
別
具
体
的
に
検
討
す
る
方
向
性
を
明
確
に
し
た
も
の
と
い
え
る
（
４
）

。

令
和
二
年
最
判
が
判
例
変
更
を
行
っ
た
背
景
（
５
）

に
つ
い
て
は
、
地
方
分
権
改
革
に
よ
っ
て
地
方
議
会
の
役
割
が
変
化
・
拡
大
し
、
そ
れ
に

）
一
三
一
（
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八
巻
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三
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（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
六

応
じ
た
法
的
整
備
が
進
行
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
こ
と
や
、
近
時
、
地
方
議
会
に
お
け
る
多
数
派
に
よ
る
懲
罰
権
の
濫
用
・
過
剰

行
使
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

令
和
二
年
最
判
に
お
い
て
は
、
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
に
つ
い
て
、
出
席
停
止
期
間
中
の
議
員
は
、「
議
事
に

参
与
し
て
議
決
に
加
わ
る
な
ど
の
議
員
と
し
て
の
中
核
的
な
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
住
民
の
負
託
を
受
け
た
議
員
と
し
て
の
責
務

を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
出
席
停
止
の
懲
罰
は
、「
議
員
の
権
利
行
使
の
一
時
的
制
限
に
す
ぎ
な
い

も
の
と
し
て
、
そ
の
適
否
が
専
ら
議
会
の
自
主
的
、
自
律
的
な
解
決
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、

地
方
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
は
「
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

最
高
裁
の
論
理
に
お
い
て
は
、
地
方
議
会
議
員
が
実
際
に
出
席
し
て
発
言
等
を
行
う
こ
と
が
、
議
員
の
権
利
行
使
で
あ
る
と
同
時
に
住

民
自
治
を
実
現
す
る
た
め
の
客
観
的
な
権
限
の
行
使
で
あ
る
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
（
６
）

。
ま
た
、
出
席
停
止
処
分
に
よ
る
制
約
の
重
大
性

を
憲
法
が
採
用
す
る
住
民
自
治
の
原
則
か
ら
説
明
し
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
（
７
）

。

以
上
、
令
和
二
年
最
判
は
、
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
し
た
昭
和
三
五
年
最

判
を
六
〇
年
ぶ
り
に
変
更
し
、
こ
れ
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
。

（
１
）　
仙
台
地
判
平
成
三
〇
年
三
月
八
日
民
集
七
四
巻
八
号
二
二
四
六
頁
。

（
２
）　
仙
台
高
判
平
成
三
〇
年
八
月
二
九
日
民
集
七
四
巻
八
号
二
二
五
二
頁
。

本
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
永
田
秀
樹
「
判
例
解
説
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
速
報
判
例
解
説
二
四
号
』（
二
〇
一
九
年
一
〇
月
）
三
三
頁
以
下
、

奥
村
公
輔
「
財
政
法
判
例
研
究
」
地
方
財
務
七
八
〇
号
一
五
七
頁
以
下
、
御
幸
聖
樹
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
七
三
一
号
二
頁
以
下
参
照
。

）
一
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
七

（
３
）　
最
判
令
和
二
年
一
一
月
二
五
日
民
集
七
四
巻
八
号
二
二
二
九
頁
。

（
４
）　
日
置
朋
弘
「
判
例
解
説
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
（
平
成
三
一
年
・
令
和
元
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
二
二
年
）
一
一
三

頁
参
照
。

（
５
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
市
川
・
前
掲
論
文
一
四
〇
─
一
四
一
頁
、
勢
一
・
前
掲
論
文
一
五
三
頁
以
下
、
榊
原
秀
訓
「
地
方
議
会
の
懲
罰
と
多
数

派
に
よ
る
少
数
派
の
抑
圧
」
住
民
と
自
治
六
九
五
号
四
頁
、
渡
辺
康
行
「
判
例
解
説
」『
令
和
三
年
度
重
要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊

一
五
七
〇
号
一
一
頁
、
西
上
・
前
掲
「
地
方
議
会
と
司
法
審
査
」
二
六
頁
、
神
橋
・
前
掲
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
懲
罰
と
司
法
審
査
」
三
五
二

頁
参
照
。

市
川
・
前
掲
論
文
一
四
一
頁
は
「
本
件
で
は
そ
れ
ほ
ど
悪
質
と
も
思
え
な
い
議
員
の
行
為
を
理
由
と
す
る
二
三
日
間
に
も
及
ぶ
出
席
停
止
の
懲
罰

が
争
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
控
訴
審
判
決
が
出
席
停
止
の
懲
罰
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
苦
労
し
て
認
め
て
い
た

こ
と
が
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
最
高
裁
は
、
地
方
議
会
の
実
状
に
つ
い
て
の
一
定
の
認
識
か
ら
、
出
席
停
止
の
懲
罰

に
つ
い
て
司
法
的
な
チ
ェ
ッ
ク
を
及
ぼ
す
立
場
を
打
ち
出
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

（
６
）　
服
部
麻
理
子
「
判
例
解
説
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
速
報
判
例
解
説
二
九
号
』（
二
〇
二
一
年
一
〇
月
）
三
七
頁
参
照
。

（
７
）　
御
幸
聖
樹
「
判
例
解
説
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
速
報
判
例
解
説
二
八
号
』（
二
〇
二
一
年
四
月
）
四
六
頁
参
照
。

三
　
令
和
二
年
最
判
の
判
断
枠
組
み

地
方
議
会
に
お
け
る
内
部
紛
争
が
司
法
審
査
の
対
象
に
な
る
か
否
か
の
基
本
的
な
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
つ
の
論
点
を
区

別
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
（
１
）

。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
当
該
内
部
紛
争
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
「
法
律
上

の
争
訟
」
の
該
当
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
「
法
律
上
の
争
訟
」
は
、
憲
法
七
六
条
一
項
の
司
法
権
を
具
現
す
る
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て

）
一
三
三
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二
八

い
る
た
め
、「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
し
な
い
紛
争
に
つ
い
て
は
、「
司
法
権
の
範
囲
」
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
裁
判
所
は
審
査
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、「
司
法
権
の
内
在
的
制
約
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
当
該
内
部
紛
争
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
す
る
と
し
て
も
、
事
柄
の
性
質
上
、
裁
判
所
が
審
査
す
べ
き
で
な
い
場
合
が

存
在
す
る
か
否
か
で
あ
る
。「
法
律
上
の
争
訟
」
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
裁
判
所
が
審
査
す
べ
き
で
な
い
場
合

で
あ
る
。
こ
れ
は
「
司
法
権
の
限
界
」
あ
る
い
は
「
司
法
権
の
外
在
的
制
約
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
当
該
具
体
的
な
処
分
や
行
為
は
、
裁
判
所
が
審
査
す
べ
き
で
な
い
場
合
に
あ
た
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
具
体
的
な
紛

争
が
司
法
権
の
外
在
的
制
約
に
服
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

令
和
二
年
最
判
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
論
点
を
区
分
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
う
え
で
、
結
論
を
導

い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
令
和
二
年
最
判
は
、
第
一
に
、
出
席
停
止
の
懲
罰
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

第
二
に
、
議
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項
が
地
方
議
会
の
自
律
的
な
権
能
に
属
す
る
と
し
つ
つ
も
、
第
三
に
、
出
席
停
止
の
懲
罰
は
議
会
の

自
主
的
、
自
律
的
な
解
決
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
事
項
に
該
当
し
な
い
た
め
に
、
裁
判
所
は
常
に
そ
の
適
否
を
判
断
で
き
る
と
判
示
し
て
い

る
（
２
）

。以
下
、
令
和
二
年
最
判
の
判
断
枠
組
み
に
関
す
る
三
つ
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

１
　「
法
律
上
の
争
訟
」
の
該
当
性
の
問
題

裁
判
所
法
三
条
は
、
裁
判
所
は
「
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
」
を
裁
判
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。「
法
律
上
の
争
訟
」
は
、
最
高
裁
判
例
（
３
）

に
よ
り
、
当
事
者
間
の
具
体
的
な
権
利
義
務
な
い
し
法
律
関
係
の
存
否
に
関
す
る
紛
争
で
あ
っ
て
〔
第
一
要
件
〕、
か
つ
、
そ
れ
が
法
律

）
一
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

二
九

の
適
用
に
よ
っ
て
終
局
的
に
解
決
し
得
べ
き
も
の
〔
第
二
要
件
〕
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
４
）

。

そ
れ
で
は
、
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
は
、
司
法
権
の
対
象
と
な
る
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
昭
和
三
五
年
最
判
は
、
地
方
議
会
に
お
け
る
議
員
の
出
席
停
止
処
分
の
問
題
を
「
法
律
上
の
係
争
」

と
し
な
が
ら
も
、「
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
社
会
な
い
し
団
体
」
に
お
け
る
「
内
部
規
律
の
問
題
」
と
位
置
付
け
て
、
司
法
審
査
の
対

象
外
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
（
５
）

。
し
か
し
、
こ
の
「
自
律
的
な
法
規

範
を
も
つ
社
会
な
い
し
団
体
」
に
お
け
る
「
法
律
上
の
係
争
」
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
最
高
裁
が
判
示

す
る
「
法
律
上
の
争
訟
」
の
要
件
や
定
義
と
の
関
係
を
、
昭
和
三
五
年
最
判
は
明
確
に
説
示
し
て
い
な
い
（
６
）

。
単
に
「
事
柄
の
特
質
上
」
と

し
て
自
律
的
な
団
体
の
内
部
規
律
の
問
題
を
包
括
的
に
「
法
律
上
の
争
訟
」
の
裁
判
権
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
は
説
得
力
を
欠
き
、
妥
当

と
は
い
え
な
い
（
７
）

。

ま
た
、
出
席
停
止
の
懲
罰
の
問
題
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
し
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
「
法
律
上
の
争
訟
」
の
要
件
の
う
ち
、
第

一
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
第
二
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
他
の
理
由
か
ら
「
法
律

上
の
争
訟
」
に
該
当
し
な
い
と
さ
れ
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
（
８
）

。
さ
ら
に
、「
法
律
上
の
争
訟
」
の
該
当
性
を
否
定
す
る
立
場

に
お
い
て
も
、
第
一
要
件
と
第
二
要
件
の
ど
ち
ら
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
た
（
９
）

。

こ
の
論
点
に
つ
い
て
、
令
和
二
年
最
判
は
、「
出
席
停
止
の
懲
罰
を
科
さ
れ
た
議
員
が
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
は
、
法
令
の
規
定

に
基
づ
く
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
性
質
上
、
法
令
の
適
用
に
よ
っ
て
終
局
的
に
解
決
し
得
る
も
の
と
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
判
決
文
に
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
（
１0
）

が
、
こ
の
説
示
の
内
容
か
ら
、
法
廷
意

見
は
、「
法
律
上
の
争
訟
」
に
か
か
わ
る
判
断
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
本
件
訴
え
が
そ
れ
に
該
当
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
と

）
一
三
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
〇

解
さ
れ
る
（
１１
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
宇
賀
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
板
ま
ん
だ
ら
事
件
の
最
高
裁
判
決
（
１２
）

を
引
用
し
た
う
え
で
、
出
席
停
止
の

懲
罰
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
が
、
第
一
要
件
と
第
二
要
件
を
満
た
す
以
上
、「
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と

明
言
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
令
和
二
年
最
判
は
、「
出
席
停
止
」
の
懲
罰
の
適
否
に
関
す
る
司
法
審
査
の
問
題
に
関
し
て
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
判
例

変
更
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
す
る
か
否
か
の
点
に
つ
い
て
も
、
そ
の
該
当
性
を
認
め
る
意
味
で
、
そ
の
判
決

内
容
を
明
確
に
し
た
も
の
と
い
え
る
（
１３
）

。

（
１
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
井
上
武
史
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
処
分
と
司
法
審
査
」
法
学
教
室
四
八
八
号
六
一
頁
、
横
尾
・
前
掲
論

文
七
九
頁
以
下
参
照
。

（
２
）　
昭
和
三
五
年
最
判
で
は
、
第
一
の
論
点
と
第
二
の
論
点
に
関
す
る
判
断
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
地
方
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲

罰
の
適
否
に
つ
い
て
、「
法
律
上
の
争
訟
」
の
該
当
性
が
否
定
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
は
別
の
理
由
で
「
外
在
的
制
約
」
と
し
て
司
法
審
査
の
対
象

外
と
さ
れ
た
の
か
は
不
明
瞭
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
令
和
二
年
最
判
は
、
地
方
議
会
に
お
け
る
出
席
停
止
の
懲
罰
が
裁
判
所
の
司
法
審
査
の

対
象
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
法
令
の
適
用
に
よ
っ
て
終
局
的
に
解
決
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
に
よ
り
判
断
す
る
姿
勢
を
示
し
、
出
席

停
止
の
懲
罰
の
適
否
の
具
体
的
な
判
断
に
際
し
て
は
、
憲
法
や
地
方
自
治
法
上
の
規
定
を
踏
ま
え
て
、
地
方
議
会
の
自
律
的
権
能
と
議
員
の
活
動
の

責
務
と
の
調
整
に
つ
い
て
、
住
民
自
治
の
原
則
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
判
示
し
て
い
る
。

（
３
）　
最
判
昭
和
二
八
年
一
一
月
一
七
日
集
民
一
〇
号
四
五
五
頁
、
最
判
昭
和
五
六
年
四
月
七
日
民
集
三
五
巻
三
号
四
四
三
頁
。

（
４
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
八
八
頁
、
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅱ 
行
政
救
済
法
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）
一
〇
八
頁
参

照
。も

っ
と
も
、
裁
判
所
法
三
条
一
項
に
い
う
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
は
、
い
く
つ
か
の
例
外
が
あ
り
、
①
議
員
の
資
格
争
訟
の
裁
判
（
憲
法
五
五

）
一
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

三
一

条
）、
裁
判
官
の
弾
劾
裁
判
（
同
六
四
条
）
の
よ
う
に
、
憲
法
が
明
文
の
規
定
で
認
め
た
も
の
、
②
国
際
法
上
の
治
外
法
権
や
、
条
約
に
よ
る
裁
判

権
の
制
限
の
よ
う
な
国
際
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
③
国
会
な
い
し
各
議
院
の
自
律
権
に
属
す
る
行
為
、
行
政
機
関
な
い
し
国
会
の

自
由
裁
量
に
属
す
る
行
為
、
い
わ
ゆ
る
統
治
行
為
及
び
団
体
の
内
部
事
項
に
関
す
る
行
為
な
ど
、
法
律
上
の
係
争
で
は
あ
る
が
、
事
柄
の
性
質
上
裁

判
所
の
審
査
に
適
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
司
法
審
査
の
対
象
外
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
学
説
上
は
、「
司
法
権
の
限
界
」
と

し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
芦
部
・
前
掲
書
三
五
二
頁
以
下
参
照
）。

（
５
）　
木
下
智
史
「『
部
分
社
会
の
法
理
』
と
司
法
権
の
限
界
」
判
例
時
報
二
四
三
五
号
一
二
八
頁
参
照
。

昭
和
三
五
年
最
判
は
、
裁
判
所
の
司
法
審
査
が
、「
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
」
に
及
ぶ
と
し
な
が
ら
も
、
す
べ
て
の
「
法
律
上
の
係
争
」
が
そ
の

対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、「
法
律
上
の
争
訟
」
と
「
法
律
上
の
係
争
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。「
法
律
上
の
係
争
」
と
「
法
律
上
の
争

訟
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
柴
田
憲
司
「
言
葉
の
違
い
の
意
味

─
『
法
律
上
の
争
訟
』
と
『
法
律
上
の
係
争
』
は
何
が
違
う
の
か
？
」
大
林
啓

吾
・
柴
田
憲
司
編
『
憲
法
判
例
の
エ
ニ
グ
マ
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
一
一
五
頁
以
下
参
照
。

こ
の
「
法
律
上
の
係
争
」
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
法
令
上
の
概
念
で
は
な
く
、
ま
た
判
例
の
多
用
す
る
概
念
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
あ
る
事
案

が
「
法
律
上
の
係
争
」
に
当
た
る
も
の
の
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
は
当
た
ら
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
端
か
ら
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
当
た
ら
な
い
の

か
は
、
当
該
事
案
に
司
法
権
が
及
ば
な
い
と
い
う
法
的
効
果
に
何
ら
の
差
異
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
法
律
上
の
争
訟
」

と
は
異
な
る
「
法
律
上
の
係
争
」
を
概
念
化
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
法
的
意
味
は
、
い
わ
ば
「
無
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
法
律
上
の
係

争
」
の
探
求
は
、
単
な
る
擬
似
問
題
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
る
（
飯
田
稔
「
判
例
研
究
」
亜
細
亜
法
学
五
三
巻
二
号
一
五
五
頁
参
照
）。

（
６
）　
市
川
・
前
掲
論
文
一
三
五
頁
参
照
。

（
７
）　
野
坂
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」
四
頁
参
照
。

（
８
）　
市
川
・
前
掲
論
文
一
三
五
頁
、
木
下
・
前
掲
「『
部
分
社
会
の
法
理
』
と
司
法
権
の
限
界
」
一
二
八
頁
、
横
尾
・
前
掲
論
文
六
六
頁
参
照
。

（
9
）　
渡
辺
康
行
「
団
体
の
内
部
自
治
と
司
法
権

─
地
方
議
会
を
中
心
と
し
て
」
判
例
時
報
二
四
四
六
号
八
五
─
八
六
頁
、
田
近
肇
「
団
体
内
部
紛

争
と
司
法
権
」
曽
我
部
真
裕
・
赤
坂
幸
一
・
新
井
誠
・
尾
形
健
編
『
憲
法
論
点
教
室
（
第
二
版
）』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）
一
九
八
─

二
〇
〇
頁
参
照
。

）
一
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
二

（
１0
）　
法
廷
意
見
に
は
「
法
律
上
の
争
訟
」
へ
の
言
及
が
な
い
点
に
関
し
て
は
、
昭
和
三
五
年
最
判
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
の
第
二
要
件
の
充
足
を
否

定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
令
和
二
年
最
判
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
要
件
の
充
足
は
論
じ
る
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
っ
た
と
す
る
説
（
西
上
治
「
判
例
時
評
」
法
律
時
報
九
三
巻
二
号
五
頁
参
照
）
や
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
議
員
の
地
位
に
由
来
す

る
権
利
（
あ
る
い
は
機
関
と
し
て
の
権
限
）
で
あ
り
、
必
ず
し
も
個
人
的
な
権
利
・
利
益
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
第
一
要
件
と
の
関
係
で
「
そ

の
性
質
や
内
容
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
の
深
入
り
を
あ
え
て
避
け
た
可
能
性
が
あ
る
」
と
す
る
説
（
神
橋
・

前
掲
「
判
例
解
説
」
二
〇
六
頁
）
が
あ
る
。

（
１１
）　
井
上
・
前
掲
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
処
分
と
司
法
審
査
」
六
二
頁
、
市
川
・
前
掲
論
文
一
四
二
頁
、
櫻
井
・
前
掲
「
判
例
解

説
」
一
四
一
頁
、
御
幸
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
四
五
─
四
六
頁
、
神
橋
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
〇
六
頁
参
照
。

（
１２
）　
最
判
昭
和
五
六
年
四
月
七
日
民
集
三
五
巻
三
号
四
四
三
頁
。

（
１３
）　
横
尾
・
前
掲
論
文
八
〇
頁
参
照
。

２
　
部
分
社
会
論
か
ら
の
脱
却

「
部
分
社
会
論
（
１
）

」
と
は
、
一
般
に
、
自
律
的
法
規
範
を
有
す
る
社
会
な
い
し
団
体
の
「
内
部
の
紛
争
に
関
し
て
は
、
そ
の
内
部
規
律
の

問
題
に
と
ど
ま
る
限
り
そ
の
自
治
的
措
置
に
任
せ
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
司
法
審
査
が
及
ば
な
い
と
い
う
考
え
方
（
２
）

」
で
あ
り
、「
部
分
社
会

の
法
理
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

昭
和
三
五
年
最
判
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
部
分
社
会
」
と
い
う
表
現
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
社
会
な
い

し
は
団
体
に
在
っ
て
は
、
当
該
規
範
の
実
現
を
内
部
規
律
の
問
題
と
し
て
自
治
的
措
置
に
任
せ
、
必
ず
し
も
、
裁
判
に
ま
つ
を
適
当
と
し

な
い
も
の
が
あ
る
」
と
し
て
、
後
の
「
部
分
社
会
論
」
に
つ
な
が
る
考
え
方
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
理
論
が
確
立
し
た
と
さ
れ
る

富
山
大
学
単
位
不
認
定
事
件
の
最
高
裁
昭
和
五
二
年
三
月
一
五
日
判
決
（
３
）（

以
下
、「
昭
和
五
二
年
最
判
」
と
い
う
）
が
、
昭
和
三
五
年
最
判
を

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

三
三

先
例
と
し
て
挙
げ
た
こ
と
か
ら
、「
部
分
社
会
論
」
の
先
駆
け
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
４
）

。

こ
の
よ
う
に
、
昭
和
三
五
年
最
判
は
、「
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
社
会
な
い
し
団
体
」
に
お
け
る
「
内
部
規
律
の
問
題
」
は
司
法
審

査
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
、「
出
席
停
止
」
の
懲
罰
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
判
断
し
、
い
わ
ゆ
る
「
部
分
社
会
論
」
の
考
え
方
を

明
ら
か
に
し
た
。
た
だ
し
、「
除
名
」
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
内
部
規
律
の
問
題
に
止
ま
ら
な
い
「
重
大
事
項
」
の
た
め
、
司
法
審
査
の

対
象
と
な
る
と
判
示
し
た
（
５
）

。

「
部
分
社
会
論
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
内
在
的
制
約
（
司
法
権
の
範
囲
）
か
、
あ
る
い
は
外
在
的
制
約
（
司
法
権
の
限
界
）
か
が
問
題
と

な
る
。
判
例
は
内
在
的
制
約
の
立
場
を
と
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
６
）

。
す
な
わ
ち
、
昭
和
三
五
年
最
判
が
「
一
切
の
法
律
上
の
争
訟

と
は
あ
ら
ゆ
る
法
律
上
の
係
争
」
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
地
方
議
会
や
大
学
と
い
っ
た
団
体
内
部
の

紛
争
は
「
法
律
上
の
争
訟
」
で
は
な
い
、
つ
ま
り
司
法
権
の
範
囲
外
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
７
）

。

こ
れ
に
対
し
、
学
説
に
お
い
て
は
、「
部
分
社
会
論
」
は
外
在
的
制
約
（
司
法
権
の
限
界
）
の
問
題
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
８
）

が
、

地
方
議
会
・
大
学
・
政
党
・
宗
教
等
の
様
々
な
団
体
の
内
部
紛
争
に
つ
い
て
、「
部
分
社
会
論
」
に
よ
っ
て
す
べ
て
一
律
に
司
法
審
査
の

対
象
外
と
す
る
考
え
方
に
は
、
数
多
く
の
批
判
が
あ
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
目
的
・
性
質
（
た
と
え
ば
、
強
制
加
入
か
任
意
加
入
か
の
区
別
）・
機
能
は
も
と
よ
り
、
そ
の
自
律
性
・
自

主
性
を
支
え
る
憲
法
上
の
根
拠
も
、
…
…
地
方
議
会
（
九
三
条
。
地
方
自
治
法
一
三
四
条
─
一
三
七
条
参
照
）
な
ど
で
異
な
る
の
で
、
そ
の
相

違
に
即
し
、
か
つ
、
紛
争
や
争
わ
れ
て
い
る
権
利
の
性
質
等
を
考
慮
に
入
れ
て
個
別
具
体
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
９
）

」
と
す
る
見

解
が
あ
る
。

第
二
に
、「
部
分
社
会
論
」
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
「
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
内
部
的
な
問
題
に
と
ど
ま
る
か

）
三
三
三
（
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三
四

否
か
」
と
い
う
判
断
基
準
は
、
こ
れ
ま
で
も
司
法
審
査
の
可
否
を
決
定
す
る
基
準
と
し
て
は
必
ず
し
も
機
能
し
て
お
ら
ず
、
団
体
の
内
部

紛
争
の
中
に
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
現
象
を
説
明
す
る
説
明
概
念
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
見

解
が
あ
る
（
１0
）

。

第
三
に
、
部
分
社
会
論
に
関
し
て
、「
憲
法
は
『
裁
判
を
受
け
る
権
利
』
を
保
障
し
て
い
る
。
こ
の
権
利
は
、
社
会
に
お
け
る
平
和
と

秩
序
の
維
持
の
た
め
に
紛
争
の
自
力
救
済
を
禁
止
し
た
見
返
り
で
あ
り
、
紛
争
の
解
決
を
求
め
る
者
に
部
分
社
会
論
と
い
う
憲
法
上
明
示

の
根
拠
の
な
い
理
論
を
安
易
に
持
ち
出
し
て
救
済
を
拒
否
す
る
の
は
、
憲
法
上
問
題
が
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を

制
限
し
う
る
よ
う
な
憲
法
上
の
根
拠
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
…
…
地
方
議
会
に
関
し
て
は
地
方
自
治
、
国
立
大
学
に
関
し
て

は
大
学
の
自
治
が
援
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
憲
法
上
の
論
拠
に
よ
り
説
明
で
き
る
場
合
に
、『
部
分
社
会
』
と
い
う
よ
う
な
包

括
的
な
概
念
を
持
ち
出
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
し
、
好
ま
し
く
も
な
い
（
１１
）

」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

第
四
に
、
最
高
裁
判
例
に
よ
る
「
部
分
社
会
論
」
は
、
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
関
係
す
る
の
か
否
か
を
判
断
基
準
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
歴
史
的
に
は
特
別
権
力
関
係
論
を
克
服
し
、
司
法
審
査
を
部
分
的
に
肯
定
す
る
た
め
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え

で
、
①
「
一
般
市
民
法
秩
序
」
の
概
念
が
高
度
に
抽
象
的
で
あ
り
、
特
定
の
地
位
が
市
民
法
上
の
地
位
か
否
か
の
判
別
自
体
が
困
難
で
あ

る
こ
と
、
②
係
争
対
象
と
な
っ
た
不
利
益
措
置
で
審
査
が
肯
定
さ
れ
る
も
の
と
否
定
さ
れ
る
も
の
と
の
間
に
質
的
な
相
違
は
認
め
難
い
こ

と
、
③
結
果
志
向
の
判
断
基
準
で
あ
り
、
結
果
を
正
当
化
す
る
機
能
し
か
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ

る
（
１２
）

。第
五
に
、「
自
律
的
な
法
規
範
を
有
す
る
部
分
社
会
内
部
の
紛
争
を
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
部
分
社
会
の
法
理
は
、
本
判
決
の
宇

賀
補
足
意
見
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
裁
判
を
受
け
る
国
民
の
権
利
を
保
障
す
る
憲
法
三
二
条
お
よ
び
法
律
上
の
争
訟
の
解
決
を
裁
判
所
固

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

三
五

有
の
任
務
と
す
る
憲
法
七
六
条
一
項
の
趣
旨
と
衝
突
す
る
要
素
を
含
む
。
団
体
の
自
律
性
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
そ
の
反
面
、
各
団
体
内

部
の
少
数
者
の
権
利
・
利
益
を
裁
判
所
が
保
護
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
（
１３
）

」
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

第
六
に
、「
部
分
社
会
論
」
に
関
し
、「
こ
の
論
理
を
一
般
的
に
承
認
す
る
こ
と
は
、
司
法
審
査
が
及
ば
な
い
領
域
を
広
く
解
す
る
傾
向

を
正
当
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
法
治
主
義
の
原
則
か
ら
し
て
妥
当
で
は
な
い
。
団
体
内
部
の
紛
争
で
あ
っ
て
も
、
…
…
（
地
方
議
会
な
ど

の
場
合
に
は
）
地
方
自
治
な
ど
の
憲
法
原
理
に
照
ら
し
て
理
論
を
構
成
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
１４
）

」
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

こ
の
他
に
も
、「
団
体
の
目
的
・
性
格
・
機
能
、
紛
争
の
性
格
・
程
度
、
争
わ
れ
て
い
る
権
利
や
侵
害
の
程
度
等
は
、
事
案
に
よ
っ
て

異
な
る
。『
部
分
社
会
』
と
い
う
包
括
的
な
概
念
を
基
礎
と
し
て
司
法
権
が
ど
こ
ま
で
関
わ
る
べ
き
か
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

有
害
無
益
で
あ
る
。
判
例
も
、
実
際
に
は
包
括
的
思
考
を
貫
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
近
年
、
地
方
議
会
に
関
す
る
事
件
が
続
出

し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
地
方
議
会
の
自
律
権
の
尊
重
と
司
法
的
統
制
の
可
否
・
程
度
と
い
う
、
よ
り
具
体
的
な
形
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
（
１５
）

」
と
い
っ
た
見
解
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
学
説
に
お
い
て
は
、「
部
分
社
会
論
」
に
対
す
る
批
判
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
社
会
や
団
体
に
は
様
々
な
も
の
が
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
律
性
の
憲
法
上
の
根
拠
も
異
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
に
従
っ
て
個
別
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
基

本
的
人
権
の
尊
重
と
い
う
憲
法
の
理
念
か
ら
す
る
と
、
当
該
団
体
の
自
律
的
解
決
に
よ
っ
て
不
利
益
を
被
る
内
部
の
少
数
者
の
権
利
と
の

調
整
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
法
治
主
義
の
原
則
か
ら
す
る
と
、
司
法
審
査
の
及
ば
な
い
領
域
は
で
き
る
限
り
狭
く
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
１６
）

。

令
和
二
年
最
判
は
、
地
方
議
会
と
い
う
「
自
律
的
な
法
規
範
を
も
つ
社
会
な
い
し
団
体
」
に
お
け
る
「
内
部
規
律
の
問
題
」
と
し
て
一

律
に
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
よ
う
な
「
部
分
社
会
論
」
に
通
ず
る
判
断
枠
組
み
を
採
用
し
て
お
ら
ず
、
本
件
処
分
の
問
題
に
つ
い
て

）
三
三
一
（
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三
六

「
単
な
る
内
部
規
律
の
問
題
に
止
ら
な
い
」「
重
大
事
項
」
で
あ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
、「
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
す
る

も
の
」
で
あ
る
か
否
か
と
い
っ
た
基
準
で
判
断
し
て
い
な
い
。

令
和
二
年
最
判
は
、
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
の
判
断
に
際
し
て
、「
部
分
社
会
論
」
の
判
断
枠
組
み
を

用
い
て
お
ら
ず
、
憲
法
上
の
根
拠
を
踏
ま
え
て
、
地
方
議
会
の
自
律
権
と
議
員
の
活
動
の
責
務
等
に
関
し
て
個
別
具
体
的
な
検
討
を
す
る

こ
と
に
よ
り
、
結
論
を
導
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
部
分
社
会
論
」
を
採
用
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
る
（
１７
）

。

こ
の
よ
う
に
、
令
和
二
年
最
判
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
地
方
議
会
議
員
の
懲
罰
に
関
す
る
紛
争
を
含
め
、
地
方
議
会
の
内
部
的
な
紛
争

に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
検
討
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
も
は
や
「
部
分
社
会
論
」
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
令
和
二
年
最
判
は
、「
地
方
議
会
」
に
お
け
る
内
部
的
な
紛
争
に
つ
い
て
は
、「
部
分
社
会
論
」
を
放
棄
し
た
も

の
と
解
さ
れ
る
（
１８
）

。「
部
分
社
会
論
」
に
関
し
て
は
、
大
学
や
政
党
な
ど
、
そ
の
他
の
団
体
の
内
部
紛
争
に
つ
い
て
も
、
令
和
二
年
最
判
の

判
断
枠
組
み
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、
当
該
団
体
の
種
類
・
性
格
や
争
わ
れ
て
い
る
権
利
の
性
質
な
ど
を
個
別
具
体
的
に

検
討
し
て
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
か
否
か
を
判
断
す
る
と
い
う
姿
勢
を
強
め
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
て
、
令
和
二
年
最
判
は
、

「
部
分
社
会
論
」
か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
１9
）

。

ま
た
、「
部
分
社
会
論
」
の
下
に
説
明
さ
れ
る
団
体
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
内
部
紛
争
が

あ
る
と
い
う
現
象
を
説
明
す
る
意
味
で
の
説
明
概
念
と
し
て
「
部
分
社
会
論
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
一
般

市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
内
部
的
問
題
に
と
ど
ま
る
か
否
か
は
基
準
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
規
範
概
念
と

は
い
え
な
い
面
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
２0
）

。

令
和
二
年
最
判
は
、「
従
前
の
い
わ
ゆ
る
『
部
分
社
会
』
内
の
紛
争
へ
の
介
入
に
消
極
的
で
あ
っ
た
裁
判
所
の
姿
勢
を
改
め
、
地
方
統

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

三
七

治
機
関
に
法
の
支
配
を
貫
徹
さ
せ
る
強
い
意
志
を
示
し
た
も
の
（
２１
）

」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

今
日
で
は
、
地
方
議
会
に
つ
い
て
「
部
分
社
会
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
司
法
審
査
を
一
般
的
・
包
括
的
に
排
除

す
る
よ
う
な
自
律
性
を
認
め
る
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
せ
い
ぜ
い
、
当
該
部
分
社
会
の
管
理
者
に
比
較
的
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
だ
け

で
あ
る
と
い
う
具
合
に
相
対
化
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
２２
）

。

（
１
）　「
部
分
社
会
論
」（
あ
る
い
は
「
部
分
社
会
の
法
理
」）
に
関
し
て
は
、
初
期
の
主
要
な
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、
佐
藤
幸
治
『
憲
法
訴
訟
と
司

法
権
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
四
年
）
九
一
頁
以
下
、
佐
藤
幸
治
『
現
代
国
家
と
司
法
権
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
一
四
七
頁
以
下
、
川
村
清

「
部
分
社
会
論
と
司
法
権
」
和
田
英
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
裁
判
と
地
方
自
治
』（
敬
文
堂
、
一
九
八
九
年
）
一
頁
以
下
、
渋
谷

秀
樹
「
事
件
性
の
要
件
と
部
分
社
会
論
」
樋
口
陽
一
・
高
橋
和
之
編
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
（
下
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
一
五
九
頁
以
下
、

甲
斐
素
直
「
い
わ
ゆ
る
『
部
分
社
会
の
法
理
』
に
つ
い
て
」
法
学
紀
要
三
六
号
三
一
九
頁
以
下
等
参
照
。
近
年
の
文
献
と
し
て
、
木
下
智
史
「『
部

分
社
会
の
法
理
』
と
司
法
権
の
限
界
」
泉
徳
治
ほ
か
『
統
治
構
造
に
お
い
て
司
法
権
が
果
た
す
べ
き
役
割
（
第
二
部
）』（
判
例
時
報
社
、
二
〇
二
一

年
）
二
二
三
頁
以
下
、
渡
辺
康
行
「
団
体
の
内
部
自
治
と
司
法
権

─
地
方
議
会
を
中
心
と
し
て

─
」
泉
徳
治
ほ
か
『
統
治
構
造
に
お
い
て
司
法

権
が
果
た
す
べ
き
役
割
（
第
二
部
）』（
判
例
時
報
社
、
二
〇
二
一
年
）
三
一
三
頁
以
下
、
安
福
達
也
「
法
律
上
の
争
訟
性
を
め
ぐ
る
裁
判
例
と
問
題

点
（
上
）」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
三
四
号
二
八
頁
以
下
、
渡
邊
亙
『
法
律
の
留
保
に
関
す
る
比
較
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
九
年
）
二
六
七
頁
以
下

参
照
。

（
２
）　
野
中
俊
彦
「
裁
判
所
と
憲
法
訴
訟
」
野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
『
憲
法
Ⅱ
（
第
五
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）

二
三
四
頁
。

そ
も
そ
も
、「
部
分
社
会
論
」
は
、
県
議
会
議
員
に
対
す
る
除
名
処
分
の
取
消
訴
訟
に
係
る
執
行
停
止
に
つ
き
、
裁
判
所
が
停
止
の
決
定
を
し
た

と
こ
ろ
、
内
閣
総
理
大
臣
が
異
議
を
述
べ
た
こ
と
に
関
す
る
最
決
昭
和
二
八
年
一
月
一
六
日
民
集
七
巻
一
号
一
二
頁
（
米
内
山
事
件
）
で
の
田
中
耕

）
三
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
八

太
郎
裁
判
官
の
少
数
意
見
に
そ
の
起
源
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
際
社
会
は
自
ら
の
法
を
有
し
又
国
家
な
る
社
会
の
中
に
も
種
々
の
社
会
、
例
え

ば
公
益
法
人
、
会
社
、
学
校
、
社
交
団
体
、
ス
ポ
ー
ツ
団
体
等
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
秩
序
を
も
つ
て
い
る
。
法
秩
序
は
社
会
の
多
元
性
に
応

じ
て
多
元
的
で
あ
る
。
そ
れ
等
の
特
殊
的
法
秩
序
は
国
家
法
秩
序
即
ち
一
般
的
法
秩
序
と
或
る
程
度
の
関
連
が
あ
る
も
の
も
あ
れ
ば
な
い
も
の
も
あ

る
。
…
…
国
会
や
議
会
に
関
し
て
も
、
司
法
権
の
介
入
が
認
め
ら
れ
な
い
純
然
た
る
自
治
的
に
決
定
さ
る
べ
き
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
の

は
決
し
て
理
論
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
て
本
件
の
問
題
で
あ
る
懲
罰
の
事
案
の
ご
と
き
は
正
に
か
か
る
領
域
に
属
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
要
す
る
に
地
方
議
会
の
懲
罰
に
関
し
て
は
、
議
会
自
体
が
最
終
の
決
定
者
で
あ
る
こ
と
国
会
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

仮
に
多
数
者
が
横
暴
に
振
舞
い
、
事
実
と
し
て
懲
罰
の
事
由
の
存
否
が
疑
わ
し
い
場
合
に
懲
罰
に
附
し
又
は
情
状
が
軽
い
の
に
比
較
的
重
い
制
裁
を

課
し
た
よ
う
な
事
情
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
結
局
事
実
認
定
裁
量
の
問
題
に
帰
し
、
従
つ
て
そ
の
当
不
当
は
政
治
問
題
た
る
に
止
ま
り
、
違

法
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
３
）　
最
判
昭
和
五
二
年
三
月
一
五
日
民
集
三
一
巻
二
号
二
三
四
頁
。

昭
和
五
二
年
最
判
は
、
昭
和
三
五
年
最
判
を
引
用
し
、「
一
般
市
民
社
会
の
中
に
あ
つ
て
こ
れ
と
は
別
個
に
自
律
的
な
法
規
範
を
有
す
る
特
殊
な

部
分
社
会
に
お
け
る
法
律
上
の
係
争
の
ご
と
き
は
、
そ
れ
が
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
を
有
し
な
い
内
部
的
な
問
題
に
と
ど
ま
る
限
り
、
そ

の
自
主
的
、
自
律
的
な
解
決
に
委
ね
る
の
を
適
当
と
し
、
裁
判
所
の
司
法
審
査
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る

「
部
分
社
会
論
」
が
判
例
上
確
立
し
、
昭
和
三
五
年
最
判
は
、「
部
分
社
会
論
」
を
形
成
し
た
判
例
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
佐
藤
幸
治
『
日

本
国
憲
法
論
（
第
二
版
）』（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
六
四
四
頁
、
高
田
敏
「
判
例
解
説
」『
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
四
版
）』
四
〇
三
頁
、
田
近
肇

「
判
例
解
説
」『
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
七
版
）』
三
九
五
頁
参
照
）。

「
部
分
社
会
論
」
は
、
そ
の
後
、
地
方
議
会
や
大
学
だ
け
で
な
く
、
政
党
、
宗
教
団
体
等
の
内
部
規
律
を
め
ぐ
る
紛
争
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た

（
最
判
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
〇
日
判
例
時
報
一
三
〇
七
号
一
一
三
頁
、
最
判
平
成
五
年
九
月
七
日
民
集
四
七
巻
七
号
四
六
六
七
頁
等
参
照
）。

（
４
）　
荒
谷
・
前
掲
「
時
の
判
例
」
九
三
─
九
四
頁
、
西
上
・
前
掲
「
判
例
時
評
」
五
頁
、
横
尾
・
前
掲
論
文
六
六
頁
参
照
。

（
５
）　
こ
の
点
に
関
し
て
、
昭
和
五
二
年
最
判
で
確
立
さ
れ
た
「
部
分
社
会
論
」
で
は
、「
自
律
的
な
法
規
範
を
有
す
る
特
殊
な
部
分
社
会
に
お
け
る

法
律
上
の
係
争
」
は
裁
判
所
の
司
法
審
査
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
が
、「
一
般
市
民
法
秩
序
と
直
接
の
関
係
」
を
有
す
る
場
合
に
は
司
法
審
査
の
対

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

三
九

象
と
な
り
得
る
と
さ
れ
、
昭
和
三
五
年
最
判
に
お
け
る
判
断
の
論
理
が
継
承
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
横
尾
・
前
掲
論
文
六
六
頁
参
照
）。

（
６
）　
渡
辺
・
前
掲
「
団
体
の
内
部
自
治
と
司
法
権
」
三
二
一
頁
参
照
。

（
７
）　
嘉
藤
・
前
掲
論
文
九
六
頁
参
照
。

（
８
）　
佐
藤
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
論
（
第
二
版
）』
六
四
一
─
六
四
六
頁
、
田
近
肇
「
団
体
内
部
紛
争
と
司
法
権
」
曽
我
部
真
裕
・
赤
坂
幸
一
・
新

井
誠
・
尾
形
健
編
『
憲
法
論
点
教
室
（
第
二
版
）』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）
一
九
九
頁
、
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
（
第
七
版
）』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
三
五
二
─
三
五
七
頁
、
渡
辺
康
行
「
裁
判
所
と
司
法
権
」
渡
辺
康
行
・
宍
戸
常
寿
・
松
本
和
彦
・
工
藤
達
朗
『
憲
法

Ⅱ 

総
論
・
統
治
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）
三
〇
四
─
三
一
四
頁
参
照
。

（
9
）　
芦
部
・
前
掲
『
憲
法
（
第
七
版
）』
三
五
六
頁
。

（
１0
）　
佐
藤
・
前
掲
「『
部
分
社
会
』
と
司
法
審
査
」
一
九
五
頁
参
照
。

さ
ら
に
、「
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
司
法
審
査
が
求
め
ら
れ
る
か
は
、
結
社
そ
の
他
の
存
在
の
目
的
、
性
格
、
機
能
、

紛
争
の
性
格
な
い
し
深
度
等
々
に
照
ら
し
、
個
別
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
（
佐
藤
・
前
掲
『
日
本
国
憲
法
論
（
第
二

版
）』
六
四
四
─
六
四
五
頁
）。

（
１１
）　
高
橋
和
之
『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法
（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
四
一
五
頁
。

（
１２
）　
渋
谷
秀
樹
「
事
件
性
の
要
件
と
部
分
社
会
論
」
樋
口
陽
一
・
高
橋
和
之
編
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
（
下
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）

一
七
六
頁
参
照
。

（
１３
）　
長
谷
部
・
前
掲
「
判
例
秘
書
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
七
頁
。

同
様
に
、
長
谷
部
恭
男
『
憲
法
（
第
八
版
）』（
新
世
社
、
二
〇
二
二
年
）
四
一
六
─
四
一
七
頁
で
は
、
団
体
の
自
律
性
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
そ

の
反
面
、
各
団
体
内
部
の
少
数
者
の
権
利
を
裁
判
所
は
原
則
と
し
て
保
護
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
憲
法
を
支
え
る
個
人
の
尊
重
と
い

う
理
念
と
果
た
し
て
整
合
す
る
か
と
い
う
疑
問
を
生
む
と
し
て
い
る
。

（
１４
）　
辻
村
み
よ
子
『
憲
法
（
第
七
版
）』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
一
年
）
四
三
五
頁
。

（
１５
）　
渡
辺
・
前
掲
『
憲
法
Ⅱ
　
総
論
・
統
治
』
三
〇
七
─
三
〇
八
頁
。

）
三
三
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

四
〇

（
１６
）　
苅
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
三
六
頁
参
照
。

（
１７
）　
渡
辺
・
前
掲
「
地
方
議
会
の
自
律
的
機
能
と
司
法
審
査
」
一
二
七
頁
、
横
尾
・
前
掲
論
文
八
〇
頁
参
照
。

（
１８
）　
市
川
・
前
掲
論
文
一
四
二
頁
、
神
橋
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
〇
六
頁
、
渡
辺
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
七
〇
号
一
一
頁
、
野

坂
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」
五
頁
参
照
。

人
見
・
前
掲
「
岩
沼
市
議
会
議
員
出
席
停
止
処
分
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
意
義
」
一
二
頁
は
、
令
和
二
年
最
判
に
関
し
て
、「
出

席
停
止
の
懲
罰
の
司
法
審
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
制
約
を
議
会
の
裁
量
権
の
問
題
に
解
消
し
、
包
括
的
な
司
法
審
査
の
排
除
を
完
全
に
否
定
し
て
い

る
。
少
な
く
と
も
地
方
議
会
の
内
部
規
律
の
問
題
に
つ
い
て
は
、『
部
分
社
会
』
論
的
な
考
え
方
は
一
掃
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
市
川
正
人
『
基
本
講
義 

憲
法
（
第
二
版
）』（
新
世
社
、
二
〇
二
二
年
）
三
〇
五
頁
は
、
令
和
二
年
最
判
に
よ
っ
て
、
最
高
裁
は
、
少

な
く
と
も
地
方
議
会
に
つ
い
て
は
「
部
分
社
会
論
」
を
用
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
し
、
今
後
、
全
面
的
な
「
部
分
社
会
論
」
の
放
棄
に
至

る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。

（
１9
）　
横
尾
・
前
掲
論
文
八
一
頁
参
照
。

令
和
二
年
最
判
は
、
地
方
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、「
部
分
社
会
論
」
を
援
用
し
な
か
っ
た
が
、「
部
分
社
会
論
」
が

司
法
権
の
限
界
の
根
拠
と
な
る
当
該
団
体
な
い
し
組
織
の
法
的
性
格
付
け
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
今
後
、
こ
れ
が
司
法
権
の
限
界
を
根
拠
付

け
る
も
の
と
し
て
援
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
神
橋
・
前
掲
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
懲
罰
と
司
法
審
査
」
三
五
三
頁
参
照
）。

（
２0
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
九
三
頁
参
照
。

（
２１
）　
渋
谷
秀
樹
「
統
治
構
造
に
お
い
て
司
法
権
が
果
た
す
べ
き
役
割 

第
三
部
【
第
五
回
】
憲
法
判
例
の
現
状
分
析
」
判
例
時
報
二
五
二
七
号

一
四
〇
頁
。

さ
ら
に
、
渋
谷
・
前
掲
「
統
治
構
造
に
お
い
て
司
法
権
が
果
た
す
べ
き
役
割
」
一
四
二
頁
で
は
、
令
和
二
年
最
判
は
、「
部
分
社
会
論
」
の
終
焉

の
始
ま
り
を
示
す
も
の
で
あ
り
、「
そ
の
他
の
、
例
え
ば
、
大
学
内
で
の
処
分
に
用
い
ら
れ
た
部
分
社
会
論
も
、
裁
量
論
に
落
と
し
込
む
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
一
切
を
司
法
審
査
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
理
論
は
や
が
て
葬
ら
れ
る
宿
命
に
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
２２
）　
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
（
第
六
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
四
〇
頁
、
人
見
・
前
掲
論
文
六
五
九
頁
参
照
。

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

四
一

３
　
地
方
議
会
の
自
律
性
の
問
題

一
般
的
・
包
括
的
な
「
部
分
社
会
論
」
に
よ
ら
ず
に
、
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
が
司
法
審
査
の
対
象
と

な
る
か
否
か
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
議
会
の
目
的
・
性
質
・
機
能
や
、
そ
の
自
律
性
・
自
主
性
を
支
え
る
憲
法
上
の
根
拠
、

紛
争
や
争
わ
れ
て
い
る
権
利
の
性
質
等
を
考
慮
に
入
れ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
（
１
）

。

憲
法
九
二
条
は
、「
地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
地
方
自
治
の
本
旨
に
基
い
て
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」

と
規
定
し
て
い
る
。

憲
法
九
三
条
一
項
は
、「
地
方
公
共
団
体
に
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
事
機
関
と
し
て
議
会
を
設
置
す
る
」
と
規

定
し
、
地
方
自
治
法
八
九
条
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
に
議
会
を
置
く
」
と
定
め
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
地
方
議
会
は
憲
法
上
の
根
拠

を
有
す
る
団
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
地
方
議
会
に
つ
い
て
は
、
憲
法
九
二
条
、
九
三
条
と
い
う
憲
法
上
の
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
自
律
性
に

つ
い
て
は
、
国
会
の
よ
う
な
憲
法
上
の
明
文
の
規
定
は
な
く
、
国
会
ほ
ど
の
自
律
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
は
一
般
に
理
解
さ
れ

て
い
な
い
（
２
）

。

ま
た
、
憲
法
九
二
条
に
い
う
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
と
は
、
住
民
自
治
と
団
体
自
治
か
ら
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
国
か
ら
独
立
し

た
団
体
自
ら
の
意
思
と
責
任
の
下
に
お
い
て
当
該
事
務
を
処
理
す
る
と
い
う
団
体
自
治
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
・
自
律

性
と
い
う
側
面
で
は
重
要
な
理
念
と
い
え
る
も
の
の
、
そ
の
一
機
関
で
あ
る
地
方
議
会
の
自
律
性
と
い
う
側
面
で
は
、
団
体
自
治
の
理
念

が
地
方
議
会
の
自
律
性
の
根
拠
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
形
で
は
あ
ま
り
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
（
３
）

。

こ
の
こ
と
か
ら
、
地
方
議
会
の
自
律
性
に
つ
い
て
は
、「
地
方
自
治
の
本
旨
」
の
う
ち
、
主
と
し
て
住
民
自
治
の
観
点
か
ら
、
議
事
機

）
三
三
三
（
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四
二

関
と
し
て
作
用
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
最
高
裁
（
４
）

も
、「
住
民
自
治
」
に
つ
い
て
、「
地
方
公
共
団
体
の
施
策
を
住

民
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
う
べ
き
も
の
と
す
る
い
わ
ゆ
る
住
民
自
治
の
原
則
は
地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
基
本
原
則
」

で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

令
和
二
年
最
判
は
、「
部
分
社
会
論
」
の
枠
組
み
を
採
用
し
て
い
な
い
が
、
昭
和
三
五
年
最
判
以
来
認
め
ら
れ
て
き
た
地
方
議
会
の
自

律
性
（
自
律
権
）
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
記
の
よ
う
に
、
憲
法
九
二
条
が
住
民
自
治
の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
、
ま

た
、
憲
法
九
三
条
は
住
民
が
直
接
選
挙
す
る
議
員
で
構
成
さ
れ
る
議
事
機
関
と
し
て
地
方
議
会
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
会

の
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、「
議
事
機
関
と
し
て
の
自
主
的
か
つ
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
べ
く
、
そ
の
性
質
上
、
地
方
議
会
の

自
律
的
な
権
能
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
説
示
は
、
地
方
議
会
の
自
律
性
の
憲
法
上
の
根
拠
を
個
別
具
体
的

に
検
討
し
た
も
の
と
い
え
る
。
問
題
は
、
地
方
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
が
地
方
議
会
の
自
律
的
な
解
決
に
委
ね
ら
れ
る
の
か
否

か
で
あ
る
（
５
）

。

昭
和
三
五
年
最
判
は
、
地
方
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
つ
い
て
は
、
議
員
の
権
利
行
使
の
一
時
的
制
限
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
自
律

的
な
法
規
範
を
も
つ
社
会
な
い
し
団
体
で
あ
る
地
方
議
会
の
自
治
的
措
置
に
任
せ
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
り
、
司
法
審
査
の
対
象
に
は
な

ら
な
い
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
令
和
二
年
最
判
は
、
昭
和
三
五
年
最
判
と
は
異
な
り
、
出
席
停
止
の
懲
罰
は
「
議
員
の
権
利
行
使
の
一

時
的
制
限
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
適
否
が
専
ら
議
会
の
自
主
的
、
自
律
的
な
解
決
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
令
和
二
年
最
判
が
「
出
席
停
止
の
懲
罰
の
性
質
や
議
員
活
動
に
対
す
る
制
約
の
程
度
」
に
つ
き
、
憲
法
を
踏
ま
え
て
考
慮
し

た
か
ら
で
あ
る
（
６
）

。
地
方
議
員
は
、
憲
法
上
の
住
民
自
治
の
原
則
を
具
現
化
す
る
た
め
、
住
民
の
代
表
と
し
て
そ
の
意
思
を
当
該
普
通
地
方

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

四
三

公
共
団
体
の
意
思
決
定
に
反
映
さ
せ
る
べ
く
活
動
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
。
出
席
停
止
の
懲
罰
が
科
さ
れ
れ
ば
、
議
員
は
そ
の
期
間
中
、

「
議
員
と
し
て
の
中
核
的
な
活
動
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
そ
の
責
務
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、

出
席
停
止
の
懲
罰
に
よ
っ
て
憲
法
に
基
づ
く
重
要
な
権
利
利
益
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
議
会
の
自
律
権
を
制
限
す
る
根
拠
に
な
っ

て
い
る
と
い
え
る
（
７
）

。

こ
の
点
に
関
し
、
宇
賀
裁
判
官
の
補
足
意
見
も
、「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
を
司
法
審
査
の
対
象
と
し
て

も
、
地
方
議
会
の
自
律
性
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
懲
罰
の
実
体
判
断
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
裁
量
が
認
め
ら
れ
、

裁
量
権
の
行
使
が
違
法
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
逸
脱
又
は
濫
用
に
当
た
る
場
合
に
限
ら
れ
、
地
方
議
会
の
自
律
性
は
、
裁
量
権
の
余
地
を

大
き
く
す
る
方
向
に
作
用
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適
否
を
司
法
審
査
の
対
象
と
し
た
場
合
、

濫
用
的
な
懲
罰
は
抑
止
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
が
、
過
度
に
地
方
議
会
の
自
律
性
を
阻
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い

る
。令

和
二
年
最
判
は
、
出
席
停
止
の
懲
罰
は
、
議
会
の
自
律
的
な
権
能
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
議
会
に
一
定
の
裁
量
が
認

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
が
違
法
と
な
る
か
否
か
は
、
議
会
の
判
断
が
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫

用
し
た
も
の
か
な
ど
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
８
）

。
令
和
二
年
最
判
が
、
出
席
停
止
の
懲
罰
に
よ
り
議
員
と
し
て

の
中
核
的
な
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
実
際
上
違
法
と
な
る
余
地
が
か
な
り
限
ら
れ

る
ほ
ど
に
議
会
の
裁
量
を
尊
重
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
令
和
二
年
最
判
で
は
、
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
つ
い
て
、「
議
会
の
自
律
的
な
権
能
」
に
基
づ
く
も
の
と
し
た
う
え
で
、

裁
判
所
は
「
常
に
」
そ
の
適
否
を
判
断
で
き
る
と
し
て
い
る
（
９
）

。
令
和
二
年
最
判
は
、
二
三
日
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
し
て
、
そ
の
期
間

）
三
三
三
（
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四
四

の
長
短
に
つ
い
て
は
、
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
（
１0
）

。
出
席
停
止
の
懲
罰
自
体
は
、
議
員
の
重
要
な
権
利
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
項
と
し

て
、
そ
の
す
べ
て
の
適
否
が
司
法
審
査
の
対
象
に
な
る
と
判
断
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
１１
）

。

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
が
、
地
方
議
会
の
自
律
権
と
い
う
多
義
的
な
理
由
付
け
に
依
拠
し
て
司
法
審
査
を
排
除
す
る
立
場
か
ら
は
脱
却

し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
（
１２
）

。
地
方
議
会
の
自
律
権
の
尊
重
は
、
司
法
審
査
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
司
法
審
査
の
際

に
議
会
の
裁
量
的
判
断
を
尊
重
す
る
形
で
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
地
方
議
会
が
議
員
に
対
し
て
科
す
る
懲
罰
は
、
公

選
の
議
員
に
対
し
て
制
裁
と
し
て
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
地
方
議
会
の
自
律
的
な
権
能
の
根
拠
等
に
関
す
る
理
論
的
な
分
析

や
、
議
員
に
対
す
る
懲
罰
の
実
態
な
ど
に
関
す
る
検
討
等
が
必
要
で
あ
る
（
１３
）

。

（
１
）　
荒
谷
・
前
掲
「
時
の
判
例
」
九
五
頁
参
照
。

（
２
）　
地
方
議
会
は
、
立
法
権
の
行
使
を
も
っ
て
主
要
な
任
務
と
す
る
が
、
一
般
的
に
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
重
要
な
案
件
に
関
す
る
最
高
の
審
議

議
決
機
関
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
行
政
的
意
思
決
定
も
含
ま
れ
る
と
と
も
に
、
長
を
始
め
と
す
る
執
行
機
関
の
業
務
の
監
視
機
能
を
果
た
す
役
割
は
大

き
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
の
国
会
よ
り
も
広
範
な
権
能
を
有
す
る
と
い
え
る
（
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅲ
（
第
五
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）

二
一
七
頁
以
下
、
宇
賀
克
也
『
地
方
自
治
法
概
説
（
第
九
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
一
年
）
二
七
〇
頁
、
駒
林
良
則
『
地
方
議
会
の
法
構
造
』（
成

文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
一
六
八
頁
以
下
参
照
）。

（
３
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
九
八
頁
参
照
。

（
４
）　
最
判
昭
和
五
六
年
一
月
二
七
日
民
集
三
五
巻
一
号
三
五
頁
。

（
５
）　
井
上
・
前
掲
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
処
分
と
司
法
審
査
」
六
三
頁
参
照
。

（
６
）　
同
六
四
頁
参
照
。

令
和
二
年
最
判
に
お
い
て
は
、「
議
会
の
自
律
的
な
権
能
も
、
議
事
参
与
・
議
決
参
加
を
中
核
と
す
る
議
員
活
動
も
、
憲
法
上
の
住
民
自
治
の
原

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

四
五

則
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
よ
り
上
位
の
同
じ
原
則
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
両
者
が
衝
突
す
る
際
に
無
条
件
に
一
方
を

優
先
す
る
こ
と
は
硬
直
的
に
過
ぎ
る
。
住
民
自
治
の
原
則
を
よ
り
良
く
実
現
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
の
調
整
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本

判
決
は
、
そ
う
し
た
調
整
の
帰
結
と
し
て
、
出
席
停
止
の
懲
罰
が
『
議
員
の
権
利
行
使
の
一
時
的
制
限
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
適
否
が
専

ら
議
会
の
自
主
的
、
自
律
的
な
解
決
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
』
と
結
論
づ
け
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
」（
西

上
治
「
判
例
時
評
」
法
律
時
報
九
三
巻
二
号
五
頁
）。

（
７
）　
井
上
武
史
「
部
分
社
会
の
法
理
」
横
大
道
聡
編
『
憲
法
判
例
の
射
程
（
第
二
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
二
八
五
頁
で
は
、
除
名
以
外
の

「
内
部
問
題
で
も
、
制
限
さ
れ
る
権
利
利
益
が
重
要
な
場
合
に
は
司
法
審
査
の
対
象
に
な
り
う
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
８
）　
最
判
令
和
二
年
一
一
月
二
五
日
判
例
時
報
二
四
七
六
号
八
頁
参
照
。

地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
懲
罰
議
決
の
司
法
審
査
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
自
律
権
を
根
拠
と
す
る
裁
量
が
比
較
的
広
く
認
め
ら
れ
る
処
分
の
裁
量

権
の
逸
脱
・
濫
用
の
審
査
の
問
題
と
し
て
捉
え
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
そ
の
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
の
有
無
に
つ
い
て
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と

解
す
べ
き
で
あ
る
（
宇
賀
・
前
掲
「
行
政
判
例
研
究
」
一
三
五
頁
、
室
井
力
『
現
代
行
政
法
の
展
開
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
三
四
九
頁
、
人

見
・
前
掲
論
文
六
六
三
頁
参
照
）。

（
9
）　
神
橋
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
〇
九
頁
は
、
議
会
の
内
部
規
律
に
関
す
る
問
題
も
、
今
後
は
、
議
会
の
自
律
権
に
基
づ
く
裁
量
判
断
と
し
て
、

裁
判
所
に
よ
る
裁
量
審
査
の
対
象
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
議
員
の
懲
罰
に
関
し
地
方
議
会
に
認
め
ら
れ
る
裁
量
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ

い
て
は
、
皆
川
治
廣
「
地
方
議
会
に
よ
る
議
員
懲
罰
と
そ
の
司
法
審
査
に
関
す
る
再
考
察
」
中
京
法
学
五
四
巻
三
・
四
号
二
八
九
頁
以
下
参
照
。

（
１0
）　
な
お
、
中
嶋
直
木
「
判
例
解
説
」『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
七
版
）』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
六
号
三
〇
一
頁
は
、
昭
和
三
五
年
最
判
の
事
案
が

三
日
間
の
出
席
停
止
処
分
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
そ
れ
以
外
の
出
席
停
止
に
つ
い
て
は
な
お
留
保
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
出
席
停
止
の
期
間
に
つ
い
て
は
、「
そ
も
そ
も
、
出
席
停
止
期
間
の
長
短
を
も
っ
て
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
か
否
か
を
決
し
よ
う
と
い
う

見
解
は
、
権
利
制
約
の
大
き
さ
を
考
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
予
定
さ
れ
て
い
る
審
議
の
内
容
も
勘
案
し
な
け
れ
ば
、
権
利
制
約
の
大

き
さ
を
実
質
的
に
見
定
め
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
条
例
の
制
定
等
の
議
案
に
つ
き
、
あ
る
一
日
に
ま
と
め
て
表
決
を
す
る
と

い
う
運
用
が
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
一
日
に
出
席
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
大
き
な
権
利
制
約
と
な
り
得
る
し
、
当
該
議
員
が
公
約
と
し
て
掲

）
三
三
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

四
六

げ
て
い
た
重
要
議
案
の
表
決
が
さ
れ
る
日
に
つ
い
て
、
出
席
で
き
な
い
と
し
た
場
合
に
も
、
大
き
な
権
利
制
約
と
な
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
期
間
の

長
短
と
権
利
制
約
の
程
度
は
必
ず
し
も
連
動
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
指
摘
が
あ
る
（
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
二
二
頁
）。

（
１１
）　
井
上
・
前
掲
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
処
分
と
司
法
審
査
」
六
四
頁
参
照
。

（
１２
）　
服
部
麻
理
子
「
判
例
解
説
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
『
速
報
判
例
解
説
二
九
号
』（
二
〇
二
一
年
一
〇
月
）
三
九
頁
参
照
。

地
方
議
会
の
自
律
権
に
関
し
て
、
学
説
上
は
、
従
来
の
判
例
に
よ
る
除
名
処
分
と
他
の
懲
罰
と
の
区
別
が
「
地
方
議
会
の
自
律
権
を
考
慮
す
れ
ば
、

妥
当
な
も
の
」
と
解
す
る
見
解
（
佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
（
第
二
版
）』（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
六
四
四
頁
）
が
あ
る
一
方
で
、「
司
法
審

査
を
排
除
す
る
こ
と
が
地
方
議
会
の
自
律
権
の
本
質
的
特
性
で
あ
る
と
捉
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
見
解
（
駒
林
良
則
『
地
方
自
治
組
織
法

制
の
変
容
と
地
方
議
会
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
二
一
年
）
二
三
六
頁
）
や
、
地
方
議
会
で
「
数
の
力
に
よ
っ
て
多
数
派
議
員
が
少
数
派
議
員
へ
圧

力
を
か
け
る
と
い
っ
た
実
態
・
弊
害
」
が
あ
る
と
す
る
見
解
（
皆
川
・
前
掲
論
文
二
九
〇
頁
）
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

（
１３
）　
荒
谷
・
前
掲
「
時
の
判
例
」
九
六
頁
、
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
〇
七
頁
参
照
。

四
　
令
和
二
年
最
判
の
射
程

地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
懲
罰
と
は
、「
議
会
の
紀
律
と
品
位
を
保
持
す
る
た
め
に
、
議
会
の
秩
序
を
乱
し
た
議
員
に
対
し
て
議
会

が
そ
の
自
律
的
な
権
能
に
基
づ
い
て
科
す
る
制
裁
（
１
）

」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
懲
罰
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
一
三
四
条
・
一
三
五
条
に

よ
り
、「
公
開
の
議
場
に
お
け
る
戒
告
」、「
公
開
の
議
場
に
お
け
る
陳
謝
」、「
一
定
期
間
の
出
席
停
止
」
及
び
「
除
名
」
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
一
定
期
間
の
出
席
停
止
」
は
、
そ
の
会
期
中
の
一
定
期
間
懲
罰
を
科
せ
ら
れ
た
議
員

の
本
会
議
及
び
委
員
会
へ
の
出
席
を
停
止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
半
数
以
上
の
議
員
の
出
席
の
下
、
通
常
の
過
半
数
の
議
決
に
よ
り
な
さ
れ

る
。
出
席
停
止
期
間
中
は
、
当
該
議
員
の
議
会
に
お
け
る
審
議
権
、
表
決
権
、
選
挙
権
な
ど
議
員
の
身
分
に
伴
う
議
会
に
お
け
る
権
限
を

）
三
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三
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地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

四
七

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
（
２
）

。

こ
れ
ら
の
懲
罰
の
う
ち
、「
戒
告
」
は
、「
公
開
の
議
場
に
お
い
て
被
処
分
者
を
議
長
の
面
前
に
起
立
さ
せ
、
議
長
が
戒
告
文
を
朗
読
し

て
行
う
」
の
が
普
通
で
あ
り
、「
被
処
分
者
が
議
場
に
出
席
し
な
い
場
合
は
絶
対
に
行
い
得
な
い
と
す
る
必
要
は
な
い
と
も
い
い
得
る
か

も
知
れ
な
い
が
、
異
例
に
属
す
る
」
と
さ
れ
、「
陳
謝
」
は
、「
同
様
公
開
の
議
場
に
お
い
て
被
処
分
者
に
議
会
の
定
め
た
陳
謝
文
を
朗
読

さ
せ
て
行
う
」
の
が
普
通
で
あ
り
、「
朗
読
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ
な
い
と
き
は
、
あ
ら
た
な
る
懲
罰
事
犯
と
し
て
改
め
て
懲
罰
処

分
を
行
い
う
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
３
）

。

令
和
二
年
最
判
で
は
「
出
席
停
止
」
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
が
、「
除
名
」
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
五

年
最
判
以
前
か
ら
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
令
和
二
年
最
判
に
よ
っ
て
、
こ
の
点
が
変
更
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
。

「
戒
告
」
及
び
「
陳
謝
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
最
判
で
は
何
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
司
法
審
査
の
可
否
に
つ
い
て
直

ち
に
判
断
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（
４
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
最
判
の
趣
旨
か
ら
考
え
る
と
、
司
法
審
査
が
及
ば
な
い
と
す
る
見
解

と
司
法
審
査
を
及
ぼ
す
べ
き
と
す
る
見
解
の
両
方
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
５
）

。

確
か
に
、「
戒
告
」
及
び
「
陳
謝
」
に
つ
い
て
は
、
議
員
と
し
て
の
中
核
的
な
活
動
を
直
接
制
約
す
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
議
会

の
自
律
性
を
根
拠
と
し
て
司
法
審
査
の
対
象
外
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
６
）

。
し
か
し
、
令
和
二
年
最
判
は
、
出
席
停
止
の
懲
罰
が
「
法
令

の
規
定
に
基
づ
く
処
分
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、「
法
令
の
適
用
に
よ
っ
て
終
局
的
に
解
決
し
得
る
も
の
」
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、「
除
名
」
及
び
「
出
席
停
止
」
以
外
の
「
陳
謝
」
や
「
戒
告
」
に
つ
い
て
も
、
地
方
自
治
法
一
三
五
条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
懲
罰

（
法
令
に
基
づ
く
処
分
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
適
否
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
（
７
）

。

）
三
三
三
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日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

四
八

戒
告
・
陳
謝
の
懲
罰
事
案
に
つ
い
て
も
、
法
定
の
懲
罰
と
い
う
点
で
「
出
席
停
止
」
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
、
司
法
審
査
の
対

象
と
し
な
い
と
均
衡
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
議
員
活
動
の
自
由
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
お
り
、

戒
告
・
陳
謝
で
あ
っ
て
も
、
議
員
の
政
治
活
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
ひ
い
て
は
「
議
員
と
し
て
の
中
核
的
活
動
」
の
大
き
な
制
約
と
な
る

可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
（
８
）

。
戒
告
及
び
陳
謝
の
懲
罰
に
従
わ
な
か
っ
た
時
に
は
、
さ
ら
な
る
懲
罰
事
由
に
な
る
と
解
さ
れ
る
た
め
、
そ
の

運
用
次
第
に
よ
っ
て
は
、
議
会
に
お
け
る
議
員
活
動
に
対
す
る
一
定
の
制
約
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
戒
告
・
陳
謝
に
つ
い
て

も
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
（
９
）

。

な
お
、
仮
に
戒
告
・
陳
謝
に
つ
い
て
、
そ
の
適
否
が
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
さ
れ
た
場
合
で
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
抗
告
訴
訟
が

適
法
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、「
訴
え
の
利
益
」
や
「
処
分
性
」
の
有
無
等
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
（
１0
）

。

さ
ら
に
ま
た
、
地
方
自
治
法
上
の
懲
罰
で
は
な
く
、
地
方
議
会
が
独
自
に
定
め
た
規
則
等
に
基
づ
い
て
、
議
員
に
対
し
て
科
さ
れ
る
処

分
や
措
置
（
議
員
辞
職
勧
告
決
議
、
発
言
取
消
命
令
、
場
外
へ
の
撤
去
命
令
、
厳
重
注
意
処
分
等
）
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
に
関
す
る
問
題

が
あ
る
。
令
和
二
年
最
判
で
は
、
こ
れ
ら
の
処
分
等
の
問
題
に
は
何
ら
触
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
判
断
が
直
接
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
令
和
二
年
最
判
の
趣
旨
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
内
部
的
行
為
が
、
議
会
の
定
め
た
規
則
等
に
基
づ
く
も
の
で
、
議
員
の
活

動
を
制
限
す
る
よ
う
な
と
き
に
は
、
議
会
の
自
律
性
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
司
法
審
査
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
（
１１
）

。
今
後
は
、
令
和
二
年
最
判
に
よ
り
、「
懲
罰
の
う
ち
、
除
名
や
出
席
停
止
の
ほ
か
に
も
、
地
方
自
治
法
に
定
め
る
戒
告
や
陳
謝
で
あ
っ

て
も
、
議
員
の
権
利
行
使
、
議
員
活
動
へ
の
制
約
を
実
質
的
に
解
釈
し
て
、
司
法
審
査
の
対
象
と
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
た
（
１２
）

」
と
い
え

る
。

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

四
九

（
１
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
九
九
頁
。

最
判
昭
和
二
八
年
一
〇
月
一
日
民
集
七
巻
一
〇
号
一
〇
四
五
頁
で
は
、「
地
方
自
治
法
一
三
四
条
の
議
員
の
懲
罰
は
会
議
体
と
し
て
の
議
会
内
の

秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
地
方
自
治
法
又
は
会
議
規
則
に
違
反
し
た
議
員
に
こ
れ
を
科
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

（
２
）　
加
え
て
、
地
方
議
会
に
お
け
る
出
席
停
止
は
、
国
会
の
議
院
に
お
け
る
議
員
の
懲
罰
で
あ
る
登
院
停
止
（
国
会
法
一
二
二
条
三
号
）
と
は
異
な

り
、
議
事
堂
内
へ
の
一
切
の
出
入
り
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
傍
聴
席
に
い
て
会
議
を
傍
聴
す
る
こ
と
ま
で
禁
止
す
る
も
の
で
は
な

い
と
さ
れ
る
（
大
出
峻
郎
『
地
方
議
会
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
七
年
）
五
六
三
─
五
六
四
頁
参
照
）。

（
３
）　
松
本
英
昭
『
新
版
逐
条
地
方
自
治
法
（
第
九
次
改
訂
版
）』（
学
陽
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
四
九
三
頁
。

（
４
）　
市
川
・
前
掲
論
文
一
四
一
頁
参
照
。

（
５
）　
荒
谷
・
前
掲
「
時
の
判
例
」
九
六
頁
参
照
。

（
６
）　
長
谷
部
恭
男
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
と
司
法
審
査
」
判
例
秘
書
ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
頁
、
西
上
・
前
掲
「
判
例
時
評
」
六
頁

参
照
。

（
７
）　
井
上
・
前
掲
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
処
分
と
司
法
審
査
」
六
二
頁
、
横
尾
・
前
掲
論
文
八
二
頁
参
照
。

（
８
）　
野
坂
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」
五
頁
参
照
。

渡
辺
康
行
「
地
方
議
会
の
自
律
的
権
能
と
司
法
審
査
」
法
律
時
報
九
三
巻
五
号
一
三
〇
頁
は
、「
戒
告
、
陳
謝
な
ど
に
も
司
法
審
査
の
可
能
性
を

開
く
こ
と
は
、
議
会
内
に
お
け
る
懲
罰
の
濫
用
防
止
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
9
）　
皆
川
・
前
掲
論
文
二
八
二
─
二
八
三
頁
は
、
議
員
の
陳
謝
や
戒
告
は
、「
議
員
を
指
導
す
る
と
い
う
意
味
よ
り
は
む
し
ろ
、
議
員
に
対
す
る
制

裁
的
・
懲
戒
的
性
格
を
有
す
る
処
分
」
で
あ
っ
て
、「
陳
謝
や
戒
告
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
そ
し
て
、
名
誉
・
信
用
な
ど
の

人
格
権
に
対
し
て
重
大
な
影
響
・
侵
害
を
及
ぼ
す
虞
が
あ
る
と
い
う
点
で
、
陳
謝
や
戒
告
は
、
議
員
の
権
利
・
義
務
に
直
接
の
影
響
を
与
え
る
」
と

し
て
、「
法
律
上
の
争
訟
」
の
該
当
性
を
認
容
す
る
。

（
１0
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
〇
七
頁
参
照
。

（
１１
）　
市
川
・
前
掲
論
文
一
四
一
頁
参
照
。

）
三
三
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

五
〇

ち
な
み
に
、
発
言
の
取
消
命
令
や
厳
重
注
意
処
分
な
ど
一
部
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
既
に
具
体
的
事
案
に
即
し
た
司
法
の
対
応
が
示
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
他
の
措
置
が
は
た
し
て
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
形
で
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
か
は
、
今
後
の
判
例
・
学
説
の
展
開
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

（
野
坂
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」
六
頁
参
照
）。

ま
た
、
宇
賀
裁
判
官
が
補
足
意
見
に
お
い
て
、「
憲
法
三
二
条
に
よ
り
国
民
に
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
法
律
上
の
争

訟
に
つ
い
て
裁
判
を
行
う
こ
と
は
、
憲
法
七
六
条
一
項
に
よ
り
司
法
権
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
司
法
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
り
、
司
法
権
に
対
す
る
外
在
的
制
約
が
あ
る
と
し
て
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
の
は
、
か
か
る
例
外
を
正
当
化
す
る
憲
法

上
の
根
拠
が
あ
る
場
合
に
厳
格
に
限
定
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
は
た
し
て
、
地
方
議
会
の
自
律
性
か
ら
戒
告
や
陳
謝

を
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
は
、
正
当
化
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
宇
賀
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
憲
法
は
、
自
律
性
の
点

に
お
い
て
、
国
会
と
地
方
議
会
を
同
視
し
て
い
な
い
」
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
地
方
議
会
の
自
律
性
を
重
視
し
過
ぎ
る
べ
き
で
は
な
い
（
小
林
・
前
掲

「
判
例
コ
ラ
ム
」
四
頁
参
照
）。

（
１２
）　
大
橋
洋
一
「
行
政
法
判
例
の
動
き
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
七
〇
号
三
三
頁

今
後
、
最
高
裁
が
、
戒
告
・
陳
謝
の
懲
罰
に
よ
る
議
員
活
動
に
対
す
る
制
約
の
質
を
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
議
員
懲
罰
が
地
方
自
治
法
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
戒
告
・
陳
謝
の
懲
罰
を
司
法
審
査
の
対
象
と
す
る
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
市
川
・
前
掲
論
文
一
四
一

頁
参
照
）。五

　
本
案
の
審
理

令
和
二
年
最
判
に
よ
っ
て
、
地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
処
分
の
「
法
律
上
の
争
訟
」
の
該
当
性
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
適

法
性
に
関
す
る
本
案
審
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
Ｘ
の
本
件
発
言
に
対
し
、
定
例
会
の
一
会
期
全
部
で
あ
る
二
三
日
間
の
出
席
停

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

五
一

止
と
し
た
こ
と
が
、
地
方
議
会
の
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
た
も
の
か
否
か
な
ど
の
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
今
後
、
地
方
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
つ
い
て
抗
告
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
訴
訟
要
件
を
充
足
し
て
い
れ
ば
、
本
案
審
理

が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
１
）

。

令
和
二
年
最
判
は
、「
出
席
停
止
の
懲
罰
は
、
議
会
の
自
律
的
な
権
能
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
議
会
に
一
定
の
裁
量
が
認

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
が
違
法
と
な
る
か
否
か
は
、
議
会
の
判
断
が
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ

れ
を
濫
用
し
た
も
の
か
な
ど
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
宇
賀
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
よ
り
明
確
に
、「
懲
罰
の
実
体
判

断
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
裁
量
権
の
行
使
が
違
法
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
逸
脱
又
は
濫
用
に
当
た
る
場
合
に
限
ら

れ
」
る
と
す
る
。
地
方
議
会
の
裁
量
の
逸
脱
・
濫
用
の
有
無
に
つ
き
、
よ
り
事
実
に
踏
み
込
ん
だ
審
理
が
期
待
さ
れ
る
（
２
）

。
地
方
議
会
の
自

律
性
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
議
員
の
責
務
の
重
要
性
を
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
審
査
の
密
度
は
高
め
る
必
要
が
あ
る
（
３
）

。

令
和
二
年
最
判
は
、
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
に
つ
い
て
「
裁
判
所
は
、
常
に
そ
の
適
否
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。
こ
こ

に
い
う
「
常
に
」
の
意
味
は
、
出
席
停
止
期
間
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
出
席
停
止
議
決
に
議
員
報
酬
の
削

減
を
伴
わ
な
い
場
合
に
も
、
そ
し
て
取
消
訴
訟
、
国
家
賠
償
訴
訟
等
の
訴
訟
形
態
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
と
い
う
趣
旨
も
含
ま
れ
て
い
る

と
解
さ
れ
る
（
４
）

。

こ
れ
ま
で
も
地
方
議
員
に
対
す
る
除
名
の
懲
罰
に
つ
い
て
は
本
案
審
理
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
出
席
停
止
の
懲
罰
の
方
が
軽
い
こ
と
か

ら
す
る
と
、
除
名
の
場
合
と
比
べ
て
、
議
会
の
裁
量
を
よ
り
広
く
認
め
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
（
５
）

。
も
っ
と
も
、
令

和
二
年
最
判
が
、
出
席
停
止
の
懲
罰
に
よ
り
議
員
と
し
て
の
中
核
的
な
活
動
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
実
際
上
違
法
と
な
る
余
地
が
か
な
り
限
ら
れ
る
ほ
ど
に
議
会
の
裁
量
を
尊
重
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
の
よ

）
三
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

五
二

う
な
場
合
に
、
議
会
の
判
断
が
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
た
も
の
と
い
え
る
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
出
席
停
止
の

期
間
の
長
短
は
考
慮
要
素
と
な
り
得
る
も
の
の
、
一
日
で
あ
っ
て
も
重
要
議
案
の
表
決
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
場

合
な
ど
に
は
、
裁
量
権
の
範
囲
の
逸
脱
・
濫
用
を
基
礎
付
け
る
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
当
該
事
案

に
現
れ
た
事
情
の
総
合
考
慮
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
６
）

。

ち
な
み
に
、
本
件
出
席
停
止
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
出
席
停
止
期
間
中
の
議
決
の
扱
い
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な

る
（
７
）

。ま
た
、
地
方
議
員
に
対
す
る
懲
罰
議
決
に
つ
い
て
は
、
懲
罰
に
至
る
手
続
に
違
法
性
が
あ
る
場
合
に
も
、
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
が
違

法
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、「
手
続
面
の
い
っ
そ
う
の
充
実
（
８
）

」
が
必
要
と
さ
れ
る
。

（
１
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
一
〇
─
二
一
一
頁
、
荒
谷
・
前
掲
「
時
の
判
例
」
九
六
─
九
七
頁
参
照
。

（
２
）　
西
上
・
前
掲
「
判
例
時
評
」
六
頁
参
照
。

（
３
）　
渡
井
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
四
七
頁
参
照
。

（
４
）　
人
見
・
前
掲
「
岩
沼
市
議
会
議
員
出
席
停
止
処
分
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
意
義
」
一
二
頁
、
野
坂
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」

五
頁
参
照
。

裁
判
所
が
実
質
的
審
査
を
行
っ
て
も
、
地
方
議
会
に
は
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
過
度
に
地
方
議
会
の
自
律
性
を
阻
害
す
る
こ
と
に
は

な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

（
５
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
一
〇
─
二
一
一
頁
、
荒
谷
・
前
掲
「
時
の
判
例
」
九
六
頁
参
照
。

地
方
議
会
の
自
律
性
を
必
要
か
つ
十
分
に
尊
重
す
る
本
案
審
理
の
あ
り
方
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
土
井
翼
「
地
方
議
会
に
関
す
る
司
法
審
査
の
方

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

五
三

法
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
六
号
一
四
八
頁
以
下
参
照
。

（
６
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
一
一
頁
参
照
。

飯
田
・
前
掲
「
判
例
研
究
（
二
・
完
）」
亜
細
亜
法
学
五
六
巻
二
号
六
五
頁
は
、
令
和
二
年
最
判
に
関
連
し
て
、
地
方
議
員
に
対
す
る
懲
罰
事
件

の
背
景
に
は
、「
地
方
議
会
に
お
け
る
多
数
派
と
少
数
派
の
政
治
的
対
立
が
あ
る
こ
と
が
多
く
、
懲
罰
そ
の
他
が
少
数
派
へ
の
抑
圧
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
る
側
面
も
あ
る
と
い
う
。
最
高
裁
の
強
調
す
る
議
会
の
自
律
性
の
尊
重
が
、
実
体
的
に
は
い
か
な
る
帰
結
を
導
く
の
か
。
そ
れ
が
、
司
法
の

名
に
お
い
て
多
数
派
の
行
為
を
正
当
化
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
本
判
決
の
下
し
た
判
断
の
当
否
は
、
実
務
に
よ
る
運
用
を
離

れ
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
後
の
経
緯
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。

（
７
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
８
）　
渡
井
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
四
七
頁
。

六
　
結
び
に
代
え
て

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
令
和
二
年
最
判
は
、
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
に
つ
い
て
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な

い
と
し
た
昭
和
三
五
年
最
判
を
変
更
し
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
と
判
示
し
た
。
さ
ら
に
、
地
方
議
会
に
お
け
る
内
部
的
な
問
題
に
つ

い
て
、
従
来
の
裁
判
所
が
「
部
分
社
会
論
」
を
適
用
し
、
も
し
く
は
そ
の
影
響
の
下
に
判
断
し
て
き
た
姿
勢
に
対
し
て
、
令
和
二
年
最
判

は
、
地
方
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
事
案
に
対
し
て
「
部
分
社
会
論
」
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
議
会
の
自
律
性
と
議
員
活
動
の
責
務
と
い

う
観
点
か
ら
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
地
方
議
会
に
お
け
る
議
員
に
対
す
る
懲
罰
や
不
利
益
処
分
な
ど
の
内
部
的
な
問
題
の
司
法
審
査
の
可
否
に
つ
い
て
、
裁

）
三
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三
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五
四

判
所
は
、
従
来
の
「
部
分
社
会
論
」
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
議
員
報
酬
の
減
額
を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
「
法
律

上
の
争
訟
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
憲
法
及
び
法
令
上
の
根
拠
に

基
づ
い
て
、
地
方
議
会
の
自
律
権
と
議
員
の
中
核
的
な
活
動
や
権
利
行
使
の
あ
り
方
と
の
関
係
で
個
別
具
体
的
に
検
討
し
た
う
え
で
、
判

断
す
る
こ
と
に
な
る
（
１
）

。

令
和
二
年
最
判
が
、
地
方
議
会
の
自
律
権
・
裁
量
権
を
認
め
つ
つ
も
、
裁
量
の
逸
脱
・
濫
用
等
の
判
断
に
関
す
る
本
案
審
理
に
道
を
開

き
、
従
前
以
上
に
広
範
な
司
法
的
統
制
を
判
示
し
た
点
で
、
今
後
、
地
方
議
会
の
懲
罰
の
際
に
も
、
合
憲
性
・
合
法
性
を
確
保
す
べ
き
一

層
の
慎
重
さ
が
要
請
さ
れ
よ
う
（
２
）

。

令
和
二
年
最
判
に
つ
い
て
は
、「
画
期
的
な
判
例
で
あ
り
、
今
後
、
裁
判
所
が
法
律
上
の
争
訟
の
要
件
の
適
用
に
際
し
て
明
示
的
ま
た

は
黙
示
的
に
依
拠
す
べ
き
重
要
な
判
例
（
３
）

」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
理
論
的
に
も
実
務
的
に
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
評
価
す

る
こ
と
が
で
き
る
（
４
）

。
さ
ら
に
、
令
和
二
年
最
判
の
意
義
を
よ
り
広
い
視
点
で
捉
え
る
と
、
地
方
議
会
を
「
憲
法
に
そ
の
設
置
の
根
拠
を
有

す
る
議
事
機
関
」
と
明
確
に
位
置
付
け
た
う
え
で
、
住
民
自
治
（
さ
ら
に
は
民
主
主
義
）
の
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
機
能
不
全
の
是
正
に

つ
い
て
は
、
司
法
機
関
と
し
て
の
限
界
を
踏
ま
え
つ
つ
、
裁
判
所
は
一
定
の
審
査
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
点
が
重
要
と
さ
れ
る
（
５
）

。

地
方
議
会
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
関
す
る
裁
量
審
査
に
お
い
て
は
、
地
方
議
会
の
自
律
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、

前
提
と
さ
れ
る
地
方
議
会
の
裁
量
権
が
漫
然
と
政
治
的
裁
量
と
さ
れ
、
そ
れ
を
前
提
に
審
査
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
（
６
）

。
宇
賀

裁
判
官
の
補
足
意
見
が
「
司
法
権
に
対
す
る
外
在
的
制
約
が
あ
る
と
し
て
司
法
審
査
の
対
象
外
と
す
る
の
は
、
か
か
る
例
外
を
正
当
化
す

る
憲
法
上
の
根
拠
が
あ
る
場
合
に
厳
格
に
限
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、
地
方
議
会
の
裁
量
権
の
逸
脱
又
は
濫
用
に
当
た
る
場
合
か

否
か
を
司
法
審
査
し
て
も
「
過
度
に
地
方
議
会
の
自
律
性
を
阻
害
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
し
た
点
は
、
今
後
の
審
理
の
あ
り

）
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三
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地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

五
五

方
を
示
す
も
の
と
い
え
る
（
７
）

。

令
和
二
年
最
判
に
お
い
て
は
、
本
件
出
席
停
止
処
分
が
私
人
と
し
て
の
議
員
の
権
利
（
議
員
報
酬
の
減
額
）
と
公
人
と
し
て
の
議
員
の
権

限
行
使
（
議
員
活
動
の
制
約
）
の
両
面
に
関
わ
っ
て
お
り
、
議
員
の
責
務
が
重
視
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
件
処
分
の
取
消
訴
訟
は
、
主
観
訴

訟
と
客
観
訴
訟
の
両
面
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
令
和
二
年
最
判
が
議
員
（
＝
機
関
）
と
し
て
の
責
務
な
い
し
権
利

に
着
目
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
機
関
訴
訟
と
の
関
係
の
再
検
討
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
８
）

。

令
和
二
年
最
判
は
、
地
方
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
に
関
す
る
判
断
で
あ
る
か
ら
、
戒
告
・
陳
謝
の
懲
罰
に
つ
い
て
も
、
司
法
審

査
の
対
象
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
言
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
特
に
地
方
議
会
の
懲
罰
議
決
は
、
議
会
に
お
け
る
政
治
的
な
対
立

や
紛
争
に
起
因
し
て
生
ず
る
こ
と
も
多
く
、
多
数
派
に
よ
る
専
横
的
な
議
会
運
営
に
対
す
る
司
法
的
統
制
が
必
要
で
あ
る
（
９
）

。「
除
名
」・

「
出
席
停
止
」
だ
け
で
は
な
く
、「
戒
告
」・「
陳
謝
」
な
ど
に
も
司
法
審
査
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
議
会
内
に
お
け
る
懲
罰
の
濫
用
を
防
止
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

近
年
で
は
、
厳
重
注
意
処
分
、
議
員
辞
職
勧
告
決
議
、
発
言
取
消
命
令
、
議
員
政
治
倫
理
条
例
に
基
づ
く
警
告
と
い
っ
た
議
員
懲
罰
以

外
の
地
方
議
会
の
内
部
行
為
に
つ
い
て
最
高
裁
に
判
断
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
令
和
二
年
最
判
は
、
こ
う
し
た
議
員
懲
罰
以
外
の
地
方
議

会
の
内
部
行
為
に
つ
い
て
直
接
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
令
和
二
年
最
判
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
議
会
の
内
部
的
行
為
が
議
会

の
定
め
た
規
則
等
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
適
法
性
の
判
断
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
議
員
活
動
の
自
由
を
強
く
制
限
す
る
も
の

で
あ
れ
ば
、「
法
律
上
の
争
訟
」
の
該
当
性
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
地
方
議
会
の
自
律
権
を
尊
重
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
直
接
争
う
訴
訟
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
後
は
、「
議
員
活
動
の
自
由
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
、
位
置
付
け
て
ゆ

く
の
か
が
重
要
な
課
題
と
な
ろ
う
（
１0
）

。

）
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五
六

地
方
議
会
に
お
い
て
自
律
的
活
動
に
機
能
不
全
が
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
是
正
す
る
の
が
裁
判
所
の
役
割
と
い
え
る
。
地
方
議

会
の
自
律
性
の
尊
重
は
、
本
案
審
理
に
お
け
る
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
の
審
査
の
問
題
と
し
て
捉
え
れ
ば
十
分
で
あ
り
（
１１
）

、
地
方
議
会
の
懲

罰
行
為
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
す
べ
て
「
法
律
上
の
争
訟
」
と
し
て
司
法
審
査
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
（
１２
）

。

（
１
）　
横
尾
・
前
掲
論
文
八
三
頁
参
照
。

令
和
二
年
最
判
は
、
今
後
の
地
方
議
会
の
内
部
規
律
の
紛
争
に
対
す
る
司
法
審
査
の
あ
り
方
と
し
て
、「
部
分
社
会
論
」
か
ら
の
脱
却
を
示
し
た

も
の
と
さ
れ
る
（
人
見
・
前
掲
「
岩
沼
市
議
会
議
員
出
席
停
止
処
分
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
大
法
廷
判
決
の
意
義
」
一
二
頁
参
照
）。

ま
た
、「
部
分
社
会
論
」
が
適
用
さ
れ
る
場
面
は
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
ご
と
に
「
部
分
社
会
論
」
を
適
用
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
慎

重
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
懲
罰
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
り
、
本
来
、
議
員
に
は
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
例
外
と
し
て
司
法
審
査
に
外
在
的
制
約
を
加
え

る
た
め
に
は
、
憲
法
上
の
根
拠
が
明
確
に
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
四
六
頁

参
照
）。

今
日
で
は
、
単
に
一
般
的
・
包
括
的
な
議
論
た
る
「
部
分
社
会
論
」
に
対
す
る
個
別
具
体
的
な
検
討
の
必
要
性
を
説
く
に
と
ど
ま
ら
ず
、
特
定
の

「
自
律
的
部
分
社
会
」
の
特
定
行
為
等
と
の
関
係
で
の
裁
判
所
の
審
理
に
つ
き
、
実
際
に
個
別
具
体
的
に
論
じ
る
必
要
性
が
あ
る
（
土
井
・
前
掲
論

文
一
四
九
頁
参
照
）。

（
２
）　
川
嶋
四
郎
「
最
新
裁
判
例
研
究
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
八
〇
四
号
一
二
七
頁
参
照
。

宇
賀
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
よ
り
明
確
に
、「
懲
罰
の
実
体
判
断
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
裁
量
権
の
行
使
が
違
法
に
な
る

の
は
、
そ
れ
が
逸
脱
又
は
濫
用
に
当
た
る
場
合
に
限
ら
れ
、
地
方
議
会
の
自
律
性
は
、
裁
量
権
の
余
地
を
大
き
く
す
る
方
向
に
作
用
す
る
」
と
し
て

お
り
、
今
後
は
、
地
方
議
員
に
対
す
る
懲
罰
に
つ
い
て
の
適
法
性
判
断
の
あ
り
方
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
（
市
川
・
前
掲
論
文

一
四
一
頁
参
照
）。

）
三
三
三
（



地
方
議
会
議
員
の
出
席
停
止
の
懲
罰
に
対
す
る
司
法
審
査
に
つ
い
て
（
西
原
）

五
七

（
３
）　
川
嶋
・
前
掲
「
最
新
裁
判
例
研
究
」
一
二
七
頁
。

（
４
）　
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
一
七
頁
、
荒
谷
・
前
掲
「
時
の
判
例
」
九
七
頁
参
照
。

な
お
、
審
決
の
申
請
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
二
五
五
条
の
四
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
審
査
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

を
除
く
ほ
か
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
つ
い
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
普
通
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
し
た
処
分
に
よ
り
違
法
に
権
利
を
侵
害

さ
れ
た
と
す
る
者
は
、
そ
の
処
分
が
あ
っ
た
日
か
ら
二
十
一
日
以
内
に
、
都
道
府
県
の
機
関
が
し
た
処
分
の
場
合
は
総
務
大
臣
に
、
市
町
村
の
機
関

が
し
た
処
分
の
場
合
は
都
道
府
県
知
事
に
、
審
決
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
懲
罰
に
つ
い

て
は
、
昭
和
三
五
年
最
判
が
、
除
名
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
が
、
出
席
停
止
以
下
の
懲
罰
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
た
め
、

審
決
の
申
請
に
つ
い
て
も
、
行
政
実
例
（
昭
和
四
八
年
五
月
一
日
、
自
治
行
第
五
七
号
）
に
お
い
て
は
、
除
名
は
対
象
と
な
る
が
、
出
席
停
止
以
下

の
懲
罰
は
、
そ
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
令
和
二
年
最
判
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
五
年
最
判
が
判
例
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
課
長
に
よ
る
技
術
的
助

言
で
あ
る
「
地
方
議
会
の
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
に
関
す
る
審
決
の
申
請
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
総
行
行
第
三
〇
六
号 

令
和
二
年
一
二

月
一
七
日
）
が
出
さ
れ
、
前
記
の
行
政
実
例
（
昭
和
四
八
年
五
月
一
日
）
は
削
除
さ
れ
、
出
席
停
止
の
懲
罰
に
つ
い
て
も
審
決
の
申
請
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
（
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
二
三
頁
、「
地
方
自
治
相
談
室
」
地
方
自
治
八
八
〇
号
九
五
─
九
九
頁
参
照
）。

（
５
）　
神
橋
・
前
掲
「
地
方
議
会
議
員
に
対
す
る
懲
罰
と
司
法
審
査
」
三
六
九
頁
参
照
。

（
６
）　
同
三
六
八
─
三
六
九
頁
参
照
。

地
方
議
会
の
自
律
と
い
う
特
殊
な
前
提
を
踏
ま
え
た
形
で
裁
量
審
査
の
ポ
イ
ン
ト
が
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
（
神
橋
・
同
三
六
九
頁
参
照
。）。

さ
ら
に
、
裁
量
審
査
に
お
い
て
は
、
当
該
懲
罰
に
つ
き
、
対
象
者
に
対
し
て
手
続
的
な
保
障
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
、
与
え
ら
れ
る
と
し

て
そ
れ
が
履
践
さ
れ
た
か
否
か
も
問
題
と
な
る
（
荒
谷
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
一
一
頁
参
照
）。

（
７
）　
十
河
・
前
掲
「
岩
沼
市
議
会
議
員
出
席
停
止
処
分
取
消
等
請
求
事
件
」
一
六
頁
参
照
。

今
後
は
、「
法
律
上
の
争
訟
」
に
該
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
司
法
審
査
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
判
断
を
下
す
際
に
は
、
そ
の
憲
法
上
の
根
拠

を
よ
り
慎
重
に
検
討
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
（
長
谷
部
・
前
掲
「
判
例
秘
書
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
八
頁
参
照
）。

）
三
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

五
八

（
８
）　
神
橋
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
〇
五
頁
、
西
上
・
前
掲
「
地
方
議
会
と
司
法
審
査
」
二
八
頁
、
徳
本
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
四
二
頁
、
日

野
・
前
掲
「
最
新
裁
判
例
研
究
」
一
二
八
頁
、
渡
井
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
四
六
頁
、
中
嶋
直
木
「
判
例
解
説
」『
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
（
第
八
版
）』

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
六
一
号
二
九
三
頁
参
照
。

（
9
）　
人
見
・
前
掲
「
地
方
議
会
に
よ
る
所
属
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
の
司
法
審
査
に
つ
い
て
」
六
六
二
頁
、
榊
原
・
前
掲
「
地
方
議

会
の
懲
罰
と
多
数
派
に
よ
る
少
数
派
の
抑
圧
」
四
頁
参
照
。

（
１0
）　
市
川
・
前
掲
論
文
一
四
一
頁
、
野
坂
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」
五
頁
参
照
。

（
１１
）　
人
見
・
前
掲
「
地
方
議
会
に
よ
る
所
属
議
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
議
決
の
司
法
審
査
に
つ
い
て
」
六
六
三
頁
参
照
。

（
１２
）　
皆
川
・
前
掲
論
文
五
八
三
─
五
八
五
頁
、
西
上
・
前
掲
「
地
方
議
会
と
司
法
審
査
」
二
七
頁
、
嘉
藤
・
前
掲
論
文
一
〇
五
─
一
〇
六
頁
参
照
。

）
三
三
三
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

五
九

ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽

─
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
を
例
に
し
て

─

小
　
　
澤
　
　
久
仁
男

は
じ
め
に

わ
が
国
行
政
訴
訟
、
特
に
環
境
問
題
に
お
け
る
行
政
訴
訟
を
め
ぐ
っ
て
は
、
長
き
に
渡
っ
て
団
体
訴
訟
の
導
入
の
可
否
が
議
論
さ
れ
て

い
る
（
１
）

。
こ
の
よ
う
な
団
体
訴
訟
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
行
政
事
件
訴

訟
法
九
条
の
原
告
適
格
の
範
囲
が
狭
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
２
）

。
す
な
わ
ち
、
原
告
適
格
の
範
囲
を
決
す
る
理
論
と
し
て
法
律
上
保
護

さ
れ
た
利
益
説
が
判
例
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
お
り
（
３
）

、
そ
こ
で
は
原
則
と
し
て
処
分
の
根
拠
法
規
に
原
告
の
法
律
上
の
利
益
が
存
在
し
て

い
る
か
個
別
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
処
分
の
名
宛
人
に
つ
い
て
は
当
該
処
分
の
根
拠
法
規
で
彼
の
利
益
が
明
文
で

論
　
説

）
七
二
四
（



日
本
法
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　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

六
〇

言
及
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
ほ
ぼ
異
論
な
く
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
当
該
処
分
の
名
宛
人
以
外
で
あ
る
第
三
者
に
つ
い
て
は
当
該
処
分
の
根
拠
法
規
で
彼
の
利
益
が
必
ず
し
も
言
及
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
（
４
）

。
し
た
が
っ
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
政
活
動
を

統
制
す
る
機
会
を
確
保
し
、
名
宛
人
以
外
の
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
べ
く
、
彼
の
原
告
適
格
を
認
め
る
必
要
性
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
。
他
方
で
、
以
上
の
よ
う
な
、
わ
が
国
行
政
法
学
や
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
原
告
適
格
論
は
ド
イ
ツ
行
政
法
学
を
範
と
し
て
形
成
さ

れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
原
告
適
格
の
解
釈
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
（
５
）

。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ

な
い
環
境
法
の
一
部
の
領
域
で
団
体
訴
訟
の
導
入
が
果
た
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
狭
い
と
い
う
問
題
へ
の
解
決
策
と
し
て
、
第
三
者
の
原
告
適
格
を
裁
判
上
拡
大
す
る
、

あ
る
い
は
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
第
三
者
の
利
益
を
代
弁
す
る
制
度
と
し
て
団
体
訴
訟
な
ど
を
立
法
上
導
入
す
る
、
と
い
っ

た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
選
択
肢
は
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
狭
い
と
い
う
問
題
へ
の
解
決
策
と
し
て
、

二
者
択
一
的
に
判
断
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
従
来
ま
で
の
原
告
適
格
論
も
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
ケ
ー
ス

バ
イ
ケ
ー
ス
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
原
告
適
格
の
拡
大
あ
る
い
は
団
体
訴
訟
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
は
、

最
終
的
に
は
立
法
と
司
法
の
役
割
も
大
き
い
こ
と
も
こ
こ
で
は
指
摘
を
し
た
い
（
６
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
わ
が
国
の
行
政
法
学
・
環
境

法
学
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
団
体
訴
訟
制
度
の
ほ
か
、
欧
米
諸
国
の
制
度
も
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
団
体
訴
訟
導
入
に
関
す
る
議

論
の
土
台
を
形
成
し
て
き
た
。
こ
の
点
、
筆
者
自
身
も
、
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
制
度
や
、
そ
れ
ら
の
欧
州
裁
判
所
と
の
関

係
で
生
じ
た
更
な
る
動
向
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
特
に
欧
州
裁
判
所
に
お
け
る
ド
イ
ツ
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟

制
度
の
評
価
は
、
極
め
て
厳
し
い
も
の
と
言
え
、
そ
の
結
果
、
オ
ー
フ
ス
条
約
を
踏
ま
え
て
立
法
化
さ
れ
た
二
〇
〇
七
年
環
境
・
権
利
救

）
七
二
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

六
一

済
法
は
立
法
当
初
の
原
型
を
留
め
る
こ
と
な
く
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
（
７
）

。
こ
の
点
の
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ

は
環
境
・
権
利
救
済
法
上
の
団
体
訴
訟
を
当
初
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
従
来
ま
で
の
原
告
適
格
論
も
踏
ま
え
つ
つ
、
制
度
設
計
が
な
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
の
原
告
適
格
論
の
淵
源
を
探
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
制
度
の
更
な
る
理
解
に
貢

献
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
立
法
や
裁
判
を
行
う
た
め
の
理
論
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
歴
史
的
展
開
を
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
彼
の
地
の
行
政
訴

訟
の
歴
史
は
非
常
に
長
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
設
置
さ
れ
、
そ
し
て
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
亡
す
る
ま
で

存
続
し
て
い
た
二
つ
の
最
高
裁
判
所
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
な
お
、
筆
者
は
、
最
終
的
に
、
ベ
ー
ル
＝
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
が
ど
れ
だ

け
今
日
の
ド
イ
ツ
の
原
告
適
格
論
や
団
体
訴
訟
論
に
影
響
を
与
え
た
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
影
響
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
ど
れ
だ
け
の
影

響
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
こ
と
を
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
考
え
て
い
る
。
か
か
る
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
歴
史
的
展
開

の
考
察
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
論
を
再
検
証
し
、
環
境
・
権
利
救
済
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
が
欧
州
裁
判
所
に
よ
っ

て
厳
し
い
評
価
が
な
さ
れ
た
原
因
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
原
告
適
格
論
・
団
体
訴
訟
論
の
解
明
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
貢
献
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
展
望
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
本
稿
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
に
つ
い
て
探
っ
て
い
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
ベ
ー
ル
＝
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
が
生
じ
る
前
の
歴
史
的
背
景
を
探
り
た
い
（
８
）

。
な
お
、
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

ベ
ー
ル
＝
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
を
経
た
後
の
一
八
六
三
年
に
バ
ー
デ
ン
で
行
政
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
起
源
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
に
草
案
さ
れ
て
い
た
一
八
四
九
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法

─
パ
ウ
ロ
教
会
憲
法
（P

aulskirchenverfassung

）

─
一
八
二
条
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
が
な
さ
れ
て
い
た
。

）
七
二
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

六
二

「
行
政
裁
判
（V

erw
altungsrechtspflege

）
は
、
廃
止
す
る
。
す
べ
て
の
権
利
侵
害
に
関
し
て
は
、
裁
判
所
が
裁
判
す
る
」

一
般
的
に
、
こ
の
条
文
は
、
司
法
裁
判
所
に
よ
る
行
政
裁
判
の
実
施
を
立
法
者
が
期
待
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
点
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
次
の
こ
と
に
注
目
を
し
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
条
文
が
立
案
さ
れ
る
以
前
に
、
行
政
裁
判
が
行
わ
れ
て
き
た

こ
と
も
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
９
）

。
そ
の
結
果
、
わ
が
国
で
も
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
裁
判
所
の
歴
史
や
行
政
訴
訟
の
歴
史
は
、
行
政

法
学
者
や
民
事
訴
訟
法
学
者
と
い
っ
た
実
定
法
学
者
、
法
制
史
学
者
と
い
っ
た
基
礎
法
学
者
、
そ
し
て
歴
史
学
者
ら
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ

て
き
た
。
他
方
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
裁
判
制
度
、
特
に
行
政
訴
訟
の
歴
史
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
当

時
の
皇
帝
や
領
主
と
い
っ
た
支
配
機
関
と
臣
民
・
国
民
の
関
係
に
も
注
視
す
る
必
要
も
あ
り
、
加
え
て
当
時
の
統
治
制
度
に
も
注
視
す
る

必
要
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
時
代
を
検
証
す
る
に
あ

た
っ
て
様
々
な
切
り
口
が
存
在
し
て
い
る
中
、
本
稿
に
お
い
て
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
歴
史
を
再
確
認
す
る
こ
と
を

主
目
的
と
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
今
日
の
ド
イ
ツ
の
原
告
適
格
論
や
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
が
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
分

析
を
し
た
い
。Ⅰ

．
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
裁
判
所
の
創
設

一
．
本
稿
の
対
象

ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
歴
史
を
再
確
認
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
時
代
を
出
発
点
と
す
る
の
か
、
そ
し
て
何
に
着
目
を
す
る
の
か
、

）
七
三
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

六
三

を
示
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
裁
判
の
歴
史
的
起
源
を
い
つ
に
求
め
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
今
日
、
様
々
な
見

解
が
あ
る
。
す
で
に
上
記
で
触
れ
た
よ
う
に
、
一
八
六
三
年
の
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
の
設
置
が
行
政
裁
判
の
起
源
と
す
る
見

解
が
あ
る
中
、
近
代
初
期
に
求
め
る
見
解
も
あ
る
。
例
え
ばM

artin S
ellm

ann

は
、
行
政
上
の
紛
争
の
決
定
に
関
す
る
特
別
裁
判
所
の

創
設
の
み
が
今
日
の
行
政
裁
判
権
の
出
発
点
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、
領
邦
君
主
と
臣
民
の
対
立
を
扱
っ
た
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
存
在
に
着
目
を
す
る
（
10
）

。
つ
ま
り
、
一
八
六
三
年
に
バ
ー
デ
ン
で
設
置
さ
れ
た
行
政
裁
判
所
を
ド
イ
ツ
に

お
け
る
行
政
裁
判
の
起
源
と
す
る
の
で
は
な
く
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
に
ド
イ
ツ
行
政
訴
訟
の
起
源
を
見
出

す
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、W

infried S
chulze

は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
が
、
近
代
初
期
の
ド
イ
ツ
に
お
い

て
農
民
や
臣
民
の
蜂
起
と
い
っ
た
暴
力
に
よ
る
紛
争
解
決
を
法
的
手
段
に
移
行
す
る
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
紛
争
の
法
現
象
化

（V
errechtluchung der sozialer K

onflikten
）
に
寄
与
し
た
も
の
と
評
価
す
る
（
11
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
初
期
に
お
い
て
は
、
す
で
に
臣
民
に

対
し
て
、
帝
国
あ
る
い
は
領
邦
君
主

─
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
（L

andesherr

）

─
と
の
対
立
を
裁
判
に
よ
っ
て
解
決
す
る
機
会
が
確
保
さ

れ
、
こ
の
よ
う
な
機
関
や
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
武
力
衝
突
が
回
避
さ
れ
て
い
た
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
大
き
な
革
命
運
動
が
隣
国
フ
ラ
ン
ス
と
は
異
な
っ
て
生
じ
な
か
っ
た
の
は
、
司
法
の
成
果
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
（
12
）

。し
た
が
っ
て
、
一
八
六
三
年
の
バ
ー
デ
ン
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
の
設
置
以
前
に
、
領
邦
支
配
権

─
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
シ
ャ
フ
ト

（L
andesherrschaft

）・
ラ
ン
デ
ス
ホ
ー
ハ
イ
ト
（L

andeshoheit

）

─
の
行
使
に
対
し
て
臣
民
の
権
利
保
護
を
行
う
機
関
お
よ
び
そ
の
機

会
を
保
障
す
る
制
度
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高

裁
判
所
は
、
最
終
的
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
亡
す
る
一
八
〇
六
年
ま
で
続
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
の
行
政
裁
判
上
の
権
利
保
護
の
制

）
七
三
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

六
四

度
設
計
お
よ
び
そ
の
理
論
的
展
開
に
も
多
少
な
り
と
も
影
響
を
与
え
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
（
13
）

。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
帝
国
カ
ン

マ
ー
裁
判
所
（R

eichskam
m

ergericht

）
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
（R

eichshofrat

）
を
対
象
に
し
、
こ
れ
ら
が
創
設
さ
れ
た
経
緯
お
よ
び
、

そ
の
機
能
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
い
く
（
14
）

。
な
お
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
今
日
で
言
う
公
法
・
私
法
の
区
別
が
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
た
め
、
両
裁
判
所
に
お
い
て
は
行
政
と
私
人
と
の
間
の
紛
争
の
ほ
か
、
私
人
間
に
お
け
る
紛
争
も
提
起
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

審
理
が
な
さ
れ
て
い
た
（
15
）

。
も
っ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
行
政
裁
判
上
の
権
利
保
護
と
の
関
係
で
、
両
最
高
裁
判
所
に
つ
い
て
取
り
上

げ
た
い
（
16
）

。

二
．
帝
国
改
革
と
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ

一
）
帝
国
改
革

一
五
世
紀
頃
の
ド
イ
ツ
は
、
帝
国
と
領
邦
の
支
配
体
制
に
よ
っ
て
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
（
17
）

。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
は
帝
国
諸
侯
の
中
か
ら

選
挙

─
い
わ
ゆ
る
跳
躍
選
挙
（S

pringender W
ahl

）

─
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
た
一
方
で
、
皇
帝
と
帝
国
諸
侯
の
関
係
は
一
種
の
契

約
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
皇
帝
か
ら
の
一
方
的
な
支
配
関
係
の
み
に
よ
っ
て
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

加
え
て
、
中
世
以
来
、
帝
国
に
お
い
て
は
荘
園

─
レ
ー
ン
（L

ehen

、G
rundherrschaft

）

─
と
結
び
つ
い
た
帝
国
君
候

（R
eichsfürsten

）
の
支
配
権
が
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
皇
帝
の
王
権
は
弱
体
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
皇
帝
は
法
律
の
実

施
や
、
臣
民
の
権
利
や
自
由
へ
の
配
慮
を
帝
国
君
候
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
皇
帝
の
財
政
的
基
盤
の
脆
弱
化
を
招
い
た
り
、

帝
国
独
自
の
政
策
を
行
う
機
会
を
失
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
内
に
お
い
て
は
、
統
一
的
な

支
配
権
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
し
ば
し
ば
政
治
的
混
乱
や
内
部
抗
争
も
生
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す

る
べ
く
、
帝
国
改
革
（R

eichsreform

）
の
必
要
性
が
生
じ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

）
七
三
二
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

六
五

他
方
で
、
帝
国
改
革
は
、
以
上
の
よ
う
な
内
政
問
題
以
外
に
も
、
他
国
に
よ
る
威
嚇
も
契
機
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

一
四
五
三
年
に
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
（
東
ロ
ー
マ
帝
国
）
を
撃
破
し
て

─
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
陥

落

─
ド
ナ
ウ
川
上
流
へ
と
進
行
し
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
も
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
や
イ
タ
リ
ア
の
帰
属
を
巡
っ
て
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
内
に
進
行
す

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
五
世
紀
に
お
い
て
は
、
外
部
か
ら
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
へ
の
進
行
の
脅
威
に
も
脅
か
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
。こ

れ
ら
の
内
政
問
題
と
外
交
問
題
を
踏
ま
え
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
は
帝
国
改
革
が
必
要
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

一
四
九
五
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
（R

eichstag zu W
orm

s des Jahres 1495

）
が
一
連
の
改
革
運
動
の
絶
頂
期
で
あ
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
（
18
）

。
な
お
、
ヴ
ォ
ム
ス
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
は
、
時
の
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
（M

axim
ilian I.

）
は
、
全
ド
イ
ツ
臣
民

を
対
象
と
す
る
一
般
帝
国
税
の
導
入
お
よ
び
そ
の
税
の
主
要
な
使
途
で
あ
る
帝
国
軍
制
の
導
入
な
ど
を
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
領
邦
君
主
ら
の
抵
抗
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
り
実
現
を
見
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
制
度
化
の
動
き
は
統
一

的
な
支
配
体
制
を
構
築
す
る
と
共
に
、
他
国
の
脅
威
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
よ
う
な
制

度
化
の
動
き
が
あ
っ
た
も
の
の
、
む
し
ろ
本
稿
に
お
い
て
は
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
は
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
導
入
し
た
こ
と
が
、

そ
の
後
の
二
つ
の
最
高
裁
判
所
の
創
設
に
大
き
く
関
連
し
て
お
り
、
以
下
、
こ
の
点
を
取
り
上
げ
た
い
。

二
）
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ

上
記
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
に
お
い
て
は
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
（ew

ige L
andfriden

）
が
採
択
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
こ
の

点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
く
（
19
）

。
と
こ
ろ
で
、
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
が
採
択
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
は
ラ
ン
ト

フ
リ
ー
デ
を
制
定
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
（H

einrich IV
.

）
が
一
一
〇
三
年
に
最
初
の
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
制

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

六
六

定
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
後
の
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
と
同
様
、
帝
国
内
の
治
安
を
維
持
す
る
べ
く
、
紛
争
の
武
力
的
解
決
を
禁
止
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
も
、
そ
れ
以
前
ま
で
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
踏
襲
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
中
世
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
は
、
皇
帝
自
ら
が
抗
争
禁
止
に
違
反
す
る
な
ど
、
ラ
ン
ト
フ
リ
ー

デ
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
は
、
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
維
持
す
る
権

限
を
諸
侯
に
対
し
て
有
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
も
珍
し
く
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
内
に
お
け
る
平
和
を
維
持
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、「
中
心
的
任
務
で
あ
る
王
権
の
放
棄
」（V
ersagen des K

önigtum
s in seiner zentralen A

ufgabe

）
と
揶
揄
さ
れ
、
中
世
の

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
は
成
功
し
た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
（
20
）

。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
一
五
世
紀
に
入
る
と
、
上
記
の
よ
う
な
外
部
か
ら
の
進
行
も
あ
っ
て
、
皇
帝
や
帝
国
等
族
は
帝
国
改
革
に
合

意
を
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
四
九
五
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
の
帝
国
議
会
は
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
採
択
し
、
こ
れ
を
保
護
し
貫
徹
す
る
た

め
の
機
関
と
し
て
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
も
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
至
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
帝
国
改
革
や
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
と
い
っ
た
出
来
事
が
帝
国
に
お
け
る
裁
判
所
の
創
設
に
大
き
く
関
係
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

三
．
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
概
観

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
が
採
択
さ
れ
た
一
四
九
五
年
に
創
設
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
創
設
の
目
的
は
、
帝

国
等
族
に
よ
る
抗
争
行
為
や
武
力
行
為
を
行
っ
た
者
を
国
外
追
放
に
す
る
と
い
っ
た
帝
国
内
部
の
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
21
）

。
し

た
が
っ
て
、
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
維
持
が
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
創
設
に
強
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
帝

国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
皇
帝
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
て
い
る
が
、「
皇
帝
と
帝
国
の
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
」（K

aisers und des R
eiches 

）
七
三
七
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

六
七

kam
m

ergericht

）
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
創
設
に
は
帝
国
議
会
や
帝
国
等
族
ら
の
協
力
も
あ
っ
た
こ
と
も
軽
視
し
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
際
、
当
初
は
、
皇
帝
や
帝
国
の
諸
勢
力
か
ら
独
立
し
た
裁
判
所
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
以
下
で
も
取
り

上
げ
る
よ
う
に
次
第
に
帝
国
議
会
や
帝
国
等
族
ら
が
影
響
力
を
行
使
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
皇
帝
は
、
こ
の
よ
う
な
帝
国
議
会
や
帝

国
等
族
ら
の
影
響
力
を
排
除
す
る
べ
く
、
次
節
の
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
設
置
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

他
方
で
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
所
在
地
は
、
一
五
二
七
年
に
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
（S

peyer

）、
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
争
後
の
一
六
八
九

年
に
は
ヴ
ェ
ツ
ラ
ル
（W

etzlar

）
に
移
転
す
る
な
ど
各
地
を
転
々
と
し
た
（
22
）

。
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
組
織
と
し
て
は
、
一
名
の
首
席
裁

判
官
（K

am
m

errichter

）

─
カ
ン
マ
ー
裁
判
官

─
が
例
え
ば
選
帝
侯
や
帝
国
君
候
と
い
っ
た
帝
国
直
属
の
身
分
を
有
す
る
貴
族
の
中

か
ら
皇
帝
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、
帝
国
裁
判
所
の
長
官
と
し
て
任
務
に
あ
た
っ
た
。
な
お
、
首
席
裁
判
官
は
、
司
法
的
専
門
教
育
を
受
け

て
い
た
か
ど
う
か
は
、
任
命
に
あ
た
っ
て
の
絶
対
的
条
件
で
は
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
実
際
の
裁
判
は
陪
席
裁
判
官
（B

eisitzer

）
に

よ
っ
て
下
さ
れ
て
お
り
、
陪
席
裁
判
官
の
人
数
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
が
存
在
し
て
い
た
間
、
不
定
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
五
五
五
年

に
は
裁
判
官
の
数
は
二
四
名
で
あ
り
、
一
六
四
八
年
以
降
は
五
〇
名
ま
で
に
達
し
た
（
23
）

。
そ
し
て
、
陪
席
裁
判
官
の
構
成
は
、
半
分
が
帝
国

等
族
か
ら
選
出
さ
れ
、
帝
国
議
会
が
指
名
を
行
っ
た
。
ま
た
、
残
り
の
半
分
は
、
法
学
者
か
ら
選
出
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
、
裁

判
の
専
門
化
に
よ
っ
て
、
専
門
的
な
司
法
教
育
を
受
け
た
帝
国
等
族
の
み
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
の
組
織
体
制
に
よ
っ
て
皇
帝
の
影
響
力
が
次
第
に
削
が
れ
、
帝
国
等
族
ら
の
影
響
力
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

ま
た
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
当
初
、
帝
国
内
の
一
般
法
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
（R

öm
isch-kanonisches 

R
echt

）
が
補
充
的
に
適
用
さ
れ
、
地
域
的
諸
法
や
慣
習
法
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
た
（
24
）

。
け
れ
ど
も
、
後
に
、
地
域
的
諸
法
は
、
複
雑
困

）
七
三
四
（
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六
八

難
で
あ
り
、
か
つ
、
裁
判
に
長
時
間
を
要
す
原
因
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
陪
席
裁
判
官
は
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
に

依
拠
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
25
）

。
そ
の
た
め
、
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
が
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
適
用
さ
れ
た
こ
と

は
実
体
法
や
手
続
法
に
つ
い
て
法
統
一
的
効
果
を
及
ぼ
し
、
当
時
の
各
領
邦
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
裁
判
所
で
も
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所

に
な
ら
っ
て
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
が
適
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
帝
国
議
会
で
議
決
し
た
秩
序

─
い
わ
ゆ
る
帝
国
最
終

議
決
（Jüngste R

eichsabshied

）

─
は
、
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
訴
訟
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
手
続
の

書
式
原
則
、
法
的
聴
聞
の
原
則
、
そ
し
て
争
点
整
理
と
い
っ
た
も
の
が
規
定
さ
れ
た
（
26
）

。
そ
し
て
、
当
事
者
の
利
益
の
主
張
は
、
代
理
人

（P
rokurator

）
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
（
27
）

。

以
上
よ
り
、
帝
国
裁
判
所
は
、
差
し
あ
た
り
国
内
の
治
安
と
い
っ
た
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
こ
と
、
帝

国
裁
判
所
の
組
織
に
つ
い
て
帝
国
議
会
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
帝
国
裁
判
所
で
適
用
さ
れ
て
い
た
法
規
は
主
に
帝
国
内
の

一
般
法
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
帝
国
議
会
の
影
響
力
が
強

か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
皇
帝
は
次
節
の
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
創
設
へ
と
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

四
．
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議

前
節
で
取
り
上
げ
た
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
保
護
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
本
節
で
取
り
上

げ
る
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
保
護
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
（
28
）

。
す
な
わ
ち
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議

が
創
設
さ
れ
た
経
緯
と
し
て
は
、
行
政
改
革
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
一
四
九
七
年
と
一
四
九
八
年
の
宮
廷
改
革
で
あ
る
と
さ
れ
、
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
の
宮
廷
が
置
か
れ
て
い
た
ウ
ィ
ー
ン
に
設
置
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
そ
れ
自
体
は
、
正
確
な
創
設

時
期
を
示
す
の
が
難
し
い
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
設
置
さ
れ
る
以
前
の
中
世
に
、
す
で
に
宮
廷
内
に
統
治
活

）
七
三
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

六
九

動
・
外
交
活
動
・
行
政
活
動
に
関
す
る
皇
帝
の
諮
問
機
関
を
設
置
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
最
上
級
の
裁
判
官
（oberster R

ichter

）
を
配

置
し
た
レ
ー
ン
裁
判
所
も
設
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
レ
ー
ン
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
帝
国
や
世
襲
領
地

（E
rbländern

）
か
ら
の
法
的
事
項
（R

echtssachen

）
や
恩
赦
事
項
（G

nadenangelegenheit

）
を
裁
判
す
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
後
、
一
五
五
九
年
以
降
、
帝
国
君
候
は
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
訴
訟
権
限
の
拡
大
を
認
め
て
お
り
、
徐
々
に
帝
国
内
の
最
高
裁
判
所
と

し
て
の
位
置
付
け
が
上
昇
す
る
に
至
っ
て
い
る
（
29
）

。
し
た
が
っ
て
、
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
制
定
お
よ
び
そ
の
保
護
の
必
要
性
が
契
機
と

な
っ
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
、
そ
れ
以
前
か
ら
宮
廷
内
に
皇
帝
に
よ
る
統
治
を
補
助
す
る
機
関
を
継
承
し
た
帝

国
宮
廷
顧
問
会
議
は
創
設
の
経
緯
に
つ
い
て
一
線
を
画
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
創
設
あ
る
い
は
そ
の
訴
訟
権
限
の
拡
大
に
は
、
当
時
の
政
治
的
権
力
争
い
に
も
触
れ
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
記
の
通
り
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
は
帝
国
議
会
の
強
い
影
響
力
が
行
使
さ
れ
て
い
っ
た
結
果
、
こ

の
よ
う
な
状
況
を
克
服
す
る
べ
く
皇
帝
に
よ
る
強
い
影
響
力
を
行
使
で
き
る
機
関
が
必
要
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
帝
国
宮

廷
顧
問
会
議
の
創
設
の
経
緯
は
そ
の
後
の
両
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
権
限
に
も
関
連
し
て
お
り
、
皇
帝
と
帝
国
等
族
の
間
の
権
力
闘
争
の

中
で
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
権
限
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
後
に
な
っ
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
も
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の

破
壊
に
対
し
て
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
行
政
訴
訟
に
つ
い
て
は
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
と
い
う
異
な
る
機
関
が
両
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
支
配
機
関

─
オ
ー
プ
リ
ッ
ヒ
カ

イ
ト
（O

brigkeit

）

─
に
対
し
て
訴
訟
提
起
を
す
る
機
会
を
確
保
し
、
社
会
的
紛
争
の
法
現
象
化
を
徐
々
に
確
立
す
る
点
で
貢
献
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
の
訴
訟
権
限
を
持
つ
最
高
裁
判
所
が
二
つ
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
方
で
利
用
者
で
あ
る

臣
民
に
と
っ
て
は
混
乱
を
招
く
恐
れ
も
無
か
っ
た
と
は
言
い
難
い
も
の
の
、
こ
こ
で
は
両
裁
判
所
の
設
置
そ
れ
自
体
が
ド
イ
ツ
社
会
に
及

）
七
三
四
（
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七
〇

ぼ
し
た
影
響
の
方
を
強
調
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
長
官
を
頂
点
と
し
、
彼
に
は
組
織
管
理
権
が
付
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
実
際
の

裁
判
は
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
同
様
、
陪
審
判
事
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
な
お
、
一
六
五
四
年
の
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
令
に
お
い
て

は
、
一
八
名
の
陪
審
判
事
の
う
ち
、
六
名
が

─
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
派
や
ル
タ
ー
派
と
い
っ
た

─
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
構
成

さ
れ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
な
ど
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
へ
の
配
慮
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
者
で
あ
っ
た
臣
民

か
ら
も
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
へ
の
信
用
を
獲
得
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
（
30
）

。
そ
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
対
す
る
当
事
者
の
利
益
の
主

張
は
、
代
理
人
（A

gent

）
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
。

他
方
で
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
皇
帝
が
資
金
を
出
し
、
皇
帝
直
属
の
機
関
と
し
て
皇
帝
に
よ
っ
て
の
み
支
配
さ
れ
た
。
こ
の
点
、

帝
国
等
族
ら
も
資
金
を
捻
出
し
て
設
置
さ
れ
た
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
は
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
は
そ
こ
で
の
裁
判
官
の
構
成
が
帝
国
等
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
帝
国
等
族
に
対
し
て
有
利
な
判
決
が
多

く
見
ら
れ
、
次
第
に
臣
民
か
ら
の
信
頼
を
失
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
同
様
、

不
上
訴
特
権
と
い
っ
た
制
約
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
陪
審
判
事
の
構
成
な
ど
に
つ
い
て
は
当
時
の
世
情
を
踏
ま
え
て
お
り
、
更
に
は
帝

国
等
族
と
臣
民
の
紛
争
を
公
平
に
審
理
し
て
い
た
と
も
伝
わ
っ
て
い
る
（
31
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
よ
り
も
、
帝
国
宮
廷
裁
判

所
の
方
が
次
第
に
臣
民
か
ら
の
信
頼
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
訴
訟
権
限
は
、
徐
々
に
拡
大
し
て
い

く
こ
と
に
な
り
、
帝
国
に
は
二
つ
の
最
高
裁
判
所
が
両
立
し
て
い
っ
た
。

）
七
三
四
（
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イ
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七
一

Ⅱ
．
両
最
高
裁
判
所
の
概
観

一
．
管
轄
権

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
当
初
、
両
者
の
設
立
目
的
の
違
い
か
ら
管
轄
権
の
差
異
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
最

終
的
に
は
ほ
と
ん
ど
同
一
の
管
轄
権
を
持
つ
に
至
っ
た
（
32
）

。
ま
た
、
両
最
高
裁
判
所
は
、
共
に
、
第
一
審
裁
判
所
お
よ
び
上
訴
審
と
し
て
の

機
能
も
有
し
て
お
り
、
特
に
上
訴
審
に
つ
い
て
は
皇
帝
が
領
邦
君
主
や
帝
国
等
族
に
不
上
訴
特
権
を
認
め
る
場
合
も
あ
る
な
ど
、
上
訴
を

制
限
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
。

一
）
第
一
審

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
共
に
第
一
審
裁
判
所
と
し
て
の
裁
判
管
轄
権
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
に
は
、
例
え

ば
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
破
壊
、
お
よ
び
、
帝
国
が
原
告
ま
た
は
被
告
と
な
っ
て
直
接
提
起
さ
れ
る
私
法
上
の
訴
訟
と
い
っ
た
司
法
事
項
の

ほ
か
、
帝
国
警
察
法
（P

oliceygesetze des R
eichs

）
に
対
す
る
侵
害
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
な
ど
の
警
察
事
項
と
い
っ
た
も
の
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
い
う
司
法
事
項
と
警
察
事
項
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
臣
民
訴
訟
の
節
で
取
り
上
げ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
中
で
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
帝
国
直
属
の
刑
事
事
件
の
独
占
的
権
限
を
持
つ
だ
け
で
は
な
く
、
帝
国
に
お
け
る
皇
帝
の
留
保
権
、

恩
赦
事
項
、
封
土
事
項
、
そ
し
て
地
位
の
昇
格
・
成
年
後
見
・
保
護
状
・
庇
護
状
と
い
っ
た
特
権
の
付
与
な
ど
に
関
し
て
も
第
一
審
と
し

て
独
占
的
権
限
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
第
一
審
と
し
て
の
独
占
的
権
限
が
あ
っ
た
場
合
を
除
き
、
両
最
高
裁
判
所
で
管
轄
権
が
競

合
し
て
い
る
領
域
の
案
件
に
つ
い
て
、
臣
民
は
、
い
ず
れ
の
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
の
か
に
つ
い
て
選
択
権
を
有
し
て
い
た
（
33
）

。

）
七
三
四
（
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二
）
上
訴
審

他
方
で
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
共
に
帝
国
に
お
け
る
最
上
級
の
上
訴
機
関
と
し
て
の
機
能
も
有
し
て
い

た
。
こ
の
よ
う
に
両
最
高
裁
判
所
を
上
訴
審
と
し
て
位
置
付
け
る
べ
く
、
帝
国
等
族
は
自
身
の
領
域
内
に
下
級
審
裁
判
所
や
上
訴
裁
判
所

を
設
置
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
を
参
考
に
し
て
制
度
設
計
が
行
わ
れ
た
（
34
）

。
な

お
、
領
域
内
に
お
い
て
も
上
訴
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
上
訴
審
に
あ
た
っ
て
は
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
を
貫
徹

す
る
べ
く
、
帝
国
法
へ
の
適
合
性
が
強
く
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
帝
国
内
に
お
け
る
法
の
統
一
的
適
用
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
領
域
内
・
ラ
ン
ト
レ
ベ
ル
で
も
上
訴
機
関
が
設
置
さ
れ
て
い
た
中
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会

議
は
、
帝
国
レ
ベ
ル
の
手
続
の
上
訴
審
の
ほ
か
、
差
し
あ
た
り
裁
判
の
拒
否
（R

echtsverw
eigerung

）、
法
の
遅
延
（R

echtsverzögerung

）、

あ
る
い
は
判
決
の
無
効
の
場
合
に
上
訴
審
と
し
て
の
権
限
を
持
っ
た
。
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
下
記
の
不
上
訴
特
権
に
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
、
上
訴
が
可
能
と
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
帝
国
の
手
続
の
場
合
や
、
領
域
内
に
お
け
る
上
訴
が
機
能
し
て
い
な
い
場

合
に
関
し
て
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
対
し
て
上
訴
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
に
該
当
し

な
い
場
合
に
不
上
訴
特
権
が
領
邦
君
主
に
認
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
上
訴
が
制
限
さ
れ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
領
邦
君
主
が
領
邦

支
配
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
臣
民
へ
の
措
置
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
ほ
か
、
帝
国
等
族
は
、
当
事
者
の
円
満
な
意
見
一
致
を
目
的
と
す
る
仲
裁
裁
判
所
（S

chiedsgericht, A
usträge Instanz

）
も
設

置
す
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
仲
裁
裁
判
所
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
上

訴
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仮
の
権
利
保
護
を
求
め
る
裁
定
訴
訟
（M

andatsprozess

）
が
領
域
内
の
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
、

そ
こ
で
の
領
域
内
の
裁
判
所
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
ま
た
は
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
上
訴
す
る

）
七
七
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

七
三

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
更
に
、
裁
判
上
の
手
続
で
は
な
い
も
の
の
、
領
邦
君
主
が
官
憲
的
な
権
力
（obrigkeitliche G

ew
alt

）
に
基
づ

い
て
交
付
し
た
命
令
や
禁
止
に
対
す
る
裁
判
外
の
控
訴
（E

xtrajudizialappellation

）
に
つ
い
て
は
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷

顧
問
会
議
に
訴
え
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
た
。

以
上
を
簡
潔
に
纏
め
る
と
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
上
訴
審
と
し
て
裁
判
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
帝
国
レ
ベ

ル
の
手
続
に
該
当
す
る
場
合
、
領
域
内
の
上
訴
審
が
機
能
し
て
い
な
い
場
合
、
領
域
内
の
仲
裁
裁
判
所
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
、
そ

し
て
領
邦
君
主
の
措
置
に
対
す
る
裁
判
外
の
控
訴
の
場
合
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国

宮
廷
顧
問
会
議
の
上
訴
審
と
し
て
の
管
轄
権
は
、
第
一
審
と
比
べ
る
と
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と

帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
上
訴
審
と
し
て
の
機
能
を
、
も
っ
と
も
限
定
す
る
制
度
と
し
て
不
上
訴
特
権
を
以
下
で
は
取
り
上
げ
た
い
。

三
）
不
上
訴
特
権

不
上
訴
特
権
（privilegia de non appellando
）
と
は
、
換
言
す
れ
ば
「
控
訴
さ
れ
ざ
る
特
権
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
（
35
）

。
つ
ま
り
、

領
域
内
の
臣
民
が
行
お
う
と
す
る
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
や
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
へ
の
上
訴
の
禁
止
を
領
邦
君
主
に
認
め
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
制
度
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
で
あ
っ
た
カ
ー
ル
四
世
（K

arl IV
.

）
が
一
三
五
六
年
に
金
印
勅
書
（G

oldene bulle

）
を

発
布
し
た
こ
と
が
萌
芽
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
金
印
勅
令
を
通
じ
て
不
上
訴
特
権
を
選
帝
侯
に
付
与
し
た
（
36
）

。
そ
の
た
め
、
ラ

ン
ト
フ
リ
ー
デ
と
同
様
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
設
置
さ
れ
る
以
前
か
ら
不
上
訴
特
権
は
存
在
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
点
、
一
七
世
紀
に
入
る
と
、
領
邦
君
主
は
、
帝
国
議
会
や
皇
帝
の
選
挙
協
約
（W

ahlkapitulation

）
に
あ
た
っ
て
不
上
訴

特
権
の
付
与
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
不
上
訴
特
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
帝
や
帝
国
議
会
は
、
領
邦
君
主
か
ら
の

支
持
を
得
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
無
制
限
に
不
上
訴
特
権
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
選
帝
侯
の

）
七
七
四
（
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み
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
領
邦
君
主
は
限
定
的
な
範
囲
内
に
の
み
不
上
訴
特
権
が
付
与
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
37
）

。
ま

た
、
不
上
訴
特
権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
皇
帝
や
帝
国
議
会
が
行
お
う
と
し
た
諸
政
策
を
支
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
帝
国

内
で
統
一
的
な
諸
政
策
の
実
施
を
行
お
う
と
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
領
域
内
に
お
け
る
裁
判
機
関
の
整
備
が
求

め
ら
れ
た
（
38
）

。

他
方
で
、
選
挙
協
約
の
中
で
付
与
さ
れ
た
不
上
訴
特
権
は
、
主
に
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
に
適
用
さ
れ
、
下
記
で
取
り

上
げ
る
裁
定
訴
訟
や
臣
民
訴
訟
に
対
す
る
上
訴
が
対
象
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
お
け
る
手
続
に
は
、
裁
定

訴
訟
の
上
訴
が
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
39
）

。
そ
し
て
、
不
上
訴
特
権
の
具
体
的
な
対
象
と
し
て
は
、
要
塞
と

い
っ
た
ラ
ン
ト
防
衛
の
た
め
の
費
用
に
関
す
る
増
税
と
い
っ
た
高
権
（H

oheitsrecht

）
に
関
す
る
紛
争
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
よ
り
、
不
上
訴
特
権
に
よ
っ
て
領
邦
支
配
権
に
基
づ
く
措
置
が
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
で
裁
判
さ
れ
る

機
会
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
不
上
訴
特
権
に
つ
い
て
は
、
単
純
に
上
訴
を
制
限
し
た
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
副

産
物
と
し
て
領
域
内
で
の
上
訴
裁
判
所
が
整
備
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
領
域
内
で
の
上
訴
裁
判
所
は
帝
国
法
へ
の
適
合
が
求
め
ら
れ
て
い
た

点
は
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
領
域
内
で
は
あ
る
も
の
の
、
臣
民
に
は
領
邦
支
配
権
に
基
づ
く
措
置
に
対
し
て
上
訴
の

機
会
も
あ
る
程
度
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
。

二
．
訴
訟
手
続

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
差
異
は
、
訴
訟
手
続
の
中
で
も
存
在
し
て
い
た
（
40
）

。
帝
国
裁
判
所
に
お
い
て
は
、

ロ
ー
マ
・
カ
ノ
ン
法
に
基
づ
き
カ
ン
マ
ー
手
続
と
い
う
詳
細
で
独
立
の
秩
序
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
書
面
主
義
、
裁
判

期
日
の
確
定
、
ロ
ー
マ
法
的
用
語
法
が
導
入
さ
れ
た
（
41
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
（stilus curiae

）
の

）
七
七
二
（
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五

手
続
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
結
果
と
し
て
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
裁
量
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
（
42
）

。
ま
た
、
両
最
高
裁
判

所
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
委
員
会
の
権
限
も
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
限
定
的
な
権
限
を
持
っ
た
特
別
委

員
と
し
て
地
域
の
裁
判
官
を
指
名
す
る
の
に
留
ま
っ
て
お
り
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
特
別
委
員
は
法
律
上
規
定
さ
れ
た
仲
裁

手
続
の
枠
内
で
自
由
に
判
決
を
下
す
権
限
が
与
え
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
王
家
の
構
成
者
間
を
調
停
し
、
領
土
の
所
有
関
係
を
確
定
し
、

収
益
を
分
配
し
、
破
産
手
続
を
実
施
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
地
域
に
対
す
る
法
的
紛

争
を
完
全
に
解
決
す
る
権
限
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
当
事
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

同
委
員
会
は
職
権
証
拠
調
べ
、
調
査
、
そ
し
て
手
続
の
指
揮
と
い
っ
た
機
能
を
担
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
訴
訟
手
続
の
中
で
差
異
が
見
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
、
両
者
は
競
合

関
係
も
し
く
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
帝
国
内
で
異
な
っ
た
機
能
を
有
す
る
機
関
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
伝
わ
っ
て
い

る
（
43
）

。
す
な
わ
ち
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
皇
帝
の
任
務
を
最
上
級
の
裁
判
官
と
し
て
擁
護
し
た
の
に
対
し
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
権
限
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
案
件
を
取
り
扱
う
権
限
が
当
初
付
与
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
帝

国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
共
に
紛
争
中
の
当
事
者
の
平
和
的
合
意
を
目
的
と
し
て
い
た
点
で
異
な
る
と
こ
ろ
は
無

か
っ
た
結
果
、
判
決
よ
り
も
裁
判
外
の
和
解
に
よ
っ
て
紛
争
解
決
が
図
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

三
．
利
用
状
況

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
は
、
永
久
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
維
持
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、

徐
々
に
管
轄
権
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
は
二
〇
〇
件
程
度
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
お

い
て
二
、〇
〇
〇
件
～
三
、〇
〇
〇
件
の
訴
訟
提
起
を
受
理
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
44
）

。

）
七
七
三
（
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六

な
お
、F

ilippo R
anieri

の
分
析
に
よ
る
と
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
成
立
か
ら
最
初
の
一
〇
年
間
は
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
破
壊
に

関
す
る
訴
訟
提
起
が
主
に
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
全
手
続
の
う
ち
、
ラ
ン
ト
フ

リ
ー
デ
の
破
壊
に
関
し
て
は
、
全
手
続
の
一
〇
％
か
ら
一
五
％
ま
で
で
あ
り
、
一
五
二
七
年
か
ら
一
五
二
九
年
は
二
三
％
に
ま
で
達
し

た
（
45
）

。
そ
の
後
、Jürgen W

eitzel

は
、
一
五
五
五
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
和
議
後
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
い
て
宗
教
問
題
に
関

す
る
訴
訟
提
起
の
受
理
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
破
壊
に
関
す
る
訴
訟
が
減
少
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
は
、
支
払
請
求
あ
る
い
は
王
家
内
部
の
紛
争
な
ど
が
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
（
46
）

。

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
破
壊
に
関
す
る
訴
訟
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議

と
の
競
合
関
係
や
対
立
関
係
は
、
次
第
に
緩
和
し
て
い
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
（
47
）

。
も
っ
と
も
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会

議
の
利
用
が
飛
躍
し
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
に
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
紛
争
は
、
王
家
の
問
題
、
経
済
的
問
題
、
宗
教
的
問
題
、
そ
し
て
社
会
的
問
題
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

以
上
よ
り
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
は
、
最
終
的
に
訴
訟
権
限
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
内
で
の
状
況
や
事
情
な
ど
を
経
て
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
利
用
が
徐
々
に
増
し
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
帝
国

宮
廷
顧
問
会
議
の
み
が
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
内
の
最
高
裁
判
所
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
48
）

。

四
．
裁
定
訴
訟

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
二
つ
の
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
今
日
で
言
う
と
こ
ろ
の
仮
の
権
利
救
済
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
裁
定
訴
訟

（M
andatsprozess

）
の
提
起
が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
49
）

。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
当
面
の
間
の
権
利
保
護
を
求
め
る
べ
く
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の

二
つ
の
最
高
裁
判
所
の
い
ず
れ
か
に
救
済
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
手
続
は
、
通
常
の
訴
訟
を
簡
略
し
た
略
式
訴
訟
で
、
緊

）
七
七
七
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

七
七

急
の
場
合
に
は
相
手
方
か
ら
の
聴
聞
な
し
に
暫
定
的
な
措
置
を
採
る
こ
と
な
ど
も
可
能
と
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
裁
定
訴
訟
の
対
象
は
、
①
法
や
慣
習
を
明
確
に
侵
害
し
た
場
合
、
②
損
害
賠
償
を
行
う
べ
き
中
、
そ
れ
を
行
っ
て
い
な
い
場

合
、
③
ラ
ン
ト
フ
リ
ー
デ
の
破
壊
、
そ
し
て
④
公
共
の
利
益
を
侵
害
し
た
場
合
に
、
提
起
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
な
お
、
そ
こ
で
は
、

例
え
ば
暴
力
的
な
支
配
者
（saevitia dom

inorum

）
に
よ
る
圧
政
を
、
公
共
の
利
益
の
侵
害
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
な
ど
、

裁
定
訴
訟
の
対
象
に
つ
い
て
は
柔
軟
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
た
（
50
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
裁
定
訴
訟
も
、
臣
民
に
よ
る
暴
力
的
救
済
や
自
力
救

済
を
防
ぎ
社
会
的
紛
争
の
法
現
象
化
に
貢
献
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

五
．
臣
民
訴
訟

一
）
概
要

近
代
初
期
の
ド
イ
ツ
の
司
法
に
お
い
て
は
、
公
法
と
私
法
の
区
別
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
（
51
）

。
こ
の
よ
う

な
中
、
臣
民
訴
訟
（U

ntertanenklage, U
ntertanenprozess

）
と
呼
ば
れ
る
訴
訟
類
型
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
例
え
ば
富
裕
層
の

臣
民
と
下
級
層
の
臣
民
と
の
間
の
対
立
と
い
っ
た
よ
う
に
臣
民
同
士
の
紛
争
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
臣
民
と
ラ
ン
ト
支
配
機
関

（L
andesobrigkeit

）
と
の
間
の
訴
訟
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
（
52
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
臣
民
訴
訟
は
、
今
日
で
言
う
と
こ
ろ
の
行

政
訴
訟
と
の
共
通
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
臣
民
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
後
世
に
お
い
て
、
更
に
支
配
機
関
に

よ
る
違
法
な
手
続
あ
る
い
は
支
配
機
関
に
よ
る
既
得
権
侵
害
に
対
す
る
個
人
に
よ
る
臣
民
訴
訟
と
、
領
邦
君
主
の
侵
害
に
対
し
て
都
市
の

住
民
や
農
民
た
ち
と
い
っ
た
集
団
に
よ
る
臣
民
訴
訟
と
い
っ
た
区
別
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

そ
し
て
、
個
人
に
よ
る
臣
民
訴
訟
の
具
体
例
と
し
て
は
、
新
し
い
公
租
公
課
に
対
す
る
臣
民
訴
訟
の
ほ
か
、
ツ
ン
フ
ト
の
特
権
に
対
す

る
領
邦
君
主
か
ら
の
債
権
の
償
還
訴
訟
や
、
臣
民
の
生
活
お
よ
び
領
土
内
の
一
般
関
係
に
関
し
て
支
配
機
関
が
行
う
警
察
規
制
へ
の
訴
訟

）
七
七
四
（
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七
八

と
い
っ
た
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
集
合
的
な
臣
民
訴
訟
は
、
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
後
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
ド
イ
ツ
農
民
戦
争
の
終
結
に
あ
た
り
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
同
盟
に
対
し
て
示
さ
れ
た
農
民
側
の
農
民
戦
争
の
降
伏
条
件
お
よ
び

一
五
二
六
年
の
帝
国
最
終
議
決
に
お
い
て
は
、
農
民
と
領
邦
君
主
と
の
間
の
法
的
手
段
を
認
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
要
求
が
集

団
に
よ
る
臣
民
訴
訟
と
し
て
結
実
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
民
ら
は
帝
国
の
裁
判
所
を
頻
繁
に
利
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
集
団
に
よ
る
臣

民
訴
訟
は
絶
対
的
主
義
体
制
に
お
け
る
領
土
支
配
の
調
整
機
能
を
果
た
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
の
状
況
に
対
し
て
、
支
配
機
関
は
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
訴
訟
活
動
を
、
出
来
る
だ
け
制
限
す
る

よ
う
試
み
た
。
こ
れ
は
、
支
配
機
関
が
持
つ
高
権
へ
の
介
入
を
防
ご
う
と
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
現
れ
と
し
て
、
下
記
の
警
察
事
項
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
）
警
察
事
項
の
原
告
適
格

上
記
ま
で
の
通
り
、
二
つ
の
最
高
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
臣
民
は
行
政
上
の
紛
争
を
裁
判
所
で
取
り
上
げ
る
機
会
が

確
保
さ
れ
て
い
た
（
53
）

。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
一
八
世
紀
に
入
る
と
、
変
化
が
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
帝
国
等
族
や
領
邦
君
主
は
、
警
察

事
項
と
司
法
事
項
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
領
邦
内
で
の
活
動
を
裁
判
上
の
影
響
力
の
行
使
か
ら
引
き
離
す
こ
と
を
試
み
た
か
ら
で

あ
る
。
な
お
、
司
法
事
項
（Justizsache

）
と
は
、
個
人
の
権
利
の
侵
害
、
す
な
わ
ち
個
人
の
既
得
権
に
関
す
る
法
関
係
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
他
方
で
、
警
察
事
項
（P

oliceysache

）
は
統
治
事
項
（R

egierungssache

）
と
も
表
現
さ
れ
た
り
、
両
者
の
併
記
が
な
さ
れ
た

り
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
家
の
直
接
的
利
益
や
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
（
54
）

。
も
っ
と
も
、
両
者
の
区
別
は
実
際
に
は

曖
昧
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
55
）

。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
両
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
は
ど
の
範
囲
ま
で
訴
訟
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
も
問
題
と
さ
れ
た
。

）
七
七
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

七
九

こ
の
よ
う
な
中
で
、
警
察
事
項
が
訴
訟
提
起
の
対
象
と
な
ら
な
い
根
拠
と
し
て
は
、
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約

（W
estfälische F

riedensschluss

）
六
四
条
で
領
邦
高
権
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
（
56
）

。
そ
こ
で
は
次
の
通
り
規
定
す
る
。

ロ
ー
マ
帝
国
の
全
て
の
選
帝
侯
、
君
候
お
よ
び
等
族
は
、
そ
の
旧
来
の
権
利
、
優
先
権
（V

orrechten

）、
自
由
、
特
権
（Privileg

）、

ラ
ン
ト
高
権
、
教
会
の
問
題
・
世
俗
的
問
題
、
統
治
権
、
レ
ガ
リ
ー
エ
ン
（R

egalien

）、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
占
有
が
、
い
か
な
る
理
由
に

よ
っ
て
も
誰
か
ら
も
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

そ
の
後
、
こ
れ
を
受
け
、
一
六
五
四
年
の
帝
国
最
終
議
決
（Jüngster R

eichsabshied von 1654

）
一
〇
六
条
は
、
警
察
事
項
、
ツ
ン
フ

ト
事
項
（Z

unftsachen

）、
手
工
業
事
項
（H

andw
erkssachen

）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
を
行
っ
た
。

…
裁
判
官
は
審
理
に
あ
た
っ
て
、
各
支
配
機
関
の
利
益
と
そ
の
事
情
に
応
じ
た
公
的
地
位
（Status publici

）
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
お
け
る
禁
止
に
対
し
て
容
易
に
判
決
を
下
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
察
事
項
は
両
最
高
裁
判
所
へ
の
訴
訟
の
提
起
お
よ
び
上
訴
が
否
定
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ

る
の
が
今
日
に
お
い
て
は
一
般
的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
お
よ
び
そ
の
理
解
に
対
し
て
、
両
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
は
警

察
事
項
の
司
法
的
執
行
可
能
性
（Justitiabilität

）
も
検
討
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
警
察
事
項
に
属
す
紛
争
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

個
人
の
既
得
権
の
侵
害
に
も
関
連
す
る
場
合
、
臣
民
は
君
主
な
い
し
行
政
官
庁
を
相
手
に
両
最
高
裁
判
所
へ
の
訴
え
の
提
起
が
認
め
る
場

）
七
七
四
（
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八
〇

合
も
あ
っ
た
（
57
）

。
更
に
、S

iegrid W
estphal

は
、
両
最
高
裁
判
所
の
判
例
か
ら
、
①
既
得
権
、
自
由
権
、
そ
し
て
諸
権
利
が
侵
害
さ
れ
た

場
合
、
②
支
配
機
関
が
権
力
を
濫
用
し
、
公
共
の
利
益
や
一
般
的
利
益
を
侵
害
し
た
場
合
、
③
帝
国
警
察
法
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、
警
察

事
項
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
訴
訟
提
起
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
、
よ
り
詳
細
な
説
明
を
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う

既
得
権
と
し
て
は
、
特
権
、
契
約
、
そ
し
て
時
効
の
ほ
か
、
慣
習
な
ど
を
通
じ
て
発
生
し
た
財
産
権
や
占
有
権
な
ど
も
該
当
す
る
と
さ
れ

た
（
58
）

。
ま
た
、
こ
こ
で
い
う
自
由
権
は
自
然
的
自
由
（natürliche F

reiheit

）
の
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
は
既
得
権

に
該
当
し
な
い
場
合
、
自
然
的
自
由
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
探
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
59
）

。
そ
れ
ゆ
え
、
警
察
事
項
の
訴
訟
提
起
の
余
地

に
つ
い
て
は
既
得
権
が
主
張
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
（
60
）

が
、
既
得
権
の
主
張
の
可
能
性

を
探
る
以
外
に
も
柔
軟
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
点
も
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
に
つ
い
て
、
帝
国
国
法
学
者
（R
eichspublizist

）
の
多
く
は
、
両
最
高
裁
判
所
の
見
解
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
（
61
）

。

こ
の
よ
う
な
判
例
や
学
説
の
動
向
を
踏
ま
え
、
後
世
に
お
い
て
は
、
警
察
事
項
が
両
最
高
裁
判
所
へ
の
訴
訟
の
提
起
お
よ
び
上
訴
を
否
定

す
る
、
と
い
う
原
則
す
ら
根
拠
に
乏
し
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
62
）

。

お
わ
り
に

す
で
に
別
稿
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
の
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
ド
イ
ツ
自
然
保
護
運
動
に
つ
い
て
取
り
上
げ

た
（
63
）

。
そ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
自
然
保
護
運
動
が
一
九
世
紀
前
半
の
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
に
展
開
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
が
そ
の
後

の
連
邦
自
然
保
護
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
制
度
の
形
成
に
強
い
影
響
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
も
っ
と
も
、
一
九
世
紀
前

）
七
七
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

八
一

半
の
ド
イ
ツ
自
然
保
護
運
動
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
が
存
続
し
て
い
た
時
代
と
は
僅

か
な
が
ら
時
期
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
一
八
〇
六
年
に
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
が
崩
壊
し
、
二
つ
の
最
高
裁
判
所
も
廃
止
さ
れ
た

後
に
、
自
然
保
護
運
動
が
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
二
つ
の
最
高
裁
判
所
が
存
在
し
て
い
た
時
期
の
諸
制

度
は
、
そ
の
後
の
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
に
直
接
的
な
関
連
性
を
直
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
後
世
に
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
と
は
直
接
的
な
関
連
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
し
て
も
、

次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
は
、

─
例
え
ば
不
上
訴
特
権
や
警
察
事
項
の
訴
訟

対
象
性
の
否
定
と
い
っ
た
諸
制
限
も
見
ら
れ
た
も
の
の

─
行
政
上
の
紛
争
に
つ
い
て
柔
軟
な
解
釈
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
訟
の
提

起
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
つ
の
最
高
裁
判
所
は
、
臣
民
に
よ
る
行
政
上
の
紛
争
へ
の
裁
判
ア
ク
セ
ス
を

確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
紛
争
の
法
現
象
化
に
貢
献
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
わ
け
で
あ
る
（
64
）

。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
ド
イ
ツ
自
然
保
護
運
動
は
、
当
時

─
本
稿
で
取
り
上
げ
た
そ
の
後

─
プ
ロ
イ
セ
ン
な
ど
の
法
制
度
・
裁
判
制

度
と
の
関
係
も
あ
っ
て
、
管
見
の
限
り
、
自
然
保
護
と
い
う
問
題
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
解
決
が
図
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
自
然
保
護
を
必
要
と
す
る
喫
緊
の
必
要
性
が
無
か
っ
た
こ
と
や
、
訴
訟
を
提
起
す
る
ま
で
の
権
利
・
利
益

と
し
て
自
然
保
護
が
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
社
会
的
紛
争
を
武
力
以
外
の
手
段
で
解
決
を
図
ろ
う

と
す
る
土
台
が
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
の
設
置
に
よ
っ
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
自
然
保
護
の
必
要
性
を
訴
え
る
た
め
の
啓
蒙
活
動
や
市
民
に
よ
る
実
践
的
な
自
然
保
護
活
動
と
い
っ
た
ソ
フ
ト
な
社
会
運
動
を

通
じ
て
、
自
然
保
護
の
実
現
を
試
み
た
こ
と
の
淵
源
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
の
存
在
も
見
過
ご
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

）
七
七
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

八
二

し
た
が
っ
て
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
二
つ
の
最
高
裁
判
所
の
存
在
が
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
の
原
告
適
格
論
や
団
体
訴
訟
論
の
制
度

設
計
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
後
は
、
自
然
保
護
運
動
が
行
わ
れ
た
時
期
と
時
間
的
に
密
接
な
、
神

聖
ロ
ー
マ
帝
国
崩
壊
後
に
生
じ
た
ベ
ー
ル
＝
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
の
時
期
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
い
く
こ
と
で
、
ド
イ
ツ
環
境
法
上
の
団
体

訴
訟
の
歴
史
的
展
開
の
一
部
を
更
に
解
明
し
て
い
き
た
い
。

本
研
究
に
あ
た
り
、
令
和
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
【
基
盤
研
究
C
、
課
題
番
号20K

01428

、
研
究
課
題
名
「
ド
イ
ツ
行
政
上
の

権
利
保
護
の
歴
史
的
展
開
か
ら
見
た
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
論
」】
に
よ
る
援
助
を
受
け
た
。

（
1
） 

こ
の
点
、
高
橋
滋
編
『
改
正
行
訴
法
の
施
行
状
況
の
検
証
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
三
年
）
一
一
〇
頁
に
お
い
て
は
、「
環
境
、
文
化
財
保
護
、

消
費
者
保
護
等
の
分
野
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
団
体
訴
訟
制
度
を
想
定
さ
れ
得
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
、
こ
れ
に
賛
同
す
る
意
見
が
多
か
っ
た
」
と

の
記
述
が
あ
る
。

（
2
） 

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
阿
部
泰
隆
『
行
政
法
解
釈
学
Ⅱ
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
九
年
）
一
四
六
頁
～

一
四
八
頁
を
挙
げ
た
い
。

（
3
） 

わ
が
国
行
政
事
件
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
主
婦
連
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
最
高
裁
判
決
（
最
判
昭

和
五
三
年
三
月
一
四
日
民
集
三
二
巻
二
号
二
一
一
頁
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
阿
部
泰
隆
『
処
分
性
・
原
告
適
格
・
訴
え
の
利
益

の
消
滅
』
信
山
社
（
二
〇
二
一
年
）
二
五
三
頁
に
お
い
て
は
、「
判
例
の
と
る
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
は
、
い
わ
ゆ
る
ジ
ュ
ー
ス
訴
訟
で
突
然

宣
言
さ
れ
た
が
、
こ
の
訴
訟
は
広
く
庶
民
に
代
わ
っ
て
提
起
し
た
代
表
訴
訟
で
あ
る
の
で
、
本
来
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
利
益
説
か
、
法
的
保
護
に

値
す
る
利
益
説
の
い
ず
れ
を
と
る
べ
き
な
の
か
決
着
を
つ
け
る
場
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
理
由
も
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
判
例
と
さ
れ
、

そ
の
後
の
判
例
は
不
合
理
な
点
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
、
以
後
、
い
く
ら
批
判
が
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
は
先
例
病
に
か
か
っ
て
い
る
の
か
、
こ
の
説

）
七
四
四
（
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）

八
三

を
採
用
し
、
調
査
官
解
説
は
、
学
説
我
関
せ
ず
、
判
例
だ
け
を
調
査
し
、
し
か
も
、
そ
れ
を
拡
大
解
釈
し
て
い
る
」
と
、
同
判
決
を
原
告
適
格
の

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
す
る
こ
と
へ
の
批
判
を
示
し
て
い
る
。

（
4
） 
宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅱ
』
有
斐
閣
（
二
〇
二
一
年
）
一
九
四
頁
～
一
九
五
頁
参
照
。

（
5
） 
例
え
ばW

. E
rbguth, A

llgem
eines V

erw
altungsrecht 8. A

ufl., N
om

os 2016, S
.106

は
「
条
文
が
公
共
の
利
益
の
み
に
資
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
（
少
な
く
と
も
）
個
人
の
権
利
も
保
護
す
る
か
ど
う
か
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
し
か
し
、
多
く
の
条

文
か
ら
、
そ
れ
が
個
人
の
利
益
を
保
護
し
、
主
観
的
権
利
を
取
り
な
す
の
か
ど
う
か
を
推
測
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
」
と
し
た
上
で
、
建
設
法

（B
aurecht

）、
危
険
防
止
法
（G

efahrenabw
ehrrecht

）、
営
業
法
（G

ew
erberecht

）、
補
助
金
法
（S

ubventionsrecht

）、
記
念
物
保
存
法

（D
enkm

alschutzrecht
）
な
ど
の
領
域
に
お
け
る
原
告
適
格
の
判
断
の
困
難
さ
を
指
摘
す
る
。

（
6
） 

こ
の
点
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅱ
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
九
年
）
一
三
〇
頁
に
お
い
て
は
、「
取
消
訴
訟
の
原
告
適
格
を
何
人
に
認
め
る
か
は
、
立

法
政
策
上
の
問
題
と
な
る
。
…
…
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
行
政
処
分
に
対
し
て
も
等
し
く
妥
当
し
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
立
法
に
は
限
界
が
あ
る
こ

と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
本
稿
は
、
こ
の
記
述
に
司
法
の
役
割
を
追
加
し
て
記
載
を
行
っ
た
。

（
7
） 

環
境
・
権
利
救
済
法
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
規
子
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
・
法
的
救
済
法
の
成
立
（
一
・
二
）
─
団
体
訴
訟
の
法
的

性
質
を
め
ぐ
る
一
考
察
─
」
阪
大
法
学
五
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
三
頁
以
下
、
同
五
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
）
二
七
九
頁
以
下
、
小
澤
久

仁
男
「
環
境
法
に
お
け
る
団
体
訴
訟
の
行
方
─
ド
イ
ツ
環
境
・
権
利
救
済
法
を
参
考
に
し
て
─
」
香
川
大
学
法
学
部
創
設
三
〇
周
年
・
法
学
研
究
院

創
設
記
念
論
文
集
『
現
代
に
お
け
る
法
と
政
治
の
探
求
』
成
文
堂
（
二
〇
一
二
年
）
五
一
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
同
法
の
改
正
お
よ
び

欧
州
裁
判
所
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
規
子
「
混
迷
す
る
ド
イ
ツ
の
環
境
団
体
訴
訟
─
環
境
・
法
的
救
済
法
２
０
１
３
年
改
正
を
め
ぐ
っ
て

─
」
新
世
代
法
政
策
学
研
究
二
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
二
七
頁
以
下
、
同
「
環
境
情
報
の
司
法
ア
ク
セ
ス
と
オ
ー
フ
ス
条
約
─
ド
イ
ツ
環
境
訴
訟

へ
の
影
響
を
中
心
と
し
て
─
」
松
本
和
彦
編
『
日
独
公
法
学
の
挑
戦
─
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
の
公
法
─
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
四
年
）
二
九
七
頁

以
下
、
小
澤
久
仁
男
「
ド
イ
ツ
環
境
法
に
お
け
る
実
体
的
排
除
効
の
終
焉
と
新
た
な
展
開
─
２
０
１
５
年
欧
州
裁
判
所
判
決
を
参
考
に
し
て
─
」
碓

井
光
明
ほ
か
編
『
行
政
手
続
・
行
政
救
済
法
の
展
開
（
西
埜
章
先
生
・
中
川
義
朗
先
生
・
海
老
澤
俊
郎
先
生
喜
寿
記
念
）』
五
三
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
8
） 

こ
の
点
、
宮
崎
良
夫
『
法
治
国
理
念
と
官
僚
制
』
東
京
大
学
出
版
会
（
一
九
八
六
年
）
二
二
頁
以
下
に
お
い
て
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
帝
国

）
七
四
四
（



日
本
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学
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八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

八
四

カ
ン
マ
ー
裁
判
所
お
よ
び
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
、
帝
国
の
最
高
裁
判
所
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
を
前
提
に
、「
後
世
の
学
者
、
…
19
世
紀
中
葉
の

『
法
治
国
』
論
の
主
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ベ
ー
ル
、
さ
ら
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
行
政
裁
判
所
の
提
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る
グ
ナ
イ
ス
ト
ら
に
よ
っ

て
高
く
評
価
さ
れ
た
裁
判
制
度
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
鈴
木
庸
夫
「
プ
ロ
イ
セ
ン
行
政
裁
判
制
度
─
グ
ナ
イ
ス
ト
モ
デ

ル
の
分
析
─
」
千
葉
大
学
教
養
部
研
究
報
告
九
号
（
一
九
七
六
年
）
三
九
頁
～
九
七
頁
（
特
に
四
九
頁
の
註
５
）
に
お
い
て
は
、「
有
名
な
帝
室
裁

判
所
（R

eichskam
m

ergericht

）
や
帝
国
宮
廷
会
議
（R

eichshofrat

）
は
よ
く
独
立
性
を
保
持
し
、
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
た
ち
の
違
法
な
公
権
力
の

行
使
に
対
し
て
裁
判
権
を
行
使
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
間
接
的
に
等
族
の
支
配
を
も
抑
制
す
る
機
能
を
も
有
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
帝
室
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
グ
ナ
イ
ス
ト
も
オ
ッ
ト
ー
・
ベ
ー
ル
も
非
常
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
更
に
、
ド
イ
ツ
環
境

法
上
の
団
体
訴
訟
制
度
の
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
るS
abine S

chlacke

教
授
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
お
い
て
も
、
今
日
の
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟

制
度
の
分
析
を
行
う
前
に
、
絶
対
主
義
に
お
け
る
行
政
上
の
紛
争
に
つ
い
て
触
れ
た
上
で
、
ベ
ー
ル
＝
グ
ナ
イ
ス
ト
論
争
な
ど
を
中
心
に
行
政
訴
訟

の
歴
史
的
展
開
を
分
析
し
て
い
る
（V

gl. S
. S

chlacke, Ü
berindividueller R

echtschutz, M
ohr S

iebeck 2008, S
.30

～S
.43

）。
し
た
が
っ

て
、
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
る
。

（
9
） 

南
博
方
『
行
政
裁
判
制
度
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
成
立
と
発
展
─
』
有
斐
閣
（
一
九
六
〇
年
）
六
一
頁
～
七
〇
頁
（
特
に
六
八
頁
）
参
照
。
な
お
、

こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
今
日
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
歴
史
を
研
究
す
る
文
献
の
中
で
も
多
く
見
ら
れ
て
お
り
、
後
掲
の
脚
註
も
参
照
。

（
10
） V

gl. M
. S

ellm
ann, D

er W
eg zur neuzeitlichen V

erw
altungsgerichtsbarkeit, in: H

-R
. K

ülz/ R
. N

aum
ann 

（H
rsg.

）, 

S
taatsbürger und S

taatsgew
alt, B

d. 1, K
arlsruhe 1963, S

.25

～S
.33.

（
11
） V

gl. W
. S

chulze, E
inführung in die N

euere G
eshichte, S

tuttgart 1987, S
.61 ;

と
こ
ろ
で
、“V

errechtluchung ”

の
訳
語
に
つ
い

て
は
、「
法
化
」
や
「
法
制
化
」
と
い
っ
た
訳
語
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
西
谷
敏
「
西
ド
イ
ツ
争
議
法
論
の
展
開
─
争

議
行
為
の
『
法
現
象
化
』（V

errechtlichung

）
を
中
心
と
し
て
─
」
日
本
労
働
協
会
雑
誌
二
〇
巻
四
号
（
一
九
七
八
年
）
一
七
頁
～
二
七
頁
を
参

考
に
し
て
、
法
現
象
化
の
訳
語
を
あ
て
た
。

（
12
） V

gl. K
. H

ärter, S
oziale U

nruhen und R
evolutionsabw

ehr: A
usw

irkungen der F
ranzösischen R

evolution auf die 

R
echsprechung der R

eichskam
m

ergerichts, in: B
. D

iestelkam
p 

（H
rsg.

）, D
as R

eichskam
m

ergericht am
 E

nde des A
lten R

eiches 

）
七
四
二
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

八
五

und sein F
ortw

irken im
 19. Jahrhundert, K

öln 2002, S
.43ff. ;

こ
の
よ
う
な
指
摘
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
ド
イ
ツ
側
か
ら
の
指
摘
で

あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
側
か
ら
の
指
摘
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
社
会
的
紛
争
の
法
現
象
化
を
背
景
に
、
ド
イ
ツ
は
そ
の
後
の
制
度
お
よ
び
理
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
制
度
比
較
を
す
る
際
に
、
一
つ
の
物
差
し
に
な
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
13
） 
本
稿
で
取
り
上
げ
る
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
創
設
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
す
で
に
帝
国
宮
廷
裁
判
所
（königliche 

K
am

m
ergericht

）
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
。
但
し
、
帝
国
宮
廷
裁
判
所
は
一
四
五
一
年
に
解
体
さ
れ
た
。

（
14
） 

と
こ
ろ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「R

eichskam
m

ergericht

」
を
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
、「R

eichshofrat

」
を
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
訳

語
を
そ
れ
ぞ
れ
充
て
て
い
る
。
こ
の
点
、
美
濃
部
達
吉
教
授
は
帝
室
裁
判
所
・
帝
国
宮
廷
顧
問
と
示
し
て
お
り
【
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
／
美
濃
部

達
吉
訳
『
独
逸
行
政
法
第
１
巻
（
復
刻
版
）』
信
山
社
（
一
九
九
三
年
）
四
一
頁
】、
南
博
方
教
授
は
ラ
イ
ヒ
ス
カ
ン
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
・
ラ
イ
ヒ
ス
ホ

フ
ラ
ー
ト
と
示
し
て
お
り
【
南
・
前
掲
註（
９
）七
九
頁
】、
宮
崎
良
夫
教
授
は
帝
国
裁
判
所
・
帝
国
宮
廷
裁
判
所
と
示
し
て
お
り
【
宮
崎
・
前
掲
註

（
８
）二
二
頁
】、
そ
し
て
田
口
正
樹
教
授
は
帝
国
最
高
法
院
・
帝
国
宮
内
法
院
の
訳
語
を
充
て
て
い
る
【
ペ
ー
タ
ー
・
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
正
樹
訳
）

「
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
２
つ
の
最
高
裁
判
所
（
１
４
９
５
年
か
ら
１
８
０
６
年
）：
歴
史
・
研
究
・
展
望
」
北
海
道
大
学
法
学
論
集

六
四
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
〇
三
頁
～
二
四
三
頁
（
特
に
二
〇
五
頁
）】。
そ
の
た
め
、
両
者
に
つ
い
て
、
様
々
な
訳
語
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
、

本
稿
は
文
字
浩
教
授
の
訳
語
を
参
照
に
し
た
【
文
字
浩
「
旧
帝
国
に
お
け
る
帝
国
最
上
級
裁
判
所
に
つ
い
て
」
南
山
法
学
二
一
巻
四
号
（
一
九
九
八

年
）
一
三
頁
～
四
二
頁
】。

（
15
） 

こ
の
点
、
宮
崎
・
前
掲
註（
８
）二
九
頁
に
お
い
て
は
、「
…
今
日
の
ご
と
き
公
法
私
法
の
明
確
な
概
念
的
区
別
の
知
ら
れ
て
い
な
い
時
代
の
訴

訟
形
式
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
今
日
の
行
政
訴
訟
と
直
ち
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
訴
訟
形
式
の
み
に
限
定
す
れ
ば
、
そ

れ
は
紛
れ
も
な
く
公
権
力
の
行
使
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
と
同
等
の
意
味
を
有
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
訴
訟
形
式
に
よ
っ
て
ラ
ン
デ
ス
ヘ

ル
の
違
法
な
高
権
の
行
使
に
対
す
る
一
種
の
『
行
政
訴
訟
』
の
制
度
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
き
わ
め
て
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ

た
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、S

chlacke, 

（F
ußn. 8

）, S
.30

に
お
い
て
も
、「
中
世
の
司
法
権
は
、
私
法
的
紛
争
と
公
法
的
紛
争
を
区
別
し
て
こ

な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
の
多
く
の
手
続
は
市
民
と
絶
対
君
主
と
の
関
係
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

（
16
） 

本
稿
は
、S

. W
estphal, G

erichtliche V
erw

altungskontrolle im
 A

lten R
eich, in: K

.-P
. S

om
m

erfeld/B
. S

chaffarzik

（H
rsg

）, 

）
七
四
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

八
六

H
andbuch der G

eschichte der V
erw

altungsgerichtsbarkeit in D
eutschland und E

uropa

（B
d. 1

）, B
erlin 2018, S

.3

～S
.29.

に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
な
お
、
ド
イ
ツ
の
著
名
な
国
法
学
者
で
あ
る
ル
ド
ル
フ
・
ス
メ
ン
ト
は
、
教
授
資
格
論
文
に
お
い
て
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判

所
を
取
り
上
げ
て
い
る
（C

.-F
. R

udolf S
m

end, D
as R

eichskam
m

ergericht;G
eschichte und V

erfassung, B
öhlau, 1911

）。
但
し
、
帝
国

カ
ン
マ
ー
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
の
研
究
は
、
現
在
も
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
訳
）・
前
掲
註

（
14
）に
て
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
17
） 

本
項
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.7

─S
.8. ;

山
本
文
彦
「
近
世
ド
イ
ツ
国
政
史
２
　
研
究
─
皇
帝
・
帝
国
ク
ラ
イ
ス
・
諸
侯
─
」

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
（
一
九
九
五
年
）
四
二
頁
～
四
六
頁
を
主
に
参
考
に
し
た
。
そ
の
他
、
一
五
世
紀
頃
の
ド
イ
ツ
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
法

律
学
の
ほ
か
、
歴
史
学
に
お
い
て
も
紹
介
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
に
勝
田
有
恒
「
帝
室
裁
判
所
規
則
（
１
４
９
５
年
）
の
成
立
」
一
橋
論
叢

六
八
巻
四
号
（
一
九
七
二
年
）
三
一
七
頁
～
三
三
三
頁
、
お
よ
び
村
上
淳
一
＝
守
矢
健
一
／
ハ
ン
ス
・
ペ
ー
タ
ー
・
マ
ル
チ
ュ
ケ
『
ド
イ
ツ
法
入
門

（
改
訂
第
９
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇
一
八
年
）
一
〇
頁
～
一
九
頁
（
一
一
頁
）
も
参
考
に
し
た
。

（
18
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.7.

（
19
） 

本
項
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.8

～S
.9

を
参
考
に
し
た
。

（
20
） V

gl. H
. C

arl, L
andfrieden als K

onzept und R
ealität kollektiver S

icherheit im
 H

eiligen R
öm

ischen R
eich, in: G

. N
aegle

（H
rsg.

）, F
reden schaffen und sich verteidigen im

 S
pätm

ittelalter, G
öttingen 2011, S

.121

～S
.122.

（
21
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.9

～S
.11. ;

文
字
・
前
掲
註（
14
）二
三
頁
～
三
七
頁
、
小
野
秀
誠
『
ド
イ
ツ
法
学
と
法
実
務
家
』

信
山
社
（
二
〇
一
七
年
）
五
六
頁
～
六
〇
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
22
） 

な
お
、
一
五
二
七
年
に
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
に
置
か
れ
る
ま
で
の
間
、
ヴ
ォ
ル
ム
ス
（W

orm
s

）、
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
（A

ugsburg

）、
ニ
ュ
ル
ン

ベ
ル
ク
（N

ürnberg

）、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
（R

egensburg

）
な
ど
の
都
市
を
転
々
と
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
占
領
や
裁
判
所
の
人
事
を
め
ぐ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
っ
て
、
機
能
が
停
止
し
た
時
期
も
あ
っ
た
【
山
本
文
彦
「
近
世
ド

イ
ツ
に
お
け
る
帝
国
裁
判
所
」
社
会
文
化
研
究
所
紀
要
（
九
州
国
際
大
学
）
五
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
二
三
頁
～
一
五
六
頁
参
照
】。
こ
れ
が
、

後
掲
の
訴
訟
件
数
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。

）
七
四
七
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

八
七

（
23
） 

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
・
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
／
世
良
晃
志
郞
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
（
改
定
版
）』

創
文
社
（
一
九
七
一
年
）
四
五
八
頁
、
文
字
・
前
掲
註（
14
）二
八
頁
～
三
〇
頁
、
ペ
ー
タ
ー
・
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
正
樹
訳
）「
ド
イ
ツ
国
民
の
神

聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
裁
判
制
度
に
つ
い
て

─
管
轄
と
訴
訟
原
則

─
」
北
大
法
学
論
集
六
四
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
四
五
頁
～
二
八
四

頁
（
二
五
三
頁
）、
渋
谷
聡
「
近
世
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
け
る
裁
判
と
諸
地
域
─
18
世
紀
帝
国
最
高
法
院
と
陪
席
判
事
推
挙
の
構
造
─
」
社
会
文
化
論

集
一
五
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
頁
～
一
〇
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
24
） 

な
お
、
村
上
ほ
か
・
前
掲
註（
17
）一
四
頁
に
よ
る
と
、「
…
ロ
ー
マ
＝
カ
ノ
ン
法
が
、
い
わ
ゆ
る
普
通
法
（Ius C

om
m

une, gem
eines 

R
echt

）
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
次
第
に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
地
域
の
特
別
法
は
、
そ
の
存
在
さ
え
当
事
者
に
よ
り
証
明
さ
れ
れ
ば
普

通
法
に
優
先
的
に
行
わ
れ
た
（「
特
別
法
は
一
般
法
を
破
る
」）。
そ
の
証
明
が
な
い
場
合
に
も
、
法
の
欠
缺
を
容
易
に
認
め
る
の
で
は
な
く
、
ロ
ー

マ
法
が
補
充
的
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
」
と
の
記
述
が
あ
り
、
本
文
の
記
述
に
お
い
て
は
参
考
に
し
た
。

（
25
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.10.

（
26
） 

帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
、
一
四
九
五
年
、
一
五
二
一
年
、
一
五
四
八
年
、
一
五
五
五
年
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、

一
五
五
五
年
の
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
法
に
つ
い
て
は
、
文
字
浩
教
授
が
訳
出
を
し
て
い
る
【
文
字
浩
「
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
法
（
１
５
５
５

年
）（
１
）
～
（
６
）」
南
山
法
学
一
六
巻
一
・
二
号
（
一
九
九
二
年
）
一
八
三
頁
～
二
四
六
頁
、
同
三
・
四
号
（
一
九
九
二
年
）
二
三
五
頁
～

二
五
六
頁
、
同
一
七
巻
一
号
（
一
九
九
三
年
）
一
一
三
頁
～
一
三
四
頁
、
同
二
号
（
一
九
九
三
年
）
一
五
五
頁
～
一
七
五
頁
、
同
三
号
（
一
九
九
三

年
）
一
七
九
頁
～
二
〇
四
頁
、
同
二
一
巻
三
号
（
一
九
九
七
年
）
九
三
頁
一
三
五
頁
】。

（
27
） 

な
お
、
林
屋
礼
二
『
西
欧
に
お
け
る
民
事
裁
判
の
発
達
と
展
開
─
西
欧
大
陸
民
事
訴
訟
史
概
観
─
』
有
斐
閣
（
二
〇
二
一
年
）
一
九
一
頁
～

一
九
二
頁
に
よ
る
と
、「
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
手
続
は
複
雑
で
あ
り
、
…
…
弁
護
士
強
制
主
義
（A

nw
altszw

ang

）
が
と
ら
れ
て
、
手
続
は
訴

訟
代
理
人
に
よ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
＝
カ
ノ
ン
法
か
ら
訴
訟
代
理
人
と
し
て
の
代
理
人
（P

rokurator

）
と
弁
護
人

（A
dvokat

）
＝
代
弁
人
（F

ürsprecher

）
の
区
別
が
継
受
さ
れ
、
前
者
は
当
事
者
を
代
理
す
る
者
、
後
者
は
当
事
者
を
補
佐
す
る
者
と
し
て
当
事

者
と
と
も
に
の
み
行
為
す
る
も
の
と
さ
れ
…
…
、
弁
護
人
（A

nw
alt

）
と
し
て
一
元
化
さ
れ
た
」
と
あ
る
。

（
28
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.11

～S
.12; 

文
字
・
前
掲
註（
14
）三
七
頁
～
四
二
頁
を
参
考
に
し
た
。

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

八
八

（
29
） 

こ
の
他
、
一
六
世
紀
末
に
は
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
上
級
ラ
ン
ト
財
務
官
が
創
設
さ
れ
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
で
行
わ
れ
て
い
た
国
庫
事

件
を
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
移
す
と
い
っ
た
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る
。

（
30
） 
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
訳
）・
前
掲
註（
14
）二
三
〇
頁
に
お
い
て
は
、「
…
…
裁
判
所
長
官
と
裁
判
所
長
は
常
に
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、

陪
席
裁
判
官
の
意
見
が
同
数
で
分
か
れ
た
場
合
に
は
、
事
案
を
決
定
す
る
権
利
を
持
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
宮
崎
・
前

掲
註（
８
）四
三
頁
に
よ
る
と
、「
…
当
時
の
宗
教
的
対
立
の
下
で
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
は
旧
教
派
に
好
意
的
で
あ
っ
た
た
め
に
…
…
、
ラ
イ
ヒ
等

族
か
ら
は
寛
大
な
目
で
見
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
陪
審
判
事
の
構
成
を
、
旧
教
派
の
み
に
有
利
に
作
用
し
た
と
見
る
の
か
、
そ
れ
と
も
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
の
信
用
に
も
貢
献
し
た
と
見
る
の
か
、
評
価
が
分
か
れ
る
も
の
と
言
え
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
の
比
率
の
大
小
は
と
も
か
く
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
陪
審
判
事
に
含
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
も
念
頭
に
置
い
て
裁
判
制
度
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
、

筆
者
は
肯
定
的
に
見
て
い
る
。
そ
の
他
、
鈴
木
山
海
『
１
６
５
４
年
「
帝
国
宮
内
法
院
令
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
博
士
論

文
（
二
〇
一
九
年
）
三
一
頁
～
三
三
頁
（http://hdl.handle.net/2115/74560 ;

二
〇
二
二
年
一
〇
月
三
一
日
確
認
）
に
お
い
て
は
、
宗
派
同
数

制
に
つ
い
て
の
詳
細
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

（
31
） 

鈴
木
・
前
掲
註（
30
）三
五
頁
参
照
。
但
し
、
皇
帝
の
恣
意
が
全
く
も
っ
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
点
に
注
意
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
ほ
か
、
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
デ
ィ
ー
ス
テ
ル
カ
ン
プ
（
村
上
裕
・
田
中
実
訳
）「
成
立
期
か
ら
18
世
紀
末
ま
で
の
ド
イ
ツ

国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
最
高
裁
判
権
─
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
と
の
比
較
か
ら
─
」
関
東
学
院
法
学
一
号
・
二
号
（
一
九
九
二
年
）

二
五
三
頁
～
二
八
一
頁
（
特
に
二
六
一
頁
～
二
六
二
頁
）
に
お
い
て
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
32
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.12

～S
.14

を
参
考
に
し
た
。

（
33
） 

な
お
、
本
文
の
通
り
、
臣
民
に
対
し
て
選
択
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
文
字
・
前
掲
註（
14
）四
一
頁
に
お
い
て
は
、
受
任
を
し
た
裁
判
所
に

は
優
先
権
（P

rävention

）
が
形
成
さ
れ
た
、
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
各
裁
判
所
に
対
し
て
優
先
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
中
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン

グ
・
ゼ
ラ
ー
ト
（
和
田
卓
朗
訳
）「
帝
国
宮
廷
顧
問
会
と
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
─
そ
の
意
義
と
研
究
─
」
法
学
雑
誌
（
大
阪
市
立
大
学
）
四
六
巻

四
号
六
五
三
頁
に
お
い
て
は
、「
た
と
え
ば
、
自
分
の
訴
訟
が
帝
国
宮
廷
顧
問
会
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
）
に
お
い
て
好
ま
し
い
裁
判
官
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い

な
い
と
考
え
た
当
事
者
は
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
（
Ｒ
Ｋ
Ｇ
）
に
願
い
出
よ
う
と
試
み
た
。
反
対
に
、
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
（
Ｒ
Ｋ
Ｇ
）
に
お

）
七
四
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

八
九

い
て
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
当
事
者
は
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
）
に
訴
え
出
た
」
と
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
臣
民
に
と
っ
て
は
、

各
裁
判
所
の
優
先
権
に
よ
る
拘
束
力
が
強
く
及
ぶ
も
の
で
は
無
か
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

（
34
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
不
上
訴
特
権
に
も
大
き
く
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
帝
国
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
が
上
訴
審
と
成
る
た

め
に
は
、
そ
の
下
級
審
で
あ
る
裁
判
所
が
必
要
と
な
る
一
方
で
、
不
上
訴
特
権
を
認
め
る
反
対
給
付
と
し
て
各
領
邦
内
に
上
訴
裁
判
所
を
設
置
す
る

必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
訳
）・
前
掲
註（
22
）二
六
六
頁
も
参
考
に
し
た
。
ま
た
、
民
事
訴
訟
法
の

観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
上
訴
の
歴
史
的
展
開
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
、
佐
瀬
裕
史
「
民
事
控
訴
審
の
構
造
に
関
す
る
一
考
察
（
１
）
─

ド
イ
ツ
と
日
本
に
お
け
る
控
訴
審
の
誕
生
と
展
開
を
追
っ
て
」
法
学
協
会
雑
誌
（
東
京
大
学
）
一
二
五
巻
九
号
一
九
一
五
頁
～
一
九
九
〇
頁
（
特
に

一
九
三
二
頁
以
下
）
も
あ
る
。

（
35
） 

南
・
前
掲
註（
９
）八
〇
頁
参
照
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
不
上
訴
特
権
の
み
を
取
り
上
げ
る
が
、
領
域
内
の
裁
判
所
か
ら
帝
国
カ
ン
マ
ー

裁
判
所
ま
た
は
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
へ
の
移
管
を
阻
む
制
度
と
し
て
、
不
移
管
特
権
と
い
っ
た
制
度
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
藤
田
宙
靖
教
授
は
、

「
不
移
管
・
不
上
訴
特
権
」（privilegia de non evocando et non appellando

）
と
し
て
い
る
【
藤
田
宙
靖
『
公
権
力
の
行
使
と
私
的
権
利
主
張

─
オ
ッ
ト
ー
・
ベ
ー
ル
「
法
治
国
」
の
立
場
と
ド
イ
ツ
行
政
法
学
─
』
有
斐
閣
（
一
九
七
八
年
）
三
四
頁
】。
ま
た
、
不
上
訴
特
権
に
つ
い
て
は
、

本
節
で
挙
げ
る
文
献
の
他
、
藤
田
貴
宏
『
不
上
訴
特
権
と
帝
国
法
─
ダ
ー
フ
ィ
ッ
ト
・
メ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
裁
判
権
論
』
獨
協
法
学
六
九
巻
七
一
頁
～

一
三
一
頁
も
あ
る
。

（
36
） 

小
野
・
前
掲
註（
21
）六
〇
頁
～
六
一
頁
参
照
。
な
お
、
金
印
勅
令
に
つ
い
て
は
国
王
選
挙
の
手
続
な
ど
も
定
め
て
お
り
、
そ
こ
で
は
七
名
の
諸

侯
に
皇
帝
選
挙
権
を
付
与
し
、
選
挙
侯
の
権
利
義
務
を
定
め
る
な
ど
、
根
本
法
と
し
て
も
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
田
晟

『
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
法
の
入
門
と
基
礎
─
ド
イ
ツ
の
憲
法
お
よ
び
民
法
─
（
改
定
版
）』
有
信
堂
高
文
社
（
一
九
九
一
年
）
一
〇
頁
～
一
一
頁
、
お

よ
び
、
木
村
靖
二
編
『
ド
イ
ツ
の
歴
史
』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
〇
年
）
三
一
頁
～
三
二
頁
（
森
田
安
一
執
筆
）
参
照
。

（
37
） 

文
字
・
前
掲
註（
14
）二
七
頁
～
二
八
頁
参
照
。

（
38
） 

渋
谷
聡
「
帝
国
都
市
と
帝
国
裁
判
所
─
18
世
紀
帝
国
最
高
法
院
に
お
け
る
ケ
ル
ン
上
層
市
民
間
の
裁
判
─
」
島
根
大
学
社
会
文
化
論
集
第
七
号

（
二
〇
一
一
年
）
一
頁
～
一
〇
頁
（
五
頁
）
参
照
。

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

九
〇

（
39
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.21.

（
40
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.10

～S
.11 ;

文
字
・
前
掲
註（
14
）三
〇
頁
～
三
一
頁
お
よ
び
四
〇
頁
～
四
二
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
41
） 
な
お
、
本
文
の
よ
う
な
手
続
が
導
入
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
当
時
に
お
い
て
判
決
理
由
を
当
事
者
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
は
無
く
、
判
決

理
由
は
裁
判
所
内
部
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ゼ
ラ
ー
ト
（
和
田
卓

朗
訳
）「
特
に
ラ
イ
ヒ
ス
ホ
ー
フ
ラ
ー
ト
（
帝
国
宮
廷
法
院
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
）
と
ラ
イ
ヒ
ス
カ
ン
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
（
帝
室
裁
判
所
）
の
例
に
見

る
当
事
者
に
対
す
る
判
決
の
合
理
的
理
由
付
け
の
歴
史
に
つ
い
て
」
法
学
雑
誌
（
大
阪
市
立
大
学
）
四
五
巻
三
・
四
号
（
一
九
九
九
年
）
八
一
一
頁

～
八
四
七
〇
頁
（
八
一
六
頁
）
が
詳
し
い
。

（
42
） 

な
お
、
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
条
約
は
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
お
い
て
も
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
帝
国
裁
判
所
と
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
に
お
い
て
は
、
重
要
な
手
続
な
ど
に
つ
い
て
共
通

の
法
が
適
用
さ
れ
て
い
た
【
文
字
・
前
掲
註（
14
）四
〇
頁
以
下
参
照
】。
そ
の
後
、
一
六
五
四
年
に
は
、
帝
国
宮
廷
顧
問
会
議
法
が
定
め
ら
れ
、
帝

国
宮
廷
顧
問
会
議
は
原
則
と
し
て
帝
国
カ
ン
マ
ー
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
が
適
用
さ
れ
た
が
、
自
由
な
訴
訟
手
続
を
行
う
こ
と
も
認
め
ら
れ
た
【
山
本

文
彦
・
前
掲
註（
22
）一
二
七
頁
参
照
】。

（
43
） V

gl. E
. O

rtlieb, D
as P

rozeßverfahren in der F
orm

ierungsphase des R
eichshofrats

（1519

─1564

）, in: P
. O

estm
ann

（H
rsg.

）, 

Z
w

ischen F
orm

strenge und B
illigkeit: F

orschungen zum
 vorm

odernen Z
ivilprozeß, K

öln 2009, S
.135.

（
44
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.14

～S
.16

お
よ
び
文
字
・
前
掲
註（
14
）三
八
頁
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
45
） V

gl. F
. R

anieri, R
echt und G

esellschaft im
 Z

eitalter der R
ezeption; E

ine rechts- und sozialgeschichtliche A
nalyse der 

T
ätigkeit des R

eichskam
m

ergerichts im
 16. Jahrhundert, K

öln 1985, S
.241.

（
46
） V

gl. J. W
eitzel, D

ie R
olle des R

eichskam
m

ergerichts bei der A
usform

ung der R
echtsordnung zur allgem

einen 

F
riedensordnung, in: I. S

cheurm
ann 

（H
rsg. 

）, F
rieden durch R

echt; D
as R

eichskam
m

ergericht von 1495 bis 1806, M
ainz 1994, 

S
.48.

（
47
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.15.

）
七
四
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

九
一

（
48
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.15.

（
49
） 

本
節
の
記
述
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.19 ;

宮
崎
・
前
掲
註（
８
）二
六
頁
～
二
七
頁
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、W

estphal

は
、

“･･･einstw
eilige V

erstöße gleichkom
m

ende M
andatsklage ”

と
い
う
表
現
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
文
の
通
り
、
仮
の
権
利
救
済
に
相

当
す
る
と
し
た
。
但
し
、
裁
定
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
訳
語
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
、
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
部
分
が
あ
る
。

ま
た
、
裁
定
訴
訟
の
全
容
の
解
明
に
と
っ
て
は
、
仲
裁
裁
判
に
お
け
る
領
邦
君
主
の
特
権
や
、
裁
判
外
の
控
訴

─
例
外
上
訴
訴
訟

─
と
い
っ
た

制
度
も
触
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
取
り
上
げ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
記
宮
崎
教
授
の
著
書
が
詳
し
い
。

（
50
） V

gl. S
chulze 

（F
ußn. 11

）, S
.81f.

（
51
） 

本
節
の
記
述
に
つ
い
て
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.16

～S
.23 ;

エ
ス
ト
マ
ン
（
田
口
訳
）・
前
掲
註（
14
）二
二
八
～
二
三
〇
頁
を
参
照

し
た
。

（
52
） 

こ
の
記
述
に
つ
い
て
は
、R

ita S
ailer, U

ntertanenproze6se vor dem
 R

eichskam
m

ergericht, B
oehlau 1999, S

.12

～S
.13; 

池
田
利

昭
「
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
以
降
の
帝
国
都
市
と
帝
国
宮
廷
法
院

─
ト
ー
マ
ス
・
ラ
ウ
の
業
績
か
ら

─
」
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
国
際
文

化
研
究
論
集
一
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
四
一
頁
～
二
六
〇
頁
（
二
四
六
頁
～
二
四
八
頁
）
を
参
照
し
た
。

（
53
） 

本
節
の
記
述
に
つ
い
て
は
、W

estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.23

～S
.25. ; S

ailer 

（F
ußn. 52

）, S
.430

～S
.440

を
参
考
に
し
た
。

（
54
） 

司
法
事
項
と
警
察
事
項
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
南
・
前
掲
註（
９
）九
〇
頁
～
九
一
頁
を
参
照
し
た
。
ま
た
、
藤
田
宙
靖
・
前
掲
註（
35
）四
三
頁

に
お
い
て
は
、「Justizsache

と
は
、
私
的
権
利
状
態
（P

rivat=R
echtszustand

）
の
侵
害
に
関
し
、
法
律
適
合
性
の
見
地
よ
り
の
決
定
が
要
求

さ
れ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
場
合
を
い
う
。
こ
こ
で
は
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
、
公
共
の
福
祉
の
観
点
は
全
く
無
縁
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

R
egierungssache

と
は
、
合
目
的
性
の
見
地
か
ら
、
公
共
の
福
祉
の
利
益
に
お
い
て
処
分
（V

erfügung

）
が
要
求
さ
れ
る
す
べ
て
の
場
合
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
達
せ
ら
れ
る
べ
き
目
的
と
の
合
致
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
っ
て
、Justizsache

に
お
け
る
如
く
、
法
律
と
の
完

全
な
一
致
が
必
ず
し
も
排
他
的
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
法
律
適
合
性
は
常
に
合
目
的
性
に
屈
服
す
る
」
と
し
て
い
る
。

更
に
、
岩
尾
祐
司
・
井
上
繁
子
編
著
『
近
代
ド
イ
ツ
の
歴
史
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
頁
（
神
寶
秀
夫
執
筆
）
に
お
い
て
は
、

「
…
ポ
リ
ツ
ァ
イ
（
英
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
ポ
リ
ス
）
は
今
日
で
は
警
察
を
意
味
す
る
が
、
元
来
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ポ
リ
テ
イ
ア

─
『
全
住
民

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

九
二

の
公
共
の
利
益
と
統
治
目
的
と
す
る
真
の
国
制
』（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
を
意
味
す
る

─
に
由
来
す
る
用
語
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
15
世
紀

末
の
ブ
ル
グ
ン
ド
に
お
い
て
行
政
官
庁
用
語
（
従
来
の
平
和
概
念
で
は
と
ら
え
に
く
い
公
共
福
祉
の
必
要
性
と
い
う
新
た
な
統
治
目
的
─
行
為
）
と

し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
経
て
、
近
世
ド
イ
ツ
で
は
『
広
範
な
行
政
（
特
に
内
政
）
行
為
や
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
る
公
共
体
』
を
表
現
す
る
言
葉
と

し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
あ
る
。
そ
の
他
、
こ
こ
で
は
、
カ
ー
ル
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
（
村
上
淳
一
訳
）「
司
法
事
項
と
ポ
リ
ツ
ァ
イ
事
項
」

法
学
協
会
雑
誌
九
九
巻
九
号
（
一
九
八
二
年
）
一
四
〇
四
頁
～
一
四
二
六
頁; P

. P
reu, P

olizeibegriff und S
taatszw

ecklehre, G
öttingen 

1993, S
.15

～S
.51 ;

松
本
尚
子
「
ベ
ル
ク
の
ポ
リ
ツ
ァ
イ
概
念
─
19
世
紀
初
頭
ド
イ
ツ
の
国
家
目
的
論
と
権
力
分
立
論
の
一
例
─
」
一
橋
論
叢

一
一
五
巻
一
号
（
一
九
九
六
年
）
一
七
一
頁
～
一
八
九
頁
（
一
七
一
頁
）
な
ど
も
参
考
に
し
た
。

（
55
） 

こ
の
点
、
宮
崎
・
前
掲
註（
８
）五
五
頁
に
お
い
て
は
、「
実
際
に
は
、
司
法
事
項
と
警
察
・
統
治
事
項
の
区
別
は
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ

れ
だ
か
ら
こ
そ
、
ラ
ン
ト
に
お
い
て
等
族
的
司
法
機
関
と
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
の
官
僚
機
関
と
の
権
限
争
議
が
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
18
世
紀

末
葉
か
ら
19
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
国
法
学
に
と
っ
て
も
、
右
の
区
別
の
問
題
は
重
要
な
理
論
的
課
題
と
さ
れ
、
そ
の
理
論
化
の
作
業
を
通
し
て
、

現
実
の
『
行
政
司
法
』
の
是
非
が
論
じ
ら
れ
、『
法
治
国
』
の
理
念
が
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
藤
田
宙
靖
・
前
掲
註

（
35
）三
三
頁
～
三
四
頁
に
お
い
て
は
、「
君
主
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
爾
後
の
意
味
に
お
け
る
公
権
力
の
行
使
と
私
権
の
行
使
と
の
別
は
当
初
甚
だ

不
明
確
で
あ
っ
た
が
、
後
の
裁
判
権
と
行
政
権
の
一
部
を
含
め
たJurisdiction

が
次
第
に“

公
権
力”

を
形
成
す
る
に
至
り
、
そ
の
場
合
、
裁
判

手
続
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
は
通
常
の
控
訴
、
裁
判
外
の
手
続
に
よ
る
決
定
（
警
察
権
の
行
使
は
主
と
し
て
こ
れ
に
含
ま
れ
る
）
に
つ
い
て
は
裁
判

外
の
控
訴
（E

xtra

＝Judicial=A
ppellation

）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ラ
イ
ヒ
ス
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
に
対
し
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
のJurisdiction

に

該
当
せ
ざ
る
も
の
は
、
君
主
の
私
的
債
務
同
様
、
仲
裁
裁
判
強
制
の
例
外
を
除
け
ば
、
原
則
と
し
て
直
接
ラ
イ
ヒ
ス
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
へ
訴
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
や
が
て
一
方
で
は
、
領
邦
君
主
に
よ
る
不
移
管
・
不
上
訴
特
権
（privilegia de non evocando et non appellando

）

の
獲
得
等
に
よ
り
、
18
世
紀
の
中
頃
に
は
、
既
に
大
領
邦
に
て
は
ラ
イ
ヒ
ス
カ
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
へ
の
控
訴
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
君
主

は
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
代
り
に
自
己
の
ラ
ン
デ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
へ
の
み
訴
え
ら
れ
る
、
と
の
原
則
が
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
る
に
到
っ
た
。
そ
し
て
、
他
方

で
はJurisdiction

よ
り
行
政
と
司
法
の
分
化
が
始
ま
る
と
共
に
、
従
来
は
君
主
の
私
権
と
さ
れ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
も
司
法
事
件

（Justizsache

）
と
行
政
事
件
（V

erw
altungssche od. R

egierungssache

）
へ
の
分
化
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
18
世
紀

）
七
四
四
（



ド
イ
ツ
団
体
訴
訟
論
の
萌
芽
（
小
澤
）

九
三

中
に
お
い
て
既
に
、
君
主
はP

rivatsache

に
つ
い
て
の
み
、
し
か
も
ラ
ン
ト
の
裁
判
所
に
の
み
訴
え
ら
れ
る
、
と
の
原
則
を
徐
々
に
形
成
せ
し
め

る
に
至
り
、
次
第
に
、
よ
り
主
権
的
絶
対
的
な
国
家
権
力
の
成
立
へ
と
向
わ
し
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ

ら
の
記
述
を
参
考
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
司
法
事
項
と
警
察
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
官
房
司
法
な
ど
に
も
関
連
す
る

こ
と
か
ら
、
今
後
の
研
究
課
題
に
し
た
い
。

（
56
） 

本
稿
に
お
い
て
は
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
の
条
文
を
取
り
上
げ
た
が
、
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
講
和
条
約
（Instrum

entum
 P

acis 

O
snabrugense

）
八
条
が
同
内
容
の
規
定
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
両
条
約
に
つ
い
て
は
、
ア
ッ
シ
ェ
ン
ド
ル
フ
／
ミ
ュ
ン
ス

タ
ー
出
版
（V

erlag A
schendorff/M

ünster

）
お
よ
び
「
社
団
法
人
　
現
代
史
研
究
会
」（V

ereinigung zur E
rforschung der N

eueren 

G
eschichte e.V

.

）
に
よ
っ
て
全
文
が
公
開
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w

.pax-w
estphalica.de/ ;

二
〇
二
二
年
一
〇
月
三
一
日
確
認
）。
ま
た
、

ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
つ
い
て
は
、
友
清
理
士
氏
に
よ
る
訳
語
が
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
公
開
さ
れ
て
お
り
（http://cryptiana.w

eb.fc2.com
/docs/

w
estph.htm

 ;

二
〇
二
二
年
一
〇
月
三
一
日
確
認
）、
訳
語
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
。

（
57
） V

gl. A
. N

iesler, Individualrechtsschutz im
 V

erw
altungsprozess, S

.73

～S
.77 ;

こ
の
点
、S

ailer 

（F
ußn. 52

）, S
.432

に
よ
る
と
、

公
務
員
の
増
大
や
都
市
の
法
律
顧
問
の
選
任
の
訴
訟
可
能
性
を
具
体
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
例
え
ば
、
都
市
が
適
切
な
法
律
顧
問
を

単
に
探
し
て
い
る
場
合
、
純
粋
な
警
察
事
項
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
都
市
が
市
民
に
異
議
の
機
会
を
与
え
て
い
た
場
合
、
司
法
事
項
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

（
58
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.24

～S
.25.

（
59
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.25.

（
60
） 

但
し
、
例
え
ば
米
田
雅
宏
「
現
代
国
家
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
可
能
性
（
１
）
─
危
険
防
御
の
規
範
構
造
の
研
究
・
序
説
─
」
法
学
（
東
北

大
学
）
七
〇
巻
一
号
五
一
頁
の
註（
14
）に
お
い
て
は
、「
…
…
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
…
…P

olizei

事
項
が
完
全
に
裁
判
所
の
事
後
審
査
を
免
れ
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。P

olizei

命
令
が
臣
民
の
既
得
権
を
侵
害
し
た
場
合
、
つ
ま
りP

olizei

事
項
が
係
争
状
態
に
な
る
場
合

に
は
、
そ
れ
は
司
法
事
項
の
一
種
と
し
て
裁
判
所
の
対
象
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、P

olizei

事
項
が
同
時
に
（
実
体
的
に
）

司
法
事
項
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
司
法
事
項
は
、
そ
れ
と
は
別
の
、
訴
訟
法
の
次
元
の
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

九
四

司
法
事
項
とP

olizei

事
項
は
あ
れ
か
こ
れ
か
の
関
係
に
立
つ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
61
） V

gl. W
estphal 

（F
ußn. 16

）, S
.24.

（
62
） V

gl. S
ailer 

（F
ußn. 52

）, S
.433.

（
63
） 
小
澤
久
仁
男
『
ド
イ
ツ
連
邦
自
然
保
護
法
上
の
団
体
訴
訟
─
自
然
保
護
団
体
の
協
働
権
か
ら
の
分
析
─
』
立
教
大
学
大
学
院
法
学
研
究
三
九
号

（
二
〇
〇
九
年
）
五
一
頁
～
九
〇
頁
（
特
に
五
五
頁
～
五
六
頁
）。
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
自
然
保
護
法
は
、
自
然
保
護
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
景
観

保
存
の
領
域
も
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
記
念
物
保
存
に
関
す
る
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
近
時
の
論

攷
と
し
て
、
吉
岡
郁
美
『
記
念
物
保
存
法
と
都
市
計
画
法
の
歴
史
的
展
開
』
行
政
法
研
究
三
六
巻
（
二
〇
二
〇
年
）
七
九
頁
～
一
一
七
頁
（
特
に

八
二
頁
～
八
五
頁
）
が
あ
る
。

（
64
） N

iesler

（F
ußn.57

）,S.77
は
、
高
権
行
為
（H

ocheitsakt

）
の
司
法
審
査
に
と
っ
て
既
得
権
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
評
価
し
た
上
で
、

既
得
権
の
侵
害
に
個
人
保
護
機
能
を
内
在
さ
せ
た
こ
と
は
主
観
的
公
権
に
影
響
を
与
え
た
、
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
既
得
権
の
主
張
の
可
能
性

を
探
っ
た
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
個
人
を
保
護
す
る
べ
く
採
ら
れ
た
方
法
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
指
摘
は
、
個
人
を
超
え

た
権
利
保
護
（Ü

berindividueller R
echtschutz

）
を
行
う
環
境
法
上
の
団
体
訴
訟
の
導
入
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
を
解
明
す
る
手
掛
か
り

と
も
言
え
、
今
後
の
研
究
に
活
か
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

）
七
四
二
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

九
五

計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察

─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応
を
踏
ま
え
て

─

長
谷
川

　
　福

　
　造

一
　
序
説
─
行
政
計
画
と
本
稿
の
位
置
づ
け

二
　
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
計
画
手
続
の
変
遷
と
概
要

三
　
計
画
保
証
法
に
よ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応

四
　
計
画
手
続
へ
の
市
民
参
加
に
関
す
る
考
察
─
ド
イ
ツ
で
の
議
論
と
今
後
の
展
望

論
　
説

）
三
六
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

九
六

一
　
序
説
─
行
政
計
画
と
本
稿
の
位
置
づ
け

令
和
二
年
三
月
一
一
日
に
世
界
保
健
機
関
（W

orld H
ealth O

rganization; W
H

O

）
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
宣
言
を
出
し
て
以
降
、
国
内
外

に
お
け
る
様
々
な
局
面
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
１
）（C

O
V

ID
-19

）
へ
の
対
応
が
迫
ら
れ
た
。
こ
の
二
年
半
の
間
、
行
政
活
動
に

関
す
る
法
制
度
や
仕
組
み
の
改
変
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
（
２
）

。
筆
者
は
、
前
稿
で
行
政
計
画
の
策
定
手
続
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
の
制
度
設

計
を
踏
ま
え
て
考
察
し
た
が
（
３
）

、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
計
画
の
仕
組
み
は
、
感
染
症
対
策
の
一
環
で
法
改
正
を
伴
う
か
た
ち
で
改
定
さ
れ

て
き
た
（
４
）

。

ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
市
民
参
加
の
制
度
設
計
に
も
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
こ
の
変

化
は
行
政
計
画
の
策
定
手
続
と
も
連
動
し
て
い
る
。
現
代
の
複
雑
な
リ
ス
ク
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、
行
政
各
部
、
地
方
公
共
団
体
、
企

業
や
業
界
団
体
、
そ
し
て
多
様
な
国
民
の
行
動
を
一
定
の
方
向
に
制
御
し
て
い
く
上
で
、
計
画
と
い
う
執
政
作
用
の
発
動
が
不
可
欠
と
い

う
見
解
も
近
時
示
さ
れ
て
い
る
（
５
）

。
こ
の
見
解
で
は
、
個
人
と
多
様
性
の
尊
重
と
国
家
自
身
の
機
能
維
持
を
国
家
の
課
題
と
捉
え
て
、
自
由

国
家
か
ら
福
祉
国
家
へ
の
流
れ
の
次
の
潮
流
を
展
望
し
、
計
画
に
よ
る
制
御
を
重
視
し
て
い
る
。
行
政
計
画
の
果
た
す
役
割
は
今
後
も
拡

大
し
、
法
学
的
分
析
も
重
要
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
現
況
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
主
に
二
〇
一
八
年
以
降
の
ド
イ
ツ
の
制
度
改
定
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

の
状
況
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
日
本
の
行
政
計
画
策
定
手
続
の
今
後
を
見
据
え
た
法
学
的
考
察
を
行
っ
て
い
く
。

）
三
六
三
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

九
七

二
　
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
計
画
手
続
の
変
遷
と
概
要

１
　
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
一
八
年
ま
で
の
三
つ
の
フ
ェ
ー
ズ

一
九
九
〇
年
一
〇
月
三
日
の
ド
イ
ツ
再
統
一
（W

iedervereinigung

）
か
ら
二
〇
一
八
年
一
一
月
の
交
通
分
野
に
お
け
る
計
画
手
続
と

認
可
手
続
の
迅
速
化
の
た
め
の
法
律
（G

esetz zur B
eschleunigung von P

lanungs- und G
enehm

igungsverfahren im
 V

erkehrsbereich （
６
）

）

ま
で
の
制
度
の
変
容
に
つ
い
て
は
既
に
考
察
し
た
（
７
）

。
近
時
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
変
容
を
三
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
区
分
し
た
分
析
が
広
が
っ
て

い
る
（
８
）

。
第
一
フ
ェ
ー
ズ
は
、
一
九
九
一
年
一
二
月
の
交
通
網
計
画
迅
速
化
法
か
ら
一
九
九
六
年
九
月
の
認
可
手
続
の
迅
速
化
の
た
め
の
法

律
制
定
ま
で
の
間
、
計
画
手
続
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
図
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
の
イ
ン
フ
ラ
ス

ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
計
画
迅
速
化
法
か
ら
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
21
を
巡
る
潮
流
の
変
化
を
受
け
て
、
二
〇
一
三
年
五
月
に
公
衆
参
加
の
改
善

と
計
画
確
定
手
続
の
統
一
の
た
め
の
法
律
が
成
立
し
た
。
こ
の
よ
う
に
早
期
の
充
実
し
た
市
民
参
加
へ
の
転
換
が
、
第
二
フ
ェ
ー
ズ
で
あ

る
。
そ
し
て
、
第
三
フ
ェ
ー
ズ
と
な
る
の
が
、
二
〇
一
八
年
の
一
連
の
法
改
正
（
９
）

に
よ
る
手
続
の
迅
速
性
確
保
で
あ
る
（
10
）

。
こ
の
改
正
で
は
、

連
邦
遠
距
離
道
路
法
（
11
）

、
一
般
鉄
道
法
（
12
）

、
及
び
連
邦
水
路
法
（
13
）

の
計
画
確
定
手
続
に
お
い
て
、
更
新
建
設
工
事
（E

rsatzneubau

）
の
た
め
の

「
変
更
（Ä

nderung

）」
の
用
語
が
明
確
化
さ
れ
た
（
14
）

。
ま
た
、
連
邦
水
路
法
で
既
に
知
ら
れ
て
い
た
「
暫
定
的
命
令
（vorläufige A

nordnung

）」

の
手
段
（
15
）

が
、
連
邦
遠
距
離
道
路
法
と
一
般
鉄
道
法
に
導
入
さ
れ
た
（
16
）

。

こ
の
第
三
フ
ェ
ー
ズ
に
お
け
る
迅
速
化
の
推
進
に
対
し
て
は
、
関
係
す
る
住
民
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
な
く
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
意
見
に

基
づ
い
て
暫
定
的
命
令
を
発
出
で
き
る
こ
と
は
、
法
的
保
護
の
観
点
か
ら
容
認
で
き
な
い
（
17
）

な
ど
の
厳
し
い
批
判
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
手
続

の
簡
素
化
の
利
点
に
着
目
し
過
ぎ
る
と
討
議
期
日
（E

rörterungsterm
in

）
の
時
間
的
優
位
性
を
平
準
化
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
一
般
市
民

）
三
六
四
（
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九
八

を
組
み
入
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
透
明
性
向
上
に
適
う
こ
と
を
無
視
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
民
主
主
義
は
反
対
意
見
に
よ
っ
て
発
展
す
る

の
で
あ
り
、
最
後
の
一
人
ま
で
全
て
が
同
意
す
る
こ
と
が
受
容
（A

kzeptanz

）
な
の
で
は
な
く
判
断
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
意
義
が

あ
る
。
計
画
手
続
は
国
民
の
抵
抗
を
打
破
す
る
た
め
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
受
容
と
迅
速
な
手
続
の
間
の
緊
張
関
係
に
最
適
な
バ
ラ
ン
ス

を
持
た
せ
る
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
討
議
期
日
の
放
棄
は
、
関
係
者
が
い
か
な
る
状
況
下
で
も
建
設
的
な
議
論
を
す
る
意
思
が
な

く
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
阻
止
す
る
意
図
が
明
ら
か
な
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
見
解
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
利
害
関
係
者
の
懸
念
を

考
慮
し
、
経
済
福
祉
と
い
う
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
イ
ン
フ
ラ
の
前
提
条
件
を
整
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
18
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
バ
ー
ト
・
エ
ー
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
の
北
部
バ
イ
パ
ス
の
事
例
（
19
）

で
は
、
一
九
七
八
年
八
月
一
五
日
に
最
初
の
計
画
承

認
の
申
請
が
出
さ
れ
て
か
ら
計
画
承
認
ま
で
四
〇
年
掛
か
る
な
ど
、
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
を
図
る
制
度
の
重
要
性
は
依
然
と
し
て
高
か
っ

た
（
20
）

。
ま
た
、
計
画
法
上
の
前
提
条
件
を
充
足
し
、
公
共
調
達
法
（V

ergaberecht

）
の
適
用
を
経
て
具
体
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ

れ
る
と
い
う
ハ
ー
ド
ル
を
踏
ま
え
、
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
計
画
の
実
施
が
遅
れ
る
こ
と
は
「
拠
点
と
し
て
の
ド
イ
ツ
」
の
経
済
的
繁
栄
に

と
っ
て
リ
ス
ク
を
伴
う
と
さ
れ
た
（
21
）

。

２
　
二
〇
一
九
年
か
ら
コ
ロ
ナ
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
ま
で
の
法
改
正

こ
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
し
た
第
三
フ
ェ
ー
ズ
を
経
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
主
要
な
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
を
迅
速
化
す
る

こ
と
は
、
な
お
も
政
治
的
議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
っ
た
（
22
）

。
そ
し
て
、
手
続
の
合
理
化
へ
の
勢
い
が
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
の
法
改
正
案
（
23
）

の
提
出
と
、
翌
年
三
月
の
二
つ
の
新
た
な
法
律
で
具
体
化
す
る
に
至
っ
た
（
24
）

。

こ
の
新
法
制
定
は
、
交
通
分
野
に
お
け
る
計
画
手
続
と
認
可
手
続
の
更
な
る
迅
速
化
の
た
め
の
法
律
（G

esetz zur w
eiteren 

B
eschleunigung von P

lanungs- und G
enehm

igungsverfahren im
 V

erkehrsbereich
〔
交
通
計
画
手
続
の
更
な
る
迅
速
化
法
（
25
）

〕）
及
び
交
通
分
野

）
三
六
六
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

九
九

に
お
け
る
措
置
法
に
よ
る
建
築
権
の
創
出
の
準
備
の
た
め
の
法
律
（G

esetz zur V
orbereitung der S

chaffung von B
aurecht durch 

M
aßnahm

engesetz im
 V

erkehrsbereich 

（M
aßnahm

engesetzvorbereitungsgesetz - M
gvG

） 〔
措
置
法
準
備
法
（
26
）

〕）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

外
郭
法
律
（M

antelgesetz

）
で
あ
る
前
者
に
お
い
て
、
連
邦
遠
距
離
道
路
法
、
一
般
鉄
道
法
、
鉄
道
と
道
路
の
交
差
に
関
す
る
法
律

（〔
鉄
道
交
差
法
〕E

K
rG

）、
及
び
旅
客
輸
送
法
（P

B
efG

）
が
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
新
法
の
目
的
は
、
交
通
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
計

画
と
承
認
の
手
続
を
更
に
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
道
路
、
線
路
（S

chiene

）
お
よ
び
旅
客
運
送
に
つ
い

て
の
更
新
建
設
工
事
の
た
め
の
手
続
が
簡
素
化
さ
れ
た
（
27
）

。
こ
の
交
通
計
画
手
続
の
更
な
る
迅
速
化
法
は
、
地
方
自
治
体
（K

om
m

une

）
の

財
政
的
負
担
を
軽
減
し
、
鉄
道
網
へ
の
投
資
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
鉄
道
交
差
法
の
改
正
に
よ
り
、
連
邦

鉄
道
が
地
方
自
治
体
の
道
路
を
横
断
す
る
場
合
の
費
用
分
担
が
定
め
ら
れ
、
連
邦
政
府
が
二
分
の
一
、
連
邦
鉄
道
が
三
分
の
一
、
交
差
箇

所
が
位
置
す
る
州
が
六
分
の
一
を
負
担
す
る
（
28
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
リ
ス
ク
や
交
通
負
荷
が
高
い
踏
切
を
よ
り
迅
速
に
無
く
し
て
い
く
た
め
の

推
進
力
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
29
）

。
ま
た
、
鉄
道
用
事
業
施
設
に
関
し
て
、
施
設
の
平
面
図
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
な
い
限
り
は
計
画
承

認
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
旨
の
一
般
鉄
道
法
の
改
正
も
行
わ
れ
た
（
30
）

。
大
幅
な
変
更
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
量
的
の
み
な
ら
ず
質
的
に
も
評

価
さ
れ
、
第
三
者
の
出
資
が
追
加
さ
れ
る
場
合
な
ど
に
は
大
幅
な
変
更
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
（
31
）

。

他
方
、
措
置
法
準
備
法
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
と
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
間
の
連
立
協
定
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
32
）

、
二
九
の
交
通
イ

ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
33
）

に
関
し
て
、
立
法
府
の
意
思
決
定
権
限
を
提
供
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
と
行
政
機
関
の
主
導
と
準
備
に
基

づ
い
て
、
問
題
が
法
律
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
の
に
適
し
た
性
質
で
あ
る
と
い
う
条
件
で
、
立
法
府
が
法
律
に
よ
る
計
画
を
制
定
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
（
34
）

。
こ
の
法
律
の
目
的
は
、
行
政
行
為
の
代
わ
り
に
法
律
に
よ
っ
て
交
通
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
新
築
又
は
拡
充

及
び
変
更
を
承
認
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
手
続
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
る
（
一
条
）。
こ
れ
に
よ
り
、
環
境
に
親
和
性
の
あ
る
交
通

）
三
六
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一
〇
〇

手
段
で
あ
る
鉄
道
と
水
運
の
迅
速
な
計
画
実
現
を
促
進
し
、
連
邦
議
会
が
承
認
の
決
定
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
住
民
の
受
容

（A
kzeptanz

）
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
（
35
）

。
新
た
な
制
度
の
幹
と
な
る
の
は
、
計
画
を
承
認
す
る
各
種
の
法
律
に
向
け
た
準
備
手
続

の
精
密
な
実
施
で
あ
る
（
四
条
）。
こ
の
準
備
手
続
で
は
、
早
期
公
衆
参
加
（frühe Ö

ffentlichkeitsbeteiligung

）
と
意
見
聴
取
手
続

（A
nhörungsverfahren

）
を
経
た
上
で
、
管
轄
の
連
邦
鉄
道
庁
（E

isenbahn-B
undesam

t

）、
水
路
・
水
運
総
局
（G

eneraldirektion 

W
asserstraßen und S

chifffahrt

）
又
は
連
邦
遠
距
離
道
路
庁
（F

ernstraßen-B
undesam

t

）
が
最
終
報
告
書
（A

bschlussbericht

）
を
作
成

す
る
。
最
終
報
告
書
は
、
措
置
法
の
制
定
に
必
要
な
附
属
書
類
と
と
も
に
連
邦
交
通
デ
ジ
タ
ル
イ
ン
フ
ラ
省
に
送
付
さ
れ
る
（
八
条
一
項

一
文
）。
こ
の
最
終
報
告
書
は
、
立
法
府
が
可
能
な
限
り
全
て
の
公
的
及
び
私
的
利
益
を
十
分
に
考
慮
し
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
比
較
検
討

し
適
切
な
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
置
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
36
）

。
こ
の
こ
と
は
、
同
条
三
項
が
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
決

定
を
先
取
り
し
な
い
か
た
ち
で
最
終
報
告
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
三
文
）、
議
会
が
固
有
の
審
議
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
限
り

の
余
地
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
文
）
と
定
め
て
い
る
こ
と
と
対
応
す
る
。
他
方
で
、
申
請
の
あ
っ
た
計
画
を
措
置
法
に
よ
っ
て

推
進
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
管
轄
の
各
機
関
が
判
断
し
た
場
合
、
そ
の
旨
が
連
邦
交
通
イ
ン
フ
ラ
省
に
送
付
さ
れ
、
関
連
す
る
個
別

法
に
基
づ
い
て
計
画
承
認
手
続
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（
七
条
二
項
一
文
（
37
）

）。
措
置
法
準
備
法
二
条
各
号
が
定
め
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

う
ち
、
例
え
ば
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
ミ
ュ
ー
ル
ド
ル
フ
を
経
由
し
て
フ
ラ
イ
ラ
ッ
シ
ン
グ
に
至
る
ま
で
の
鉄
道
路
線
（
一
号
）
に
つ
い
て

は
、
欧
州
鉄
道
回
廊
（T

E
N

-N
etzkorridor

）
の
重
要
部
分
で
あ
り
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
際
的
な
ル
ー
ト
接
続
に
影
響
を
与
え

る
こ
と
か
ら
、
憲
法
裁
判
所
の
審
査
に
も
耐
え
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
38
）

。

こ
の
措
置
法
準
備
法
が
一
般
市
民
の
参
加
に
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
計
画
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
評
価

す
る
見
解
が
あ
る
（
39
）

。
そ
の
一
方
で
、
必
要
と
さ
れ
る
そ
の
他
の
計
画
承
認
手
続
の
一
部
と
立
法
手
続
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
計
画
手
続

）
三
六
四
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
〇
一

が
加
速
さ
れ
る
と
し
て
も
、
法
的
保
護
の
低
下
の
問
題
は
無
視
で
き
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
40
）

。
さ
ら
に
は
、
ド
イ
ツ
の
立
法
府
に

と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
環
境
法
保
護
の
領
域
が
発
展
す
る
こ
と
を
抑
止
し
、
保
護
団
体
主
導
の
訴
訟
審
査
を
抑
制
し
よ
う
と
い
う
動
き
に

見
え
る
と
の
指
摘
も
あ
っ
た
（
41
）

。
ま
た
、
連
邦
参
議
会
（B

undesrat

）
は
、
法
的
手
続
を
短
縮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
る
加
速
効
果

が
ど
こ
ま
で
実
現
す
る
か
注
意
を
要
す
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
計
画
承
認
手
続
が
、
影
響
が
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
利
害
を
天
秤
に
掛
け
て
法

的
安
全
を
保
護
す
る
決
定
を
下
す
機
能
を
持
つ
こ
と
に
鑑
み
、
関
係
す
る
地
域
住
民
の
受
容
を
拡
大
さ
せ
得
る
か
疑
問
で
あ
る
と
し
て
い

る
（
42
）

。
実
際
上
の
手
続
短
縮
効
果
に
関
し
て
、
立
法
過
程
に
お
け
る
法
案
化
と
審
議
に
は
一
定
の
時
間
が
掛
か
る
こ
と
、
立
法
に
よ
る
計
画

策
定
は
行
政
機
関
と
民
間
事
業
者
が
対
応
し
得
る
だ
け
の
厳
格
な
計
画
準
備
な
し
に
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
の
制
度
枠

組
み
と
比
較
し
て
ど
こ
ま
で
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
で
き
る
か
不
透
明
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
た
（
43
）

。

だ
が
、
二
〇
三
〇
年
ま
で
に
ド
イ
ツ
国
内
の
法
曹
（Jurist （44
）

）
の
約
四
割
が
職
を
離
れ
、
一
万
人
以
上
の
裁
判
官
と
検
察
官
が
退
職
す

る
と
予
測
さ
れ
る
（
45
）

一
方
、
法
曹
界
に
入
る
若
手
は
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
手
続
の
長
期
化
の
問
題
は
、
行
政
当
局
や
行
政
裁
判
所

の
人
員
と
設
備
の
改
善
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
（
46
）

。
こ
う
し
た
現
実
を
踏
ま
え
て
、
法
的
保
護
の
低
下
を
政
治
的
責
任

の
拡
張
に
よ
っ
て
引
き
受
け
る
べ
き
と
す
る
考
え
方
も
生
ま
れ
て
い
る
。
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
国
民
の
代
表
者
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
実
施
に
責
任
を
持
つ
（
47
）

と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
拡
げ
て
い
く
と
、
よ
り
早
い
市
民
参
加
の
段
階
に
お
い
て
も
政
治
的

意
思
決
定
者
が
関
与
す
べ
き
と
の
考
え
に
も
繋
が
り
得
る
と
解
さ
れ
る
。

）
三
六
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
〇
二

三
　
計
画
保
証
法
に
よ
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応

１
　
計
画
保
証
法
の
背
景
と
な
る
議
論

計
画
迅
速
化
（P

lanungsbeschleunigung

）
と
い
う
魔
法
の
よ
う
な
概
念
が
イ
ン
フ
ラ
整
備
に
お
い
て
大
き
な
地
位
を
占
め
て
い
た
（
48
）

ド

イ
ツ
で
あ
る
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
と
予
防
対
策
の
広
が
り
は
、
計
画
と
承
認
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
新
た

な
課
題
を
突
き
付
け
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月
末
に
流
行
の
兆
し
が
現
わ
れ
、
同
年
三
月
九
日
に
国
内
の
感
染
者
数
が

一
〇
〇
〇
人
を
超
え
た
。
同
月
一
二
日
に
は
、
可
能
な
限
り
社
会
的
接
触
を
避
け
る
旨
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
制
定
さ
れ
（
49
）

、
同
月
二
二
日
、

ウ
イ
ル
ス
の
更
な
る
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
、
連
邦
政
府
と
各
州
政
府
の
間
で
ド
イ
ツ
全
土
に
お
け
る
統
一
的
な
社
会
生
活
上
の
接
触
制

限
措
置
に
つ
い
て
合
意
が
成
立
し
た
（
50
）

。
そ
の
一
方
で
、
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
広
が
る
に
つ
れ
て
、
市
庁
舎
や
役
場
が
閉
鎖
さ
れ
、

人
々
の
公
共
的
ア
ク
セ
ス
に
重
大
な
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
51
）

。

「
こ
の
ウ
イ
ル
ス
は
、
過
去
二
〇
〇
年
間
に
経
験
し
た
中
で
最
も
過
激
な
減
速
剤
（der radikalste E

ntschleuniger

）
で
あ
る
」
と
い
う

指
摘
（
52
）

に
象
徴
さ
れ
る
状
況
の
中
で
、
法
的
保
護
の
確
保
へ
の
模
索
が
始
ま
っ
た
（
53
）

。
特
に
、
接
触
制
限
の
中
で
法
的
誤
り
の
な
い

（rechtsfehlerfrei

）
意
思
決
定
を
ど
の
よ
う
に
実
現
し
て
い
く
か
が
問
題
と
な
っ
た
（
54
）

。
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ン
防
止
法
（B

undes-

Im
m

issionsschutzgesetz – B
im

S
chG （

55
）

）
に
お
け
る
市
民
参
加
手
続
に
関
し
て
は
、
法
律
上
定
め
ら
れ
た
参
加
手
続
の
実
施
が
困
難
に
な
る

可
能
性
が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
指
摘
の
概
要
と
し
て
は
、
公
衆
参
加
（Ö

ffentlichkeitsbeteiligung

）
に
関
す
る
法
律
上
の

規
律
は
人
と
人
と
が
無
制
限
に
接
触
で
き
る
と
い
う
通
常
の
社
会
的
状
況
に
お
い
て
の
み
適
合
す
る
の
で
あ
り
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
よ
う

な
特
別
な
例
外
的
状
況
で
は
規
律
に
空
白
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
体
系
化
さ
れ
た

）
三
四
四
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
〇
三

（kodifizierte

）
法
的
考
え
方
の
適
用
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
有
効
な
公
衆
参
加
の
要
請
（G

ebot

）
が
、
そ
し
て
他
方
で

は
手
続
の
迅
速
な
実
施
が
、
可
能
な
解
決
策
の
限
界
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
56
）

。

こ
れ
に
関
連
す
る
裁
判
所
の
考
え
方
を
見
て
い
く
と
、
例
え
ば
、
二
〇
一
四
年
三
月
二
六
日
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
高
等
行
政
裁
判
所
の
決

定
（
57
）

に
よ
れ
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
告
知
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
の
告
知
板
（G

em
eindetafel

）
を
子
細
に
吟
味
す
る
の
と
比
較
し
て
時
間

や
移
動
の
手
間
が
省
け
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
個
別
の
関
係
者
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
用

す
る
た
び
に
又
は
自
由
に
選
択
で
き
る
期
間
内
に
、
公
的
機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
の
一
定
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
提
供
を
自
動
的
に
呼
び

出
し
た
り
、
ユ
ー
ザ
ー
が
指
定
し
た
検
索
用
語
に
基
づ
い
て
自
動
的
に
応
答
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ア
ク
セ
ス
を
設
定
す
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
関
係
者
は
合
理
的
な
方
法
で
少
な
く
と
も
日
刊
紙
を
読
む
の
と
同
じ
信
頼
性
で
公
式
発
表
の
情
報

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
二
〇
一
九
年
三
月
七
日
の
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
高
等
行
政
裁
判
所
の
決
定
（
58
）

は
、
こ
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
高
等
行
政

裁
判
所
の
判
決
を
指
摘
し
た
上
で
、
同
時
に
地
元
の
（örtlich

）
日
刊
紙
で
示
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の

イ
ミ
シ
オ
ン
防
止
法
上
の
認
可
（G

enehm
igung

）
の
発
表
も
許
容
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
裁
判
例
の
潮
流
は
、
法
の
支
配
の
も
と
で
自

ら
の
責
任
に
お
い
て
行
政
手
続
に
参
加
す
る
「
責
任
あ
る
市
民
（m

ündiger B
ürger

）」
の
役
割
を
重
視
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
一
連
の
裁
判
所
の
考
え
方
を
基
盤
に
、
少
な
く
と
も
電
子
通
信
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
こ
と
で
個
別
的
な
市
民
参
加
の
最
初
の

ス
テ
ッ
プ
が
実
現
で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
、
早
く
か
ら
示
さ
れ
て
い
た
（
59
）

。

２
　
計
画
保
証
法
の
概
要

そ
う
し
た
情
勢
の
中
、
各
種
の
行
政
計
画
に
お
け
る
討
議
手
続
や
公
聴
会
に
お
い
て
市
民
参
加
を
確
保
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
法
整
備

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
〇
四

が
、C

O
V

ID
-19

流
行
時
に
お
け
る
秩
序
あ
る
計
画
手
続
と
認
可
手
続
の
保
証
の
た
め
の
法
律
（G

esetz zur S
icherstellung 

ordnungsgem
äßer P

lanungs- und G
enehm

igungsverfahren w
ährend der C

O
V

ID
-19-P

andem
ie 

（P
lanungssicherstellungsgesetz - 

P
lanS

iG
）〔
計
画
保
証
法
〕）
で
あ
る
（
60
）

。
こ
の
法
律
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ
っ
て
多
く
の
重
要
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
停
滞
し
た
り
、
あ
る
い
は
失
敗
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
特
に
、
住
宅
建
設
、
気
候
保
護
、
及
び
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
交
通
の
設
備
更
新
の
分
野
を
含
め
た
、
重
要
な
民
間
投
資
と
公
共
投
資
の
実
施
が
遅
れ
る
こ
と
を
防
止
し
て
い
る
（
61
）

。
連
邦
議
会

は
、
時
間
的
制
約
か
ら
個
別
の
法
律
を
改
正
す
る
こ
と
を
意
図
的
に
控
え
て
「
外
郭
法
律
（M

antelgesetz

）」
と
し
て
（
62
）

計
画
保
証
法
を
制

定
し
た
（
63
）

。
ド
イ
ツ
全
土
で
課
せ
ら
れ
た
外
出
制
限
と
接
触
制
限
の
た
め
に
、
各
州
の
み
な
ら
ず
民
間
企
業
も
、
行
政
手
続
の
実
施
が
困
難

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
市
民
参
加
の
一
環
で
あ
る
申
請
書
類
の
公
開
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

と
と
も
に
、
官
庁
や
役
所
が
利
用
で
き
る
人
的
資
源
に
制
約
が
あ
る
こ
と
も
、
問
題
解
決
の
困
難
性
を
加
速
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
（
64
）

。
計

画
承
認
手
続
を
巡
っ
て
は
、
夜
間
外
出
の
制
限
や
身
体
的
距
離
を
遵
守
す
る
義
務
を
考
慮
し
て
文
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
ど
の
よ
う
に
保
証

す
る
か
、
庁
舎
内
の
執
務
室
の
外
で
の
供
覧
は
可
能
な
の
か
、
接
触
制
限
が
あ
る
中
で
す
べ
て
の
法
的
要
件
が
充
足
さ
れ
る
よ
う
に
手
続

を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
べ
き
か
と
い
っ
た
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
（
65
）

。

こ
の
よ
う
な
問
題
点
と
背
景
を
受
け
て
新
法
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
の
困
難
な
状
況
に
お
い
て
も
、
計
画
承
認
の
手
続
と
一
般
市
民
が

参
加
す
る
特
別
な
意
思
決
定
手
続
が
適
切
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で
の
情
報
ア
ク
セ
ス
や
オ
ン
ラ
イ

ン
会
議
の
実
施
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
機
能
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
66
）

。
た
し
か
に
、
現
行
法
の
解
釈
の
み
に
よ
っ
て
、
個
別

法
の
特
定
の
分
野
に
お
け
る
公
衆
参
加
の
手
続
を
現
下
の
状
況
と
こ
れ
に
関
連
す
る
制
限
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
は
検
討
し
得
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
や
り
方
は
著
し
い
法
的
不
確
実
性
を
伴
う
。
例
え
ば
、
基
礎
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
で
の
公
開
は
、
個
別
法
に
お
け
る
申
請
文
書

）
三
四
四
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
〇
五

の
物
理
的
な
提
示
を
補
う
も
の
と
し
て
し
か
規
律
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
感
染
症
の
拡
大
は
、
も
は
や
単
な
る
短
期
的
な
例
外

的
状
況
で
は
な
く
、
長
期
に
わ
た
る
行
動
制
限
の
維
持
が
必
要
に
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
行
政
手
続
法
だ
け
で
な
く
建
築

計
画
（B

auleitplan

）
や
空
間
計
画
（R

aum
ordnung

）
の
手
続
に
関
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
承
認
と
計
画
の
策
定
に
十
分
な
法
的
確
実

性
を
作
り
出
す
た
め
に
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
67
）

。

計
画
保
証
法
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
全
部
で
二
四
の
法
律
で
あ
る
（
一
条
）。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
環
境
影
響
評
価
に
関
す
る

法
律
、
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ン
防
止
法
、
建
築
法
典
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
法
、
連
邦
鉱
業
法
、
及
び
原
子
法
が
挙
げ
ら
れ
（
68
）

、
前
述
の
交
通
分
野

に
お
け
る
措
置
法
準
備
法
も
対
象
と
な
っ
て
い
る
（
一
条
二
四
号
）。
適
用
対
象
の
法
律
に
基
づ
く
手
続
に
お
い
て
、
慣
習
的

（ortsüblich

）
又
は
公
的
な
告
示
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
こ
れ
に
適
用
さ
れ
る
規
則
が
公
的
掲
示
板
（A

m
tstafel

）
へ
の
公
告
又
は
閲
覧
に
供

す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
公
告
又
は
供
覧
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
告
示
の
内
容
の
公
表
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
、
さ
ら
に
官
報
又
は
地
元
日
刊
紙
に
少
な
く
と
も
一
度
告
示
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
（
二
条
一
項
）。
そ
し
て
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
公
的
告
示
を
規
定
す
る
行
政
手
続
法
二
七
ａ
条
一
項
二
文
及
び
同
条
二
項
（
69
）

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
公
表
に
対
し
て

適
用
さ
れ
る
（
二
条
二
項
）。

ま
た
、
基
礎
資
料
と
決
定
の
公
開
に
関
し
て
は
、
対
象
と
な
る
法
律
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
公

開
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
（
三
条
一
項
）。
た
だ
し
、
事
業
主
体
（V

orhabenträger

）
は
、
許
可
な
く
営
業
上
及
び
取
引
上

の
秘
密
を
開
示
し
な
い
こ
と
を
請
求
す
る
権
利
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
秘
密
事
項
や
安
全
に
関
わ
る
重
要
事
項
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ

る
恐
れ
が
あ
る
場
合
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
公
開
に
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
（
同
条
項
四
文
・
五
文
）。
そ
し
て
、

事
業
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
公
開
に
異
議
を
述
べ
た
場
合
、
当
局
は
、
公
開
ま
で
の
間
手
続
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
〇
六

（
同
条
項
六
文
）。
他
方
、
一
般
市
民
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
書
面
で
賛
否
等
の
態
度
表
明
（S

tellungnahm
e

）
が
可
能
で
あ
る
（
四
条
一

項
）。
当
局
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
る
意
見
表
明
の
提
出
は
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
、
所
管
す
る
官
庁
は
電
子
的
な
意
見

表
明
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
情
報
公
開
の
際
に
指
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
条
二
項
（
70
）

）。

そ
し
て
、
住
民
参
加
に
関
し
て
は
、
五
条
が
具
体
的
な
定
め
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
定
め
に
よ
り
、
討
議
期
日
（E

rörterungsterm
in

）、

口
頭
審
理
（m

ündliche V
erhandlung

）
及
び
提
案
会
議
（A

ntragskonferenz

）
を
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
（O

nline-K
onsultation

）
に
置
き
換

え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
（
71
）

。
重
要
な
の
は
影
響
を
受
け
る
人
々
が
懸
念
事
項
を
提
示
し
て
話
し
合
う
機
会
で
あ
り
、
ま
た
必
要
に
応
じ

て
決
定
の
際
に
話
し
合
い
の
内
容
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
72
）

。
な
お
、
用
語
に
関
し
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
（O

nline-S
itzung

）

で
は
な
く
「K

onsultation

」
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
英
語
の
「m

eeting

」
と
し
て
の
会
議
（S

itzung

）
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

「discussion

」
と
し
て
の
討
議
（E

rörterung

）
に
重
き
を
置
い
た
も
の
で
あ
る
（
73
）

。
建
設
法
典
を
は
じ
め
と
す
る
新
法
一
条
が
定
め
る
個

別
の
法
律
に
お
い
て
、
討
議
期
日
又
は
口
頭
審
理
の
実
施
が
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
場
面
で
は
、
感
染
症
の
流
行
と
蔓
延
の
リ
ス
ク
を

考
慮
に
入
れ
て
実
施
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
項
）。
ま
た
、
法
定
の
手
続
で
討
議
期
日
又
は
口
頭
審
理
の
実
施
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
面
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
で
足
り
る
（
二
項
）。
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
の
進
行
に
つ
い
て
は
、
住
民
参
加
の
趣

旨
を
実
現
す
る
た
め
、
以
下
の
よ
う
な
規
律
が
設
け
ら
れ
た
。
第
一
に
、
討
議
期
日
又
は
口
頭
審
理
に
参
加
す
る
資
格
の
あ
る
者
に
対
し

て
、
代
替
的
な
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
政
手
続
法
七
三
条
六
項
二
文
か
ら
四
文
ま
で

が
こ
れ
に
応
じ
て
適
用
さ
れ
る
（
三
項
）。
第
二
に
、
各
規
制
は
計
画
承
認
手
続
に
適
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
幅
広
く
網
羅
し
て
い
る
こ

と
か
ら
「
扱
わ
れ
る
べ
き
情
報
」
と
し
て
抽
象
的
な
指
標
化
が
必
要
と
な
る
（
74
）

。
そ
こ
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
に
際
し
て
、
参
加
資
格
の
あ

る
者
に
対
し
て
、
討
議
期
日
や
口
頭
審
理
で
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

）
三
四
三
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
〇
七

こ
の
場
合
、
多
数
人
が
物
理
的
に
会
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
扱
わ
れ
る
べ
き
情
報
は
例
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
ア
ク
セ
ス
可
能
に

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
情
報
は
、
参
加
資
格
の
あ
る
者
が
利
用
可
能
な
態
度
表
明
や
異
議
、
あ
る
い
は
期
日
の
た
め
に
所
管
の
官
庁
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
も
の
か
ら
構
成
さ
れ
、
事
業
主
体
に
よ
る
態
度
表
明
も
含
ま
れ
る
（
75
）

。
そ
し
て
、
事
前
に
示
さ
れ
た
合
理
的
な
期
間
内
に
書

面
又
は
電
子
的
に
態
度
表
明
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
項
（
76
）

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
は
、
口
頭

で
の
や
り
取
り
を
討
議
す
べ
き
事
柄
に
関
す
る
態
度
表
明
や
反
対
意
見
に
置
き
換
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
参
加
資
格
の
あ
る
者
の
同
意

を
得
た
場
合
に
は
、
電
話
会
議
又
は
ビ
デ
オ
会
議
で
代
替
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
五
項
）。
そ
し
て
、
提
案
会
議
に
関
し
て
は
、
所

管
の
官
庁
が
会
議
の
開
催
に
替
え
て
書
面
又
は
電
子
的
に
態
度
表
明
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
た
（
六
項
）。

こ
の
よ
う
に
、
計
画
保
証
法
は
、
計
画
承
認
手
続
の
進
め
方
に
つ
い
て
選
択
肢
を
提
供
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
通
常
の

手
続
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
当
局
が
計
画
保
証
法
の
定
め
る
プ
ロ
セ
ス
に
沿
っ
て
手
続
を
進
め
て
い
く
か
は
、
基
本
的
に
裁
量
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
立
法
者
の
意
図
を
鑑
み
る
と
、
市
民
参
加
の
従
来
の
形
態
が
利
用
で
き
な
い
場
合
に
は
、
裁
量

は
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
77
）

。

３
　
計
画
保
証
法
に
対
す
る
評
価
と
分
析

計
画
保
証
法
が
立
法
さ
れ
た
当
初
か
ら
多
数
の
分
析
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
例
え
ば
、
重
要
な
計
画
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
差
し
迫
っ
た

停
滞
を
防
ぐ
可
能
性
を
提
供
で
き
る
と
し
て
、
好
意
的
な
評
価
が
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
以
前
の
交
通
分
野
に
お
け
る

計
画
手
続
と
認
可
手
続
の
迅
速
化
の
た
め
の
法
律
（
二
〇
一
八
年
）
に
至
る
経
緯
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
政
府
や
事
業
者
サ
イ
ド
だ
け

で
な
く
関
係
す
る
市
民
の
中
に
も
、
法
的
な
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
が
ゆ
え
に
重
要
な
公
共
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と

へ
の
不
満
が
あ
る
と
指
摘
し
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
計
画
承
認
を
実
装
さ
せ
る
効
果
を
期
待
す
る
意
見
が
挙
げ
ら
れ
る
（
78
）

。
こ
れ
は
、
大
規
模

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
〇
八

な
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
根
本
的
な
問
題
解
決
の
提
供
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

完
全
な
手
続
措
置
を
全
て
省
く
の
で
は
な
く
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
、
市
民
の
立
場
に
立
っ
た
受
容
の
観
点
か
ら
も
適

切
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
っ
た
（
79
）

。

ま
た
、「
新
し
い
日
常
（neue N

orm
alität

）」
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
参
加
の
到
来
を
掲
げ
る
論
者
も
い
た
（
80
）

。
計
画
保
証
法
に

よ
っ
て
更
新
さ
れ
た
規
律
は
、
危
機
に
際
し
て
も
市
民
参
加
を
確
保
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
時
代
に
は
、
ウ
イ
ル
ス

学
者
、
政
治
家
、
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
他
の
意
思
決
定
者
も
、
英
雄
的
資
質
を
持
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
だ
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

い
な
い
新
し
い
タ
イ
プ
の
ウ
イ
ル
ス
の
拡
散
の
不
確
実
性
は
、
あ
ま
り
に
も
大
き
過
ぎ
る
の
で
あ
り
、「
新
し
い
日
常
」
が
ど
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
、
経
済
的
・
社
会
的
発
展
へ
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
か
は
将
来
的
な
課
題
で
あ
る
と
、
こ
の
論
者
は
指
摘
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
ム
ト
ー
ル
（P

hilipp A
m

thor

）
の
「
計
画
手
続
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
見
据
え
て
、
コ
ロ

ナ
の
窮
地
か
ら
役
立
つ
も
の
を
得
た
い
」
と
い
う
連
邦
議
会
で
の
発
言
（
81
）

を
踏
ま
え
、
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
手
続
の
負
担
軽
減
へ
の
期
待
を

述
べ
る
見
解
も
あ
っ
た
（
82
）

。
こ
の
見
解
は
、
危
機
に
お
け
る
手
続
の
停
滞
を
防
止
・
軽
減
す
る
こ
と
へ
の
有
用
性
を
踏
ま
え
、
法
的
安
定
性

の
確
保
に
主
眼
を
置
い
て
い
る
。
特
に
、
デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
参
加
プ
ロ
セ
ス
の
煩
わ
し
さ
を
取
り
除
き
、
更
に
多
く
の
人
々

が
参
加
す
る
こ
と
へ
繋
が
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
後
は
、
デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
従
来
の
物
理
的
な
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
よ
り
も
優
先
す
る
こ
と
が
合
理
的
な
の
か
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
感
染
症
の
行
先
が
不
透
明
な
中
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
市
民
参
加
に
希
望
を
見
出
す
論
調
が
多
く
見
ら
れ
る
一
方
で
、

留
意
点
や
疑
問
点
を
示
す
論
者
も
い
た
。
例
え
ば
、
公
衆
参
加
が
計
画
承
認
手
続
の
「
核
心
部
分
（K

ernstück

）」
で
あ
る
こ
と
（
83
）

を
前
提

に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
は
公
衆
参
加
の
権
利
を
廃
止
又
は
縮
減
す
る
た
め
の
制
度
で
は
な
い
と
注
意
喚
起
す
る
見
解
（
84
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
も

）
三
四
六
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
〇
九

と
よ
り
、
制
定
ま
で
の
時
間
的
制
約
や
感
染
症
流
行
時
の
行
政
手
続
の
必
要
性
か
ら
考
え
て
、
教
義
上
の
浅
薄
性
を
粗
探
し
す
べ
き
で
は

な
い
も
の
の
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
通
知
・
公
告
・
参
加
手
続
を
行
う
場
面
で
、
取
引
機
密
や
企
業
秘
密
を
保
護
し
イ
ン
フ
ラ
の
完
全

性
を
守
る
た
め
に
必
要
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
（
85
）

。
ま
た
、
立
法
者
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

大
規
模
か
つ
世
界
的
な
普
及
効
果
に
内
在
す
る
問
題
を
既
に
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
具
体
的
な
解
決
方
法
は
示
さ
れ
ず
、
そ
の

判
断
は
関
係
当
局
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
86
）

。
通
常
、
自
治
体
当
局
や
州
政
府
の
中
間
的
機
関
は
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
専
門
知
識
や
人
材
を
必
ず
し
も
有
し
て
お
ら
ず
、
部
分
的
で
あ
れ
外
部
の
専
門
知
識
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が

課
題
と
さ
れ
て
い
る
（
87
）

。

そ
の
ほ
か
、
ど
の
よ
う
な
観
点
が
い
つ
議
論
さ
れ
る
の
か
を
関
係
者
に
明
確
か
つ
確
実
に
伝
達
し
、
一
般
市
民
か
ら
の
質
問
に
対
し
て

専
門
家
が
確
実
に
回
答
す
る
よ
う
に
手
続
を
運
営
す
る
こ
と
が
信
頼
構
築
と
納
得
に
役
立
つ
（
88
）

こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議

を
実
施
す
る
機
関
が
中
立
性
を
担
保
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
業
主
体
の
延
長
線
上
に
あ
る
か
の
よ
う
に
振
舞
わ
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
の
指
摘
も
あ
っ
た
（
89
）

。

こ
う
し
た
議
論
の
推
移
を
踏
ま
え
て
、
計
画
保
証
法
の
中
核
要
素
（K

ernelem
ent

）
で
あ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
（
90
）

の
規
定
が
実
際
に
ど
の

よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
を
、
次
に
見
て
い
く
。
討
議
期
日
又
は
口
頭
審
理
に
参
加
す
る
資
格
の
あ
る
者
へ
の
情
報
提
供
（
五
条
三
項
）

に
関
し
て
は
、
事
業
主
体
の
ほ
か
、
異
議
申
立
人
（E

inw
ender

）、
関
係
当
局
、
態
度
表
明
を
行
っ
た
団
体
及
び
影
響
を
受
け
る
関
係
者

が
、
広
く
対
象
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
誰
が
計
画
の
影
響
を
受
け
る
の
か
は
実
体
的
な
基
準
、
す
な
わ
ち
自
己
の
権
利
又
は
法
的
に
保
護

さ
れ
た
利
益
が
起
業
案
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
91
）

。
そ
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
の
特
徴

は
、
こ
の
者
た
ち
の
直
接
的
な
や
り
取
り
が
無
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
計
画
承
認
手
続
に
お
け
る
情
報
の
核
心
は
、
先
行
す
る
公
告
手
続

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
一
〇

と
参
加
手
続
で
寄
せ
ら
れ
た
態
度
表
明
と
異
議
申
立
て
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
参
加
資
格
の
あ
る
人
々
が
基
本
的
に
正
確
な
文
面
で
こ
れ

ら
を
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
（
92
）

。
実
際
に
は
、
態
度
表
明
や
異
議
を
オ
ン
ラ
イ
ン
ポ
ー
タ
ル
や
そ
の
他
の
電
子
的
な
方
法

に
よ
っ
て
元
の
ま
ま
の
形
式
で
利
用
で
き
る
方
式
が
原
則
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
は
、
結
局
口
頭
審
理
や
討

議
期
日
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
手
続
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
テ
ー
マ
や
主
題
の
構
造
的
整
理
を
経
た
上
で
情
報
を
公
開
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
（
93
）

。
こ
の
よ
う
に
予
め
構
造
化
さ
れ
た
「
審
議
書
（K

onsultationsdokum
ent

）」
に
よ
っ
て
、
議
論
す
べ
き
テ
ー
マ
に

つ
い
て
口
頭
で
の
討
議
に
代
替
す
る
も
の
を
作
り
出
そ
う
と
い
う
立
法
者
の
意
図
は
、
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
94
）

。

ま
た
、
五
条
四
項
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
の
運
用
形
態
は
、
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
提
供
さ
れ
た
情
報
に
対
し

て
書
面
又
は
電
子
的
に
意
見
表
明
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
意
見
表
明
と
反
論
を
さ
ら
に
連
続
さ
せ
る
と

い
う
意
味
で
の
、
よ
り
広
範
な
情
報
交
換
は
法
律
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
意
見
表
明
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
合
理
的
な
期
間

内
で
あ
る
限
り
、
審
議
手
続
の
過
程
で
複
数
の
意
見
表
明
を
す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
95
）

。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
の
期
間

は
全
体
と
し
て
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
討
議
期
日
と
同
様
に
議
論
さ
れ
る
事
実
上
及
び
法
律
上
の
問
題
や
寄
せ
ら
れ
る
意
見
や
異

議
申
立
て
の
数
と
い
っ
た
側
面
が
、
個
別
の
ケ
ー
ス
で
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
合
理
的
な
期
間
が
経
過
し
た
後
に
オ

ン
ラ
イ
ン
審
議
は
終
了
す
る
が
、
手
続
を
実
施
す
る
当
局
は
、
終
了
後
も
審
議
の
結
果
を
調
査
す
る
公
共
的
義
務
の
範
囲
内
で
、
事
業
主

体
や
関
係
当
局
か
ら
更
に
補
足
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
の
目
的
は
、
討
議
期
日
と
同
様
に
、
決
定

に
係
る
事
実
と
し
て
慎
重
に
考
量
さ
れ
る
べ
き
関
連
事
項
（A

bw
ägungsbelange

）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
96
）

。

ま
た
、
実
際
に
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
を
運
営
す
る
場
面
で
は
、
参
加
資
格
の
あ
る
者
だ
け
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
適
切
な
予
防
措
置

を
講
じ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
資
格
の
な
い
者
を
効
果
的
に
排
除
す
る
た
め
の
技
術
的
な
解
決
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。

）
三
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計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
一
一

審
議
手
続
へ
の
関
与
に
つ
い
て
当
局
が
把
握
し
て
い
る
異
議
申
立
人
や
公
認
団
体
に
は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
を
付
与
す
る
こ
と
で
オ
ン
ラ
イ
ン

審
議
の
文
書
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
多
く
の
人
々
が
参
加
す
る
大
規
模
な
手
続
で
は
、
オ
ン
ラ

イ
ン
審
議
へ
参
加
す
る
に
あ
た
り
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
の
コ
ピ
ー
な
ど
の
身
元
証
明
に
よ
っ
て
、
事
前
に
資
格
証
明
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
モ
デ
ル

も
考
え
ら
れ
る
（
97
）

。

こ
の
よ
う
に
、
審
議
手
続
の
ワ
ー
ク
フ
ロ
ー
に
関
し
て
は
、
実
施
当
局
の
業
務
の
か
な
り
の
部
分
が
入
念
な
準
備
と
技
術
的
な
実
現
可

能
性
の
確
保
に
割
か
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
行
政
実
務
に
と
っ
て
未
知
の
領
域
を
提
示
し
て
い
る
。
事
業
主
体
は
、

商
取
引
慣
習
上
の
電
子
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
で
手
続
の
準
備
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
実
施
当
局
の
側
で
、

態
度
表
明
と
異
議
申
立
て
を
一
覧
表
に
し
て
提
供
す
る
な
ど
の
工
夫
も
考
え
ら
れ
る
（
98
）

。

こ
う
し
た
運
用
上
の
注
意
点
を
踏
ま
え
、
行
政
事
務
の
負
担
増
加
、
コ
ス
ト
の
追
加
、
及
び
法
的
安
定
性
の
不
足
な
ど
の
懸
念
が
実
際

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
用
化
に
よ
る
シ
ナ
ジ
ー
効
果
や
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
の
プ
ロ
セ
ス
は
行
政
分
野
に
も
広
く
到
来
す
る

は
ず
で
あ
る
。
こ
の
新
法
で
の
実
施
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
収
ま
っ
た
後
も
継
続
で
き
る
か
ど
う
か
を
、
連
邦
政
府
が
検
討
し
て
い
る
こ
と

は
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
技
術
的
に
多
く
の
人
が
取
り
残
さ
れ
る
懸
念
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
九
年
時
点
で
国
内
の
全
世
帯
の
約

九
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
帯
域
ク
ラ
ス
毎
秒
一
六
メ
ガ
ビ
ッ
ト
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
を
利
用
で
き
て
い
る
（
99
）

こ
と
か
ら
払
拭
で
き
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
100
）

。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
多
岐
に
わ
た
る
特
質
を
持
つ
計
画
保
証
法
を
実
験
法
（E

xperim
entiergesetz

）
で
あ
る
と
ま
で
指
摘
す
る

論
者
も
い
た
（
101
）

。

直
近
の
二
年
間
の
計
画
法
領
域
に
お
け
る
制
度
改
定
を
踏
ま
え
て
、
二
〇
二
〇
年
一
一
月
五
日
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
大
学
の
空
間
計
画
中

央
研
究
所
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
計
画
、
承
認
及
び
実
施
に
お
け
る
法
的
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ

）
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一
一
二

た
（
102
）

。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
、
計
画
保
証
法
の
機
能
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
市
民
参
加
の

確
保
を
歓
迎
す
る
意
見
や
、
市
民
が
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
可
能
な
限
り
参
加
し
通
常
の
手
続
過
程
と
同
等
に
な
る
よ
う
、
オ
ン
ラ
イ
ン

手
続
の
実
施
に
関
す
る
裁
量
を
厳
格
に
す
べ
き
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
審
議
の
充
実
化
に
対
し
て
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
基
盤
と
し
た
一
般
的
な
公
衆
参
加
の
た
め
の
将
来
に
向
け
た
規
律
の
青
写
真
（B

laupause

）
を
見
出
せ
る
と
い
う
指
摘

も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
専
門
技
術
的
な
「
認
識
の
真
空
（E
rkenntnisvakuum

）」
の
中
で
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
基

本
権
に
関
連
す
る
分
野
に
お
い
て
は
立
法
府
に
よ
る
積
極
的
活
動
が
必
要
と
も
指
摘
さ
れ
た
（
103
）

。

４
　
計
画
保
証
法
の
適
用
状
況
と
問
題
点

計
画
保
証
法
の
適
用
実
績
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
鉄
道
で
は
二
〇
二
〇
年
に
約
三
〇
の
手
続
が
停
止
す
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
た
。
具
体
的
に
は
、
騒
音
防
止
用
の
防
音
壁
、
鉄
道
高
架
橋
、
Ｓ
バ
ー
ン
計
画
、
及
び
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る
改
修
と
再
築

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
公
共
事
業
で
は
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
・
バ
ー
ゼ
ル
線
と
ハ
ー
ナ
ウ
・
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
・
フ
ル
ダ
線
の

延
伸
、
並
び
に
北
東
バ
イ
エ
ル
ン
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
・
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
線
及
び
ホ
ッ
フ
ラ
イ
ン
鉄
道
の
改
修
な
ど
が
あ
り
、
ビ
デ
オ
会
議

や
会
議
の
一
般
公
開
の
実
績
も
あ
っ
た
（
104
）

。
こ
う
し
た
実
績
に
基
づ
き
好
意
的
な
評
価
が
あ
る
一
方
で
、
以
下
の
よ
う
な
批
判
も
示
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い
或
い
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
へ
の
接
触
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
市
民
の
参
加
確

保
や
公
示
請
求
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
、
ま
た
、
討
議
期
日
を
文
字
だ
け
の
手
続
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
議
論
の
機
会
を
放
棄
す
る
こ
と
に

な
る
等
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
不
十
分
な
審
議
が
批
判
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
（
105
）

。

）
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計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
一
三

四
　
計
画
手
続
へ
の
市
民
参
加
に
関
す
る
考
察
─
ド
イ
ツ
で
の
議
論
と
今
後
の
展
望

１
　
投
資
迅
速
化
法
を
巡
る
動
き

ド
イ
ツ
で
は
、
感
染
症
の
拡
大
に
対
応
し
て
計
画
承
認
へ
の
市
民
参
加
を
確
保
す
る
動
き
と
並
行
す
る
か
た
ち
で
（
106
）

、
二
〇
二
〇
年
一
二

月
に
は
、
投
資
の
迅
速
化
の
た
め
の
法
律
（G

esetz zur B
eschleunigung von Investitionen 

（Investitionsbeschleunigungsgesetz

）〔
投
資

迅
速
化
法
（
107
）

〕）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
新
法
は
、
二
〇
一
七
年
に
始
ま
っ
た
立
法
期
（
第
一
九
期
）
に
イ
ン
フ
ラ
分
野
の
計
画
承
認
手
続
を

迅
速
化
す
る
一
連
の
制
度
改
定
の
流
れ
が
広
が
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
投
資
の
実
行
と
い
う
側
面
か
ら
計
画
手
続
の
促
進
を
意
図
し
た
も

の
で
あ
る
（
108
）

。
各
種
の
計
画
手
続
と
の
関
連
で
は
、
鉄
道
路
線
の
小
規
模
な
工
事
に
つ
い
て
一
般
鉄
道
法
上
の
認
可
を
受
け
る
義
務
を
免
除

し
、
よ
り
迅
速
な
実
施
を
図
る
も
の
と
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
二
条
及
び
四
条
が
、
鉄
道
路
線
の
電
化
や
信
号
機
の
改
修
、
及
び
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
延
長
な
ど
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
の
実
施
義
務
の
な
い
と
き
は
計
画
承
認
手
続
と
認
可
義
務
か
ら
除
外
す
る
こ

と
を
定
め
て
い
る
。
技
術
的
な
審
査
は
引
き
続
き
実
施
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
承
認
手
続
の
緩
和
に
よ
り
、
事
業
主
体
の
負
担
が
軽
減
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
審
議
の
当
初
、
原
案
に
対
し
て
「
こ
の
対
策
で
実
際
に
ど
の
程
度
の
大
幅
な
短
縮
・
加
速
効
果
が
期
待
で
き
る
の
か
」

認
識
で
き
な
い
と
い
う
批
判
が
、
国
家
規
格
管
理
協
議
会
（N

ationalen N
orm

enkontrollrat

）
か
ら
示
さ
れ
た
（
109
）

点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ

る
。具

体
的
な
緩
和
効
果
は
今
後
明
ら
か
と
な
る
が
、
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
に
連
邦
首
相
府
（B

undeskanzleram
t

）

が
取
り
ま
と
め
た
「
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
計
画
法
と
建
設
法
領
域
に
お
け
る
履
行
コ
ス
ト
（
110
）

」
に
基
づ
い
た
試
算
が
参
照
さ
れ
て
い

る
。
投
資
迅
速
化
法
の
対
象
で
あ
る
小
規
模
な
鉄
道
工
事
に
参
照
す
る
た
め
同
程
度
の
ロ
ー
カ
ル
バ
イ
パ
ス
に
つ
い
て
見
る
と
、
原
案
資

）
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日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
一
四

料
の
作
成
に
二
八
四
日
の
処
理
期
間
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
も
し
も
期
間
の
三
分
の
一
が
計
画
承
認
義
務
の
免
除
に
よ
っ
て
短
縮
さ
れ
る

な
ら
ば
、
標
準
で
九
五
日
間
短
く
な
る
。
連
邦
政
府
の
賃
金
コ
ス
ト
を
一
時
間
当
た
り
六
五
・
四
〇
ユ
ー
ロ
と
す
る
と
、
一
つ
の
手
続
に

つ
き
四
万
九
七
〇
四
ユ
ー
ロ
に
相
当
す
る
。
鉄
道
工
事
は
一
年
間
で
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
件
の
計
画
承
認
手
続
が
想
定
さ
れ
る
が
、
仮
に
こ

れ
ら
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
新
た
な
規
律
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
、
年
間
二
四
八
万
五
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
節
約
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
経

済
的
な
コ
ス
ト
の
軽
減
が
期
待
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
111
）

。

２
　
市
民
参
加
に
関
す
る
議
論
の
深
化

ド
イ
ツ
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
の
迅
速
化
に
関
す
る
議
論
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
遡
る
（
112
）

。
ハ
ン
ス-

ユ
ル
ゲ

ン
・
パ
ピ
エ
（H

ans-Jürgen P
apier （

113
）

）
は
、
一
九
七
八
年
、
産
業
と
交
通
の
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
承
認
に
関
す
る
講
演
に
お
い
て
、

「
時
間
の
問
題
」
と
「
公
法
上
の
機
関
と
意
思
決
定
構
造
の
機
能
不
全
」
が
存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
114
）

。
ま
た
、
一
九
八
三
年
の
連
邦
参

議
会
（B

undesrat

）
の
行
政
裁
判
所
と
財
政
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
所
の
負
担
軽
減
に
関
す
る
法
律
、
及
び
行
政
裁
判
所
法
の
改
正
法
案

の
審
議
で
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
、
交
通
及
び
廃
棄
物
処
理
の
分
野
に
お
け
る
技
術
的
な
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
行
政
裁
判
所

の
紛
争
に
つ
い
て
は
、
手
続
を
よ
り
速
く
進
め
て
い
く
た
め
の
規
律
の
追
加
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
（
115
）

。
さ
ら
に
、
一
九
八
〇
年
代

末
に
は
国
内
の
経
済
界
か
ら
の
圧
力
が
強
ま
り
、
計
画
実
施
の
停
滞
に
よ
る
投
資
の
低
迷
と
競
争
上
の
不
利
益
が
指
摘
さ
れ
る
に
至
っ

た
（
116
）

。
こ
う
し
た
流
れ
と
ド
イ
ツ
再
統
一
を
受
け
て
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
「
迅
速
化
（B

eschleunigung

）」
と
い
う
用

語
が
タ
イ
ト
ル
に
含
ま
れ
る
関
連
法
が
六
件
（
117
）

制
定
さ
れ
た
（
118
）

。
投
資
迅
速
化
法
は
、
七
番
目
の
法
律
と
な
る
。
け
れ
ど
も
、
計
画
手
続
の
効

率
化
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
数
十
年
も
迅
速
化
を
推
し
進
め
て
き
た
の
に
ま
だ
十
分
な
速
度
に
至
っ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
或
い

は
、
誰
か
が
同
時
に
ブ
レ
ー
キ
を
踏
ん
で
加
速
を
打
ち
消
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
指
摘
も
あ
る
（
119
）

。

）
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計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
一
五

し
か
し
、
計
画
手
続
の
理
論
的
位
置
づ
け
や
存
在
意
義
か
ら
制
度
を
捉
え
、
安
易
な
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
に
否
定
的
な
見
解
が
目
立
っ
て

き
て
い
る
。
例
え
ば
、
公
共
的
な
審
査
の
精
度
が
低
下
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
り
、
異
な
る
利
害
の
間
に
適
切
な
バ
ラ
ン
ス
を
見

出
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
120
）

。
そ
し
て
、
対
立
を
無
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
可
能
な
限
り
早
い
段
階
で
の
意

思
決
定
へ
の
市
民
参
加
と
透
明
性
の
確
保
が
重
要
で
あ
る
（
121
）

。
さ
ら
に
は
、
議
論
の
多
い
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
ス
イ
ス
方
式
を

参
考
に
住
民
投
票
を
行
う
方
法
も
提
案
さ
れ
て
い
る
（
122
）

。
地
元
の
反
発
が
全
て
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
住
民
投
票
に
よ
り

政
治
的
正
当
性
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ス
ト
や
時
間
的
制
約
を
考
え
る
と
、
実
施
は
慎
重
に
行
う
の
が

適
切
で
あ
ろ
う
。

計
画
手
続
に
お
け
る
行
政
法
上
の
討
議
期
日
は
、
現
在
も
な
お
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
に
、
理
論
的
な
基
礎

と
実
際
的
な
実
施
状
況
の
間
に
か
な
り
の
矛
盾
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
123
）

。
そ
の
た
め
、
行
政
当
局
だ
け
で
な
く
利
害
関
係
人
の
側
も
、
討
議

期
日
に
対
し
て
不
満
を
持
っ
て
い
る
。
討
議
期
日
の
現
況
は
情
報
提
供
や
受
容
と
い
っ
た
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
る
（
124
）

。
そ
こ
で
は
、
市
民
参
加
の
変
化
（
125
）

と
制
度
上
の
手
続
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
大
き
く
作
用
し
て
い

る
。
計
画
手
続
の
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
の
中
で
、
立
法
者
が
必
ず
し
も
統
一
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
取
ら
ず
絶
え
ず
変
容
し
て
い
る
こ
と
も
問
題

と
さ
れ
て
い
る
（
126
）

。

た
だ
し
、
直
近
の
連
立
交
渉
で
あ
る
二
〇
二
一
年
一
二
月
の
第
二
〇
期
立
法
期
の
連
立
協
定
で
は
計
画
承
認
手
続
の
迅
速
化
で
合
意
が

形
成
さ
れ
て
お
り
（
127
）

、
今
後
の
方
針
は
確
定
的
と
言
え
る
。
こ
の
連
立
協
定
で
は
、
手
続
期
間
の
半
減
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

法
的
安
定
性
（R

echtssicherheit

）
と
相
互
信
頼
（gegenseitiges V

ertrauen
）
に
基
づ
く
計
画
文
化
（P

lanungskultur

）
の
ド
イ
ツ
で
の

実
現
を
、
連
立
政
権
は
目
指
し
て
い
る
。
ま
た
、
連
立
協
定
書
は
、
計
画
保
証
法
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
化
の
可
能
性
を
切
れ
目
な
く
継
続

）
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日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
一
六

し
、
市
民
参
加
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
強
調
し
て
い
る
。

３
　
市
民
参
加
の
機
能
の
再
構
成

こ
の
よ
う
に
、
計
画
手
続
の
転
換
点
に
直
面
し
て
い
る
中
で
、
討
議
期
日
と
市
民
参
加
の
機
能
を
再
点
検
す
る
議
論
も
生
ま
れ
て
い
る
。

従
来
か
ら
、
建
設
計
画
（B

auplanung

）
の
領
域
に
お
け
る
公
衆
参
加
の
機
能
を
分
類
し
た
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
た
が
（
128
）

、
計
画
承
認
手

続
全
体
に
広
が
り
を
持
つ
検
証
で
あ
る
。
代
表
的
な
分
類
は
、
以
下
の
五
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
情
報
機
能

（Inform
ationsfunktion

）、
受
容
（A

kzeptanz

）、
民
主
主
義
と
正
当
化
機
能
（D

em
okratie- und L

egitim
ationsfunktion

）、
早
期
の
法
的

保
護
（V

orgezogener R
echtsschutz

）
及
び
バ
ラ
ン
ス
調
整
機
能
な
い
し
満
足
化
機
能
（A

usgleichs- bzw
. B

efriedungsfunktion

）
で
あ

る
（
129
）

。情
報
機
能
は
、
特
に
連
邦
行
政
裁
判
所
が
重
要
視
す
る
機
能
で
あ
る
。「
対
立
す
る
立
場
に
つ
い
て
深
く
議
論
し
、
計
画
承
認
機
関
の

情
報
と
意
思
決
定
の
基
盤
を
拡
大
す
る
」
こ
と
が
、
討
議
期
日
で
議
論
を
重
ね
る
目
的
と
さ
れ
て
い
る
（
130
）

。
計
画
に
対
す
る
異
議
申
立
て
と

意
見
交
換
が
、
情
報
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
共
通
の
認
識
基
盤
を
必
然
的
に
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
（
131
）

。
こ
こ
で
は

特
に
、
行
政
が
健
全
に
意
思
決
定
を
行
う
た
め
の
根
拠
を
得
る
た
め
に
、
利
害
に
関
連
す
る
事
項
を
収
集
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
132
）

。

も
っ
と
も
、
計
画
が
複
雑
化
し
て
く
る
と
専
門
家
の
サ
ポ
ー
ト
無
し
に
市
民
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
も
多
く
、
情
報
量
と
の
関
連
で
公
告

か
ら
討
議
期
日
ま
で
の
準
備
期
間
が
短
い
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
（
133
）

。
そ
の
た
め
、
期
日
前
の
充
実
し
た
情
報
提
供
が
、
討
議
期
日

を
冗
長
に
し
な
い
た
め
に
重
要
と
な
る
。
ま
た
、
何
百
人
も
の
参
加
者
が
い
る
規
模
の
大
き
な
討
議
期
日
で
は
、
そ
の
場
で
正
確
に
懸
念

を
表
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
続
の
進
展
に
応
じ
た
情
報
提
供
が
求
め
ら
れ
る
。

受
容
機
能
は
、
本
稿
で
も
複
数
の
箇
所
で
指
摘
し
た
要
素
で
あ
り
市
民
参
加
の
枠
組
み
で
中
心
的
な
機
能
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が

）
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計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
一
七

多
い
が
（
134
）

、
法
的
に
は
依
然
と
し
て
あ
い
ま
い
な
機
能
と
さ
れ
て
い
る
（
135
）

。
そ
の
定
義
に
も
論
者
に
よ
っ
て
相
違
が
認
め
ら
れ
る
（
136
）

。
共
通
項
と

し
て
は
、
国
民
が
手
続
に
参
加
す
る
こ
と
で
心
構
え
（B

ereitschaft

）
が
整
い
抵
抗
が
無
く
な
っ
た
こ
と
が
、
法
的
に
受
容
と
し
て
み
な

す
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
（
137
）

。
た
だ
、
実
際
の
手
続
の
進
み
方
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
討
議
期
日
は
基
本
的
に
最
終
局
面
で
実
施
さ

れ
る
（
138
）

。
こ
の
時
点
で
、
計
画
自
体
を
実
施
す
る
か
否
か
は
問
題
で
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
一
般
市
民
は
対
等
な
立
場
で
対
話
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
参
加
へ
の
意
欲
が
手
続
の
終
盤
で
芽
生
え
て
く
る
と
い
う
参
加
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

（B
eteiligungsparadoxon

）
の
好
例
で
あ
る
（
139
）

。
他
方
で
、
た
と
え
一
般
市
民
が
関
係
機
関
を
通
じ
て
計
画
の
立
案
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
可
能
だ
と
し
て
も
、
計
画
承
認
は
複
雑
な
手
続
で
あ
り
法
律
と
専
門
的
知
見
に
精
通
し
て
い
な
い
者
が
的
確
に
内
容
を
把
握
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
専
門
家
の
助
言
な
し
に
は
実
質
的
な
議
論
が
で
き
ず
、
対
話
と
い
う
形
式
が
計
画
に
対
し
て
「
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（in S

tellung

）」
と
い
う
対
立
的
な
状
況
に
変
質
し
て
し
ま
う
問
題
が
あ
る
（
140
）

。
利
害
関
係
を
持
つ
者
た
ち
が
相
互
に
議
論
を
行
う
可

能
性
を
担
保
す
る
上
で
、
口
頭
の
議
論
は
書
面
に
よ
る
異
議
申
立
て
よ
り
も
効
果
的
で
は
あ
る
が
、
受
容
の
生
成
に
過
度
な
依
存
や
期
待

を
し
過
ぎ
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
と
言
え
よ
う
（
141
）

。

民
主
主
義
と
正
当
化
機
能
に
関
し
て
は
、
特
に
大
規
模
な
イ
ン
フ
ラ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
場
合
、
代
表
制
民
主
主
義
の
推
進
に
不
可
欠
な

国
家
と
国
民
の
間
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（R

ückkopplung

）
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
、
正
当
性
の
強
化
に
つ
な
が
る
（
142
）

。
計
画
に
よ
っ
て
影

響
を
受
け
る
人
々
が
広
く
参
加
す
る
こ
と
で
紛
争
が
回
避
さ
れ
、
正
当
性
の
要
因
が
促
進
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
143
）

。
も
っ
と
も
、
討
議

期
日
は
必
ず
し
も
熟
慮
的
な
対
話
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
影
響
を
受
け
る
人
々
が
懸
念
事
項
を
示
し
て
意
思
決
定
を
形
成
さ
せ
て
い

く
と
い
う
利
害
調
整
を
主
た
る
目
的
と
し
て
い
る
（
144
）

。
し
た
が
っ
て
、
共
同
決
定
の
作
用
は
限
定
的
で
対
話
の
民
主
的
効
果
と
正
当
性
の
促

進
機
能
は
大
き
く
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
（
145
）

。

）
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四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
一
八

早
期
の
法
的
保
護
機
能
に
は
、
法
の
支
配
と
い
う
憲
法
上
の
基
本
原
理
が
関
わ
る
と
さ
れ
る
。
法
的
手
続
に
参
加
す
る
機
会
を
確
保
す

る
こ
と
で
基
本
的
権
利
が
実
体
的
に
保
護
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
146
）

。
た
だ
し
、
参
加
機
会
の
確
保
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
物

理
的
な
期
日
へ
の
出
席
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
意
見
の
提
出
に
よ
っ
て
も
機
能
を
果
た
し
得
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
討
議
期
日

が
排
他
的
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
（
147
）

。
討
議
期
日
の
放
棄
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
バ
ラ
ン
ス
調
整
機
能
は
、
満
足
化
機
能
と
も
呼
ば
れ
る
が
受
容
機
能
と
の
境
界
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
く
、
機
能
の
中
身

も
あ
い
ま
い
と
さ
れ
て
い
る
（
148
）

。
た
だ
し
、
計
画
プ
ロ
セ
ス
の
初
期
段
階
か
ら
関
与
し
て
い
る
事
業
主
体
と
計
画
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る

人
々
の
利
害
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
で
、
討
議
期
日
の
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
149
）

。
こ
れ
は
、
手
続
の
公

正
性
確
保
の
原
則
に
由
来
し
、
審
理
の
基
盤
を
支
え
る
理
念
で
あ
る
（
150
）

。
武
器
対
等
の
原
則
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
異
な
る
利
害
関
係
を
持

つ
者
は
互
い
に
対
等
な
地
位
で
向
き
合
う
べ
き
で
あ
る
（
151
）

。
受
容
機
能
と
の
重
な
り
は
、
こ
の
よ
う
に
対
等
な
対
話
を
前
提
と
す
る
側
面
か

ら
生
じ
て
い
る
（
152
）

。
利
害
の
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る
上
で
必
要
な
の
は
、
計
画
を
実
施
す
る
当
局
が
公
的
利
益
と
私
的
利
益
を
公
平
に
比
較

検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
計
画
に
関
す
る
多
様
な
意
見
を
聴
き
取
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
153
）

。
そ
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ

計
画
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
人
々
の
間
で
、
行
政
の
中
立
性
が
欠
落
し
て
い
る
と
主
観
的
な
疑
念
を
抱
く
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
で
バ

ラ
ン
ス
調
整
を
実
現
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
調
整
機
能
は
行
政
の
透
明
性
と
統
制
に
変
容
す
る
（
154
）

。

こ
の
よ
う
な
体
系
的
な
機
能
に
沿
っ
た
解
析
を
通
じ
て
、
討
議
期
日
が
行
政
と
国
民
の
新
た
な
関
係
性
に
対
応
し
き
れ
ず
に
機
能
不
全

に
陥
る
懸
念
を
示
す
見
解
も
あ
る
（
155
）

。
た
し
か
に
、
情
報
収
集
や
法
的
保
護
に
関
す
る
一
定
の
効
果
は
認
め
ら
れ
、
調
整
機
能
も
あ
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
機
能
は
討
議
期
日
以
外
の
手
段
で
も
確
保
が
可
能
で
あ
る
。
市
民
参
加
に
関
す
る
理
解
の
変
化
に
よ
り
、
従
来
の
機
能

や
期
待
を
果
た
せ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
係
す
る
各
方
面
に
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
な
い
た
め
に
は
、
早

）
三
四
六
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
一
九

い
段
階
で
審
議
事
項
の
意
味
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
計
画
手
続
の
経
過
に
応
じ
て
提
示
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏

ま
え
て
、
計
画
手
続
に
立
法
府
が
関
わ
る
こ
と
は
有
効
な
選
択
肢
で
あ
る
と
、
こ
の
見
解
の
論
者
は
結
論
づ
け
て
い
る
。

４
　
ま
と
め
と
展
望

以
上
の
よ
う
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
策
と
重
な
り
合
う
か
た
ち
で
、
ド
イ
ツ
で
は
計
画
手
続
と
市
民
参
加
に
つ
い

て
多
様
な
制
度
改
定
と
議
論
の
深
化
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
過
程
で
顕
在
化
し
た
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
議
論
や
参
加
方
法
の
機
能
不

全
の
問
題
は
、
我
が
国
の
行
政
計
画
と
市
民
参
加
の
議
論
に
も
共
通
す
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
内
務
委
員
会
が
、

将
来
に
わ
た
っ
て
で
き
る
限
り
バ
リ
ア
フ
リ
ー
な
行
政
と
電
子
通
信
の
恒
久
的
な
国
民
に
優
し
い
デ
ジ
タ
ル
化
を
実
現
す
る
た
め
に
、
計

画
保
証
法
の
活
用
を
評
価
す
る
よ
う
連
邦
政
府
に
指
示
し
て
い
る
（
156
）

こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
議
論
は
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
推
進
と

も
深
く
関
係
し
て
い
る
。

日
本
に
お
け
る
市
民
参
加
の
分
析
は
引
き
続
き
重
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
最
近
の
注
目
す
べ
き
動
き
と
し
て
は
「D

ecidim

（
デ

シ
デ
ィ
ム
）」
の
導
入
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
参
加
型
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
り
（
157
）

、
二
〇
一
六
年
に
ス
ペ
イ
ン

の
バ
ル
セ
ロ
ナ
で
利
用
が
始
ま
っ
た
。
予
算
編
成
や
計
画
立
案
に
市
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
活
用
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、

海
外
で
は
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
市
や
ミ
ラ
ノ
市
な
ど
で
活
用
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
は
、
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
の
加
古
川
市
（
兵
庫
県
）
を

皮
切
り
に
、
こ
れ
ま
で
に
兵
庫
県
、
与
謝
野
町
（
京
都
府
）、
釜
石
市
（
岩
手
県
）、
小
諸
市
（
長
野
県
）、
西
会
津
町
（
福
島
県
）
及
び
真
鶴

町
（
神
奈
川
県
）
で
利
用
実
績
が
あ
る
。
た
だ
し
、
二
〇
二
二
年
八
月
時
点
で
、
加
古
川
市
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
参
加
者
が

八
四
三
名
に
と
ど
ま
る
な
ど
広
が
り
は
あ
ま
り
見
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
加
古
川
市
で
は
二
〇
二
二
年
一
一
月
三
〇
日
ま
で
の
期
間
で
、

ス
マ
ー
ト
シ
テ
ィ
構
想
に
関
す
る
市
民
か
ら
の
ア
イ
デ
ィ
ア
をD

ecidim

経
由
で
募
集
し
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
各
自
治
体

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
二
〇

が
今
後
運
用
を
し
て
い
く
か
が
注
目
さ
れ
る
。

「
市
民
の
意
見
を
尊
重
す
る
」
と
い
う
理
念
の
重
要
性
は
、
政
策
立
案
と
運
営
に
携
わ
る
人
々
の
共
通
認
識
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
ド
イ
ツ
の
議
論
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
市
民
参
加
や
公
聴
会
の
機
能
の
不
十
分
性
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
従
来
か

ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
158
）

。
参
加
の
機
能
と
役
割
を
体
系
的
に
整
序
し
て
議
論
を
明
瞭
化
す
る
こ
と
は
、
市
民
と
行
政
の
実
効
性
の
あ
る
協
働

を
実
現
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
。
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
情
報
提
供
を
実
施
し
、
問
題
意
識
の
基
盤
を
整
理
し
た
上
で
、
相
互
の
意
見

交
換
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
い
、
判
断
プ
ロ
セ
ス
を
透
明
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
対
意
見
や
異
論
の
あ
る
人
々
も
含
め
た
受
容
の
状
態
を

生
み
出
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
行
政
活
動
に
対
す
る
信
頼
性
の
確
保
と
向
上
に
も
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
仮
説
の

検
証
は
今
後
を
期
し
て
い
る
が
、
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
急
速
な
進
行
に
合
わ
せ
る
か
た
ち
で
理
論
的
枠
組
み
を
整
え
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

我
が
国
に
お
け
る
法
令
上
の
名
称
で
あ
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
」
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
宣
言
に
先
立
っ
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定
め
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
一
一
号
）
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
（
令
和
二
年
一
月
二
八
日
公
布
、
同
年

二
月
一
日
施
行
）。
な
お
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
に
よ
る
名
称
に
関
す
る
公
式
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
、
令
和
二
年
二
月
一
一
日
で
あ
る
（https://w

eb.archive.

org/w
eb/20200229165426/https://w

w
w

.w
ho.int/dg/speeches/detail/w

ho-director-general-s-rem
arks-at-the-m

edia-briefing-on-

2019-ncov-on-11-february-2020

〔
令
和
四
年
八
月
一
〇
日
閲
覧
〕）。

（
2
） 

日
本
に
お
け
る
法
制
上
の
一
連
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
土
井
翼
「
日
本
に
お
け
るC

O
V

ID
-19

対
策
と
感
染
症
法
制
」
行
政
法
研
究
四
三
号

（
二
〇
二
二
年
）
六
三
頁
を
参
照
。

（
3
） 

拙
稿
「
行
政
計
画
の
策
定
手
続
に
関
す
る
考
察
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
計
画
策
定
手
続
の
展
開
を
踏
ま
え
て
─
」
日
本
法
学
八
六
巻
一
号

）
三
四
四
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
二
一

（
二
〇
二
〇
年
）
一
頁
以
下
。

（
4
） 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
対
応
を
多
角
的
に
検
証
し
た
も
の
と
し
て
、
横
田
明
美
『
コ
ロ
ナ
危
機
と
立
法
・
行
政
─
ド
イ
ツ
感
染
症
予
防
法
の
多

段
改
正
か
ら
』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
二
年
）
が
あ
る
。

（
5
） 
宍
戸
常
寿
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
立
憲
主
義
」
法
律
時
報
九
三
巻
三
号
（
二
〇
二
二
年
）
一
五
三
頁
。

（
6
） V

om
 29. 11. 2018 

（B
G

B
l. I 2018, S

.2237

）.

（
7
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
３
）三
頁
か
ら
一
七
頁
。
ま
た
、
欧
州
連
合
の
制
度
設
計
に
よ
る
影
響
に
関
し
て
は
、B

oas K
üm

per, E
inw

irkungen des 

U
nionsrechts auf das deutsche P

lanungs- und Z
ulassungsrecht, D

V
B

l 2019, S
.1605

を
参
照
。

（
8
） M

itarbeiter M
axim

ilian R
oth, P

lanungs- und G
enehm

igungsbeschleunigung, Z
R

P
 2022, S

.82.

（
9
） 

概
要
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
３
）一
五
頁
か
ら
一
七
頁
。E

ntw
urf eines G

esetzes zur B
eschleunigung von P

lanungs- und 

G
enehm

igungsverfahren im
 V

erkehrsbereich, B
undesrat D

rucksache 389/18.

（
10
） 

一
連
の
計
画
承
認
手
続
に
対
す
る
弁
護
士
の
観
点
か
ら
の
分
析
と
し
て
、M

arkus D
eutsch, R

echtsproblem
e der P

lanfeststellung aus 

anw
altlicher S

icht, D
V

B
l 2019, S

.1437
が
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
九
年
ま
で
の
計
画
手
続
の
迅
速
化
に
関
し
て
は
、R

yan K
elly und 

K
ristina S

chm
idt, E

nergieleitungsausbau auf der infrastrukturrechtlichen Ü
berholspur, A

öR
 144

（2019

）, S
.577 ff. 

も
参
照
。

（
11
） B

undesfernstraßengesetz 

（F
S

trG

） vom
 6. 8. 1953, B

G
B

l. I S
.903.

（
12
） A

llgem
einen E

isenbahngesetz 

（A
E

G

） vom
 27. 12. 1993, B

G
B

l. I S
. 2378, 2396; 1994 I S

. 2439.

（
13
） B

undesw
asserstraßengesetz 

（W
aS

trG

） vom
 2. 4. 1968, B

G
B

l. II S
.173.

（
14
） K

ristina S
chm

idt und R
yan K

elly, 

（R

） Evolution des Infrastrukturrechts in der V
erkehrsw

ege- und E
nergieleitungsplanung 

- planungsrechtliche B
eschleunigung vs. verfassungsrechtliche E

ntschleunigung 

（T
eil 1

）, V
erw

A
rch 2021, S

.97

（119

）.

（
15
） 

連
邦
水
路
法
一
四
条
二
項
。

（
16
） M

itarbeiter M
axim

ilian R
oth, a. a. O

. 

（F
n. 8

）, S
.82. 

連
邦
遠
距
離
道
路
法
一
七
条
二
項
、
一
般
鉄
道
法
一
八
条
二
項
。

（
17
） C

lem
ens A

ntw
eiler, P

lanungsbeschleunigung für V
erkehrsinfrastruktur – R

ückabw
icklung der L

ehren aus „S
tuttgart 21 “, 

）
三
四
四
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日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
二
二

N
V

w
Z

 2019, S
.29

（32

）.
（
18
） B

enjam
in P

fannkuch und M
irko S

chönfeldt, D
ie R

ealisierung von Infrastrukturvorhaben im
 B

lickw
inkel des P

lanungs- und 

V
ergaberechts E

rw
ägungen zur M

odifizierung des rechtlichen R
ahm

ens, N
V

w
Z

 2020, S
.1557

（1558

）.

（
19
） B

V
erw

G
, U

rt. v. 09.07.2008 – 9 A
 14.07 – B

V
erw

G
E

 131, 274 = D
V

B
l 2009, S

.259 – A
 30 N

ordum
fahrung B

ad O
eynhausen.

（
20
） B

ernhard S
tüer, G

esetz zur B
eschleunigung von P

lanungs- und G
enehm

igungsverfahren im
 V

erkehrsbereich 2018, D
V

B
l 

2019, S
.351

（352
）.

（
21
） B

enjam
in P

fannkuch und M
irko S

chönfeldt, a. a. O
. 

（F
n. 18

）, S
.1558.

（
22
） Jens W

ahlhäuser, D
as G

esetz zur B
eschleunigung von Investitionen 

（Investitionsbeschleunigungsgesetz

） als w
eiterer 

B
eitrag zur F

örderung von B
eschleunigungspotentialen in den B

ereichen Infrastrukturausbau, Justiz und R
aum

ordnung, U
P

R
 

2021, S
.41.

（
23
） E

ntw
urf eines G

esetzes zur w
eiteren B

eschleunigung von P
lanungs- und G

enehm
igungsverfahren im

 V
erkehrsbereich, 

B
undesrat D

rucksache 582/19.

（
24
） 

一
九
九
〇
年
代
か
ら
約
三
〇
年
に
わ
た
る
計
画
承
認
手
続
の
加
速
化
に
つ
い
て
は
、Jan Z

iekow
, V

erfahrensrechtliche R
egelung der 

V
orbereitung von M

aßnahm
engesetzen im

 V
erkehrsbereich, N

V
w

Z
 2020, S

.677 f. 

も
参
照
。

（
25
） V

om
 3. 3. 2020 

（B
G

B
l. I 2020 S

.433

）.

（
26
） V

om
 22. 3. 2020 

（B
G

B
l. I 2020 S

.640

）.

（
27
） B

ernhard S
tüer, P

lanungsbeschleunigungsgesetze 2020 und M
aßnahm

engesetzvorbereitungsgesetz, D
V

B
l 2020, S

.617

（618

）.

（
28
） 

三
条
。
な
お
、
ベ
ル
リ
ン
お
よ
び
自
由
ハ
ン
ザ
都
市
（F

reie und H
ansestadt

）
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
連
邦
が
維
持
負
担
義
務
を
負

わ
な
い
公
道
は
全
て
市
道
と
さ
れ
、
連
邦
政
府
、
連
邦
鉄
道
お
よ
び
市
が
そ
れ
ぞ
れ
費
用
の
三
分
の
一
ず
つ
を
負
担
す
る
。

（
29
） B

ernhard S
tüer, a. a. O

. 

（F
n. 27

）, S
.619.

）
三
四
四
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
二
三

（
30
） 

一
条
。

（
31
） B

ernhard S
tüer, a. a. O

. 

（F
n. 27

）, S
.618; B

T
-D

rs. 19/15626, S
.10.
（
32
） P

eter S
chütte und M

artin W
inkler, A

ktuelle E
ntw

icklungen im
 B

undesum
w

eltrecht, B
erichtszeitraum

: 17.1.2020 bis 

2.3.2020, Z
U

R
 2020, S

.317.

（
33
） 

二
〇
二
〇
年
三
月
二
二
日
の
制
定
当
初
は
、
同
法
二
条
に
基
づ
い
て
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
ミ
ュ
ー
ル
ド
ル
フ
を
経
由
し
て
フ
ラ
イ
ラ
ッ
シ
ン
グ

ま
で
の
鉄
道
路
線
の
拡
充
（
同
条
一
項
一
号
）
な
ど
一
三
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
対
象
に
し
て
い
た
が
、
同
年
八
月
に
、
ベ
ル
リ
ン
か
ら
コ
ッ
ト
ブ
ス

と
ヴ
ァ
イ
ス
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
を
経
て
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
ま
で
の
鉄
道
路
線
の
拡
充
と
電
化
（
同
法
二
ａ
条
一
項
一
号
）
な
ど
一
六
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
対
象

に
加
わ
っ
た
（B

G
B

l. I 2020, S
.1795

）。

（
34
） P

eter S
chütte und M

artin W
inkler, a. a. O

. 

（F
n. 32

）, S
.317.

（
35
） B

T
-D

rs. 19/15619, S
.11; Jan Z

iekow
, a. a. O

. 

（F
n. 24

）, S
.678.

（
36
） B

T
-D

rs. 19/15619, S
.22.

（
37
） P

eter S
chütte und M

artin W
inkler, a. a. O

. 

（F
n. 32

）, S
.318.

（
38
） F

ranz-R
udolf H

erber, B
raucht D

eutschland w
irklich w

eitere P
lanungsbeschleunigungsgesetzgebung?, N

Z
V

 2021, S
.243

（248

）.

（
39
） Jan Z

iekow
, a. a. O

. 

（F
n. 24

）, S
.679 und 685.

（
40
） B

ernhard S
tüer, a. a. O

. 

（F
n. 27

）, S
.620. 

ま
た
、
憲
法
上
の
懸
念
に
関
す
る
指
摘
と
し
て
、B

ernhard W
. W

egener, V
erkehrsinfr

astrukturgenehm
igungen durch G

esetz und ohne fachgerichtlichen R
echtsschutz?, Z

U
R

 2020, S
.195

（203 f

）
が
あ
る
。

（
41
） A

lexander B
ehnsen, M

aßnahm
engesetze: M

ittel zur B
eschleunigung von Infrastrukturvorhaben?, N

V
w

Z
 2021, 843

（846

）.

（
42
） B

undesrat D
rucksache 579/1/19 als A

usschussem
pfehlung, S

.3 f.

（
43
） F

ranz-R
udolf H

erber, a. a. O
. 

（F
n. 38

）, S
.252.

（
44
） 

ド
イ
ツ
で
は
、
法
曹
三
者
（
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
）
だ
け
で
な
く
、
行
政
官
（V

erw
altungsbeam

te

）、
大
学
教
員
（H

ochschullehrer

）

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
二
四

及
び
国
会
・
大
学
・
教
会
の
行
政
担
当
者
（P

arlam
entsverw

altung; U
niversitätsverw

altung; K
irchverw

altung

）
の
職
に
就
く
場
合
も
同

一
の
法
曹
資
格
を
取
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
広
範
囲
の
職
種
を
合
わ
せ
て
「
法
曹
」（Jurist

）
と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で

あ
る
（
甲
斐
素
直
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
曹
養
成
制
度
改
革
に
つ
い
て
─
制
度
の
概
要
─
」
法
学
紀
要
四
九
巻
（
二
〇
〇
八
年
）
七
頁
以
下
、
藤
田

尚
子
「
ド
イ
ツ
の
法
曹
養
成
制
度
」
法
曹
養
成
対
策
室
報
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
九
頁
）。

（
45
） 

ド
イ
ツ
裁
判
官
連
盟
（D

eutscher R
ichterbund

）
の
試
算
に
よ
る
。P

ensionierungsw
elle rollt auf Justiz zu – T

ausende S
tellen 

fehlen, https://w
w

w
.drb.de/positionen/them

en-des-richterbundes/belastung.

（
令
和
四
年
八
月
一
〇
日
閲
覧
）

（
46
） A

lexander B
ehnsen, a. a. O

. 

（F
n. 41

）, S
.847.

（
47
） B

T
-D

rs. 19/15619, S
.11.

（
48
） F

ranz-R
udolf H

erber, a. a. O
. 

（F
n. 38

）, S
.243.

（
49
） 

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
。https://w

w
w

.bundesregierung.de/breg-de/them
en/coronavirus/leitlinien-bund-

laender-1731000

（
令
和
四
年
八
月
一
〇
日
閲
覧
）

（
50
） 

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
。https://w

w
w

.bundesregierung.de/breg-de/them
en/coronavirus/besprechung-von-

bundeskanzlerin-m
erkel-m

it-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-zum
-coronavirus-1733266

（
令
和
四
年
八

月
一
〇
日
閲
覧
）

（
51
） R

eferent M
alte A

rndt, B
audirektor M

axim
ilian F

ischer und O
berregierungsbaurat B

enjam
in H

eyn, B
auleitplanverfahren 

nach dem
 P

lanungssicherstellungsgesetz 

（P
lanS

iG

）, N
V

w
Z

 2020, S
.910.

（
52
） Interview

 m
it dem

 S
oziologen H

artm
ut R

osa über C
ovid-19, D

er T
agesspiegel, 24.3.2020. https://w

w
w

.tagesspiegel.de/

politik/soziologe-hartm
ut-rosa-ueber-covid-19-das-virus-ist-der-radikalste-entschleuniger-unserer-zeit/25672128.htm

l

（
令
和
四

年
八
月
一
〇
日
閲
覧
）

（
53
） A

ngela S
chw

erdtfeger, U
m

w
eltrechtsschutz in Z

eiten der P
andem

ie zw
ischen E

ntschleunigung und B
eschleunigung, Z

U
R

 

2021, S
.451.

）
三
四
四
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
二
五

（
54
） 

こ
の
問
題
を
早
い
時
期
に
指
摘
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、E

ike A
lbrecht und A

ndré Z
schiegner, B

eteiligung der Ö
ffentlichkeit am

 

im
m

issionsschutzrechtlichen G
enehm

igungsverfahren im
 P

andem
iefall, N

V
w

Z
 2020, S

.671

が
あ
る
。

（
55
） G

esetz zum
 S

chutz vor schädlichen U
m

w
elteinw

irkungen durch L
uftverunreinigungen, G

eräusche, E
rschütterungen und 

ähnliche V
orgänge vom

 15.3.1974, B
G

B
l. I S

. 721.

（
56
） E

ike A
lbrecht und A

ndré Z
schiegner, a. a. O

. 

（F
n. 54

）, S
.677.

（
57
） V

G
H

 B
ayern, 26.3.2014 - 22 C

S
 14.471, L

S
K

 2014, S
.340, U

P
R

 2014, S
.315.

（
58
） V

G
H

 M
annheim

, 7.3.2019, N
V

w
Z

-R
R

 2019, S
.713 

（715

）.

（
59
） E

ike A
lbrecht und A

ndré Z
schiegner, a. a. O

. 

（F
n. 54

）, S
.675.

（
60
） V

om
 20. 5. 2020 

（B
G

B
l. I S

. 1041

）. 

こ
の
法
律
は
、
当
初
二
〇
二
一
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
限
時
法
で
あ
っ
た
が
（
制
定
時
の
七
条
二

項
）、
連
邦
政
府
は
、
二
〇
二
一
年
一
月
二
〇
日
、
同
法
の
効
力
を
二
〇
二
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
延
長
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
同
月
二
六
日
、

連
邦
議
会
が
こ
れ
を
承
認
し
た
（B

T
-D

rs. 19/26174, S
.1

）。
現
在
は
、
一
条
か
ら
五
条
ま
で
の
効
力
が
二
〇
二
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
と
さ

れ
、
そ
れ
以
外
の
効
力
は
二
〇
二
七
年
九
月
三
〇
日
を
も
っ
て
終
了
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
現
行
の
七
条
二
項
）。
計
画
保
証
法
の
期
限
延
長
に
関

し
て
は
、
泉
眞
樹
子
「【
ド
イ
ツ
】
全
国
規
模
流
行
状
況
の
継
続
、
第
３
次
コ
ロ
ナ
税
制
支
援
法
、
社
会
保
護
パ
ッ
ケ
ー
ジ
Ⅲ
、
計
画
保
証
法
の
継

続
、
コ
ロ
ナ
関
連
選
挙
候
補
者
定
立
規
則
」
外
国
の
立
法
二
八
七
巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
四
頁
も
参
照
。

（
61
） A

dolf R
ebler, D

as P
lanungssicherstellungsgesetz 

（P
lanS

iG

） – N
eue M

öglichkeiten zur Ö
ffentlichkeitsbeteiligung in 

Z
eiten der C

orona-P
andem

ie, Z
U

R
 2020, S

.478.

（
62
） A

lfred S
cheidler, C

orona bedingte M
odifizierungen verfahrensrechtlicher B

auG
B

-V
orschriften durch das 

P
lanungssicherstellungsgesetz, Z

fB
R

 2020, S
.516

（517

）.

（
63
） B

eckO
K

 B
auG

B
 / S

chink, 49. E
d., 1.5.2020, B

auG
B

 

§ 3 R
n. 145 ff.

（
64
） B

T
-D

rs. 19/18965.

（
65
） P

eter W
ysk, P

lanungssicherstellung in der C
O

V
ID

-19-P
andem

ie, N
V

w
Z

 2020, S
.905.

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
二
六

（
66
） B

T
-D

rs. 19/18965, S
.2.

（
67
） B

T
-D

rs. 19/18965, S
.2.

（
68
） A

dolf R
ebler, a. a. O

. 

（F
n. 61

）, S
.479.

（
69
） 
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
当
局
又
は
当
該
行
政
機
関
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
告
示
の
内
容
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
慣
習
的
又
は

公
的
な
告
示
に
お
い
て
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
示
す
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

（
70
） M

ichael K
rautzberger und B

ernhard S
tüer, P

lanungssicherstellungsgesetz 2020: Ö
ffentlichkeitsbeteiligung in 

K
risenzeiten, D

V
B

l 2020, S
.910

（911

）.

（
71
） M

ichael K
rautzberger und B

ernhard S
tüer, a. a. O

. 

（F
n. 70

）, S
.911.

（
72
） R

einhard R
uge, D

as P
lanungssicherstellungsgesetz 

（P
lanS

iG

） – D
igitalisierung der Ö

ffentlichkeitsbeteiligung von 

P
lanungsverfahren in der C

O
V

ID
-19-P

andem
ie, Z

U
R

 2020, S
.481

（485

）.

（
73
） R

einhard R
uge, a. a. O

. 

（F
n. 72
）, S

.486.

（
74
） B

T
-D

rs. 19/18965, S
.14.

（
75
） B

T
-D

rs. 19/18965, S
.14.

（
76
） R

eferent M
alte A

rndt, a. a. O
. 

（F
n. 51

）, S
.914; A

dolf R
ebler, a. a. O

. 

（F
n. 61

）, S
.479.

（
77
） A

dolf R
ebler, a. a. O

. 

（F
n. 61

）, S
.480.

（
78
） A

dolf R
ebler, a. a. O

. 

（F
n. 61

）, S
.480.

（
79
） A

dolf R
ebler, a. a. O

. 

（F
n. 61

）, S
.480 f.

（
80
） M
ichael K

rautzberger und B
ernhard S

tüer, a. a. O
. 

（F
n. 71

）, S
.913.

（
81
） B

T
, P

lenarprotokoll, 160. S
itzung, 14.5.2020, S

.19977.

（
82
） R

einhard R
uge, a. a. O

. 

（F
n. 73

）, S
.486.

（
83
） B

eckO
K

 V
w

V
fG

/K
äm

per, 48. E
d., 1.7.2020, V

w
V

fG
 

§ 73 R
n. 64, und 74. F

ür den Z
w

eck der Ö
ffentlichkeitsbeteiligung als 

）
三
四
三
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
二
七

V
erm

ittlung einer dem
okratischen L

egitim
ation von V

erw
altungsentscheidungen: V

olker M
. H

aug und K
ai S

chadtle, D
er 

E
igenw

ert der Ö
ffentlichkeitsbeteiligung im

 P
lanungsrecht, N

V
w

Z
 2014, S

.271

（272

）; M
atthias K

nauff, 

Ö
ffentlichkeitsbeteiligung im

 V
erw

altungsverfahren, D
Ö

V
 2012, S

.1

（2

）.

（
84
） P

atrick T
hom

as und Johannes M
. Jäger, #N

euland: S
icherstellung der förm

lichen Ö
ffentlichkeitsbeteiligung in Z

eiten der 

C
O

V
ID

-19-P
andem

ie, N
Z

B
au 2020, S

.623.

（
85
） P

atrick T
hom

as und Johannes M
. Jäger, a. a. O

. 

（F
n. 84

）, S
.627.

（
86
） S

ebastian L
ißek, D

as N
etzw

irtschaftsrecht in Z
eiten der P

andem
ie, N

undR
 2020, S

.166

（171 f.

）.

（
87
） P

atrick T
hom

as und Johannes M
. Jäger, a. a. O

. 

（F
n. 84

）, S
.627.

（
88
） O

rtw
in R

enn, W
olfgang K

öck, P
ia-Johanna S

chw
eizer, Jana B

ovet, C
hristina B

enighaus, O
liver S

cheel und R
egina 

S
chröter, Ö

ffentlichkeitsbeteiligung bei V
orhaben der E

nergiew
ende, Z

U
R

 2014, S
.281 

（287

）.

（
89
） P

atrick T
hom

as und Johannes M
. Jäger, a. a. O

. 

（F
n. 84

）, S
.628. 

ま
た
、
こ
の
論
者
は
、
社
会
の
実
情
と
し
て
、
在
宅
勤
務
を
し
て

い
る
人
々
の
多
く
が
、
互
換
性
の
問
題
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
の
不
備
、
或
い
は
そ
れ
ら
に
伴
う
映
像
と
音
声
の
乱
れ
な
ど
ビ
デ
オ
会
議
が
い
か

に
複
雑
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
90
） B

ernd D
am

m
ert und G

ötz B
rückner, D

ie O
nlinekonsultation nach dem

 P
lanungssicherstellungsgesetz und ihre praktische 

U
m

setzung, D
V

B
l 2021, S

.91.

（
91
） B

ernd D
am

m
ert und G

ötz B
rückner, a. a. O

. 

（F
n. 90

）, S
.93.

（
92
） B

T
-D

rs. 19/18965, S
.14.

（
93
） B

ernd D
am

m
ert und G

ötz B
rückner, a. a. O

. 

（F
n. 90

）, S
.94.

（
94
） B

ernd D
am

m
ert und G

ötz B
rückner, a. a. O

. 

（F
n. 90

）, S
.94.

（
95
） B

ernd D
am

m
ert und G

ötz B
rückner, a. a. O

. 

（F
n. 90

）, S
.94.

（
96
） B

ernd D
am

m
ert und G

ötz B
rückner, a. a. O

. 

（F
n. 90

）, S
.95.

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
二
八

（
97
） B

ernd D
am

m
ert und G

ötz B
rückner, a. a. O

. 

（F
n. 90

）, S
.95.

（
98
） B

ernd D
am

m
ert und G

ötz B
rückner, a. a. O

. 

（F
n. 90

）, S
.95.

（
99
） 
連
邦
交
通
・
イ
ン
フ
ラ
省
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
。https://w
w

w
.bm

vi.de/S
haredD

ocs/D
E

/P
ublikationen/D

G
/breitband-

verfuegbarkeit-ende-2019.htm

（
令
和
四
年
八
月
一
〇
日
閲
覧
）

（
100
） B

ernd D
am

m
ert und G

ötz B
rückner, a. a. O

. 

（F
n. 90

）, S
.96.

（
101
） A

ngela S
chw

erdtfeger, a. a. O
. 

（F
n. 53

）, S
.454. 

ま
た
、
こ
の
論
者
は
、
同
論
文
で
計
画
保
証
法
の
審
議
期
間
が
短
い
こ
と
か
ら
、
議

会
の
責
任
の
引
き
受
け
の
弱
さ
を
指
摘
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
同
法
が
時
限
法
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
払
拭
で
き
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
102
） B

oas K
üm

per, P
lanung, Z

ulassung und V
erw

irklichung von Infrastrukturvorhaben, B
ericht über das S

ym
posium

 des 

Z
entralinstituts für R

aum
planung an der U

niversität M
ünster am

 5.11.2020, N
V

w
Z

 2021, 460.

（
103
） B

oas K
üm

per, a. a. O
. 

（F
n. 102

）, S
.461 f.

（
104
） B

ernhard S
tüer, 23. P

lanungsrechtstag und L
uftverkehrsrechtstag 2021, D

V
B

l 2021, S
.647

（648

）.

（
105
） B

ernhard S
tüer, a. a. O

. 

（F
n. 104
）, S

.648.

（
106
） 

二
〇
一
九
年
か
ら
二
〇
二
〇
年
に
掛
け
て
の
公
共
交
通
分
野
に
関
す
る
制
度
改
定
に
関
し
て
は
、D

r. C
lem

ens A
ntw

eiler, M
ag. rer. 

publ. und R
echtsanw

ältin D
r. P

ascale L
iebschw

ager, D
ie E

ntw
icklung des öffentlichen V

erkehrsrechts in den Jahren 

2019/2020, N
V

w
Z

 2021, 849

に
概
要
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
107
） V

om
 3. 12. 2020 

（B
G

B
l. I 2020, S

.2694

）.

（
108
） B

T
-D

rs. 19/22139.

（
109
） B

erlin-R
eport, Investitionsbeschleunigungsgesetz vorgelegt, D

A
R

 2020, S
.599.

（
110
） E

rfüllungsaufw
and im

 B
ereich

－P
lanungs- und B

aurecht von Infrastrukturvorhaben, P
rojektreihe B

estim
m

ung des 

bürokratischen A
ufw

ands und A
nsätze zur E

ntlastung, 1. N
ovem

ber 2012.

（
111
） B

T
-D

rs. 19/22139, S
.13 f.

）
三
四
六
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
二
九

（
112
） T

hom
as G

roß, B
eschleunigungsgesetzgebung – R

ückblick und A
usblick, Z

U
R

 2021, S
.75.

（
113
） 

こ
の
論
稿
の
出
版
当
時
、
彼
は
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
大
学
（U

niversität B
ielefeld

）
に
在
職
し
て
お
り
、
そ
の
後
二
〇
〇
二
年
か
ら

二
〇
一
〇
年
ま
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
長
官
を
務
め
た
。

（
114
） H

ans-Jürgen P
apier, „D

ie S
tellung der V

erw
altungsgerichtsbarkeit im

 dem
okratischen R

echtsstaat “, 1979, S
.10.

（
115
） B

T
-D

rs. 10/171, S
.1 und 7.

（
116
） P

aul R
om

bach, „D
er F

aktor Z
eit in um

w
eltrechtlichen G

enehm
igungsverfahren “, 1994, S

.27 f.

（
117
） G

esetz zur B
eschleunigung verw

altungsgerichtlicher und finanzgerichtlicher V
erfahren vom

 17.7.1985 

（B
G

B
l. I 1985 

S
.1274

）; G
esetz zur B

eschleunigung der P
lanung für V

erkehrsw
ege in den neuen L

ändern sow
ie im

 L
and B

erlin 

（V
erkP

B
G

） 

vom
 16.12.1991 

（B
G

B
l. I 1991 S

.2174

）; G
esetz zur B

eschleunigung von G
enehm

igungsverfahren 

（G
enB

eschlG

） vom
 12.9.1996 

（B
G

B
l. I 1996 S

.1354

）; G
esetz zur B

eschleunigung und V
ereinfachung im

m
issionsschutzrechtlicher G

enehm
igungsverfahren 

vom
 9.10.1996 

（B
G

B
l. I 1996 S

.1498
）; G

esetz zur B
eschleunigung von P

lanungsverfahren für Infrastrukturvorhaben 

（InfP
B

G

） 

vom
 9.12.2006 

（B
G

B
l. I 2006 S

.2833
）; G

esetz zur w
eiteren B

eschleunigung von P
lanungs- und G

enehm
igungsverfahren im

 

V
erkehrsbereich vom

 3.3.2020 

（B
G

B
l. I 2020 S

.433

）.

（
118
） T

hom
as G

roß, a. a. O
. 

（F
n. 112

）, S
.75.

（
119
） T

hom
as G

roß, a. a. O
. 

（F
n. 112

）, S
.76.

（
120
） T

hom
as G

roß, a. a. O
. 

（F
n. 112

）, S
.78.

（
121
） B

irgit P
eters, „L

egitim
ation durch Ö

ffentlichkeitsbeteiligung? “, 2020, S
. 15 ff; C

ristina F
raenkel-H

aeberle, Z
ur 

M
ultifunktionalität der P

artizipation bei großen Infrastrukturvorhaben, D
Ö

V
 2016, S

.548 ff.

（
122
） T

hom
as G

roß, a. a. O
. 

（F
n. 112

）, S
.79.

（
123
） M

arc Z
eccola und L

aura A
ugsten, D

er verw
altungsrechtliche E

rörterungsterm
in – vom

 H
erzstück zum

 H
indernis 

zeitgem
äßer Ö

ffentlichkeitsbeteiligung?, D
Ö

V
 2022, S

. 442.

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
三
〇

（
124
） T

hom
as M

ann, C
hristoph S

ennekam
p und M

ichael U
echtritz 

（H
rsg.

）, „V
erw

altungsverfahrensgesetz G
roßkom

m
entar, 2. 

A
ufl. “, 2019, 

§ 73 R
n. 276.

（
125
） B

irgit P
eters, a. a. O

. 

（F
n. 121

）, S
.57 ff.

（
126
） K

ristina S
chm

idt und R
yan K

elly, a. a. O
. 

（F
n. 14

）, S
.97 ff. und 235 ff.; A

rm
in von W

eschpfennig, „R
enaissance der 

L
egalplanung? “, A

öR
 145

（2020

）, S
.438

（440

）.

（
127
） K

oalitionsvertrag 2021–2025 zw
ischen S

P
D

, B
Ü

N
D

N
IS

 90/D
IE

 G
R

Ü
N

E
N

 und F
D

P
, M

ehr F
ortschritt w

agen – B
ündnis 

für F
reiheit, G

erechtigkeit und N
achhaltigkeit, 7, 12, 2021, S

.10 ff.

（
128
） H

ans-Joachim
 K

och und R
einhard H

andler, „B
aurecht R

aum
ordnungs- und L

andesplanungsrecht, 6., aktualisierte und 

erw
eiterte A

uflage “, 2015, S
.319 ff.

（
129
） M

arc Z
eccola und L

aura A
ugsten, a. a. O

. 

（F
n. 123

）, S
.447 ff.

（
130
） B

V
erw

G
E

 131, 316 = N
V

w
Z

 2009, S
.109

（111

）.

（
131
） F

riedrich S
choch und Jens-P

eter S
chneider 

（H
rsg.

）, „V
erw

altungsrecht V
w

V
fG

“, 2021, 

§ 73 R
n. 30; M

ichael F
ehling, 

B
erthold K

astner und R
ainer S

törm
er 

（H
rsg.

）, „V
erw

altungsrecht H
andkom

m
entar, 5. A

ufl. “, 2021, V
w

V
fG

, 

§ 73 R
n. 113.

（
132
） Jan Z

iekow
, „N

eue F
orm

en der B
ürgerbeteiligung? P

lanung und Z
ulassung von P

rojekten in der parlam
entarischen 

D
em

okratie “, 2012, S
.16 f.; K

laus O
berm

ayer und M
ichael F

unke-K
aiser 

（H
rsg.

）, „V
w

V
fG

 K
om

m
entar zum

 

V
erw

altungsverfahrensgesetz, 6. A
ufl. “, 2021, 

§ 73 R
n. 138 ff.

（
133
） M

artin D
ippel, P

raxisfragen der Ö
ffentlichkeitsbeteiligung im

 G
enehm

igungsverfahren nach dem
 B

undes-

Im
m

issionsschutzgesetz, N
V

w
Z

 2010, S
.145 f.; T

hom
as G

roß, a. a. O
. 

（F
n. 112

）, S
.80.

（
134
） B

irgit P
eters, D

ie B
ürgerbeteiligung nach dem

 E
nergiew

irtschafts- und N
etzausbaubeschleunigungsgesetz – 

P
aradigm

enw
echsel für die Ö

ffentlichkeitsbeteiligung im
 V

erw
altungsverfahren?, D

V
B

l 2015, S
.808 ff.; M

arc Z
eccola, D

ie 

A
kzeptanz im

 V
erw

altungsverfahren – E
in B

eitrag zur A
ufw

ertung der A
kzeptanz als R

echtm
äßigkeitsvoraussetzung, D

Ö
V

 

）
三
四
四
（



計
画
手
続
の
迅
速
化
と
市
民
参
加
の
機
能
に
関
す
る
考
察
（
長
谷
川
）

一
三
一

2019, S
.100 ff.; Ivo A

ppel, S
taat und B

ürger in U
m

w
eltverw

altungsverfahren, N
V

w
Z

 2012, S
.1361

（1362

）.
（
135
） M

arc Z
eccola und L

aura A
ugsten, D

er verw
altungsrechtliche E

rörterungsterm
in – vom

 H
erzstück zum

 H
indernis 

zeitgem
äßer Ö

ffentlichkeitsbeteiligung?, D
Ö

V
 2022, S

. 442

（448

）.

（
136
） M

arc Z
eccola, a. a. O

. 

（F
n. 134

）, S
.100 ff.; F

riedrich S
choch und Jens-P

eter S
chneider 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n. 131

）, 

E
inleitung, R

n. 150 ff.; B
irgit P

eters, a. a. O
. 

（F
n. 134

）, S
.808 ff.

（
137
） M

arc Z
eccola und L

aura A
ugsten, a. a. O

. 

（F
n. 135

）, S
.449.

（
138
） K

ristina S
chm

idt und R
yan K

elly, a. a. O
. 

（F
n. 14

）, S
. 237.

（
139
） U

lrich A
rndt, F

rühe Ö
ffentlichkeitsbeteiligung durch den B

undestag?, Z
R

P
 2018, S

.177 

（178

）.

（
140
） M

arc Z
eccola und L

aura A
ugsten, a. a. O

. 

（F
n. 135

）, S
.450.

（
141
） M

arc Z
eccola und L

aura A
ugsten, a. a. O

. 

（F
n. 135

）, S
.450.

（
142
） A

ndré L
ippert, D

ie B
edeutung der Ö

ffentlichkeitsbeteiligung bei großen Infrastrukturvorhaben, Z
U

R
 2013, S

.203 

（206

）.

（
143
） C

ristina F
raenkel-H

aeberle, a. a. O
. 

（F
n. 121

）, S
.551; Jan Z

iekow
, „N

eue F
orm

en der B
ürgerbeteiligung? P

lanung und 

Z
ulassung von P

rojekten in der parlam
entarischen D

em
okratie “, 2012, S

.18.

（
144
） G

ünter G
aentzsch, D

er E
rörterungsterm

in im
 P

lanfeststellungsverfahren – Instrum
ent zur S

achverhaltsaufklärung oder 

E
inladung zur V

erfahrensverzögerung?, in: K
laus-P

eter D
olde u.a. 

（H
rsg.

）, F
S

 für D
ieter S

ellner zum
 75. G

eburtstag, 2010, 

S
.219

（221

）; R
ainer B

auer und D
irk H

eckm
ann 

（H
rsg.

）, „V
erw

altungsverfahrensgesetz und E
-G

overnm
ent, 2. A

ufl. “, 2014, 

§ 

73 R
n. 52.

（
145
） M
arc Z

eccola und L
aura A

ugsten, a. a. O
. 

（F
n. 135

）, S
.451.

（
146
） E

lke G
urlitt, N

eue F
orm

en der B
ürgerbeteiligung? – P

lanung und Z
ulassung von P

rojekten in der parlam
entarischen 

D
em

okratie, JZ
 2012, S

.833

（834

）; Johann B
ader und M

ichael R
onellenfitsch 

（H
rsg.

）, B
eckO

K
 V

w
V

fG
, S

tand: 54. E
d., 

§ 73 

R
n. 1; O

laf R
eidt, M

aßnahm
engesetze für Infrastrukturvorhaben – E

in M
odell für die Z

ukunft?, E
urU

P
 2020, S

.86 ff.; Jan 

）
三
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
三
二

Z
iekow

, a. a. O
. 

（F
n. 24

）, S
.677 ff.

（
147
） M

arc Z
eccola und L

aura A
ugsten, a. a. O

. 

（F
n. 135

）, S
.451.

（
148
） Ivo A

ppel, a. a. O
. 

（F
n. 134

）, S
.1362; M

ichael F
ehling, B

erthold K
astner und R

ainer S
törm

er 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n. 131

）, 

V
w

V
fG

, 
§ 73 R

n. 113 f.

（
149
） Ivo A

ppel, a. a. O
. 

（F
n. 134

）, S
.1362.

（
150
） Johann B

ader und M
ichael R

onellenfitsch 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n. 146

）, 

§ 73 R
n. 1.

（
151
） Jan Z

iekow
, F

rühe Ö
ffentlichkeitsbeteiligung – D

er B
eginn einer neuen V

erw
altungskultur, N

V
w

Z
 2013, S

.755

（758

）.

（
152
） M

arc Z
eccola und L

aura A
ugsten, a. a. O

. 

（F
n. 135

）, S
.452.

（
153
） G

ünter G
aentzsch, a. a. O

. 

（F
n. 144

）, S
.220 ff.; K

laus O
berm

ayer und M
ichael F

unke-K
aiser 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n. 132

）, 

2021, 

§ 73 R
n. 130; R

ainer B
auer und D

irk H
eckm

ann 

（H
rsg.

）, a. a. O
. 

（F
n. 144

）, 

§ 73 R
n. 52.

（
154
） Jan Z

iekow
, a. a. O

. 

（F
n. 132

）, S
.17 ; F

erdinand K
opp und U

lrich R
am

sauer 

（H
rsg.

）, „V
erw

altungsverfahrensgesetz 

V
w

V
fG

, 22. A
ufl. “, 2021, 

§ 73 R
n.114.

（
155
） M

arc Z
eccola und L

aura A
ugsten, a. a. O

. 
（F

n. 135

）, S
.452 f.

（
156
） B

eschlussem
pfehlung und B

ericht des A
usschusses für Inneres und H

eim
at, B

T
-D

rs. 19/19214, S
.6.; P

atrick T
hom

as und 

Johannes M
. Jäger, a. a. O

. 

（F
n. 84

）, S
.623.

（
157
） D

ecidim

の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。https://decidim

.org/ja/

（
令
和
四
年
八
月
一
〇
日
閲
覧
）

（
158
） 

詳
細
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
３
）及
び
そ
の
参
考
文
献
・
脚
注
で
示
さ
れ
た
分
析
も
参
照
。

）
四
四
四
（



協
働
型
地
域
社
会
に
お
け
る
政
策
過
程
と
評
価
（
福
島
）

一
三
三

協
働
型
地
域
社
会
に
お
け
る
政
策
過
程
と
評
価

福

　
　島

　
　康

　
　仁

１
．
は
じ
め
に

地
方
分
権
社
会
の
進
展
に
と
も
に
「
新
し
い
公
共
空
間
」
が
地
域
社
会
に
お
い
て
創
造
さ
れ
、
地
方
公
共
団
体
は
、
公
共
の
問
題
解
決

を
一
手
に
引
き
受
け
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
公
共
性
を
独
占
す
る
主
体
で
も
な
く
、
公
共
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
構
成
す
るone of them

で
あ
り
、
い
わ
ば
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
形
成
す
る
一
主
体
に
す
ぎ
な
い
（
１
）

。
協
働
型
地
域
社
会
（
以
下
、
協
働
型
社

会
）
に
お
い
て
の
政
策
過
程
は
、
政
策
立
案
か
ら
政
策
評
価
ま
で
の
一
連
の
流
れ
が
重
要
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
初
期
段
階
の
協
働
型

社
会
で
は
政
策
実
施
の
み
協
働
的
要
素
が
織
り
込
ま
れ
（
２
）

、
政
策
立
案
段
階
お
よ
び
行
政
評
価
段
階
の
協
働
の
概
念
に
つ
い
て
は
軽
視
（
消

極
的
な
対
応
）
あ
る
い
は
意
図
的
に
導
入
を
見
送
っ
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
政
策
立
案
段
階
に
お
け
る
協
働
に
は
準

備
段
階
で
は
そ
れ
相
応
の
時
間
コ
ス
ト
を
要
し
、
効
率
的
な
政
策
立
案
の
見
地
か
ら
こ
れ
を
回
避
し
た
い
と
の
意
向
が
働
き
、
評
価
に
つ

論
　
説

）
一
〇
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
三
四

い
て
は
行
政
自
ら
が
政
策
実
施
状
況
を
外
部
に
公
表
す
れ
ば
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
果
た
せ
る
と
の
認
識
か
ら
敢
え
て
こ
れ
に
着
手
し

な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
政
策
立
案
は
行
政
が
独
占
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
、
行
政
評
価
は
予
算
偏
重
型
の
計
画
策
定
型
行
政
運
営
に
お
い
て
は
軽

視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
初
期
の
協
働
型
社
会
の
形
成
は
、
民
へ
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
経
験
知
を
も
と
に
政
策
実
施
の

み
先
行
し
て
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
日
、
協
働
型
社
会
の
形
成
に
お
い
て
行
政
に
不
足
す
る
と
考
え
ら
れ
る
住
民
的
視
点
か
ら
の
政
策
立
案
（
３
）

お
よ
び
行
政
評
価
に

お
け
る
住
民
参
加
は
著
し
く
進
み
、
地
方
公
共
団
体
は
地
域
社
会
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
主
体
へ
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
本
稿
で
は
、

と
く
に
行
政
評
価
制
度
に
焦
点
を
あ
て
考
察
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
行
政
評
価
制
度
は
、
都
道
府
県
及
び
施
行
時
特
例
市
以
上
の
市
で
は
ほ
ぼ
全
団
体
、
ま
た
そ
の
他
の
市
区
で
も
八
割
以
上

の
団
体
で
導
入
さ
れ
て
い
る
（
４
）

。
行
政
評
価
制
度
は
、
い
ま
や
情
報
公
開
制
度
と
並
ん
で
い
ま
や
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
標
準
装
備
す
べ

き
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

行
政
評
価
の
導
入
が
進
ん
だ
経
緯
は
、
行
政
活
動
の
非
効
率
な
側
面
に
非
難
が
集
中
し
た
一
九
八
〇
年
代
に
は
、「
政
府
の
失
敗
」
が

指
摘
さ
れ
、
行
政
の
守
備
範
囲
の
再
検
討
や
、
官
民
の
あ
る
べ
き
境
界
線
と
は
な
に
か
な
ど
議
論
が
俎
上
に
の
ぼ
り
、
結
果
と
し
て
小
さ

な
政
府
へ
と
向
か
っ
た
た
め
で
あ
る
（
５
）

。
ま
た
、
景
気
低
迷
の
長
期
化
に
よ
っ
て
税
収
減
を
も
た
ら
し
、
効
率
的
な
行
財
政
運
営
、
有
効
か

つ
効
率
的
な
施
策
の
実
施
に
対
す
る
要
請
が
高
ま
り
（
６
）

、
行
政
評
価
が
導
入
さ
れ
た
（
７
）

。

こ
こ
で
の
考
え
方
は
、
基
本
的
な
評
価
基
準
と
し
て
従
来
の
行
政
に
お
い
て
は
十
分
な
検
証
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
経
済
性

（econom
y

）」「
効
率
（effi

ciency

）」「
効
果
（effectiveness

）」
の
視
点
か
ら
、
行
政
評
価
を
通
じ
て
企
画
立
案
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し

）
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行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
の
機
能
的
運
用
を
目
指
し
て
い
る
（
８
）

。
し
か
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
導
入
に
は
「
住
民
が
消
極
的
参
加
と
み
な
さ
れ
る

こ
と
」「
専
門
職
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
公
的
な
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
調
和
す
る
か
」
な
ど
欠
点
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
（
９
）

、
課

題
に
関
す
る
指
摘
が
十
分
議
論
さ
れ
な
い
ま
ま
、
行
政
改
革
の
指
導
原
理
と
し
て
広
く
普
及
に
至
っ
た
。
Ｎ
Ｐ
Ｍ
時
代
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ

リ
テ
ィ
と
は
政
策
の
必
要
性
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
不
必
要
の
理
由
も
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
１０
）

。

こ
の
課
題
に
対
し
従
来
の
行
政
評
価
制
度
の
補
完
的
な
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
、
外
部
評
価
制
度
の
導
入
が
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
政

策
形
成
過
程
へ
の
住
民
参
加
の
潮
流
の
な
か
で
、
行
政
の
透
明
性
、
政
策
の
実
施
に
よ
る
成
果
の
確
認
、
新
た
な
住
民
ニ
ー
ズ
の
把
握
を

目
的
と
し
て
住
民
参
加
型
の
外
部
評
価
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
（
１１
）

。
も
っ
と
も
、
行
政
評
価
へ
の
住
民
の
関
与
、
す
な
わ

ち
外
部
評
価
に
関
す
る
研
究
は
少
な
い
（
１２
）

。
か
か
る
状
況
は
、
ま
ず
、
外
部
評
価
制
度
に
つ
い
て
は
理
論
研
究
よ
り
も
実
務
の
視
点
か
ら

様
々
な
報
告
が
な
さ
れ
た
（
１３
）

。

外
部
評
価
制
度
の
制
度
的
位
置
づ
け
は
行
政
自
身
に
よ
る
内
部
評
価
制
度
の
補
完
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
二
次
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
必
要
性
と
形
態
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
な
さ
れ
ず
に
、
機
能
面
や
機
能
す
る
た
め
の
環
境
要
件
な
ど
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
り
わ
け
、
協
働
型
政
策
形
成
は
住
民
自
治
の
体
現
し
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
も
の
の
そ
の
点
か
ら
行
政
評
価
に
つ
い
て
の
十
分

に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
協
働
型
政
策
形
成
は
、
政
策
立
案
過
程
に
お
け
る
住
民
参
加
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
、
政
策
実
施
過
程
に
お
い
て
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
は
じ
め
て
と
す
る
諸
団
体
と
の
連
携
が
先
行
し
て
進
ん
だ
。
加
え
て
地
方
公
共
団
体
の
政
策

過
程
に
お
け
る
評
価
段
階
の
住
民
と
の
協
働
化
が
進
み
、
当
該
シ
ス
テ
ム
構
築
が
標
準
化
し
つ
つ
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
地
方
公
共
団
体
の
外
部
評
価
制
度
よ
る
協
働
型
政
策
形
成
の
た
め
の
機
能
的
側
面
に
つ
い
て
検
討
し
、
協
働
型
評

）
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価
の
構
築
の
た
め
に
留
意
す
べ
き
こ
と
や
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

２
．
外
部
評
価
の
意
義

⑴
　
外
部
評
価
の
役
割

外
部
評
価
あ
る
い
は
第
三
者
評
価
と
は
、
評
価
者
を
「
事
業
担
当
者
以
外
を
外
部
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
外
部
評
価
と
一
概
に

い
っ
て
も
、
内
部
評
価
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
、
純
粋
に
行
政
の
外
部
組
織
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
第
三
者
の
評
価
が
あ
る
。

い
わ
ば
狭
義
の
内
部
評
価
の
延
長
線
上
に
あ
る
外
部
評
価
と
は
、
地
方
公
共
団
体
の
首
長
を
は
じ
め
と
す
る
経
営
者
層
や
行
財
政
担
当

者
、
行
政
改
革
担
当
者
な
ど
総
合
計
画
・
財
政
・
行
政
改
革
・
組
織
管
理
を
所
管
す
る
行
政
内
部
者
で
構
成
す
る
行
政
評
価
を
推
進
す
る

組
織
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
外
部
評
価
は
、
他
面
的
な
視
点
か
ら
所
管
課
の
事
業
、
施
策
お
よ
び
そ
れ
に
か
か
る
所
管
課
に
よ

る
自
己
評
価
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
も
の
で
、
行
政
内
に
蓄
積
さ
れ
る
専
門
的
見
地
か
ら
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
運
営
に
関
す
る
質
の
向
上

性
へ
の
貢
献
が
高
く
、
細
部
ま
で
評
価
の
視
点
が
及
ぶ
点
で
は
有
意
性
が
高
い
。
し
か
し
、
所
管
課
以
外
の
第
三
者
と
い
っ
て
も
、
所
詮

は
行
政
が
行
政
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
お
手
盛
り
感
が
残
り
、
住
民
か
ら
の
批
判
を
か
わ
す
に
は
十
分
と
は
言
え
な
い
。
す
な
わ
ち
住

民
か
ら
み
れ
ば
行
政
自
ら
に
よ
る
評
価
で
あ
り
主
観
性
へ
の
疑
い
を
排
除
で
き
る
か
否
か
は
、
行
政
と
住
民
の
ゆ
ら
ぎ
な
い
信
頼
関
係
の

構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
難
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

な
ぜ
不
信
が
生
ま
れ
る
か
は
、
行
政
と
住
民
の
間
の
構
造
的
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
住
民
は
行
政
を

批
判
し
な
が
ら
も
、
地
方
公
共
団
体
の
役
割
に
大
き
な
期
待
感
を
も
つ
と
い
う
矛
盾
し
た
行
動
様
式
を
と
る
。
住
民
の
行
政
に
対
す
る
期

）
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待
や
要
求
は
福
祉
国
家
で
あ
る
以
上
は
拡
大
傾
向
に
あ
る
と
い
う
成
果
主
義
の
陥
穽
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
政
が
有

す
る
資
源
は
限
界
が
あ
る
た
め
、
行
政
需
要
に
す
べ
て
応
え
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
行
政
不
信
は
生
じ
や

す
い
（
生
じ
て
し
ま
う
）
環
境
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
両
者
の
信
頼
関
係
の
構
築
は
行
政
改
革
で
進
め
る
べ
き
行
政

に
と
っ
て
永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
内
部
評
価
の
限
界
は
、
評
価
自
体
の
改
善
が
試
み
ら
れ
、
改
良
版
内
部
評
価
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
も
、

そ
れ
は
評
価
シ
ー
ト
が
高
度
化
し
複
雑
的
、
専
門
的
に
な
っ
て
も
、
職
員
に
は
心
理
的
に
も
作
業
負
担
の
多
い
だ
け

で
事
業
や
施
策
の
見
直
し
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
改
善
し
た
と
し
て
も
行
政
評
価
の
内
在
的

限
界
に
よ
っ
て
形
骸
化
が
起
こ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
も
そ
も
、
内
部
評
価
を
進
め
る
場
合
、
内
部
評
価
者
は
事
業
等
に
関
わ
っ
た
担
当
前
任
者
に
配
慮
が
な
さ
れ
る

こ
と
（
１４
）

で
見
直
し
に
消
極
的
な
態
度
を
と
る
。
見
直
し
を
提
案
し
実
施
し
た
こ
と
よ
る
失
敗
の
リ
ス
ク
を
考
え
た
場

合
、
事
業
の
廃
止
な
ど
改
良
を
加
え
ず
に
継
続
事
業
と
す
る
と
い
う
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
選
択
的
行
動
を
と
る
傾
向

が
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
見
直
し
さ
れ
る
事
業
は
明
確
に
見
直
し
が
可
能
な
も
の
に
限
ら
れ
、
さ
ら
に
内
部
評
価
は

反
復
さ
れ
る
と
、
見
直
し
可
能
な
事
業
は
淘
汰
さ
れ
、
職
員
レ
ベ
ル
で
は
見
直
し
が
困
難
な
事
業
の
み
が
残
る
こ
と

と
な
る
。
つ
ま
り
、
内
部
評
価
は
、
時
間
の
差
は
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
見
直
し
の
限
界
を
迎
え
る
運
命
に
あ
る
。

一
方
で
、
行
政
機
関
が
自
己
評
価
を
実
施
し
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
だ
け
で
は
、
住
民
に
と
っ
て
有
意
性
の
あ
る
、

活
用
し
う
る
情
報
を
提
供
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
住
民
の
視
点
に
立
っ
た
指
標
に
配
慮
し
た
評
価
の
必
要
が
あ

り
、
評
価
者
を
行
政
組
織
外
の
者
で
あ
る
外
部
評
価
が
趣
向
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
策
立
案
お
よ
び
政
策
実
施
し

図表 １　重層的評価システム

所管課による第１
次評価（狭義の内
部評価）

行政改革推進チー
ムによる第２次評
価（準外部評価）

外部評価委員会に
よる第３次評価

）
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た
組
織
外
の
者
が
評
価
活
動
を
行
っ
た
も
の
が
外
部
評
価
と
な
る
。
こ
の
種
の
外
部
評
価
は
、
行
政
組
織
外
の
者
に
よ
る
評
価
で
あ
る
こ

と
か
ら
客
観
性
は
高
く
な
る
。
行
政
外
評
価
者
も
学
識
経
験
者
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
の
専
門
家
に
よ
り
組
織
さ
れ
る
場
合
と
、
住
民
を

委
員
に
加
え
る
場
合
が
あ
る
。
前
者
は
、
従
来
の
審
議
会
形
式
で
あ
り
、
後
者
は
住
民
自
治
を
体
現
す
る
も
の
で
、
民
主
的
正
当
性
は
高

い
。
た
だ
し
、
後
者
は
素
人
で
あ
る
住
民
に
よ
る
評
価
と
な
る
場
合
も
多
く
、
事
務
事
業
な
ど
を
専
門
的
な
見
地
か
ら
細
部
に
わ
た
り

チ
ェ
ッ
ク
し
評
価
で
き
る
か
と
い
う
点
で
は
懐
疑
的
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
専
門
的
見
地
に
立
つ
評
価
と
は
、
行
政
に
関
す
る
知
識
に
加
え

て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
行
政
内
部
情
報
に
精
通
し
て
い
る
と
い
う
専
門
知
を
指
す
。
も
っ
と
も
専
門
知
を
重
視
し
す
ぎ
る
と
住
民
目

線
の
評
価
、
つ
ま
り
成
果
指
標
と
の
関
係
で
は
、
有
効
な
判
断
と
い
え
な
い
場
合
が
生
じ
る
。

本
稿
で
扱
う
外
部
評
価
と
は
後
者
の
評
価
で
あ
り
、
住
民
目
線
の
、
行
政
自
ら
の
二
次
評
価
と
は
異
な
る
評
価
を
扱
っ
て
い
る
。

政
策
評
価
法
や
政
策
評
価
に
関
す
る
標
準
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
１５
）

で
は
、
客
観
性
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
「
第
三
者
等
の
活
用
」
を
掲
げ

て
い
る
。
概
し
て
第
三
者
と
は
「
当
事
者
以
外
の
人
や
機
関
」
を
指
す
が
、
政
策
を
取
り
巻
く
当
事
者
は
多
様
か
つ
複
雑
で
そ
の
関
係
は

一
様
で
は
な
い
。

「
第
三
者
等
」
に
は
「
個
人
」
と
「
機
関
」
が
含
ま
れ
、
政
策
評
価
に
関
す
る
標
準
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
第
三
者
等
の
活
用
の
方

法
と
し
て
意
見
聴
取
、
研
究
会
等
の
開
催
、
外
部
研
究
機
関
等
の
活
用
、
審
議
会
等
の
活
用
を
あ
げ
て
い
る
。

意
見
聴
取
と
研
究
会
等
の
開
催
は
外
部
研
究
機
関
等
の
活
用
と
審
議
会
等
の
活
用
は
「
機
関
」
で
あ
り
、
中
央
府
省
で
は
評
価
委
員
会

を
「
外
部
機
関
」
と
位
置
づ
け
活
用
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
審
議
会
は
独
立
し
た
機
関
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
行
政
内
部
の
組
織
で
あ

り
、
活
動
資
源
、
事
務
局
な
ど
の
資
源
は
行
政
に
依
存
し
て
い
る
。
外
部
研
究
機
関
等
は
独
立
し
た
組
織
で
あ
り
主
体
性
・
自
律
性
を
担

保
し
て
い
る
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
に
あ
っ
て
も
、
外
部
評
価
の
要
件
と
し
て
は
、
行
政
組
織
外
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
住
民
自
治
の

視
点
か
ら
は
行
政
組
織
自
ら
が
評
価
し
た
内
部
評
価
と
は
別
の
視
点
か
ら
の
評
価
が
求
め
ら
れ
る
。

住
民
自
治
に
基
づ
く
外
部
評
価
と
は
、
住
民
あ
る
い
は
地
域
社
会
に
と
っ
て
の
成
果
志
向
の
視
点
で
再
評
価
さ
れ
る
こ
と
、
行
政
に
よ

る
内
部
評
価
に
客
観
性
を
も
た
せ
る
こ
と
、
住
民
へ
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
担
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。

住
民
に
と
っ
て
の
成
果
と
は
、
住
民
生
活
へ
の
プ
ラ
ス
の
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
を
住
民
が
実
感
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
ア

ン
ケ
ー
ト
な
ど
に
よ
る
満
足
度
向
上
や
幸
福
度
の
向
上
と
い
っ
た
住
民
の
心
理
的
変
化
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
逆
説
的
な
表
現
を
す
れ
ば
、

行
政
活
動
の
実
態
は
小
さ
な
変
化
で
あ
っ
て
も
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
受
け
手
で
あ
る
住
民
に
と
っ
て
積
極
的
な
成
果
が
認
め
ら
れ
れ
ば
高
評

価
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
活
動
指
標
で
は
な
く
成
果
指
標
に
よ
り
、
政
策
実
施
の
改
革
に
つ
い
て
効
果
的
手
法
が
意

識
さ
れ
る
こ
と
を
促
進
す
る
。
行
政
ニ
ー
ズ
の
充
足
が
基
準
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
地
域
ニ
ー
ズ
が
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
政

ニ
ー
ズ
と
地
域
ニ
ー
ズ
は
一
致
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
、
外
部
評
価
に
よ
っ
て
行
政
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
住
民
ニ
ー
ズ
と

の
乖
離
を
埋
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
行
政
に
よ
る
施
策
等
の
展
開
の
無
駄
が
放
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ぎ
に
、
客

観
性
の
担
保
で
あ
る
が
、
行
政
に
よ
る
専
横
的
な
評
価
へ
の
統
制
と
な
り
、
デ
ー
タ
の
信
憑
性
が
担
保
さ
れ
る
。
第
三
に
、
住
民
へ
の
ア

カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
高
ま
る
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
指
標
に
よ
る
評
価
を
も
っ
て
住
民
へ
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
満
た
さ
れ
る
か
が

問
わ
れ
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
は
住
民
に
と
っ
て
容
易
に
理
解
さ
れ
や
す
い
デ
ー
タ
あ
る
い
は
指
標
の
構
成
へ
の
努
力
が
み
ら
れ
る
。

⑵
　
外
部
評
価
と
行
政
統
制

外
部
評
価
は
行
政
統
制
の
類
型
で
は
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
ろ
う
か
。
地
方
公
共
団
体
の
統
制
の
中
で
は
図
表
２
に
み
ら
れ
る
よ

）
一
〇
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
四
〇

う
な
、
制
度
的
内
部
統
制
と
な
ろ
う
。

外
部
評
価
は
純
粋
な
住
民
統
制
と
は
い
え
ず
、
あ
く
ま
で
も
制
度
に
よ
る
行
政
統
制
の
手
段
と
い
え
る
。

ま
た
、
議
会
な
ど
と
は
異
な
り
、
行
政
の
内
部
統
制
で
審
議
会
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
外
部
評
価
員
会
は
、
内
部
評

価
と
同
じ
位
置
づ
け
に
な
る
が
、
第
一
次
評
価
と
異
な
り
、
行
政
内
部
で
あ
り
な
が
ら
、
外
在
的
な
意
味
付
け
を
有
す
る
委
員
会
と
な
る
。

こ
こ
で
い
う
外
部
評
価
は
二
次
的
評
価
で
あ
る
庁
内
の
広
義
の
内
部
評
価
と
は
異
な
る
。
庁
内
の
二
次
評
価
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
当
該

地
方
公
共
団
体
の
、
知
事
、
副
知
事
、
市
区
町
村
長
、
副
市
区
村
長
、
財
務
責
任
者
な
ど
経
営
層
で
組
織
さ
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
行
政

組
織
外
の
構
成
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
、
客
観
的
な
意
見
、
答
申
を
行
う
機
関
を
い
う
（
１６
）

。

と
こ
ろ
で
、
外
部
評
価
を
視
野
を
広
げ
て
考
察
し
た
場
合
、
外
部
評
価
の
類
型
と
し
て
、
第
一
に
、
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
対
す
る

中
央
省
庁
に
よ
る
評
価
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
央
省
庁
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
を
維
持
す
る
た
め
の
公
正
、
公
平
等
の
視
点
か
ら
、
評

価
を
実
施
し
て
統
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
地
方
分
権
が
進
展
に
よ
り
そ
の
数
は
減
少
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

第
二
に
、
住
民
に
よ
る
評
価
で
あ
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
な
ど
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
ラ
ン
ク
付
け
や
、
施
設
、
情
報
公
開
な
ど
の
進
捗
度

を
公
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
住
民
団
体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
指
標
を
設
置
し
て
自
ら
居
住
あ
る
い
は
活
動
す
る
地
方
公
共
団
体
を
評
価
す
る
事
例

が
あ
る
。
住
民
団
体
の
評
価
は
行
政
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
進
め
る
う
え
で
一
定
の
成
果
を
達
成
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
今
日
、
市
場
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
状
況
に
対
す
る
評
価
も
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
地
方
分
権
化
が
進
む
中
で
、
地

方
公
共
団
体
が
基
礎
的
な
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
基
盤
を
整
え
る
た
め
に
は
、
地
方
債
の
発
行
が
不
可
欠
で
あ
り
、
長
期
か
つ
低
利

率
の
資
金
を
提
供
し
得
る
財
政
融
資
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
必
要
が
あ
る
。
政
府
見
解
で
は
、
地
方
債
制
度
は
、
地
方
財
政
計
画
の
策

定
及
び
地
方
交
付
税
の
算
定
を
通
じ
て
、
元
利
償
還
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
所
要
の
財
源
を
確
保
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
質
公
債
費
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比
率
等
の
財
政
指
標
が
一
定
基
準
を
超
え
る
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
、
段
階
的
に
早
期
是
正
措
置
と
し
て
の
起
債
許
可
制
度
、
財
政
の

早
期
健
全
化
制
度
、
財
政
再
生
制
度
が
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
の
悪
化
が
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
り

確
実
に
元
利
償
還
が
保
証
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
当
然
な
が
ら
市
場
の
反
応
は
社
会
か
ら
の
評
価
の
高
低
が
よ
り
市
場
か
ら
の
調
達
に

影
響
す
る
（
１７
）

。
一
例
と
し
て
、
日
本
格
付
投
資
情
報
セ
ン
タ
ー
の
地
方
債
の
格
付
（
１８
）

け
な
ど
が
あ
る
。

第
三
に
、
行
政
内
部
に
設
置
さ
れ
る
評
価
で
あ
る
。「
外
部
」
評
価
と
い
え
ど
も
形
式
上
は

・

・

・

・

行
政
内
部
の
評
価
で
あ
り
、
制
度
的
に
み

て
も
議
会
に
よ
る
委
員
の
任
命
同
意
を
得
た
機
関
で
も
な
く
、
行
政
か
ら
の
独
立
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
該
委
員
会

の
設
置
根
拠
は
、
議
会
に
よ
り
議
決
さ
れ
た
条
例
に
よ
る
設
置
の
場
合
と
、
行
政
が
制
定
す
る
要
綱
に
よ
る
設
置
の
場
合
が
あ
る
。
行
政

か
ら
の
独
立
性
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
前
者
の
方
が
よ
り
高
く
、
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
る
答
申
に
も
重
み
が
あ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

第
四
に
、
外
部
評
価
と
類
似
の
統
制
と
し
て
行
政
監
査
が
あ
る
。
行
政
監
査
は
、
地
方
自
治
法
第
一
九
九
条
第
二
項
に
基
づ
き
実
施
さ

れ
る
も
の
で
、
外
部
監
査
委
員
の
視
点
か
ら
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
対
象
は
事
務
事
業
、
又
は
事
務
事
業
を
構
成
す
る
個
々
の

執
行
行
為
で
あ
る
。
主
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
適
法
性
の
観
点
か
ら
審
査
し
、
監
査
委
員
は
財
務
監
査
等
を
通
し
て
行
政
情
報
に
精
通
し
て

お
り
、
中
立
か
つ
緻
密
な
審
査
が
期
待
で
き
る
。
外
部
監
査
人
は
住
民
の
一
人
あ
る
い
は
代
表
と
し
て
で
は
な
く
、
住
民
及
び
行
政
と
の

距
離
、
第
三
者
の
立
場
に
お
い
て
最
も
中
立
な
行
政
評
価
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。

第
五
に
、
同
様
に
類
似
の
制
度
と
し
て
事
業
仕
分
け
が
あ
る
。
仕
分
け
人
と
い
う
外
部
の
視
点
の
導
入
と
審
査
経
過
の
公
開
に
よ
り
、

行
政
自
身
が
行
う
事
務
事
業
評
価
と
比
較
し
て
、
よ
り
中
立
な
視
点
が
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
事
務
事
業
と
い
う
一
般
に

は
馴
染
み
の
薄
い
単
位
に
対
す
る
審
査
を
分
か
り
や
す
く
住
民
に
伝
え
る
と
い
う
効
果
も
あ
る
。
た
だ
し
、
事
業
仕
分
け
は
政
治
的
な
劇

場
型
運
営
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
住
民
の
目
を
意
識
し
パ
ァ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
実
施
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
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一
四
二

３
．
外
部
評
価
委
員
会
の
現
状

⑴
　
行
政
評
価
の
現
状
と
外
部
評
価

全
国
の
地
方
公
共
団
体
で
の
行
政
評
価
の
現
状
に
つ
い
て
ま
ず
眺

め
た
い
。
総
務
省
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
評
価
の
取

組
状
況
等
に
関
す
る
調
査
（
１９
）

を
参
考
に
状
況
を
把
握
す
る
と
次
の
よ
う

に
要
約
で
き
る
。

ま
ず
、
行
政
評
価
制
度
の
全
体
像
で
あ
る
が
、
都
道
府
県
及
び
施

行
時
特
例
市
以
上
の
市
で
は
ほ
ぼ
全
団
体
、
ま
た
そ
の
他
市
や
特
別

区
で
も
八
割
以
上
の
団
体
で
導
入
さ
れ
普
及
し
漸
次
導
入
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
町
村
部
で
は
、
導
入
団
体
は
増
加
し
て
い
る

が
、
町
村
部
全
体
の
約
四
割
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
行
政
評
価
を
導

入
し
な
い
理
由
と
し
て
及
び
団
体
規
模
が
小
さ
い
場
合
、
評
価
体
制

が
整
わ
な
い
こ
と
や
評
価
手
法
、
基
準
が
未
確
立
で
あ
る
の
で
職
員

や
組
織
へ
の
負
担
感
が
高
い
た
め
に
、
導
入
に
際
し
て
検
討
時
間
を

要
す
る
と
の
こ
と
で
消
極
的
な
対
応
と
な
っ
て
い
る
（
２０
）

。

行
政
評
価
を
導
入
し
て
い
る
団
体
の
う
ち
、
約
五
割
が
内
部
評
価

図表 ２　外部評価と行政統制

議会
公的オンブズマン
中央省庁からの評価

行政監査
事業仕分け

陳情・苦情
市民による評価
市民オンブズマン

自己規律
同僚による評価

行政評価制度
地方公共団体の外部評価

内
外
在

外
在
的

制 度 的

非制度的
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に
加
え
て
外
部
評
価
を
実
施
し
て
い
る
。
現
在
、
内
部
評
価
を
先
行
し
て
実
施
し
て
い
る
団
体
に
お
い
て
も
、
内
部
評
価
に
加
え
て
外
部

評
価
も
実
施
す
る
団
体
は
、
増
加
傾
向
に
あ
る
。

内
部
評
価
の
実
施
体
制
と
し
て
は
、
約
五
割
の
団
体
に
お
い
て
、
事
業
担
当
課
に
加
え
て
、
行
革
担
当
課
等
に
よ
る
評
価
が
行
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
約
六
割
の
団
体
に
お
い
て
、
議
会
の
関
与
が
み
ら
れ
、
議
会
へ
の
報
告
・
説
明
を
行
う
団
体
が
増
加
し
て
い
る
。
約
四
割

の
団
体
に
お
い
て
、
住
民
等
か
ら
意
見
を
取
り
入
れ
る
仕
組
み
が
設
け
ら
れ
、
市
区
町
村
で
は
増
加
し
て
い
る
。

こ
の
調
査
結
果
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
内
部
評
価
の
み
の
行
政
評
価
か
ら
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
外
部
評
価
な
い
し
は
行
政
組
織
外
か

ら
の
関
与
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
、
行
政
評
価
を
導
入
し
て
い
る
団
体
の
う
ち
、
約
八
割
が
評
価
結
果
を
予
算
要
求
に
反
映
、
参
考
に
す
る
と
し
、
約
九
割
が
評
価

結
果
を
予
算
査
定
に
反
映
又
は
参
考
と
し
て
い
る
。
外
部
評
価
を
予
算
要
求
、
予
算
査
定
に
反
映
し
て
い
る
団
体
は
約
九
割
と
な
っ
て
お

り
、
予
算
策
定
過
程
で
根
拠
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
外
部
評
価
は
明
ら
か
に
政
策
過
程
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル

の
一
部
を
担
い
、
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
外
部
評
価
を
実
施
し
て
い
る
団
体
は
、
内
部
評
価
の
み
を
実
施
し
て
い
る
団
体
に
比
べ
て
、
評
価
結
果
を
反
映
し
て
い
る
割

合
が
高
い
と
い
う
結
果
か
ら
外
部
評
価
制
度
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
。
外
部
の
視
点
の
導
入
に
よ
る
評
価
を
導
入
し
た
ね
ら
い
で
あ
る

が
、
評
価
の
客
観
性
・
公
平
性
の
確
保
が
九
割
、
専
門
的
知
見
の
活
用
が
六
割
、
内
部
評
価
が
十
分
で
あ
る
か
の
検
証
六
割
弱
、
住
民

ニ
ー
ズ
の
把
握
が
六
割
、
職
員
の
意
識
改
革
が
六
割
弱
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
外
部
評
価
へ
の
期
待
値
は
一
次
評
価
へ
の
客
観
性
へ
の
担
保
、
公
平
性
に
重
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

行
政
評
価
の
役
割
と
し
て
、
第
一
に
行
政
活
動
に
対
す
る
法
的
、
制
度
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
行
政
統
制
、
第
二
に
行
政
経
営
上
の
戦

）
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略
に
役
立
て
る
管
理
統
制
な
い
し
は
経
営
統
制
（
２１
）

の
役
割
と
し
た
場
合
、
前
者
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
新
し
い
公
共
空
間

で
は
よ
り
市
場
化
を
進
め
る
、
い
わ
ゆ
る
ガ
バ
メ
ン
ト
か
ら
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
の
移
行
が
選
択
さ
れ
る
な
か
で
、
会
計
制
度
も
含
め
て
行
政

を
統
制
管
理
す
る
仕
組
み
も
適
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

⑵
　
外
部
評
価
委
員
会
の
構
成

外
部
評
価
委
員
会
は
、
行
政
組
織
外
の
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
方
法
に
は
、
概
ね
二
つ
の
構
成
が
あ
る
。
第
一
が
従
来
型
の
審
議

会
構
成
で
あ
り
、
学
識
経
験
者
を
中
心
と
し
た
構
成
で
あ
る
。
第
二
に
、
学
識
経
験
者
に
限
定
せ
ず
に
、
そ
れ
以
外
の
地
域
ア
ク
タ
ー
を

委
員
会
構
成
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
特
に
考
察
の
前
提
と
し
て
い
る
の
は
第
二
の
構
成
の
場
合
で
あ
る
。
以
下
こ
の
見
地
か
ら
考

察
を
進
め
た
い
。

外
部
評
価
委
員
会
は
、
評
価
制
度
の
客
観
性
の
向
上
の
た
め
に
構
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
属
性
は
お
よ
そ
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
（
２２
）

。
大
学
教
員
を
中
心
と
し
た
外
部
の
学
識
経
験
者
、
行
政
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
有
識
者
、
住
民
な
い
し

は
地
縁
団
体
な
ど
住
民
団
体
の
代
表
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
者
の
割
合
は
地
方
公
共
団
体
の
方
針
に
よ
っ
て
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
当
該

団
体
（
と
く
に
首
長
）
が
「
住
民
主
体
」
や
「
住
民
と
行
政
と
の
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
全
面
的
に
標
榜
し
て
い
る
場
合
、
委
員
会
の

委
員
数
に
占
め
る
住
民
の
割
合
が
高
く
な
り
、
学
識
経
験
者
や
有
識
者
と
い
っ
た
専
門
家
の
割
合
は
低
く
な
る
。
住
民
委
員
の
選
考
に
お

い
て
も
、
公
募
制
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
公
募
制
に
よ
り
住
民
参
加
意
識
は
高
ま
る
と
の
認
識
は
あ
る
が
、
概
し
て
専
門
知
が
低
い

こ
と
か
ら
、
一
次
評
価
を
評
価
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
質
を
高
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
住
民
目
線
と
質
の
向
上
は
比
例
関
係
に
あ
る

と
は
言
い
難
い
面
も
あ
る
。
ま
し
て
や
、
委
員
会
の
委
員
長
を
住
民
か
ら
選
任
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
場
合
委
員
会
の
運
営
に
支
障
が

）
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出
る
場
合
も
あ
る
。
住
民
目
線
の
委
員
会
と
い
う
虚
像
が
、
行
政
に
対
抗
す
る
構
図
の
み
が
先
行
し
て
行
政
側
の
主
張
や
考
え
に
異
を
唱

え
る
だ
け
の
存
在
と
な
る
例
も
あ
る
。

学
識
経
験
者
お
よ
び
専
門
的
有
識
者
と
は
、
政
策
評
価
な
ど
の
講
義
を
担
当
す
る
大
学
教
員
や
評
価
に
関
わ
る
社
会
科
学
者
、
政
策
科

学
系
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
の
実
務
家
を
い
う
。
専
門
家
の
人
的
資
源
は
限
定
さ
れ
る
た
め
、
評
価
の
専
門
家
で
な

い
研
究
者
が
そ
の
職
に
就
く
こ
と
多
い
。
と
り
わ
け
、
地
方
部
に
お
い
て
は
、
研
究
者
は
少
な
く
、
さ
ら
に
男
女
共
同
参
画
条
例
に
よ
り

審
議
会
の
男
女
比
に
配
慮
す
る
（
２３
）

と
専
門
家
の
確
保
は
さ
ら
に
困
難
と
な
り
、
形
式
的
に
男
女
比
の
み
に
配
慮
し
た
委
員
会
と
な
る
。

次
に
、
有
識
者
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
公
認
会
計
士
、
税
理
士
な
ど
職
業
会
計
人
で
会
計
知
識
が
あ
る
も
の
、
教
育
委
員
会
な
ど
の

教
育
施
策
評
価
を
評
価
対
象
に
含
む
場
合
は
学
校
関
係
の
退
職
者
な
ど
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
税
理
士
な
ど
は
税
理
士
な
ど
が
所
属
す
る

当
該
地
域
の
税
理
士
会
の
支
部
か
ら
推
薦
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
推
薦
さ
れ
た
税
理
士
は
税
務
会
計
の
専
門
家
で
あ
り
必
ず
し
も
行
政

評
価
の
知
識
を
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
会
計
税
務
や
経
営
の
専
門
家
で
あ
っ
て
も
私
企
業
と
の
違
い
や
組
織
を
理
解
し
行
政
実
務
に
精

通
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

住
民
な
い
し
住
民
代
表
は
、
公
募
あ
る
は
普
段
よ
り
行
政
と
関
わ
り
を
持
つ
住
民
が
選
ば
れ
る
。
住
民
代
表
に
つ
い
て
は
、
団
体
推
薦

と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
住
民
に
つ
い
て
は
委
員
を
公
募
に
よ
る
も
の
は
、
住
民
自
治
を
体
現
す
る
住
民
で
あ
り
積
極
性
が
あ
る
が
、

そ
の
数
は
少
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
公
募
に
応
じ
る
特
定
の
声
の
大
き
な
人
の
意
見
ば
か
り
が
行
政
に
届
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
結
果
と
し
て
住
民
が
望
ま
な
い
政
策
や
事
業
が
推
進
さ
れ
る
と
の
懸
念
か
ら
、
民
意
を
的
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
認
識

か
ら
、
地
方
公
共
団
体
は
、
無
作
為
抽
出
に
よ
る
住
民
の
審
議
委
員
を
選
ん
で
い
る
。
無
作
為
抽
出
に
よ
り
選
出
方
法
は
、
試
行
段
階
に

あ
り
、
サ
イ
レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
に
対
し
て
無
作
為
抽
出
に
よ
り
有
効
で
あ
る
（
２４
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
無
作
為
抽
出
に
よ
り
選
出
さ
れ

）
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た
委
員
の
中
に
は
評
価
の
素
人
も
含
ま
れ
、
委
員
会
の
使
命
す
ら
理
解
し
て
お
ら
ず
そ
も
そ
も
無
関
心
状
態
の
住
民
は
審
議
会
の
委
員
募

集
に
応
じ
ず
、
ま
た
仕
事
や
家
事
の
た
め
に
時
間
的
制
約
が
あ
る
こ
と
か
ら
応
募
し
な
い
と
い
う
行
動
を
と
る
こ
と
が
現
状
で
あ
る
。
こ

の
種
の
サ
イ
レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
は
政
策
に
関
心
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
市
政
へ
の
参
加
に
対
し
て
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
こ
の
結
果
、
公
募
委
員
は
属
性
に
偏
り
が
生
じ
、
住
民
を
代
表
す
る
意
見
と
は
言
い
難
い
状
況
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

こ
う
し
た
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も
、
今
日
の
外
部
評
価
委
員
会
の
構
成
は
、
住
民
と
行
政
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
協
働
評
価

（collaborative evaluation
）
を
指
向
し
、
さ
ら
に
は
住
民
が
地
域
の
課
題
を
探
索
型
問
題
す
な
わ
ち
、「
あ
る
程
度
ま
で
意
識
的
に
問
題

を
探
し
求
め
て
初
め
て
見
つ
け
出
せ
る
問
題
（
２５
）

」
も
含
め
て
認
識
し
政
策
を
考
え
る
能
力
を
核
と
す
る
手
段
と
し
て
評
価
を
み
る
エ
ン
パ
ワ

メ
ン
ト
評
価
（em

pow
erm

ent evaluation

）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
理
想
と
現
実
に
度
々
乖
離
が
あ
り
、
会
議
運
営
の
段
取
り
や
準
備
が
必

要
と
な
る
。
行
政
側
は
素
人
で
あ
る
住
民
に
行
政
苦
情
と
は
異
な
る
価
値
中
立
性
の
評
価
の
本
質
を
説
明
し
理
解
さ
せ
て
同
意
を
得
る
努

力
が
必
要
と
な
る
。
個
人
的
感
情
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
公
務
・
公
共
役
務
あ
る
い
は
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
住
民
と
し
て

の
「
公
務
住
民
（
２６
）

」
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
点
を
認
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
努
力
を
怠
る
と
、
専
門
家
と
素
人
の
間
で
議
論
が
嚙
み
合
わ
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
り
、
委
員
相
互
の
意
思
疎
通
が

困
難
と
な
る
と
、
そ
の
矛
先
は
行
政
側
に
向
け
ら
れ
行
政
評
価
指
標
を
用
い
た
評
価
か
ら
逸
脱
し
た
感
情
論
と
も
い
え
る
苦
情
議
論
が
行

わ
れ
、
外
部
評
価
委
員
会
の
目
的
は
失
わ
れ
、
役
割
、
機
能
を
果
た
さ
な
い
こ
と
と
な
る
。
評
価
と
は
関
係
な
い
意
見
に
非
生
産
的
な
時

間
を
費
や
し
、
会
議
の
質
は
低
下
し
、
評
価
委
員
相
互
に
評
価
疲
れ
現
象
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

）
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七

⑶
　
外
部
評
価
委
員
会
委
員
の
活
用

次
に
外
部
評
価
委
員
会
の
委
員
の
行
政
に
よ
る
活
用
の
目
的
は
三
つ
に
収
斂
さ
れ
る
（
２７
）

。

第
一
に
、
ア
ド
バ
イ
ス
機
能
で
あ
る
。
ア
ド
バ
イ
ス
機
能
は
、
第
一
次
評
価
の
評
価
制
度
の
設
計
に
つ
い
て
の
意
見
聴
取
が
期
待
さ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
政
策
、
施
策
、
事
務
事
業
等
の
対
象
評
価
レ
ベ
ル
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
べ
き
か
な
ど
で
あ
る
。
施
策
評
価
あ
る
い
は

事
務
事
業
評
価
を
評
価
す
べ
き
か
な
ど
は
そ
の
団
体
が
も
つ
評
価
技
量
が
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
か
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の

判
断
を
客
観
的
に
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
ア
ド
バ
イ
ス
機
能
は
、
第
一
次
評
価
の
行
政
運
用
へ
の
修
正
機
能
で
あ
る
。
第
一
次
評

価
の
指
標
設
定
な
ど
で
は
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
強
化
を
促
進
す
る
な
ど
の
機
能
的
効
果
が
あ
る
。
所
管
課
の
評
価
手
法
の
技
量
不
足

を
修
正
や
保
管
す
る
役
割
を
果
た
す
。
評
価
シ
ー
ト
に
活
動
指
標
の
み
が
示
さ
れ
、
成
果
指
標
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
数
値
目

標
を
ど
の
程
度
書
き
込
む
べ
き
な
の
か
な
ど
そ
の
修
正
が
提
言
さ
れ
る
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

第
二
に
、
外
部
者
を
活
用
し
て
客
観
性
の
付
与
で
あ
る
。
前
述
し
た
と
お
り
で
は
あ
る
が
、
行
政
か
ら
す
れ
ば
お
墨
付
き
を
得
る
た
め

に
活
用
す
る
。
こ
の
場
合
、
メ
タ
評
価
は
評
価
を
評
価
す
る
こ
と
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
度
目
の
評
価
を
す
る
場
合
が
あ
る
が
、

委
員
会
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
は
ず
れ
た
的
外
れ
の
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
行
政
と
し
て
は
外
部
評
価
委
員
会
に
諮
っ
た
と
い
う
形

式
的
事
実
、
既
成
事
実
を
作
る
こ
と
に
利
用
す
る
意
図
が
見
え
隠
れ
す
る
。
大
量
の
評
価
対
象
と
限
定
さ
れ
た
時
間
で
行
政
が
議
論
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
メ
タ
評
価
が
期
待
で
き
な
い
。

第
三
に
、
外
部
評
価
を
行
政
へ
の
外
圧
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
行
政
に
は
自
ら
行
う
内
部
評
価
で
は
政
策
の
見
直
し
や
廃
止

の
必
要
性
が
自
認
で
き
た
も
の
の
、
事
業
が
し
ば
し
ば
廃
止
な
い
し
見
直
し
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
主
た
る
原
因
は
議
会
や
議
員
の

反
対
な
ど
政
治
的
理
由
で
あ
る
。
本
来
、
社
会
的
情
勢
の
変
化
か
ら
廃
止
な
い
し
修
正
が
必
要
な
事
業
が
行
政
だ
け
で
は
民
主
主
義
的
限

）
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五
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界
（
民
主
主
義
の
虚
構
と
い
う
状
況
）
が
あ
る
場
合
が
あ
る
。
外
圧
と
し
て
利
用
す
る
場
合
、
議
論
の
公
表
に
よ
る
透
明
を
担
保
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
正
当
性
を
確
保
す
る
。
多
く
の
住
民
が
そ
れ
を
支
持
す
る
、
少
な
く
と
も
反
対
し
な
い
こ
と
で
、
一
部
の
選
挙
民
の
意
思
を
代

弁
す
る
政
治
的
圧
力
を
回
避
す
る
。

⑷
　
外
部
評
価
委
員
会
と
議
会

議
会
に
お
い
て
、
決
算
審
査
の
強
化
や
予
算
編
成
へ
の
行
政
統
制
を
目
的
と
し
、
行
政
機
関
の
行
政
評
価
に
対
し
議
会
が
二
次
的
な
評

価
を
実
施
す
る
と
い
う
取
り
組
み
が
あ
る
（
２８
）

。
行
政
評
価
は
行
政
が
自
ら
を
評
価
し
そ
れ
を
公
表
公
開
す
る
場
合
、
住
民
へ
の
ア
カ
ウ
ン
タ

ビ
リ
テ
ィ
を
果
た
す
も
の
で
議
会
に
対
し
て
報
告
す
る
趣
旨
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
住
民
と
行
政
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
・
ツ
ー
ル
と
し
て
の
評
価
シ
ー
ト
を
議
会
が
行
政
運
営
に
関
す
る
資
料
と
し
て
参
考
に
す
る
こ
と
は
行
政
の
執
行
姿
勢
や
事
業
（
施

策
）
概
要
を
捉
え
る
う
え
で
重
要
な
資
料
と
な
り
う
る
。

外
部
評
価
委
員
会
と
議
会
の
関
係
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
根
拠
規
定
な
ど
外
部
評
価
の
位
置
づ
け
、
外
部
評
価
へ
の
議
会
へ
の
理
解
、

外
部
評
価
委
員
会
の
委
員
の
構
成
な
ど
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
る
。
外
部
評
価
委
員
会
制
度
に
議
会
の
関
与
度
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
関
与
度
が
高
い
ほ
ど
議
会
と
の
関
係
は
良
好
と
な
る
。
約
六
割
の
団
体
に
お
い
て
、
議
会
の
関
与
が
み
ら
れ
、
議
会

へ
の
報
告
・
説
明
を
行
う
団
体
が
増
加
し
て
い
る
（
２９
）

。
行
政
内
部
で
評
価
結
果
を
留
保
し
て
行
政
対
応
を
行
い
、
議
会
は
議
会
統
制
を
独
自

に
す
る
と
い
う
よ
う
に
敢
え
て
区
別
す
る
と
い
う
構
造
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
協
力
的
な
場
合
と
非
協
力
的
な
場
合
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
。

議
会
が
外
部
評
価
委
員
会
に
協
力
的
な
場
合
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
外
部
評
価
委
員
会
に
よ
る
評
価
の
結
果
、
議
会
に
お
い
て
資
料
と

）
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五
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九

し
て
扱
わ
れ
る
。
議
会
は
外
部
評
価
委
員
会
の
答
申
を
受
け
る
と
、
こ
れ
を
も
と
に
議
会
は
行
政
に
議

会
質
問
や
今
後
の
行
政
対
応
に
つ
い
て
の
質
疑
が
な
さ
れ
る
。
ま
さ
に
、
協
働
型
評
価
が
機
能
し
て
い

る
理
想
の
か
た
ち
で
あ
る
。
議
会
は
答
申
を
真
摯
に
受
け
取
り
、
議
会
自
ら
の
視
点
と
異
な
る
指
摘
を

取
り
入
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
議
会
が
外
部
評
価
委
員
会
の
存
在
や
そ
の
活
動
を
軽
視
す
る
場
合
で
あ
る
。
外
部
評

価
委
員
会
の
委
員
は
選
挙
で
選
ば
れ
た
委
員
で
な
く
、
委
員
の
就
任
に
対
し
て
議
会
同
意
も
必
要
な
く

民
主
的
正
当
性
を
有
す
る
も
の
で
な
い
と
の
認
識
か
ら
で
あ
ろ
う
。
行
政
外
部
か
ら
行
政
統
制
を
お
こ

な
う
の
は
、
民
主
的
正
当
性
を
も
つ
議
会
で
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
審
議
会
の
一
形
態
で
あ
る
外
部
評

価
委
員
会
の
答
申
や
評
価
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
行
動
で
あ
る
。
も
し
外
部
評
価
委
員
会
の

提
言
を
参
考
に
す
る
と
な
る
と
、
議
会
が
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
起
こ
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
過
剰
に

判
断
し
、
答
申
の
無
視
を
決
め
込
む
。
あ
く
ま
で
の
外
部
評
価
委
員
会
は
行
政
の
付
属
機
関
で
あ
り
、

議
会
は
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
こ
と
を
懸
念
し
て
か
答
申
を
参
考
資
料
と
し
て
も
利
用
し
な
い
こ
と
が
あ

る
。

４
．
お
わ
り
に

最
後
に
、
協
働
型
評
価
の
機
能
的
構
築
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
外
部
評
価
委
員
会
制
度
を
設
計
す
べ

図表 ３　外部評価と議会の関わり流れ

行政内、所管課で
自己評価

外部評価委員会が
メタ評価

評価にかかる答申
書が議会側へ提出

議会が評価対象と
なる事業を選定、
事業の評価を実施

事業の所管課は議
会に事業の説明、
議会と質疑応答

）
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〇

き
か
、
そ
の
留
意
点
と
今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
と
意
見
を
述
べ
た
い
。
外
部
評
価
委
員
会
の
委
員
構
成
の
設
計
に
は
外
部

評
価
委
員
会
が
発
す
る
提
言
な
ど
の
質
と
相
関
関
係
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
地
方
公
共
団
体
が
小
規
模
で
あ
る
ほ
ど
地
元
に

密
着
し
た
委
員
会
構
成
が
設
計
さ
れ
る
。
地
元
密
着
で
あ
り
住
民
ニ
ー
ズ
や
行
政
対
応
へ
の
住
民
反
応
の
把
握
に
敏
感
な
委
員
会
は
、
一

面
的
に
は
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
行
政
に
対
し
発
展
的
な
示
唆
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
評
価
の
質
と
い
う
点
か
ら
考
慮
す
る
場

合
、
以
下
の
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
評
価
を
す
る
た
め
の
専
門
性
を
確
保
す
る
必
要
性
で
あ
る
。
外
部
評
価
の
運
営
は
、
通
常
一
テ
ー
マ
三
〇
分
か
ら
四
〇
分
程

度
で
評
価
を
す
る
こ
と
が
多
く
、
テ
ー
マ
も
幅
広
く
、
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
い
う
森
羅
万
象
の
テ
ー
マ
と
い
う
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
専
門
的
な
知
識
、
少
な
く
と
も
行
政
組
織
の
特
性
、
職
員
の
行
動
様
式
な
ど
を
理
解
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
必
須
と
な

る
。
評
価
と
は
、
価
値
中
立
性
か
ら
下
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
専
門
知
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
専
門
知
の
確
保
の
た
め
に
は
委

員
の
任
命
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
配
慮
が
必
要
と
な
る
。
学
識
経
験
者
を
含
む
識
見
者
に
つ
い
て
こ
の
基
準
を
確
保
す
る
こ
と
は
審
議
会

を
構
成
す
る
従
前
的
な
方
法
を
用
い
て
可
能
で
あ
っ
て
も
、
公
募
住
民
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
任
命
基
準
で
こ
の
よ
う
な
能
力
を
確
保
す

る
か
は
相
当
な
困
難
が
残
る
。
地
方
公
共
団
体
で
は
、
公
募
す
る
際
に
は
課
題
作
文
あ
る
い
は
小
論
文
な
ど
で
そ
の
能
力
な
ど
を
見
極
め

る
な
ど
試
行
錯
誤
が
続
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
都
市
部
と
地
方
部
で
は
依
前
と
し
て
差
が
残
る
も
の
の
、
退
職
後
も
「
元
気
な
高
齢
者
」

と
い
わ
れ
る
住
民
の
な
か
に
は
行
政
に
関
す
る
知
識
の
み
な
ら
ず
企
業
経
営
な
ど
相
当
程
度
の
高
度
な
知
見
を
有
す
る
人
材
も
散
見
で
き
、

ま
た
、
退
職
後
は
い
ま
ま
で
関
わ
り
が
な
か
っ
た
地
域
社
会
に
貢
献
し
た
い
と
す
る
住
民
層
も
増
加
し
て
い
る
（
３０
）

。
加
え
て
、
外
部
評
価
委

員
会
の
開
催
時
間
を
昼
間
時
間
か
ら
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
な
ど
で
も
参
加
で
き
る
よ
う
夜
間
に
変
更
す
る
な
ど
の
工
夫
が
見
ら
れ
、
人
的
資
源

の
確
保
が
以
前
よ
り
も
容
易
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

）
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第
二
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
概
し
て
公
募
住
民
の
専
門
能
力
は
高
い
方
ほ
ど
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
定
程
度
の
専
門
知
を
委
員
会

委
員
全
員
が
共
通
事
項
と
し
て
確
保
す
る
こ
と
は
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
任
命
基
準
で
専
門
性
を
過
度
に
重
視
す
る
と
、
専
門
知
を
有
し

た
バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
に
束
縛
さ
れ
た
発
言
や
専
門
的
団
体
の
代
弁
者
と
な
り
兼
ね
な
い
。
専
門
的
な
視
点
か
ら
評
価
に
重
点
を
置
く
あ
ま

り
委
員
の
選
考
に
偏
り
や
属
性
が
限
定
さ
れ
、
住
民
感
覚
と
乖
離
し
て
し
ま
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
参
加
型
評
価
は
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ

リ
テ
ィ
の
確
保
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
、
各
専
門
分
野
に
お
け
る
知
識
貢
献
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
評
価
理
論
に
お
け
る
評
価
の
目
的
と

は
異
な
る
、
住
民
の
自
立
を
目
指
す
新
し
い
タ
イ
プ
の
評
価
で
あ
る
（
３１
）

。
外
部
評
価
委
員
会
は
、
通
常
の
審
議
会
や
行
政
内
部
に
設
け
ら
れ

る
第
二
次
的
評
価
組
織
と
異
な
り
、
評
価
結
果
の
限
界
状
況
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
行
政
の
組
織
文
化
に
対
し
て
住
民
の
視
点
を
ど
う
確

保
す
る
か
、
専
門
性
と
住
民
感
覚
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
学
識
経
験
者
と
住
民
な
ど
そ
の
他
の
委
員
の
役
割
分
担
が
不
明
確
な
点
が
指
摘
さ
れ
る
た
め
、
役
割
分
担
に
つ
い
て
も
確
認

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
識
経
験
者
に
つ
い
て
期
待
さ
れ
る
役
割
期
待
は
、
委
員
会
へ
の
評
価
の
た
め
の
専
門
知
の
提
供
で
あ
り
、
論

点
の
明
確
化
で
あ
り
、
総
合
的
に
委
員
会
を
ト
ー
タ
ル
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
時
と
し
て
、
住
民
目
線
は
住
民
エ

ゴ
と
も
い
え
る
近
眼
的
思
考
に
陥
り
や
す
い
。
学
識
経
験
者
は
俯
瞰
的
に
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
評
価
シ
ー
ト
の
問
題
か
ら
抽
出
な
ど
が

求
め
ら
れ
、
冷
静
な
判
断
を
委
員
会
で
の
議
論
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
専
門
的
サ
ポ
ー
ト
に
よ
り
公
募
委
員
を
議
論
に

導
き
、
さ
ら
に
は
住
民
目
線
の
意
見
を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
評
価
形
成
過
程
に
お
い
て
多
角
的
な
視
点
や
多
面
的
側
面
で
考
察

を
可
能
に
し
て
厚
み
の
あ
る
委
員
会
意
見
を
貢
献
す
る
こ
と
と
な
る
。
学
識
経
験
者
は
公
募
住
民
に
対
し
て
、
行
政
的
思
考
を
提
供
し
、

公
募
住
民
と
行
政
と
の
懸
け
橋
に
な
る
べ
き
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
住
民
と
行
政
と
の
仲
介
者
と
し
て
両
者
の
意
思
疎
通
を
円
滑

に
し
、
特
に
住
民
に
対
し
て
正
し
い
評
価
の
仕
組
み
や
運
用
に
対
す
る
理
解
を
促
す
こ
と
で
学
習
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
あ
る
。
ま
た
同
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時
に
行
政
職
員
に
対
し
て
も
、
住
民
目
線
で
評
価
す
る
こ
と
を
具
体
的
な
場
面
で
提
示
す
る
（
３２
）

こ
と
は
現
場
感
覚
の
醸
成
に
も
有
用
で
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
活
動
が
住
民
と
職
員
の
相
互
理
解
を
深
め
、
対
処
療
法
的
な
事
業
指
向
型
発
想
か
ら
政
策
指
向
型
発
想
（
３３
）

へ
と
思
考

方
法
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
促
し
、
地
域
に
お
け
る
協
働
社
会
の
構
築
へ
の
機
運
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

学
識
経
験
者
の
役
割
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
現
場
を
理
解
し
た
ト
ー
タ
ル
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
適
切
な
議
論
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
運
営
上
不
可
欠
で
あ
る
。
協
働
型
評
価
を
進
め
る
う
え
で
、
住
民
と
行
政
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
齟
齬
に
よ
る

住
民
と
行
政
と
の
対
立
構
造
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
物
事
を
判
断
し
、
決
定
し
、

行
動
で
き
る
、
自
分
た
ち
の
地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
て
社
会
の
ニ
ー
ズ
を
関
知
し
、
対
話
し
、
協
働
で
き
る
、
当
事
者
意
識
を
有
し
た

住
民
へ
導
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
３４
）

。
学
識
経
験
者
は
、
行
政
側
の
見
解
に
賛
同
し
擁
護
す
る
い
わ
ゆ
る
御
用
学
者
の
よ
う
な
存
在
で
は
な

く
、
住
民
の
代
弁
者
で
も
な
く
中
立
的
な
存
在
と
し
て
専
門
的
な
見
地
か
ら
の
発
言
、
調
整
役
に
徹
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

当
該
地
方
公
共
団
体
で
行
政
評
価
を
担
う
所
管
課
も
外
部
評
価
を
通
じ
て
進
め
た
い
改
革
の
方
向
性
を
認
識
し
、
学
識
経
験
識
者
と
方

向
性
を
共
有
し
住
民
と
の
共
有
を
作
り
上
げ
る
こ
と
と
と
な
る
。
学
識
経
験
者
は
サ
ポ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
行
政
に
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
外
部
評
価
委
員
会
が
発
展
し
期
待
さ
れ
う
る
位
置
づ
け
で
あ
る
が
、
住
民
的
立
場
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
的
役
割
を
担
う
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
外
部
評
価
委
員
会
が
、
住
民
か
ら
の
苦
情
救
済
機
能
を
有
す
る
も
の
で
な
い
が
、
積
極
的
に
住
民
目
線
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ

リ
テ
ィ
へ
の
期
待
や
住
民
ニ
ー
ズ
を
吸
い
上
げ
、
行
政
の
透
明
性
や
成
果
を
意
識
し
た
改
革
提
案
を
行
政
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
そ
の
際
に
顕
在
的
な
ニ
ー
ズ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
潜
在
的
ニ
ー
ズ
を
含
め
て
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
サ
イ
レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
か
ら
提
供
さ
れ
る
潜
在
的
な
意
見
を
拾
い
上
げ
、
今
後
の
行
政
経
営
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ

）
一
五
〇
（
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と
と
な
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
外
部
評
価
が
機
能
不
全
を
起
こ
さ
ず
協
働
型
評
価
を
構
築
す
る
に
は
、
運
営
上
の
留
意
点
が
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し

て
、
様
々
な
試
行
錯
誤
を
通
じ
て
、
徐
々
に
公
募
委
員
に
も
行
動
変
容
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
学
習
が
進
み
、
地

域
社
会
の
な
か
で
成
熟
し
た
住
民
が
誕
生
す
る
こ
と
と
な
る
。「
行
政
評
価
や
政
策
評
価
に
お
け
る
住
民
相
互
に
よ
る
学
習
機
能
の
芽
生

え
は
、
住
民
の
自
治
意
識
や
役
割
認
識
を
高
め
、
行
政
と
住
民
と
の
垂
直
的
な
関
係
に
お
け
る
「
チ
ェ
ッ
ク
」
機
能
だ
け
で
は
な
く
、
役

割
分
担
関
係
あ
る
い
は
協
働
関
係
を
も
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
変
化
を
前
提
に
、
行
政
部
に
対
す
る
民

主
的
統
制
の
質
的
転
換
を
考
察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
（
３５
）

」
と
少
し
ず
つ
で
あ
ろ
う
が
、
地
域
内
に
住
民
自
治
へ
の
意
識
変
化

が
見
ら
れ
る
。
行
政
評
価
、
と
り
わ
け
外
部
評
価
は
劇
薬
で
は
な
く
、
漢
方
薬
（
３６
）

の
よ
う
に
徐
々
に
地
方
公
共
団
体
の
中
に
住
民
目
線
の
評

価
が
構
築
さ
れ
る
地
域
の
体
質
改
善
を
促
す
の
で
あ
る
。
地
方
分
権
社
会
の
進
展
に
と
も
な
い
、
地
域
の
こ
と
は
地
域
で
決
め
る
地
域
主

権
の
時
代
に
あ
っ
て
住
民
自
治
が
再
認
識
さ
れ
協
働
型
評
価
の
構
築
が
進
め
ば
、
地
域
課
題
に
対
す
る
住
民
の
役
割
の
位
置
づ
け
、
再
認

識
が
進
み
、
住
民
間
に
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
（
３７
）

が
芽
生
え
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
１
） 

真
山
達
志
「
地
方
政
府
と
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」『
兵
庫
県
政
学
』
第
八
号
、
二
〇
〇
二
年
、
一
七
頁
参
照
。

（
２
） 

浅
野
昌
彦
「
政
策
形
成
過
程
に
お
け
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
参
加
の
意
義
の
考
察
─
政
策
実
施
過
程
か
ら
政
策
形
成
過
程
ヘ
─
」
ノ
ン
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
・
レ

ビ
ュ
ー
七
巻
一
号
二
〇
〇
七
年
、
二
五
─
三
四
頁
。

（
３
） 

日
詰
一
幸
「
市
民
的
公
共
性
の
創
出
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
賀
来
健
輔
、
丸
山
仁
編
著
『
政
治
変
容
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
五
年
。

（
４
） 

総
務
省
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
評
価
の
取
組
状
況
」
二
〇
一
七
年
六
月
二
七
日
公
表
。
町
村
は
、
導
入
団
体
の
割
合
は
増
加
し
て
い

）
一
五
五
（
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一
五
四

る
が
、
約
四
割
に
す
ぎ
な
い
。

（
５
） 

行
政
の
組
織
ド
メ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
田
辺
国
昭｢

行
政
の
変
化
を
捉
え
る
に
は
─｢

社
会
環
境
の
変
動
と
ガ
ヴ
ァ
メ
ン
タ
ル
・
シ
ス
テ
ム
の

動
態
的
連
関
に
関
す
る
調
査
研
究
」
の
た
め
の
分
析
枠
組
み
」『
季
刊
行
政
替
理
研
究
』
第
六
三
号
、
一
九
九
三
年
が
、
行
政
の
組
織
ド
メ
イ
ン
に

つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

（
６
） 

行
財
政
改
革
の
指
導
原
理
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、「N

P
M

（N
ew

 P
ublic M

anagem
ent

）」
の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
間
経
営
的
概
念

を
導
入
し
、
持
続
的
な
改
革
を
目
指
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
行
政
改
革
の
新
し
い
理
論
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
国
地
方
で
行
政
運
営
の
手
法
と
し
て

取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
手
法
は
、
①
現
場
に
権
限
委
譲
す
る
か
わ
り
に
成
果
に
よ
る
統
制
を
行
う
、
②
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
用

す
る
、
③
顧
客
主
義
へ
転
換
す
る
、
④
統
制
し
や
す
い
組
織
に
変
革
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
７
） 

窪
田
好
男
「
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
政
策
評
価
と
政
府
の
失
敗
」『
会
計
検
査
研
究
』
№
１８
、
一
九
九
八
年
、
四
七
─
六
二
頁
。

（
８
） 

二
〇
〇
一
年
六
月
二
六
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
よ
る
「
今
後
の
経
済
財
政
運
営
及
び
経
済
社
会
の
構
造
改
革
に
関
す
る

基
本
方
針
（
骨
太
の
答
申
）」
で
あ
る
。
そ
の
中
で
Ｎ
Ｐ
Ｍ
が
新
し
い
行
政
手
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
後
、
総
務
省
に
よ
る
「
新
し

い
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
究
会
」
や
「
地
方
行
政
Ｎ
Ｐ
Ｍ
導
入
研
究
会
」
の
活
動
に
発
展
し
、
翌
年
四
月
の
政
策
評
価
法
の
施
行
と
と
も
に
地
方
公

共
団
体
の
行
政
改
革
に
も
思
想
的
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
。
行
政
を
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
者
と
位
置
づ
け
、
住
民
を
そ
の
顧
客
と
捉
え
た
Ｎ
Ｐ
Ｍ

の
思
想
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
評
価
制
度
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
評
価
の
目
的
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
顧

客
主
義
」
や
「
住
民
満
足
度
」
と
い
っ
た
表
現
に
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。

（
９
） 

た
と
え
ば
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
の
要
件
と
し
て
市
場
機
能
、
成
果
指
向
、
成
果
が
測
定
可
能
、
公
務
員
倫
理
の
再
構
築
な
ど
が
あ
る
が
、
実
際
の
行
政
活

動
に
は
顧
客
満
足
度
が
成
立
し
な
い
領
域
が
あ
る
こ
と
や
住
民
が
消
極
的
参
加
、
専
門
職
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
公
的
な
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

テ
ィ
は
調
和
す
る
か
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。「
官
僚
制
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
に
対
す
る
強
い
批
判
か
ら
出
発
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｍ
が
実
は
官
僚
制
化
を
よ
り
徹
底

す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
安
易
な
議
論
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
主
張
な
ど
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

（
１０
） 

村
松
岐
夫
「
新
公
共
管
理
法
（
Ｎ
Ｐ
Ｍ
）
時
代
の
説
明
責
任
」『
都
市
問
題
研
究
』
五
一
巻
一
一
号
、
一
九
九
九
年
。
こ
の
論
文
で
は
、
行
政

機
能
拡
大
途
上
の
説
明
責
任
と
、
現
代
に
お
け
る
説
明
責
任
、
す
な
わ
ち
行
政
減
量
時
代
の
説
明
責
任
に
わ
け
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

）
一
五
五
（
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（
１１
） 

南
島
和
久
「
府
省
に
お
け
る
政
策
評
価
の
中
立
性
お
よ
び
客
観
性
」『
法
学
志
林
』
一
〇
四
（
四
）、
二
〇
〇
七
年
、
一
八
二
─
一
九
四
頁
参
照
。

政
策
評
価
を
取
り
巻
く
議
論
に
は
主
と
し
て
行
政
統
制
の
手
段
と
し
て
の
政
策
評
価
を
強
調
す
る
「
制
度
志
向
」、
合
理
的
な
意
思
決
定
の
産
出
を

政
策
評
価
と
解
す
る
「
手
法
志
向
」、
政
策
評
価
に
よ
る
意
識
改
革
と
手
続
き
主
義
か
ら
の
脱
却
を
求
め
る
「
成
果
志
向
」、
現
場
で
起
き
て
い
る
こ

と
を
説
明
す
る
だ
け
の
道
具
と
し
て
政
策
評
価
を
理
解
す
る
「
自
己
評
価
」
の
四
つ
の
モ
ー
ド
が
存
在
す
る
。

（
１２
） 

た
と
え
ば
、
窪
田
好
男
『
日
本
型
政
策
評
価
と
し
て
の
事
務
事
業
評
価
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
。

（
１３
） 

た
と
え
ば
、
川
口
和
英
「
鎌
倉
市
の
行
政
外
部
評
価
に
関
す
る
調
査
分
析
─
産
業
振
興
お
よ
び
生
活
環
境
分
野
の
外
部
施
策
」『
鎌
倉
女
子
大

学
紀
要
』
一
五
、
二
〇
〇
八
年
、
一
一
九
─
一
三
三
頁
。
鎌
倉
市
で
は
、
二
〇
〇
七
年
度
は
、
行
政
内
部
に
よ
る
施
策
進
行
評
価
を
政
策
・
施
策
体

系
の
評
価
可
能
な
二
七
全
分
野
で
展
開
す
る
と
と
も
に
、
外
部
評
価
者
で
あ
る
鎌
倉
市
民
評
価
委
員
会
に
よ
る
施
策
進
行
外
部
評
価
を
四
分
野
で
実

施
に
つ
い
て
若
干
の
分
析
と
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
１４
） 

多
く
の
自
治
体
職
員
に
と
っ
て
、
事
業
を
廃
す
る
こ
と
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
低
い
、
事
業
を
維
持
す
る
こ
と
、
予
算
を
死
守
す
る
こ
と
が

組
織
内
に
お
け
る
所
管
課
長
の
暗
黙
の
査
定
値
で
あ
る
因
習
で
あ
る
。
官
僚
と
予
算
へ
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
橋
本
信
之
「
ニ
ス
カ
ネ
ン
・
モ
デ
ル

と
官
僚
行
動
」『
法
と
政
治
』
四
一
（
四
）、
一
九
九
〇
年
、
八
〇
一
（
三
一
一
）
─
八
四
八
（
三
五
八
）
頁
。

（
１５
） 

政
策
評
価
各
府
省
連
絡
会
「
政
策
評
価
に
関
す
る
標
準
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
二
〇
〇
一
年
一
月
一
五
日
、
政
策
評
価
各
府
省
連
絡
会

（
１６
） 

も
っ
と
も
、
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
は
、
財
務
部
長
な
ど
の
財
務
責
任
者
を
構
成
員
に
い
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
雑
感

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
行
政
職
員
で
あ
る
委
員
は
、
財
務
状
況
な
ど
客
観
的
な
状
況
を
必
要
に
応
じ
て
発
言
す
る
こ
と
が
多
く
、
積
極
的
な
発
言
を

控
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

（
１７
） 

二
〇
〇
一
年
度
の
財
政
投
融
資
改
革
で
、
財
政
融
資
資
金
の
原
資
は
財
投
債
か
ら
債
券
市
場
へ
ア
ク
セ
ス
可
能
な
都
道
府
県･

政
令
指
定
都
市

は
自
己
調
達
を
推
進
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
財
投
改
革
前
は
公
的
資
金
と
民
間
資
金
の
割
合
が
六
：
四
で
あ
っ
た
が
、
公
的
資
金
と
民
間
資

金
の
割
合
は
逆
転
し
て
い
る
。
財
投
改
革
前
に
民
間
資
金
は
銀
行
等
引
受
債
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
市
場
公
募
債
が
多
い
。

（
１８
） 

日
本
格
付
投
資
情
報
セ
ン
タ
ー
編
『
地
方
債
格
付
─
地
方
公
共
団
体
は
本
当
に
つ
ぶ
れ
な
い
の
か
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
三
月
。

（
１９
） 

総
務
省
自
治
行
政
局
市
町
村
課
行
政
経
営
支
援
室
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
評
価
の
取
組
状
況
等
に
関
す
る
調
査
結
果
」
二
〇
一
七
年

）
一
五
五
（
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一
五
六

六
月
。

（
２０
） 

小
規
模
ゆ
え
に
住
民
と
行
政
の
距
離
が
近
く
町
村
に
対
す
る
信
頼
性
が
高
い
の
で
、
行
政
評
価
の
導
入
に
対
し
て
消
極
的
と
す
る
見
方
も
あ
る

が
、
信
頼
性
が
高
い
と
は
検
証
で
き
な
い
。
こ
の
研
究
と
し
て
は
、
野
田
遊
「
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
信
頼
と
地
方
自
治
」
日
本
地
方
自
治
研
究

学
会
編
『
地
方
自
治
研
究
』
清
文
社
、V

ol.２４, N
o.１,

二
〇
〇
九
年
、
一
三
─
二
五
頁
。

（
２１
） 

古
川
俊
一
「
評
価
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
管
理
統
制
と
公
会
計
制
度
」『
都
市
問
題
』
五
二
巻
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
２２
） 

山
谷
清
志
「
外
部
評
価
の
課
題
」
都
市
政
策
（
一
二
三
）、
神
戸
都
市
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年
四
月
、
二
四
─
三
五
頁
参
照
。

（
２３
） 

国
の
審
議
会
等
に
お
け
る
女
性
委
員
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
六
年
五
月
二
一
日
に
本
部
決
定
さ
れ
た
「
国
の
審
議
会
等
に
お
け
る
女
性

委
員
の
登
用
の
促
進
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
国
際
的
な
目
標
で
あ
る
三
〇
％
を
お
よ
そ
一
〇
年
程
度
の
間
に
達
成
す
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
。
地

方
公
共
団
体
の
審
議
会
等
の
女
性
委
員
の
割
合
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。『
男
女
共
同
参
画
白
書 

平
成
２７
年
版
』（
内
閣
府
）
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
四

年
で
は
、
審
議
会
等
に
お
け
る
女
性
委
員
割
合
は
、
都
道
府
県
で
三
〇
・
三
％
、
政
令
指
定
都
市
で
三
〇
・
九
％
、
市
区
町
村
で
二
五
・
二
％
と
な
っ

て
い
る
。

（
２４
） 

サ
イ
レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
と
政
策
形
成
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
徹
「
無
作
為
抽
出
方
式
に
よ
る
市
民
討
議
会
の
参

加
承
諾
者
の
特
徴
に
関
す
る
実
証
分
析
─
サ
イ
レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
の
背
中
を
押
せ
た
か
─
」『
年
報
行
政
研
究
』
五
三
巻
、
二
〇
一
八
年
、

一
二
一
─
一
四
一
頁
参
照
。

（
２５
） 

田
中
優
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
時
代
に
お
け
る
自
治
体
職
員
の
政
策
能
力
」『
国
際
研
究
論
叢
』
二
六
（
一
）
四
八
頁
。。

（
２６
） 

金
井
利
之
「
公
務
住
民
側
面
か
ら
見
た
自
治
体
・
空
間
の
関
係
」『
自
治
総
研
』
通
巻
四
三
八
号
二
〇
一
五
年
、
二
七
─
四
八
頁
参
照
。

（
２７
） 

山
谷
、
前
掲
書
、
二
九
頁
参
照
。

（
２８
） 

蘭
亮
人
「
自
治
体
に
お
け
る
政
策
評
価
制
度
の
展
開
─
議
会
に
よ
る
二
次
評
価
と
の
連
携
─
」『
公
共
政
策
志
林
』、
二
〇
一
四
年
、
二
九
─

四
二
頁
。

（
２９
） 

総
務
省
『
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
行
政
評
価
の
取
組
状
況
等
に
関
す
る
調
査
結
果
』
二
〇
一
七
年
度
を
参
照
。

（
３０
） 

た
と
え
ば
、
東
京
都
福
祉
保
健
局
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
福
祉
保
健
モ
ニ
タ
ー
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
」（
二
〇
二
一
年
三
月
二
九
日
）
に
よ
れ
ば
、

）
一
五
五
（



協
働
型
地
域
社
会
に
お
け
る
政
策
過
程
と
評
価
（
福
島
）

一
五
七

自
分
の
定
年
退
職
後
に
地
域
活
動
等
（
又
は
定
年
が
な
い
場
合
は
六
五
歳
以
降
）
に
参
加
し
た
い
と
思
う
か
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
積
極
的
に
参
加
し

た
い
」「
あ
る
程
度
参
加
し
た
い
」
と
回
答
し
た
人
は
、
約
七
九
％
で
あ
っ
た
。

（
３１
） 
三
好
皓
一
、
田
中
弥
生
「
参
加
型
評
価
の
将
来
性
」『
日
本
評
価
研
究
』
一
巻
一
号
二
〇
〇
一
年
、
六
五
─
七
九
頁
。

（
３２
） 
星
野
芳
昭
「
自
治
体
評
価
と
外
部
支
援
指
導
」『
日
本
評
価
研
究
』
第
八
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
八
年
、
七
八
頁
。

（
３３
） 

真
山
達
志
『
政
策
形
成
の
本
質
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
。

（
３４
） 

市
民
運
動
の
特
徴
は
、
行
政
機
関
と
市
民
の
間
で
距
離
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
行
政
対
市
民
と
い
う
対
立
の
構
図
が
あ
る
。
制
度
化
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
政
治
的
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
市
民
参
加
で
は
、
市
民
と
行
政
機
関
と
距
離
は
相
対
的
に
近
い
。
行
政
機
関
に
と
っ
て
市
民
の

要
求
は
実
現
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
市
民
協
働
に
つ
い
て
は
市
民
と
行
政
機
関
が
政
策
決
定
の
決
定
権
を
共
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
両
者
は
対

応
可
能
な
関
係
で
物
事
を
決
定
し
、
両
者
で
決
定
事
項
を
実
施
す
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
外
部
評
価
に
お
い
て
も
こ
の
関
係
の
構
築
は
必
須
と

な
る
。
筆
者
が
委
員
と
し
て
関
わ
っ
た
地
方
公
共
団
体
で
も
地
方
分
権
が
進
む
に
つ
れ
て
住
民
と
行
政
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
格
段
に
向
上

し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
な
お
、
住
民
と
行
政
の
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
山
口
道
昭
「
市
民
参
加
に
よ
る
政
策
形
成
」『
地
方
自
治
職

員
研
修
』
六
三
二
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
─
一
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３５
） 

今
川
晃
「
責
任
と
参
加
の
架
け
橋
」『
同
志
社
政
策
研
究
』
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
八
六
─
九
三
頁
引
用
。

（
３６
） 

上
山
真
一
『
日
本
の
行
政
評
価
─
総
括
と
展
望
』
第
一
法
規
出
版
、
二
〇
〇
二
年
参
照
。

（
３７
） 

伊
藤
香
織
「
都
市
環
境
は
い
か
に
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
を
高
め
る
か
」『
都
市
計
画
論
文
集
』
五
二
巻
三
号
、
二
〇
一
七
年
参
照
。
牧
瀬
稔

「
日
本
に
お
け
る
「
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
」
の
動
向
整
理
」『
公
共
政
策
志
林
』
七
、
二
〇
一
九
年
、
一
三
─
二
六
頁
参
照
。
ま
た
、
宇
野
重
規
「
地

方
自
治
の
新
段
階
」『
地
方
自
治
』
七
九
六
号
、
二
〇
一
一
年
に
よ
れ
ば
、
個
人
化
の
中
の
地
方
自
治
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
指
摘
と
シ
ビ
ッ
ク
プ
ラ
イ
ド
の
並
立
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

）
一
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
五
八

※
一
般
財
団
法
人
櫻
田
会
か
ら
第
四
〇
回
政
治
研
究
助
成
を
い
た
だ
い
た
。
本
論
文
は
、
そ
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
記
し
て
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

）
一
五
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
五
九

欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況

─
「
利
益
説
」
と
「
法
益
説
」
の
対
立

─

野

　
　村

　
　和

　
　彦

目
次

第
一
章
　
本
稿
の
目
的

第
二
章
　
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
け
る
学
説
の
流
れ

第
一
節
　
三
つ
の
重
要
な
視
点

第
二
節
　
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
解
決
す
る
た
め
の
諸
説

第
三
章 

「
利
益
説
」
対
「
法
益
説
」

第
一
節
　
論
争
前
夜
の
議
論
状
況

第
二
節
　
ケ
ス
ラ
ー
の
見
解

論

　説

）
七
二
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
六
〇

第
三
節
　
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
見
解

第
一
款
　
同
意
論
の
概
要

第
二
款
　
ケ
ス
ラ
ー
に
対
す
る
批
判

第
三
款
　
欺
罔
に
基
づ
く
同
意

第
四
節
　
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
対
す
る
ケ
ス
ラ
ー
の
反
論

第
五
節
　
ホ
ー
ラ
ー
の
見
解

第
四
章
　
検
討

第
一
節
　
法
益
説
の
問
題
点

第
一
款
　
刑
罰
法
規
の
枠
内
に
限
定
さ
れ
た
法
益
処
分
の
自
由

第
二
款
　
法
益
主
体
に
と
っ
て
の
個
人
的
法
益
の
意
義

第
二
節
　
利
益
説
の
問
題
点
─
処
罰
範
囲
の
限
定
原
理
の
欠
如
─

第
五
章
　
ま
と
め

第
一
章
　
本
稿
の
目
的

⑴
　
行
為
者
の
欺
罔
行
為
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
法
益
主
体
の
同
意
（
以
下
、「
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
は
、
い
つ
刑
法

上
の
有
効
性
を
否
定
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
り
、
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
（
１
）

、
自
律
説
（
２
）

、
重
大
な
錯

誤
説
（
３
）

が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
、
法
益
主
体
が
処
分
法
益
お
よ
び
そ
の
法
益
に
関
係
す
る
事
情
に
つ
い
て
錯
誤
に

陥
っ
て
い
た
と
き
に
限
り
、
法
益
主
体
の
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
。
自
律
説
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
前
提
と
し
つ
つ
、
法
益
主

）
七
二
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
六
一

体
が
法
益
処
分
の
意
思
決
定
を
下
す
際
、
そ
れ
が
不
自
由
で
あ
る
と
き
は
、
法
益
主
体
の
同
意
は
無
効
と
す
る
。
重
大
な
錯
誤
説
に
よ
れ

ば
、
法
益
主
体
が
法
益
処
分
の
意
思
決
定
を
下
す
際
、
そ
の
意
思
決
定
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
と
き
は
、
法
益
主
体
の
同
意
は
無
効
で
あ

る
と
い
う
。

⑵
　
諸
説
の
相
違
が
際
立
つ
の
は
、
法
益
主
体
に
動
機
の
錯
誤
、
す
な
わ
ち
法
益
処
分
の
意
思
決
定
に
至
る
過
程
に
お
い
て
そ
の
者
に

と
り
決
定
打
と
な
っ
た
事
情
に
錯
誤
が
生
じ
た
と
き
の
擬
律
で
あ
る
。

法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
よ
れ
ば
、
法
益
処
分
の
動
機
は
法
益
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
、
動
機
の
錯
誤
が
生
じ
た
と
し
て
も
法
益
処
分

は
有
効
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
説
の
陣
営
内
で
も
、
細
部
に
お
い
て
は
異
な
っ
た
理
解
が
生
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
余
命
を
偽
り
、
相

手
が
絶
望
し
自
殺
し
た
と
い
う
と
き
、
そ
の
偽
り
の
事
実
を
医
師
が
伝
え
た
場
合
は
法
益
関
係
的
錯
誤
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
一
般
人

が
そ
れ
を
偽
っ
た
場
合
は
法
益
と
は
無
関
係
な
錯
誤
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
４
）

。
ま
た
、
炎
上
す
る
自
家
用
車
の
中
に
子
供
が
閉
じ
込

め
ら
れ
て
い
る
と
欺
罔
さ
れ
、
傷
害
を
負
う
こ
と
を
覚
悟
し
て
高
熱
を
も
っ
た
ド
ア
の
把
手
を
握
っ
て
ド
ア
を
開
け
た
者
は
、
そ
れ
が
真

実
で
は
な
く
、
傷
害
に
比
べ
て
優
越
し
な
い
子
犬
の
命
を
救
う
た
め
で
あ
っ
た
場
合
は
、
純
粋
に
法
益
関
係
的
錯
誤
の
場
合
で
あ
る
と
は

い
え
な
く
て
も
、
そ
の
同
意
は
無
効
で
あ
る
（
５
）

、
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
性
犯
罪
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
に
お
い
て
、
避
妊
具
を

装
着
す
る
と
相
手
方
を
騙
し
、
実
は
こ
れ
を
し
な
い
で
行
う
性
行
為
、
い
わ
ゆ
る
ス
テ
ル
シ
ン
グ
に
お
い
て
、
避
妊
具
を
装
着
す
る
か
ど

う
か
が
性
的
自
己
決
定
権
に
関
係
す
る
か
否
か
、
し
た
が
っ
て
そ
の
錯
誤
が
法
益
関
係
的
錯
誤
か
ど
う
か
を
め
ぐ
り
見
解
の
対
立
が
あ

る
（
６
）

。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
じ
動
機
の
錯
誤
が
、
い
か
な
る
場
合
に
法
益
関
係
的
錯
誤
と
な
る
か
の
明
確
な
規
準

を
、
じ
つ
は
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
明
示
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

自
律
説
は
、
動
機
の
錯
誤
は
基
本
的
に
法
益
と
は
無
関
係
の
錯
誤
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
（C

laus R
oxin

）

）
七
二
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
六
二

の
主
張
（
７
）

を
受
け
て
、
緊
急
状
態
の
錯
誤
の
場
合
は
、
法
益
主
体
の
意
思
決
定
は
自
由
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
同
意
を
無
効
と
す

る
。
し
か
し
、
意
思
決
定
の
自
由
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
緊
急
状
態
の
錯
誤
だ
け
に
限
定
す
る
理
由
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
自
律
的
か
否
か
を
、
市
民
と
い
う
一
般
人
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
検
討
す
る
見
解
が
あ
る
（
８
）

が
、
そ
れ
は
法
益
主

体
の
自
己
決
定
権
を
不
当
に
制
約
す
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
法
益
処
分
の
動
機
は
そ
の
人
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
当
否

を
一
般
人
が
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
何
が
自
由
な
意
思
決
定
な
の
か
、
何
が
自
律
的

な
意
思
決
定
な
の
か
は
、
自
律
説
に
お
い
て
も
、
な
お
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

重
大
な
錯
誤
説
に
よ
れ
ば
、
動
機
の
錯
誤
は
正
面
か
ら
考
慮
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
意
思
決
定
に
重
大
な
瑕
疵
が
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
説
は
、
条
件
関
係
的
錯
誤
説
で
あ
る
と
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

動
機
の
錯
誤
を
無
限
定
に
考
慮
す
る
の
か
し
な
い
の
か
、
そ
の
態
度
が
分
明
で
な
い
。
何
が
重
大
な
錯
誤
で
あ
り
、
何
が
重
大
で
な
い
錯

誤
な
の
か
の
規
範
を
定
立
す
る
こ
と
に
、
重
大
な
錯
誤
説
は
な
お
成
功
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

⑵
　
以
上
、
瞥
見
し
た
よ
う
に
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
い
か
な
る
法
的
効
果
を
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
わ
が
国
の
議
論
は
、
膠

着
状
態
に
あ
っ
て
打
開
の
途
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
混
迷
の
度
を
深
め
つ
つ
あ
る
と
さ
え
い
え
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
困
難
な
局
面
を
ど
う
打
開
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
っ
て
は
、
罪
刑
法
定
主
義
や
違
法
本
質
論
、
犯
罪
論
体
系
を
め
ぐ
る
議
論
、
間
接
正
犯
論
、
刑
法
各
則
の

解
釈
論
に
関
わ
る
多
く
の
根
本
問
題
が
複
雑
に
交
錯
す
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
情
が
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
本
質
を
見
え

づ
ら
く
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
う
い
っ
た
（
答
え
が
一
つ
に
収
束
す
る
と
は
限
ら
な
い
）
原
則
論
・
体
系
論
に
な
る
べ
く
引
き

込
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
お
い
て
こ
そ
、
同
意
の
本
質
論
、
す
な
わ
ち
法
益
主
体
の
刑
法
的
要
保
護

）
七
三
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
六
三

性
の
有
無
が
問
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
っ
て
、
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

そ
の
際
、
わ
が
国
に
お
け
る
同
意
論
が
、
多
分
に
ド
イ
ツ
の
学
説
の
影
響
を
受
け
て
き
た
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
欺
罔
に
基

づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
も
、
わ
が
国
の
議
論
状
況
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
私
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
ド

イ
ツ
の
学
説
に
お
け
る
議
論
状
況
を
一
九
世
紀
後
半
ま
で
遡
り
、
そ
こ
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
の
議
論

状
況
を
相
対
化
し
た
上
で
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
解
決
を
規
定
す
る
ベ
ク
ト
ル
を
探
り
出
す
こ
と
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
ド
イ
ツ

の
学
説
史
（
９
）

を
見
る
と
き
、
エ
ポ
ッ
ク
と
な
っ
た
四
つ
の
局
面
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
利
益
説
と
法
益
説
の

対
立
（
10
）

で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
二
分
説
の
展
開
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
登
場
で
あ
る
。
そ
し
て
四
つ
目
は
、
意
思
決

定
の
自
律
性
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
ま
ず
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
一
つ
目
の
エ
ポ
ッ
ク
に
検
討
の
対
象
を
限
定
し
、
利

益
説
と
法
益
説
の
対
立
を
取
り
上
げ
て
、
議
論
の
状
況
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
現
在
の
議
論
に
お
い
て
も
重
要
性
を
も
つ
問
題
分
析
の

視
角
を
そ
こ
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
章
　
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
け
る
学
説
の
流
れ

第
一
節

　三
つ
の
重
要
な
視
点

欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
眺
め
る
と
、
そ
こ
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
視
点
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
き
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
三
つ
の
も
の
が
あ
る
。

第
一
に
、
法
益
主
体
に
対
す
る
無
条
件
的
保
護
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
意
を
め
ぐ
り
法
益
主
体
側
に
何
ら
か
の
錯

）
七
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
六
四

誤
が
生
じ
て
い
た
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
法
益
主
体
の
側
に
刑
法
的
要
保
護
性
を
肯
定
し
て
こ
れ
を
行
為
者
側
に
負
担
さ
せ
る
、
と
い
う
方

法
を
や
め
る
こ
と
で
あ
る
。
法
益
主
体
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
刑
法
に
よ
る
保
護
を
求
め
え
な
い
場
面
、
す
な
わ
ち
自
己
答
責
性
の
原

理
が
働
く
範
囲
を
い
か
に
定
め
る
べ
き
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
同
意
の
事
例
に
お
け
る
行
為
者
側
の
行
為
責
任
主
義
を
ど
の
よ
う
に
貫
く
の
か
が
一
つ
の
考
慮
要
素
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
考
察
の
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
差
が
あ
る
と
は
い
え
、
同
意
に
お
け
る
行
為
者
側
の
行
動
基
準
を
ど
う
構
築
す

る
か
を
一
つ
の
問
題
意
識
と
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
意
に
お
い
て
は
、
行
為
者
と
法
益
主
体
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
が
そ
の
土
台
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
典
型
例
は
、
法
益
主
体

が
法
益
処
分
の
意
思
表
示
を
示
し
、
こ
れ
に
行
為
者
が
応
じ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
益
主
体
が
法
益
処
分
の
意
思
を
明

確
に
示
さ
な
い
こ
と
は
容
易
に
生
じ
う
る
。
ま
た
、
法
益
処
分
の
た
め
の
行
為
を
、
行
為
者
で
は
な
く
主
と
し
て
法
益
主
体
が
自
ら
行
う

こ
と
も
あ
る
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
行
為
者
の
行
為
が
法
益
主
体
の
真
意
に
適
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
う
る
。
こ
こ

に
生
じ
る
法
益
主
体
に
と
っ
て
の
リ
ス
ク
を
す
べ
て
行
為
者
側
が
負
担
す
る
、
つ
ま
り
そ
の
行
為
が
可
罰
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
行
為
者
に
と
っ
て
は
行
為
を
行
う
上
で
の
重
大
な
リ
ス
ク
と
な
り
う
る
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
事
例
に
お
い
て
、

こ
の
問
題
が
凝
縮
し
て
示
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
し
た
法
益
主
体
に
対
す
る
刑
法
的
要
保
護
性
の
核
と
な
る
部
分
は
ど
こ
に
あ
る
か
が
探
究
さ
れ
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
大
の
論
争
点
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
核
と
は
、
は
た
し
て
法
益
な
の
か
、
法
益
主
体

が
追
求
し
よ
う
と
し
た
（
法
益
概
念
に
よ
る
抽
象
的
な
把
握
に
な
じ
ま
な
い
、
よ
り
具
体
的
な
）
利
益
な
の
か
、
法
益
主
体
に
お
け
る
意
思
決
定

の
自
由
な
の
か
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
が
無
効
と
さ
れ
る
範
囲
を
無
限
定
な
も
の
と
せ
ず
、
一
定
の
限
定
を
加
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
共

）
七
三
二
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
六
五

通
認
識
が
あ
る
と
し
て
も
、
保
護
範
囲
を
ど
こ
ま
で
限
定
し
、
ど
こ
か
ら
先
は
限
定
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
を
め
ぐ
り
、
論
争
が
い
ま
も

な
お
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
裏
面
か
ら
見
る
な
ら
、
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
異
な
る
に
せ
よ
、
法
益
主
体
に
お
け
る
法
益
処

分
時
の
行
動
基
準
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
か
が
模
索
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
関

す
る
刑
法
的
要
保
護
性
の
広
狭
は
、
法
益
主
体
の
処
分
行
為
に
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
か
ら
受
け
る
示
唆
と
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
解
決
す

る
に
際
し
て
重
要
な
の
は
、
行
為
者
お
よ
び
法
益
主
体
の
行
動
基
準
を
ど
う
定
め
る
か
に
あ
る
。

第
二
節

　欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
解
決
す
る
た
め
の
諸
説

⑴
　
本
説
に
お
い
て
は
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
解
決
す
る
諸
説
を
鳥
瞰
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
に
直
面
す
る
。
そ
の
諸

説
に
対
し
ど
う
い
う
呼
称
を
与
え
る
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
〜
説
」
と
久
し
く
呼
ば
れ
て
い
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同

じ
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
実
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
ト
ー
マ
ス
・
レ
ン
ナ
ウ
（T

om
as 

R
önnau

）
は
、
刑
法
に
お
け
る
被
害
者
の
意
思
の
欠
缺
を
め
ぐ
る
議
論
を
概
観
す
る
に
先
立
っ
て
、
次
の
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
実
際
の
議
論
に
お
い
て
は
、
中
心
的
概
念
、
と
く
に
「
自
律
性
（A

utonom
ie

）」
と
い
う
よ
う
な
概
念
は
定
義
さ
れ
な
い
ま
ま
で

あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
問
題
解
決
へ
な
が
れ
る
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
（
11
）

と
い
う
（
12
）

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
同
意
論
に
お
い
て
慣
習
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
用
語
を
使
う
だ
け
で
な
く
、
本
稿
に
限
っ
て
名
付
け

る
説
の
名
称
も
用
い
て
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
解
決
す
る
諸
説
を
説
明
し
て
い
き
た
い
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め

ぐ
る
ド
イ
ツ
の
諸
説
を
顧
み
る
と
、
問
題
解
決
の
た
め
に
諸
説
が
照
準
を
当
て
た
点
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
法
益
主
体
は
「
何
の
た
め

）
七
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
六
六

に
」
自
己
の
法
益
を
処
分
し
た
の
か
で
あ
る
。
第
二
に
、
法
益
主
体
に
お
け
る
法
益
処
分
の
意
思
決
定
に
自
律
性
が
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。

第
一
に
関
し
、
一
つ
目
の
学
説
と
し
て
、
法
益
処
分
を
通
じ
て
法
益
主
体
が
追
求
し
よ
う
と
し
た
利
益
（Interesse

）
に
着
目
す
る
見

解
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
「
利
益
説
」
と
呼
び
た
い
。
こ
の
利
益
説
を
強
く
推
進
し
た
の
が
、
Ｒ
．
ケ
ス
ラ
ー

（R
. K

eßler

）
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
後
の
法
益
説
と
対
立
関
係
に
立
つ
。

二
つ
目
は
、
法
益
主
体
が
処
分
し
た
法
益
に
着
目
す
る
見
解
で
あ
り
、
本
稿
に
限
り
、
こ
れ
を
「
法
益
説
」
と
呼
び
た
い
。
同
説
は
欺

罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
絶
え
ず
有
力
に
主
張
さ
れ
て
き
た
。
法
益
説
を
主
張
し
、
利
益
説
を
説
く
ケ
ス
ラ
ー
と
対

峙
し
た
の
が
、
カ
ー
ル
・
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
（K

arl B
inding

）
で
あ
っ
た
（
13
）

。

三
つ
目
は
、
法
益
説
に
連
な
る
も
の
と
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ゲ
ー
ル
ズ
（F

riedrich G
eerds

）
が
提
唱
し

た
二
分
説
（Z

w
eiteilungslehre （

14
）

）
で
あ
る
。
こ
の
見
解
も
法
益
と
い
う
観
点
を
基
本
と
し
、
し
か
し
犯
罪
論
体
系
と
も
関
連
付
け
て
、
欺

罔
に
基
づ
く
同
意
へ
の
保
護
範
囲
を
狭
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
つ
目
と
し
て
、
グ
ン
タ
ー
・
ア
ル
ツ
ト
（G

unther A
rzt

）
の
提
唱
し
た
法
益
関
係
的
錯
誤
説
（
15
）

で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
二
分
説
を

排
し
、
法
益
説
を
よ
り
純
化
し
、
法
益
主
体
が
処
分
す
る
法
益
お
よ
び
そ
の
法
益
に
関
係
す
る
事
情
へ
の
認
識
を
問
い
、
そ
こ
に
錯
誤
が

あ
っ
た
と
き
に
同
意
を
無
効
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
法
益
主
体
に
お
け
る
動
機
の
錯
誤
へ
の
刑
法
的
保
護
に
つ
い
て
、
同
説
は
、
詐
欺

罪
に
当
た
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
拒
絶
す
る
。
法
益
処
分
の
自
由
は
個
人
的
法
益
に
含
ま
れ
な
い
と
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
で
、
法
益
説
の
陣
営
の
内
部
に
お
い
て
も
、
レ
ン
ナ
ウ
の
よ
う
に
、
法
益
主
体
の
人
格
の
発
展
に
役
立
つ
個
人
的
法
益
に
つ
い
て

は
法
益
処
分
の
自
由
を
も
保
護
法
益
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
の
、
意
思
決
定
過
程
の
自
律
性
を
め
ぐ
っ
て
は
以
下
の
見
解
が
あ
る
。
一
つ
目
と
し
て
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
基
礎
に
し
つ
つ
、

）
七
三
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
六
七

法
益
主
体
に
よ
る
法
益
処
分
の
意
思
決
定
が
自
由
に
な
さ
れ
た
か
を
問
う
見
解
が
あ
る
。
提
唱
者
の
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ク
シ
ン
（C

laus 

R
oxin

）
に
従
い
、
規
範
的
自
律
説
（norm

ative A
utonom

iethoerie

）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
（
16
）

。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
し
て
は
、
法
益
主

体
の
意
思
決
定
過
程
へ
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
が
相
次
い
で
な
さ
れ
て
い
た
（
17
）

。
ロ
ク
シ
ン
は
緊
急
状
態
の
錯
誤
の
問
題
を
提

起
し
、
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
法
益
主
体
の
意
思
決
定
は
自
由
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
し
た
。
同
様
に
、
法
益
処
分

の
意
思
決
定
が
自
由
に
な
さ
れ
た
か
否
か
を
問
う
論
者
と
し
て
、
デ
ト
レ
フ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
ベ
ル
ク-

リ
ー
ベ
ン
（D

etlev S
ternberg-

L
ieben （

18
）

）、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
（G

ünther Jakobs （
19
）

）
ら
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
20
）

。

二
つ
目
と
し
て
、
法
益
主
体
に
よ
る
法
益
処
分
の
意
思
決
定
過
程
が
、
法
益
主
体
の
意
思
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
問
う
見
解
で

あ
る
。
法
益
主
体
が
法
益
処
分
の
意
思
決
定
を
下
す
決
定
的
事
情
の
根
底
に
あ
る
法
益
主
体
自
身
の
価
値
観
や
価
値
体
系
（W

ertsystem （
21
）

）

へ
の
保
護
を
重
視
す
る
見
解
で
あ
る
。
本
稿
に
限
り
、
こ
の
見
解
を
価
値
観
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ペ
ー
タ
ー
・
ノ
ル
（P

eter N
oll （

22
）

）

や
ク
ヌ
ー
ト
・
ア
メ
ル
ン
ク
（K

nut A
m

elung （
23
）

）、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ミ
ッ
チ
ュ
（
24
）（W

olfgang M
itsch

）、
ウ
ー
ヴ
ェ
・
ム
ル
マ
ン
（U

w
e 

M
urm

ann （
25
）

）
ら
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。

三
つ
目
と
し
て
、
法
律
行
為
説
（R

echtsgeschäftstheorie （
26
）

）
を
挙
げ
う
る
。
こ
の
見
解
は
民
法
に
お
け
る
錯
誤
に
関
す
る
規
定
を
参
照

し
、
そ
の
精
神
を
刑
法
の
同
意
論
に
取
り
込
も
う
と
す
る
見
解
で
あ
る
（
27
）

。
同
説
に
よ
れ
ば
、
過
失
が
あ
る
場
合
な
ど
法
益
主
体
に
自
己
答

責
性
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
行
為
者
の
刑
事
責
任
を
問
わ
な
い
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
（E

rnst Z
itelm

ann （
28
）

）
や
ハ
ン

ス-

ハ
イ
ナ
ー
・
キ
ュ
ー
ネ
（H

ans-H
einer K

ühne （
29
）

）
が
そ
の
系
列
に
あ
る
。

⑵
　
各
説
の
相
違
点
が
最
も
際
立
つ
の
は
、
被
害
者
に
動
機
の
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
次
の
事
例
を
挙
げ

る
（
30
）

。
あ
る
慈
善
団
体
が
、
供
血
し
た
人
に
対
し
二
五
ユ
ー
ロ
の
報
酬
を
支
払
う
旨
、
偽
り
の
募
集
を
か
け
、
Ａ
が
こ
れ
に
賛
同
し
供
血
に

）
七
三
七
（
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六
八

応
じ
た
。
こ
の
団
体
の
代
表
者
で
あ
る
Ｂ
は
傷
害
罪
の
罪
責
を
負
う
か
。
各
説
の
帰
結
は
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

Ｂ
を
傷
害
罪
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
利
益
説
と
価
値
観
説
、
法
律
行
為
説
で
あ
る
。
利
益
説
は
、
輸
血
に
よ
っ
て
二
五
ユ
ー
ロ

を
得
よ
う
と
し
て
い
る
点
を
Ｂ
が
Ａ
を
欺
い
て
い
る
点
を
捉
え
、
Ｂ
に
傷
害
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
価
値
観
説
も
、
Ａ
は

輸
血
と
引
き
換
え
に
報
酬
と
い
う
反
対
給
付
を
期
待
す
る
価
値
観
に
基
づ
き
同
意
し
、
こ
の
反
対
給
付
を
Ｂ
が
欺
い
て
い
る
点
を
捉
え
て
、

Ｂ
に
傷
害
罪
を
問
う
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。
法
律
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
Ａ
に
は
過
失
な
ど
自
己
答
責
的
事
情
は
存
在
し
な
い
た
め
、
報

酬
を
伴
う
輸
血
行
為
が
公
序
良
俗
違
反
と
な
ら
な
い
限
り
、
Ｂ
を
傷
害
罪
に
問
う
こ
と
が
可
能
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｂ
を
傷
害
罪
に
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
法
益
説
や
法
益
関
係
的
錯
誤
説
、
二
分
説
、
規
範
的
自
律
説
、
で
あ
る
。

法
益
説
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
身
体
法
益
を
処
分
す
る
自
由
を
身
体
法
益
に
含
め
る
か
ど

う
か
で
結
論
が
分
か
れ
る
。
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
Ｂ
の
行
為
は
詐
欺
罪
に
当
た
る
可
能
性
は
あ
り
う
る
が
、
傷
害
罪
は
成
立
し
な
い
。

Ａ
は
処
分
す
る
法
益
、
す
な
わ
ち
身
体
法
益
を
正
し
く
認
識
し
処
分
す
る
同
意
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
反
対
給
付
の
偽
り
を
カ
バ
ー

す
る
の
は
詐
欺
罪
の
役
割
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
傷
害
罪
が
担
う
の
は
同
罪
の
保
護
法
益
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
法
益

説
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
身
体
法
益
に
は
そ
の
法
益
を
処
分
す
る
自
由
が
含
ま
れ
る
と
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
Ｂ
は
傷
害
罪
に
当
た
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
二
に
、
二
分
説
に
立
ち
、
軽
傷
害
へ
の
同
意
は
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
同
意
の
場
合
に
当
た
る
と
解
す

る
と
、
Ａ
は
騙
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
同
意
は
Ａ
の
意
思
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
Ｂ
を
傷
害
罪
に
問
う

こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。
規
範
的
自
律
説
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
の
行
為
が
強
制
的
で
な
い
限
り
、
Ａ
の
意
思
決
定
は
自
由
に
な
さ
れ
た
も
の
と

さ
れ
る
。
Ｂ
の
欺
罔
は
緊
急
状
態
に
当
た
る
よ
う
な
欺
罔
行
為
で
は
な
い
か
ら
、
Ａ
の
同
意
は
有
効
と
な
る
。

）
七
三
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
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を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
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況
（
野
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）

一
六
九

第
三
章
　「
利
益
説
」
対
「
法
益
説
」

第
一
節

　論
争
前
夜
の
議
論
状
況

本
章
で
は
、
利
益
説
を
展
開
し
た
ケ
ス
ラ
ー
（
31
）

と
、
法
益
説
を
唱
え
た
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
交
わ
し
た
論
争
を
取
り
上
げ
た
い
。
ケ
ス

ラ
ー
は
、
一
八
八
四
年
に
利
益
説
を
貫
い
た
同
意
論
の
構
想
を
提
示
し
た
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
同
意
論
へ
の
批
判
が
ケ
ス
ラ
ー
の
同
意
論

の
根
底
に
あ
る
。
ケ
ス
ラ
ー
の
構
想
に
対
す
る
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
批
判
、
さ
ら
に
、
そ
れ
へ
の
ケ
ス
ラ
ー
に
よ
る
反
批
判
を
紹
介
し
、

こ
れ
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
本
章
の
課
題
と
な
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
被
害
者
の
同
意
の
本
質
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
り
、
一
三
〇
年
以

上
前
の
こ
の
議
論
が
、
い
ま
も
な
お
同
意
論
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
解
決
方
法
を
め
ぐ
る
対
立
の

萌
芽
も
、
こ
の
論
争
の
中
に
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑴
　
両
者
の
間
の
論
争
に
立
ち
入
る
前
に
、
こ
の
論
争
が
起
き
る
ま
で
の
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
同
意
本
質
論
に
関
す
る
議
論
の
状
況
に

つ
い
て
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
（R

ichard H
onig

）
に
よ
る
同
意
論
お
よ
び
そ
の
方
法
論
に
関
す
る
研
究
（
32
）

を
参
照
し
な
が
ら
、
確

認
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
当
時
、
被
害
者
の
同
意
が
行
為
者
の
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
違
法
性
肯
定
説
、

違
法
性
阻
却
説
、
刑
罰
法
規
重
視
説
が
存
在
し
て
い
た
。

違
法
性
肯
定
説
の
論
拠
と
し
て
は
、
①
と
り
わ
け
生
命
や
身
体
へ
の
侵
害
の
同
意
は
、
何
ら
か
の
困
窮
し
た
状
況
に
お
か
れ
た
結
果
、

精
神
が
病
的
に
錯
乱
し
た
状
態
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
②
立
法
者
が
同
意
に
よ
る
権
利
侵
害
を
肯
定
し
て
い
る
の
か
不
確
か
な
状
況

に
裁
判
官
は
お
か
れ
て
い
る
こ
と
、
③
「
望
む
者
に
は
不
法
は
な
さ
れ
な
い
（volenti non fit injuria （

33
）

）」
は
、
公
法
で
あ
る
刑
法
に
当
て

は
ま
ら
な
い
こ
と
、
④
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
（invito raeso

）
こ
と
が
構
成
要
件
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
犯
罪
へ
の
同

）
七
三
五
（
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一
七
〇

意
は
違
法
で
あ
る
こ
と
、
⑤
同
意
は
故
意
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
（
34
）

。

次
に
、
違
法
性
阻
却
説
は
、
被
害
者
の
同
意
に
よ
っ
て
刑
法
が
保
護
し
て
い
る
権
利
が
放
棄
さ
れ
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
を
全

面
的
に
肯
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
部
分
的
に
肯
定
す
る
か
に
つ
き
見
解
が
分
か
れ
る
。
違
警
罪
の
範
囲
で
は
可
罰
的
と
す
る
見
解
、
あ
る

い
は
、
同
意
が
他
者
の
権
利
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
権
利
が
譲
渡
不
可
能
な
場
合
に
限
っ
て
は
可
罰
性
を
肯
定
す
る
見
解
が

主
張
さ
れ
て
い
た
（
35
）

。
た
だ
し
、
違
法
性
阻
却
説
は
少
数
説
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

当
時
の
多
数
説
で
あ
っ
た
刑
罰
法
規
重
視
説
は
、
同
意
を
一
般
原
則
と
し
て
論
ず
る
こ
と
を
避
け
、
個
々
の
刑
罰
法
規
が
、
同
意
者
に

対
し
処
分
権
を
与
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
の
内
実
は
多
様
で
あ
る
。
同
意
者
の
処
分
権
を
全
面
的
に

肯
定
す
る
主
観
的
権
利
説
も
あ
っ
た
。
他
方
で
同
意
者
の
処
分
権
に
制
限
を
か
け
る
立
場
か
ら
、
人
間
の
人
格
を
本
質
的
に
規
定
し
て
い

る
か
否
か
を
規
準
に
し
て
権
利
の
譲
渡
可
能
性･

不
可
能
性
を
問
う
見
解
、
個
人
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
法
益
か
否
か
を
規
準
と
す
る

見
解
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
36
）

。

ケ
ス
ラ
ー
や
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
法
規
重
視
説
の
陣
営
に
分
類
さ
れ
る
が
、
ケ
ス
ラ
ー
は
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
一
般
原
則
的
手
法
を
採
る
の
に
対
し
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
刑
罰
法
規
を
よ
り
重
視
す
る
主
張
を
採
る
、
さ
れ
て
い
る
（
37
）

。

第
二
節

　ケ
ス
ラ
ー
の
見
解

⑴
　
ケ
ス
ラ
ー
は
、
一
八
八
四
年
公
刊
の
著
書
に
お
い
て
、
法
益
主
体
の
同
意
の
本
質
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
従
前
の
議
論
は
方
法
的

に
問
題
が
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
の
限
界
を
先
に
論
じ
よ
う
と
し
た
り
、
生
命
や
身
体
の
放
棄
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
た
り
す
る

べ
き
で
は
な
く
、
ま
ず
同
意
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
を
積
極
的
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
す
る
（
38
）

。

）
七
三
五
（
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七
一

そ
の
上
で
、
ケ
ス
ラ
ー
は
同
意
を
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
と
は
、
行
為
者
の
意
思
行
為
と
自
分
の
意
思
と
が
一

致
す
る
こ
と
を
表
示
す
る
こ
と
で
あ
る
（
39
）

。
こ
こ
か
ら
、
器
物
損
壊
事
例
を
念
頭
に
お
い
て
、
以
下
の
こ
と
を
指
摘
す
る
（
40
）

。

①
同
意
の
本
質
と
は
、
同
意
者
が
相
手
方
へ
権
利
を
移
転
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

②
同
意
と
は
、
行
為
を
他
者
が
す
る
た
め
に
権
利
を
創
設
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

③
同
意
と
は
、
権
利
の
放
棄
（D

ereliction

）
で
は
な
い
。

④
同
意
と
は
、
権
利
の
断
念
（V

erzicht

）
で
は
な
い
。

⑤
同
意
と
は
、
他
者
に
損
害
行
為
を
教
唆
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

⑥
同
意
と
は
結
果
を
意
欲
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
同
意
の
意
思
表
示
の
対
象
は
権
利
や
想
定
さ
れ
た
結
果
で
も
な
く
、
他
者
の
行
為
に

の
み
同
意
の
意
思
表
示
は
関
係
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
考
え
方
を
支
え
る
論
拠
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
ケ
ス
ラ
ー
は
、
刑
罰
法
規
の
目
的
は
、
人
の
利
益

が
他
者
の
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
と
す
る
（
41
）

。
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
と
は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
、
刑
罰
法
規
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
人
の
こ
と
を
い
う
。
刑
法
に
よ
る
利
益
保
護
と
関
係
の
な
い
事
柄
は
保
護
の
対
象
か
ら
外

れ
る
の
で
あ
る
（
42
）

。

第
二
に
、
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
は
以
下
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
43
）

。
ま
ず
そ
こ
に
財
（G

ut

）
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
財
は
人
が
健
康
に
生
き
る
こ
と
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
財
か
ら
一
定
の
利
益
が
生
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
利
益
と
は
、
あ
る
人
の
財
に
一
定
の
出
来
事
が
生
じ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
生
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
身
体
と
い
う
財
は
、

一
つ
の
利
益
で
は
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
を
も
つ
。
こ
う
し
た
認
識
か
ら
、
利
益
は
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る

）
七
三
五
（
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一
七
二

人
の
あ
る
事
実
（T

hatsache

）
に
対
す
る
利
益
は
、
そ
の
人
と
そ
の
事
実
と
の
関
係
の
中
に
あ
る
。
そ
の
関
係
に
よ
っ
て
、
事
実
の
発
生

や
不
発
生
が
そ
の
人
の
財
に
と
っ
て
不
利
な
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
ケ
ス
ラ
ー
は
、
財
と
利
益
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
（
44
）

。
刑
罰
法
規
の
目
的
は
、
不
利
益
が
人
の
行
為
に
よ
っ
て
生

じ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
不
利
益
を
一
定
程
度
防
ぎ
、
利
益
者
（Interessent

）
に
対
し
財
を
保
証
す
る
こ
と
に
あ
る
。
財
へ
の
期
待

（A
ussicht

）
も
そ
れ
自
体
、
財
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
利
益
者
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
意
思
な
し
に
、
財
を
危
険
に
さ
ら
し
て
は
な
ら

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
確
な
意
思
に
反
し
て
利
益
者
に
強
制
さ
れ
た
財
は
、
財
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
負
荷
と
な
る
。
権
利
と
い

う
よ
り
は
義
務
と
な
っ
て
し
ま
う
。
人
は
財
に
対
し
て
無
数
の
利
益
を
も
っ
て
い
る
。
特
に
、
財
を
も
つ
者
が
有
効
に
用
い
た
り
、
財
を

も
つ
者
に
不
利
益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
し
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
か
り
に
人
が
明
確
な
意
思
を
も
っ
て
自
分
の
財
に
と
り
危

険
な
行
為
を
許
容
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
財
は
そ
の
人
の
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
う
し
た
行
為
を
や
め
さ
せ
る
利
益
を
そ
の

人
は
も
た
な
い
。
ケ
ス
ラ
ー
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
利
益
に
基
づ
く
財
の
処
分
を
説
明
す
る
。

第
四
に
、
ケ
ス
ラ
ー
は
、
同
意
の
対
象
が
、
結
果
で
は
な
く
、
行
為
者
の
行
為
で
あ
る
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
（
45
）

。
人
は
そ
も
そ

も
財
の
放
棄
そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
い
。
同
時
に
、
自
分
に
と
っ
て
危
険
な
他
者
の
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
を

望
ん
で
は
い
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
人
は
、
予
見
可
能
な
結
果
が
生
じ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
意
す
る
。
そ
の
原
動
力
は
動
機
で
あ

る
。
刑
法
に
よ
る
行
為
の
禁
止
と
い
う
利
益
を
強
く
克
服
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
動
機
の
性
質
は
ど
ん
な
も
の
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

ケ
ス
ラ
ー
は
、
以
上
の
よ
う
な
基
本
的
立
場
に
立
脚
し
て
、
後
述
す
る
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
見
解
、
と
く
に
法
益
論
に
対
し
て
批
判
を
加

え
て
い
る
（
46
）

。

ま
ず
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
法
益
を
利
益
の
集
合
体
と
捉
え
、
法
規
範
は
、
そ
れ
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
、
変
更
さ
れ
な
い
よ
う
、
保
護

）
七
五
五
（
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一
七
三

す
る
役
割
を
担
う
と
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ケ
ス
ラ
ー
は
、
利
益
に
着
目
し
て
い
る
点
は
評
価
し
つ
つ
も
、
利
益
の
主
体
は
法
規
範
で

は
な
く
、
肉
体
を
も
つ
人
で
あ
る
（
47
）

と
反
論
す
る
。

次
に
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
法
益
侵
害
を
法
秩
序
に
対
す
る
侵
害
と
捉
え
る
が
、
こ
れ
は
誤
っ
た
観
念
で
あ
る
と
ケ
ス
ラ
ー
は
批
判
す

る
。
本
質
は
利
益
侵
害
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
看
過
し
て
い
る
（
48
）

。

第
三
に
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
法
が
法
益
を
そ
れ
自
体
保
護
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
ケ
ス
ラ
ー
は
反
論
す
る
。
法
益
そ
れ
自

体
で
は
な
く
、
利
益
が
個
人
と
財
を
結
び
つ
け
て
い
る
関
係
の
保
護
に
こ
そ
刑
法
は
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
49
）

。

そ
れ
で
は
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
ケ
ス
ラ
ー
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪
の
規
定
（
ド
イ

ツ
刑
法
二
一
六
条
）
の
撤
廃
を
主
張
す
る
記
述
の
中
で
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
言
及
し
て
い
る
。
ケ
ス
ラ
ー
は
同
罪
に
つ
い
て
、
自
己

維
持
義
務
（S

elbsterhaltungspflicht

）、
す
な
わ
ち
各
人
は
自
分
の
命
を
全
う
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
ら
手
放
し
て
は
な
ら
な
い

公
共
的
義
務
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
そ
の
上
で
、
ケ
ス
ラ
ー
は
、
生
命
や
身
体
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
個
人
が
享
受
す
る

べ
き
利
益
で
あ
り
、
そ
の
利
益
を
ど
う
す
る
か
は
そ
の
個
人
に
す
べ
て
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
害
者
の
同
意
に
基

づ
く
生
命
や
身
体
へ
の
侵
害
行
為
は
、
す
べ
て
不
可
罰
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
生
命
や
身
体
と
い
っ
た
利
益
の
帰
趨
は
個
人
が
決

め
る
べ
き
で
あ
る
以
上
、
そ
の
動
機
に
つ
い
て
も
批
判
さ
れ
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪
の
規
定
の
廃

止
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
論
を
展
開
す
る
中
で
、
ケ
ス
ラ
ー
は
、
被
害
者
の
動
機
に
関
し
て
言
及
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
利
己
的
な
動
機
か

ら
他
者
へ
自
殺
す
る
よ
う
説
得
し
、
そ
の
者
を
し
て
自
殺
さ
せ
る
行
為
や
、
他
者
か
ら
人
生
の
喜
び
を
奪
う
た
め
に
、
相
手
を
欺
き
自
殺

さ
せ
る
行
為
の
可
罰
性
に
言
及
し
て
い
る
（
50
）

。
こ
う
し
た
行
為
は
、
他
者
に
自
殺
を
唆
し
て
お
り
、
相
手
方
の
個
人
的
利
益
は
危
険
に
瀕
し

）
七
五
五
（
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一
七
四

て
い
る
と
す
る
。
ケ
ス
ラ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
可
罰
性
に
関
す
る
議
論
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
し
、
そ

の
理
由
と
し
て
、
被
害
者
に
自
己
保
持
本
能
（S

elbsterhaltungstrieb

）
が
備
わ
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
欺
罔
行
為
に
よ
る
危
険
か
ら
自
己

を
十
分
に
守
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
す
る
。
こ
う
し
て
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪
の
撤
廃
を
主
張
す
る

一
方
で
、
欺
罔
に
基
づ
く
殺
人
は
被
害
者
の
利
益
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
処
罰
の
必
要
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。

⑵
　
右
の
よ
う
に
、
ケ
ス
ラ
ー
は
利
益
説
を
展
開
し
た
。
そ
の
見
解
の
詳
細
を
さ
ら
に
知
る
た
め
に
、
一
八
八
七
年
に
著
さ
れ
た
論
文
（
51
）

を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
着
目
す
る
べ
き
は
、
①
利
益
と
法
益
の
関
係
、
②
法
益
の
担
い
手
（T

räger

）、
③
利
益
説
に
対
す
る

批
判
の
仕
方
、
で
あ
る
。

①
と
②
に
関
し
、
ま
ず
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト
（F

ranz von L
iszt

）
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
引
用
す
る
（
52
）

。
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、

法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
と
し
て
の
法
益
は
、
生
命
や
財
産
、
名
誉
、
自
由
な
ど
の
よ
う
に
、
具
体
化
さ
れ
な
い
、
概
念
的
に
抽
象
化
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
益
の
担
い
手
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
事
物
に
お
い
て
、
法
益
は
具
体
化
さ
れ
う
る
。
そ
れ
ら
が
犯
罪
の

客
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
益
の
担
い
手
と
い
う
の
は
抽
象
的
で
あ
る
し
、
可
能
な
限
り
法
益
を
具
体
化
す
る

こ
と
も
刑
法
と
い
う
体
系
を
無
視
し
て
い
る
（der S

chem
atisierung spotten

）。
犯
罪
は
、
行
為
（H

andlung

）
で
は
な
く
、
人
間
の
因
果

関
係
（m

enschliche C
ausalität

）
で
あ
り
、
何
ら
か
の
法
益
（ein E

tw
as

）
を
前
提
と
し
て
お
り
、
人
間
の
因
果
関
係
は
法
益
に
お
い
て

展
開
し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
益
こ
そ
が
犯
罪
の
客
体
で
あ
る
こ
と
が
法
的
に
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
行
為
の
具
体
的
な
客

体
と
は
厳
格
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
リ
ス
ト
の
見
解
を
要
約
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
ケ
ス
ラ
ー
は
リ
ス
ト
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
。
第
一
に
、
ケ
ス

ラ
ー
は
、
リ
ス
ト
が
法
益
と
利
益
を
同
一
視
し
て
い
る
点
を
批
判
す
る
。
利
益
と
は
法
益
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

）
七
五
二
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欺
罔
に
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を
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る
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期
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一
七
五

生
命
と
い
う
法
益
に
は
、
無
数
の
利
益
が
関
係
す
る
（
53
）

。
財
（G

ut

）
と
は
、
人
間
の
身
体
的
あ
る
い
は
精
神
的
な
幸
福
に
寄
与
す
る
こ
と

が
で
き
る
す
べ
て
の
客
体
あ
る
い
は
関
係
で
あ
る
（
54
）

。
こ
の
財
に
対
す
る
利
益
と
は
、
す
べ
て
の
財
に
関
係
し
て
い
る
出
来
事
に
関
す
る
利

益
の
完
全
な
る
集
合
体
で
あ
り
、
個
人
の
財
に
対
す
る
利
益
は
、
そ
れ
を
快
・
不
快
と
感
じ
る
か
に
よ
っ
て
、
一
人
ひ
と
り
異
な
る
（
55
）

。

第
二
に
、「
法
益
の
担
い
手
（T

räger

）」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ケ
ス
ラ
ー
は
、
な
ぜ
「
法
益
の
所
持
者
（Inhaber

）」
と
言

わ
な
い
の
か
、
と
疑
問
を
示
す
。「
担
い
手
」
と
さ
れ
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
、
ケ
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
財
が
、
個
人
で
は
な
く
、
客
観

的
権
利
と
い
う
壮
大
な
観
念
存
在
（G

edankenw
esen

）
に
属
す
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
（
56
）

、
と
す
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、「
家
畜
の
肉

と
毛
皮
は
、
そ
の
家
畜
の
持
ち
主
の
財
で
あ
り
、
家
畜
は
持
ち
主
の
財
の
担
い
手
で
あ
る
」
か
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
は
人
の
法

益
に
も
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
生
命
や
名
誉
、
自
由
、
そ
の
他
人
間
を
守
る
権
利
は
、
人
間
の
財
で
あ
り
、
人
間
が
自
分
の
も

の
と
し
、
他
者
の
権
利
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
少
な
く
と
も
人
間
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
の
権
利
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
担
う
（
57
）

。
す
な
わ
ち

財
は
、
個
人
が
所
持
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
と
か
客
観
的
権
利
と
か
い
う
抽
象
的
概
念
に
属
す
る
。
法
益
の
担
い
手
が
そ
の
処
分
が
許

さ
れ
る
か
否
か
は
法
秩
序
の
観
点
か
ら
決
す
る
と
い
う
考
え
方
（
58
）

は
、
こ
う
し
た
背
景
を
有
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ケ
ス
ラ
ー
は
右
の
よ
う
な
捉
え
方
を
批
判
し
た
上
で
、
私
見
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
は
生
来
的
に

す
べ
て
の
法
益
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
、
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
法
は
、
処
分
権
を
、
未
成
年
の
ゆ
え
に
制
限
し

た
り
、
他
者
の
利
益
と
の
調
整
の
た
め
に
制
限
し
た
り
す
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
す
る
（
59
）

。

第
三
に
、
利
益
説
を
批
判
す
る
手
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
強
制
執
行
中
の
自
己
の
財
物
を
自
ら
損
壊
す
る
犯
罪
（
当
時
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
）
を
根
拠
に
、
利
益
説
で
は
こ
の
こ
と
は
説
明
で
き
な
い
と
す
る
見
解
（
60
）

が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
ケ
ス
ラ
ー
は
こ
の
犯

罪
に
お
い
て
も
、
所
有
者
と
債
権
者
が
い
ず
れ
も
同
意
す
れ
ば
、
こ
の
犯
罪
は
成
立
し
な
い
と
主
張
す
る
（
61
）

。
な
お
、
こ
う
し
た
利
益
説
に

）
七
五
三
（
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一
七
六

対
す
る
批
判
は
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
生
命
を
処
分
す
る
自
由
は
個
人
に
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
利
益

説
は
不
当
で
あ
る
と
す
る
論
法
に
も
通
じ
て
い
る
、
と
す
る
。

ケ
ス
ラ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
法
益
を
保
護
す
る
犯
罪
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
利
益
を
も
つ
当
事
者
が
法
益
処
分
に
す
べ
て

同
意
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
同
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
節

　ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
見
解

第
一
款

　同
意
論
の
概
要

⑴
　
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
ケ
ス
ラ
ー
の
学
説
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
同
意
論
の
概
要
を
示
し
た
（
62
）

。
以
下
、
そ
の
骨
子
を
見
て
い
き
た

い
。第

一
に
、
同
意
の
本
質
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
す
べ
て
の
犯
罪
に
お
い
て
、
根
本
的
な
被
害
者
は
国
家
で
あ
る
（
63
）

と
す
る
と
こ
ろ
か

ら
出
発
す
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
に
よ
る
侵
害
と
は
、
国
家
の
支
配
権
へ
の
侵
害
と
捉
え
る
。
そ
の
上
で
、
形
式
的
に
有
効
な
同
意
に

よ
っ
て
、
行
為
者
は
侵
害
す
る
権
利
を
得
る
。
と
い
う
の
も
、
同
意
に
よ
っ
て
、
国
家
の
禁
止
規
範
は
例
外
的
に
許
可
す
る
規
範
へ
と
変

わ
る
か
ら
で
あ
る
（
64
）

。
そ
の
よ
う
に
し
て
支
配
権
の
主
体
で
あ
る
国
家
が
有
効
と
認
め
た
同
意
は
違
法
性
を
阻
却
す
る
（
65
）

。

そ
れ
で
は
個
人
的
法
益
を
保
護
す
る
刑
罰
法
規
に
関
す
る
、
法
益
主
体
の
同
意
は
、
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
か
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、

法
益
主
体
で
あ
る
個
人
に
絶
対
的
権
利
を
認
め
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
が
禁
じ
て
い
る
こ
と
を
、
個
人
が
許
可
し
た
り
、
法
的
に
無
意

味
に
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
個
人
の
同
意
が
許
さ
れ
る
の
は
、
法
律
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
（
66
）

。

第
二
に
、
個
人
の
同
意
が
法
律
的
に
許
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
は
、
実
体
法
の
み
か
ら
得
ら
れ
る
、
と
す
る
（
67
）

。
そ
の
理
由

）
七
五
五
（
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一
七
七

と
し
て
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
解
決
方
法
、
あ
る
い
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
論
拠
を
示
し
て
実
体
法
を
枉
げ
る
か
の
よ
う
な

解
決
方
法
は
不
当
で
あ
る
（
68
）

こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
こ
に
法
実
証
主
義
者
な
い
し
制
定
法
重
視
主
義
者
た
る
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
姿
勢
が
看
取
さ

れ
る
。
国
家
の
支
配
姿
勢
が
実
体
法
に
顕
れ
て
い
る
と
考
え
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
範
囲
内
で
同
意
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
実
体
法
を
ふ
ま
え
、
同
意
に
は
異
な
っ
た
種
類
の
類
型
が
存
在
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。

一
つ
目
の
類
型
は
権
利
を
移
転
し
、
ま
た
は
、
権
利
の
行
使
を
侵
害
者
へ
移
転
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
行
為
が
そ
の
典
型
で
あ
る
（
69
）

。

こ
の
場
合
、
被
害
者
が
行
為
時
に
お
い
て
撤
回
の
意
思
を
示
し
た
と
し
て
も
、
侵
害
者
は
行
為
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
ま
さ
に
侵
害

は
こ
の
場
合
、
存
在
し
な
い
（
70
）

。

二
つ
目
の
類
型
は
、
個
別
の
事
例
に
お
け
る
、
一
方
的
な
権
利
の
処
分
、
あ
る
い
は
一
方
的
な
権
利
効
力
の
放
棄
で
あ
る
。
個
人
に
処

分
が
許
さ
れ
て
い
る
権
利
に
つ
い
て
の
み
、
一
方
的
な
権
利
処
分
お
よ
び
放
棄
は
可
能
で
あ
る
。
侵
害
を
甘
受
す
る
事
例
、
例
え
ば
、
自

己
の
財
物
が
持
ち
去
ら
れ
る
状
況
を
、
盗
ま
れ
て
も
仕
方
な
い
と
し
て
黙
認
す
る
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
71
）

。

三
つ
目
の
類
型
は
、
同
意
に
よ
っ
て
、
犯
罪
の
成
立
に
必
要
な
要
素
が
、
侵
害
さ
れ
た
法
益
か
ら
取
り
除
か
れ
る
場
合
で
あ
る
（
72
）

。
そ
の

前
提
条
件
と
は
二
つ
あ
る
と
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
い
う
。
一
つ
は
、
実
体
法
の
解
釈
に
従
い
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
そ
れ
自
体

が
犯
罪
の
客
体
と
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
被
害
者
が
法
益
を
維
持
す
る
こ
と
を
望
み
、
あ
る
い
は
法
益
を
放
棄
し
な
か
っ

た
場
合
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
、
立
法
者
は
、
人
に
対
し
て
法
益
を
維
持
す
る
こ
と
や
、
被
害
者
が
価
値
の
な
い
も
の
と
し
た
法
益
を

保
護
す
る
こ
と
に
、
利
益
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
益
主
体
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
た
意
思
に
よ
っ
て
、
客
体
の
要

保
護
性
が
決
ま
る
、
と
す
る
。

三
つ
目
の
類
型
に
お
い
て
は
、
法
益
主
体
が
同
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
前
者
に
お
い
て
は
構
成
要
件
が
充
足
さ
れ
ず
、
後
者
に
お
い
て

）
七
五
七
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七
八

は
侵
害
客
体
に
対
す
る
刑
法
上
の
要
保
護
性
が
失
わ
れ
る
（
73
）

。

⑵
　
右
の
三
つ
目
の
類
型
に
関
す
る
具
体
的
考
察
と
し
て
、
刑
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
関
す
る
同
意
、
と
く
に
人
格
の
身
体
的

部
分
（physische P

ersönlichkeit

）
に
関
す
る
同
意
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
同
意
の
解
釈
指
針
を
刑
罰
法
規
か
ら
得
る
と
き
の
基
本

的
立
場
を
以
下
に
よ
う
に
述
べ
る
。

第
一
に
法
益
に
つ
い
て
で
あ
る
（
74
）

。
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
と
関
係
す
る
の
は
、
他
者
の
権
利
へ
の
侵
害
行
為
で
は
な
く
、
他
者
の
法
益

の
侵
害
や
危
険
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
益
は
、
意
思
主
体
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
法
益
と
そ
の
意
思
主
体
と
の
間
に
法

律
関
係
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
法
益
は
そ
の
意
思
に
よ
っ
て
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
に
、
同
意
に
関
す
る
情
報
は
、
実
体
法
の
み
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
。
他
の
規
定
と
矛
盾
が
な
い
よ
う
に
、
同
意
の
擬
律
を
判
断
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
75
）

。
ど
の
程
度
同
意
を
認
め
う
る
か
を
人
格
の
概
念
か
ら
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
（
76
）

。
個
人
が
決
め
た
同
意
が
共
同
体
に

と
り
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
共
同
体
の
そ
の
意
思
が
優
先
す
る
（
77
）

。
例
え
ば
、
生
命
に
つ
い
て
は
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪

が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
同
意
は
無
効
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
と
の
関
係
で
、
身
体
に
関
し
て
も
、
重
い
傷
害
へ
の
同
意
は
無
効
で
あ
る
。
自

由
も
、
人
は
奴
隷
的
扱
い
を
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
へ
の
同
意
も
無
効
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
外
の
犯
罪
に
つ
い
て

は
、
最
終
的
に
、
必
要
性
（B

edürfnisse

）
と
法
生
活
（R

echtsleben

）
の
実
情
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
（
78
）

。

第
二
款

　ケ
ス
ラ
ー
に
対
す
る
批
判

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
右
に
み
た
よ
う
に
私
見
を
展
開
す
る
に
当
た
り
、
利
益
説
を
説
く
ケ
ス
ラ
ー
に
対
し
、
徹
底
的
な
批
判
を
加
え
て
い

る
（
79
）

。

）
七
五
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
七
九

第
一
に
、
実
体
法
の
規
定
を
無
視
し
、
刑
罰
目
的
論
に
重
点
を
お
い
た
点
で
あ
る
。
ケ
ス
ラ
ー
は
刑
罰
の
目
的
を
個
人
の
利
益
に
保
護

に
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
実
体
法
を
重
視
し
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
解
決
方
法
を
否
定
す
る
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
見
解
と
は
相
容

れ
な
い
。

第
二
に
、
刑
法
の
役
割
を
法
益
保
護
で
は
な
く
利
益
保
護
と
す
る
点
で
あ
る
。
身
体
法
益
を
例
に
と
れ
ば
、
刑
法
の
役
割
は
、
ビ
ン

デ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
身
体
の
法
益
の
保
護
そ
の
も
の
に
あ
る
と
考
え
る
の
に
対
し
、
ケ
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
身
体
を
処
分
す
る
個
人
の
利
益

の
保
護
に
あ
る
。

第
三
に
、
ケ
ス
ラ
ー
は
、
個
人
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
法
益
主
体
の
同
意
が
あ
る
な
ら
ば
そ
の
行
為
は
禁
止
さ
れ
な
い
と
し
、
そ

こ
に
規
範
の
意
義
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
見
解
は
規
範
の
意
義
を
理
解
し
て
い
な
い
し
、
自
己
の
見
解
を
刑
法
典
に

お
け
る
各
規
定
に
試
す
こ
と
す
ら
し
て
い
な
い
。

第
四
に
、
ケ
ス
ラ
ー
は
そ
の
所
説
を
す
べ
て
の
刑
罰
法
規
に
当
て
は
め
て
検
討
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
ビ
ン

デ
ィ
ン
グ
は
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪
を
挙
げ
る
。
こ
の
規
定
そ
の
も
の
が
ケ
ス
ラ
ー
説
を
否
定
し
て
い
る
と
す
る
。
な
お
、
ビ
ン
デ
ィ

ン
グ
に
よ
れ
ば
、
同
罪
は
生
命
の
保
護
を
完
璧
な
も
の
に
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

第
五
に
、
ケ
ス
ラ
ー
の
い
う
利
益
の
定
義
が
明
確
で
な
い
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
身
体
に
対
す
る
利
益
に
関
し
、
債
権
者
や
相
続
人
、

国
家
は
考
慮
の
外
に
置
か
れ
、
個
人
の
み
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。

第
六
に
、
ケ
ス
ラ
ー
の
い
う
意
思
表
示
説
、
す
な
わ
ち
、
法
益
主
体
の
意
思
と
相
手
の
意
思
行
為
が
一
致
す
る
よ
う
法
益
主
体
が
侵
害

行
為
時
ま
で
に
表
明
す
る
、
と
い
う
考
え
は
不
当
で
あ
る
。
法
益
主
体
が
法
益
を
放
棄
す
る
意
思
を
固
め
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
客
体
に
対

す
る
刑
法
上
の
要
保
護
性
は
失
わ
れ
る
。
法
益
処
分
の
意
思
を
相
手
方
に
知
ら
せ
る
必
要
は
な
い
し
、
相
手
の
侵
害
行
為
後
に
法
益
主
体

）
七
五
五
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一
八
〇

が
法
益
の
放
棄
の
意
思
を
固
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
も
同
意
の
有
効
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
意
思
表
示
説
の
根
拠

と
な
る
実
体
法
の
規
定
も
な
い
。
こ
う
し
て
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
意
思
方
向
説
を
採
る
の
で
あ
る
。

第
三
款

　欺
罔
に
基
づ
く
同
意

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
一
つ
の
論
点
と
し
て
自
覚
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ

に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

第
一
に
、
構
成
要
件
に
お
い
て
、
例
え
ば
暴
行
や
偽
計
（L

ist

）
な
ど
、
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
が
侵
害
客
体
と
さ
れ
て
い

る
場
合
、
暴
行
に
対
し
て
法
益
主
体
が
同
意
し
た
り
、
偽
計
を
法
的
主
体
が
見
抜
い
た
う
え
で
同
意
し
た
り
し
た
と
き
は
、
同
意
は
有
効

で
あ
る
（
80
）

。

第
二
に
、
人
格
の
身
体
的
部
分
に
関
す
る
構
成
要
件
に
関
し
て
は
、
明
確
に
語
っ
て
い
な
い
。
殺
人
や
堕
胎
、
略
取
誘
拐
、
家
族
の
身

分
に
関
す
る
罪
、
傷
害
、
遺
棄
、
名
誉
毀
損
、
女
性
の
性
的
名
誉
（G

eschlechtsehre

）
に
お
け
る
有
効
な
同
意
と
は
何
か
に
つ
い
て
は

言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
つ
い
て
は
、
女
性
の
性
的
名
誉
に
関
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
わ
ず
か
に
触
れ
ら
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
（
81
）

。
第
三
章
第
三
節
第
一
款
⑵
で
示
し
た
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
見
解
を
推
し
て
い
く
な
ら
ば
、
法
律
に
手
が
か
り
が
な
い

以
上
、
最
終
的
に
、
共
同
体
が
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
無
効

と
し
法
益
主
体
の
要
保
護
性
を
肯
定
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
沈
黙
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

）
七
五
五
（
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第
四
節

　ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
対
す
る
ケ
ス
ラ
ー
の
反
論

ケ
ス
ラ
ー
の
利
益
説
に
対
し
て
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
右
の
よ
う
な
同
意
論
の
構
想
を
提
示
し
、
ケ
ス
ラ
ー
の
利
益
説
に
お
け
る
問
題
を

指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
見
解
に
対
し
て
、
ケ
ス
ラ
ー
は
さ
ら
に
反
論
を
加
え
て
い
る
（
82
）

。

第
一
に
、
民
法
上
の
法
律
行
為
も
同
意
に
属
す
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
83
）

。
法
律
行
為
が
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
犯
罪
的
で
あ

る
か
の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
と
ケ
ス
ラ
ー
は
批
判
す
る
。

ケ
ス
ラ
ー
は
、
第
三
章
第
二
節
⑴
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、
同
意
に
お
い
て
は
法
益
主
体
と
行
為
者
と
の
間
で
位
置
を
合
致
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
旨
を
説
い
て
い
た
。
そ
の
狙
い
は
、
二
つ
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
民
法
に
お
け
る
代
理
権
の
法
原
則
が
、
刑
法
に
お
け
る
同

意
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
で
あ
る
。
民
法
の
代
理
権
は
民
法
的
な
代
理
権
限
を
創
出
し
、
そ
の
民
法
的
効
果
を
本
人
に
帰

属
さ
せ
る
の
に
対
し
、
刑
法
の
同
意
は
、
同
意
の
受
け
手
で
あ
る
行
為
者
に
対
し
刑
罰
が
科
さ
れ
な
い
事
実
的
可
能
性
を
保
証
す
る
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
刑
法
の
同
意
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
よ
り
広
く
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ス
ラ
ー

に
よ
れ
ば
、
通
説
は
刑
法
の
同
意
の
範
囲
を
著
し
く
狭
め
て
、
表
向
き
の
効
果
し
か
認
め
て
こ
な
か
っ
た
（
84
）

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ケ
ス

ラ
ー
は
、
同
意
を
、
民
法
に
お
け
る
代
理
と
は
全
く
別
の
、
刑
法
固
有
の
制
度
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
85
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
章
第
三
節
第
一
款
⑴
に
お
い
て
触
れ
た
と
お
り
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
法
律
行
為
も
同
意
に
含
ま
れ
、
行
為
時

に
被
害
者
が
同
意
を
撤
回
す
る
意
思
を
示
し
て
も
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
侵
害
者
は
行
為
し
う
る
、
と
主
張
し
て
い
た
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ

は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
た
（
86
）

。
第
一
に
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
被
害
者
か
ら
侵
害
者
に
対
し
て
、
権

利
が
移
転
し
た
り
権
利
の
行
使
が
委
ね
ら
れ
た
り
す
る
場
面
で
あ
る
。
第
二
に
、
同
意
と
さ
れ
る
法
律
行
為
は
、
譲
渡
や
移
転
が
可
能
な

権
利
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
財
産
権
や
利
用
権
、
著
作
権
、
狩
猟
権
、
漁
業
権
な
ど
が
あ
る
。
第
三
に
、
具
体
例
と
し
て
、
賃

）
七
五
五
（
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一
八
二

借
人
が
賃
貸
人
の
求
め
に
反
し
て
、
住
居
侵
入
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
住
居
内
に
立
ち
入
る
こ
と
や
、
編
集
権
者
が
執
筆
者
の
意
思

に
反
し
て
編
集
す
る
こ
と
を
挙
げ
、
賃
貸
人
や
執
筆
者
が
そ
う
し
た
行
為
の
禁
止
を
求
め
て
も
、
弁
護
人
は
そ
れ
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
活

動
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
と
を
唱
え
て
い
た
（
87
）

。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
民
法
上
の
法
律
行
為
と
刑
法
の
同
意
を
同
列
に
扱
い
、
法
律
行
為
が

有
効
に
成
立
し
た
な
ら
ば
、
刑
法
の
同
意
も
有
効
に
成
立
す
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
双
方
の
合
意
に

基
づ
き
行
為
が
開
始
さ
れ
た
の
ち
法
益
主
体
が
同
意
を
撤
回
し
た
場
合
を
想
定
し
た
上
で
、
ケ
ス
ラ
ー
の
見
解
に
立
つ
と
、
そ
う
し
た
不

同
意
者
へ
の
侵
害
の
違
法
性
は
、
不
同
意
者
に
よ
る
以
前
の
意
思
行
為
（W

illensact

）、
す
な
わ
ち
同
意
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
阻
却

さ
れ
る
の
か
を
探
究
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
疑
問
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
88
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ス
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
た
。
ま
ず
、
そ
の
事
例
は
、
行
為
時
に
お
け
る
法
益
主
体
と
行
為
者
と
の
間
の
同

意
が
な
い
以
上
、
そ
も
そ
も
刑
法
に
お
け
る
同
意
の
問
題
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
民
法
の
法
律
行
為
と
刑
法
の
同
意
は
区
別
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
た
と
え
ば
、
Ｙ
か
ら
Ｘ
に
売
却
さ
れ
Ｘ
に
移
転
し
た
財
物
は
、
Ｙ
か
ら
Ｘ
に
よ
っ
て
盗
ま
れ

た
財
物
で
あ
り
え
な
い
と
い
う
真
実
を
説
明
す
る
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
。
す
な
わ
ち
、
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
を
行
使

す
る
こ
と
は
犯
罪
で
は
な
い
。
自
分
の
権
利
を
行
使
す
る
者
は
他
者
を
害
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
律
行
為
の
結
果
が
、
意
に
反
し
て

（nolens

）
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
と
き
に
、
そ
れ
は
民
法
に
お
け
る
法
律
行
為
の
範
疇
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
刑
法
に
お
け
る

同
意
の
問
題
に
は
属
さ
な
い
（
89
）

。

第
二
に
、
す
べ
て
の
犯
罪
に
共
通
す
る
被
害
者
は
国
家
で
あ
り
、
犯
罪
は
そ
の
支
配
権
の
侵
害
に
あ
る
と
し
て
い
る
点
を
問
題
と
す
る
。

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
規
範
は
国
家
の
主
観
的
権
利
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
破
ら
れ
た
規
範

は
刑
罰
へ
と
転
化
す
る
と
い
う
。

）
七
七
五
（
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し
か
し
、
ケ
ス
ラ
ー
は
反
論
す
る
。
な
ぜ
規
範
が
刑
罰
へ
と
変
化
す
る
の
か
、
そ
の
説
明
が
な
い
。
違
反
に
対
し
て
刑
罰
を
加
え
る
と

い
う
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
、
国
家
が
、
被
害
者
の
苦
し
み
に
よ
っ
て
な
だ
め
ら
れ
る
べ
き
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
。「volenti non fit injuria

」
は
、
殴
り
合
い
や
器
物
損
壊
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
当
然
に
適
用
で
き
る
。
国
家
と
の
関
係
で
も
、

国
家
の
利
益
に
関
係
す
る
と
き
に
は
、
同
原
則
は
適
用
可
能
で
あ
る
（
90
）

。

第
三
に
、「
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
」
こ
と
が
犯
罪
に
お
け
る
侵
害
の
要
素
と
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
同
意
者
に
対
し
て
あ
ら
ゆ
る

強
要
や
暴
行
は
な
し
な
い
、
と
し
て
い
る
点
が
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
。
ケ
ス
ラ
ー
は
、
ま
ず
、
同
意
者
に
は
積
極
的
に
同
意
を
す
る
者

と
抵
抗
せ
ず
消
極
的
な
同
意
者
が
お
り
、
後
者
の
場
合
は
意
思
喪
失
（W

illenslosigkeit

）
が
原
因
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
そ
の
上
で
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
同
意
に
よ
る
強
要
犯
罪
（N

ötigungsverbrechen

）
の
阻
却
と
意
思
喪
失
に
よ
る
強
要
犯
罪
の
阻
却

を
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
意
思
喪
失
者
も
有
効
に
同
意
で
き
る
か
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
点
を
、
ケ
ス
ラ
ー
は
批
判
す

る
。
死
体
か
ら
財
物
を
奪
っ
た
者
は
窃
盗
に
当
た
り
強
盗
に
は
当
た
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
の

同
意
に
依
拠
し
て
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
不
当
で
あ
る
と
ケ
ス
ラ
ー
は
指
摘
す
る
（
91
）

。

第
四
に
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
意
思
表
示
説
を
不
当
で
あ
る
と
す
る
点
に
反
論
す
る
。
法
益
主
体
が
同
意
の
意
思
を
外
部
に
表
明
す
る
必

要
が
あ
る
か
と
い
う
論
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
が
意
思
方
向
説
を
採
る
の
に
対
し
、
ケ
ス
ラ
ー
は
意
思
表
示
説
を
採
る
。
ケ

ス
ラ
ー
も
、
特
別
な
事
情
が
あ
れ
ば
、
認
容
、
あ
る
い
は
、
行
為
時
に
お
け
る
消
極
的
行
為
を
同
意
と
し
て
評
価
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

同
意
の
意
思
が
法
益
主
体
の
心
的
経
過
の
中
に
存
在
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
不
当
で
あ
る
、
と
ケ
ス
ラ
ー
は
批
判

す
る
（
92
）

。
意
思
表
示
は
、
法
的
に
意
味
の
な
い
弱
い
願
望
と
区
別
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
（
93
）

。

第
五
に
、「volenti non fit injuria

」
原
則
の
理
解
の
当
否
が
上
げ
ら
れ
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
「
侵
害
な
し
」
の
部
分
だ
け
を
強
調

）
七
七
五
（
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し
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
、
と
ケ
ス
ラ
ー
は
批
判
す
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
原
則
は
「
自
発
的
に
」
と
「
侵
害
な
し
」
の
要
素
か
ら
な
る
と

解
す
べ
き
で
あ
り
、
両
者
を
相
対
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る
（
94
）

。
関
係
す
る
法
律
と
の
関
係
で
、
誰
が
被
害
者
な
の
か
、
禁
止
さ
れ
る
べ
き

は
誰
の
利
益
に
関
す
る
行
為
な
の
か
を
、
考
慮
し
な
が
ら
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

第
六
に
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪
に
つ
い
て
の
理
解
を
問
題
と
す
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
同
罪
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
た

と
え
自
己
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
と
し
て
も
、
相
手
に
依
頼
し
て
自
己
の
生
命
を
処
分
し
て
も
ら
う
こ
と
は
刑
法
が
禁
じ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ケ
ス
ラ
ー
説
は
す
で
に
成
り
立
た
な
い
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ケ
ス
ラ
ー
は
、
自
殺
は
同
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
以
上
、
保
護
す
る
べ
き
そ
の
人
の
利
益
は
な
い
と
す
る
。
同
罪
は
、
個
人
の
利
益
で
は
な
く
他
の
利
益
を
考
慮
し
て
制
定
さ
れ
た
規
定

と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
95
）

。

第
七
に
、
公
共
の
利
益
と
個
人
の
利
益
が
交
錯
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
こ
の
場
合
、
個
人
の
人
格
の
本
質

的
性
質
に
対
す
る
侵
害
へ
の
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ス
ラ
ー
は
、
利
益
ご
と
に
同
意
の
有
無
を
検
討
す
る
べ

き
で
あ
り
、
両
者
の
利
益
が
競
合
し
て
い
た
と
し
て
も
、
個
人
の
利
益
に
関
し
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
同
意
を
有
効
と
す
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
見
解
は
、
法
益
と
は
客
観
的
権
利
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
国
家
が
本
質
的
な
被
害
者
と
捉
え
る
こ
と
に
由

来
し
て
い
る
（
96
）

。

第
五
節

　ホ
ー
ラ
ー
の
見
解

⑴
　
ケ
ス
ラ
ー
と
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
対
立
の
あ
と
に
登
場
し
た
、
オ
ス
カ
ー
・
ホ
ー
ラ
ー
（O

skar H
oler

）
の
法
益
説
に
つ
い
て
も
、

こ
こ
で
概
観
し
た
い
。
ホ
ー
ラ
ー
説
の
特
色
は
、
法
益
を
二
つ
に
分
類
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
同
意
の
効
力
に
差
異
を
つ
け
た

）
七
七
二
（
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こ
と
に
あ
る
。

ホ
ー
ラ
ー
は
次
の
よ
う
な
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
被
害
者
の
意
思
侵
害
（invitus laesus

）
は
違
法
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
は
な
り
え

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
違
法
か
否
か
を
決
め
る
の
は
、
一
般
意
思
の
裏
付
け
を
も
つ
法
律
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
（
97
）

。
他
方
、
一
般
意
思
を
重
視

し
す
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
が
圧
殺
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
全
体
の
繁
栄
は
個
人
を
自
由
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
（
98
）

。
そ
こ
で
ホ
ー
ラ
ー
は
、
法
益
を
、
条
件
的
法
益
（B

edingtes R
echtsgut

）
と
無
条
件
的
法
益
（U

nbedingtes 

R
echtsgut

）
と
に
区
分
け
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
益
に
対
す
る
刑
法
的
保
護
に
差
を
つ
け
る
（
99
）

。

条
件
的
法
益
と
は
、
法
に
よ
っ
て
よ
り
特
徴
付
け
ら
れ
た
一
定
の
者
の
意
思
で
あ
り
、
こ
の
法
益
の
主
体
（T

räger

）
は
個
人
で
あ
る
。

刑
法
に
よ
る
客
体
の
保
護
が
法
益
主
体
の
意
思
に
反
す
る
な
ら
ば
、
刑
法
は
そ
の
保
護
か
ら
撤
退
す
る
。
法
益
主
体
の
同
意
が
あ
る
と
き

は
、
条
件
的
法
益
に
対
す
る
侵
害
行
為
は
最
初
か
ら
違
法
で
な
い
（
100
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
無
条
件
的
法
益
と
は
社
会
的
性
質
を
も
つ
法
益
で

あ
り
、
そ
れ
へ
の
刑
法
的
保
護
は
絶
対
的
で
あ
る
。
法
益
主
体
が
そ
の
法
益
を
処
分
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
法
益
へ
の

刑
法
的
保
護
は
貫
徹
さ
れ
る
（
101
）

。

こ
う
し
た
法
益
二
分
論
は
、
か
つ
て
の
議
論
、
す
な
わ
ち
不
可
譲
渡
権
利
と
可
譲
渡
権
利
を
区
分
け
す
る
議
論
を
想
起
さ
せ
る
が
、

ホ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
身
の
二
分
論
は
倫
理
的
観
点
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
法
的
観
点
、
と
く
に
法
益
の
性
質
の
観
点
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
102
）

。

⑵
　
条
件
的
法
益
に
つ
い
て
子
細
に
み
て
み
よ
う
。

第
一
に
、
条
件
的
法
益
を
刑
法
は
ど
の
よ
う
に
保
護
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
法
益
主
体
が
そ
れ
を
望
む
意
思
を
示
し
て
か
ら

開
始
さ
れ
る
、
と
い
う
見
方
が
一
部
に
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
刑
法
的
保
護
は
、
法
益
主
体
が
望
ん
だ
と
き
に
、
終
了
す

）
七
七
三
（
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る
（
103
）

。
法
益
主
体
が
望
ま
な
い
限
り
は
条
件
的
法
益
は
保
護
さ
れ
る
。

第
二
に
、
条
件
的
法
益
に
対
す
る
同
意
の
効
果
で
あ
る
。
同
意
が
あ
る
以
上
、
そ
の
行
為
は
最
初
か
ら
違
法
で
な
く
な
る
（
104
）

。
客
体
は
も

は
や
刑
法
的
に
保
護
さ
れ
る
法
益
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
客
体
の
不
能
の
状
況
に
な
る
（
105
）

。

第
三
に
、
同
意
は
行
為
者
に
示
す
必
要
が
あ
る
か
で
あ
る
。
ホ
ー
ラ
ー
は
、
同
意
は
、
行
為
者
の
故
意
に
対
し
て
で
は
な
く
、
客
体
の

保
護
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
理
由
に
、
意
思
方
向
説
を
採
る
（
106
）

。
し
か
し
、
ホ
ー
ラ
ー
は
、
時
間
的
な
制
限
な
く
、
す
べ
て
の
人

間
と
の
関
係
で
、
法
益
主
体
に
対
す
る
法
的
保
護
が
中
止
さ
れ
る
、
と
は
考
え
な
い
。
そ
こ
に
は
、
時
間
的
お
よ
び
人
的
制
約
が
あ
る
。

ま
ず
、
法
益
主
体
の
同
意
は
行
為
時
ま
で
撤
回
可
能
で
あ
る
。
刑
法
的
要
保
護
性
の
存
否
は
行
為
時
点
に
お
い
て
最
終
的
に
決
ま
る
か
ら

で
あ
る
（
107
）

。
ま
た
、
誰
に
対
し
て
法
益
主
体
の
要
保
護
性
が
な
く
な
る
か
の
判
断
は
保
護
法
益
の
観
点
か
ら
決
ま
る
（
108
）

。

第
四
に
、
法
益
主
体
の
動
機
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。
と
く
に
行
為
者
が
不
誠
実
（unredlich

）
な
方
法
で
法
益
主
体
の
同
意
を
得
た
場

合
に
法
益
主
体
の
動
機
の
錯
誤
が
保
護
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
ホ
ー
ラ
ー
は
、
詐
欺
罪
な
ど
刑
罰
法
規
に
特
別
な
規
定
が
あ
る
場
合

以
外
は
、
不
可
罰
で
あ
る
（
109
）

と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
条
件
的
法
益
に
お
い
て
、
法
律
は
同
意
の
発
生
過
程
（E

ntstehen

）
を
考
慮
し
な
い
か

ら
で
あ
る
（
110
）

。

⑶
　
ホ
ー
ラ
ー
は
、
生
命
や
身
体
を
無
条
件
的
法
益
と
し
て
捉
え
る
。
無
条
件
的
法
益
に
つ
い
て
は
、
意
思
表
示
説
を
採
る
（
111
）

。
行
為
者

の
欺
罔
に
よ
る
同
意
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
に
着
眼
し
て
、
彼
の
説
く
と
こ
ろ
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
生
命
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪
（
112
）

の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ホ
ー
ラ
ー
は
、
無
条
件
的
法
益
の
場

合
は
、
同
意
の
形
成
過
程
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
113
）

、
と
す
る
。
そ
の
際
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
よ
る
殺
害
は
、
要
求
に
基
づ
く

殺
人
罪
に
当
た
ら
ず
、
通
常
の
殺
人
罪
が
成
立
す
る
。
ま
さ
に
同
意
が
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
足
り
、
欺
罔
が
狡
猾
で
な
け
れ
ば
な
ら

）
七
七
五
（
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な
い
必
然
性
は
な
い
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
説
得
し
て
苦
し
い
状
況
な
ど
を
指
摘
し
た
う
え
で
被
害
者
が
自
殺
に
同
意
し
た
と
き
に
、
同

意
者
は
自
殺
行
為
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
強
い
不
幸
感
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
確
信
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

行
為
者
は
利
他
的
に
行
為
し
た
と
は
い
え
ず
不
誠
実
で
あ
り
、
自
殺
を
導
く
不
幸
感
は
、
被
害
者
で
は
な
く
、
ま
さ
に
行
為
者
が
設
定
し

た
と
い
い
う
る
。

傷
害
に
つ
い
て
は
、
親
告
罪
と
さ
れ
て
い
る
軽
傷
害
と
、
親
告
罪
と
は
さ
れ
て
い
な
い
傷
害
と
に
分
け
、
前
者
は
条
件
的
法
益
で
あ
る
（
114
）

の
に
対
し
、
後
者
は
無
条
件
的
法
益
で
あ
る
（
115
）

と
す
る
。
欺
罔
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
被
害
者
の
同
意
に
基
づ
き
傷
害
す
る
行
為
へ
の
対
応
は

記
述
さ
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
右
に
示
し
た
ホ
ー
ラ
ー
の
見
解
か
ら
推
す
と
、
親
告
罪
と
さ
れ
る
傷
害
に
つ
い
て
は
同
意
が
有
効
に
成
立

し
て
い
る
と
さ
れ
行
為
者
は
不
可
罰
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
親
告
罪
と
さ
れ
な
い
傷
害
の
場
合
は
殺
人
と
同
様
の
対
応
が
と
ら
れ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

第
四
章
　
検
討

欺
罔
に
基
づ
く
同
意
が
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
を
、
利
益
説
を
説
く
ケ
ス
ラ
ー
と
法
益
説
を
説
く
ビ
ン

デ
ィ
ン
グ
の
対
立
を
中
心
に
見
て
き
た
。
た
し
か
に
、
こ
こ
に
お
い
て
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
が
、
ア
ル
ツ
ト
以
降
の
議
論
状
況
の
よ
う

に
明
確
な
論
点
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ

る
対
立
の
兆
し
は
早
い
段
階
か
ら
み
ら
れ
、
そ
の
後
の
議
論
の
布
石
が
こ
の
時
期
に
す
で
に
打
た
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

欺
罔
に
基
づ
く
同
意
へ
の
刑
法
的
保
護
に
関
し
、
利
益
説
が
積
極
姿
勢
を
示
す
の
に
対
し
、
法
益
説
は
消
極
的
姿
勢
を
と
る
。
こ
れ
ら

）
七
七
七
（
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両
説
に
つ
い
て
、
各
説
の
特
徴
、
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
節

　法
益
説
の
問
題
点

第
一
款

　刑
罰
法
規
の
枠
内
に
限
定
さ
れ
た
法
益
処
分
の
自
由

法
益
説
が
説
く
同
意
論
と
は
何
か
、
と
問
い
か
け
て
み
る
と
、
そ
の
答
え
に
は
ど
こ
か
散
漫
な
印
象
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
同
意
論

を
最
初
に
体
系
化
し
た
（
116
）

と
い
わ
れ
た
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
見
解
は
、
首
尾
一
貫
性
を
欠
く
よ
う
に
も
映
る
。
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
さ
さ
え
感
じ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
法
益
説
に
基
づ
く
同
意
論
に
共
通
す
る
基
本
的
特
徴
と
し
て
、
刑
罰
法
規
の
枠
内
で
、
同
意
論

を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
う
る
。

そ
も
そ
も
、
刑
罰
法
規
は
行
為
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
規
範
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
裁
判
規
範
で
あ
る
刑
罰
法
規
を
用
い
裁
か
れ
る
の

は
、
行
為
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
刑
罰
法
規
に
行
為
規
範
性
を
も
認
め
る
と
き
、
行
為
者
は
そ
の
名
宛
人
に
含
ま
れ
る
。
そ
う
し
た
性
格

を
も
つ
刑
罰
法
規
の
下
で
、
法
益
説
の
同
意
論
は
存
在
し
て
い
る
。

刑
罰
法
規
の
背
景
に
は
、
国
家
意
思
や
一
般
意
思
、
社
会
共
同
体
の
意
思
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
具
現
化
し
た
の
が
刑
罰
法
規
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
法
益
論
の
同
意
論
は
、
実
は
、
刑
罰
法
規
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
国
家
や
社
会
の
意
思
に
よ
っ
て
、
制
約
さ
れ

る
こ
と
が
自
明
の
理
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
制
約
下
に
あ
る
同
意
論
の
本
質
を
、
法
益
説
は
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
の
か
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
一
つ
の
回
答

を
示
し
て
い
た
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
の
真
の
被
害
者
は
国
家
で
あ
り
、
国
家
は
犯
罪
に
よ
り
そ
の
支
配
権
が
侵
害
さ
れ
る
。

法
益
主
体
が
同
意
し
、
国
家
が
そ
れ
を
有
効
と
認
め
た
と
き
、
行
為
者
は
侵
害
す
る
権
利
を
得
る
、
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
関
係
に
お

）
七
七
五
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い
て
、
法
益
主
体
と
法
益
、
こ
と
に
個
人
的
法
益
と
の
関
係
は
希
薄
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
法
益
主
体
は
制
限
的
に
し
か
個
人
的
法

益
の
主
体
と
な
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
款

　法
益
主
体
に
と
っ
て
の
個
人
的
法
益
の
意
義

⑴
　
法
益
説
は
個
人
的
法
益
を
ど
う
理
解
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
こ
う
し
た
疑
問
が
湧
く
か
と
い
う
と
、
法
益
説
の
同
意
論
に

お
い
て
は
、
例
え
ば
、
生
命
や
身
体
は
、
法
益
の
性
質
の
ゆ
え
に
、
法
益
主
体
は
そ
の
処
分
を
自
由
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
論

調
が
、
初
期
の
議
論
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
現
代
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
制
限
が
正
当
化
さ
れ
る
理
由
は
ど
こ

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

初
期
の
議
論
を
み
る
限
り
、
法
益
説
に
よ
れ
ば
、
個
人
的
法
益
が
帰
属
す
る
の
は
、
生
命
や
身
体
に
つ
い
て
は
、
個
人
な
の
で
は
な
く
、

そ
れ
以
外
の
主
体
、
す
な
わ
ち
国
家
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

Ｘ
が
Ｙ
を
そ
の
同
意
を
得
ず
し
て
殺
す
と
き
、
Ｙ
が
被
害
者
で
あ
る
と
思
う
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
命
法
益
が
も
し
国
家
に
帰
属

す
る
な
ら
ば
、
真
の
被
害
者
は
Ｙ
で
は
な
く
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
し
Ｘ
が
Ｙ
を
そ
の
同
意
を
得
て
殺
す
と
き
、
Ｙ
は
、

生
命
を
放
棄
し
て
い
る
以
上
、
被
害
者
で
は
な
い
と
思
わ
れ
よ
う
。
だ
が
、
真
の
被
害
者
が
国
家
だ
と
す
る
と
、
た
と
え
Ｙ
の
同
意
が
あ

る
に
せ
よ
、
刑
法
に
と
り
好
ま
し
く
な
い
事
態
に
は
、
Ｘ
が
Ｙ
の
生
命
を
侵
害
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
Ｙ
が
自
己
の
生
命
を
放
棄
す
る

こ
と
を
も
含
ま
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
生
命
法
益
の
侵
害
主
体
に
は
、
行
為
者
だ
け
で
な
く
、
自
殺
を
決
意
し
た
者
も
該
当
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
生
命
法
益
の
主
体
を
個
人
で
は
な
く
国
家
に
あ
る
と
み
る
と
き
に
、
こ
う
し
た
捉
え
方
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

Ｙ
の
同
意
を
得
て
Ｘ
が
殺
す
こ
と
が
不
可
罰
で
あ
る
と
さ
れ
る
理
由
は
、
以
上
の
考
え
方
に
基
づ
き
推
論
す
る
な
ら
ば
、
大
前
提
と
し

）
七
七
五
（
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て
、
自
分
の
生
命
を
保
持
す
る
義
務
が
Ｙ
に
あ
っ
て
、
そ
の
義
務
を
Ｙ
が
放
棄
し
た
の
だ
か
ら
Ｙ
の
生
命
を
保
護
す
る
任
務
は
国
家
に
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

仮
に
こ
う
し
た
推
論
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
生
命
や
身
体
の
処
分
は
制
限
さ
れ
る
と
い
う
法
益
説
は
、
個
人
法
益
を
処
分
す
る
こ

と
を
し
な
い
よ
う
、
個
人
に
対
し
、
法
益
の
要
保
護
性
を
否
定
す
る
と
い
う
形
で
牽
制
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

⑵
　
法
益
説
は
、
個
人
的
法
益
を
処
分
す
る
意
思
決
定
を
下
す
際
に
、
法
益
主
体
に
動
機
の
錯
誤
が
生
じ
て
い
た
と
き
に
、
と
り
わ
け

そ
の
錯
誤
が
行
為
者
の
欺
罔
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
、
そ
う
し
た
意
思
決
定
の
瑕
疵
に
対
す
る
刑
法
的
保
護
に
積
極
的
で
は
な
い
。

も
し
個
人
的
法
益
の
主
体
が
個
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
個
人
的
法
益
の
処
分
を
決
断
す
る
意
思
決
定
過
程
へ
の
保
護
も
十
分
に
図
ら
れ
て
し

か
る
べ
き
と
も
考
え
う
る
。
な
ぜ
法
益
説
は
消
極
姿
勢
を
と
る
の
か
。

こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
法
益
保
護
に
関
す
る
分
析
が
多
く
の
示
唆
を
与
え
る
（
117
）

。
法
益
説
に
お
け
る
法
益
保

護
の
あ
り
方
と
は
、
法
益
の
静
的
保
護
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
護
法
益
が
侵
害
さ
れ
た
か
否
か
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
捉
え
る
。

逆
か
ら
い
え
ば
、
法
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
保
つ
こ
と
に
刑
法
は
注
力
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
重
き
を
お
く
見
解
を
法
益
説

は
採
っ
て
い
る
。
法
益
が
侵
害
さ
れ
る
と
刑
法
に
よ
る
法
益
保
護
は
動
揺
す
る
。
そ
れ
を
行
為
者
が
惹
起
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
法
益
侵
害

の
故
意
が
あ
る
か
が
点
検
さ
れ
る
。
法
益
処
分
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
個
人
に
法
益
処
分
の
意
思
が
あ
る
か
な
い
か
が
最
も
重
要
な
要
素

と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
法
益
処
分
の
意
思
決
定
過
程
へ
の
ま
な
ざ
し
が
な
い
。
も
っ
と
も
故
意
の
有
無
に
関
し
意
思
決
定

過
程
は
重
視
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
法
益
処
分
の
意
思
決
定
過
程
の
分
析
も
必
要
な
い
と
解
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
い
う
法
益
の
動
的
保
護
が
刑
法
の
役
割
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
法
益
処
分
の
意
思
決
定
過
程
は
む
し

）
七
七
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
九
一

ろ
当
然
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
個
人
は
法
益
を
処
分
す
る
こ
と
を
通
じ
て
社
会
生
活
を

営
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
利
益
の
実
現
を
目
指
し
て
、
個
人
は
法
益
を
処
分
す
る
の
で
あ
る
。
法
益
主
体
は
、
法
益
を
処
分
す
る
こ
と

自
体
を
目
的
に
し
て
法
益
処
分
の
決
断
を
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
解
す
る
と
き
、
法
益
処
分
の
意
思
決
定
過
程
、
と
り
わ
け
法
益
処
分

の
決
断
を
下
す
決
定
的
な
事
情
、
す
な
わ
ち
、
法
益
処
分
の
動
機
こ
そ
が
同
意
を
論
ず
る
に
当
た
り
必
要
不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

第
二
節

　利
益
説
の
問
題
点
─
処
罰
範
囲
の
限
定
原
理
の
欠
如
─

⑴
　
ケ
ス
ラ
ー
の
利
益
説
は
理
論
的
に
は
明
快
で
あ
る
。
ケ
ス
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
益
主
体
は
自
ら
の
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
、
個

人
的
法
益
は
す
べ
て
処
分
し
う
る
。
刑
法
的
保
護
は
、
法
益
主
体
の
利
益
追
求
行
為
に
及
ぼ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
の
欺
罔
行

為
に
よ
っ
て
同
意
し
た
法
益
主
体
は
刑
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
益
主
体
に
よ
る
利
益
追
求
行
為
は
無
限
に
刑

法
的
保
護
を
受
け
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
一
定
の
制
約
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
利
益
説
に
終
始
つ
き
ま
と
う
課
題

と
な
る
。

し
か
も
、
法
益
説
か
ら
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
対
す
る
刑
法
的
保
護
を
限
定
す
る
主
張
が
提
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利

益
説
自
身
か
ら
の
明
確
な
応
答
は
み
ら
れ
な
い
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
の
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
場
面
が
あ
る
の
か
否
か
、
利
益
説
は
応

答
す
る
義
務
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑵
　
こ
の
点
、
法
益
主
体
に
よ
る
利
益
追
求
行
為
の
限
界
に
つ
い
て
、
一
つ
の
考
え
を
示
し
た
の
が
、
法
律
行
為
説
を
説
い
た
ツ
ィ
ー

テ
ル
マ
ン
（
118
）

で
あ
る
。
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
に
関
し
、
原
則
と
し
て
、
意
思
の
欠
缺
（
＝
民
法
上
の
錯
誤
）
に
関
す
る
規
定
は
同
意
に
お
い
て

）
七
七
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
九
二

も
適
用
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
と
く
に
、
取
消
事
由
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
行
為
者
に
悪
意
が
あ
る
と
き
は
、
損
害
賠
償
責
任
を
負

う
（
119
）

。
た
と
え
ば
、
医
師
が
傷
害
の
故
意
を
も
っ
て
患
者
に
助
言
し
、
こ
れ
に
患
者
が
同
意
し
た
場
合
、
患
者
に
生
じ
た
錯
誤
が
医
師
の
行

為
の
結
果
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
医
師
の
こ
の
助
言
は
間
接
的
に
傷
害
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
（
120
）

と
す
る
。

他
方
で
、
法
益
主
体
の
同
意
が
保
護
さ
れ
な
い
場
面
が
二
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
行
為
者
が
事
実
の
錯
誤
に
陥
っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
あ
る
場
合
、
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求
に
対
し
て
、
行
為
者
は
、
ド

イ
ツ
民
法
二
五
四
条
を
有
利
に
解
し
、
被
害
者
も
錯
誤
を
共
同
し
て
惹
起
し
た
責
任
を
負
う
こ
と
を
抗
弁
で
き
る
（
121
）

。
な
ぜ
な
ら
、
同
意
者

が
、
同
意
を
行
為
者
に
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
行
為
者
が
行
為
す
る
動
機
を
形
成
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
意
者
が
行
為
者
に

対
し
、
非
常
に
大
き
な
損
害
を
発
生
さ
せ
る
危
険
を
伝
え
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
う
し
た
危
険
は
行
為
者
に
と
っ
て
は
行
為
を
実
行
す
る

こ
と
に
対
す
る
反
対
動
機
と
な
り
得
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
意
者
が
同
意
を
与
え
る
こ
と
に
よ
る
行
為
者
の
意
思
形
成
過
程
を

ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
は
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
法
益
主
体
の
同
意
に
基
づ
く
侵
害
行
為
を
法
秩
序
が
禁
止
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
（
122
）

。
た
と
え
ば
、
自
分
の
家
に
放
火
す
る
よ

う
、
行
為
者
へ
同
意
を
与
え
て
、
行
為
者
が
放
火
し
た
場
合
で
あ
る
。
同
意
に
よ
っ
て
、
行
為
者
が
そ
う
し
た
行
為
を
行
う
よ
う
動
機
づ

け
ら
れ
、
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
行
為
を
す
る
こ
と
へ
の
妨
げ
が
除
去
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
法
的
に
禁
止
さ
れ
る
。
な
お
、

ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
法
益
主
体
が
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
と
は
、
法
益
主
体
が
行
為
者
へ
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
を
い
う
、
と
解
さ
れ
る
（
123
）

。

ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
見
解
は
、
た
し
か
に
民
法
の
規
定
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
い
え
、
法
益
説
に
拠
ら
ず
に
法
益
主
体
へ
の
保
護
の
制

限
を
試
み
た
と
い
え
よ
う
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
法
益
主
体
の
利
益
追
求
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

）
七
五
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
九
三

ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
見
解
を
利
益
説
が
採
り
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

第
五
章
　
ま
と
め

欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
い
か
な
る
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
、
最
初
の
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る
、

利
益
説
を
説
く
ケ
ス
ラ
ー
と
法
益
説
を
説
く
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
の
対
立
に
焦
点
を
当
て
検
討
し
、
膠
着
状
態
に
あ
る
現
代
の
議
論
状
況
を

打
開
す
る
た
め
の
視
座
を
得
た
。

た
し
か
に
、
こ
の
当
時
に
お
い
て
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
が
、
重
要
論
点
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
こ
の
問
題

の
議
論
が
活
発
と
な
る
の
は
、
ア
ル
ツ
ト
の
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
登
場
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
欺
罔
に

基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
議
論
の
布
石
が
打
た
れ
た
の
は
、
間
違
い
な
く
、
利
益
説
と
法
益
説
と
の
対
立
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。

欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
利
益
説
と
法
益
説
と
の
対
立
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
二
つ
目
の
エ
ポ
ッ
ク
、
す
な
わ
ち
フ
リ
ー

ト
リ
ヒ
・
ゲ
ー
ル
ズ
に
よ
る
二
分
説
お
よ
び
同
説
へ
の
批
判
へ
と
推
移
し
て
い
く
。
そ
の
検
討
は
他
日
に
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

 

（
以
上
）

（
1
） 

山
中
敬
一
「
被
害
者
の
同
意
に
お
け
る
意
思
の
欠
缺
」
関
西
大
学
法
学
論
集
三
三
巻
三
・
四
・
五
合
併
号
（
一
九
八
三
年
）
二
七
一
頁
以
下
、

同
『
刑
法
総
論
（
第
三
版
）』（
二
〇
一
五
年
）
二
一
八
頁
（
緊
急
状
態
の
錯
誤
を
「
法
益
の
相
対
的
価
値
の
錯
誤
」
の
場
面
と
捉
え
る
。
同
二
二
一

）
七
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
九
四

頁
。）、
佐
伯
仁
志
「
被
害
者
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
年
報
一
号
（
一
九
八
五
年
）
五
一
頁
以
下
、
同
『
刑
法
総
論
の
考
え
方
・
楽
し
み
方
』

（
二
〇
一
三
年
）
二
一
八
頁
以
下
、
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）』（
一
九
八
六
年
）
五
九
二
頁
、
森
永
真
綱
「
被
害
者
の
承
諾
に
お
け
る
欺

罔
・
錯
誤
（
一
）（
二
・
完
）」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
九
九
頁
以
下
、
同
五
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
二
〇
四
頁

以
下
（
法
益
関
係
的
錯
誤
説
が
妥
当
と
し
つ
つ
も
、
同
錯
誤
が
あ
れ
ば
行
為
者
は
可
罰
的
と
せ
ず
客
観
的
帰
属
論
を
用
い
て
帰
責
範
囲
を
限
定
す

る
。）、
塩
谷
毅
「
瑕
疵
あ
る
承
諾
の
有
効
性
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
六
一
頁
以
下
（
特
に
一
七
五
頁
、
一
七
九

頁
以
下
）、
須
之
内
克
彦
『
刑
法
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
』（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
六
頁
以
下
（
特
に
一
二
三
─
一
二
四
頁
）、
小
林
憲
太
郎
『
刑

法
的
帰
責
』（
二
〇
〇
七
年
）
二
二
七
頁
以
下
（
な
お
緊
急
状
態
の
錯
誤
は
「
法
益
処
分
の
自
由
を
失
わ
せ
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
法

益
関
係
的
錯
誤
の
一
つ
だ
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
〔
同
二
三
八
頁
〕。）、
西
田
典
之
（
橋
爪
隆
補
訂
）『
刑
法
総
論
（
第
三

版
）』（
二
〇
一
九
年
）
二
〇
六
頁
以
下
（
な
お
、
緊
急
状
態
の
錯
誤
も
、
処
分
法
益
に
関
す
る
価
値
に
錯
誤
が
生
じ
て
お
り
、
よ
っ
て
法
益
関
係
的

錯
誤
説
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
。）、
同
『
刑
法
各
論
（
第
七
版
）』（
二
〇
一
八
年
）
一
七
頁
、
浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
（
第
二

版
）』（
二
〇
一
九
年
）
二
一
二
頁
。

な
お
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
登
場
よ
り
も
以
前
に
説
か
れ
た
平
野
龍
一
の
見
解
も
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
連
な
り
う
る
と
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅱ
』（
一
九
七
五
年
）
二
五
六
頁
以
下
、
同
「
追
死
の
意
思
が
な
い
の
に
あ
る
よ
う
に
装
っ
て
自
殺
さ
せ
た
場

合
の
適
条
」
同
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
下
）
各
論
』（
一
九
八
二
年
）
所
収
二
九
六
頁
以
下
（
死
ぬ
こ
と
自
体
を
障
害
な
く
正
し
く
認
識
し
て
い
る

点
を
重
視
す
る
。
死
ぬ
か
生
き
る
か
は
他
の
条
件
に
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
法
益
処
分
の
動
機
に
つ

い
て
一
切
考
慮
し
な
い
と
い
う
立
場
は
と
っ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
わ
が
国
の
刑
法
二
〇
二
条
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
、
要
求
に

基
づ
く
殺
人
罪
の
よ
う
な
規
定
と
は
な
っ
て
い
な
い
点
を
、
動
機
を
考
慮
し
な
い
理
由
に
挙
げ
る
。）。

（
2
） 

自
律
説
は
法
益
関
係
的
錯
誤
を
支
持
し
た
上
で
、
法
益
関
係
的
錯
誤
が
な
い
場
合
で
も
、
さ
ら
に
法
益
主
体
の
意
思
決
定
の
自
律
性
を
問
う
見

解
で
あ
る
。
後
に
触
れ
る
ロ
ク
シ
ン
の
規
範
的
自
律
説
の
影
響
を
受
け
た
見
解
で
あ
る
。
林
美
月
子
「
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
」
松
尾
・
芝
原
編
『
刑

事
法
学
の
現
代
的
状
況
（
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
）』（
一
九
九
四
年
）
所
収
二
一
頁
以
下
、
山
口
厚
「「
法
益
関
係
的
錯
誤
」
説
の
解
釈
論
的
意
義
」

司
法
研
究
所
論
集
一
一
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
九
七
頁
以
下
（
緊
急
状
態
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
そ
の
事
実
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
強
要
と
同
じ
よ

）
七
五
二
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
九
五

う
に
、
抑
圧
さ
れ
た
意
思
を
利
用
し
て
同
意
を
得
た
と
評
価
し
う
る
と
し
て
同
意
を
無
効
と
す
る
。）、
同
『
刑
法
総
論
（
第
三
版
）』（
二
〇
一
六

年
）
一
七
〇
頁
以
下
（
法
益
処
分
の
自
由
も
法
益
の
構
成
要
素
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
た
だ
し
生
命
法
益
の
処
分
の
自
由
は
保
護
さ
れ
て
い
な
い
と
す

る
。）、
島
田
聡
一
郎
『
正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論
』（
二
〇
〇
二
年
）
三
九
七
─
三
九
八
頁
（
被
害
者
利
用
の
間
接
正
犯
性
の
検
討
に
お
い
て
）、

伊
東
研
祐
『
刑
法
各
論
』（
二
〇
一
一
年
）
二
一
頁
（
行
為
者
が
自
殺
者
の
行
為
を
支
配
統
御
し
て
い
た
か
に
着
目
す
る
。）、
佐
藤
陽
子
『
被
害
者

の
承
諾
─
各
論
的
考
察
に
よ
る
再
構
成
』（
二
〇
一
一
年
）
二
一
七
頁
以
下
（「
法
益
侵
害
性
に
か
か
る
合
意
」、「
同
意
」
の
場
合
に
限
る
。）、
菊
地

一
樹
「
法
益
主
体
の
同
意
と
規
範
的
自
律
（
一
）・（
二
完
）」
早
稲
田
法
学
会
誌
六
六
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
五
頁
以
下
、
同
六
七
巻
一
号

（
二
〇
一
六
年
）
一
七
一
頁
以
下
、
石
黒
圭
「
法
益
関
係
的
錯
誤
説
の
意
義
と
限
界
」
法
学
研
究
論
集
（
明
治
大
学
）
五
一
号
（
二
〇
一
九
年
）

一
七
三
頁
以
下
。

（
3
） 

法
益
主
体
の
意
思
決
定
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
っ
た
か
を
問
う
見
解
で
あ
る
。
法
益
主
体
が
法
益
処
分
を
決
意
す
る
決
定
的
事
情
に
錯
誤
が
あ
っ

た
か
に
着
目
す
る
。
団
藤
重
光
『
刑
法
各
論
（
第
三
版
）』（
一
九
九
〇
年
）
四
〇
〇
頁
以
下
、
林
幹
人
「
錯
誤
に
基
づ
く
被
害
者
の
同
意
」
芝
原
他

編
『
松
尾
浩
也
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
上
巻
』（
一
九
九
八
年
）
二
三
三
頁
以
下
（
主
観
的
自
由
意
思
喪
失
的
錯
誤
説
を
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い

る
。「
被
害
者
自
身
の
価
値
観
に
と
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
た
利
益
の
価
値
が
処
分
さ
れ
る
法
益
の
価
値
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
た
め
に
、

も
は
や
衡
量
の
余
地
な
く
問
題
の
法
益
を
処
分
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
れ
ば
」、
法
益
処
分
の
意
思
決
定
は
不
自
由
で
あ
る
、
と
す
る

〔
二
五
〇
頁
〕。
欺
罔
行
為
に
基
づ
く
同
意
に
つ
い
て
は
、「
欺
罔
に
よ
っ
て
彼
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
誤
信
さ
れ
て
い
る
利
益
が
彼
に
と
っ
て
価
値
が

大
き
い
と
考
え
る
ほ
ど
、
行
為
者
に
よ
る
意
思
の
操
作
は
大
き
な
も
の
で
あ
る
か
ら
被
害
者
は
不
自
由
で
あ
り
、
逆
に
被
害
者
に
も
た
ら
さ
れ
る
と

誤
信
さ
れ
た
利
益
が
小
さ
な
も
の
と
考
え
る
ほ
ど
、
行
為
者
に
よ
る
意
思
の
操
作
は
小
さ
な
も
の
で
あ
り
、
彼
は
自
由
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

〔
二
五
二
頁
〕。）、
井
田
良
「
被
害
者
の
同
意
」
現
代
刑
事
法
一
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
八
六
頁
以
下
、
同
『
講
義
刑
法
学
総
論
（
第
二
版
）』

（
二
〇
一
八
年
）
三
五
二
頁
以
下
、
上
嶌
一
高
「
被
害
者
の
同
意
（
下
）」（
二
〇
〇
三
年
）
七
六
頁
以
下
（
林
幹
人
の
見
解
に
賛
同
）、
福
田
平
『
刑

法
総
論
（
第
五
版
）』（
二
〇
一
一
年
）
一
八
一
頁
以
下
、
鈴
木
左
斗
志
「
欺
き
に
よ
る
殺
人
罪
（
刑
法
一
九
九
条
）
成
否
の
判
断
─
法
益
関
係
的
錯

誤
説
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？
」
山
口
他
編
『
西
田
典
之
先
生
献
呈
論
文
集
』（
二
〇
一
七
年
）
所
収
九
一
頁
以
下
（
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
疑
問
を

呈
し
た
上
で
、
法
益
主
体
に
お
け
る
重
大
な
錯
誤
と
重
大
で
な
い
錯
誤
と
の
分
水
嶺
を
考
察
し
て
い
る
。）、
吉
田
敏
雄
『
被
害
者
の
承
諾
』

）
七
五
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
九
六

（
二
〇
一
八
年
）
九
三
頁
以
下
（
動
機
の
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
る
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
は
有
効
だ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
法
益
主
体
の
錯
誤
を
支
配
し

た
と
き
は
、
そ
の
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
。）、
大
谷
實
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
五
版
）』（
二
〇
一
九
年
）
二
五
四
頁
。

（
4
） 
西
田
（
橋
爪
補
訂
）『
刑
法
各
論
（
第
七
版
）』（
前
掲
注
１
）
一
七
頁
は
、
両
者
を
区
別
す
る
基
準
と
し
て
、
法
益
の
有
無
・
程
度
・
性
状
な

ど
に
関
す
る
錯
誤
を
挙
げ
る
。
佐
伯
仁
志
は
、
末
期
の
癌
の
た
め
あ
と
少
し
で
死
ぬ
だ
ろ
う
と
被
害
者
を
欺
罔
し
て
、
悲
観
し
た
被
害
者
に
毒
を
渡

し
て
自
殺
さ
せ
た
と
き
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
が
存
在
し
、
同
意
は
無
効
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
偽
装
心
中
の
よ
う
に
相
手
の
法
益
に
関
す

る
錯
誤
が
生
じ
て
い
る
場
合
と
異
な
り
、
被
害
者
自
身
の
法
益
に
関
し
て
被
害
者
に
錯
誤
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
る
。
佐
伯
『
刑
法
総
論
の
考

え
方
・
楽
し
み
方
』（
前
掲
注
１
）・
二
一
八
頁
─
二
一
九
頁
。
法
益
関
係
性
に
関
す
る
両
者
の
規
準
が
微
妙
に
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ

る
。

（
5
） 

山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
（
第
三
版
）』（
前
掲
注
１
）
二
二
〇
頁
以
下
。
こ
の
場
合
、「
自
己
の
法
益
の
絶
対
的
価
値
に
つ
い
て
は
錯
誤
は
な
い

が
、
価
値
的
に
拘
束
さ
れ
た
動
機
の
錯
誤
に
よ
り
、
そ
の
相
対
的
価
値
を
錯
誤
し
た
が
ゆ
え
に
無
効
」
で
あ
る
と
す
る
（
同
『
刑
法
総
論
（
第
三

版
）』
二
二
一
頁
・
注
一
八
）。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
法
益
主
体
が
自
己
の
身
体
法
益
を
相
対
化
し
た
基
準
は
何
か
、
で
あ
る
。

山
中
は
、
人
間
の
価
値
観
や
倫
理
観
や
優
越
的
利
益
を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
法
益
主
体
は
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
（
同
「
被
害

者
の
同
意
に
お
け
る
意
思
の
欠
缺
」（
前
掲
注
１
）
三
四
五
頁
）。
こ
の
見
解
か
ら
は
、
例
え
ば
、
愛
猫
家
に
火
傷
を
負
わ
せ
る
つ
も
り
で
、
炎
上
す

る
自
動
車
の
中
に
猫
が
い
る
と
欺
き
、
ド
ア
の
熱
い
把
手
を
握
っ
た
場
合
、
同
意
は
お
そ
ら
く
有
効
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
6
） 

ス
テ
ル
シ
ン
グ
が
論
点
と
な
っ
た
ベ
ル
リ
ン
上
級
地
方
裁
判
所
判
決
を
素
材
に
、
ス
テ
ル
シ
ン
グ
は
、
避
妊
具
な
し
に
性
交
は
し
な
い
と
い
う

被
害
者
の
性
的
自
己
決
定
を
無
視
し
た
行
為
で
あ
り
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
法
益
関
係
的
錯
誤
が
生
じ
て
い
る
と
す
る
の
は
、
山
中
純
子
「
欺
罔

に
よ
る
性
的
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
」
東
海
法
学
五
九
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
六
頁
。
だ
た
し
、
同
論
考
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
通
り
、
性
交

そ
れ
自
体
に
は
同
意
し
て
い
た
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
る
な
ら
ば
ス
テ
ル
シ
ン
グ
は
法
益
関
係
的
錯
誤
で
は
な
い
と
の
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
7
） C

laus R
oxin, D

ie durch T
äuschung herbeigeführte E

inw
illigung im

 S
trafrecht, N

oll-G
edS

, 1984, S
.275.

（
8
） 

例
え
ば
、
菊
地
は
、
法
益
主
体
の
同
意
の
有
効
性
を
判
断
す
る
う
え
で
、「
刑
罰
を
通
じ
て
確
保
す
べ
き
自
己
決
定
過
程
」
の
保
障
が
重
要
で

あ
り
、
そ
れ
は
「
市
民
の
自
律
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
規
範
的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
評
価
的
な
問
題
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
れ
は
、
法
益
主
体
が
法

）
七
五
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
九
七

益
を
放
棄
す
る
意
思
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
形
成
過
程
の
あ
り
方
と
水
準
が
、
意
思
決
定
の
内
容
や
放
棄
さ
れ
た
法
益
の
種
類
に
応
じ
て
、

規
範
的
観
点
か
ら
み
て
十
分
で
あ
っ
た
と
客
観
的
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
（
菊
地
「
法
益
主
体
の
同
意
と
規
範
的
自
律

（
一
）」（
前
掲
注
２
）
一
八
九
─
一
九
〇
頁
）。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
市
民
の
自
律
性
に
合
致
し
な
い
法
益
主
体
の
意
思
決
定
は
刑
法
上
有
効
と
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。

（
9
） 

欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
に
、
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。R

ichard H
onig, D

ie 

E
inw

illigung des V
erletzten, T

eil Ⅰ
. D

ie G
eschichte des E

inw
illigungsproblem

s und M
ethodenfrage, 1919, S

.60-76; P
eter N

oll, 

Ü
bergesetzliche R

echtsfertigungsgründe, im
 besonderen die E

inw
illigung des V

erletzten, 1955, S
.65-76; G

unther A
rzt, 

W
illensm

ängel bei der E
inw

illigung, 1970, S
.7-14; T

hom
as R

önnau, W
illensm

ängel bei der E
inw

illigung im
 S

trafrecht, 2001, 

S
.29-113, 176-252, 278-408.

（
10
） 

筆
者
の
命
名
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
す
ぐ
後
に
（
第
二
章
第
二
節
⑴
）
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
11
） R

önnau, aaO
 

（
前
掲
注
９
）, S

.184. 
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
自
律
と
い
う
同
一
の
語
を
用
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
説
が
唱
え
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
自
律
を
説
く
見
解
内
に
も
対
立
が
あ
る
。
後
に
触
れ
る
ロ
ク
シ
ン
の
規
範
的
自
律
説
に
対
し
て
は
、
ム
ル
マ
ン
に
よ
る
次
の
批

判
が
あ
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
規
範
的
自
律
の
意
義
を
、
法
益
主
体
に
よ
る
自
己
決
定
に
基
づ
く
意
思
決
定
と
は
い
え
な
い
欺
罔
と
、
法
的
規
準
に
照
ら

し
同
意
者
の
自
由
な
法
益
処
分
に
よ
る
欺
罔
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
求
め
る
が
、
こ
れ
は
自
己
決
定
に
加
重
な
内
容
を
持
た
せ
す
ぎ
て
い
る
、
と
い

う
。V

gl. U
w

e M
urm

ann, D
ie S

elbstverantw
ortung des O

pfers im
 S

trafrecht, 2005, S
.451-452

（F
n.527

）.

（
12
） 

な
お
、
レ
ン
ナ
ウ
は
、「
被
害
者
に
好
意
的
」
な
見
解
と
「
行
為
者
に
好
意
的
」
な
見
解
と
に
分
け
て
、
諸
説
を
説
明
し
て
い
る
。V

gl. R
önnau, 

in: L
K

, 13.A
ufl., B

d 3, V
or 

§§ 32 ff, S
.209 ff.

（
13
） 

ホ
ー
ニ
ッ
ヒ
は
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
見
解
を
説
明
す
る
際
、「B

inding ’sche R
echtsgüterlehre

」
の
語
を
用
い
て
い
る
（V

gl. H
onig, aaO

 

（
前
掲
注
９
）, S

.65

）。

（
14
） R

önnau, in: L
K

,13.A
ufl., B

d. 3, V
or 

§§ 32 ff, R
dn, 147

か
ら
引
用
し
た
。F

riedrich G
eerds, E

inw
illigung und E

inverständnis 

des V
erletzten, D

iss., 1953; ders., E
inw

illigung und E
inverständnis des V

erletzten im
 S

trafrecht, G
A

 1954, S
. 262 ff; ders., 

）
七
五
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

一
九
八

E
inw

illigung und E
inverständnis des V

erletzten, im
 S

trafgesetzentw
urf, Z

S
tW

 72

（1960

）, S
.42 ff.

（
15
） G

unther A
rzt, aaO

 

（
前
掲
注
９
）.

（
16
） C

laus R
oxin/L

uis G
reco, S

trafrecht, A
T

 Ⅰ
, 5.A

ufl. 2020, 

§13, R
dn.98. 

そ
の
骨
子
を
示
し
た
の
は
、R

oxin, aaO
 

（
前
掲
注
７
）, 

S
.257 ff.

（
17
） 

そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
野
村
和
彦
「
法
益
関
係
的
錯
誤
説
に
対
す
る
批
判
」
慶
應
法
学
三
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
八
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
18
） D

etlev S
ternberg-L

ieben, D
ie objektiven S

chranken der E
inw

illigung im
 S

trafrecht, 1997.

（
19
） G

ünther Jakobs, S
trafrecht, A

T
, 2.A

ufl., 1991.

（
20
） 

そ
の
他
、
規
範
的
自
律
説
に
立
つ
の
は
、M

aria-K
atharina M

eyer, A
usschluß der A

utonom
ie durch Irrtum

, 1984. 

法
益
の
性
質
に

よ
っ
て
、
欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
な
し
た
法
益
主
体
の
保
護
範
囲
が
決
ま
る
と
す
る
。

（
21
） K

nut A
m

elung, Irrtum
 und T

äuschung als G
rundlage vom

 W
illensm

ängeln bei der E
inw

illigung des V
erletzten, 1998, S

.41.

（
22
） P

eter N
oll, aaO

 

（
前
掲
注
９
）; ders., T

atbestand und R
echtsw

idrigkeit: D
ie W

ertabw
ägung als P

rinzip der R
echtsfertigung, 

Z
S

tW
 77

（1965

）, S
.1 ff.

（
23
） K

nut A
m

elung, D
ie E

inw
illigung in die B

eeinträchtigung eines G
rundrechtsgutes, 1981; ders., Ü

ber E
inw

illigungsfähigkeit, 

Z
S

tW
 104

（1992

）, S
.525 ff, 821 ff; ders., aaO

 
（
前
掲
注
21
）; ders., Z

um
 V

erantw
ortungsm

aßstarb bei der m
ittelbaren T

äterschaft 

durch B
eherrschung eines nicht verantw

ortlichen S
elbstschädigers, in: B

austeine des europäischen S
trafrechts, C

oim
bra-

S
ym

posium
 für C

laus R
oxin, 1995,  S

.247-257.

（
24
） W

olfgang M
itsch, R

echtsfertigung und O
pferverhalten, 2004.

（
25
） M
urm

ann, aaO
 

（
前
掲
注
11
）.

（
26
） 

こ
の
語
は
、R

önnau, aaO
 

（
前
掲
注
９
）, S

.14

を
用
い
た
。

（
27
） 

な
お
法
律
行
為
説
に
は
否
定
的
で
あ
る
も
の
の
、
同
意
者
の
撤
回
権
を
制
限
す
る
根
拠
と
し
て
契
約
を
挙
げ
る
の
は
、
佐
伯
仁
志
「
被
害
者
の

同
意
と
契
約
」
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
（
一
九
九
八
年
）
所
収
三
八
五
頁
以
下
。
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ス-

デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヴ
ェ
ー

）
七
五
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

一
九
九

バ
ー
の
見
解
を
参
考
に
し
て
い
る
。H

ans-D
ieter W

eber, D
er zivilrechtliche V

ertrag als R
echtfertigungsgrund im

 S
trafrecht,1986.

（
28
） E

rnst Z
itelm

ann, A
usschluß der W

iderrechtlichkeit, A
rchiv für die C

ivilistische P
raxis, 99

（1906

）.
（
29
） H

ans-H
einer K

ühne, D
ie strafrechtliche R

elevanz eines auf F
ehlvorstellungen gegründeten R

echtsgutsverzichts, JZ
 1979, 

S
.241.

（
30
） R

oxin/G
reco, A

T
 Ⅰ

, aaO
 

（
前
掲
注
16
）.

（
31
） 

ケ
ス
ラ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
に
お
け
る
正
当
化
の
理
論
』（
一
九
八
〇
年
）
所
収
三
〇
二
頁
以
下
も
併
せ
て
参
照
。

（
32
） R

ichard H
onig, aaO

 

（
前
掲
注
９
）.

（
33
） 

柴
田
三
蔵
・
林
信
夫
・
佐
々
木
健
編
『
ラ
テ
ン
語
法
格
言
辞
典
』（
二
〇
一
〇
年
）
三
〇
八
頁
。

（
34
） H

onig, aaO
 

（
前
掲
注
９
）, S

.5-9.

（
35
） H

onig, aaO
 

（
前
掲
注
９
）, S

.9-10.

（
36
） H

onig, aaO
 

（
前
掲
注
９
）, S

.10-20.

（
37
） V

gl. H
onig, aaO

 

（
前
掲
注
９
）, S

.17, 20.

（
38
） K

eßler, D
ie E

inw
illigung des V

erletzten in ihrer strafrechtlichen B
edeutung 

（1884

）, S
.17-18.

（
39
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.26.

（
40
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.19 ff.

（
41
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.48.

（
42
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.49. 

保
護
対
象
か
ら
外
れ
る
例
と
し
て
、
窃
盗
被
害
者
に
対
す
る
債
権
者
の
利
益
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
43
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.49-50.

（
44
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.51-52.

（
45
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.52.

（
46
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.54 ff.

）
七
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
〇
〇

（
47
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.55.
（
48
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.55.
（
49
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.56-57.

（
50
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
38
）, S

.86.

（
51
） K

eßler, R
echtsgut, oder rechtlich geschütztes Interesse, oder subjektives R

echt?, G
S

 39 

（1887

）, S
.94 ff.

（
52
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
51
）, S

.95-96.

（
53
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
51
）, S

.97.

（
54
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
51
）, S

.98-99.

（
55
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
51
）, S

.102.

（
56
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
51
）, S

.109.

（
57
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
51
）, S

.110.

（
58
） 

リ
ス
ト
を
挙
げ
て
い
る
。K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
51
）, S

.110

（
59
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
51
）, S

.110.

（
60
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
51
）, S

.122.

（
61
） K

eßler, aaO
 

（
前
掲
注
51
）, S

.123.

（
62
） B

inding, H
andbuch des S

trafrechts, B
and 1, 1885, S

.707 ff.

（
63
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.707.

（
64
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.707.

（
65
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.707.

（
66
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.708-709.

（
67
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.709, 718. 

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
一
八
七
六
年
二
月
二
六
日
改
正
の
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
を
参
照
し
、
同
意
に
関
し
て
刑

）
七
五
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

二
〇
一

法
典
が
い
か
な
る
情
報
を
与
え
て
い
る
か
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
示
し
て
い
る
。
①
暴
行
（G

ew
altsam

keit

）
が
明
記
さ
れ
て
い
る
犯
罪
群
、
②
被
害

者
の
意
思
に
反
す
る
こ
と
（w

ider W
illen

）
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
犯
罪
群
、
③
被
害
者
の
意
思
を
得
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
被
害
者
の
命
令
に

反
し
す
る
こ
と
（ohne dessen W

illen oder A
nordnungen zuw

ider

） 

が
要
件
と
さ
れ
る
犯
罪
群
、
④
被
害
者
の
許
可
（ohne G

enehm
igung

）

や
許
容
（E

rlaubniss

）、
同
意
（E

inw
illigung

）
を
得
な
い
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
犯
罪
群
、
⑤
被
害
者
が
認
識
せ
ず
か
つ
意
欲
し
な
い
こ
と

（ohne W
issen und W

illen

）
が
要
件
と
さ
れ
る
犯
罪
群
、
⑥
被
害
者
が
認
識
せ
ず
、
あ
る
い
は
被
害
者
の
了
承
を
得
な
い
こ
と
（ohne W

issen 

oder V
orw

issen
）
が
要
件
と
さ
れ
る
犯
罪
群
、
⑦
偽
計
や
欺
罔
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
同
意
が
要
件
と
さ
れ
る
犯
罪
群
、
⑧
青
少
年
や
暴
利
の
被
害

者
の
よ
う
に
自
由
な
意
思
に
よ
っ
て
同
意
を
与
え
た
と
は
評
価
で
き
な
い
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
犯
罪
群
、
⑨
被
害
者
の
明
示
か
つ
強
い
要
求
が
要

件
と
さ
れ
る
犯
罪
。
こ
の
よ
う
に
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、
被
害
者
の
同
意
を
、
総
論
的
で
は
な
く
、
各
論
的
方
法
を
と
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
と
い
え

よ
う
。B

inding, aaO
, S

.709, F
n.9.

（
68
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.719. 

こ
う
し
た
解
決
方
法
の
例
と
し
て
、
哲
学
的
な
論
拠
に
依
拠
し
て
同
意
論
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
説
、

移
転
可
能
な
権
利
と
移
転
不
可
能
な
権
利
と
を
峻
別
す
る
説
、
同
意
を
一
切
認
め
な
い
説
、
を
挙
げ
る
。V

gl. B
inding, aaO

（
前
掲
注
62
）, 

S
.710-711, F

n.11.

（
69
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.713.

（
70
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.713-714.

（
71
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.714.

（
72
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.717.

（
73
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.715, F
n.22. 

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
こ
う
し
て
意
思
方
向
説
を
採
る
。
行
為
者
が
こ
の
意
思
を
認
識
す
る
こ
と
は

要
し
な
い
。

（
74
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.718.

（
75
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.718.

（
76
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.720.

）
七
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
〇
二

（
77
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.720.
（
78
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.720. 

こ
れ
を
理
由
に
、
軽
傷
害
へ
の
同
意
は
例
外
な
く
不
可
罰
と
す
る
。

（
79
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.711-713. F
n.12, 13, S

.715-716, F
n.22.

（
80
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.717. 

な
お
、
行
為
能
力
の
な
い
者
の
同
意
も
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
そ
の
例

と
し
て
、
意
思
が
減
弱
し
た
者
が
強
姦
（N

otzucht

）
に
同
意
し
た
と
き
は
犯
罪
が
成
立
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
81
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.726.

意
思
や
認
識
を
失
っ
て
い
る
未
婚
女
性
へ
の
暴
行
や
、
婚
外
の
性
交
で
あ
る
と
騙
さ
れ
て
同
意
し
た
女

性
は
、
強
姦
罪
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

（
82
） K

eßler, K
ritische B

em
erkungen zu B

inding ’s L
ehre von der E

inw
illigung des V

erletzten, in G
S

 38

（1886

）, S
.561 ff.

（
83
） K

eßler, aaO
 

（1886

）（
前
掲
注
82
）, S

.561-562.

（
84
） K

eßler, aaO
 

（1884

）（
前
掲
注
38
）, S
.26-27.

（
85
） 

ケ
ス
ラ
ー
は
法
律
行
為
の
性
格
を
も
た
な
い
同
意
の
例
、
す
な
わ
ち
、
妻
が
所
有
す
る
建
材
が
妻
の
意
思
に
よ
っ
て
夫
の
家
を
建
築
す
る
た
め

に
用
い
ら
れ
、
こ
の
こ
と
を
夫
が
認
識
し
て
い
た
例
を
挙
げ
る
。
こ
の
場
合
、
民
法
の
贈
与
と
し
て
は
無
効
で
あ
り
、
民
法
的
に
は
こ
の
同
意
は
完

全
に
無
効
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。K

eßler, aaO
 

（1884

）（
前
掲
注
38
）, S

.27, F
n.4.

（
86
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.713-714.

（
87
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.714, F
n.17.

（
88
） B

inding, aaO
 

（
前
掲
注
62
）, S

.712-713, F
n.13.

（
89
） K

eßler, aaO
 

（1886

）（
前
掲
注
82
）, S

.562.

（
90
） K

eßler, aaO
 

（1886

）（
前
掲
注
82
）, S

.563-564.

（
91
） K

eßler, aaO
 

（1886

）（
前
掲
注
82
）, S

.565.

（
92
） K

eßler, aaO
 

（1886

）（
前
掲
注
82
）, S

.567.

（
93
） K

eßler, aaO
 

（1886

）（
前
掲
注
82
）, S

.568.

）
七
五
五
（



欺
罔
に
基
づ
く
同
意
を
め
ぐ
る
初
期
の
学
説
状
況
（
野
村
）

二
〇
三

（
94
） K

eßler, aaO
 

（1886

）（
前
掲
注
82
）, S

.569.
（
95
） K

eßler, aaO
 

（1886

）（
前
掲
注
82
）, S

.570-571.
（
96
） K

eßler, aaO
 

（1886

）（
前
掲
注
82
）, S

.573.

（
97
） O

skar H
oler, D

ie E
inw

illigung des V
erletzten, 1906, S

.88.

（
98
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.89-90.

（
99
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.90-93.

（
100
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.90.

（
101
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.90-91.

（
102
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.92.

（
103
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.92

（
104
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.94.

（
105
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S
.95.

（
106
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.96.

（
107
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.98.

（
108
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.98-99.

（
109
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.99-100.

（
110
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.99-100.

（
111
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.137.

（
112
） 

な
お
、
ホ
ー
ラ
ー
は
「
要
求
に
基
づ
く
殺
人
罪
」
の
本
質
は
、
行
為
者
の
認
識
面
を
考
慮
す
る
と
、
同
意
を
得
て
す
る
殺
人
と
同
価
値
で
あ
り
、

行
為
者
の
心
情
を
考
慮
し
て
刑
が
減
軽
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る
。H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.111-112.

（
113
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.120.

）
七
五
五
（



日
本
法
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　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
〇
四

（
114
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.104.
（
115
） H

oler, aaO
 

（
前
掲
注
97
）, S

.137.
（
116
） 
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
対
立
し
た
ケ
ス
ラ
ー
が
そ
う
述
べ
て
い
る
。V

gl. K
eßler, aaO

（1886

）（
前
掲
注
82
）, S

.563.

（
117
） H

ans W
elzel, S

tudien zum
 S

ystem
 des S

trafrechts, Z
S

tW
 58

（1939

）, S
.514 ff.

（
118
） E

rnst Z
itelm

ann, aaO

（
前
掲
注
28
）. 

ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
の
同
意
論
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
民
法
の
法
律
行
為
（R

echtsgeschäft

）

か
ら
同
意
の
効
力
を
導
く
。
同
意
が
、
侵
害
さ
れ
た
権
利･

法
益
の
所
有
者
（Inhaber

）
に
よ
る
排
他
的
な
法
律
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
き

に
限
り
、
民
法
お
よ
び
刑
法
の
違
法
性
が
と
も
に
阻
却
さ
れ
る
（S

.48, 56.

）。
②
同
意
と
は
、
相
手
方
に
対
し
て
、
行
為
す
る
主
観
的
権
利
を
同

意
者
が
与
え
る
こ
と
で
あ
り
（S

.55-56.

民
法
の
代
理
権
に
た
と
え
る
）、
そ
れ
は
法
益
主
体
自
ら
行
う
こ
と
の
一
形
態
で
あ
る
。

（
119
） Z

itelm
ann, aaO

 

（
前
掲
注
28
）, S

.62.

（
120
） Z

itelm
ann, aaO

 

（
前
掲
注
28
）, S

.96.

（
121
） Z

itelm
ann, aaO

 

（
前
掲
注
28
）, S
.64.

（
122
） Z

itelm
ann, aaO

 

（
前
掲
注
28
）, S

.70.

（
123
） Z

itelm
ann, aaO

 

（
前
掲
注
28
）, S

.70, F
n.54

に
よ
れ
ば
、
刑
法
的
に
は
、
教
唆
や
間
接
正
犯
、
幇
助
が
論
点
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
は

い
る
。
ツ
ィ
ー
テ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
民
法
上
違
法
な
の
で
あ
れ
ば
、
刑
法
上
も
違
法
と
さ
れ
る
。

）
七
五
二
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
〇
五

船
員
労
働
災
害
に
対
す
る

船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察南

　
　
　
　
　健

　
　悟

第
一
章
　
問
題
の
所
在

（
一
）
船
員
労
働
災
害
と
そ
の
防
止
・
補
償

（
二
）
船
舶
所
有
者
の
損
害
賠
償
責
任

（
三
）
問
題
提
起

第
二
章
　
従
来
の
裁
判
例

（
一
）
船
員
労
働
災
害
の
類
型

（
二
）
船
内
作
業
中
に
お
け
る
事
故
の
事
例

（
三
）
船
舶
衝
突
事
故
に
よ
る
労
働
災
害
の
事
例

（
四
）
海
中
転
落
事
故
の
事
例

論
　
説

�

†

）
三
七
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
〇
六

第
三
章
　
船
舶
所
有
者
の
具
体
的
義
務
の
内
容

（
一
）
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
と
の
関
係

（
二
）
船
長
の
職
務
権
限
・
義
務
と
船
員
労
働
災
害
の
防
止

（
三
）
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務

（
四
）
船
舶
衝
突
と
船
員
労
働
災
害

第
四
章
　
結
び
に
代
え
て

第
一
章
　
問
題
の
所
在

（
一
）
船
員
労
働
災
害
（
１
）

と
そ
の
防
止
・
補
償

一
般
的
に
、
船
内
労
働
は
、
気
象
や
海
象
等
の
自
然
的
影
響
に
よ
り
船
体
が
大
き
く
揺
れ
る
た
め
、
就
業
中
の
労
働
災
害
が
発
生
し
や

す
い
と
言
わ
れ
て
い
る
（
２
）

。
実
際
、
船
員
の
職
務
上
の
労
働
災
害
発
生
率
を
陸
上
の
全
産
業
と
比
較
し
て
み
る
と
、
最
新
の
船
員
労
働
災
害

の
統
計
調
査
に
よ
れ
ば
、
休
業
四
日
以
上
の
災
害
発
生
率
及
び
死
亡
災
害
発
生
率
（
職
務
上
死
亡
）
と
も
に
、
高
率
を
示
し
て
い
る
（
３
）

。
同

統
計
で
は
、
船
員
労
働
災
害
の
発
生
状
況
に
つ
き
、
作
業
別
で
は
、「
整
備
・
管
理
作
業
」
や
漁
船
に
お
け
る
「
漁
ろ
う
作
業
」
中
の
事

故
が
多
く
、
ま
た
、
態
様
別
で
は
、「
転
倒
」、「
は
さ
ま
れ
」、「
転
落
・
墜
落
」、「
動
作
の
反
動
無
理
な
動
作
」、「
激
突
」、「
飛
来
・
落

下
」
に
よ
る
死
傷
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
４
）

。
そ
し
て
、
船
員
労
働
災
害
が
一
旦
大
洋
航
海
中
等
で
生
じ
る
と
、
即
時
の
救
護
等
が
困
難
で
あ

り
、
重
傷
化
し
や
す
い
こ
と
も
容
易
に
想
像
し
得
る
。
船
員
保
護
法
制
と
の
関
係
で
も
、
海
上
労
働
に
は
、
①
限
ら
れ
た
空
間
と
乗
組
員

）
三
七
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
〇
七

で
動
揺
す
る
船
上
で
の
労
働
が
強
い
ら
れ
る
こ
と
（
労
働
環
境
の
過
酷
性
）、
②
長
期
に
わ
た
る
乗
船
、
③
外
部
か
ら
の
支
援
や
救
援
の
困

難
性
（
自
己
完
結
性
）、
④
乗
組
員
全
員
が
常
に
海
上
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
（
共
同
危
険
体
・
運
命
共
同
体
）、
そ
し
て
、
⑤
職
場

と
生
活
の
場
が
同
一
（
職
住
一
致
）
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
（
５
）

。
つ
ま
り
、
船
員
の
労
働
環
境
は
、

海
上
危
険
と
背
中
合
わ
せ
で
あ
る
特
殊
な
労
働
環
境
で
あ
り
、
長
期
に
陸
上
の
生
活
か
ら
隔
離
さ
れ
た
中
で
、
多
様
な
作
業
に
従
事
す
る

こ
と
で
、
船
員
労
働
そ
れ
自
体
、
労
働
災
害
が
生
じ
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
（
６
）

。

そ
こ
で
、
船
員
労
働
災
害
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
法
も
安
全
衛
生
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
船
員
法
で
は
、
安
全
及
び
衛
生

に
つ
い
て
、「
船
舶
所
有
者
は
、
作
業
用
具
の
整
備
、
船
内
衛
生
の
保
持
に
必
要
な
設
備
の
設
置
及
び
物
品
の
備
付
け
、
船
内
作
業
に
よ

る
危
害
の
防
止
及
び
船
内
衛
生
の
保
持
に
関
す
る
措
置
の
船
内
に
お
け
る
実
施
及
び
そ
の
管
理
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
の
船
内
作
業
に
よ

る
危
害
の
防
止
及
び
船
内
衛
生
の
保
持
に
関
し
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
八
一
条
一
項
）
と
定
め
、

ま
た
、
船
員
に
対
し
て
も
「
船
員
は
、
船
内
作
業
に
よ
る
危
害
の
防
止
及
び
船
内
衛
生
の
保
持
に
関
し
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
事
項
を

遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
同
三
項
）
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
よ
り
詳
細
な
船
内
に
お
け
る
安
全
衛
生
に
関
し
て
は
、
同
法
八
一

条
一
項
に
基
づ
く
国
土
交
通
省
令
（
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
陸
上
労
働
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
法

に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
直
接
的
に
安
全
衛
生
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
①
安

全
衛
生
の
管
理
に
関
す
る
規
定
、
②
安
全
基
準
・
衛
生
基
準
に
関
す
る
規
定
、
③
個
別
作
業
基
準
に
関
す
る
規
定
、
④
特
殊
危
害
防
止
基

準
に
関
す
る
規
定
、
⑤
年
少
船
員
・
女
子
船
員
の
就
業
制
限
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
お
い
て
は
、
第
一
に
、

安
全
衛
生
の
管
理
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
船
舶
所
有
者
は
、
船
長
に
安
全
衛
生
に
関
す
る
統
括
管
理
を
担
わ
せ
、
ま
た
安
全

担
当
者
等
の
関
係
者
間
の
調
整
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
（
一
条
の
二
）。
ま
た
、
常
時
五
人
以
上
の
船
員
が
い
る
船
舶
の
船

）
三
七
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
〇
八

舶
所
有
者
は
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
一
定
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
、
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
た
め
に
船
内
安
全
衛
生
委
員
会
（
７
）

を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
（
一
条
の
三
）、
ま
た
安
全
担
当
者
（
二
条
～
五
条
）、
消
火
作
業
指
揮
者
（
六
条
の
二
～
六
条
の
四
）、
衛
生
担
当
者
（
七
条
～

九
条
）
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
船
舶
所
有
者
は
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
船
員
の
意
見
を
聴
く
た
め

の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
も
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
一
二
条
）。
他
方
で
、
船
員
に
つ
い
て
も
、
安
全
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
一
定
の

行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
一
六
条
）。
第
二
に
、
安
全
基
準
・
衛
生
基
準
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
、
船
内
作
業
の
設
備
、
機
械
、
危
惧
、
用
具
等
を
整
備
し
、
か
つ
整
頓
す
る
と
と
も
に
、
船
内
に
お
け
る
作

業
環
境
を
常
に
良
好
な
状
態
に
お
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
さ
れ
（
一
七
条
）、
機
械
等
と
の
接
触
等
か
ら
の
防
護
装
置
等
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
ず
（
一
八
条
）、
船
外
と
の
通
行
を
安
全
に
す
る
た
め
の
措
置
（
一
九
条
）、
落
下
、
転
倒
、
接
触
等
に
よ
り
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の

あ
る
刃
物
等
の
整
頓
（
二
〇
条
）、
密
閉
区
画
か
ら
の
脱
出
装
置
等
の
設
置
（
二
一
条
）、
燃
焼
性
廃
棄
物
の
処
理
（
二
二
条
）
や
液
化
石
油

ガ
ス
の
取
扱
い
（
二
二
条
の
二
）
等
に
つ
い
て
定
め
を
置
い
て
い
る
。
他
に
も
、
照
明
の
施
設
（
二
五
条
）、
床
面
等
や
足
場
等
の
安
全
性

の
確
保
（
二
六
条
、
二
七
条
）、
そ
し
て
、
海
中
転
落
の
防
止
の
た
め
に
、
保
護
柵
を
設
け
る
こ
と
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
二
七
条
の

二
）。
他
方
で
、
衛
生
基
準
に
つ
い
て
も
、
船
内
衛
生
の
保
持
（
二
九
条
）
や
医
師
の
診
断
等
（
三
一
条
）
に
関
す
る
規
定
等
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
第
三
に
、
個
別
作
業
基
準
と
し
て
、
主
な
も
の
と
し
て
、
火
薬
類
を
取
り
扱
う
作
業
（
四
六
条
）、
塗
装
作
業
等
（
四
七
条
）、
溶

接
作
業
等
（
四
八
条
）、
危
険
物
等
の
検
知
作
業
（
四
九
条
）、
有
害
気
体
発
生
場
所
で
の
作
業
（
五
〇
条
）、
高
所
作
業
（
五
一
条
）、
げ
ん
外

作
業
（
五
二
条
）、
危
険
物
付
近
作
業
（
五
三
条
）、
重
量
物
移
動
作
業
（
五
四
条
）、
揚
投
び
ょ
う
作
業
等
（
五
六
条
）、
漁
ろ
う
作
業
（
五
七

条
）、
船
倉
内
作
業
（
六
六
条
）、
機
械
類
修
理
作
業
（
六
七
条
）
な
ど
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
８
）

。
第
四
に
、
特
殊
危
害
防
止
基

準
と
し
て
、
貨
物
消
毒
燻
煙
作
業
（
七
一
条
）
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
第
五
に
、
年
少
船
員
・
女
子
船
員
の
就
業
制
限
と
し
て
、

）
三
七
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
〇
九

一
八
歳
未
満
の
船
員
や
妊
産
婦
及
び
妊
産
婦
以
外
の
女
子
船
員
に
危
険
性
等
の
あ
る
一
定
の
作
業
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
（
船

員
八
五
条
～
八
八
条
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
七
四
条
～
七
六
条
）。
こ
の
よ
う
に
、
安
全
衛
生
の
管
理
や
個
別
具
体
的
な
基
準
や
措
置
等
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
船
員
労
働
災
害
の
防
止
を
企
図
し
て
い
る
。
他
に
も
、
船
員
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
「
船
員
災
害
防
止
活

動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。
同
法
は
、
船
舶
所
有
者
は
、「
単
に
船
員
法
そ
の
他
船
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
す

る
法
令
の
規
定
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
船
員
災
害
の
防
止
の
た
め
の
自
主
的
な
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
船
内
に
お
け
る
快
適
な

作
業
環
境
及
び
居
住
環
境
の
実
現
並
び
に
船
員
の
労
働
条
件
の
改
善
を
通
じ
て
船
員
の
安
全
と
健
康
を
確
保
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
船
舶
所
有
者
は
、
国
が
実
施
す
る
船
員
災
害
の
防
止
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
三
条
）
と
定
め
、
労
働
安
全
衛
生
法
三
条
に
相
当
す
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
不
幸
に
も
、
船
員
労
働
災
害
が
生
じ
た
場
合
、
被
災
労
働
者
で
あ
る
船
員
は
ど
の
よ
う
な
補
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
船
員
が
職
務
上
負
傷
し
た
り
、
疾
病
に
か
か
っ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
負
傷
や
疾
病
が
治
癒
す
る
ま
で
、
船

舶
所
有
者
の
費
用
で
、
療
養
を
施
し
、
ま
た
は
療
養
に
必
要
な
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
船
員
八
九
条
一
項
）。
さ
ら
に
、
雇

入
契
約
存
続
中
で
あ
れ
ば
、
私
傷
病
で
あ
っ
て
も
、
船
員
の
故
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
ら
な
い
限
り
、
船
舶
所
有
者
は
、
三
か
月
の
範
囲

内
に
お
い
て
、
船
舶
所
有
者
の
費
用
で
療
養
を
施
し
、
ま
た
は
療
養
に
必
要
な
費
用
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
同

二
項
（
９
）

）。
ま
た
、
船
舶
所
有
者
は
、
四
か
月
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
職
務
上
負
傷
ま
た
は
疾
病
が
治
癒
す
る
ま
で
、
毎
月
一
回
傷
病
手
当

を
支
払
う
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
治
癒
し
な
け
れ
ば
四
か
月
以
降
も
標
準
報
酬
月
額
の
六
〇
％
に
相
当
す
る
額
の
傷
病
手
当
を
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
加
え
て
、
治
癒
後
も
遅
滞
な
く
、
標
準
報
酬
月
額
の
六
〇
％
に
相
当
す
る
額
の
予
後
手
当
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
船
員
九
一
条
一
項
、
二
項
）。
加
え
て
、
船
舶
所
有
者
は
、
傷
病
治
癒
後
に
身
体
に
障
害
が
存
す
る
と
き
は
、
障
害
の
程
度
に
応
じ
て

）
三
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
一
〇

障
害
手
当
を
（
船
員
九
二
条
）、
職
務
上
行
方
不
明
に
な
っ
た
と
き
は
、
三
か
月
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
額
の

行
方
不
明
手
当
を
（
船
員
九
二
条
の
二
）、
職
務
上
死
亡
し
た
と
き
は
、
標
準
報
酬
月
額
の
三
六
か
月
に
相
当
す
る
額
の
遺
族
手
当
（
船
員

九
三
条
）
と
標
準
報
酬
月
額
の
二
か
月
分
相
当
額
の
葬
祭
料
（
船
員
九
四
条
）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
労
働

災
害
補
償
制
度
の
上
積
み
と
し
て
、
労
働
協
約
に
よ
る
「
上
積
み
」
補
償
も
あ
る
（
10
）

。
な
お
、
こ
れ
ら
の
労
働
災
害
補
償
給
付
と
後
述
す
る

労
働
災
害
に
伴
う
船
舶
所
有
者
の
損
害
賠
償
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
陸
上
労
働

の
場
合
に
つ
い
て
は
、
既
に
支
払
わ
れ
た
労
災
補
償
給
付
等
の
額
は
、
使
用
者
が
被
災
労
働
者
に
対
し
て
行
う
べ
き
損
害
賠
償
か
ら
控
除

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
労
基
八
四
条
二
項
）。
と
こ
ろ
が
、
船
員
法
に
お
い
て
は
、
確
か
に
、
労
基
法
八
四
条
一
項
に
相
当
す
る
規

定
は
存
在
し
て
い
る
が
（
船
員
九
五
条
）、
損
害
賠
償
責
任
と
の
調
整
に
関
す
る
労
基
法
八
四
条
二
項
に
相
当
す
る
規
定
を
欠
い
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
古
く
は
、
損
害
賠
償
責
任
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
労
基
法
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
労
災
補
償
給
付
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
超
え
て
損
害
賠
償
責
任
を
船
舶
所
有
者
は
負
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
も
な
い
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
仙
台
高
判
昭
和
四
八
年
八
月
二
九
日
判
タ
三
〇
七
号
二
〇
四
頁
は
、
労
災
補
償
給
付
を
受
け
た
結
果
、
船

舶
所
有
者
が
そ
れ
以
上
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
船
舶
所
有
者
が
、
同
一
の
災
害
事
由
に
つ
い
て
、

二
重
の
賠
償
義
務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
衡
平
を
欠
き
妥
当
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
た
と
え
船
員
法
に
労
基
法
八
四
条
二
項
に
相
当
す
る

規
定
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
災
害
補
償
給
付
の
額
の
限
度
に
お
い
て
損
害
賠
償
義
務
が
免
除
さ
れ
る
旨
判
示
す
る
（
11
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
点
に
つ
い
て
は
陸
上
労
働
と
同
一
に
解
さ
れ
て
い
る
。

）
三
七
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
一
一

（
二
）
船
舶
所
有
者
（
12
）

の
損
害
賠
償
責
任

そ
れ
で
は
、
本
稿
が
中
心
的
に
論
じ
る
、
船
員
労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
船
舶
所
有
者
の
被
災
労
働
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任

は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
き
発
生
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
陸
上
労
働
者
の
場
合
、
従
来
、
使
用
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
追
及

す
る
法
的
構
成
と
し
て
は
、
第
一
に
、
不
法
行
為
責
任
（
民
法
七
〇
九
条
）、
第
二
に
、
土
地
工
作
物
責
任
（
民
法
七
一
七
条
）、
そ
し
て
、

第
三
に
、
労
働
契
約
に
基
づ
く
安
全
配
慮
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
を
根
拠
と
す
る
債
務
不
履
行
責
任
（
民
法
四
一
五
条
）
に
基
づ
く
も
の

が
考
え
ら
れ
る
（
13
）

。
こ
の
こ
と
は
基
本
的
に
船
員
労
働
災
害
の
場
合
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
従
来
の
裁
判
例
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
に
加
え
、
商
法
六
九
〇
条
に
基
づ
く
船
舶
所
有
者
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
事
案
も
散
見
さ
れ

る
。
商
法
六
九
〇
条
は
「
船
舶
所
有
者
は
、
船
長
そ
の
他
の
船
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
他
人
に
加
え

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。」
と
定
め
、
船
長
等
の
故
意
・
過
失
に
よ
り
第
三
者
（
船
員
労
働
災
害
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
被
災
船
員
）

に
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
、
使
用
者
で
あ
る
船
舶
所
有
者
が
責
任
を
負
う
と
す
る
。
本
条
は
、
使
用
者
が
被
用
者
の
選
任
監
督
上
の
注
意

を
尽
く
し
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
船
舶
所
有
者
が
責
任
を
負
う
た
め
、
民
法
七
一
五
条
の
特
則
で
あ
る
と
す
る
の
が
通
説
的
見
解
で

あ
る
と
さ
れ
つ
つ
も
（
14
）

、
民
法
七
一
五
条
一
項
の
免
責
が
認
め
ら
れ
る
事
例
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
基
本
的
に
、
陸
上
労
働

者
の
労
働
災
害
と
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

な
お
、
船
舶
所
有
者
が
被
災
労
働
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
し
た
場
合
、
船
舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
以

下
、
船
主
責
任
制
限
法
と
い
う
。）
に
基
づ
き
、
船
舶
所
有
者
は
責
任
制
限
を
享
受
し
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
船
主
責
任
制
限

法
四
条
二
号
に
お
い
て
、
船
員
の
船
舶
所
有
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
債
権
（
15
）

が
非
制
限
債
権
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
船
舶
所
有
者

は
責
任
制
限
を
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
船
員
等
の
被
用
者
の
権
利
の
保
護
の
た
め
、
社
会
政
策
上
認
め
ら
れ
て
い
る
も

）
三
七
五
（
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八
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第
三
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（
二
〇
二
三
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一
月
）

二
一
二

の
で
あ
る
（
16
）

。

（
三
）
問
題
提
起

船
員
労
働
の
特
殊
性
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
船
員
労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
の
制
度
や
補
償
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を

超
え
て
、
実
際
に
は
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
従
来
の
裁
判
例
に
お
い

て
船
員
労
働
災
害
に
お
け
る
船
舶
所
有
者
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
被
災
労
働
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、

に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
前
、
陸
上
労
働
に
お
け
る
使
用
者
の
被
災
労
働
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
が
争
わ
れ
る
場
合
の
、

具
体
的
な
使
用
者
の
注
意
義
務
（
安
全
配
慮
義
務
等
）
の
内
容
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
判
例
研
究
の
多
さ
も
相
俟
っ
て
、
枚
挙
に
暇
が
な
い

が
、
船
員
労
働
災
害
に
着
目
し
た
も
の
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
船
員
労
働
災
害
が
争
わ
れ
た
事
例
に
関
す
る
判
例
研
究
も

全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
数
は
陸
上
労
働
に
比
し
て
か
な
り
少
な
く
、
さ
ら
に
船
員
労
働
災
害
の
防
止
に
つ
い
て
、
航
海
学
や

船
舶
安
全
工
学
の
分
野
で
の
議
論
は
見
ら
れ
る
一
方
、
労
災
発
生
時
の
法
的
責
任
論
に
つ
い
て
は
検
討
が
や
や
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
船
員
労
働
災
害
が
争
わ
れ
た
従
来
の
裁
判
例
を
概
観
し
た
上
で
（
第
二
章
）、
船
員
労
働
災
害
に
お
け
る
船
舶
所
有

者
の
注
意
義
務
（
安
全
配
慮
義
務
（
17
）

が
争
わ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
義
務
）
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
（
第
三
章
）。

）
三
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
一
三

第
二
章
　
従
来
の
裁
判
例

（
一
）
船
員
労
働
災
害
の
類
型

船
員
の
労
働
災
害
に
よ
り
船
舶
所
有
者
等
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
が
追
及
さ
れ
た
事
例
は
、
そ
の
労
働
災
害
の
数
の
多
さ
に
比
し
て
、

陸
上
労
働
の
事
例
よ
り
も
、
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
（
18
）

、
従
来
の
裁
判
例
で
争
わ
れ
た
船
員
労
働
災
害
の
類
型
と
し
て
は
、（
ａ
）
船

内
作
業
中
に
お
け
る
事
故
、（
ｂ
）
船
舶
衝
突
、（
ｃ
）
船
舶
か
ら
の
海
中
転
落
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
二
）
船
内
作
業
中
に
お
け
る
事
故
の
事
例

船
員
労
働
災
害
の
類
型
の
中
で
最
も
多
い
類
型
が
船
内
作
業
中
に
お
け
る
事
故
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
艙

内
作
業
で
の
労
働
災
害
や
船
室
内
等
に
お
け
る
窒
息
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
東
京
高
判
昭
和
四
九
年
九
月
二
五
日
高
民
集
二
七
巻
四
号
三
五
七
頁
は
、
千
代
田
丸
の
三
等
航
海
士
で
あ
っ
た
Ａ
が
同
船
一
番
艙
内

で
バ
ラ
ス
ト
角
氷
の
投
棄
作
業
を
し
て
い
た
際
、
巻
き
上
げ
ら
れ
た
角
氷
の
一
部
が
落
下
し
た
た
め
、
頭
部
を
強
打
さ
れ
て
頭
蓋
骨
骨
折

等
に
よ
り
死
亡
し
た
事
案
で
あ
る
。
角
氷
投
棄
作
業
に
あ
た
っ
て
は
、
艙
内
の
角
氷
を
引
き
上
げ
船
外
に
移
動
投
棄
す
る
た
め
三
枚
の

モ
ッ
コ
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
作
業
は
、
艙
内
の
作
業
員
に
よ
っ
て
角
氷
を
詰
め
ら
れ
た
一
枚
の
モ
ッ
コ
が
ウ
イ
ン
チ
で
艙
口
上

ま
で
巻
き
上
げ
ら
れ
る
と
、
デ
ッ
キ
マ
ン
が
ハ
ッ
チ
コ
ー
ミ
ン
グ
に
一
端
を
止
め
ら
れ
て
い
る
ワ
イ
ヤ
ー
の
他
端
に
あ
る
フ
ッ
ク
を
そ
の

モ
ッ
コ
に
ひ
っ
か
け
、
そ
の
ま
ま
モ
ッ
コ
を
ウ
イ
ン
チ
で
船
外
に
移
動
し
て
角
氷
を
海
中
に
投
棄
し
、
艙
内
の
作
業
員
は
空
の
モ
ッ
コ
が

返
る
ま
で
他
の
二
つ
の
モ
ッ
コ
に
角
氷
を
詰
め
る
作
業
に
当
た
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
作
業
時
に
お
い
て
は
、
モ
ッ
コ
か
ら
相

）
三
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
一
四

当
大
き
な
角
氷
が
艙
内
に
こ
ぼ
れ
落
ち
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
作
業
の
性
質
上
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
デ
ッ
キ
マ
ン
は
甲

板
上
に
い
た
た
め
、
モ
ッ
コ
が
、
艙
内
に
氷
が
落
ち
な
い
よ
う
な
安
全
な
場
所
に
移
動
し
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
位
置
に
あ
り
、
ま
た
合

図
上
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
も
持
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
デ
ッ
キ
マ
ン
が
安
全
確
認
の
た
め
に
こ
れ
を
吹
く
こ
と
に
つ
い
て
作
業
責
任
者
か

ら
指
示
を
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
他
氷
が
落
下
す
る
お
そ
れ
の
な
く
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
方
法
も
全
く
講
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。こ

の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
、
原
審
（
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
七
月
七
日
労
判
一
四
二
号
四
一
頁
）
は
、「
本
件
作
業
の
指
揮
監
督
に
あ
た
っ

た
Ｂ
一
等
航
海
士
と
し
て
は
、
氷
塊
の
落
下
事
態
を
防
止
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
本
件
の
よ
う
な
作
業
の
実
施
に
際
し
て
は
艙
内
の
作
業

員
の
安
全
を
守
る
た
め
、
モ
ッ
コ
か
ら
氷
が
艙
内
に
落
下
す
る
危
険
の
な
く
な
る
時
期
を
最
も
確
実
に
判
断
で
き
る
甲
板
上
の
艙
口
付
近

に
監
視
員
を
置
き
こ
の
者
か
ら
艙
内
の
作
業
員
に
対
し
安
全
な
時
期
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
す
る
等
の
処
置
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

安
全
な
時
期
ま
で
は
作
業
員
が
艙
口
直
下
に
出
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
同
航
海
士
は

こ
れ
を
怠
り
艙
内
の
作
業
員
が
自
ら
の
判
断
で
空
の
モ
ッ
コ
が
返
る
前
に
艙
口
直
下
に
出
る
に
ま
か
せ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
作
業
の
指
揮

監
督
者
と
し
て
安
全
確
保
上
に
過
失
が
あ
る
」
と
し
て
、
民
法
七
一
五
条
一
項
（
19
）

に
基
づ
き
使
用
者
責
任
を
認
め
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
及
び
Ｙ

と
も
に
控
訴
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
審
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
原
審
判
断
を
維
持
し
た
。
す
な
わ
ち
、「〔
原
審
判
決
に
お
け
る
認
定

を
ほ
ぼ
引
用
し
た
上
で
〕
た
ん
に
Ａ
の
前
記
注
意
義
務
〔
空
モ
ッ
コ
の
返
る
前
の
安
全
確
認
の
注
意
義
務
〕
に
期
待
す
る
だ
け
で
な
く
、

直
接
本
件
作
業
の
指
揮
、
監
督
に
当
た
っ
て
い
た
Ｂ
と
し
て
万
全
の
注
意
義
務
を
つ
く
す
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
…
…
本
件
作
業
の
責
任
者
と
し
て
直
接
そ
の
指
揮
、
監
督
に
当
た
っ
て
い
た
Ｂ
と
し
て
は
、
艙
内
各
作
業
員
に
対
し
て
空
の
モ
ッ
コ

が
艙
内
に
返
る
ま
で
は
艙
口
直
下
に
出
な
い
よ
う
に
一
般
的
な
注
意
を
与
え
て
い
た
も
の
の
、
な
お
、
時
に
は
艙
内
作
業
員
が
み
ず
か
ら

）
三
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
一
五

の
判
断
で
艙
口
下
に
出
る
こ
と
を
も
黙
認
し
て
い
た
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
艙
内
作
業
員
各
自
の
判
断
に
任
せ
て
艙
口
直

下
に
出
る
安
全
な
時
期
を
確
認
さ
せ
る
だ
け
な
く
、
本
件
作
業
の
指
揮
、
監
督
者
た
る
立
場
か
ら
常
時
艙
口
付
近
に
監
視
員
を
置
き
適
宜

艙
内
作
業
員
に
安
全
な
時
期
を
知
ら
せ
る
処
理
を
と
ら
せ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
作
業
員
が
安
全
な
時
期
ま
で
は
艙
口
下
に
出
な
い
よ
う
に

措
置
し
て
、
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
べ
き
注
意
義
務
が
あ
っ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
本
件
で
は
、
一
等

航
海
士
Ｂ
の
過
失
を
前
提
と
し
た
民
法
七
一
五
条
一
項
に
基
づ
く
Ｙ
の
使
用
者
責
任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
船
内
作
業
内
容
に
沿
っ
た

一
等
航
海
士
の
具
体
的
な
注
意
義
務
が
措
定
さ
れ
た
一
方
、
い
わ
ゆ
る
安
全
配
慮
義
務
に
関
す
る
一
般
論
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。

②
東
京
地
判
昭
和
五
二
年
八
月
二
六
日
判
時
八
八
五
号
一
四
三
頁
は
、
Ｙ
社
（
船
舶
賃
借
人
）
の
機
関
士
で
あ
る
被
用
者
Ａ
が
乗
り
組

ん
で
い
た
初
島
丸
が
海
上
を
航
行
中
、
機
関
室
に
設
置
さ
れ
て
い
た
固
定
式
炭
酸
ガ
ス
消
火
装
置
の
ガ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
が
突
然
作
動
し
、

た
ま
た
ま
、
ガ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
室
内
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
ボ
イ
ラ
ー
室
用
区
画
弁
の
手
動
レ
バ
ー
付
き
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ヘ
ッ
ド
が
上

に
上
げ
ら
れ
、
同
弁
が
開
放
状
態
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
シ
リ
ン
ダ
ー
室
の
ガ
ス
シ
リ
ン
ダ
ー
内
の
炭
酸
ガ
ス
の
全
量
が
、
ボ
イ
ラ
ー
室

内
噴
出
し
、
そ
の
た
め
、
当
時
、
当
直
勤
務
で
ボ
イ
ラ
ー
室
内
に
い
た
Ａ
が
窒
息
死
し
た
事
案
で
あ
る
。
本
判
決
は
、「
使
用
者
は
、
労

働
者
に
対
し
安
ん
じ
て
労
働
義
務
の
履
行
を
さ
せ
る
べ
く
労
働
者
の
生
命
健
康
等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
一
般
的
安
全

配
慮
義
務
を
負
い
（
最
高
裁
昭
和
五
〇
年
二
月
二
五
日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三
頁
参
照
）、
特
に
、
船
員
の
使
用
者
は
、
船

内
作
業
に
よ
る
危
害
の
防
止
の
た
め
、
船
内
に
お
け
る
作
業
環
境
を
整
備
す
る
等
し
て
そ
の
環
境
を
常
に
良
好
な
状
態
に
お
く
よ
う
努
め

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
船
内
衛
生
の
保
持
の
た
め
、
船
内
の
作
業
場
所
等
の
環
境
条
件
を
衛
生
上
良
好
な
状
態
に
置
く
等
船
員
の
健
康

の
保
持
を
図
る
よ
う
努
め
る
べ
き
義
務
が
あ
る
（
船
員
法
第
五
条
、
第
八
一
条
第
一
項
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
一
条
、
第
一
七
条
、
第
二
九

条
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
…
…
Ｙ
社
の
被
用
者
で
あ
る
船
員
の
Ａ
が
、
初
島
丸
に
乗
船
当
直
勤
務
し
、
ボ
イ
ラ
ー
室
内
で
作
業
し
て
い

）
三
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
一
六

た
と
こ
ろ
、
突
然
、
本
件
消
火
装
置
の
シ
リ
ン
ダ
ー
内
の
炭
酸
ガ
ス
の
全
量
が
ボ
イ
ラ
ー
室
内
に
噴
出
し
、
そ
の
炭
酸
ガ
ス
に
よ
っ
て
窒

息
死
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
が
、
Ａ
の
使
用
者
と
し
て
、
同
人
に
対
す
る
前
記
安
全
配
慮
義
務
を
著
し
く
怠
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
…
…
初
島
丸
の
甲
板
部
安
全
担
当
者
で
、
本
件
消
火
装
置
の
保
守
整
備
の
責
任
者
で
あ
り
、
Ｙ
社
の
被
用
者
で
あ
る
訴
外
Ｂ
は
、
そ

の
責
任
を
十
分
自
覚
せ
ず
、
英
文
説
明
書
…
…
に
よ
っ
て
本
件
装
置
の
構
造
及
び
機
能
を
理
解
し
よ
う
と
せ
ず
、
…
…
本
件
装
置
に
つ
い

て
外
観
検
査
さ
え
行
わ
ら
ず
、
全
く
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
…
…
本
件
シ
リ
ン
ダ
ー
室
〔
に
つ
い
て
〕
他
の
乗
務
員
の
自
由
な
出

入
を
許
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
Ｂ
は
船
長
そ
の
他
Ｙ
社
の
監
督
者
か
ら
各
別
の
指
示
監
督
を
受
け
ず
、
前
記
状
態
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
…
…
右
説
明
書
以
外
サ
イ
レ
ン
に
つ
い
て
格
別
の
注
意
を
受
け
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
、
…
…
以
上
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

…
…
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
件
船
舶
の
甲
板
部
安
全
担
当
者
で
あ
っ
た
Ｂ
に
は
、
少
な
く
と
も
、
本
件
消
火
装
置
の
点
検
、
整
備
、
危
険

防
止
措
置
を
怠
っ
た
過
失
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
五
条
第
二
、
三
号
参
照
）。」
と
し
て
、
Ｂ
の
過
失
を

認
め
、
Ｙ
社
の
責
任
が
肯
定
さ
れ
た
。
本
判
決
は
、
①
判
決
と
異
な
り
、
二
つ
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
①
判
決
後

に
出
さ
れ
た
、
安
全
配
慮
義
務
に
関
す
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
言
わ
れ
る
最
判
昭
和
五
〇
年
二
月
二
五
日
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三

頁
〔
自
衛
隊
車
両
整
備
工
場
事
件
〕
を
引
用
し
て
、
船
舶
賃
借
人
で
あ
る
使
用
者
に
対
し
て
安
全
配
慮
義
務
を
措
定
し
た
点
で
あ
り
、
第

二
に
、
安
全
配
慮
義
務
の
具
体
的
内
容
を
船
員
法
及
び
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
を
参
照
し
て
、
甲
板
部
安
全
担
当
者
Ｂ
の
過
失
を
認
定

し
て
使
用
者
責
任
を
肯
定
し
た
点
で
あ
る
。

③
広
島
高
裁
岡
山
支
判
昭
和
六
二
年
五
月
二
八
日
判
タ
六
六
二
号
一
七
五
頁
は
、
海
上
航
行
中
の
船
内
に
お
い
て
、
タ
ン
ク
内
清
浄
（
20
）

作

業
中
の
船
員
が
、
同
タ
ン
ク
内
に
充
満
し
て
い
た
窒
素
に
よ
り
窒
息
死
し
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
で
は
、「
本
件
事
故
が
発
生
し
た
船
倉

タ
ン
ク
内
は
Ｙ
１
社
の
所
有
で
あ
り
、
し
か
も
本
件
の
よ
う
に
苛
性
ソ
ー
ダ
か
ら
塩
化
カ
リ
シ
ュ
ウ
ム
に
積
荷
が
変
わ
る
際
、
船
倉
タ
ン

）
三
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
一
七

ク
内
の
船
上
が
必
要
で
あ
る
旨
一
般
的
で
は
あ
る
Ｙ
１
社
は
指
示
し
て
い
た
こ
と
、
本
件
は
ま
さ
に
右
洗
浄
作
業
中
に
発
生
し
た
こ
と
等

考
え
合
わ
せ
る
と
Ｙ
２
社
に
お
い
て
船
倉
タ
ン
ク
内
に
お
け
る
酸
欠
に
よ
る
死
亡
事
故
が
予
想
で
き
た
場
合
に
は
、
信
義
則
上
、
船
倉
タ

ン
ク
内
で
の
作
業
者
…
…
に
対
し
、
窒
息
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
安
全
配
慮
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
そ
こ
で
、

Ｙ
２
社
が
船
倉
タ
ン
ク
内
で
の
窒
息
死
事
故
を
予
想
で
き
た
か
判
断
す
る
に
、
…
…
第
一
栄
勢
丸
は
従
前
か
ら
圧
縮
空
気
を
併
用
す
る
荷

揚
作
業
を
行
っ
て
き
た
こ
と
、
右
作
業
は
Ｙ
２
社
の
貸
与
し
た
カ
ー
ゴ
ポ
ン
プ
の
出
力
不
足
か
ら
き
て
い
る
こ
と
、
…
…
圧
縮
気
体
に
よ

る
荷
揚
方
法
と
し
て
圧
縮
窒
素
に
よ
る
方
法
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
や
、
圧
縮
空
気
に
よ
る
陸
揚
を
禁
じ
て
い
る
前

記
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
八
三
条
の
規
定
等
に
、
そ
も
そ
も
船
倉
タ
ン
ク
内
の
よ
う
な
外
部
と
遮
断
さ
れ
た
場
所
は
窒
息
事
故

が
起
こ
り
や
す
い
典
型
的
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
総
合
す
れ
ば
、
Ｙ
２
社
は
本
件
の
よ
う
に
船
倉
タ
ン
ク
内
に
圧
縮
窒
素
が
注
入
さ
れ
、

場
合
に
よ
っ
て
は
酸
欠
に
よ
る
死
亡
事
故
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
予
見
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
…
…
Ｙ
２
社
は
、
船

主
に
対
し
て
、
船
倉
タ
ン
ク
内
の
洗
浄
作
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
危
険
性
の
説
明
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
説
明
は
専
ら
積
荷
自

体
（
化
学
品
）
の
危
険
性
の
説
明
で
あ
っ
て
、
タ
ン
ク
内
の
酸
欠
の
危
険
性
に
つ
い
て
は
何
ら
説
明
せ
ず
、
ま
た
、
Ｙ
２
社
の
擁
す
る
船

舶
の
う
ち
一
〇
艘
に
は
酸
素
検
知
器
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
第
一
栄
勢
丸
に
は
そ
れ
ぞ
れ
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
Ｙ
２
社
は
船

主
に
対
し
て
、
酸
素
検
知
器
を
設
置
す
る
よ
う
注
意
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
…
…
Ｙ
２
社
は
、
安
全
配
慮
義
務
を

怠
っ
た
結
果
本
件
事
故
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
不
法
行
為
者
と
し
て
Ｃ
の
死
亡
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ

る
。」
と
し
て
請
求
を
認
容
し
た
。
本
判
決
で
も
、
使
用
者
で
あ
る
船
舶
所
有
者
に
「
窒
息
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
安
全
配
慮
義
務
」

が
あ
る
と
し
た
上
で
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
も
参
照
し
な
が
ら
、
事
故
の
予
見
可
能
性
を
肯
定
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
結
果

回
避
義
務
が
示
さ
れ
て
い
る
（
21
）

。
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日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
一
八

④
山
口
地
裁
下
関
支
判
平
成
一
三
年
四
月
二
三
日
判
時
一
七
六
七
号
一
二
五
頁
は
、
チ
リ
共
和
国
タ
ル
カ
ワ
ノ
港
沖
合
海
上
を
航
行
中

の
Ｙ
１
社
所
有
の
漁
船
第
五
地
洋
丸
内
に
お
い
て
、
Ａ
が
ソ
イ
ル
タ
ン
ク
を
修
理
す
る
た
め
に
、
ソ
イ
ル
タ
ン
ク
室
内
に
降
り
た
と
こ
ろ
、

同
室
内
に
硫
化
水
素
ガ
ス
が
充
満
し
て
い
た
か
、
空
気
中
の
酸
素
欠
乏
の
た
め
、
硫
化
水
素
中
毒
又
は
酸
素
欠
乏
症
に
よ
り
死
亡
し
た
事

案
で
あ
る
。
本
件
で
、
山
口
地
裁
は
「
Ｙ
１
社
が
我
が
国
有
数
の
水
産
会
社
で
あ
り
、
多
数
の
漁
船
を
所
有
し
て
遠
洋
漁
業
を
営
ん
で
い

る
こ
と
は
公
知
で
あ
る
。
ま
た
、
右
遠
洋
漁
業
に
お
け
る
海
上
労
働
は
、
長
期
間
船
舶
内
に
『
居
住
』
し
つ
つ
行
わ
れ
る
乗
務
労
働
で
、

一
旦
、
当
該
船
舶
が
出
港
し
て
か
ら
は
、
他
か
ら
隔
絶
し
た
環
境
の
も
と
、
当
該
船
舶
限
り
で
自
己
完
結
的
に
こ
れ
が
運
航
さ
れ
る
関
係

上
、
当
該
船
舶
を
所
有
し
て
営
業
を
行
う
も
の
は
、
既
に
そ
の
事
実
自
体
か
ら
し
て
、
当
該
船
舶
の
乗
組
員
の
生
命
、
身
体
の
安
全
を
保

障
す
べ
き
法
律
上
の
地
位
に
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
も
か
か
る
見
地
か
ら
船
長
に
総
括
管
理
を
さ
せ
つ
つ
、

各
部
の
安
全
担
当
者
の
選
任
…
…
を
命
じ
て
船
舶
の
安
全
、
衛
生
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ

１
社
は
、
右
保
障
者
的
地
位
に
照
ら
し
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
は
勿
論
、
そ
の
企
業
活
動
の
一
環
と
し
て
、
あ
ら

か
じ
め
所
有
船
舶
や
そ
の
設
備
の
構
造
、
機
能
、
予
想
さ
れ
る
危
険
等
の
把
握
に
も
努
め
、
研
修
そ
の
他
の
教
育
活
動
等
を
通
じ
て
安
全

対
策
を
組
織
的
に
徹
底
し
、
当
該
船
舶
の
乗
組
員
に
つ
き
、
そ
の
生
命
、
身
体
の
安
全
を
害
す
べ
き
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
べ
き

法
律
上
の
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
…
と
こ
ろ
で
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
五
〇
条
は
…
…
と
の
定
め
を
お
い
て
い
る
。

ま
た
、
本
件
に
直
接
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
解
釈
に
当
た
っ
て
も
、
そ
の
趣
旨
が
尊
重
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
二
五
条
の
二
は
…
…
と
の
定
め
を
お
〔
い
〕
て
い
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
船
舶
所
有
者
で
あ
る

Ｙ
１
社
と
し
て
は
、
本
件
船
舶
の
船
長
の
総
括
管
理
の
も
と
、
甲
板
部
安
全
担
当
者
で
あ
る
Ｂ
航
海
士
を
し
て
同
規
則
五
〇
条
各
号
所
定

の
措
置
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
二
号
、
五
号
の
措
置
を
講
じ
る
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
Ｂ
航
海
士
は
、
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船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
一
九

Ａ
に
対
し
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
五
〇
条
及
び
酸
素
欠
乏
症
等
防
止
規
則
二
五
条
の
二
に
照
ら
し
て
も
危
険
と
い
う
べ
き
作
業
を
命

じ
る
に
当
た
り
、
右
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
五
〇
条
二
号
、
五
号
所
定
の
換
気
や
保
護
具
の
使
用
、
看
視
員
の
配
置
等
必
要
、
適
切
な

措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
同
一
等
航
海
士
に
は
、
安
全
担
当
者
と
し
て
と
る
べ
き
措
置
を
と
ら
な

か
っ
た
違
法
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
Ｙ
１
社
は
、
前
記
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
は
、
い
わ
ゆ
る
行
政
法
規
で
あ
り
、

そ
の
違
反
が
直
ち
に
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
旨
主
張
す
る
け
れ
ど
も
、
な
る
ほ
ど
、
一
般
論
と
し
て

は
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
前
記
の
と
お
り
、
同
規
則
が
海
上
労
働
に
特
有
の
労
働
条
件
を
考
慮
し
て
定
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
単
に

い
わ
ゆ
る
一
般
的
取
締
規
定
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
私
法
上
の
具
体
的
労
働
条
件
整
備
義
務
を
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
解
さ
れ
る
こ

と
、
そ
の
う
ち
で
も
同
規
則
五
〇
条
は
、
人
の
生
命
の
安
全
に
直
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
遵
守
が
特
に
強
く
要
請
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
本
件
に
お
い
て
は
、
同
条
、
特
に
、
そ
の
二
号
、
五
号
の
不
遵
守
が
同
時
に
民
法
上
の
不
法
行
為
の
違
法

性
を
も
基
礎
づ
け
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
本
件
事
故
は
、
Ｙ
１
社
の
組
織
と
し
て
の
落
ち
度
が
Ｂ
航
海
士
の
無
知

な
い
し
安
全
担
当
者
と
し
て
の
不
適
格
性
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
あ
い
ま
っ
て
Ｙ
１
社
の
過
失
を
構
成
す
る
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。」
と
し
て
Ｙ
１
社
の
民
法
七
〇
九
条
に
基
づ
く
不
法
行
為
責
任
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
裁
判
例
で
は
、
民
法

七
一
五
条
一
項
の
使
用
者
責
任
や
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
よ
る
債
務
不
履
行
構
成
が
争
わ
れ
て
い
た
が
、
本
件
で
は
、
Ｙ
１
社
の
過
失
を

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
が
具
体
的
労
働
条
件
整
備
義
務
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
や
同
規
則
五
〇
条
の
不
遵
守
を
民
法
七
〇
九
条
に

お
け
る
船
舶
所
有
者
の
違
法
性
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
点
で
他
の
裁
判
例
と
異
な
っ
て
い
る
。
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日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
二
〇

（
三
）
船
舶
衝
突
事
故
に
よ
る
労
働
災
害
の
事
例

船
舶
衝
突
に
よ
っ
て
船
舶
が
沈
没
し
、
船
員
が
行
方
不
明
な
い
し
は
死
亡
す
る
よ
う
な
事
例
で
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
労
働
災
害

の
事
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
一
般
的
な
船
舶
衝
突
に
基
づ
く
船
舶
所
有
者
の
損
害
賠
償
責
任
と
し
て
争
わ
れ
る
。

⑤
東
京
地
判
平
成
一
三
年
九
月
二
八
日
判
タ
一
一
四
〇
号
二
二
七
頁
は
、
Ｙ
１
社
が
所
有
す
る
本
件
船
舶
が
、
平
成
六
年
二
月
八
日
午

後
七
時
五
六
分
頃
、
愛
媛
県
今
治
市
沖
の
来
島
海
峡
に
お
い
て
、
貨
物
船
シ
ー
・
エ
ク
ス
ポ
ー
タ
ー
号
と
衝
突
し
て
沈
没
し
、
船
員
Ａ
ら

が
行
方
不
明
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
ら
の
遺
族
が
Ｙ
１
社
等
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
し
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
Ｙ
１

社
の
代
表
者
に
対
し
て
も
法
人
格
否
認
の
法
理
の
適
用
の
如
何
も
争
わ
れ
て
い
る
が
、
船
舶
所
有
者
の
責
任
と
い
う
点
で
は
、
以
下
の
よ

う
に
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
件
事
故
は
、
本
件
船
舶
の
船
員
が
、
夜
間
、
南
流
時
の
来
島
海
峡
航
路
に
お
い
て
、
本
件
船
舶

の
進
路
を
、
航
路
東
口
に
向
け
西
向
中
の
四
国
寄
り
と
し
な
か
っ
た
上
、
竜
神
島
灯
台
か
ら
一
四
〇
度
一
五
三
〇
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
地

点
に
お
い
て
シ
ー
・
エ
ク
ス
ポ
ー
タ
ー
号
を
右
舷
船
首
三
〇
度
九
一
〇
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
に
見
る
状
況
の
と
き
、
同
号
が
七
〇
度
に
向
け

左
転
し
始
め
る
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
何
の
信
号
も
行
わ
な
い
ま
ま
、
本
件
船
舶
を
右
転
さ
せ
て
、
航
路
に
沿
っ
て
東
向
す
る
シ
ー
・
エ
ク

ス
ポ
ー
タ
ー
号
の
前
路
に
進
出
さ
せ
た
過
失
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
反
す
る
証
拠
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本

件
船
舶
の
所
有
者
で
あ
る
Ｙ
１
社
は
、
商
法
六
九
〇
条
に
基
づ
き
本
件
事
故
に
よ
り
生
じ
た
損
害
の
賠
償
責
任
を
負
う
。」
と
す
る
。
船

員
労
働
災
害
と
も
い
え
る
事
案
で
あ
る
一
方
、
船
舶
衝
突
に
伴
う
事
案
で
あ
る
場
合
に
は
、
通
常
の
船
舶
衝
突
に
基
づ
く
船
舶
所
有
者
の

損
害
賠
償
責
任
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
従
来
、
労
務
の
指
揮
管
理
権
と
は
関
係
の
な
い
注
意
義
務
（
例
え
ば
、
職

務
中
に
、
他
の
労
働
者
の
過
失
に
よ
っ
て
自
動
車
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
被
災
労
働
者
と
の
関
係
で
、「
運
転
者
に
お
い
て
道
路
交
通
法
そ
の
他
の
法
令
に

基
づ
い
て
当
然
に
負
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
通
常
の
注
意
義
務
」）
が
安
全
配
慮
義
務
に
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
判
例
は
（
22
）

、
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船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
二
一

否
定
的
に
解
し
て
い
る
こ
と
と
対
比
す
れ
ば
、
船
舶
衝
突
の
よ
う
な
事
案
で
、
安
全
配
慮
義
務
の
問
題
と
言
え
な
い
場
合
に
は
、
商
法

六
九
〇
条
に
基
づ
く
責
任
と
し
て
追
及
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
四
）
海
中
転
落
事
故
の
事
例

部
分
的
に
は
、（
二
）
や
（
三
）
と
も
重
複
す
る
可
能
性
は
充
分
あ
る
も
の
の
、
第
一
章
で
も
紹
介
し
た
通
り
、
船
舶
か
ら
の
転
落
に
よ

り
死
亡
な
い
し
は
行
方
不
明
に
な
る
よ
う
な
労
働
災
害
事
例
は
船
舶
で
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
に
含
ま
れ
る
も
の

と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
三
件
の
裁
判
例
が
あ
る
。

⑥
横
浜
地
判
平
成
七
年
五
月
二
四
日
判
タ
九
〇
八
号
一
七
七
頁
は
、
冬
季
の
ベ
ー
リ
ン
グ
海
で
、
底
引
網
漁
業
に
従
事
中
に
、
船
舶
衝

突
事
故
の
た
め
死
亡
し
た
船
員
の
遺
族
Ｘ
ら
が
、
船
主
の
船
員
に
対
す
る
船
員
災
害
防
止
に
関
わ
る
安
全
指
導
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
な
ど
が
原
因
で
あ
る
と
し
て
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
及
び
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
等
を
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
求
め

た
事
案
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
横
浜
地
裁
は
「
雇
用
契
約
を
締
結
し
た
使
用
者
は
、
被
用
者
に
対
し
て
、
報
酬
支
払
の
義
務
を
負
う

ほ
か
、
業
務
の
遂
行
に
当
た
っ
て
生
じ
る
危
険
か
ら
被
用
者
の
生
命
及
び
健
康
等
を
保
護
す
べ
き
安
全
配
慮
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
義
務
は
、
雇
用
契
約
に
付
随
す
る
当
事
者
間
の
信
義
則
上
の
義
務
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
安
全
衛
生
法
等
の
法
令

に
根
拠
を
有
す
る
場
合
に
限
定
さ
れ
ず
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
そ
の
職
務
、
地
位
、
当
該
労
働
環
境
等
の
具
体
的
状
況
に
よ
っ
て
異
な

る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
…
…
衝
突
に
よ
り
船
が
沈
没
し
、
乗
組
員
が
海
中
に
落
下
す
る
と
直
ち
に
寒
冷
死
す
る
危
険
が
あ
る
こ
と

を
Ｙ
社
は
十
分
に
予
測
し
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
１
社
は
、
底
引
網
漁
業
の
た
め
被
用
者
を
漁
船
で
従
事
さ
せ
る
た
め
に

は
、
乗
組
員
の
業
務
の
遂
行
が
安
全
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
構
造
上
の
欠
陥
の
な
い
船
舶
を
航
行
の
用
に
供
し
、
そ
の
整
備
を
十
全
に
し

）
三
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
二
二

て
船
舶
本
体
か
ら
生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
危
険
を
防
止
し
、
資
格
、
経
験
を
有
す
る
船
長
な
ど
操
船
に
あ
た
り
そ
の
任
に
適
す
る
技
能
を
有

す
る
者
を
選
任
し
て
各
部
署
に
適
切
に
配
置
し
、
船
舶
の
運
行
か
ら
生
ず
る
危
険
を
防
止
す
る
義
務
を
負
う
ほ
か
、
さ
ら
に
、
冬
季
ベ
ー

リ
ン
グ
海
と
い
う
陸
上
か
ら
孤
立
し
た
危
険
な
労
働
環
境
で
あ
る
船
舶
内
で
船
員
を
就
労
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
予
測
さ
れ
る
事
故
発

生
時
に
対
処
し
得
る
よ
う
非
常
時
に
お
け
る
部
署
配
置
を
定
め
、
救
命
筏
の
構
造
や
取
扱
方
法
に
つ
い
て
、
具
体
的
資
料
を
用
意
し
て
周

知
徹
底
を
図
る
と
と
も
に
、
筏
の
投
下
実
技
訓
練
を
行
い
、
ま
た
、
筏
の
取
扱
担
当
者
を
決
め
て
そ
の
都
度
講
習
を
行
わ
せ
る
な
ど
、
平

素
か
ら
指
導
訓
練
を
行
い
、
そ
の
所
有
す
る
船
舶
の
乗
組
員
の
生
命
及
び
健
康
を
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
信
義
則
上
の
義
務
が
あ
る

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
Ｙ
１
社
が
協
和
丸
の
配
置
を
定
め
、
非
常
事
態
を
想
定
し
た
訓
練
を
十
分
に
行
っ
て
い

れ
ば
、
乗
組
員
が
各
自
各
様
の
行
為
を
と
る
こ
と
な
く
、
船
長
の
適
切
な
指
揮
を
受
け
て
、
各
自
が
非
常
部
署
配
置
に
つ
い
て
防
水
措
置

を
速
や
か
に
行
い
、
乗
組
員
が
救
助
さ
れ
た
蓋
然
性
は
高
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
非
常
配
置
措
置
及
び
非
常
事
態
訓
練

を
Ｙ
１
社
が
怠
っ
て
い
た
こ
と
は
前
記
認
定
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
、
Ｙ
１
社
に
安
全
配
慮
義
務
違
反
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で

あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
筏
の
型
式
や
救
命
筏
の
扱
い
が
実
際
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
と
し
て
も
、
Ｙ
１
社
は
、
冬
季
ベ
ー
リ
ン

グ
海
で
被
用
者
で
あ
る
乗
組
員
を
操
業
さ
せ
る
当
た
り
必
要
な
使
用
者
と
し
て
の
安
全
配
慮
を
欠
如
し
て
い
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
、
非
常
配
置
表
の
作
成
等
を
行
う
の
は
船
主
よ
り
船
長
の
方
が
適
任
で
あ
る
と
し
て
も
、
協
和
丸
は
、
五
〇
〇
ト
ン
未

満
の
漁
船
で
あ
る
こ
と
は
弁
論
の
前
趣
旨
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
事
故
当
時
、
船
員
法
一
四
条
の
三
第
一
、
二
項
の
義
務

は
五
〇
〇
ト
ン
以
上
の
も
の
に
適
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
１
社
に
お
い
て
協
和
丸
の
船
長
に
指
導
し
て
非
常
配

置
表
の
作
成
を
行
わ
せ
て
こ
れ
を
掲
示
さ
せ
、
船
内
操
練
の
実
施
を
定
期
的
に
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ

を
Ｙ
１
社
は
怠
り
、
具
体
的
な
指
示
も
せ
ず
に
単
に
放
置
し
て
い
た
以
上
、
前
示
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
の
責
任
は
免
れ
な
い
と
い
う
べ

）
三
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
二
三

き
で
あ
る
。」
と
判
示
す
る
。
本
件
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
船
舶
所
有
者
の
安
全
配
慮
義
務
を
措
定
し
た
上
で
、
そ
の
具
体
的
な
内
容

に
つ
き
「
構
造
上
の
欠
陥
の
な
い
船
舶
を
航
行
の
用
に
供
し
、
そ
の
整
備
を
十
全
に
し
て
船
舶
本
体
か
ら
生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
危
険
を
防

止
し
、
資
格
、
経
験
を
有
す
る
船
長
な
ど
操
船
に
あ
た
り
そ
の
任
に
適
す
る
技
能
を
有
す
る
者
を
選
任
し
て
各
部
署
に
適
切
に
配
置
し
、

船
舶
の
運
行
か
ら
生
ず
る
危
険
を
防
止
す
る
義
務
を
負
う
」
と
述
べ
て
お
り
、
船
員
に
対
し
て
商
法
七
三
九
条
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
堪
航
能
力
担
保
義
務
に
類
似
す
る
義
務
を
負
う
旨
を
示
す
。

⑦
宮
崎
地
裁
延
岡
支
判
平
成
二
〇
年
九
月
一
九
日D
1-L
aw
28153969

は
、
Ｙ
１
社
が
所
有
す
る
漁
船
に
Ｙ
１
社
の
従
業
員
と
し
て
乗

り
組
ん
で
い
た
Ａ
が
、
甲
板
上
で
の
作
業
中
に
海
へ
転
落
し
、
死
亡
し
た
海
難
事
故
に
つ
き
、
Ｙ
１
社
に
お
い
て
は
、
甲
板
上
で
の
作
業

に
は
海
へ
転
落
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
以
上
、
甲
板
に
転
落
防
止
用
の
柵
等
を
設
置
し
た
上
、
甲
板
上
で
作
業
さ
せ
る
際
に
は
、
看
視
員
を

配
置
し
、
作
業
員
に
は
作
業
用
救
命
衣
を
着
用
さ
せ
る
べ
き
安
全
配
慮
義
務
が
あ
っ
た
の
に
、
こ
れ
を
怠
っ
た
と
し
て
、
Ｘ
ら
が
、
Ｙ
１

社
に
対
し
、
雇
用
契
約
上
の
債
務
不
履
行
又
は
船
長
な
い
し
漁
ろ
う
長
の
各
不
法
行
為
に
係
る
民
法
七
一
五
条
一
項
に
よ
る
損
害
賠
償
請

求
し
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
で
、
宮
崎
地
裁
は
、
船
舶
所
有
者
の
転
落
防
止
用
の
柵
等
を
設
置
す
べ
き
義
務
や
看
視
員
配
置
義
務
を
否
定

し
た
も
の
の
、
作
業
用
救
命
衣
を
薬
用
さ
せ
る
べ
き
義
務
に
つ
い
て
「
法
令
上
、
船
舶
所
有
者
は
、
甲
板
上
で
漁
ろ
う
作
業
を
行
わ
せ
る

場
合
に
は
、
作
業
に
従
事
す
る
者
に
作
業
用
救
命
衣
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
…
…
〔
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
五
七
条
二
号
〕、

船
舶
所
有
者
か
ら
安
全
担
当
者
と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
た
…
…
Ｂ
船
長
は
も
と
よ
り
、
漁
ろ
う
作
業
を
統
轄
す
る
者
で
あ
る
Ｃ
漁
ろ
う
長

も
、
同
様
の
義
務
を
負
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
令
上
の
義
務
は
、
漁
ろ
う
作
業
の
合
間
の
短
時
間
の
休
憩
中
に
乗
組
員

が
想
定
外
の
行
動
に
出
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
民
事
上
の
損
害
賠
償
責
任
と
の
関
係
で
法
的
義
務
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
作
業
用
救
命
衣
は
、
そ
も
そ
も
漁
ろ
う
作
業
中
の
不
測
の
事
態
に
備
え
る
も
の
で
あ
る
…
…
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方

）
三
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
二
四

は
、
本
件
海
難
事
故
に
係
る
海
難
審
判
の
裁
決
が
予
期
し
な
い
危
険
か
ら
命
を
守
る
最
終
の
手
段
と
し
て
作
業
用
救
命
衣
を
着
用
さ
せ
る

よ
う
是
正
す
べ
き
と
勧
告
し
、
本
件
海
難
事
故
に
係
る
刑
事
手
続
に
お
い
て
作
業
用
救
命
衣
を
使
用
さ
せ
な
か
っ
た
罪
で
罰
金
の
略
式
命

令
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
…
…
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
Ａ
に
漁
ろ
う
作
業
を
行
わ
せ
て
い
た
の
に
、
作
業
用
救
命
衣
を
着

用
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
を
全
く
せ
ず
、
Ａ
に
こ
れ
を
着
用
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
…
…
Ｂ
船
長
及
び
Ｃ
漁
ろ
う
長
は
、
作
業
用
救
命
衣
を

着
用
さ
せ
る
べ
き
安
全
配
慮
義
務
を
怠
っ
た
過
失
が
あ
る
。
…
…
Ａ
は
、
Ｂ
船
長
及
び
Ｃ
漁
ろ
う
長
が
作
業
用
救
命
衣
を
着
用
さ
せ
る
べ

き
安
全
配
慮
義
務
違
反
を
怠
っ
た
過
失
に
よ
り
、
本
件
海
難
事
故
で
死
亡
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｂ
船
長
及
び
Ｃ
漁
ろ
う
長
を
使
用
し

て
い
た
Ｙ
１
社
は
、
民
法
七
一
五
条
一
項
に
基
づ
く
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
。」
と
し
た
。
本
件
で
も
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の

規
定
か
ら
船
舶
所
有
者
の
作
業
用
救
命
衣
を
着
用
さ
せ
る
義
務
を
措
定
し
て
、
同
義
務
を
船
舶
所
有
者
と
同
様
に
負
う
Ｂ
船
長
及
び
漁
ろ

う
長
の
過
失
を
認
定
し
て
使
用
者
責
任
を
肯
定
し
た
。

さ
ら
に
、
荒
天
等
の
影
響
で
生
じ
た
船
舶
の
転
覆
に
よ
っ
て
発
生
し
た
海
中
転
落
事
故
に
関
連
し
て
は
、
近
時
、
以
下
の
よ
う
な
裁
判

例
も
あ
る
。

⑧
鳥
取
地
判
平
成
三
一
年
三
月
二
二
日D

1-L
aw
28272113

は
、
ズ
ワ
イ
ガ
ニ
漁
を
し
て
い
た
大
福
丸
の
主
機
が
停
止
し
た
こ
と
か
ら
、

大
福
丸
船
長
は
僚
船
宝
生
丸
に
え
い
航
を
依
頼
し
た
も
の
の
、
宝
生
丸
船
長
が
位
置
的
に
第
二
共
福
丸
の
方
が
近
く
、
よ
り
大
き
な
船
舶

に
よ
っ
て
え
い
航
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
た
た
め
、
第
二
共
福
丸
に
え
い
航
さ
れ
た
が
、
結
果
的
に
、
え
い
航
途
中
に
荒
天
等
に
よ
り
、

大
福
丸
が
転
覆
し
て
、
大
福
丸
船
長
Ａ
を
含
む
乗
組
員
が
死
亡
し
た
た
め
、
乗
組
員
の
遺
族
が
大
福
丸
を
所
有
し
、
Ａ
の
使
用
者
で
あ
る

Ｙ
１
社
等
に
対
し
て
商
法
六
九
〇
条
等
に
基
づ
き
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
し
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
船
員
法
に
基
づ
く
船
長
の
職

務
（
船
員
法
第
二
章
参
照
）
上
の
過
失
を
根
拠
に
、
商
法
六
九
〇
条
に
基
づ
く
船
舶
所
有
者
の
責
任
が
以
下
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
た
。
す
な

）
三
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
二
五

わ
ち
、「
船
員
法
は
、
一
二
条
に
『
船
長
は
、
自
己
の
指
揮
す
る
船
舶
に
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
人
命
の
救
助
に
必
要
な
手
段

を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。』
と
定
め
、
船
長
が
同
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
と
の
定
め
を
お
く

（
一
二
三
条
）。
そ
し
て
、
同
法
一
二
条
の
『
急
迫
し
た
危
険
』
と
は
、
そ
の
文
言
か
ら
、
四
囲
の
状
況
か
ら
み
て
、
当
該
時
点
で
救
助
手

段
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
、
自
船
が
沈
没
又
は
滅
失
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
っ
た
船
舶
共
同
体
に
と
っ
て
重
大
な
事
態
が
差
し
迫
っ
て
い

る
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、『
必
要
な
手
段
』
と
は
、
そ
の
文
言
か
ら
、
自
船
の
沈
没
又
は
滅
失
を
避
け
、
あ
る
い
は
、

そ
の
沈
没
又
は
滅
失
が
避
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
同
船
に
あ
る
人
員
を
退
避
さ
せ
る
等
、
人
命
救
助
の
た
め
に
必
要
な
一
切
の
手
段
を
い

う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
…
…
船
員
法
第
二
章
は
、
海
上
航
行
の
安
全
保
持
の
た
め
、
船
長
に
対
し
、
厳
格
な
義
務
と
強
力
な
軽
減
を
与
え

て
い
る
。
こ
の
職
権
は
、
海
上
航
行
と
い
う
特
殊
な
状
態
に
お
い
て
、
人
命
、
船
舶
、
積
荷
の
安
全
を
図
る
と
い
う
公
益
を
確
保
す
る
た

め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
船
舶
所
有
者
、
荷
主
等
の
意
思
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
同
法
一
二
条
も
、
そ
の
一
環
で
船
長
の
公
法

上
の
義
務
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
船
長
が
被
用
者
と
し
て
使
用
主
に
対
し
て
負
う
義
務
と
は
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
船
長
の

指
揮
監
督
権
そ
の
他
の
強
力
な
権
限
が
、
船
内
に
あ
る
者
全
て
に
対
し
て
行
使
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
同
法
七
条
、
二
五
条
、
二
六
条
）

か
ら
す
れ
ば
、
船
長
が
負
う
同
法
上
の
厳
格
な
義
務
は
、
公
法
上
の
義
務
に
と
ど
ま
ら
ず
、
少
な
く
と
も
船
長
が
船
内
に
あ
る
人
員
に
対

し
て
負
う
職
務
上
の
注
意
義
務
の
内
容
を
も
構
成
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
船
長
は
、
自
船
に
急
迫
し
た
危
険
が

あ
る
と
き
は
、
乗
組
員
を
含
む
人
命
の
救
助
に
必
要
な
手
段
を
尽
く
す
べ
き
任
務
を
有
す
る
以
上
、
自
船
に
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
状
況

に
あ
っ
て
、
人
命
の
救
助
に
必
要
な
手
段
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
人
命
と
の
関
係
で
、
船
長
に
求
め
ら
れ

る
業
務
上
必
要
な
注
意
を
怠
っ
た
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
Ａ
船
長
は
、
本
件
事
故
当
日
…
…
主
機
停
止
時
点
に
お
い
て
、
大

福
丸
に
急
迫
し
た
危
険
が
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
当
時
の
状
況
を
踏
ま
え
、
直
ち
に
海
上
保
安
庁
に
通
報
し
、
主
機
停
止
現
場
付
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二
二
六

近
に
停
留
す
べ
く
錨
泊
等
の
措
置
を
と
る
義
務
が
あ
っ
た
の
に
、
こ
れ
を
怠
り
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
全
く
と
ら
な
い
ま
ま
、
近
く
を
航
行

す
る
宝
生
丸
に
え
い
航
依
頼
を
行
い
、
そ
の
後
合
流
し
た
第
二
共
福
丸
に
え
い
航
し
て
も
ら
う
こ
と
が
極
め
て
危
険
性
の
高
い
手
段
で

あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
あ
る
い
は
認
識
し
得
た
か
ら
、
他
の
手
段
を
選
択
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
…
…
え
い
航
依
頼
を
維
持
し
、
そ
の

後
え
い
航
を
開
始
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
よ
っ
て
、
Ａ
船
長
は
、
本
件
乗
組
員
と
の
関
係
で
、
人
命
の
救
助
の
た
め
に
必
要
な
手
段

を
尽
く
す
義
務
に
違
反
し
、
も
っ
て
船
長
と
し
て
の
業
務
上
の
注
意
を
欠
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Ｙ
１
社
は
、
商
法
六
九
〇
条

に
基
づ
き
、
Ｘ
ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
」
と
判
示
す
る
。
本
判
決
は
、
船
長
の
過
失
を
船
員
法
上
の
義
務
違
反
に
求
め
、
そ

れ
を
商
法
六
九
〇
条
の
船
長
の
過
失
と
し
て
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
船
舶
所
有
者
の
責
任
を
肯
定
し
た
事
例
と
し
て
特
筆
す
べ
き
事
案
と

も
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
従
来
、
船
員
法
学
に
お
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
、
船
員
法
第
二
章
の
船
長
の
職
務
権
限
や
義
務
の
性
質
に

つ
い
て
も
明
示
し
た
点
と
し
て
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
船
舶
所
有
者
の
具
体
的
義
務
の
内
容

（
一
）
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
と
の
関
係

以
上
の
と
お
り
、
従
来
の
裁
判
例
を
一
瞥
す
る
と
、
一
般
論
と
し
て
、
船
舶
所
有
者
の
安
全
配
慮
義
務
を
措
定
し
て
い
る
か
否
か
に
か

か
わ
ら
ず
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
規
定
を
根
拠
に
、
船
舶
所
有
者
の
具
体
的
な
義
務
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え

ば
、
②
判
決
に
お
い
て
は
、
同
規
則
一
条
、
五
条
、
一
七
条
、
二
九
条
を
参
照
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
船
舶
所
有
者
の
義
務
の
根
拠
と
し

て
、
④
判
決
で
も
、
同
規
則
五
〇
条
が
、
⑦
判
決
で
は
、
同
規
則
五
七
条
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
③
判
決
で
は
、
危
険
物
船
舶
運
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）

二
二
七

送
及
び
貯
蔵
規
則
八
三
条
も
参
照
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
ま
ず
は
、
船
舶
所
有
者
の
義
務
の
根
拠
と
し
て
、
船
員
労
働
安
全
衛
生

規
則
等
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
当
否
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

船
舶
所
有
者
の
義
務
の
根
拠
と
し
て
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
が
参
照
等
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、

陸
上
労
働
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
法
の
私
法
的
効
力
の
議
論
が
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
従
来
、
陸
上
労
働
に
お
い
て
は
、

労
働
安
全
衛
生
法
の
私
法
上
の
効
力
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
規
定
に
お
け
る
私
法
的
効
力
に

つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
や
目
的
か
ら
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
の
内
容
に
な
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
一
方
、
同
法
は
公
法
で
あ
っ
て
、
行

政
的
規
制
を
多
く
含
む
こ
と
か
ら
、
安
全
配
慮
義
務
の
内
容
を
判
断
す
る
際
の
基
準
と
し
て
斟
酌
す
る
見
解
と
に
分
か
れ
て
い
た
（
23
）

。

こ
の
点
、
④
判
決
は
、
船
舶
所
有
者
の
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
は
行
政
規
制
で
あ
っ
て
、
不
法
行
為
に
お
け
る
違
法
性
を
基
礎
づ
け

る
も
の
で
は
な
い
と
の
主
張
に
対
し
て
、「
私
法
上
の
具
体
的
労
働
条
件
整
備
義
務
を
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
」
と
の
記
述
か
ら
、
使
用

者
の
安
全
配
慮
義
務
（
24
）

の
内
容
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
判
示
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
②
判
決
で
は
、
一
般
論
と
し
て
労
働
者
に
対
す
る
安

全
配
慮
義
務
を
肯
定
し
た
上
で
、
船
員
法
及
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
を
参
照
な
が
ら
、
船
員
の
健
康
の
保
持
を
図
る
よ
う
努
め
る
べ
き

義
務
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
根
拠
に
安
全
配
慮
義
務
違
反
を
肯
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
⑦
判
決
で
も
、
漁
ろ
う
作
業
時
に
お
け
る
船

舶
所
有
者
の
義
務
に
つ
い
て
定
め
た
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
五
七
条
を
示
し
な
が
ら
、「
こ
の
法
令
上
の
義
務
は
、
…
…
民
事
上
の
損

害
賠
償
責
任
と
の
関
係
で
法
的
義
務
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
安
全
配
慮
義
務
を
怠
っ
た
過
失
が
あ
る
と
判
示
し
て
お
り
、

私
法
上
の
根
拠
に
も
な
り
得
る
か
の
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

従
来
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
性
質
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
、
安
全
配
慮
義
務
の
解
釈
基
準
と
し
て
用
い
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
労
働
契

約
の
内
容
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
は
労
基
法
一
三
条
に
相
当
す
る
規
定
を
欠
い
て
い
る
こ
と
（
25
）

、
ま
た
、
同
法

）
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八

の
目
的
、
構
造
、
履
行
確
保
方
法
と
い
う
観
点
に
着
目
す
る
と
、
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
の
促
進
を
も
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
、
義
務

規
定
に
加
え
、
そ
の
履
行
確
保
方
法
を
も
定
め
る
自
己
完
結
的
な
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
規
制
内
容
と
し
て
事
業
者
以
外
の
労
働
安

全
衛
生
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
様
々
な
関
係
者
が
義
務
主
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
罰
則
等
の
ほ
か
、
ソ
フ
ト
な
行
政
手
法
が
多

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
労
働
安
全
衛
生
法
の
規
定
が
私
法
的
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
（
26
）

。

他
方
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
目
を
移
し
て
み
る
と
、
同
規
則
は
船
員
法
八
一
条
及
び
八
五
条
に
基
づ
く
省
令
で
あ
り
（
27
）

、
か
つ
同

法
三
一
条
に
は
労
働
条
件
に
関
す
る
最
低
基
準
効
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
労
基
法
一
三
条
に
相
当
す
る
規
定
を
有
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
は
、
そ
の
第
一
条
で
「
船
舶
所
有
者
の
と
る
べ
き
措
置
」
等
を
義
務
付
け
て
お
り
、
そ
の
趣
旨
に
つ

い
て
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
安
全
衛
生
に
関
す
る
管
理
体
制
の
整
備
等
を
と
る
べ
き
措
置
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
28
）

。

そ
の
た
め
、
本
条
の
文
言
か
ら
は
、
船
舶
所
有
者
の
船
員
に
対
す
る
義
務
と
し
て
も
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

ま
た
、
労
働
安
全
衛
生
法
で
は
義
務
主
体
が
広
く
、
履
行
確
保
方
法
も
勧
告
等
の
行
政
的
手
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る

が
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
つ
い
て
は
、
義
務
主
体
は
原
則
と
し
て
船
舶
所
有
者
で
あ
り
（
29
）

、
同
規
則
上
、
特
段
の
履
行
確
保
方
法
が

定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
30
）

。
そ
う
す
る
と
、
労
働
安
全
衛
生
法
と
異
な
り
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い

る
義
務
規
定
が
雇
入
契
約
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
の
解
釈
も
あ
な
が
ち
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
④
判

決
が
述
べ
る
よ
う
に
私
法
上
の
具
体
的
労
働
条
件
整
備
義
務
を
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
充
分
成
り
立
ち
う
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
（
31
）

。
も
っ
と
も
、
船
員
労
働
災
害
発
生
時
の
船
舶
所
有
者
の
損
害
賠
償
責
任
が
争
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
一
つ
の
解
釈
基

準
と
し
て
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
船
員
が
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
同
規
則
上
の
措
置
を
と
る

よ
う
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
と
も
か
く
、
船
舶
の
安
全
衛
生
に
係
る
基
準
や
船
内
作
業
に
お
い
て
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
安

）
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察
（
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二
二
九

全
対
策
上
の
最
低
基
準
を
定
め
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
（
32
）

、
い
ず
れ
の
立
場
に
与
し
た
と
し
て
も
実
際
の
差
は
そ
こ
ま
で
大
き
く
は
な
い

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
一
七
条
や
二
九
条
の
作
業
環
境
の
整
備
や
船
内
衛
生
の
保
持
に
関

す
る
船
舶
所
有
者
の
一
般
的
抽
象
的
な
努
力
義
務
規
定
（
33
）

が
参
照
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
注
意
義
務
は
労
働
災
害
の
内

容
に
応
じ
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
も
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
義
務

的
措
置
を
船
舶
所
有
者
が
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
可
能
性
は
高
ま
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
従
来
の
裁
判
例
の
中
に
は
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
を
そ
も
そ
も
遵
守
し
て
い
な
い
事
例
も
散
見
さ
れ
、
特
段
こ
の
点
に

つ
い
て
触
れ
ず
と
も
解
決
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
実
際
、
④
判
決
に
お
い
て
は
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

五
〇
条
（
34
）

で
定
め
ら
れ
て
い
る
有
害
気
体
等
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
等
で
行
う
作
業
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
る
換
気
や
保
護
具
が

使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
か
、
看
視
員
の
配
置
等
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
安
全
担
当
者
の
航
海
士
の
過
失
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
海
中
転
落
に
か
か
る
⑦
判
決
に
お
い
て
は
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
五
七
条
二
号
の
命
綱
ま
た
は
作
業
用
救
命
衣
の
未
装
着

が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
安
全
担
当
者
と
し
て
そ
れ
ら
を
装
着
さ
せ
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
担
当
者
の
過
失
が
認
定
さ
れ
る

こ
と
も
充
分
あ
り
得
（
35
）

よ
（
36
）

う
（
37
）

。
一
方
で
、
船
舶
所
有
者
及
び
船
長
等
か
ら
の
指
揮
命
令
に
反
し
て
、
被
災
船
員
自
身
に
過
失
が
あ
る
よ
う
な

場
合
に
は
、
過
失
相
殺
の
可
能
性
は
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
船
舶
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
で
は
船
員
労
働
と
の
関
係
で
は
船
員
法
及
び
同
法
に
基
づ
く
船

員
労
働
安
全
衛
生
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
古
く
は
、
船
員
法
体
系
に
お
け
る
安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
規
制
が
少
な
か
っ

た
理
由
と
し
て
、
船
内
の
安
全
管
理
及
び
衛
生
管
理
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
に
基
づ
き
、
船
長
以

下
の
船
舶
職
員
が
行
っ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
船
舶
安
全
法
に
よ
る
船
内
の
旅
客
に
対
す
る
安
全
及
び
衛
生
に
つ
い
て
規
制
が
設
け
ら

）
三
五
七
（
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れ
、
そ
れ
を
船
員
に
も
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
（
38
）

、
そ
う
す
る
と
、
船
舶
安
全
法
に
つ
い
て
も
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則

と
同
様
に
安
全
基
準
と
し
て
機
能
し
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
39
）

。
そ
の
た
め
、
船
舶
安
全
法
及
び
同
法
に
基
づ
く
各
種
規
則
も
ま
た
、
安

全
配
慮
義
務
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
。
実
際
、
船
舶
安
全
法
一
条
は
「
日
本
船
舶
ハ
本
法
ニ
依
リ
其
ノ
堪
航
性
ヲ
保
持
シ
且
人
命
ノ
安

全
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
施
設
ヲ
為
ス
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
航
行
ノ
用
ニ
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
と
定
め
、
船
内
の
人
命
及
び
財
産
の
安

全
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
40
）

。
ま
た
、
③
判
決
で
は
、
船
舶
安
全
法
二
八
条
に
基
づ
く
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
41
）

も

参
照
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
船
舶
安
全
法
等
に
よ
る
船
舶
設
備
の
安
全
基
準
等
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
公
法
的
規
制
で
あ
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
船
舶
安
全
法
が
定
め
る
基
準
違
反
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
当
然
に
船
員
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
な
る

と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
船
舶
安
全
法
等
に
定
め
ら
れ
た
安
全
基
準
等
は
注
意
義
務
の
内
容
と
し
て
斟
酌
さ
れ
る
余
地
は
充
分
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
結
論
に
お
い
て
大
き
な
差
は
な
い
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
船
長
の
職
務
権
限
・
義
務
と
船
員
労
働
災
害
の
防
止

船
員
労
働
災
害
が
発
生
し
た
際
の
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
つ
い
て
、
⑧
判
決
に
お
い
て
は
、
船
長
の
職
務
権
限
に
お
け
る
過
失
を
認
定

し
た
上
で
、
商
法
六
九
〇
条
に
基
づ
い
て
肯
定
し
て
い
る
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
構
成
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
船
舶
所
有
者
自
身
の
安

全
配
慮
義
務
を
措
定
せ
ず
と
も
責
任
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
船
長
の
職

務
権
限
や
義
務
が
乗
組
員
（
海
員
）
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

⑧
判
決
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
船
長
の
職
務
権
限
・
義
務
は
、
船
員
法
一
二
条
の
「
船
長
は
、
自
己
の
指
揮
す
る
船
舶
に
急
迫
し
た

危
険
が
あ
る
と
き
は
、
人
命
の
救
助
並
び
に
船
舶
及
び
積
荷
の
救
助
に
必
要
な
手
段
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ

）
三
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
三
一

る
。
例
え
ば
、
衝
突
・
座
礁
・
火
災
な
ど
差
し
迫
っ
た
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
、
人
命
・
船
舶
・
積
荷
の
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
手
段

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
42
）

。
も
っ
と
も
本
条
を
含
め
船
員
法
第
二
章
が
定
め
て
い
る
船
長
の
職
務
権
限
や
義
務
に

関
す
る
規
定
は
、
専
ら
船
舶
や
海
上
交
通
の
安
全
性
を
確
保
す
る
と
い
う
公
益
的
な
も
の
で
あ
り
、
当
該
職
務
権
限
や
義
務
に
違
反
し
た

よ
う
な
場
合
に
、
そ
れ
を
理
由
に
、
船
長
の
乗
組
員
等
に
対
す
る
注
意
義
務
違
反
（
過
失
）
と
ま
で
い
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
問
題
は
、
船
員
法
の
性
質
論
と
相
俟
っ
て
古
く
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
⑧
判
決
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
船
員

法
第
二
章
が
定
め
る
船
長
の
職
務
権
限
や
義
務
に
つ
い
て
、
海
上
航
行
の
安
全
保
持
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
船
長
の
公
法
上
の
義
務
を

定
め
た
も
の
で
あ
る
と
判
示
す
る
。
伝
統
的
通
説
に
よ
れ
ば
、
船
員
法
第
二
章
の
職
務
権
限
や
義
務
に
つ
い
て
は
、
社
会
公
共
の
秩
序
の

維
持
の
一
環
と
し
て
の
船
舶
と
そ
の
航
行
の
安
全
の
保
持
を
船
長
の
義
務
と
し
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
私
法
上
の
義
務
で
は
な

く
、
交
通
警
察
法
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
（
43
）

。
こ
の
立
場
に
与
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
船
長
の
職
務

権
限
や
義
務
に
違
反
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
当
然
に
、
乗
組
員
に
対
す
る
義
務
違
反
を
構
成
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
船
員
法
は
あ
く
ま
で
海
上
労
働
者
保
護
法
た
る
性
質
を
有
し
て
お
り
、
船
長
の
職
務
権
限
や
義
務
は
、
船
員
を
含
め
て

船
舶
共
同
体
の
安
全
確
保
の
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
炭
鉱
に
お
け
る
人
命
の
安
全
確
保
に
関
す
る
法
律
上
の
要
請
と
同
じ
く
、
職

場
の
安
全
の
確
保
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
や
（
44
）

、
船
舶
共
同
体
論
を
否
定
し
つ
つ
も
、
も
と
も
と
商
法
に
規
定

し
て
あ
っ
た
も
の
を
船
員
法
に
移
植
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
経
営
秩
序
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
船
舶
所
有
者
の
安
全
確
保
義
務
を
前
提

と
し
た
、
船
長
に
対
す
る
権
限
付
与
と
義
務
付
け
と
位
置
付
け
る
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
（
45
）

。
ま
た
、
船
員
法
の
母
法
と
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス

法
に
お
い
て
も
、
船
長
の
職
務
権
限
に
係
る
規
定
の
根
拠
は
基
本
的
に
海
上
労
働
契
約
に
付
随
す
る
権
限
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
て
、
日
本
法
に
お
い
て
も
船
舶
所
有
者
の
船
員
等
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
の
履
行
補
助
者
と
し
て
の
船
長
の
職
務
権
限
・
義

）
三
五
五
（
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務
で
あ
る
と
捉
え
る
立
場
も
あ
る
（
46
）

。
も
し
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
船
長
が
船
員
法
第
二
章
に
定
め
る
職
務

権
限
に
つ
き
過
失
が
あ
る
と
か
、
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
直
截
的
に
船
員
に
対
す
る
過
失
を
構
成
し
て
、
商
法
六
九
〇
条

を
媒
介
に
船
舶
所
有
者
が
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
47
）

。

も
っ
と
も
、
⑧
判
決
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
義
的
に
は
公
法
上
の
義
務
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
船
内
に
い
る
船
員
等
に
対
し
て

行
使
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
船
内
に
い
る
船
員
等
に
対
し
て
負
う
職
務
上
の
注
意
義
務
の
内
容
を
も
構
成
す
る
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
船
員
労
働
災
害
の
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
視
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
船
員
法
八
条
の
船
長
の
堪
航
能
力
検
査
義
務
で
あ

る
。
一
部
の
裁
判
例
で
は
使
用
者
で
あ
る
船
舶
所
有
者
が
船
員
に
対
し
て
堪
航
能
力
担
保
義
務
を
認
め
る
よ
う
な
判
示
を
す
る
も
の
が
見

ら
れ
る
。（
三
）
に
お
い
て
詳
述
す
る
が
、
本
条
を
媒
介
に
、
船
舶
所
有
者
の
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
を
認
め
る
と
し
て
も
、

実
質
的
に
ど
こ
ま
で
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
か
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
船
長
の
職
務
権
限
に
お
け
る
過
失
や
義
務
違
反
を
認
定
す
る
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
⑧
判
決
が
述

べ
る
よ
う
に
、
船
員
法
上
の
職
務
権
限
や
義
務
に
つ
い
て
は
航
海
技
術
の
専
門
家
と
し
て
広
い
裁
量
が
船
長
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
⑧
判
決
で
は
、
海
上
保
安
庁
へ
の
通
報
の
容
易
性
、
荒
天
時
で
の
錨
泊
可
能
性
、
復
原
性
の
低
下
と
危
険
海
域
を
通
過
す
る
可

能
性
、
そ
し
て
、
依
頼
し
た
船
舶
の
荒
天
時
に
お
け
る
え
い
航
経
験
の
な
さ
に
鑑
み
て
合
理
的
な
手
段
を
と
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と

判
示
し
て
い
る
（
48
）

。
船
員
法
上
の
船
長
の
職
務
権
限
や
義
務
が
争
わ
れ
る
事
例
は
従
来
ほ
と
ん
ど
な
く
（
49
）

、
今
後
は
船
長
の
職
務
権
限
の
あ
り

方
等
に
つ
い
て
内
容
を
詰
め
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

）
五
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
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船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
三
三

（
三
）
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務

次
に
、
従
前
の
裁
判
例
の
中
に
は
、
一
般
論
と
し
て
、
船
舶
所
有
者
の
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
と
思
わ
れ
る
義
務
を
措
定

す
る
も
の
も
あ
る
（
⑥
判
決
）。
同
裁
判
例
で
は
一
般
論
と
し
て
安
全
配
慮
義
務
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
示
す
中
で
、
船

舶
所
有
者
は
「
乗
組
員
の
業
務
の
遂
行
が
安
全
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
構
造
上
の
欠
陥
の
な
い
船
舶
を
航
行
の
用
に
供
し
、
そ
の
整
備
を

十
全
に
し
て
船
舶
本
体
か
ら
生
ず
る
恐
れ
の
あ
る
危
険
を
防
止
し
、
資
格
、
経
験
を
有
す
る
船
長
等
操
船
に
あ
た
り
そ
の
任
に
適
す
る
技

能
を
有
す
る
者
を
選
任
し
て
各
部
署
に
適
切
に
配
置
し
、
船
舶
の
運
行
か
ら
生
ず
る
危
険
を
防
止
す
る
義
務
を
負
う
」
と
判
示
す
る
。
堪

航
能
力
担
保
義
務
と
は
、
も
と
も
と
海
上
運
送
人
が
荷
送
人
等
に
対
し
て
負
う
、
船
舶
が
発
航
に
あ
た
り
堪
航
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
担

保
す
る
義
務
を
い
う
（
50
）

。
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
船
舶
を
航
海
に
堪
え
る
状
態
に
お
く
船
体
能
力
、
船
員
の
乗
組
み
や
船
舶
の
艤
装
及
び
需

品
の
補
給
を
適
切
に
行
う
運
航
能
力
、
そ
し
て
、
船
倉
や
冷
蔵
室
そ
の
他
運
送
品
を
積
み
込
む
場
所
を
運
送
品
の
受
け
入
れ
や
運
送
及
び

保
存
に
適
す
る
状
態
に
お
く
堪
荷
能
力
の
三
つ
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
商
法
七
三
九
条
一
項
各
号
、
国
際
海
上
物
品
運
送
法
五
条
各
号
参
照
（
51
）

）。
本

来
的
に
、
海
商
法
上
、
堪
航
能
力
担
保
義
務
は
前
述
の
と
お
り
、
船
舶
所
有
者
を
含
む
海
上
運
送
人
が
荷
送
人
や
傭
船
者
に
対
し
て
負
う

海
上
物
品
運
送
契
約
上
の
義
務
で
あ
り
、
船
員
に
対
す
る
義
務
で
は
な
い
。

こ
の
点
、
例
え
ば
、
一
九
九
五
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
四
二
条
（
一
）
は
「
イ
ギ
リ
ス
連
合
王
国
船
舶
の
所
有
者
と
当
該
船
舶
に
乗
組
む

船
長
そ
の
他
の
海
員
と
の
間
の
全
て
の
雇
用
契
約
に
は
、
当
該
船
舶
所
有
者
の
義
務
と
し
て
以
下
に
掲
げ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す

る
。」
と
し
、「
発
航
の
当
時
及
び
航
海
中
、
船
舶
の
堪
航
性
を
確
保
し
、
か
つ
維
持
す
る
た
め
の
全
て
の
合
理
的
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
る
（
52
）

。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
海
事
判
例
法
に
お
い
て
は
、
船
員
は
そ
の
使
用
者
に
対
し
て
、
乗
り
組
ん
で
い
た
船
舶

の
不
堪
航
を
理
由
に
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
53
）

。
す
な
わ
ち
、
船
員
は
船
舶
及
び
設
備
等
の
欠
陥
を
主
張
す

）
五
五
五
（
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四

る
こ
と
に
よ
り
、
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
範
囲
は
、
船
体
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
な
く
、
荷
役
機
械
、
船
舶
上
の
道
具
類
、

ロ
ー
プ
や
柵
、
ス
テ
べ
ド
ア
が
持
ち
込
ん
だ
備
品
や
そ
の
他
船
舶
の
属
具
等
と
広
く
、
さ
ら
に
は
他
の
乗
組
員
に
よ
る
暴
力
行
為
の
場
合

に
も
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
54
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
法
上
、
少
な
く
と
も
船
舶
所
有
者
の
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
が
明
示
的
（
55
）

に
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
し
、
実
際
に
、
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
ま
で
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
か
は
や
や
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
上
記
⑥
判
決
が
示
し
た
堪
航
能
力
担
保
義
務
と
類
似
す
る
義
務
は
、
従
来
の
安
全
配
慮
義
務
の
内
容
と
し
て
も
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
掲
最
判
昭
和
五
九
年
四
月
一
〇
日
は
、
安
全
配
慮
義
務
を
「
労
働
者
が
労
務
提
供
の
た
め

設
置
す
る
場
所
、
設
備
も
し
く
は
器
具
等
を
使
用
し
又
は
使
用
者
の
指
示
の
も
と
に
労
務
を
提
供
す
る
過
程
に
お
い
て
、
労
働
者
の
生
命

及
び
身
体
等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務
」
と
定
義
し
て
い
る
。
船
員
の
場
合
、
船
員
が
労
務
を
提
供
す
る
場
所
が

「
船
舶
」
で
あ
り
、
当
該
船
舶
の
「
設
備
」
や
船
舶
の
属
具
や
備
品
等
で
あ
る
「
器
具
等
」
を
使
用
す
る
過
程
に
お
い
て
、
船
員
の
生
命

及
び
身
体
等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
、
船
舶
の
堪
航
性
が
欠
か
せ
な
い
し
、
ま
た
船
内
に
お
け
る
安
全
性

を
確
保
す
る
た
め
の
人
員
の
配
置
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
に
含
ま
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
56
）

。
し
た
が
っ
て
、
現
行
法
の
解
釈
と
し

て
、
日
本
法
の
文
脈
に
お
い
て
、
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
ま
で
を
措
定
す
る
こ
と
ま
で
は
必
要
な
く
、
安
全
配
慮
義
務
の
具

体
的
内
容
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
例
え
ば
、
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
を
措
定
す
る
こ
と
の
意
義
と
し
て
、
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
関
す
る
立
証
責

任
の
転
換
を
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
判
例
及
び
通
説
に
よ
れ
ば
（
57
）

、
安
全
配
慮
義
務
違
反
の
立
証
責
任
は
あ
く
ま
で

当
該
義
務
違
反
に
基
づ
き
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
労
働
者
側
に
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
58
）

。
他
方
で
、
海
上
運
送
人
の
堪
航
能
力
担
保

）
五
五
五
（



船
員
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船
舶
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任
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一
考
察
（
南
）

二
三
五

義
務
は
無
過
失
の
立
証
責
任
を
海
上
運
送
人
の
側
に
負
わ
せ
て
お
り
（
商
法
七
三
九
条
一
項
柱
書
、
国
際
海
上
物
品
運
送
法
五
条
柱
書
（
59
）

）、
も
し
、

船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
安
全
配
慮
義
務
と
は
別
に
堪
航
能
力
担

保
義
務
を
措
定
す
る
こ
と
に
も
一
定
の
意
義
が
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
上
記
⑥
判
決
に
つ
い
て
も
安
全
配
慮
義
務

の
一
内
容
と
し
て
堪
航
能
力
担
保
義
務
類
似
の
義
務
を
措
定
し
て
い
て
も
立
証
責
任
の
転
換
ま
で
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の

た
め
、
船
員
を
陸
上
労
働
者
以
上
に
保
護
す
る
観
点
か
ら
、
船
舶
所
有
者
に
無
過
失
の
立
証
責
任
を
課
す
堪
航
能
力
担
保
義
務
を
措
定
す

る
可
能
性
に
つ
い
て
は
新
た
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
（
60
）

る
（
61
）

。

（
四
）
船
舶
衝
突
と
船
員
労
働
災
害

最
後
に
、
船
舶
衝
突
に
伴
う
船
舶
の
沈
没
等
に
よ
り
船
員
労
働
災
害
が
生
じ
た
場
合
、
船
舶
所
有
者
は
ど
の
よ
う
な
責
任
を
負
う
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
⑤
判
決
が
示
す
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
、
当
該
船
舶
衝
突
事
故
に
お
け
る
船
長
そ
の
他
の
船
員
の
過
失

に
基
づ
き
船
舶
所
有
者
が
被
災
船
員
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
商
法
六
九
〇
条
）。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
基
本
的
に
は

安
全
配
慮
義
務
に
つ
い
て
触
れ
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
船
舶
衝
突
事
故
が
船
長
そ
の
他
の
船
員
の
過
失
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
、
当

該
事
故
に
よ
っ
て
被
災
船
員
に
損
害
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
を
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
所
有
者
が
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
船
長
そ
の
他
の
船
員
の
過
失
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
船
舶
衝
突
の
過
失
と
同
様
に
、
多
く
の
場
合
、
海

上
衝
突
予
防
法
、
海
上
交
通
安
全
法
及
び
港
則
法
が
定
め
る
海
上
交
通
法
規
違
反
行
為
を
基
礎
に
過
失
が
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
船
員
は
、
法
令
や
海
上
慣
習
な
ど
に
よ
り
、
船
舶
の
運
航
に
関
す
る
種
々
の
義
務
を
負
担
し
て
お
り
、
当
該
義
務

の
不
履
行
に
よ
り
衝
突
が
生
じ
れ
ば
、
船
員
に
過
失
が
認
め
ら
れ
る
（
62
）

。
し
た
が
っ
て
、
船
員
の
過
失
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
船
舶

）
五
五
五
（
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二
三
六

所
有
者
は
被
災
船
員
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
船
舶
衝
突
事
故
に
起
因
す
る
船
員
労
働
災
害
の
場
合
、
そ
れ
は
船
舶
所
有
者
の
安
全
配
慮
義
務
の
問
題
と
い
え
る
か
が
問

題
と
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
判
例
は
、
労
務
の
指
揮
管
理
権
に
含
ま
れ
な
い
履
行
補
助
者
の
注
意
義
務
違
反
は
安
全
配
慮
義
務
の
問

題
と
は
い
え
な
い
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
学
説
上
、
労
働
契
約
の
内
容
に
照
ら
し
、
業
務
遂
行
上
発
生
し
得
る
危
険
か
ら
労
働
者
を

保
護
す
る
た
め
に
配
慮
す
べ
き
注
意
義
務
が
、
安
全
配
慮
義
務
の
内
容
と
な
る
と
す
る
見
解
も
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
（
63
）

。
実
際
、
自
衛

隊
機
の
同
乗
者
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
違
反
が
争
わ
れ
た
事
例
に
対
す
る
判
例
研
究
に
お
い
て
も
、
安
全
配
慮
義
務
に
は
履
行
補
助
者

に
よ
る
安
全
に
操
縦
を
す
る
義
務
が
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
（
64
）

。
船
舶
の
運
航
は
船
長
を
中
心
に

行
わ
れ
、
船
主
船
長
で
あ
る
よ
う
な
場
合
を
除
き
、
船
舶
所
有
者
自
身
が
行
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
、
船
員
法
等
の
海
事
法

規
に
お
い
て
は
船
長
が
当
該
船
舶
の
最
高
責
任
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
船
舶
所
有
者
の
履
行
補
助
者
た
る
地
位
が
明
白
で
あ

る
。
履
行
補
助
者
で
あ
る
船
長
に
操
船
上
の
過
失
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
も
、
船
舶
所
有
者
自
身
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
を
認
定
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
現
在
、
船
員
の
人
身
傷
害
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て

は
、
不
法
行
為
構
成
（
商
法
六
九
〇
条
、
民
法
七
一
五
条
一
項
等
）
で
あ
ろ
う
と
も
、
債
務
不
履
行
構
成
（
民
法
四
一
五
条
）
で
あ
ろ
う
と
も

時
効
期
間
に
違
い
が
な
く
（
民
法
一
六
七
条
、
七
二
四
条
の
二
）、
従
来
の
よ
う
に
、
操
船
上
の
過
失
の
問
題
に
つ
い
て
安
全
配
慮
義
務
の
問

題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
と
い
う
議
論
そ
れ
自
体
の
重
要
性
は
以
前
に
比
べ
て
小
さ
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

）
五
五
五
（
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二
三
七

第
四
章
　
結
び
に
代
え
て

本
稿
の
課
題
は
、
船
員
労
働
災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
船
舶
所
有
者
の
義
務
の
内
容
を
、
裁
判
例
を
分
析
し
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
従
来
、
裁
判
で
争
わ
れ
た
船
員
労
働
災
害
の
類
型
に
は
、
概
ね
三
つ
の
類
型
、
す
な
わ
ち
、
船
内
作
業
中
の
事
故
、
船
舶
衝
突

事
故
に
起
因
す
る
も
の
、
そ
し
て
、
海
中
転
落
事
故
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
第
一
に
、
最
も
多
い
船
内
作
業
中
の
事
故
と
の
関
係
で
は
、

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
不
遵
守
が
船
舶
所
有
者
の
船
員
に
対
す
る
義
務
違
反
を
構
成
す
る
と
し
て
、
当
該
規
則
の
内
容
が
注
意
義
務

の
内
容
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
に
、
船
舶
衝
突
事
故
に
起
因
す
る
船
員
労
働
災
害
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
船
舶
衝

突
事
故
と
同
様
に
、
船
長
そ
の
他
の
船
員
の
操
船
上
の
過
失
の
有
無
に
よ
っ
て
船
舶
所
有
者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ

た
。
第
三
に
、
海
中
転
落
等
と
の
関
係
で
は
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
不
遵
守
の
有
無
に
加
え
て
、
船
員
法
上
の
船
長
の
職
務
権
限

に
お
け
る
過
失
や
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
事
故
類
型
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
部
の
裁
判
例
に
お
い
て

は
、
船
舶
所
有
者
は
船
員
に
対
し
て
堪
航
能
力
担
保
義
務
（
類
似
の
義
務
）
を
負
う
こ
と
を
示
す
も
の
も
あ
っ
た
。
今
後
は
、
船
員
法
上

の
船
長
の
職
務
権
限
や
義
務
に
対
す
る
違
背
の
よ
り
具
体
的
な
内
容
や
、
船
員
に
対
し
て
堪
航
能
力
担
保
義
務
を
負
う
と
の
考
え
の
妥
当

性
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
筆
者
の
能
力
か
ら
、
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
具

体
的
な
内
容
や
海
上
労
働
全
体
に
お
け
る
船
内
の
安
全
体
制
全
般
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
、
船

員
労
働
災
害
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
行
法
の
あ
り
方
等
に
も
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

 

†	

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（C

）22K
01262

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

）
五
五
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二
三
八

（
1
）	

後
述
す
る
、
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
お
い
て
は
「
船
員
災
害
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
船
員
災
害
と
は
、

「
船
員
の
就
業
に
係
る
船
舶
、
船
内
設
備
、
積
荷
等
に
よ
り
、
又
は
作
業
行
動
若
し
く
は
船
内
生
活
に
よ
っ
て
、
船
員
が
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、

又
は
死
亡
す
る
こ
と
」（
二
条
一
項
）
と
さ
れ
て
い
る
。
同
法
に
お
い
て
、
船
員
災
害
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
私
傷
病
に
対
し
て

も
一
定
の
療
養
補
償
責
任
を
船
舶
所
有
者
が
負
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
船
内
で
生
じ
た
死
傷
病
全
般
が
「
労
働
」
災
害
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
は

な
い
た
め
、
用
語
法
と
し
て
変
え
た
も
の
と
さ
れ
る
（
平
井
清
＝
加
藤
書
久
「
船
員
災
害
防
止
協
会
等
に
関
す
る
法
律
解
説
」
海
上
労
働
二
〇
巻
二

号
（
一
九
六
八
年
）
三
頁
参
照
）。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
は
、
船
内
で
生
じ
た
私
傷
病
に
つ
い
て
も
労
働
災
害
か
ら
排
除
す
る
つ
も
り
は
な
い
も
の

の
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
船
員
「
労
働
災
害
」
と
し
て
用
語
法
を
統
一
す
る
。

（
2
）	

漆
谷
伸
介
＝
川
原
義
裕
＝
佐
野
裕
司
＝
久
宗
周
二
＝
江
原
美
穂
「
一
般
船
舶
に
お
け
る
船
員
災
害
の
特
徴
に
つ
い
て
」
日
本
航
海
学
会
論
文
集

一
一
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
七
七
頁
。

（
3
）	

国
土
交
通
省
海
事
局
船
員
政
策
課
「
船
員
災
害
疾
病
発
生
状
況
報
告
（
船
員
法
第
111
条
）
令
和
２
年
度
」（
二
〇
二
二
年
）
六
頁
。

（
4
）	

前
掲
註
３
・
国
土
交
通
省
海
事
局
船
員
政
策
課
七
頁
。

（
5
）	

海
事
法
研
究
会
編
『
海
事
法
（
第
11
版
）』〔
清
田
耕
司
＝
小
林
豪
＝
金
子
春
生
〕（
海
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
二
一
頁
。

（
6
）	

久
宗
周
二
＝
福
司
光
成
＝
木
村
暢
夫
「
船
員
の
労
働
災
害
対
策
に
関
す
る
研
究
」
日
本
航
海
学
会
論
文
集
一
二
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
一
一

頁
。

（
7
）	

船
内
安
全
衛
生
委
員
会
の
設
置
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
海
上
労
働
条
約
（M

L
C
2006;	M

aritim
e	L
abour	C

onvention	2006

）
の
批
准
に
伴
う
も
の
で
、

そ
の
構
成
は
、
船
長
を
委
員
長
と
し
た
上
で
、
各
部
の
安
全
担
当
者
、
消
火
作
業
指
揮
者
、
医
師
・
衛
生
管
理
者
ま
た
は
衛
生
担
当
者
、
船
内
の
安

全
に
関
し
知
識
ま
た
は
経
験
を
有
す
る
海
員
の
う
ち
か
ら
船
舶
所
有
者
が
指
名
し
た
者
、
船
内
の
衛
生
に
関
し
知
識
ま
た
は
経
験
を
有
す
る
海
員
の

う
ち
か
ら
船
舶
所
有
者
が
指
名
し
た
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
（
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
一
条
の
三
第
二
項
～
第
五
項
参
照
）。

（
8
）	

こ
れ
ら
は
、
作
業
心
得
を
律
し
、
い
わ
ば
作
業
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
基
準
は
、
必
要
最
小
限
の
基
準
で
あ

り
、
実
際
に
運
用
す
る
場
合
に
は
、
船
舶
所
有
者
等
が
、
作
業
状
態
に
応
じ
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
（
前
掲
註
５
・
清
田
＝

小
林
＝
金
子
七
〇
頁
～
七
一
頁
）。

）
五
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
三
九

（
9
）	

私
傷
病
で
あ
っ
て
も
、
雇
入
契
約
の
存
続
中
は
通
常
、
乗
船
し
て
い
る
点
を
捉
え
て
補
償
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
労
基
法
に
は
な
い
特
徴
と
言

わ
れ
て
い
る
（
神
戸
大
学
海
事
科
学
研
究
科
海
事
法
規
研
究
会
編
著
『
海
事
法
規
の
解
説
』〔
根
本
到
〕（
成
山
堂
書
店
、
二
〇
二
二
年
）
一
三
〇

頁
）。

（
10
）	
前
掲
註
５
・
清
田
＝
小
林
＝
金
子
七
五
頁
。

（
11
）	

な
お
、
東
京
高
判
昭
和
四
九
年
九
月
二
五
日
高
民
集
二
七
巻
四
号
三
五
七
頁
は
、
労
基
法
八
四
条
二
項
は
注
意
規
定
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
る
。

そ
も
そ
も
労
基
法
八
四
条
二
項
は
、
災
害
補
償
制
度
の
趣
旨
か
ら
、
同
一
災
害
に
つ
い
て
使
用
者
に
二
重
の
賠
償
義
務
を
課
す
こ
と
は
妥
当
で
は
な

い
と
い
う
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
（
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
編
『
令
和
３
年
版
労
働
基
準
法
（
下
）』（
労
務
行
政
、
二
〇
二
二
年
）

九
五
六
頁
）。

（
12
）	

本
稿
で
は
、
船
員
の
使
用
者
と
し
て
船
舶
所
有
者
と
い
う
用
語
を
用
い
る
が
、
船
員
法
上
、
船
舶
所
有
者
だ
け
で
は
な
く
、
船
舶
賃
借
人
及
び

船
舶
共
有
に
お
け
る
船
舶
管
理
人
に
つ
い
て
も
使
用
者
た
る
地
位
を
有
す
る
（
船
員
五
条
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
船
舶
所
有
者
と
記

述
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
特
に
断
り
が
な
い
限
り
、
船
舶
賃
借
人
及
び
船
舶
管
理
人
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
13
）	

菅
野
和
夫
『
労
働
法
（
第
12
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
六
七
〇
頁
。

（
14
）	

小
林
登
『
新
海
商
法
』（
信
山
社
、
二
〇
二
一
年
）
六
二
頁
。
最
判
昭
和
四
八
年
二
月
一
六
日
民
集
二
七
巻
一
号
一
三
二
頁
は
「
船
長
そ
の
他

の
船
員
が
そ
の
職
務
を
行
う
に
あ
た
り
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
他
人
に
加
え
た
損
害
に
つ
い
て
は
、
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
船
員
の
選
任
お
よ
び

監
督
に
つ
き
相
当
の
注
意
を
怠
っ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
そ
の
賠
償
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
民
法
七
一
五
条
の
規
定
は
こ
の
場
合
に
適

用
が
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
。
も
っ
と
も
、
民
法
七
一
五
条
の
使
用
者
責
任
に
お
い
て
も
、
選
任
監
督
上
の
無
過
失

が
認
め
ら
れ
て
使
用
者
が
免
責
さ
れ
た
事
案
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
結
果
と
し
て
、
商
法
六
九
〇
条
と
民
法
七
一
五
条
と
に
実
質
的
な
違
い
は
な
い
と

も
指
摘
さ
れ
る
（
な
お
、
山
本
哲
生
「
船
舶
所
有
者
の
責
任
」
神
作
裕
之
＝
藤
田
友
敬
編
『
商
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
二
〇
一

頁
参
照
）。

（
15
）	

厳
密
に
言
え
ば
、「
船
舶
所
有
者
等
の
被
用
者
で
そ
の
職
務
が
船
舶
の
業
務
に
関
す
る
も
の
又
は
救
助
者
の
被
用
者
で
そ
の
職
務
が
救
助
活
動

に
関
す
る
も
の
の
使
用
者
に
対
し
て
有
す
る
債
権
及
び
こ
れ
ら
の
者
の
生
命
又
は
身
体
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
第
三
者
の
有
す
る
債

）
五
五
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
四
〇

権
」
で
あ
る
。

（
16
）	

時
岡
泰
＝
谷
川
久
＝
相
良
朋
紀
『
逐
条
船
主
責
任
制
限
法
・
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
』（
商
事
法
務
、
一
九
七
九
年
）
五
四
頁
、
前
掲
註
14
・

小
林
一
一
六
頁
。
た
だ
し
、
例
え
ば
、
港
湾
荷
役
業
者
（
ス
テ
べ
ド
ア
）
の
被
用
者
が
、
貨
物
を
あ
る
船
舶
に
積
み
付
け
て
い
る
最
中
に
、
当
該
船

舶
の
乗
組
員
（
当
該
船
舶
の
船
舶
所
有
者
の
被
用
者
）
の
過
失
に
よ
っ
て
、
労
働
災
害
が
生
じ
た
場
合
、
ス
テ
べ
ド
ア
の
被
用
者
で
あ
る
被
災
労
働

者
が
当
該
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
事
案
等
の
と
き
に
は
、
当
該
船
舶
所
有
者
は
船
主
責
任
制
限
法
三
条
一
項
一
号
に
基

づ
き
責
任
制
限
を
享
受
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

（
17
）	

従
来
、
船
員
法
学
説
に
お
い
て
は
、
海
上
労
働
の
特
殊
性
か
ら
船
舶
所
有
者
は
船
員
に
対
し
て
安
全
衛
生
保
障
義
務
や
船
内
居
住
施
設
完
備
義

務
を
負
う
と
考
え
る
見
解
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い
た
（
武
城
正
長
「
海
上
労
働
に
お
け
る
居
住
安
全
衛
生
医
療
」
広
島
商
船
高
等
専
門
学
校
紀
要

一
号
（
一
九
七
九
年
）
一
三
頁
～
一
四
頁
）。
そ
し
て
、
同
論
稿
で
は
、
第
一
に
、
具
体
的
に
労
働
者
に
労
働
を
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
、
労
働
者
の

健
康
を
害
さ
な
い
よ
う
な
注
意
義
務
を
負
う
こ
と
、
第
二
に
、
船
舶
の
安
全
は
労
働
の
場
の
安
全
に
外
な
ら
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
具
体
的
に
船
内

作
業
に
従
事
し
て
い
な
い
時
間
に
つ
い
て
も
、
洋
上
に
お
け
る
人
間
的
生
活
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
、
雇
入
契
約
の
内
容
か
ら
導
出
さ
れ
る
船
内
居

住
施
設
を
完
備
す
る
義
務
が
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
同
一
四
頁
）。
現
在
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
使
用
者

の
安
全
配
慮
義
務
の
内
容
と
し
て
包
含
さ
れ
、
そ
れ
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
、
海
上
労
働
に
お
い
て
は
、
労
働
に
従

事
し
て
い
な
い
時
間
に
つ
い
て
も
、
事
業
場
で
あ
る
船
舶
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
特
殊
性
に
鑑
み
て
、
船
舶
所
有
者
に
一
定
の
義
務
を
課
す
と
い

う
こ
と
の
理
論
的
根
拠
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
）	

統
計
上
は
船
員
労
働
災
害
の
数
は
陸
上
に
お
け
る
労
働
災
害
よ
り
も
多
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
公
刊
裁
判
例
と
し
て
現
れ

て
く
る
こ
と
が
少
な
い
だ
け
で
、
本
稿
が
扱
う
裁
判
例
の
そ
の
一
部
し
か
検
討
で
き
な
い
こ
と
を
予
め
述
べ
て
お
く
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
考
察

の
み
に
よ
っ
て
船
員
労
働
災
害
全
般
に
つ
い
て
何
か
を
指
摘
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
は
付
言
し
て
お
く
。

（
19
）	

本
件
で
は
、
適
用
条
文
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
Ｘ
の
主
張
に
お
い
て
被
用
者
の
過
失
と
業
務
執
行
性
が
示
さ
れ
、
他
方
で
、
Ｙ
の
主
張
に

お
い
て
選
任
監
督
上
の
注
意
を
尽
く
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
商
法
六
九
〇
条
で
は
な
く
民
法
七
一
五
条
に
基
づ
き
責
任
追
及
さ
れ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

）
五
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
四
一

（
20
）	

本
件
に
お
け
る
タ
ン
ク
内
洗
浄
は
、
前
の
貨
物
が
苛
性
ソ
ー
ダ
で
あ
っ
た
た
め
、
次
の
貨
物
で
あ
る
炭
酸
カ
ル
シ
ュ
ウ
ム
を
船
積
み
す
る
と
、

化
学
反
応
を
起
こ
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
海
上
航
行
中
に
タ
ン
ク
洗
浄
を
行
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
21
）	
な
お
、
本
判
決
の
判
断
は
、
そ
の
後
、
最
判
平
成
二
年
一
一
月
八
日
判
時
一
三
七
〇
号
五
二
頁
で
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
同
判
決
で
は
、
使
用

者
た
る
船
舶
所
有
者
だ
け
で
は
な
く
苛
性
ソ
ー
ダ
の
運
送
を
船
舶
所
有
者
に
委
託
し
た
別
会
社
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
く
責
任
も
争
わ
れ
、

肯
定
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）	

最
判
昭
和
五
八
年
五
月
二
七
日
民
集
三
七
巻
四
号
四
七
七
頁
〔
陸
上
自
衛
隊
三
三
一
会
計
隊
事
件
〕
参
照
、
潮
見
佳
男
『
新
債
権
総
論
Ⅰ
』

（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
七
〇
頁
参
照
。

（
23
）	

こ
れ
ら
の
学
説
に
係
る
概
説
と
し
て
、
土
田
道
夫
『
労
働
契
約
法
（
第
２
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
五
一
四
頁
～
五
一
五
頁
。
ま
た
、

従
来
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
小
畑
史
子
「
労
働
安
全
衛
生
法
規
の
法
的
性
質
（
１
）」
法
協
一
一
二
巻
二
号
（
一
九
九
五
年
）
二
四
三
頁
以

下
参
照
。

（
24
）	

本
判
決
で
は
、「
所
有
船
舶
や
そ
の
設
備
の
構
造
、
機
能
、
予
想
さ
れ
る
危
険
等
の
把
握
に
も
努
め
、
研
修
そ
の
他
の
教
育
活
動
等
を
通
じ
て

安
全
対
策
を
組
織
的
に
徹
底
し
、
当
該
船
舶
の
乗
組
員
に
つ
き
、
そ
の
生
命
、
身
体
の
安
全
を
害
す
べ
き
事
故
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
べ
き
法
律

上
の
義
務
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
最
判
昭
和
五
九
年
四
月
一
〇
日
民
集
三
八
巻
六
号
五
五
七
頁
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）	

前
掲
註
23
・
土
田
五
一
四
頁
。

（
26
）	

小
畑
史
子
「
労
働
安
全
衛
生
法
規
の
法
的
性
質
（
３
・
完
）」
法
協
一
一
二
巻
五
号
（
一
九
九
五
年
）
七
〇
頁
～
七
二
頁
。

（
27
）	

藤
崎
道
好
『
船
員
法
総
論
（
改
訂
版
）』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
七
五
年
）
三
一
九
頁
。

（
28
）	

船
員
法
規
研
究
会
編
『
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
解
説
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
六
六
年
）
七
頁
。
ま
た
、
塩
田
澄
夫
＝
富
田
秀
明
＝
川
手

創
＝
越
村
安
英
「
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
解
説
」
海
上
労
働
一
七
巻
四
号
（
一
九
六
四
年
）
一
四
頁
は
「
船
舶
所
有
者
は
、
自
ら
の
船
舶
に
お

い
て
働
く
船
長
を
は
じ
め
と
す
る
船
員
の
安
全
衛
生
に
、
心
を
い
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
命
尊
重
の
見
地
か
ら
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
生
産
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
労
働
者
を
雇
用
す
る
使
用
者
の
義
務
」
と
述
べ
る
。

（
29
）	

た
だ
し
、
船
舶
賃
貸
借
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
船
舶
賃
借
人
が
、
ま
た
船
舶
共
有
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
船
舶
管
理
人
が
そ
の
義
務

）
五
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
四
二

主
体
に
な
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
（
船
員
五
条
。
前
掲
註
28
・
船
員
法
規
研
究
会
一
一
頁
）。

（
30
）	

他
方
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
際
航
海
に
従
事
す
る
船
舶
に
つ
い
て
は
船
員
法
一
〇
二
条
の
二
以
下
で
定
め
る
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
船

員
の
労
働
条
件
等
の
検
査
等
（P

S
C
;	P
ort	S

tate	C
ontrol

）
が
、
ま
た
、
船
員
法
適
用
船
舶
一
般
に
つ
き
、
一
〇
一
条
以
下
に
基
づ
く
国
土
交

通
大
臣
に
よ
る
監
督
命
令
等
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
船
員
労
務
官
に
よ
る
注
意
喚
起
や
勧
告
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
た
め
（
船
員
一
〇
六
条
参

照
）、
そ
の
意
味
で
は
労
働
安
全
衛
生
法
に
類
似
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
31
）	

小
畑
史
子
「
④
判
決
判
批
」
賃
金
と
社
会
保
障
一
三
五
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）
三
六
頁
は
、
結
論
と
し
て
、
直
接
民
事
上
の
効
力
を
有
し
な
い

と
解
し
つ
つ
、
不
法
行
為
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、「
立
法
過
程
等
か
ら
し
て
首
肯
で
き
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
も
述
べ
て
い
る
。

（
32
）	

落
合
誠
一
「
①
判
決
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
七
七
号
（
一
九
七
四
年
）
一
四
九
頁
。

（
33
）	

前
掲
註
28
・
船
員
法
規
研
究
会
六
八
頁
、
一
二
一
頁
。

（
34
）	

本
条
は
、
荷
揚
げ
後
ま
た
は
長
期
密
閉
さ
れ
た
タ
ン
ク
や
密
閉
さ
れ
た
船
倉
等
で
有
害
気
体
が
発
生
し
た
り
、
酸
素
欠
乏
状
態
が
生
じ
た
り
す

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
前
掲
註
28
・
船
員
法
規
研
究
会
一
八
六
頁
）、
そ
も
そ
も
本
条
に
お

い
て
定
め
ら
れ
た
措
置
等
が
と
ら
れ
ず
労
働
災
害
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
船
舶
所
有
者
ま
た
は
そ
の
被
用
者
の
過
失
（
予
見
可
能
性
及
び
結
果
回
避

義
務
違
反
）
が
認
め
ら
れ
や
す
い
だ
ろ
う
。

（
35
）	

船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
五
七
条
制
定
時
に
お
い
て
は
、
漁
ろ
う
作
業
時
に
命
綱
や
救
命
衣
を
装
着
す
る
こ
と
は
常
識
に
反
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
た
が
、
規
則
の
制
定
に
よ
り
従
来
の
漁
ろ
う
方
式
を
放
任
し
て
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
旨
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
前
掲
註
28
・
船
員
法
規

研
究
会
編
二
〇
四
頁
）。

（
36
）	

も
っ
と
も
、
救
命
衣
の
装
着
と
の
関
係
で
は
、
も
し
救
命
衣
を
装
着
し
て
い
た
と
し
て
も
、
寒
冷
地
に
お
け
る
海
中
転
落
の
場
合
に
は
、
短
時

間
で
の
死
亡
リ
ス
ク
が
高
ま
る
こ
と
か
ら
、
因
果
関
係
が
問
題
と
な
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
（
実
際
、
⑦
判
決
に
お
い
て
は
因
果
関
係
も
問
題

と
な
っ
て
い
る
）。
た
だ
し
、
⑥
判
決
の
冬
季
の
ベ
ー
リ
ン
グ
海
で
の
事
例
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
別
途
、
非
常
配
置
、
指
導
訓
練
、
防
水
措
置
や
、

緊
急
時
に
お
け
る
膨
張
式
救
命
筏
の
備
置
等
が
問
題
と
な
る
可
能
性
は
あ
る
。

）
五
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
四
三

（
37
）	

平
成
三
〇
年
の
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
の
改
正
に
よ
り
、
漁
船
を
含
む
小
型
船
舶
（
総
ト
ン
数
二
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
）
に
お
い

て
は
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
着
用
が
義
務
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
船
舶
職
員
法
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
二
三
条
の
三
六

第
四
項
参
照
）。

（
38
）	
前
掲
註
28
・
船
員
法
規
研
究
会
編
一
頁
～
二
頁
。

（
39
）	

船
舶
安
全
法
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
船
舶
の
堪
航
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
物
的
施
設
と
し
て
の
船
舶
を
規
制
の
対
象
と
し
、
本
来
的
に
、

海
上
労
働
に
お
け
る
問
題
を
規
制
す
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
同
法
が
定
め
る
衛
生
設
備
、
居
住
設
備
に
関
わ
る
規
制
は
、
安
全
、

健
康
を
含
め
た
衛
生
維
持
及
び
労
働
力
の
再
生
産
の
意
味
か
ら
も
、
労
働
安
全
衛
生
を
規
制
す
る
も
の
と
位
置
付
け
る
見
解
と
し
て
、
笹
谷
敬
二

「
海
上
労
働
に
お
け
る
安
全
衛
生
に
関
わ
る
法
規
制
の
特
徴
」
日
本
航
海
学
会
論
文
集
一
二
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
四
五
頁
。

（
40
）	

前
掲
註
９
・
神
戸
大
学
海
事
科
学
研
究
科
海
事
法
規
研
究
会
編
著
〔
小
原
朋
久
〕
一
三
頁
、
有
馬
光
孝
編
著
『
船
舶
安
全
法
の
解
説
─
法
と
船

舶
検
査
の
制
度
（
５
訂
版
）』（
成
山
堂
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
一
四
頁
、
重
光
蔟
『
船
舶
安
全
法
解
説
─
船
舶
安
全
法
関
係
法
規
』（
日
本
海
運
集

会
所
出
版
部
、
一
九
三
六
年
）
二
頁
参
照
。

（
41
）	

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
山
口
修
司
＝
一
般
財
団
法
人
新
日
本
検
定
協
会
安
全
環
境
室
＝
三
井
住
友
海
上
火

災
保
険
株
式
会
社
海
損
部
『
危
険
物
運
送
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
─
判
例
・
法
令
・
保
険
の
実
務
的
解
説
』（
成
山
堂
書
店
、
二
〇
一
八
年
）
七
九
頁
参
照
。

（
42
）	

前
掲
註
27
・
藤
崎
九
一
頁
。

（
43
）	

住
田
正
二
『
船
員
法
の
研
究
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
七
三
年
）
九
頁
。

（
44
）	

石
井
照
久
＝
萩
沢
清
彦
『
労
働
法
総
論
（
増
補
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
一
六
九
頁
、
山
戸
嘉
一
『
船
員
法
─
解
説
と
研
究
』（
海
文

堂
、
一
九
五
四
年
）
四
三
頁
。

（
45
）	

武
城
正
長
『
海
上
労
働
法
の
研
究
』（
多
賀
出
版
、
一
九
八
五
年
）
一
二
八
頁
、
四
四
九
頁
。

（
46
）	

南
健
悟
「
船
員
法
の
性
質
論
─
船
長
の
権
限
・
船
内
規
律
規
定
を
中
心
に
」
日
本
法
学
八
四
巻
三
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
六
〇
頁
。

（
47
）	

た
だ
し
、
⑧
判
決
は
商
法
六
九
〇
条
に
基
づ
く
責
任
の
ほ
か
、
安
全
配
慮
義
務
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
が
争
わ
れ
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て

判
断
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
船
員
法
第
二
章
の
船
長
の
職
務
権
限
や
義
務
規
定
を
安
全
配
慮
義
務
の
履
行
補
助
者
（
船

）
五
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
四
四

長
）
に
よ
る
具
体
的
な
内
容
を
構
成
す
る
も
の
と
は
捉
え
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
南
健
悟
「
⑧
判
決
判
批
」
季
刊
労
働
法
二
七
〇
号

（
二
〇
二
〇
年
）
一
八
八
頁
参
照
）。

（
48
）	
前
掲
註
47
・
南
一
八
九
頁
。

（
49
）	
大
判
明
治
三
五
年
五
月
五
日
刑
録
八
輯
五
巻
五
二
頁
や
大
判
大
正
一
三
年
一
一
月
四
日
刑
集
三
巻
七
七
三
頁
等
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。

（
50
）	

前
掲
註
14
・
小
林
一
七
六
頁
、
中
村
眞
澄
＝
箱
井
崇
史
『
海
商
法
（
第
２
版
）』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
二
一
〇
頁
等
。

（
51
）	

通
常
の
堪
航
能
力
担
保
義
務
の
内
容
と
し
て
、
堪
荷
能
力
を
含
む
か
に
つ
い
て
否
定
的
に
解
す
る
見
解
も
あ
っ
た
が
（
田
中
誠
二
『
海
商
法
詳

論
（
増
補
３
版
）』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
五
年
）
二
六
六
頁
）、
通
説
（
小
町
谷
操
三
『
海
商
法
要
義
（
中
巻
一
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
）

二
二
二
頁
、
石
井
照
久
『
海
商
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
四
年
）
二
二
六
頁
等
）
及
び
判
例
（
最
判
昭
和
四
九
年
三
月
一
五
日
民
集
二
八
巻
二
号

二
二
二
頁
）
は
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
釈
し
て
お
り
、
内
航
海
運
に
つ
い
て
も
平
成
三
〇
年
商
法
改
正
に
よ
り
堪
荷
能
力
に
つ
い
て
も
堪
航
能
力
担
保

義
務
の
内
容
と
し
て
明
確
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
な
お
、
松
井
信
憲
＝
大
野
晃
宏
『
一
問
一
答
・
平
成
30
年
商
法
改
正
』（
商
事
法
務
、

二
〇
一
八
年
）
九
五
頁
参
照
）。
も
っ
と
も
、
船
員
と
の
関
係
で
は
、
基
本
的
に
堪
荷
能
力
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
⑥

判
決
で
は
堪
荷
能
力
に
相
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
52
）	M

S
A
	1995,	section	42.	

本
条
は
、
雇
用
関
係
に
お
け
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
原
理
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
現
在
で
は
、

船
員
を
含
む
人
身
傷
害
に
関
す
るT

he	L
aw
	R
eform

	
（P

ersonal	Injuries

）	A
ct

の
制
定
に
よ
り
、
本
条
の
重
要
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
も
指
摘

さ
れ
て
い
る
（A

engus	M
.	F
ogarty,	M

E
R
C
H
A
N
T	S

H
IP
P
IN
G	L

E
G
IS
L
A
T
IO
N	80	

（inform
a	law

,	3
rd	ed.,	2017

））。

（
53
）	

S
h

ippin
g C

o. v. S
ieracki,	328	U

.S
.	85,	99	

（1946
）.

（
54
）	

ア
メ
リ
カ
海
事
判
例
法
に
お
け
る
船
員
に
対
す
る
使
用
者
の
堪
航
能
力
担
保
義
務
に
つ
い
て
は
、T

hom
as	J.	S

choenbaum
,	A

D
M
IR
A
L
T
Y	

A
N
D	M

A
R
IT
IM
E	L

A
W
	266	et	seq.	

（W
est	A

cadem
ic	P
ublishing,	6

th	ed.,	2019

）。

（
55
）	

本
稿
が
示
す
よ
う
に
、
船
員
法
八
条
の
船
長
の
堪
航
能
力
検
査
義
務
は
海
上
労
働
安
全
の
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
た
船
舶
所
有
者
の

義
務
を
履
行
補
助
者
で
あ
る
船
長
が
行
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
間
接
的
に
船
舶
所
有
者
の
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
を
定

め
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
よ
り
直
截
的
に
、
船
舶
安
全
法
一
三
条
が
「
船
舶
乗
組
員
二
十
人
未
満
ノ
船
舶
ニ
在

）
五
五
五
（



船
員
労
働
災
害
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
関
す
る
一
考
察
（
南
）

二
四
五

リ
テ
ハ
其
ノ
二
分
ノ
一
以
上
、
其
ノ
他
ノ
船
舶
ニ
在
リ
テ
ハ
乗
組
員
十
人
以
上
ガ
国
土
交
通
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
当
該
船
舶
ノ
堪
航
性
又
ハ
居

住
設
備
衛
生
設
備
其
ノ
他
ノ
人
命
ノ
安
全
ニ
関
ス
ル
設
備
ニ
付
重
大
ナ
ル
欠
陥
ア
ル
旨
ヲ
申
立
テ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
管
海
官
庁
ハ
其
ノ
事
実
ヲ
調

査
シ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
前
条
第
三
項
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
船
舶
所
有
者
が
船
員
に
対
し
て
堪
航
性

の
確
保
に
つ
い
て
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
余
地
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
こ
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
西
島
弥
太
郎
「
船
舶

内
の
人
に
対
す
る
船
舶
所
有
者
の
責
任
に
つ
い
て
」
海
法
会
誌
復
刊
七
号
（
一
九
五
九
年
）
一
九
頁
）。

（
56
）	

前
掲
註
22
・
潮
見
一
六
九
頁
も
参
照
。

（
57
）	

最
判
昭
和
五
六
年
二
月
一
六
日
民
集
三
五
巻
一
号
五
六
頁
。

（
58
）	

安
全
配
慮
義
務
の
証
明
責
任
に
つ
い
て
は
、
村
上
博
巳
「
証
明
責
任
」
下
森
定
編
『
安
全
配
慮
義
務
法
理
の
形
成
と
展
開
』（
日
本
評
論
社
、

一
九
八
八
年
）
一
七
一
頁
以
下
、
渡
邊
絹
子
「
安
全
配
慮
義
務
の
内
容
・
主
張
立
証
責
任
」
土
田
道
夫
＝
山
川
隆
一
編
『
労
働
法
の
争
点
』（
有
斐

閣
、
二
〇
一
四
年
）
一
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
59
）	

箱
井
崇
史
『
基
本
講
義
現
代
海
商
法
（
第
４
版
）』（
成
文
堂
、
二
〇
二
一
年
）
一
三
二
頁
。

（
60
）	

前
述
し
た
よ
う
に
船
員
法
八
条
に
基
づ
く
船
長
の
堪
航
能
力
検
査
義
務
を
媒
介
に
、
当
該
義
務
は
船
舶
所
有
者
の
義
務
を
履
行
補
助
者
で
あ
る

船
長
が
履
行
す
る
と
い
う
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
所
有
者
の
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
を
認
め
る
立
場
を
想
定
す
る
こ
と
は
で

き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
同
条
に
基
づ
き
船
員
に
対
す
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
を
措
定
し
た
と
し
て
も
、
商
法
七
三
九
条
一
項
の
よ
う
な

立
証
責
任
の
転
換
ま
で
を
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
61
）	

例
え
ば
、
船
員
の
場
合
、
陸
上
か
ら
隔
絶
し
て
お
り
、
ま
た
事
故
発
生
に
よ
り
関
係
当
事
者
が
死
亡
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
実
際
に
、
当
該

船
舶
に
お
い
て
何
が
起
こ
っ
た
の
か
不
明
な
状
態
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
船
員
の
遺
族
等
が
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
責
任
を

追
及
し
た
く
と
も
、
立
証
が
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
陸
上
労
働
の
場
合
以
上
に
問
題
と
な
る
余
地
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
関
連
し

て
、
夏
井
高
人
「
⑦
判
決
判
批
」
判
例
地
方
自
治
三
三
四
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
六
頁
は
、
船
員
労
働
災
害
に
お
い
て
は
、「
大
洋
中
の
隔
絶
さ
れ

た
船
内
で
発
生
し
た
事
故
で
あ
り
そ
の
事
故
の
瞬
間
に
は
誰
も
近
辺
に
居
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
場
合
」
に
は
事
故
に
つ
い
て
詳
細
な
記
録
が
残
ら

ず
、
被
災
労
働
者
や
遺
族
が
そ
の
使
用
者
の
過
失
を
立
証
す
る
た
め
の
証
拠
を
得
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。）

五
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
四
六

（
62
）	

箱
井
崇
史
編
『
船
舶
衝
突
法
』〔
松
田
忠
大
〕（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
五
二
頁
～
五
三
頁
。
た
だ
し
、
海
上
交
通
法
規
違
反
に
よ
り
船
員
の

過
失
を
法
律
上
推
定
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
事
実
上
の
推
定
に
と
ど
ま
る
（
小
町
谷
操
三
『
船
舶
衝
突
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
）

八
六
頁
～
八
七
頁
。
船
舶
衝
突
統
一
条
約
六
条
二
項
参
照
）。

（
63
）	
潮
見
佳
男
『
契
約
規
範
の
構
造
と
展
開
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
二
六
五
頁
～
二
六
七
頁
。

（
64
）	

岩
村
正
彦
「
東
京
地
判
昭
和
56
年
９
月
30
日
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
五
号
（
一
九
八
三
年
）
一
三
八
頁
。

）
五
五
五
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
四
七

契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨

─
買
主
の
原
状
回
復
義
務
と
売
主
の
填
補
賠
償
責
任
の
競
合

─

野

　
　中

　
　貴

　
　弘

Ⅰ
　
序
　
論

１
　
問
題
の
所
在

⑴
　
議
論
の
前
提

⑵
　
本
稿
の
視
点

２
　
本
稿
の
構
成

Ⅱ
　
代
物
給
付
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨

１
　
前
　
提

２
　
ク
ヴ
ェ
レ
事
件
と
二
〇
〇
八
年
改
正

３
　
契
約
不
適
合
解
除
の
場
合
へ
の
議
論
波
及

論
　
説

）
五
一
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
四
八

Ⅲ
　
契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨

─
解
除
と
填
補
賠
償
請
求
の
競
合

１
　
我
が
国
に
お
け
る
議
論
状
況

⑴
　
解
除
と
共
に
す
る
填
補
賠
償
請
求

⑵
　
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償

⑶
　
解
除
の
原
状
回
復
と
填
補
賠
償
と
の
競
合
調
整

─
非
遡
及
構
成
に
よ
る
評
価
矛
盾
の
解
消
？

２
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
状
況

⑴
　
前
　
提

⑵
　
争
　
点

⑶
　
議
論
状
況

ア
　
解
除
効
果
規
定
優
先
説

イ
　
使
用
利
益
返
還
義
務
否
定
説

ウ
　
単
純
競
合
説
（
二
段
階
調
整
説
）

３
　
議
論
の
評
価
と
広
が
り

─
我
が
国
で
の
解
釈
に
お
け
る
展
開

⑴
　
使
用
利
益
返
還
義
務
否
定
説
の
評
価

⑵
　
不
自
由
な
く
使
用
で
き
た
場
合
へ
の
応
用

─
平
成
二
二
年
判
決
の
位
置
づ
け
と
昭
和
五
一
年
判
決
の
再
検
討

⑶
　
派
生
的
問
題

Ⅳ
　
結
　
論

１
　
本
稿
の
ま
と
め

２
　
残
さ
れ
た
課
題

）
五
一
五
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
四
九

Ⅰ
　
序
　
論

１
　
問
題
の
所
在

⑴

　議
論
の
前
提

本
稿
は
、
買
主
が
受
領
物
を
一
定
期
間
使
用
し
た
後
に
そ
の
契
約
不
適
合
に
気
づ
き
、
売
主
と
の
売
買
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
お
け

る
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
売
主
の
債
務

不
履
行
は
ど
の
段
階
で
ど
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
。

契
約
が
解
除
さ
れ
る
と
、
両
当
事
者
は
、
相
手
方
を
原
状
に
復
さ
せ
る
義
務
を
負
う
（
民
法
五
四
五
条
一
項
本
文
）。
こ
れ
に
基
づ
き
、

売
主
は
受
領
済
み
の
代
金
相
当
額
を
買
主
に
返
還
す
る
義
務
を
負
い
、
買
主
は
受
領
物
を
売
主
に
返
還
す
る
義
務
を
負
う
。
ま
た
、
民
法

五
四
五
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
売
主
は
、
代
金
相
当
額
の
返
還
の
際
に
利
息
を
付
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
我
が
国
の
二
〇
一
七
年
改
正
前

の
通
説
は
、
こ
う
し
て
五
四
五
条
二
項
が
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
す
る
こ
と
を
売
主
に
義
務
づ
け
て
い
る
こ
と
と
の
均
衡
か
ら
、
あ

る
い
は
売
主
や
買
主
の
原
状
の
回
復
と
い
う
観
点
か
ら
、
買
主
が
受
領
物
を
使
用
し
た
こ
と
で
得
た
利
益
の
返
還
を
買
主
に
義
務
づ
け
て

き
た
（
１
）

。
判
例
も
、
返
還
義
務
を
認
め
る
点
で
一
致
す
る
。
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る
大
判
昭
和
一
一
年
五
月
一
一
日
民
集
一
五
巻

一
〇
号
八
〇
八
頁
は
右
均
衡
論
か
ら
こ
れ
を
肯
定
し
、
最
判
昭
和
三
四
年
九
月
二
二
日
民
集
一
三
巻
一
一
号
一
四
五
一
頁
は
、
解
除
の
遡

及
効
か
ら
買
主
の
不
当
利
得
返
還
義
務
と
し
て
使
用
利
益
返
還
義
務
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
周
知
の
と
お
り
、
最
判
昭
和
五
一
年
二
月

一
三
日
民
集
三
〇
巻
一
号
一
頁
（
以
下
で
は
「
昭
和
五
一
年
判
決
」
と
呼
ぶ
）
は
、
他
人
物
売
買
に
お
け
る
他
人
物
売
主
へ
の
使
用
利
益
返
還

義
務
を
肯
定
し
た
。
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
し
て
重
要
な
の
は
、
売
主
の
債
務
不
履
行
が
原
因
で
買
主
が
解
除
し
た
事
案
に
お
い
て
も
、

）
五
一
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
五
〇

目
的
物
を
使
用
す
る
こ
と
で
得
た
利
益
が
（
他
人
物
）
売
主
に
帰
属
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
学
説
・
判
例
の
状
況
の
中
で
、
今
般
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
で
は
、「
果
実
」
返
還
義
務
が
規
定
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た

（
五
四
五
条
三
項
）。
中
間
試
案
の
補
足
説
明
で
は
、
使
用
利
益
返
還
義
務
を
め
ぐ
っ
て
、「
使
用
利
益
…
…
の
外
延
が
必
ず
し
も
明
確
で
な

い
と
い
う
問
題
が
あ
る
ほ
か
、
…
…
給
付
目
的
物
の
価
値
の
減
耗
と
使
用
利
益
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
か
と
い
う
困
難
な
問

題
が
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
、「
使
用
利
益
の
返
還
に
つ
い
て
の
一
律
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

使
用
利
益
の
返
還
に
つ
い
て
は
、
本
文
の
規
律
を
手
掛
か
り
と
し
た
解
釈
論
に
委
ね
る
（
２
）

」
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
改
正
後
の
学
説
の

中
に
は
、
右
問
題
意
識
を
共
有
し
、
使
用
利
益
返
還
義
務
を
一
律
に
課
す
こ
と
に
慎
重
な
も
の
も
あ
る
一
方
で
（
３
）

、
前
述
し
た
返
還
義
務
肯

定
説
の
理
由
づ
け
に
加
え
て
、
我
が
国
で
「
果
実
」
に
は
使
用
利
益
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
同
義
務
を
肯
定
す

る
も
の
も
多
い
（
４
）

。

⑵

　本
稿
の
視
点

本
稿
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
解
除
原
因
の
区
別
な
く
、
一
律
に
買
主
に
使
用
利
益
返
還
義
務
を
課
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
昭
和

五
一
年
判
決
は
、
売
主
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
解
除
事
案
に
お
い
て
こ
れ
を
肯
定
し
、
学
説
も
、
解
除
原
因
が
当
事
者
の
ど
ち
ら
に
あ
る

か
に
着
目
せ
ず
に
右
結
論
を
導
い
て
き
た
（
５
）

。

し
か
し
、
今
か
ら
四
五
年
前
、
昭
和
五
一
年
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
、
瀬
川
信
久
が
こ
れ
に
疑
問
を
呈
し
て
い
た
（
６
）

。
瀬
川
は
、
昭
和

五
一
年
判
決
以
前
の
判
例
は
買
主
の
代
金
不
払
を
理
由
と
す
る
売
主
か
ら
の
解
除
事
案
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
ほ
か
、
当
時
の
フ
ラ

ン
ス
や
ド
イ
ツ
（
７
）

に
お
け
る
議
論
状
況
を
簡
潔
に
紹
介
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
説
い
た
（
８
）

。

）
五
一
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
五
一

実
質
的
に
も
、
解
除
に
つ
い
て
責
を
負
う
売
主
が
使
用
利
益
の
返
還
を
求
め
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
買
主
が
目
的
物
を
一
定
期
間
使
用
し
て

得
る
利
益
は
、
買
主
が
当
該
売
買
契
約
か
ら
期
待
で
き
る
利
益
（
永
久
的
な
使
用
）
の
一
部
で
あ
り
、
売
主
は
買
主
に
対
し
こ
の
利
益
を
保
証

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
売
主
が
、
自
ら
の
責
に
帰
す
べ
き
解
除
を
理
由
に
、
こ
の
使
用
利
益
の
返
還
を
求
め
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
…
…

通
説
は
、
使
用
利
益
の
算
定
と
い
う
困
難
な
問
題
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
な
る
。
…
…
以
上
か
ら
、
権
利
の
瑕
疵
に
よ
る
解
除
の
よ
う
に
買
主
に

帰
責
事
由
が
な
い
と
き
は
、
買
主
は
目
的
物
の
使
用
利
益
を
返
還
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
、
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
の
条
文
上
の
根
拠
と
し
て

は
、
善
意
占（
マ
マ
）者
の
果
実
収
取
権
に
関
す
る
一
八
九
条
一
項
の
類
推
適
用
が
考
え
ら
れ
る
。

瀬
川
と
同
様
の
問
題
意
識
を
根
底
に
有
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
次
の
共
通
欧
州
売
買
法
（
Ｃ
Ｅ
Ｓ
Ｌ
）
規
則
提
案
一
七
四
条
一
項
で

あ
る
（
９
）

。
売
主
に
解
除
原
因
が
あ
り
、
買
主
が
解
除
原
因
を
知
ら
ず
に
受
領
物
を
利
用
し
た
場
合
、（
⒞
の
適
用
余
地
を
ひ
と
ま
ず
度
外
視
す
れ

ば
）
買
主
は
使
用
料
の
支
払
義
務
を
負
わ
な
い
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
使
用
利
益
の
帰
属
先
決
定
に
あ
た
り
、
売
主
の
債
務
不
履
行
が
加

味
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ
Ｅ
Ｓ
Ｌ
第
一
七
四
条
（
使
用
料
の
支
払
お
よ
び
受
け
取
っ
た
金
銭
の
利
息
）

１
　
物
品
を
利
用
し
た
受
領
者
は
、
以
下
の
場
合
に
は
、
相
手
方
に
対
し
て
使
用
期
間
の
利
用
に
対
す
る
金
銭
価
値
を
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

⒜
　
受
領
者
が
取
消
し
ま
た
は
解
除
の
原
因
を
も
た
ら
し
た
と
き

⒝
　
受
領
者
が
、
そ
の
期
間
が
始
ま
る
に
先
立
っ
て
、
取
消
し
ま
た
は
解
除
の
原
因
を
知
っ
て
い
た
と
き

）
五
一
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
五
二

⒞
　
物
品
の
性
質
、
使
用
の
性
質
と
分
量
、
お
よ
び
解
除
以
外
の
救
済
方
法
が
得
ら
れ
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
、
受
領
者
に
そ
の
期
間

物
品
の
無
償
の
使
用
を
許
す
こ
と
が
衡
平
に
反
す
る
と
思
わ
れ
る
と
き

（
２
以
下
省
略
）

も
っ
と
も
、
売
主
の
債
務
不
履
行
を
加
味
す
る
方
法
は
、（
善
意
の
）
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
自
体
を
否
定
す
る
構
成
だ
け
で
は
な

い
。
実
は
、
こ
の
点
も
既
に
瀬
川
が
、「
そ
も
そ
も
、
本
件
に
お
け
る
売
主
買
主
の
関
係
を
、
五
四
五
条
一
項
の
『
原
状
回
復
』
の
問
題

と
し
て
論
ず
る
の
は
適
切
で
な
い
の
で
な
い
か
。
こ
の
関
係
は
、
同
条
三
項
の
『
損
害
賠
償
』
の
問
題
と
し
て
解
決
す
べ
き
で
は
な
か
っ

た
か
」
と
説
い
て
い
た
（
条
文
は
債
権
法
改
正
前
の
も
の
。
以
下
同
様
）。
損
害
賠
償
の
問
題
と
し
て
解
決
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
瀬

川
は
次
の
よ
う
に
続
け
る
（
10
）

。

買
主
Ｘ
は
、
五
四
五
条
三
項
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
そ
の
賠
償
額
は
、
四
一
六
条
に
よ
り
、「
契
約
が
履
行
さ

れ
た
と
同
様
の
利
益
」
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
そ
れ
は
、
買
主
Ｘ
が
追
奪
当
時
の
本
件
中
古
車
と
同
等
の
も
の
を
購
入
す
る
に
必
要
な
額
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
買
主
Ｘ
は
、
た
と
え
使
用
利
益
を
売
主
Ｙ
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
損
害
賠
償
請
求
に
よ
っ
て
そ
の
使

用
利
益
を
と
り
も
ど
し
、
右
の
再
購
入
に
必
要
な
額
を
確
保
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、「
原
状
回
復
」
に
基
づ
く
使
用
利
益
の
返
還
は
無
意
味
な

観
念
的
操
作
に
な
っ
て
い
る
。
…
…
た
ま
た
ま
解
除
の
意
思
表
示
を
し
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
使
用
利
益
を
返
還
さ
せ
る
の
は
不
当
で
あ
る
。

瀬
川
は
、
こ
う
し
た
理
解
の
も
と
に
、
当
事
者
が
解
除
に
よ
る
原
状
回
復
し
か
請
求
し
て
い
な
い
昭
和
五
一
年
判
決
の
事
案
で
も
、

）
五
二
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
五
三

「
裁
判
所
は
釈
明
権
を
行
使
し
て
Ｘ
に
損
害
賠
償
を
請
求
さ
せ
、
そ
の
賠
償
額
と
し
て
は
追
奪
時
の
本
件
自
動
車
と
同
等
の
も
の
を
購
入

す
る
に
必
要
な
額
を
認
め
る
。
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
代
金
と
利
息
の
返
還
、
使
用
利
益
の
返
還
等
『
原
状
回
復
』
と
い
う
構
成

に
伴
う
問
題
を
不
問
に
付
す
る
（
11
）

」
と
い
う
形
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
た
。

以
上
の
と
お
り
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
論
じ
る
に
あ
た
り
売
主
の
債
務
不
履
行
を
加
味
す
べ
き
と
し
て
も
、
そ
の
方
法
は
、

❶
（
善
意
の
）
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
自
体
を
端
的
に
否
定
す
る
構
成
と
、
❷
買
主
に
同
義
務
を
課
し
つ
つ
買
主
か
ら
売
主
に
対
す

る
填
補
賠
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
、
買
主
の
使
用
利
益
の
損
益
相
殺
を
肯
定
す
る
構
成
と
が
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
買
主
が
契
約

不
適
合
を
理
由
と
し
て
解
除
し
た
事
案
を
念
頭
に
置
き
、
売
主
の
債
務
不
履
行
が
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
に
与
え
る
影
響
を
考
察
す

る
。
具
体
的
に
は
、
❷
の
構
成
の
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
❶
の
可
能
性
も
ま
た
検
証
す
る
形
を
と
り
た
い
。

買
主
は
、
売
主
の
債
務
不
履
行
に
つ
き
、
民
法
四
一
五
条
一
項
た
だ
し
書
の
免
責
事
由
が
な
い
限
り
、
填
補
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
（
五
六
四
条
、
四
一
五
条
（
12
）

）。
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
填
補
賠
償
請
求
が
で
き
る
こ
と
は
、
填
補
賠
償
請
求
の
要
件
を
規
定
し
た

四
一
五
条
二
項
が
そ
の
三
号
に
お
い
て
解
除
し
た
場
合
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
で
示
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。
こ
う
し
て
買
主
の
売
主
に
対
す
る
填
補

賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
結
果
、
買
主
の
使
用
利
益
は
損
益
相
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
の
理
は
、（
後
述
す
る
ド
イ
ツ
の

二
つ
の
判
決
事
案
に
と
ど
ま
ら
ず
）
買
主
が
受
領
物
の
契
約
不
適
合
に
気
づ
く
ま
で
の
間
、
何
の
不
自
由
も
な
く
使
用
で
き
て
い
た
場
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に

も
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
は
、
契
約
不
適
合
に
気
づ
く
ま
で
の
間
に
満
足
に
使
用
で
き
て
い
た
場
合
に
も
、
契
約
適
合
物
が

引
き
渡
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
状
態
を
観
念
し
、
そ
の
損
害
賠
償
を
認
め
る
こ
と
で
、
実
際
に
得
た
使
用
利
益
は
そ
こ

で
損
益
相
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
昭
和
五
一
年
判
決
お
よ
び
こ
れ
を
め
ぐ
る
学
説
上
の
議
論
は
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
前

提
に
、
他
人
物
売
主
へ
の
利
益
帰
属
の
是
非
を
問
題
と
し
て
き
た
が
、
本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
れ
を
再
度
見
直
し
た
い
。

）
五
二
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
五
四

２
　
本
稿
の
構
成

以
上
の
検
討
に
あ
た
り
、
本
稿
で
は
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
参
照
す
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
出
発
点
を
、
代
物
給
付
の
局
面
に
お
け
る
使

用
利
益
返
還
義
務
に
関
す
る
議
論
に
し
た
い
。
こ
の
点
、
代
物
給
付
の
局
面
で
は
、
売
主
の
債
務
不
履
行
が
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務

に
与
え
る
影
響
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
、
我
が
国
に
も
頻
繁
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
を
受
け
た

買
主
た
る
消
費
者
が
代
物
給
付
を
選
択
し
た
場
合
に
お
い
て
、
代
替
物
の
引
渡
し
を
受
け
る
の
に
伴
い
、
不
適
合
物
を
使
用
す
る
こ
と
で

得
た
利
益
を
売
主
に
返
還
す
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
後
述
の
ク
ヴ
ェ
レ
事
件
を
経
て
、
消
費
者
物
品
売
買
に
限
っ
て

で
は
あ
る
も
の
の
、
消
費
者
た
る
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る
規
定
が
で
き
、
さ
ら
に
解
釈
に
お
い
て
一
般
の
売
買
で
も
同

義
務
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
Ⅱ
章
で
は
、
代
物
給
付
局
面
で
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る
論
理
を
確
認

す
る
と
と
も
に
、
こ
の
論
理
が
解
除
事
案
で
も
妥
当
す
る
か
を
考
察
し
よ
う
。

続
く
Ⅲ
章
で
は
、
買
主
が
（
代
物
給
付
で
は
な
く
）
解
除
を
選
択
し
た
場
面
に
舞
台
を
移
す
。
解
除
が
な
さ
れ
る
と
、
日
独
問
わ
ず
買
主

に
は
使
用
利
益
返
還
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
（
ド
イ
ツ
民
法
で
は
三
四
六
条
・
三
四
七
条
）。
も
っ
と
も
、
二
〇
〇
一
年
の
債
務
法
改
正

後
の
ド
イ
ツ
民
法
三
二
五
条
は
、
解
除
と
損
害
賠
償
と
の
択
一
構
成
を
廃
棄
し
た
。
そ
こ
で
、
瑕
疵
あ
る
物
を
引
き
渡
さ
れ
た
買
主
が
、

契
約
を
解
除
し
た
う
え
で
追
履
行
（
追
完
）
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
求
め
た
場
合
の
処
理
が
問
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
解
除
を
し
つ
つ
、

本
旨
履
行
が
あ
っ
た
な
ら
ば
目
的
物
を
使
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
利
益
（
使
用
利
益
喪
失
損
害“N

utzungsausfallschaden ”

）
の
賠
償
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
解
除
効
果
規
定
で
は
使
用
利
益
返
還
義
務
が
規
定
さ
れ
、
使
用
利
益
が
売
主
に
帰
属
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
填
補
賠
償
に
お
い
て
ど
う
評
価
す
べ
き
か
。
Ⅲ
章
で
は
、
こ
う
し
た
競
合
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し

よ
う
。

）
五
二
二
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
五
五

な
お
、
本
稿
で
は
、
使
用
に
よ
り
生
じ
る
目
的
物
の
減
価
に
関
す
る
リ
ス
ク
配
分
（
買
主
が
減
価
償
還
義
務
を
負
う
か
否
か
）
お
よ
び
使

用
利
益
の
算
定
方
法
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
本
稿
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
こ
れ
ら
の
問
題
は
密
接
に
関
わ
る
が
、
ま
ず
は
考
察

の
対
象
か
ら
外
し
、
Ⅳ
章
で
残
さ
れ
た
課
題
を
述
べ
る
中
で
本
稿
の
議
論
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

Ⅱ
　
代
物
給
付
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨

１
　
前
　
提

債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
民
法
四
三
七
条
は
、
売
買
契
約
の
目
的
物
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
、
買
主
の
追
履
行
請
求
権
を
認
め
る

（
同
条
一
号
）。
こ
こ
で
、
追
履
行
請
求
の
う
ち
で
も
代
替
物
の
引
渡
し
が
選
択
さ
れ
た
場
合
、
買
主
の
許
に
あ
る
瑕
疵
物
の
帰
属
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
民
法
四
三
九
条
で
は
、
二
〇
一
八
年
改
正
前
の
四
項
に
お
い
て
、「
売
主
が
追
履
行
の
た
め

に
瑕
疵
の
な
い
物
を
引
き
渡
す
場
合
、
売
主
は
、
三
四
六
条
か
ら
三
四
八
条
の
規
定
に
従
い
、
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
を
買
主
に
対
し
て
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
解
除
の
効
果
を
規
定
す
る
三
四
六
条
は
、
受
領
し
た
も
の
の
返
還
に
と
ど
ま

ら
ず
、
そ
こ
か
ら
得
た
利
益
の
返
還
も
義
務
づ
け
る
（
同
条
一
項
お
よ
び
二
項
一
文
一
号
）。
草
案
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
解
除
効
果

規
定
を
準
用
す
る
こ
と
で
、
使
用
利
益
も
含
め
、
買
主
に
包
括
的
な
返
還
義
務
を
課
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
。
代
替
物
の
引
渡
し
に
よ
っ

て
買
主
は
瑕
疵
の
な
い
物
を
得
る
以
上
、
瑕
疵
物
や
そ
れ
を
利
用
し
て
得
た
利
益
を
無
償
で
得
る
こ
と
が
疑
問
視
さ
れ
、
以
上
の
よ
う
な

改
正
が
な
さ
れ
た
（
14
）

。
こ
の
よ
う
に
、
草
案
理
由
書
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
代
物
給
付
の
場
合
に
も
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
が
肯
定
さ

れ
る
。

）
五
二
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
五
六

し
か
し
、
二
〇
一
八
年
改
正
前
四
三
九
条
四
項
そ
れ
自
体
は
、
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
に
つ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

三
四
六
条
か
ら
三
四
八
条
に
従
う
べ
き

こ
と
を
規
律
す
る
も
の
と
も
読
め
る
。
ま
た
、
消
費
者
物
品
売
買
指
令
（
15
）

三
条
三
項
一
文
お
よ
び
四
項
は
、
消
費
者
た
る
買
主
が
無
償
の
修

補
ま
た
は
無
償
の
代
物
給
付
を
請
求
で
き
る
こ
と
を
定
め
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
使
用
利
益
返
還
義
務
を
課
す
こ
と
が
同
指
令
と
の
関
係
で

許
容
さ
れ
る
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
一
年
の
債
務
法
改
正
の
段
階
か
ら
学
説
上
の
争
い
が
生
じ
、
二
〇
〇
五
年
に
は
裁
判
で

争
わ
れ
る
ま
で
に
発
展
し
た
。
ク
ヴ
ェ
レ
事
件
と
し
て
知
ら
れ
る
。
本
稿
で
こ
の
テ
ー
マ
は
前
提
に
属
す
る
う
え
、
事
件
の
概
要
や
各
審

級
に
お
け
る
判
断
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
既
に
優
れ
た
先
行
研
究
が
多
数
存
在
す
る
（
16
）

。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で

必
要
な
限
り
で
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

２
　
ク
ヴ
ェ
レ
事
件
と
二
〇
〇
八
年
改
正

ド
イ
ツ
の
第
一
審
判
決
（
17
）

お
よ
び
控
訴
審
判
決
（
18
）

は
、
と
も
に
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
し
た
（
19
）

。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
右
に
見

た
条
文
の
文
言
の
ほ
か
多
数
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
は
、
①
代
物
給
付
の
場
面
で
は
売
主
が
利
息
相
当
額
の
利
益
を
含
め
た
売

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

買
代
金
を
保
有
し
続
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
、
②
代
物
給
付
に
よ
り
買
主
が
新
品
を
入
手
し
て
利
益
を
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
使
用
利
益
と
同
一
で

は
な
く
、
な
お
か
つ
、
こ
れ
は
売
主
の
誤
っ
た
行
動

0

0

0

0

0

0

0

0

（
瑕
疵
あ
る
物
の
引
渡
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
に
起
因
す
る

0

0

0

0

0

以
上
、
売
主
が
負
担
す
べ
き
危
険
で
あ
る
こ

と
に
あ
っ
た
（
20
）

。

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
21
）

は
、（
下
級
審
判
決
と
同
様
に
）
買
主
に
使
用
利
益
返
還
を
義
務
づ
け
る
こ
と
の
問
題
を
理
解
・
共
有

し
つ
つ
も
（
22
）

、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
条
文
の
文
言
お
よ
び
立
法
者
意
思
に
反
す
る
と
し
て
、
改
正
前
四
三
九
条
四
項
は
使
用
利
益
の
返
還
義

務
を
含
む
も
の
と
解
し
た
（
23
）

。
も
っ
と
も
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
本
事
件
が
事
業
者
と
消
費
者
と
の
取
引
で
あ
り
、
右
に
見
た
よ
う
に
、

）
五
二
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
五
七

消
費
者
物
品
売
買
指
令
が
無
償
の
代
物
給
付
を
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
右
四
三
九
条
四
項
が
同
指
令
に
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
（
24
）

、
本
案
審
理
を
い
っ
た
ん
中
断
し
、
先
決
裁
定
を
求
め
て
欧
州
司
法
裁
判
所
へ
付
託
し
た
。

付
託
を
受
け
た
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
代
物
給
付
に
伴
い
消
費
者
に
使
用
利
益
の
償
還
を
義
務
づ
け
る
国
内
法
の
規
定
が
同
指
令
三
条

に
抵
触
す
る
旨
回
答
し
た
（
25
）

。
こ
こ
で
は
、
無
償
で
の
修
補
や
代
物
給
付
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
、
消
費
者
は
そ
の
金
銭
的
負
担
か
ら
そ
の

請
求
権
の
主
張
を
躊
躇
す
る
事
態
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
う
し
た
事
態
を
回
避
す
る
と
い
う
消
費
者
保
護
の
観
点
が
強
調
さ
れ
た
。

ま
た
、
消
費
者
が
代
物
給
付
に
よ
り
無
償
で
新
規
に
物
を
取
得
し
て
も
、
こ
れ
は
契
約
適
合
物
を
遅
れ
て
取
得
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
か
ら
不
当
利
得
と
は
な
ら
な
い
と
論
じ
る
。
こ
こ
で
は
、
売
主
は
、
義
務
を
適
切
に
履
行
し
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
不
完
全
履
行
の
効

果
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
改
め
て
本
事
件
に
判
決
を
下
す
に
あ
た
り
、
法
律
の
改
正
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
べ
き
隠
れ
た
欠
缺

が
存
在
す
る
と
論
じ
、
か
つ
、
改
正
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
対
応
と
し
て
消
費
者
契
約
に
お
い
て
は
同
規
定
の
限
定
解
釈
を
し
て
、
使
用
利

益
の
返
還
義
務
を
否
定
し
た
（
26
）

。
他
方
で
ド
イ
ツ
の
立
法
府
は
、
二
〇
〇
八
年
、
売
買
契
約
の
う
ち
で
も
消
費
者
契
約
に
限
っ
て
改
正
を
す

る
道
を
選
択
し
た
。
す
な
わ
ち
、
消
費
者
物
品
売
買
に
つ
い
て
規
定
す
る
四
七
四
条
の
二
項
一
文
に
、「
四
三
九
条
四
項
は
、
こ
の
款
で

定
め
る
売
買
契
約
に
お
い
て
は
、
使
用
利
益
の
返
還
ま
た
は
そ
の
価
値
の
償
還
を
要
し
な
い
も
の
と
し
て
適
用
す
る
。」
と
規
定
し
た
。

そ
の
後
の
改
正
に
よ
り
、
右
規
定
は
四
七
四
条
五
項
一
文
を
経
て
、
現
在
四
七
五
条
三
項
に
移
動
し
、
ま
た
四
三
九
条
四
項
も
同
条
五
項

に
移
っ
た
が
、
と
も
に
そ
の
内
容
に
は
変
更
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
現
行
四
七
五
条
三
項
の
反
対
解
釈
お
よ
び
四
三
九
条
五
項
（
さ
ら
に
は
連
邦
通
常
裁
判
所
の
先
決
手
続
申
立
決
定
）
に
従
え

ば
、
消
費
者
物
品
売
買
で
は
な
く
一
般
の
売
買
の
代
物
給
付
事
案
で
は
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
が
肯
定
さ
れ
る
（
27
）

。
他
方
で
、
ク

）
五
二
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
五
八

ヴ
ェ
レ
事
件
の
下
級
審
判
決
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
実
質
論
（
①
②
）
に
よ
る
な
ら
ば
、
一
般
の
売
買
契
約
に
お
い
て
使
用
利
益
返
還
義

務
を
負
う
か
は
、
解
釈
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
28
）

。
事
実
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
般
の
売
買
契
約
に
お
い
て
も
、
解
除
と
は

0

0

0

0

状
況
が
異
な
る
こ
と
を
強
調
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
代
物
給
付
を
受
け
る
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
29
）（

た

だ
し
こ
の
場
合
、
買
主
は
、
瑕
疵
物
を
無
償
で
使
用
し
、
な
お
か
つ
新
規
に
耐
用
年
数
の
伸
び
た
物
を
取
得
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
伸
長
利
益
を
ど
う
扱

う
か
（
不
当
利
得
と
な
る
か
）
が
、
目
的
物
の
性
質
や
利
得
の
押
付
け
と
関
連
し
て
議
論
さ
れ
る
（
30
）

）。
こ
れ
を
受
け
、
我
が
国
で
の
解
釈
と
し
て
も
、

代
物
給
付
の
場
合
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
31
）

。

３
　
契
約
不
適
合
解
除
の
場
合
へ
の
議
論
波
及

そ
れ
で
は
、
代
物
給
付
の
局
面
で
展
開
さ
れ
た
右
議
論
は
、
解
除
局
面
で
の
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
中
古
車
の
売
買
契
約
を
解
除
し
た
消
費
者
が
使
用
利
益
の
返
還
義
務
を
負
う
か
が
争
わ

れ
た
二
〇
〇
九
年
の
判
決
に
お
い
て
、
解
除
の
場
合
に
は
消
費
者
も
ま
た
使
用
利
益
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
消
費
者

物
品
売
買
指
令
に
抵
触
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
ク
ヴ
ェ
レ
事
件
に
お
け
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
断
と
も
矛
盾
し
な
い
旨
判
示
し
て
い

る
（
32
）

。
こ
こ
で
は
、
消
費
者
契
約
（
ひ
い
て
は
同
指
令
と
の
関
係
）
に
限
定
せ
ず
、
一
般
の
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
事
案
を
念
頭
に
置
い
て

検
討
し
よ
う
。

こ
の
点
、
使
用
利
益
返
還
義
務
が
否
定
さ
れ
る
根
拠
を
、
右
の
①
、
す
な
わ
ち
代
物
給
付
の
場
合
に
は
売
主
が
利
息
相
当
の
利
益
を
保

持
し
続
け
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
右
の
代
物
給
付
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
及
ば

な
い
（
33
）

。
解
除
さ
れ
れ
ば
、
売
主
は
、
受
領
済
み
の
代
金
相
当
額
に
利
息
を
付
し
て
買
主
に
返
還
す
る
か
ら
で
あ
る
（
民
法
五
四
五
条
二
項
）。

）
五
二
五
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
五
九

こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
解
除
の
場
合
に
は
使
用
利
益
返
還
義
務
が
肯
定
さ
れ
る
。
事
実
、
ク
ヴ
ェ
レ
事
件
を
我
が
国
に
紹
介
す
る
先
行

研
究
の
中
に
は
、
解
除
の
場
合
に
は
売
主
が
受
領
済
み
の
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
す
る
こ
と
に
着
目
し
、
解
除
の
場
合
に
は
使
用
利

益
返
還
義
務
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
映
る
も
の
も
あ
る
（
34
）

。

他
方
、（
消
費
者
に
追
加
支
出
を
さ
せ
な
い
と
い
う
）
消
費
者
保
護
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
右
の
②
売
主
の
義
務
違
反
に
着
目
す
る
論
理
も

あ
り
得
る
。
ク
ヴ
ェ
レ
事
件
の
第
一
審
判
決
お
よ
び
控
訴
審
判
決
が
、
①
の
バ
ラ
ン
ス
論
と
は
別
に
、
②
売
主
が
瑕
疵
物
を
給
付
し
た
こ

と
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
が
思
い
起
さ
れ
る
。
ま
た
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
決
定
で
も
、
売
主
の
義
務
違
反
か
ら
消
費
者
た
る
買
主
の
使
用

利
益
返
還
義
務
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
売
主
の
義
務
違
反
に
着
目
す
れ
ば
、
代
物
給
付
に
限
ら
ず
、
解

除
の
場
合
に
も
同
様
に
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
が
否
定
さ
れ
て
お
か
し
く
な
い
。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
解
除
の
場
合
、

使
用
利
益
返
還
義
務
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
（
三
四
六
条
・
三
四
七
条
）、
こ
の
売
主
の
義
務
違
反
を
、
ど
の
よ
う
な
形
で
斟

酌
す
べ
き
か
が
問
題
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
い
ま
、
こ
う
し
た
売
主
の
債
務
不
履
行
に
着
目
し
て
使
用
利
益
の
帰
属
先
如
何
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
契
約
不
適
合
物

の
引
渡
し
を
受
け
た
買
主
が
（
解
除
と
共
に
）
売
主
に
填
補
賠
償
を
求
め
た
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
章
に
て
、
解
除
の
原

状
回
復
と
し
て
の
使
用
利
益
返
還
義
務
と
填
補
賠
償
（
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。）

五
二
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
六
〇

Ⅲ
　
契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨

─
解
除
と
填
補
賠
償
請
求
の
競
合

１
　
我
が
国
に
お
け
る
議
論
状
況

⑴

　解
除
と
共
に
す
る
填
補
賠
償
請
求

ま
ず
、
我
が
国
に
お
け
る
議
論
状
況
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
点
、
我
が
国
で
は
民
法
制
定
以
来
、
解
除
権
の
行
使
は
、
損
害
賠
償

の
請
求
を
妨
げ
な
い
も
の
と
さ
れ
る
（
改
正
前
五
四
五
条
三
項
、
現
行
同
条
四
項
）。
学
説
で
は
、
契
約
の
解
除
に
契
約
の
遡
及
的
消
滅
と
い

う
効
果
を
与
え
る
直
接
効
果
説
が
支
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
こ
で
の
損
害
賠
償
は
信
頼
利
益
賠
償
に
限
ら
れ
る
と
の
議
論
も

一
部
あ
っ
た
も
の
の
（
35
）

、
債
権
法
改
正
前
の
段
階
か
ら
、（
法
的
構
成
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
）
履
行
利
益
（
積
極
的
契
約
利
益
）
の
賠
償
ま
で
認

め
ら
れ
る
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
（
36
）

。
判
例
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
契
約
を
解
除
し
た
場
合
の
損
害
額
の
算
定
基
準
時
に
関
す

る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る
最
判
昭
和
二
八
年
一
二
月
一
八
日
民
集
七
巻
一
二
号
一
四
四
六
頁
は
、
契
約
を
解
除
し
た
買
主
が
填

補
賠
償
請
求
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
我
が
国
で
は
、
解
除
と
損
害
賠
償
の
択
一
構
成
を
採
用
し
て
い
た
ド

イ
ツ
と
異
な
り
、
以
前
よ
り
、
解
除
後
に
履
行
利
益
の
賠
償
請
求
が
で
き
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
繰
り
返
し

に
な
る
が
、
二
〇
一
七
年
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
は
、
填
補
賠
償
請
求
が
で
き
る
一
場
合
と
し
て
契
約
が
解
除
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ

た
こ
と
で
（
四
一
五
条
二
項
三
号
後
段
）、
解
除
後
に
履
行
利
益
の
賠
償
請
求
が
で
き
る
こ
と
は
揺
ら
が
な
い
も
の
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
解
除
と
共
に
す
る
填
補
賠
償
請
求
の
場
合
、
買
主
は
代
金
支
払
義
務
を
免
れ
、
あ
る
い
は
給
付
済
み
の
代
金
相
当
額
の
返
還

を
受
け
る
関
係
で
、
填
補
賠
償
請
求
に
あ
た
っ
て
は
こ
の
反
対
給
付
分
を
控
除
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
価
一
〇
〇
万
円
の
目

的
物
を
九
〇
万
円
で
購
入
し
た
買
主
が
契
約
を
解
除
し
た
う
え
で
売
主
に
填
補
賠
償
請
求
す
る
場
合
、
損
害
は
差
額
利
益
で
あ
る
一
〇
万

）
五
二
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
六
一

円
と
な
る
（
時
価
一
〇
〇
万
円
の
物
を
一
〇
〇
万
円
で
購
入
し
て
一
一
〇
万
円
で
転
売
予
定
で
あ
っ
た
場
合
も
同
様
）。
学
説
に
お
い
て
も
理
解
の
一

致
が
見
ら
れ
る
（
37
）

。
こ
れ
は
、
履
行
さ
れ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
の
実
現
を
図
る
と
い
う
見
地
か
ら
考
え
て
も
合
点
が
い
く
。
本

旨
履
行
が
な
さ
れ
た
場
合
、
買
主
自
身
も
反
対
給
付
と
し
て
代
金
支
払
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
で
、
契
約
目
的
物
お
よ
び
そ
こ
か
ら
の
利

益
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

⑵

　使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償

他
方
、
損
害
賠
償
の
分
野
に
お
い
て
、
目
的
物
の
本
体
的
価
値
と
は
別
の
抽
象
的
利
用
利
益
、
す
な
わ
ち
、
本
旨
履
行
が
な
さ
れ
た
な

ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
利
用
利
益
は
ど
う
扱
わ
れ
て
き
た
か
。

こ
の
点
、
裁
判
例
の
中
に
は
、
目
的
物
そ
れ
自
体
の
価
値
で
は
な
く
そ
の
利
用
価
値
の
賠
償
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
。
売
買
契
約
に
お

い
て
、
売
主
が
目
的
物
の
引
渡
し
を
遅
滞
し
た
場
合
に
、
遅
滞
中
に
目
的
物
を
利
用
し
て
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
賠
償
を
認
め
た
最

判
昭
和
三
九
年
一
〇
月
二
九
日
民
集
一
八
巻
八
号
一
八
二
三
頁
の
ほ
か
、
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
二
月
二
九
日
判
時
六
七
六
号
四
四
頁
は
、

旅
館
の
建
築
請
負
契
約
に
お
い
て
工
事
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
事
案
で
、
そ
の
修
補
費
用
だ
け
で
な
く
、
水
漏
れ
に
よ
り
客
室
が
使
用
不
能
で

あ
っ
た
期
間
に
つ
き
客
室
使
用
料
の
一
部
の
賠
償
を
認
め
て
い
る
（
38
）

。

こ
れ
に
対
し
、
学
説
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
近
時
、
荻
野
奈
緒
は
、「
填
補
賠
償
」
の
外
延
に
も
不
明
瞭
な
点
が
あ
る
と
し
、
履

行
利
益
賠
償
は
、「
本
来
の
給
付
の
価
値
の
賠
償
だ
と
の
見
方
」
と
「
債
務
の
本
旨
に
従
っ
た
履
行
が
あ
っ
た
場
合
の
利
益
状
態
を
回
復

さ
せ
る
に
足
る
だ
け
の
損
害
賠
償
だ
と
の
見
方
」
と
が
あ
る
と
整
理
す
る
（
39
）

。
後
者
が
多
数
派
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
前
者
の
見
方

も
「
給
付
の
価
値
」
の
捉
え
方
次
第
で
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
両
者
を
比
べ
れ
ば
前
者
の
方
が
狭
い
場
合
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お

）
五
二
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
六
二

り
（
40
）

、
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
を
め
ぐ
っ
て
も
同
様
の
傾
向
が
指
摘
で
き
そ
う
で
あ
る
。

事
実
、
填
補
賠
償
に
つ
き
後
者
に
属
す
る
も
の
の
中
に
は
、
得
べ
か
り
し
利
益
（
逸
失
利
益
）
の
例
と
し
て
、
使
用
利
益
を
挙
げ
、「
契

約
の
目
的
物
の
引
渡
し
が
履
行
期
に
さ
れ
た
な
ら
ば
債
権
者
が
そ
の
目
的
物
を
利
用
し
て
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
利
益
（
使
用
利
益
）

も
、
得
べ
か
り
し
利
益
で
あ
る
」
と
明
確
に
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
（
41
）

。

ま
た
、
潮
見
佳
男
は
、
売
買
目
的
物
の
契
約
不
適
合
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
に
お
い
て
、
客
体
損
害
と
総
体
財
産
損
害
と
を
区
別
し

た
う
え
で
、
後
者
に
お
け
る
「
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
た
な
ら
ば
債
権
者
（
買
主
）
が
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
」
と
は
、

「
契
約
に
適
合
し
た
履
行
が
あ
れ
ば
、
買
主
が
契
約
に
適
合
し
た
売
買
目
的
物
を
用
い
て
、
ど
の
よ
う
に
み
ず
か
ら
の
行
動
を
決
定
し
、

展
開
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
、
す
な
わ
ち
、
買
主
が
売
買
目
的
物
を
ど
の
よ
う
に
使
用
収
益
・
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
観
点

か
ら
捉
え
た
と
き
に
、
こ
の
使
用
収
益
・
処
分
に
係
る
自
己
決
定
の
結
果
と
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
喪
失
（
消
極
的

損
害
）
を
損
害
と
し
て
捉
え
、
そ
の
賠
償
を
認
め
る
も
の
（
42
）

」
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
総
体
財
産
損
害
は
、「
買
主
の
財
産
管
理
・
処
分
の

権
限
に
結
び
付
け
ら
れ
た
損
害
で
あ
っ
て
、
当
該
具
体
的
な
売
買
契
約
が
買
主
の
財
産
管
理
・
処
分
の
権
限
に
関
し
て
ど
こ
ま
で
そ
の
権

限
の
行
使
・
不
行
使
を
保
障
し
て
い
る
の
か
、
契
約
に
適
合
し
な
い
物
を
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
買
主
の
自
由
な
人
格
の
展
開
が
制
約

を
受
け
た
と
き
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
利
益
を
ど
こ
ま
で
売
主
に
転
嫁
し
て
い
る
の
か
を
、
当
該
契
約
に
お
け
る
合
意
内
容
お
よ

び
契
約
目
的
を
考
慮
に
入
れ
て
評
価
す
べ
き
（
43
）

」
と
説
く
。

さ
ら
に
、
森
田
宏
樹
は
、
数
量
不
足
の
場
合
の
履
行
利
益
賠
償
が
問
題
と
な
っ
た
最
判
昭
和
五
七
年
一
月
二
一
日
民
集
三
六
巻
一
号

七
一
頁
の
評
釈
に
お
い
て
、
履
行
利
益
と
い
っ
て
も
一
律
の
も
の
で
は
な
く
、
売
主
の
履
行
義
務
の
具
体
的
内
容
に
よ
っ
て
、
不
履
行
責

任
の
賠
償
範
囲
に
含
ま
れ
る
利
益
（
履
行
利
益
の
内
容
）
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
44
）

。

）
五
六
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
六
三

こ
う
し
た
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
本
体
的
価
値
の
賠
償
と
は
別
に
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
か
否
か
は
、
解
除
者
が
契
約
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
利
益
の
保
持
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
契
約
に
お
い
て
買
主
の
購
入
目
的
が
如
何
な
る
も

の
で
あ
っ
た
か
、
買
主
の
使
用
目
的
・
方
法
等
が
契
約
に
お
い
て
ど
う
評
価
さ
れ
、
売
主
は
何
を
請
け
負
っ
た
の
か
な
ど
に
着
目
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
自
動
車
な
ど
、
買
主
の
日
常
的
使
用
が
当
然
に
予
定
さ
れ
る
目
的
物
が
契
約
の
対
象
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
契
約
適

合
物
が
引
き
渡
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
使
用
利
益
（
逸
失
利
益
）
の
賠
償
が
、
既
に
我
が
国
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
評
し

う
る
。

⑶

　解
除
の
原
状
回
復
と
填
補
賠
償
と
の
競
合
調
整

─
非
遡
及
構
成
に
よ
る
評
価
矛
盾
の
解
消
？

以
上
の
と
お
り
、
我
が
国
で
も
、
⑴
契
約
を
解
除
し
た
場
合
に
も
解
除
者
は
相
手
方
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
た
履
行
利
益
の
賠
償

請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
⑵
契
約
不
適
合
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
に
お
い
て
、
客
体
損
害
だ
け
で
な
く
、
契
約
適
合
物
が
履

行
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
こ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
利
益
を
損
害
と
捉
え
、
そ
の
賠
償
請
求
を
認
め
る
理
論
が
既
に
提
示
さ
れ
る

に
至
っ
て
い
た
。
両
者
を
単
純
に
組
み
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
契
約
不
適
合
を
理
由
に
契
約
を
解
除
し
た
買
主
も
、（
売
主
に
免
責
事
由
が
あ

る
例
外
的
場
面
は
別
と
し
て
）
契
約
適
合
物
が
履
行
さ
れ
た
な
ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
利
用
利
益
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

る
。も

っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
形
で
単
純
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
へ
の
懸
念
も
あ
る
。
解
除
を
し
た
買
主
は
、
解
除
の
効
果
と
し
て
使
用
利

益
返
還
義
務
を
負
う
。
契
約
が
な
か
っ
た
状
態
が
実
現
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
は
、
本
旨
履
行
が
な
さ

れ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
を
実
現
す
る
。
こ
う
し
て
両
者
を
認
め
る
こ
と
は
評
価
矛
盾

0

0

0

0

を
孕
む
。
か
つ
て
北
村
実
は
、「
原
状

）
五
六
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
六
四

回
復
を
契
約
締
結
前
の
状
態
、
契
約
締
結
な
く
ば
現
に
あ
る
べ
き
状
態
、
あ
る
い
は
履
行
前
の
状
態
な
ど
と
、
一0

般
的
状
態
と
し
て
捉
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
と

0

0

履
行
利
益
の
賠
償
と
調
和
し
な
い
（
45
）

」（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
形
で
右
の
評
価
矛
盾
を
指
摘
し
て
い
た
。

北
村
が
指
摘
し
た
当
時
の
学
説
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
評
価
矛
盾
を
解
消
す
べ
く
、
損
害
賠
償
を
信
頼
利
益
賠
償
に
限
定
す
る
前
述
の

見
解
の
ほ
か
、
改
正
前
五
四
五
条
三
項
の
損
害
賠
償
は
（
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
た
損
害
賠
償
で
あ
る
と
解
し
つ
つ
も
）
契
約
締
結
前
の
状

態
を
回
復
す
る
た
め
の
も
の
と
位
置
付
け
る
も
の
が
あ
っ
た
（
46
）

。
い
ず
れ
も
原
状
回
復
を
優
先
す
る
形
で
両
者
を
調
整
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
え

る
。
し
か
し
、
解
除
と
共
に
す
る
損
害
賠
償
は
填
補
賠
償
を
含
む
（
四
一
五
条
二
項
三
号
後
段
）
以
上
、（
原
状
回
復
的
損
害
賠
償
を
排
除
す
る

も
の
で
は
な
い
も
の
の
）
損
害
賠
償
を
原
状
回
復
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
は
改
正
法
に
沿
わ
な
い
。

北
村
は
、
以
上
の
学
説
と
異
な
り
、
右
の
評
価
矛
盾
を
解
消
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
解
除
論
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
現
実
に

解
除
・
損
害
賠
償
が
果
た
し
て
い
る
役
割
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
、
逆
に
解
除
、
原
状
回
復
を
損
害
賠
償
に
従
属
さ
せ
て
、
損
害
賠
償
は

債
務
不
履
行
に
よ
る
履
行
利
益
の
賠
償
と
し
つ
つ
、
原
状
回
復
を
給
付
物
の
返
還
に
つ
き
る
も
の
と
捉
え
、
か
つ
、
解
除
に
よ
り
契
約
債

権
関
係
は
、
消
滅
せ
ず
、
ま
し
て
は
遡
及
的
消
滅
な
ど
せ
ず
、
原
状
回
復
を
含
む
損
害
賠
償
関
係
へ
変
形
す
る
と
考
え
る
し
か
な
い
（
47
）

」。

北
村
は
こ
う
主
張
し
て
、
法
定
解
除
の
原
状
回
復
と
は
契
約
を
結
ば
な
か
っ
た
状
態
の
回
復
で
は
な
い
と
主
張
す
る
三
宅
正
男
の
見
解
（
48
）

を
、
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
引
用
し
て
い
た
。
近
時
、
福
田
清
明
も
、（
解
除
が
消
極
的
利
益
の
回
復
に
向
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
と
の
連
邦

通
常
裁
判
所
判
決
の
前
提
理
解
を
疑
い
）
レ
ー
ザ
ー
や
ク
レ
ー
プ
ス
の
解
除
論
を
参
考
に
、
解
除
は
消
極
的
利
益
に
も
積
極
的
利
益
に
も
向

け
ら
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
と
も
費
用
賠
償
と
も
結
合
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
49
）

。

こ
う
し
た
解
除
論
は
、
本
稿
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
魅
力
的
に
映
る
。
そ
も
そ
も
筆
者
も
ま
た
、
原
物
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
の

内
容
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
原
状
回
復
に
お
い
て
相
手
方
の
状
態
回
復
を
至
上
命
題
と
し
、
価
額
償
還
を
そ
れ
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て

）
五
六
二
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
六
五

捉
え
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
述
べ
た
（
50
）

。
解
除
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
原
状
回
復
が
何
を
目
的
と
す
る
の
か
は
、
各
論
的
問
題
の
検
討
を

通
し
て
今
後
も
考
察
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
し
、
右
の
よ
う
な
形
で
評
価
矛
盾
が
解
消
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
に
は
疑
問
も
あ
る
。
原
状
回
復
の
目
的
を
（
北
村
の
い
う
）「
一
般

的
状
態
」
と
し
て
捉
え
ず
、
給
付
物
の
取
戻
し
と
す
る
理
解
は
成
り
立
ち
う
る
と
し
て
も
、
原
物
返
還
や
使
用
利
益
返
還
が
現
に
〈
契
約

が
な
か
っ
た
状
態
〉
の
実
現
に
奉
仕
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
否
定
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
い
う
〈
契
約
が
な
か
っ
た
状
態
〉

と
は
、
契
約
締
結
前
の
状
態
か
、
履
行
前
の
状
態
か
、
契
約
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
か
を
問
わ
な
い
。
解
除
や
原
状

回
復
の
目
的
を
如
何
に
解
し
よ
う
と
も
、
原
物
返
還
や
使
用
利
益
返
還
に
は
右
の
意
味
で
の
〈
契
約
が
な
か
っ
た
状
態
〉
の
回
復
と
い
う

作
用
0

0

が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
や
は
り
、
本
旨
履
行
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
賠
償
を
求
め
る
填
補
賠
償
と
は
、
評
価

矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
こ
の
点
で
、
鶴
藤
が
、「
解
除
と
履
行
利
益
の
賠
償
と
の
志
向
す
る
方
向
の
違

い
か
ら
、
解
除
を
非
遡
及
的
に
捉
え
な
お
し
た
と
し
て
も
、
解
除
後
も
な
お
、
履
行
利
益
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
は
矛
盾

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
（
51
）

」
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
が
思
い
起
さ
れ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
我
が
国
で
の
こ
の
点
の
議
論
は
、（
解
除
者
の
填
補
賠
償
請
求
を
認
め
る
通
説
を
前
提
と
す
れ
ば
）
填
補
賠
償
ま
で
認
め
ら

れ
る
と
い
う
帰
結
と
矛
盾
し
な
い
解
除
の
法
的
構
成
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
（
52
）

。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿
が
扱
う
使
用
利
益
返

還
義
務
と
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
と
の
競
合
は
、
評
価
矛
盾
問
題
が
具
体
的
事
例
の
処
理
に
お
い
て
現
れ
る
。
解
除
に
よ
る
原
状
回

復
と
填
補
賠
償
と
の
ベ
ク
ト
ル
の
違
い
（
53
）

が
、
使
用
利
益
の
帰
趨
レ
ベ
ル
で
ど
う
考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
。
解
除
と
填
補
賠
償
の
競
合
を
一
般

的
に
は
認
め
て
も
、「
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
ま
で
肯
定
す
れ
ば
、
解
除
の
効
果
と
し
て
の
使
用
利
益
返
還
義
務
が
否
定
さ
れ
る
に

等
し
い
」
と
の
論
理
で
、
こ
れ
を
認
め
な
い
解
釈
も
あ
り
得
る
。
解
除
と
填
補
賠
償
と
が
競
合
す
る
こ
と
を
前
提
に
（
つ
ま
り
五
四
五
条
四

）
五
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
六
六

項
お
よ
び
四
一
五
条
二
項
三
号
後
段
を
前
提
に
）、
法
効
果
面
で
の
競
合
に
お
け
る
調
整
の
要
否

0

0

が
議
論
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
我
が
国
に
お
け
る
議
論
が
以
上
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
次
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
点
の
議
論
を
概

観
し
よ
う
（
54
）

。

２
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
状
況

⑴

　前

　提

前
述
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
民
法
は
、
債
務
法
改
正
に
お
い
て
解
除
と
損
害
賠
償
法
と
の
択
一
構
成
を
捨
て
、
我
が
国
と
同
様
、
解
除
権

の
行
使
は
、
損
害
賠
償
請
求
を
妨
げ
な
い
旨
規
定
し
た
（
三
二
五
条
（
55
）

）。
そ
こ
で
、
契
約
の
解
除
を
し
た
買
主
は
、
一
方
で
解
除
効
果
規
定

で
あ
る
三
四
六
条
と
三
四
七
条
に
従
っ
て
使
用
利
益
を
売
主
に
返
還
す
る
義
務
を
負
い
つ
つ
も
、
他
方
で
損
害
賠
償
請
求
の
要
件
を
満
た

す
限
り
売
主
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
債
権
者
は
、
契
約
を
解
除
し
つ
つ
も
、
清
算
債
務
関
係
に
基
づ
く
請
求
権

だ
け
で
な
く
、
契
約
不
適
合
を
理
由
と
す
る
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
ド
イ
ツ
民
法
四
三
七
条
三
号
、
二
八
〇

条
一
項
、
同
条
三
項
、
二
八
一
条
）。
解
除
と
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
と
の
併
存
は
、
両
者
の
法
律
効
果
面
で
の
競
合
を
生
じ
さ
せ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
買
主
が
解
除
を
選
択
せ
ず
、
契
約
を
維
持
し
た
ま
ま
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
求
め
る
場
合
に
も
現
れ

る
（
以
下
で
は
こ
の
場
合
を
「
解
除
な
し
の
填
補
賠
償
請
求
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
）。
契
約
不
適
合
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
買
主
が
給
付
に
代
わ

る
損
害
賠
償
を
求
め
る
場
合
、
買
主
の
許
に
あ
る
契
約
不
適
合
物
の
帰
属
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
民
法
二
八
一
条
五
項
は
、

「
債
権
者
が
全
部
の
給
付
に
代
え
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
三
四
六
条
か
ら
三
四
八
条
ま
で
に
基
づ
き
、
既
に

給
付
し
た
も
の
の
返
還
を
直
ち
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
、
解
除
効
果
規
定
で
あ
る
三
四
六
条
は
、
受
領

）
五
六
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
六
七

し
た
給
付
の
返
還
だ
け
で
な
く
、
使
用
利
益
の
返
還
を
も
義
務
づ
け
て
い
る
（
同
条
一
項
、
二
項
一
号
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
準
用
に
よ

れ
ば
、
買
主
は
、
受
領
し
た
契
約
不
適
合
物
を
売
主
に
返
還
す
る
だ
け
で
な
く
、
契
約
不
適
合
物
を
利
用
し
て
得
た
利
益
を
も
売
主
に
返

還
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
解
除
と
共
に
す
る
損
害
賠
償
請
求
の
場
合
と
同
様
、
買
主
は
使
用
利
益
返
還
義
務
を
負
い
つ
つ
、
損

害
賠
償
請
求
が
で
き
る
と
い
う
構
図
に
な
る
。

⑵

　争

　点

も
っ
と
も
、
我
が
国
で
の
議
論
状
況
を
概
観
し
た
際
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
使
用
利
益
の
返
還
は
、
契
約
が
な
か
っ
た
状
態
の
実
現

に
奉
仕
す
る
の
に
対
し
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
（
填
補
賠
償
）
は
、
本
旨
履
行
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
を
実
現

す
る
。
こ
れ
は
、
解
除
と
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
指
す
方
向
が
異
な
る
こ
と
の
顕
著
な
表
れ
で
あ
る
（
56
）

。
両
者

は
、
ど
う
い
っ
た
状
態
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
か
に
関
す
る
「
評
価
矛
盾
」（W

ertungsw
iederspruch

）
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、
解

除
を
選
択
し
た
買
主
に
使
用
利
益
返
還
義
務
を
課
し
つ
つ
、
本
旨
履
行
が
あ
っ
た
な
ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
使
用
利
益
の
賠
償
請
求
を
認
め

て
よ
い
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
（
解
除
な
し
の
填
補
賠
償
請
求
の
場
合
、
二
八
一
条
五
項
が
三
四
六
条
以
下
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う
評
価
す
べ

き
か
が
問
題
と
さ
れ
る
）。

周
知
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
民
法
典
起
草
過
程
お
よ
び
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
で
は
、
解
除
と
損
害
賠
償
と
は
実
現
す
べ
き
方
向
性
が
正
反
対

で
あ
り
論
理
的
に
両
立
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、
解
除
と
損
害
賠
償
の
択
一
構
成
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
（
57
）

。
債
務
法
改
正
に
よ

り
択
一
構
成
が
廃
棄
さ
れ
て
併
存
構
成
が
採
用
さ
れ
た
現
在
、
今
度
は
、
使
用
利
益
返
還
義
務
と
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
と
の
間
の

調
整
を
め
ぐ
っ
て
、
再
度
、
両
者
の
目
指
す
方
向
性
が
異
な
る
こ
と
が
議
論
の
焦
点
と
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
法
効
果
面
で
競
合
す
る
以

）
五
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
六
八

上
、
そ
の
調
整
の
要
否
が
議
論
さ
れ
る
（
58
）

。

こ
の
点
、
た
と
え
ば
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
契
約
上
の
等
価
関
係
が
維
持
さ
れ
、
損
害
算
定
に
お
い
て
考
慮

さ
れ
る
べ
き
と
解
す
れ
ば
、
解
除
の
重
要
な
機
能
が
失
わ
れ
る
。
債
権
者
は
あ
た
か
も
契
約
を
解
除
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
処
理
さ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
解
除
の
結
果
と
し
て
契
約
上
の
等
価
関
係
が
破
棄
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
債
権
者
は
、
給
付
の
付
加

価
値
や
生
じ
た
で
あ
ろ
う
利
益
、
さ
ら
に
は
代
替
取
引
に
要
し
た
費
用
も
賠
償
請
求
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償

は
実
際
に
は
空
虚
な
も
の
と
な
る
（
59
）

。

こ
こ
で
解
釈
の
方
向
性
・
選
択
肢
と
し
て
は
、
①
両
者
を
認
め
る
こ
と
（
解
除
の
効
果
と
し
て
使
用
利
益
返
還
義
務
を
課
し
つ
つ
使
用
利
益
喪

失
損
害
の
賠
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
）
は
評
価
矛
盾
で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
に
、
解
除
効
果
規
定
の
価
値
判
断
を
尊
重
し
て
、
使
用
利
益

喪
失
損
害
の
賠
償
請
求
を
認
め
な
い
見
解
（
→
ア
）
や
、
損
害
賠
償
法
の
価
値
判
断
を
尊
重
し
て
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す

る
見
解
（
→
イ
）
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
と
は
対
照
的
に
、
②
両
者
の
評
価
矛
盾
を
否
定
す
る
理
解
も
あ
り
得
よ
う
（
→
ウ
）。
順
に
見
て
い
き

た
い
。

な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
二
〇
〇
七
年
一
一
月
二
八
日
判
決
（
60
）

（
以
下
で
「
二
〇
〇
七
年
判
決
」
と
呼
ぶ
）
と

二
〇
一
〇
年
四
月
一
四
日
判
決
（
61
）

（
以
下
で
「
二
〇
一
〇
年
判
決
」
と
呼
ぶ
）
と
が
あ
る
が
、
我
が
国
で
は
福
田
清
明
が
こ
れ
を
近
時
紹
介
し

て
い
る
（
62
）

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
判
決
文
そ
の
も
の
を
独
立
し
て
紹
介
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
両
判
決
が
述
べ
る
と
こ
ろ
も
右
議
論
対
立
の
中

に
消
化
さ
せ
て
整
理
す
る
構
成
を
採
る
（
両
判
決
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
注（
60
）と（
61
）を
参
照
さ
れ
た
い
）。

）
五
六
五
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
六
九

⑶

　議
論
状
況

ア

　解
除
効
果
規
定
優
先
説

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
両
者
（
使
用
利
益
返
還
と
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
）
の
評
価
矛
盾
を
前
提
に
、
解
除
効
果
規
定
の
価
値
判
断

を
尊
重
し
て
使
用
利
益
返
還
義
務
を
肯
定
し
、
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
請
求
を
認
め
な
い
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
二
五

条
の
改
正
を
受
け
、
一
般
的
に
は
、
解
除
後
に
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
く
と
も
、
使
用
利
益
に
関
し
て
は
損
害
賠
償
請

求
が
認
め
ら
れ
な
い
と
の
解
釈
で
あ
る
。
損
害
賠
償
法
は
解
除
効
果
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
領
域
に
は
立
ち
入
ら
な
い
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
、
オ
ッ
ト
ー
は
、
解
除
し
た
債
権
者
に
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
で
、
三
四
六
条
以
下
の
返
還

債
務
関
係
に
基
づ
く
法
的
処
理
を
覆
す
結
果
と
な
る
こ
と
に
否
定
的
な
態
度
を
示
す
。
受
領
し
た
給
付
の
返
還
に
関
す
る
当
事
者
間
の
リ

ス
ク
配
分
は
、
三
四
六
条
か
ら
三
四
八
条
で
完
結
し
て
い
る
と
考
え
る
（
63
）

。
三
四
六
条
以
下
は
、
受
領
物
の
清
算
だ
け
を
規
定
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
引
き
渡
さ
れ
た
対
象
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
益
の
帰
属
に
つ
い
て
も
完
結
的
に
規
定
し
て
い
る
と
解
す
る
な
ら

ば
、
別
途
、
解
除
し
た
債
権
者
が
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
と
し
て
使
用
利
益
喪
失
損
害
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
結
論
に
至
り

う
る
。

こ
の
立
場
の
根
拠
と
し
て
は
、
二
八
一
条
五
項
が
わ
ざ
わ
ざ
三
四
六
条
以
下
を
準
用
し
て
い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
も
し
損
害
賠
償

法
上
の
保
護
が
優
先
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
最
終
的
に
解
除
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
損
害
賠
償
法
に
よ
り
清
算
さ
れ
る
以
上
、
こ
の
準
用
は

余
計
（überflüssig

）
だ
か
ら
で
あ
る
（
64
）

。
損
害
賠
償
で
は
、
債
権
者
に
得
た
利
益
が
あ
れ
ば
こ
の
分
を
損
害
額
か
ら
控
除
す
る
の
は
自
明

で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
項
が
三
四
六
条
以
下
を
準
用
し
、
使
用
利
益
返
還
を
指
示
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
場
合
、
単
に

損
害
賠
償
に
あ
た
り
使
用
利
益
分
を
控
除
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
解
除
効
果
規
定
の
価
値
判
断
を
優
先
さ
せ
、
そ
の
部
分
に
は
損
害

）
五
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
七
〇

賠
償
法
を
適
用
し
な
い
と
い
う
価
値
判
断
の
表
れ
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
く
な
い
。

こ
う
し
た
理
解
は
、
学
説
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
上
級
地
方
裁
判
所
で
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
〇
七
年
の
連
邦
通
常

裁
判
所
判
決
の
原
審
は
、
確
か
に
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
も
二
八
〇
条
以
下
に
よ
る
損
害
賠
償
に
含
ま
れ
る
も
の
の
、
売
買
契
約
が

解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
買
主
の
許
に
使
用
利
益
を
残
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
、
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
を
認
め
な
い
。
解
除
の
場
合
、

買
主
に
は
使
用
利
益
の
返
還
義
務
が
あ
る
（
三
四
六
条
・
三
四
七
条
）
こ
と
も
、
こ
う
し
た
帰
結
を
指
示
す
る
と
説
く
（
65
）

。
解
除
と
共
に
す
る

損
害
賠
償
請
求
で
は
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
し
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
根
強
い
。
後
述
の
と
お
り

二
〇
〇
七
年
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
が
解
除
と
共
に
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
お
い
て
も
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
請
求
を
認
め
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
〇
年
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
の
原
審
は
、
二
〇
〇
七
年
判
決
に
異
を
唱
え
、
右
の
よ
う
な
解
除
効
果
規
定
を

優
先
す
る
解
釈
を
展
開
し
た
（
66
）

。

し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
、
二
〇
〇
七
年
判
決
で
も
二
〇
一
〇
年
判
決
で
も
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
二
〇
一
〇
年
判
決
は
、

右
の
よ
う
な
学
説
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
二
八
一
条
五
項
が
三
四
六
条
以
下
を
参
照
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
解
除
効

果
規
定
の
優
先
に
有
利
で
あ
る
と
理
解
す
る
（
67
）

。
し
か
し
、
二
〇
一
〇
年
判
決
に
よ
れ
ば
、
二
八
一
条
五
項
は
、
単
に
債
権
者
に
よ
り
返
還

さ
れ
る
べ
き
給
付
の
運
命
と
現
実
の
使
用
利
益
の
帰
属
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
債
権
者
の
も
と
で
生
じ
た
損
害
を
賠
償
さ
せ
る
べ

き
か
ど
う
か
、
ど
の
範
囲
で
賠
償
さ
せ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
命
題
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
68
）

。
こ
う
し
て
二
〇
一
〇
年
判
決
は
、

二
八
一
条
五
項
が
決
め
手
と
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
の
う
え
で
二
〇
〇
七
年
と
二
〇
一
〇
年
の
両
判
決
は
、
自
動
車
の
使
用
利
益
喪
失
損
害
も
賠
償
さ
れ
る
べ
き
損
害
に
含
ま
れ
る
こ
と

を
前
提
に
（
69
）

、
解
除
し
た
場
合
に
同
損
害
の
賠
償
請
求
を
否
定
す
る
こ
と
は
三
二
五
条
の
改
正
趣
旨
に
沿
わ
な
い
と
説
く
。
ま
ず
二
〇
〇
七

）
五
六
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
七
一

年
判
決
は
、
三
二
五
条
は
損
害
賠
償
を
求
め
る
権
利
が
契
約
の
解
除
に
よ
っ
て
も
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
使

用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
に
も
妥
当
す
る
と
考
え
る
（
70
）

。
こ
う
し
た
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
債
権
者
は
、
契
約
が
債
務
の

本
旨
に
従
っ
て
履
行
さ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
債
務
者
が
そ
の
契
約
上
の
義
務
に
違
反
し
な
か
っ
た
場
合
に
債
権
者
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

状
態
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
説
く
（
71
）

。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
判
決
に
よ
れ
ば
、
解
除
さ
れ
た
場
合
に
損
害
賠
償
の
適
用
範
囲
を
制
限

す
る
理
解
は
、
立
法
者
が
三
二
五
条
を
規
定
す
る
こ
と
で
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
、
す
な
わ
ち
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
履
行
利
益
の
賠

償
を
債
権
者
に
認
め
る
こ
と
に
反
す
る
。
二
〇
一
〇
年
判
決
は
、
損
害
賠
償
と
解
除
と
が
競
合
す
る
場
合
に
損
害
賠
償
を
個
別
に
行
使
し

た
場
合
と
比
較
し
て
債
権
者
が
不
利
に
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
草
案
理
由
書
の
指
摘
を
引
用
し
つ
つ
、
三
四
六
条
と
三
四
七
条
が

履
行
利
益
の
実
現
を
妨
げ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
、
立
法
者
の
意
思
に
応
え
る
こ
と
に
な
る
と
説
く
（
72
）

。

こ
う
し
て
解
除
効
果
規
定
を
優
先
さ
せ
る
見
解
は
、
三
二
五
条
の
改
正
目
的
に
沿
わ
な
い
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。

イ

　使
用
利
益
返
還
義
務
否
定
説

こ
れ
に
対
し
、
両
者
（
使
用
利
益
返
還
と
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
）
の
評
価
矛
盾
を
前
提
に
、
損
害
賠
償
法
を
優
先
さ
せ
、
解
除
の
原

状
回
復
に
お
け
る
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る
見
解
も
な
い
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
買
主
は
、
使
用
利
益
に
関
し
て
、
本
旨
履
行
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
（status ad quem

）
を
実
現
す

る
か
、
契
約
締
結
前
の
状
態
（status quo ante contractum

）
を
実
現
す
る
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
双
方
を
組
み

合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
し
、
買
主
が
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
場
合
に
は
、
売
主
は
解
除
法
に
基
づ
い
て
買
主
に

対
し
使
用
利
益
返
還
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
の
主
張
が
あ
る
。
こ
う
解
す
る
こ
と
で
、
使
用
利
益
に
関
し
て
本
旨
履
行
が
な

）
五
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
七
二

さ
れ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
が
達
成
さ
れ
る
と
す
る
（
73
）

。

確
か
に
、
代
物
給
付
の
局
面
で
も
二
八
一
条
五
項
と
ほ
ぼ
同
じ
文
言
の
解
釈
が
問
題
と
な
り
、
使
用
利
益
に
関
す
る
規
律
は
準
用
さ
れ

な
い
と
の
解
釈
も
有
力
に
主
張
さ
れ
る
以
上
（
Ⅱ
章
１
節
参
照
）、
二
八
一
条
五
項
で
も
同
様
の
解
釈
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然

で
あ
る
（
74
）

。
事
実
、
た
と
え
ば
グ
ゼ
ル
は
、
代
物
給
付
の
場
合
と
同
様
に
（
75
）

、（
評
価
矛
盾
を
前
提
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
）
買
主
が
使
用

利
益
を
返
還
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
形
に
二
八
一
条
五
項
を
目
的
論
的
に
制
限
す
る
解
釈
を
主
張
す
る
（
76
）（

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
使
用
利
益

返
還
義
務
を
否
定
す
る
場
合
、
代
物
給
付
で
の
議
論
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
（
Ⅱ
章
２
節
最
終
段
落
）、
債
権
者
が
損
害
賠
償
に
よ
り
利
得
を
得
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
耐
用
年
数
伸
長
利
益
の
控
除
と
い
う
形
で
の
利
益
調
整
の
余
地
が
残
る
（
77
）

）。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
は
、
解
除
な
し
の
填
補
賠
償
請
求
の
事
案
で
は
と
も
か
く
、
解
除
と
共
に
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
案
で

は
、
使
用
利
益
の
返
還
を
義
務
づ
け
る
三
四
六
条
・
三
四
七
条
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
適
用
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
難
し
さ
を
抱
え
る
（
78
）

。
そ
う
し
た

中
で
、
同
様
の
帰
結
を
解
除
事
案
で
も
実
現
す
る
方
途
が
、
次
に
見
る
、
単
純
競
合
説
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
実
際
、
右
に
見

た
グ
ゼ
ル
は
、
解
除
な
し
の
填
補
賠
償
請
求
で
は
二
八
一
条
五
項
の
目
的
論
的
制
限
に
よ
り
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る
も
の
の
、

解
除
と
共
に
す
る
填
補
賠
償
請
求
の
場
合
に
は
、
次
の
ウ
の
構
成
を
採
っ
て
い
る
（
79
）

。

ウ

　単
純
競
合
説
（
二
段
階
調
整
説
）

以
上
二
つ
の
理
解
は
、
と
も
に
、
解
除
を
選
択
し
た
買
主
に
使
用
利
益
返
還
義
務
を
課
し
つ
つ
、
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
請
求
を

認
め
る
こ
と
が
評
価
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
れ
を
評
価
矛
盾
と
捉
え
ず
、

両
者
の
併
存
を
認
め
る
理
解
が
あ
り
、
多
数
説
と
い
え
る
（
80
）

。

）
五
六
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
七
三

契
約
の
解
除
は
解
除
原
因
に
関
す
る
帰
責
性
を
要
件
と
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
三
四
六
条
以
下
は
一
方
当
事
者
に
帰
責
性
が
あ
る
ケ
ー
ス

に
と
っ
て
完
結
し
た
規
定
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
（
81
）

三
四
六
条
以
下
に
よ
る
清
算
は
、
両
当
事
者
間
の
調
整
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
中
間
段
階
に
す
ぎ
な

い
と
理
解
さ
れ
る
。
債
権
者
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
に
よ
り
反
対
給
付
義
務
を
免
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
も
の
の
、
そ
れ
を
超
え
て
、
解

除
効
果
法
上
の
リ
ス
ク
配
分
に
従
お
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
三
二
五
条
に
例
外
は
な
く
、
解
除
効
果
法
が
規
定
し
て
い
る
対
象
に
つ

い
て
も
、
損
害
賠
償
の
対
象
に
な
る
と
考
え
る
。
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
債
権
者
は
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
に
よ
り
、
積
極
的
利

益
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
り
本
旨
履
行
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

の
理
解
で
あ
る
（
82
）

。

二
〇
〇
七
年
判
決
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
三
二
五
条
は
、
損
害
賠
償
の
対
象
を
一
定
の
損
害
に
限
定
す
る
も
の
で
な
く
、
使
用
利
益
喪

失
損
害
の
賠
償
請
求
権
を
も
含
む
。
こ
の
こ
と
は
、
解
除
の
結
果
と
し
て
使
用
利
益
償
還
に
つ
い
て
規
定
す
る
三
四
六
条
お
よ
び
三
四
七

条
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
（
83
）

。
解
除
は
、
契
約
を
消
滅
さ
せ
る
の
で
な
く
、
単
に
返
還
債
務
関
係
に
変
容
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
既
に

給
付
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
契
約
の
清
算
を
規
定
す
る
三
四
六
条
以
下
は
、
本
質
的
に
契
約
当
事
者
の
消
極
的
利
益
の
回
復
を
目
的

と
す
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
解
除
前
に
実
際
に
得
た
使
用
利
益
あ
る
い
は
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
使
用
利
益
は
売
主
に
帰
属

す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
買
主
は
そ
う
し
た
利
益
の
償
還
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
三
二
五
条
に
関
す
る
立
法
者
の
決
定
に

よ
れ
ば
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
売
主
に
よ
る
本
旨
履
行
が
な
さ
れ
た
場
合
に
買
主
が
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
経
済
的
状
態
を

損
害
賠
償
に
よ
っ
て
求
め
る
権
利
は
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
結
果
と
し
て
買
主
は
、
自
ら
契
約
を
解
除
し
、
三
四
六
条
一
項
に
よ

り
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
と
引
き
換
え
に
売
買
代
金
の
返
還
を
受
け
、
使
用
利
益
の
償
還
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
給
付
さ
れ
た
物
に
瑕

疵
が
あ
っ
た
こ
と
で
生
じ
た
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（
84
）

。

）
五
六
一
（
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八
巻
第
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（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
七
四

ま
た
、
二
〇
一
〇
年
判
決
も
、
同
様
の
論
理
か
ら
二
〇
〇
七
年
判
決
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
（
85
）

。
こ
こ
で
は
、
二
〇
〇
七
年
判
決
に

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
指
摘
を
拾
い
上
げ
て
紹
介
し
よ
う
。
二
〇
一
〇
年
判
決
に
よ
れ
ば
、
三
四
六
条
と
三
四
七
条
は
解
除
の
結
果
と
し
て

の
使
用
利
益
償
還
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
は
完
結
し
た
規
定
で
は
な
い
（
86
）

。
解
除
は
、
契
約
を
取
り
除
く
の
で
は
な
く
、

契
約
を
単
に
返
還
債
務
関
係
に
作
り
替
え
る
も
の
で
あ
り
、
債
権
者
を
あ
ら
ゆ
る
点
で
契
約
が
決
し
て
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な

状
態
に
置
く
と
い
う
必
然
性
は
な
い
。
二
つ
の
法
効
果
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
確
か
に
買
主
は
、
三
四
六
条
・
三
四
七
条
に
よ
っ
て
使

用
利
益
を
売
主
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
方
で
、
二
八
〇
条
・
二
八
一
条
に
よ
っ
て
売
主
に
対
し
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
請

求
が
で
き
る
。
こ
れ
が
矛
盾
で
な
い
こ
と
は
、
解
除
と
損
害
賠
償
と
で
目
的
と
要
件
と
が
異
な
る
こ
と
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
。
帰
責
事

由
を
要
件
と
し
な
い
解
除
は
、
給
付
の
交
換
を
取
り
止
め
て
清
算
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
一
方
で
、
債
務
者
に
帰
責
事
由
が
あ
る
こ
と
を

要
件
と
す
る
損
害
賠
償
は
、
債
務
が
適
時
か
つ
適
切
に
履
行
さ
れ
た
場
合
と
同
じ
経
済
的
状
況
に
債
権
者
を
立
た
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
こ
う
し
た
二
段
階
の
調
整
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ
た
こ
と
は
矛
盾
で
は
な
く
、
立
法
者
が
意
図
し
、
両
者
を
併
存
さ
せ
た
論
理
的
帰
結

で
あ
る
（
87
）

。

こ
う
し
て
連
邦
通
常
裁
判
所
の
両
判
決
は
、
明
確
に
、
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
填
補
賠
償
請
求
が
で
き
る
こ
と
、
こ
の
填
補
賠
償
に
は

使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
も
含
ま
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
解
除
の
効
果
と
し
て
使
用
利
益
の
償
還
を
定
め
て
い
る
三
四
六
条

お
よ
び
三
四
七
条
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
示
し
た
。

二
八
〇
条
以
下
の
損
害
賠
償
規
定
を
制
限
な
く
適
用
す
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
解
除
の
効
果
と
し
て
の
使
用
利
益
返
還
義
務
が
否
定
さ

れ
る
に
等
し
く
、
損
害
賠
償
法
上
の
保
護
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
88
）

。
こ
の
点
、
損
害
賠
償
法
の
優
先
と
い
う
点
で
は
、
先
に
見

た
イ
の
見
解
も
同
様
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
イ
と
ウ
と
を
区
別
し
な
い
学
説
整
理
も
多
い
（
89
）

。
た
だ
し
、
イ
の
立
場
か
ら
は
使
用
利
益
返

）
五
六
二
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
七
五

還
義
務
自
体
が
否
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ウ
の
立
場
か
ら
は
、
買
主
に
使
用
利
益
返
還
義
務
を
課
し
つ
つ
売
主
に
対
す
る
填
補
賠
償
請
求

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
90
）

。
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
算
定
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
は
、
イ
と
ウ
が
異
な
る
結
論
に
至
り
得
る
（
91
）

。
こ
の
点
は

本
稿
の
Ⅳ
章
２
節
で
触
れ
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
解
除
と
損
害
賠
償
と
は
要
件
が
異
な
る
以
上
、
解
除
の
効
果
と
し
て
使
用
利
益
返
還
を
義
務
づ
け
つ
つ
、
売
主
に
帰

責
性
が
あ
る
場
合
に
は
別
途
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
請
求
が
で
き
る
。
ド
イ
ツ
で
は
現
在
、
両
者
が
要
件
を
異
に
す
る
以
上
、
解
除

効
果
規
定
は
完
結
し
た
規
定
足
り
え
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
両
者
を
認
め
る
こ
と
に
評
価
矛
盾
が
な
い
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
（
92
）

。

３
　
議
論
の
評
価
と
広
が
り

─
我
が
国
で
の
解
釈
に
お
け
る
展
開

以
上
に
見
た
ド
イ
ツ
で
有
力
な
考
え
方
（
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
構
成
❷
）
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
魅
力
的
な
解
釈
と
評
価
で
き
る
。
た

だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
我
が
国
で
は
、
端
的
に
買
主
の
同
義
務
を
否
定
す
る

解
釈
（
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
構
成
❶
）
も
比
較
的
容
易
に
展
開
可
能
で
あ
る
。
本
節
で
我
が
国
に
お
け
る
解
釈
の
あ
り
方
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
は
、
こ
の
点
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。

⑴

　使
用
利
益
返
還
義
務
否
定
説
の
評
価

両
構
成
に
よ
る
差
異
は
、
主
と
し
て
、
債
務
不
履
行
に
つ
き
売
主
に
免
責
事
由
が
あ
っ
た
場
合
に
生
じ
る
（
93
）

。
買
主
は
損
害
賠
償
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
損
害
賠
償
構
成
（
構
成
❷
）
に
よ
れ
ば
、
買
主
が
使
用
利
益
返
還
義
務
を
負
う
の
み

と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
構
成
❶
で
は
（
売
主
に
解
除
原
因
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
）
買
主
の
同
義
務
が
否
定
さ
れ
る
。

）
五
六
六
（
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二
七
六

こ
の
点
、
右
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
我
が
国
で
は
、
売
主
に
債
務
不
履
行

が
あ
る
場
合
に
買
主
の
同
義
務
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
の
も
ひ
と
つ
の
選
択
肢
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
に
大
き
な
障
壁
は
な
い
。
先
述

の
と
お
り
、
ク
ヴ
ェ
レ
事
件
の
下
級
審
判
決
も
、
代
物
給
付
事
案
に
お
い
て
売
主
の
義
務
違
反
に
も
着
目
し
て
買
主
の
同
義
務
を
否
定
し

て
い
た
（
Ⅱ
章
２
節
）。
さ
ら
に
い
え
ば
、
筆
者
は
、
受
領
物
の
不
可
抗
力
滅
失
等
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
に
あ
た
っ
て
、
買
主

が
有
す
る
契
約
適
合
性
へ
の
信
頼
（
買
主
の
錯
誤
）
に
加
え
て
売
主
の
義
務
違
反
に
着
目
し
、
売
主
負
担
を
正
当
化
し
た
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
こ
こ
で
も
売
主
に
よ
る
契
約
不
適
合
物
の
押
付
け
を
重
視
し
、
売
主
の
義
務
違
反
の
み
で
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る

こ
と
も
あ
り
得
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
買
主
は
、
契
約
不
適
合
物
を
利
用
す
る
こ
と
で
実
際
に
利
益
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
原
物
返
還
不
能

の
リ
ス
ク
配
分
を
考
え
る
場
合
と
異
な
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
買
主
が
現
実
に
利
益
を
受
け
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
場
合
に
、
原
物
返

還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
に
お
け
る
基
準
と
は
別
の
基
準
と
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
現
に
利
益
を
受
け
て
い
な
が
ら
こ
の
返
還
義
務
を
否
定

す
る
に
は
、
売
主
の
義
務
違
反
や
解
除
原
因
に
つ
い
て
の
買
主
の
善
意
で
は
足
り
ず
、
売
主
の
帰
責
性
ま
で
要
す
る
と
解
す
る
こ
と
も
、

合
理
性
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
（
94
）

。

以
上
に
よ
り
、
買
主
が
実
際
に
「
利
益
」
を
受
け
た
と
評
価
さ
れ
た
場
面
で
の
リ
ス
ク
配
分
と
し
て
は
、
売
主
の
債
務
不
履
行
（
義
務

違
反
）
を
理
由
に
使
用
利
益
返
還
義
務
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
売
主
の
免
責
事
由
の
有
無
に
ま
で
着
目
し
た
填
補
賠
償
請

求
と
の
損
益
相
殺
構
成
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
次
に
、
こ
う
し
た
議
論
の
広
が
り
（
射
程
）
を
検
討
し
た
い
。

）
五
六
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
七
七

⑵

　不
自
由
な
く
使
用
で
き
た
場
合
へ
の
応
用

─
平
成
二
二
年
判
決
の
位
置
づ
け
と
昭
和
五
一
年
判
決
の
再
検
討

こ
こ
で
、
二
〇
〇
七
年
判
決
と
二
〇
一
〇
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
原
告
が
賠
償
を
求
め
た
損
害
（
使
用
利
益
喪
失
損
害
）
の
中
身
に
立

ち
入
ろ
う
。
二
〇
〇
七
年
判
決
の
事
案
で
は
、
受
領
物
の
瑕
疵
に
気
づ
い
た
買
主
が
、
解
除
に
伴
い
こ
れ
を
返
還
す
る
こ
と
で
使
用
で
き

な
か
っ
た
分
の
損
害
が
賠
償
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
判
決
は
、
受
領
物
の
瑕
疵
に
気
づ
い
た
買
主
が
解
除
を
し
て

受
領
物
の
使
用
を
控
え
、
代
車
を
レ
ン
タ
ル
し
た
こ
と
で
要
し
た
費
用
が
賠
償
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
。
共
通
す
る
の
は
、
買
主
が
受
領

物
の
瑕
疵
に
気
付
き
、
使
用
を
断
念
し
て
以
降
の
損
害
が
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
履
行
利
益
の
賠
償
請
求
は
、
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
満
足
に
使
用
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず

で
あ
る
（
95
）

。
本
旨
履
行
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
人
物
売
買
の
解
除
事
案

の
よ
う
に
、
引
き
渡
さ
れ
た
目
的
物
そ
れ
自
体
は
買
主
の
使
用
に
問
題
が
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
も
、
契
約
適
合
物
が
履
行
さ
れ
て
い
れ
ば

買
主
が
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
喪
失
と
い
う
損
害
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、「
債
権
者
は
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
解
除
法
に
従
い
使
用
利
益
を
返
還
・
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、
損
害
算
定
は
、
債
権
者
が
あ
た
か
も

物
を
使
用
で
き
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
96
）

」
と
述
べ
る
。
契
約
不
適
合
に
気
づ
く
ま
で
買
主
が
不
自
由
な
く
使
用
で

き
た
場
合
に
、
買
主
に
使
用
利
益
返
還
義
務
を
負
わ
せ
、
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
な
い
と
な
れ
ば
、
買
主
が
受
領
物
を
使
用
で
き
な
か
っ

た
場
合
と
の
間
で
使
用
利
益
の
帰
属
に
関
す
る
評
価
矛
盾
が
生
じ
る
（
97
）

。
こ
の
矛
盾
は
、
買
主
が
不
自
由
な
く
使
用
で
き
た
場
合
に
も
、
履

行
利
益
の
損
害
賠
償
を
認
め
、
そ
の
上
で
現
実
に
享
受
し
た
使
用
利
益
分
を
損
益
相
殺
す
る
こ
と
に
よ
り
解
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
契
約
適
合
物
が
履
行
さ
れ
た
場
合
に
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
と
現
実
の
使
用
利
益
分
と
が
一
致
す
る
と
き
に
は
、
結
果
と
し
て
債

権
者
は
（
物
の
使
用
価
値
に
関
し
て
は
）
損
害
を
受
け
な
か
っ
た
と
い
う
評
価
を
受
け
る
（
98
）

。
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
一
方
で
、

）
五
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
七
八

使
用
利
益
返
還
の
必
要
も
な
い
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
よ
り
説
明
で
き
る
判
決
が
、
建
替
え
費
用
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
事
案
に
お
い
て
居
住
利
益
の
損
益

相
殺
が
問
題
と
な
っ
た
最
判
平
成
二
二
年
六
月
一
七
日
民
集
六
四
巻
四
号
一
一
九
七
頁
（
以
下
「
平
成
二
二
年
判
決
」
と
呼
ぶ
）
で
あ
る
。

売
買
目
的
物
で
あ
る
新
築
建
物
に
建
て
替
え
ざ
る
を
得
な
い
重
大
な
瑕
疵
が
あ
り
、「
社
会
通
念
上
、
建
物
自
体
が
社
会
経
済
的
な
価
値

を
有
し
な
い
と
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
」
は
、
た
と
え
買
主
が
そ
の
建
物
に
居
住
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
買
主
の
利
益
と

評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
居
住
利
益
の
損
益
相
殺
を
否
定
し
た
同
判
決
は
、
欠
陥
住
宅
の
売
買
に
限
ら
れ
ず
、
広
く
契
約
不

適
合
物
を
使
用
し
て
得
ら
れ
た
利
益
の
清
算
の
あ
り
方
に
関
わ
る
（
99
）

。
こ
の
点
、
買
主
に
と
っ
て
本
来
望
ま
な
い
物
を
押
し
付
け
ら
れ
て
い

た
と
の
評
価
は
重
要
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
買
主
の
利
益
享
受
自
体
を
否
定
す
る
の
も
、
当
事
者
間
の
利
益
調
整
に
お
け
る
ひ
と
つ
の

選
択
肢
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
受
領
物
自
体
は
実
際
に
使
用
で
き
て
お
り
、
現
実
に
居
住
し
続
け
ら
れ
た
以
上
、
そ
の
利
益
を
否
定
す
る

の
が
困
難
な
場
合
も
あ
ろ
う
。
本
稿
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
売
主
に
は
本
旨
履
行
が
あ
っ
た
な
ら
ば
買
主
が
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
賠
償

義
務
が
あ
る
こ
と
、
同
事
案
に
即
せ
ば
、
本
来
居
住
に
耐
え
な
い
契
約
不
適
合
物
を
給
付
し
た
売
主
に
は
、
契
約
適
合
物
が
給
付
さ
れ
る

ま
で
の
間
、
買
主
が
代
替
施
設
で
居
住
す
る
費
用
の
賠
償
義
務
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
買
主
の
居
住
利
益
は
こ
れ
と
の
間
で
損
益
相
殺

さ
れ
る
こ
と
が
着
目
さ
れ
て
良
か
っ
た
。
買
主
の
居
住
利
益
は
、
建
替
え
費
用
相
当
額
の
損
害
賠
償
に
お
け
る
損
益
相
殺
で
は
な
く
、
右

賠
償
と
の
関
係
で
損
益
相
殺
さ
れ
る
。
既
に
同
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
北
居
功
が
説
く
よ
う
に
、
平
成
二
二
年
判
決
の
結
論
は
、
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
正
当
化
可
能
な
判
決
で
あ
る
（
100
）

。

も
ち
ろ
ん
、
契
約
不
適
合
物
は
買
主
に
と
っ
て
不
要
な
物
を
押
し
付
け
ら
れ
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
以
上
、
買
主
が
こ
れ
を
利
用
す
る

こ
と
で
真
に
利
益
を
得
た
の
か
否
か
の
認
定
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
利
益
享
受
自
体
を
否
定
す
る
平
成
二
二
年
判

）
五
六
五
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
七
九

決
の
構
成
を
維
持
し
つ
つ
、
こ
れ
を
解
除
の
場
合
に
も
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
め
ぐ
る
判
断
は
次
の
よ
う
に

整
理
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
⒜
引
き
渡
し
た
目
的
物
の
契
約
不
適
合
の
程
度
次
第
で
は
、
買
主
の
利
益
の
享
受
自
体
が
否
定
さ
れ
る
。
利

益
享
受
す
ら
否
定
さ
れ
る
こ
の
場
合
に
は
、
耐
用
年
数
伸
長
利
益
の
不
当
利
得
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
平
成
二
二
年
判
決
が

指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
⒝
買
主
の
利
益
享
受
自
体
が
否
定
さ
れ
な
い
事
案
で
も
、
買
主
は
、
債
務
不
履
行
に
つ
き
売

主
の
免
責
事
由
が
な
い
限
り
、
契
約
適
合
物
が
履
行
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
買
主
の

使
用
利
益
は
こ
の
損
害
賠
償
と
の
関
係
で
損
益
相
殺
さ
れ
る
。

昭
和
五
一
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
も
、
買
主
に
よ
る
填
補
賠
償
請
求
（
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
請
求
）
を
観
念
し
て
こ
れ
を
認
め
、

買
主
の
自
動
車
の
使
用
利
益
を
こ
れ
と
の
関
係
で
損
益
相
殺
す
る
可
能
性
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

⑶

　派
生
的
問
題

最
後
に
、
解
除
と
共
に
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
、
三
つ
の
派
生
的
問
題
を
指
摘
し
て
お
く
。

一
つ
目
は
、
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
に
あ
た
っ
て
は
、
本
旨
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
買
主
の
許
で
生
じ
た
で
あ
ろ
う
減
価
分
を
控

除
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
（
101
）

。
対
象
物
に
よ
っ
て
は
、
使
用
を
す
る
こ
と
で
減
価
が
生
じ
る
。
填
補
賠
償
が
本
旨
履
行
の
な
さ
れ
た
場
合
に
債

権
者
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
契
約
適
合
物
を
使
用
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
賠
償
を

認
め
る
反
面
と
し
て
、
そ
う
し
た
使
用
に
伴
っ
て
生
じ
う
る
減
価
も
ま
た
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
102
）

。
こ
れ
は
、
解
除
と
共
に
す
る
填
補

賠
償
請
求
で
は
、
た
と
え
ば
転
売
代
金
そ
れ
自
体
が
損
害
と
な
る
の
で
は
な
く
、
転
売
代
金
と
自
ら
の
取
得
価
額
（
反
対
給
付
分
）
と
の

差
額
利
益
が
損
害
と
な
る
こ
と
に
対
応
す
る
（
Ⅲ
章
１
節
⑴
）。
目
的
物
の
本
体
的
価
値
で
は
な
く
、
使
用
価
値
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
に

）
五
六
六
（
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二
八
〇

も
、
本
旨
履
行
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
状
態
を
実
現
す
べ
く
、
使
用
に
よ
る
減
価
分
が
控
除
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
点
、
代
物
給
付
に
お
い
て
買
主
（
消
費
者
）
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る
場
合
、
買
主
が
減
価
の
な
い
（
新
品
の
）
契
約
適

合
物
を
手
に
す
る
な
ら
ば
、
買
主
が
こ
れ
に
よ
っ
て
利
益
（
耐
用
年
数
伸
長
利
益
）
を
受
け
う
る
。
そ
こ
で
、
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定

し
つ
つ
も
、
こ
の
伸
長
利
益
を
返
還
す
べ
き
か
が
論
じ
ら
れ
た
（
Ⅱ
章
２
節
最
終
段
落
）。
こ
れ
は
解
除
に
お
い
て
使
用
利
益
返
還
義
務
自

体
を
否
定
す
る
場
合
に
も
同
様
に
妥
当
す
る
（
事
実
、
瀬
川
も
昭
和
五
一
年
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
こ
れ
を
指
摘
し
て
い
た
（
103
）

）。
こ
れ
に
対
し
、

使
用
利
益
返
還
義
務
を
認
め
つ
つ
、
損
害
賠
償
を
別
途
肯
定
す
る
構
成
に
よ
れ
ば
、
本
旨
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
使
用
に
よ
り
生
じ
た
で

あ
ろ
う
減
価
分
を
控
除
す
る
と
い
う
形
で
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
つ
目
は
、
買
主
が
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
を
求
め
つ
つ
、
別
途
、
解
除
の
原
状
回
復
と
し
て
売
主
か
ら
利
息
の
支
払
（
返
還
）

を
受
け
る
（
五
四
五
条
二
項
）
こ
と
の
可
否
で
あ
る
。
本
旨
履
行
が
な
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
適
合
物
を
利
用
す
る
こ
と
で
利
益
を
受
け

る
反
面
と
し
て
、
売
買
代
金
相
当
額
を
確
定
的
に
失
い
、
こ
の
運
用
利
益
は
売
主
に
帰
属
し
た
は
ず
で
あ
る
。
給
付
か
ら
の
利
益
と
反
対

給
付
か
ら
の
利
益
の
双
方
を
買
主
が
取
得
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ド
イ
ツ
で
も
、
買
主
が
使
用
利
益
喪
失
損

害
の
賠
償
を
求
め
る
場
合
、
買
主
の
利
息
請
求
権
が
排
除
さ
れ
る
と
解
す
る
見
解
（
104
）

の
ほ
か
、
同
請
求
権
自
体
は
存
続
す
る
も
の
の
、
そ
の

分
（
額
）
が
買
主
の
損
害
か
ら
控
除
さ
れ
る
と
解
す
る
見
解
（
105
）

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
日
本
民
法
五
四
五
条
四
項
や
ド
イ
ツ
民
法
三
二
五
条

は
、
契
約
の
解
除
が
填
補
賠
償
請
求
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
規
律
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
解
除
と
損
害
賠
償
と
の
併
用
に
よ
り
債
権
者
が

二
重
の
利
得
を
受
け
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
履
行
利
益
賠
償
（
積
極
的
利
益
の
賠
償
）
と
合
わ
せ
て
原
状
回
復

の
方
向
で
の
消
極
的
利
益
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
、「
回
復
を
求
め
る
利
益
の
方
向
性
の
点
で
矛
盾
す
る
た
め
に
許
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
（
106
）

」
と
説
か
れ
る
の
と
共
通
す
る
。

）
五
六
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
八
一

三
つ
目
は
、
本
旨
履
行
が
あ
っ
た
場
合
に
買
主
が
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
範
囲
に
つ
い
て
で
あ
る
。
い
つ
の
時
点
ま
で
の
使
用
利
益
の

賠
償
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
実
は
二
〇
一
〇
年
判
決
が
既
に
解
決
策
を
示
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
判
決
は
、

買
主
の
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
請
求
権
を
肯
定
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
（
107
）

。
す
な
わ
ち
、
損
害
を
負
っ
た
者
は
、
ド
イ
ツ
民
法

二
五
四
条
二
項
に
従
い
、
相
当
期
間
内
に
損
害
を
除
去
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
義
務
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
暫
定
的
な
自
動
車
の
購
入
を

す
る
こ
と
で
使
用
利
益
喪
失
損
害
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
商
用
自
動
車
の
場
合
、

一
般
に
、
代
物
調
達
に
は
一
六
八
日
も
要
し
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
買
主
が
こ
の
期
間
代
物
調
達
で
き
な
か
っ
た
こ

と
を
正
当
化
す
る
理
由
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
控
訴
審
が
吟
味
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠

償
範
囲
に
お
い
て
損
害
軽
減
義
務
に
よ
る
限
界
づ
け
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

我
が
国
で
も
か
ね
て
よ
り
、
債
務
不
履
行
に
直
面
し
た
当
事
者
に
は
、
合
理
的
な
代
替
取
引
を
行
う
義
務
（
損
害
軽
減
義
務
）
が
あ
り
、

こ
う
し
た
義
務
を
前
提
と
す
れ
ば
従
前
の
判
例
の
多
く
を
説
明
で
き
る
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た
（
108
）

。
こ
う
し
た
理
解
は
、
債
権
者

（
賃
借
人
）
の
損
害
回
避
減
少
措
置
が
執
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
着
目
し
、
債
務
者
（
賃
貸
人
）
の
賠
償
範
囲
を
制
限
す
る
余
地
を
認
め
た

最
判
平
成
二
一
年
一
月
一
九
日
民
集
六
三
巻
一
号
九
七
頁
と
も
整
合
的
で
あ
る
（
109
）

。

Ⅳ
　
結
　
論

１
　
本
稿
の
ま
と
め

本
稿
で
は
、
売
主
の
債
務
不
履
行
が
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
に
与
え
る
影
響
を
考
察
し
て
き
た
。
買
主
が
現
実
に
「
利
益
」
を
受

）
五
六
六
（
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二
八
二

け
た
と
評
価
さ
れ
た
以
上
、
売
主
の
債
務
不
履
行
（
義
務
違
反
）
を
理
由
と
し
て
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
一
律
に
否
定
す
る
こ
と

は
妥
当
で
な
い
（
Ⅲ
章
３
節
⑴
参
照
）。
債
務
不
履
行
に
つ
き
売
主
の
免
責
事
由
が
な
い
場
合
、
解
除
し
た
買
主
に
使
用
利
益
喪
失
損
害
の

賠
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
、
買
主
の
使
用
利
益
は
こ
の
損
害
賠
償
に
お
い
て
損
益
相
殺
さ
れ
る
。
売
主
の
債
務
不
履
行
は
、
こ
の
よ
う

な
形
と
限
度
に
お
い
て
使
用
利
益
返
還
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
に
あ
た
っ
て
は
、
使
用
利
益
返
還
と
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
と
が
異
な
っ
た
方
向
を
志
向
す
る
が
ゆ
え
に
、
両

者
を
認
め
る
こ
と
が
評
価
矛
盾
で
は
な
い
か
と
の
問
題
が
あ
っ
た
。
損
害
賠
償
に
よ
っ
て
解
除
の
効
果
と
し
て
の
使
用
利
益
返
還
義
務
が

事
実
上
否
定
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
評
価
矛
盾
問
題
が
も
っ
と
も
先
鋭
に
現
れ
る
部
分
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
、
我
が
国
で
こ
の
評
価
矛
盾
問
題
は
、
解
除
の
法
的
構
成
と
の
絡
み
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
非
遡
及
構
成
を
採
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
改
正
前
五
四
五
条
三
項
の
損
害
賠
償
が
履
行
利
益
に
も
及
ぶ
こ
と
を
矛
盾
な
く
説
明
で
き
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
契
約
の

遡
及
的
消
滅
と
契
約
が
な
か
っ
た
状
態
の
回
復
と
は
別
で
あ
る
。
契
約
が
遡
及
的
に
消
滅
す
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
も
（
非
遡
及
的
構

成
）、
解
除
に
よ
り
契
約
が
な
か
っ
た
状
態
の
回
復
を
図
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
。
ま
た
、
解
除
は
契
約
の
挫
折
で
あ
り
、
給
付
を
取

り
戻
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
給
付
の
取
り
戻
し
に
は
契
約
が
な
か
っ
た
状
態
に
向
か
わ
せ
る
作
用
0

0

が
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
給
付
や
利
益
の
返
還
と
履
行
利
益
賠
償
と
は
、
や
は
り
回
復
す
る
方
向
が
異
な
っ
て
い
る
と
評
し
う
る
。
つ
ま
り
、

本
稿
が
問
題
と
す
る
評
価
矛
盾
の
懸
念
は
、（
既
に
鶴
藤
に
よ
る
的
確
な
指
摘
が
あ
っ
た
と
お
り
）
直
接
効
果
説
に
立
っ
た
場
合
に
の
み
生
じ

る
問
題
で
は
な
く
、
近
時
有
力
な
原
契
約
変
容
説
に
立
っ
た
と
し
て
も
生
じ
る
問
題
と
考
え
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
は
、
解
除
の
目
的
が
消
極
的
利
益
の
回
復
に
向
け
ら
れ
て
い
る
旨
指
摘
し
つ
つ
も
、
な

お
両
者
を
認
め
る
こ
と
が
評
価
矛
盾
で
は
な
い
と
論
じ
た
。
こ
こ
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
解
除
効
果
規
定
は
完
結
し
た
規
定
で
は
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
五
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契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
八
三

い0

と
の
指
摘
で
あ
る
。
解
除
の
要
件
と
し
て
帰
責
事
由
が
不
要
と
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
う
し
た
理
解
は
よ
り
説
得
力
を
増
す
。
解
除
原
因

の
如
何
を
問
わ
ず
、
原
状
回
復
が
な
さ
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
原
状
回
復
も
価
値
中
立
的
な
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
原
物
返

還
不
能
の
リ
ス
ク
配
分
や
価
額
償
還
義
務
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
、
相
手
方
の
義
務
違
反
の
有
無
や
買
主
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼

も
重
要
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
は
、
当
然
な
が
ら
原
状
回
復
法
の
中
で
は
対
処
で
き
な
い
。

ま
た
、
買
主
が
現
に
利
益
を
受
け
て
い
る
以
上
、
不
可
抗
力
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
問
題
と
は
同
列
・
同
基
準
で
論
じ
る

べ
き
で
な
く
、
売
主
の
義
務
違
反
の
み
を
理
由
と
し
て
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
売
主
の

責
め
に
帰
す
べ
き
債
務
不
履
行
は
、（
債
務
者
の
帰
責
性
を
要
件
と
し
な
い
）
解
除
の
原
状
回
復
法
の
中
で
評
価
し
つ
く
す
こ
と
が
で
き
ず
、

か
つ
、
そ
う
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
（
110
）

。
解
除
の
原
状
回
復
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
は
、
填
補
賠
償
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る

余
地
が
あ
る
。

以
上
の
理
解
は
、
解
除
と
損
害
賠
償
と
を
よ
り
機
能
的
に
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
111
）

。
か
つ
て
好
美
清
光
は
、「
解
除
の
機

能
な
い
し
効
果
…
…
は
、
い
っ
た
ん
有
効
に
成
立
し
た
契
約
そ
の
も
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
契
約
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
債
権

者
の
利
益
（
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
契
約
利
益
説
）
そ
の
も
の
ま
で
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
契
約
に
基
づ
く
個
別
的
な

債
務
だ
け
を
消
滅
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
既
履
行
で
あ
れ
ば
返
還
さ
せ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も
さ
ら
に
償
わ
れ
ず
残
る
こ
と

の
あ
り
う
る
債
権
者
の
契
約
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
利
益
に
つ
い
て
は
、
契
約
な
い
し
債
務
の
不
履
行
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請

求
の
可
能
性
を
な
お
残
し
て
い
る
も
の
、
と
捉
え
れ
ば
足
り
る
（
112
）

」
と
論
じ
た
。
こ
れ
を
、
解
除
に
よ
る
原
状
回
復
と
填
補
賠
償
の
方
向
性

の
相
違
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
な
ら
ば
、
原
物
返
還
や
使
用
利
益
返
還
に
は
〈
契
約
が
な
か
っ
た
状
態
〉
に
向
か
わ
せ
る
作
用
0

0

が
あ

る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
は
、〈
契
約
不
適
合
給
付

0

0

0

0

0

が
な
か
っ
た
状
態
の
回
復
〉
に
向
か
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、

）
五
六
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二
八
四

こ
れ
と
契
約
適
合
物

0

0

0

が
給
付
さ
れ
た
な
ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
賠
償
と
は
矛
盾
し
な
い
。
契
約
不
適
合
給
付
が
あ
っ
た
場
合
に
限
定
す

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
る
評
価
矛
盾
の
解
消
も
あ
り
得
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
両
者
の
評
価
矛
盾
の
懸
念
は
、
解
除
を
よ
り
機

能
的
に
見
る
こ
と
に
よ
り
払
拭
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
枠
組
み
は
、
買
主
が
契
約
不
適
合
に
気
づ
く
ま
で
そ
の
物
を
不
自
由
な
く
使
用
で
き
た
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
つ

ま
り
、
買
主
が
契
約
で
予
定
し
た
と
お
り
の
使
用
が
で
き
て
い
た
場
合
に
も
、
本
旨
履
行
が
あ
っ
た
な
ら
ば
買
主
が
得
た
で
あ
ろ
う
利
益

の
喪
失
と
い
う
損
害
を
観
念
し
、
買
主
が
実
際
に
得
た
使
用
利
益
は
こ
れ
と
の
関
係
で
損
益
相
殺
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
初
め
て
、

使
用
で
き
た
場
合
と
使
用
で
き
な
か
っ
た
場
合
と
の
間
の
矛
盾
を
解
消
で
き
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
平
成
二
二
年
判
決
の
正
当
性
が
認
め

ら
れ
る
と
と
も
に
、
昭
和
五
一
年
判
決
の
事
案
で
の
（
代
理
人
の
争
い
方
や
裁
判
官
の
釈
明
権
行
使
も
含
め
た
）
妥
当
な
解
決
策
が
再
度
見
直

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

２
　
残
さ
れ
た
課
題

最
後
に
、
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
残
さ
れ
た
課
題
を
含
む
。

こ
の
点
、
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
は
、
本
旨
履
行
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
債
権
者
が
置
か
れ
た
経
済
的
状
態
を
実
現
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
、
本
旨
履
行
が
あ
っ
た
な
ら
ば
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
の
賠
償
と
表
現
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
れ

ば
、
使
用
利
益
喪
失
損
害
は
、
買
主
が
返
還
す
べ
き
現
実
の
使
用
利
益
分
と
は
切
り
離
さ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に

得
た
利
益
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
損
害
な
の
で
は
な
く
、
本
旨
履
行
が
あ
っ
た
な
ら
ば
得
た
利
益
を
得
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
（
逸
失
利
益
）
こ
そ
が
損
害
で
あ
る
と
の
理
解
に
な
る
（
113
）

。

）
五
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契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
八
五

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
と
異
な
り
、
売
主
の
義
務
違
反
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
解
除
に
は
至
ら
ず
、
買
主
が
使
用
利
益
返
還
義
務

を
負
う
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
着
目
し
、
解
除
効
果
規
定
に
よ
り
生
じ
た
不
利
益
自
体
を
損
害
と
し
て
捉
え
る
見
解
、
す
な

わ
ち
、
買
主
が
返
還
す
べ
き
使
用
利
益
分
を
損
害
と
見
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
（
114
）

。
積
極
的
損
害
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
点

で
は
、
受
領
物
の
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
使
用
で
き
ず
代
物
を
レ
ン
タ
ル
し
た
場
合
の
当
該
レ
ン
タ
ル
費
用
の
賠
償
に
共
通
す
る
。

こ
う
し
た
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
算
定
論
は
、（
返
還
す
べ
き
）
使
用
利
益
の
算
定
方
法
に
密
接
に
関
連
す
る
（
115
）

。「
使
用
利
益
」
と
は
い
え
、

買
主
が
実
際
に
得
た
利
益
を
算
定
す
る
の
で
は
な
く
、
使
用
に
よ
る
減
価
（
減
耗
）
分
を
使
用
利
益
と
み
な
し
て
返
還
さ
せ
る
見
解
が
あ

り
、
我
が
国
の
裁
判
例
で
も
区
々
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
116
）

。
使
用
利
益
の
算
定
方
法
如
何
に
よ
り
、
使
用
利
益
喪
失
損
害
を
め

ぐ
る
右
の
学
説
対
立
が
意
義
を
有
す
る
。
使
用
利
益
喪
失
損
害
に
関
す
る
後
者
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
買
主
の
使
用
利
益
返

還
義
務
が
否
定
さ
れ
る
（
117
）

が
ゆ
え
に
、
使
用
利
益
の
算
定
の
困
難
さ
を
実
質
的
に
回
避
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
存
す
る
。
ま
た
、
そ
も

そ
も
、
減
価
（
減
耗
）
分
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
（
使
用
利
益
と
し
て
で
は
な
く
）
受
領
物
本
体
の
返
還
の
一
環
と
し
て
価
額
償
還
を
認
め

る
見
解
も
想
定
さ
れ
、
実
際
に
主
張
さ
れ
て
も
い
る
（
118
）

。
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
に
は
、
減
価
額
償
還
と
使
用
利
益
返
還
と
の
競
合
問
題

が
生
じ
得
る
（
119
）

。
こ
の
議
論
に
あ
た
っ
て
は
、
目
的
物
の
性
質
に
応
じ
た
類
型
ご
と
の
考
察
が
必
要
に
な
ろ
う
（
120
）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
解
除
と
填
補
賠
償
の
競
合
は
、
本
稿
で
見
て
き
た
使
用
利
益
の
帰
趨
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
い
範
囲
で
解
除
の
原
状

回
復
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
修
正
す
る
可
能
性
を
有
す
る
。
填
補
賠
償
に
よ
り
ど
の
範
囲
で
修
正
さ
れ
得
る
の
か
を
検
証
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
使
用
利
益
の
算
定
論
お
よ
び
こ
れ
と
減
価
額
償
還
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
解
除
と
填
補
賠
償
と
の
競
合
が
広
く
原
状
回
復
の

リ
ス
ク
配
分
に
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た
い
。
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【
付
記
】
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
・
課
題
番
号19K

13570

）
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
） 
た
と
え
ば
、
末
川
博
『
契
約
法 

上
（
総
論
）』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
八
年
）
一
六
八
頁
、
石
田
穣
『
民
法
Ⅴ
（
契
約
法
）』（
青
林
書
院
・

一
九
八
二
年
）
九
七
頁
、
谷
口
知
平
＝
五
十
嵐
清
編
『
新
版
注
釈
民
法
⒀
債
権
⑷
〔
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）
八
九
三
頁
〔
山
下
末

人
〕、
平
井
宜
雄
『
債
権
各
論
Ⅰ
上 

契
約
総
論
』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
八
年
）
二
四
三
頁
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
債
権
各
論
〔
第
３
版
〕』（
東
京
大
学

出
版
会
・
二
〇
一
一
年
）
九
四
─
九
五
頁
。

（
2
） 

法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
」
一
四
〇
頁
。

（
3
） 

松
岡
久
和
＝
松
本
恒
雄
＝
鹿
野
菜
穂
子
＝
中
井
康
之
編
『
改
正
債
権
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
二
〇
年
）
六
六
〇
頁
〔
渡

辺
達
徳
〕、
中
田
裕
康
『
契
約
法
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
二
一
年
）
二
二
九
頁
、
磯
村
保
『
事
例
で
お
さ
え
る
民
法 

改
正
債
権
法
』（
有
斐
閣
・

二
〇
二
一
年
）
五
〇
頁
・
五
九
頁
。
磯
村
は
、「
五
四
五
条
二
項
や
三
項
を
、
解
除
原
因
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
一
律
に
認
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て

は
、
政
策
論
と
し
て
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
（
同
書
五
〇
頁
）。

（
4
） 

潮
見
佳
男
『〈
法
律
学
の
森
〉
新
債
権
総
論
Ⅰ
』（
信
山
社
・
二
〇
一
七
年
）
六
〇
六
頁
、
平
野
裕
之
『
債
権
各
論
Ⅰ
契
約
法
』（
日
本
評
論

社
・
二
〇
一
八
年
）
一
二
一
頁
、
山
本
豊
＝
笠
井
修
＝
北
居
功
『
民
法
５
契
約
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
八
年
）
九
九
頁
〔
山
本
〕、
山
野
目
章
夫
『
民

法
概
論
４
債
権
各
論
』（
有
斐
閣
・
二
〇
二
〇
年
）
五
七
頁
、
松
岡
久
和
＝
中
田
邦
博
編
『
新
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
法
（
財
産
法
）〔
第
２
版
〕』

（
日
本
評
論
社
・
二
〇
二
〇
年
）
九
二
七
頁
〔
上
田
誠
一
郎
〕、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
Ⅴ
契
約
法
〔
第
４
版
〕』（
成
文
堂
・
二
〇
二
二
年
）
九
六
頁
。

な
お
、
曽
野
裕
夫
＝
松
井
和
彦
＝
丸
山
絵
美
子
『
リ
ー
ガ
ル
ク
エ
ス
ト
民
法
Ⅳ
契
約
』（
有
斐
閣
・
二
〇
二
一
年
）
一
三
八
─
一
三
九
頁
〔
曽
野
〕

は
、「
果
実
」
に
は
「
使
用
利
益
」
も
含
ま
れ
る
と
し
つ
つ
も
、
目
的
物
未
使
用
の
場
合
に
お
け
る
減
価
の
問
題
、
本
文
で
後
述
す
る
平
成
二
二
年

判
決
の
影
響
、
さ
ら
に
は
使
用
利
益
の
算
定
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
る
。

（
5
） 

こ
の
点
は
、
昭
和
五
一
年
判
決
の
評
釈
で
あ
る
、
瀬
川
信
久
「
判
批
」
法
協
九
四
巻
一
一
号
（
一
九
七
七
年
）
一
〇
六
頁
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

）
五
六
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
八
七

（
6
） 

瀬
川
・
前
掲
注（
５
）一
〇
四
─
一
一
〇
頁
。
こ
の
点
確
か
に
昭
和
五
一
年
判
決
は
、
権
利
の
瑕
疵
を
理
由
と
し
た
解
除
事
案
で
あ
り
、
買
主
が

使
用
し
た
物
自
体
に
は
物
理
的
瑕
疵
が
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、（
他
人
物
売
主
へ
の
利
益
帰
属
と
い
う
問
題
の
前
提
と
し
て
）
買
主

に
使
用
利
益
返
還
義
務
を
課
す
こ
と
に
賛
同
す
る
こ
と
も
一
理
あ
る
。
こ
れ
を
示
唆
す
る
の
は
、
松
本
克
美
「
欠
陥
住
宅
被
害
に
お
け
る
損
害
論
」

立
命
二
八
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
八
─
一
九
頁
、
同
「
欠
陥
住
宅
訴
訟
に
お
け
る
損
害
調
整
論
・
慰
謝
料
論
」
立
命
二
八
九
号
（
二
〇
〇
三
年
）

七
〇
頁
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
本
文
で
後
述
す
る
と
お
り
、
昭
和
五
一
年
判
決
の
事
案
の
よ
う
に
、
買
主
が
受
領
物
の
契
約
不
適
合
に
気
づ
く
ま
で

の
間
、
何
の
不
自
由
も
な
く
使
用
で
き
て
い
た
場
合
を
も
含
め
て
、
使
用
利
益
を
売
主
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
是
非
を
再
考
す
る
（
詳
細
は
Ⅲ
章
３

節
⑵
を
参
照
）。

（
7
） 

瀬
川
が
参
照
し
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
で
あ
る
と
こ
ろ
、
当
時
の
学
説
の
中
に
は
、
改
正
前
三
二
七
条
二
文
が

「
相
手
方
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
い
て
解
除
が
さ
れ
る
と
き
は
、
相
手
方
は
、
不
当
利
得
の
返
還
に
関
す
る
規
定
に
よ
っ

て
の
み
責
任
を
負
う
。」
と
規
定
し
て
い
た
も
の
を
拡
張
解
釈
し
、
法
定
解
除
権
者
は
不
当
利
得
法
に
よ
っ
て
の
み
責
任
を
負
い
、
利
得
の
消
滅
も

主
張
で
き
る
と
解
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
こ
の
改
正
前
三
二
七
条
二
文
に
関
し
て
本
田
純
一
は
、「
通
説
的
な
考
え
方
は
、
…
…
法
定
解
除
の
場

合
に
は
ド
民
三
二
七
条
二
文
を
適
用
し
て
解
除
権
者
に
現
存
利
益
の
返
還
と
引
換
え
に
す
る
代
金
返
還
請
求
権
を
認
容
す
る
」
と
整
理
す
る
（
本
田

純
一
「
給
付
利
得
と
解
除
規
定
⑴

─
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
近
時
の
理
論
展
開
を
中
心
と
し
て
」
成
城
法
学
一
号
（
一
九
七
八
年
）
三
〇
八
頁
）。

以
上
に
対
し
、
二
〇
〇
一
年
債
務
法
現
代
化
法
で
は
、
そ
も
そ
も
法
定
解
除
と
約
定
解
除
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
利
益
の
返
還
を
義
務
づ
け
る
と

と
も
に
（
三
四
六
条
一
項
）、
そ
れ
自
体
の
返
還
が
で
き
な
い
場
合
に
は
（
返
還
債
務
者
の
過
失
を
問
わ
ず
に
）
価
額
償
還
を
義
務
づ
け
る
（
同
条

二
項
一
文
一
号
）。

（
8
） 

瀬
川
・
前
掲
注（
５
）一
〇
八
頁
。

（
9
） P

roposal for a R
egulation of T

he E
uropean P

arliam
ent and of T

he C
ouncil on a C

om
m

on E
uropean S

ales L
aw

. C
O

M

（2011

）635 final. 

邦
訳
は
、
内
田
貴
監
訳
『
共
通
欧
州
売
買
法
（
草
案
）

─
共
通
欧
州
売
買
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
お
よ
び
欧
州
理
事
会
規
則

の
た
め
の
提
案
』（
商
事
法
務
・
二
〇
一
二
年
）
一
四
〇
頁
に
拠
っ
た
。
な
お
、
一
七
四
条
一
項
⒜
で
、「
原
因
を
も
た
ら
し
た
」
と
邦
訳
さ
れ
て
い

る
点
に
つ
き
触
れ
た
い
。
実
は
ド
イ
ツ
語
版
で
は
、“er selbst die A

nfechtung oder die B
eendigung des V

ertrags zu
 vertreten

 h
at ”

と

）
五
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
八
八

表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
取
消
し
や
解
除
の
原
因
に
つ
き
有
責
で
あ
る
こ
と
ま
で
求
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
右
の
英
語
版
で
は
、

“the recipient cau
sed the ground for avoidance or term

ination ”

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ド
イ
ツ
語
版
の“zu 

vertreten hat ”

は
翻
訳
ミ
ス
で
あ
り
、
こ
れ
を“V

ertretenm
üssen ”

と
し
て
で
は
な
く
、“objective V

erursachung ”

と
理
解
す
べ
き
と
主
張

さ
れ
る
。
こ
う
し
た
議
論
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
一
七
四
条
一
項
⒜
の
邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
右
文
献
に
従
っ
た
。S

tephan L
O

R
E

N
Z

, D
as 

K
aufrecht und die dam

it verbundenen D
ienstverträge im

 C
om

m
on E

uropean S
ales L

aw
, A

cP
 2012, S

.783; D
irk 

L
O

O
S

C
H

E
L

D
E

R
S

, D
as allgem

eine V
ertragsrecht des C

om
m

on E
uropean S

ales L
aw

, A
cP

 2012, S
.683; B

ernhard A
. K

O
C

H
, 

S
chadensersatz und R

ückabw
icklung

（T
eil V

I und V
II C

E
S

L
-E

ntw
urf

）, in: C
hristiane W

endehorst / B
rigitta Z

öchling-Jud, 

A
m

 V
orabend eines G

em
einsam

en E
uropäischen K

aufrechts, 2012, S
.248.

（
10
） 

瀬
川
・
前
掲
注（
５
）一
〇
八
頁
。

（
11
） 

瀬
川
・
前
掲
注（
５
）一
一
〇
頁
。

（
12
） 

「
追
完
に
代
わ
る
損
害
賠
償
」
に
つ
い
て
は
、
四
一
五
条
一
項
の
ほ
か
、
同
条
二
項
の
要
件
を
も
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
か
等
の
議
論
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
こ
に
立
ち
入
ら
な
い
。
買
主
が
契
約
を
解
除
し
た
場
面
を
前
提
と
す
る
以
上
、
い
ず
れ
の
立
場
か
ら
し
て
も
追
完
に
代

わ
る
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
田
中
洋
「
改
正
民
法
に
お
け
る
『
追
完
に
代
わ
る
損
害
賠
償
』

（
一
）
～
（
五
・
完
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
七
三
号
四
頁
以
下
、
一
一
七
五
号
二
九
頁
以
下
、
一
一
七
六
号
二
八
頁
以
下
、
一
一
七
七
号
二
九
頁
以
下
、

一
一
七
八
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
八
頁
以
下
が
詳
し
い
。

（
13
） 

「
解
除
を
し
た
以
上
、
履
行
利
益
の
損
害
賠
償
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
の
論
理
は
、
も
は
や
民
法
の
明
文
に
反
し
た
解
釈
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
既
に
、
松
岡
＝
中
田
編
・
前
掲
注（
４
）九
二
七
頁
〔
上
田
〕、
磯
村
保
編
『
新
注
釈
民
法
⑻
債
権
⑴
』（
有
斐
閣
・
二
〇
二
二
年
）
六
四
六
頁

〔
荻
野
奈
緒
〕、
福
田
清
明
「
双
務
契
約
の
法
定
解
除
の
効
果

─
損
害
賠
償
と
併
存
可
能
な
解
除
」
磯
村
保
ほ
か
編
『
法
律
行
為
法
・
契
約
法
の
課

題
と
展
望
』（
成
文
堂
・
二
〇
二
二
年
）
二
九
八
─
二
九
九
頁
注

（8）
な
ど
で
明
示
的
な
指
摘
が
あ
る
。

（
14
） B

T
-D

rucks.14/6040, S
.232 f.

（
15
） 

正
確
に
は
、「
消
費
者
物
品
売
買
お
よ
び
関
連
す
る
保
証
の
一
定
の
側
面
に
関
す
る
一
九
九
九
年
五
月
二
五
日
付
け
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会

）
五
六
五
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
八
九

の
指
令
：D

irective 1999/44/E
C

」
を
指
す
。

（
16
） 

ク
ヴ
ェ
レ
事
件
を
我
が
国
に
最
初
に
紹
介
し
た
の
は
、
岡
孝
「
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
に
お
け
る
買
主
の
追
完
請
求
権
に
つ
い
て
」
広
中
俊

雄
先
生
傘
寿
記
念
『
法
の
生
成
と
民
法
の
体
系
』（
創
文
社
・
二
〇
〇
六
年
）
七
二
八
頁
以
下
。
そ
の
後
、
非
常
に
多
く
の
論
稿
に
よ
っ
て
紹
介
さ

れ
て
き
た
。
原
田
剛
『
売
買
・
請
負
に
お
け
る
履
行
・
追
完
義
務
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
七
年
）
三
〇
頁
以
下
お
よ
び
六
〇
頁
以
下
〔
と
も
に
初
出

二
〇
〇
八
年
〕、
岡
孝
「
ド
イ
ツ
売
買
法
の
新
た
な
展
開

─
瑕
疵
あ
る
物
に
対
す
る
買
主
の
権
利
を
中
心
と
し
て
」
前
田
庸
先
生
喜
寿
記
念
『
企

業
法
の
変
遷
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
九
年
）
七
八
頁
以
下
、
円
谷
峻
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
瑕
疵
責
任
の
展
開
」
横
国
一
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）

四
三
─
四
五
頁
、
田
中
宏
治
『
ド
イ
ツ
売
買
論
集
』（
信
山
社
・
二
〇
二
一
年
）
一
九
九
頁
以
下
〔
初
出
二
〇
一
〇
年
〕、
青
野
博
之
「
買
主
の
追
完

請
求
権
に
つ
い
て
の
立
法
論

─
請
負
及
び
ド
イ
ツ
売
買
法
を
参
考
に
し
て
」
法
時
八
二
巻
四
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
七
頁
以
下
、
古
谷
貴
之

『
民
法
改
正
と
売
買
に
お
け
る
契
約
不
適
合
給
付
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
二
〇
年
）
一
六
二
─
一
六
四
頁
〔
初
出
二
〇
一
三
年
〕、
萩
原
基
裕
「
代

替
物
の
引
渡
し
に
よ
る
追
完
と
買
主
に
よ
る
使
用
利
益
返
還
の
要
否
に
つ
い
て
」
大
東
法
学
七
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
〇
五
頁
以
下
。
本
稿
Ⅱ
章

２
節
の
記
述
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
17
） L

G
 N

ürnberg-F
ürth, U

rteil vom
 22. 4. 2005, N

JW
 2005, S

.2558 ff.

（
18
） O

L
G

 N
ürnberg, U

rteil vom
 23. 8. 2005, N

JW
 2005, S

.3000 ff.

（
19
） 

こ
う
し
た
下
級
審
判
決
に
先
立
ち
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る
見
解
が
学
説
上
主
張
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
改
正
前

四
三
九
条
四
項
の
目
的
論
的
制
限
解
釈
を
主
張
す
る
見
解
と
し
て
、B

eate G
S

E
L

L
, N

utzungsentschädigung bei kaufrechtlicher 

N
acherfüllung?, N

JW
 2003, S

.1970 f.

（
20
） 

詳
細
は
、
田
中
宏
治
・
前
掲
注（
16
）二
〇
三
─
二
一
〇
頁
、
荻
原
・
前
掲
注（
16
）一
一
二
─
一
一
四
頁
を
参
照
。

（
21
） B

G
H

, V
orlagebeschluß vom

 16. 8. 2006, N
JW

 2006, S
.3200 ff.

（
22
） 

本
文
の
①
に
着
目
し
て
買
主
に
使
用
利
益
返
還
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
の
問
題
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
契
約
目
的
物
の
引
渡
し
に
よ
る
危
険

と
利
益
の
移
転
を
規
定
し
た
ド
イ
ツ
民
法
四
四
六
条
二
文
に
着
目
す
る
こ
と
で
買
主
に
よ
る
瑕
疵
物
の
利
用
は
無
償
利
用
と
は
評
価
で
き
な
い
こ
と

を
論
じ
た
。
こ
の
点
は
、
萩
原
・
前
掲
注（
16
）一
一
五
─
一
一
六
頁
に
詳
し
い
。

）
五
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
九
〇

（
23
） 

こ
こ
で
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
立
法
者
が
瑕
疵
あ
る
物
の
返
還
の
み
を
規
定
す
る
意
図
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
三
四
七
条
を
準
用
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。B

G
H

, V
orlagebeschluß vom

 16. 8. 2006, N
JW

 2006, S
.3201. 

草
案
理
由
書
に
お
い
て
使
用
利
益

の
返
還
ま
で
意
図
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
本
文
１
節
で
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

（
24
） 
こ
の
点
は
、
原
田
・
前
掲
注（
16
）三
六
─
三
九
頁
・
六
四
─
六
五
頁
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
25
） E

uG
H

, U
rteil vom

 17. 4. 2008, N
JW

 2008, S
.1433 ff. 

欧
州
司
法
裁
判
所
の
先
決
裁
定
に
つ
い
て
は
、
原
田
・
前
掲
注（
16
）四
〇
─

四
二
頁
・
六
五
─
六
八
頁
、
田
中
宏
治
・
前
掲
注（
16
）二
一
五
─
二
一
八
頁
に
詳
し
い
。

（
26
） B

G
H

, U
rteil vom

 26. 11. 2008, N
JW

 2009, S
.427 ff.

（
27
） 

田
中
宏
治
・
前
掲
注（
16
）二
二
三
頁
。

（
28
） 

こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
う
え
で
、
一
般
の
売
買
に
お
け
る
使
用
利
益
返
還
の
要
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
の
は
、
岡
・
前
掲
注（
16
）「
ド
イ
ツ
売

買
法
の
新
た
な
展
開
」
八
一
頁
、
萩
原
・
前
掲
注（
16
）一
一
九
頁
。
と
り
わ
け
萩
原
論
文
の
主
眼
は
こ
の
点
に
あ
る
。
ま
た
、
田
中
宏
治
・
前
掲
注

（
16
）二
二
九
頁
の
注

（51）
も
参
照
。

（
29
） 

こ
の
点
の
議
論
は
、
萩
原
・
前
掲
注（
16
）一
二
五
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
30
） K

laus F
E

U
E

R
S

Ä
N

G
E

R
, D

as N
acherfüllungsrecht des K

äufers bei M
ängeln an geringw

ertigen W
irtschaftsgütern, M

D
R

 

2004, S
.924; B

eate G
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.19

）, S
.1971 ff.; dies, G

renzen der N
utzungsentschädigung bei R

ückgabe einer 

m
angelhaften K

aufsache, JuS
 2006, S

.204 f. 

こ
の
伸
長
利
益
は
、
グ
ゼ
ル
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
過
去
に
お
け
る
瑕
疵
あ
る
物
の
使
用
利
益
で

は
な
く
、
将
来
に
お
け
る
使
用
利
益
と
い
う
形
で
の
利
益
を
意
味
す
る
。

（
31
） 

た
と
え
ば
田
中
宏
治
・
前
掲
注（
16
）四
二
五
頁
は
、「
①
わ
が
国
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
代
物
給
付
の
際
の
不
適
合
物
返
還
に
つ
い
て

さ
え
明
文
の
規
定
が
欠
け
て
い
る
。
②
し
か
も
、
解
除
の
効
果
と
し
て
の
原
状
回
復
に
使
用
利
益
返
還
が
含
ま
れ
る
と
い
う
判
例
も
、
事
案
が
特
殊

で
確
固
た
る
も
の
で
は
な
く
、
賛
否
も
分
か
れ
、
反
対
説
も
強
い
。
①
②
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
わ
が
国
で
は
、
売
主
の
代
物
給
付
に
お
い
て
、
買

主
の
不
適
合
物
返
還
が
同
時
履
行
の
関
係
に
立
つ
け
れ
ど
も
、
使
用
利
益
返
還
ま
で
は
買
主
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
結
論

に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
消
費
財
売
買
と
同
じ
）。」
と
す
る
。
ま
た
、
萩
原
・
前
掲
注（
16
）一
三
八
頁
は
、「
七
〇
三
条
お
よ
び
七
〇
四
条
に
準
じ
て
、

）
五
六
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
九
一

買
主
が
契
約
不
適
合
の
存
在
に
つ
い
て
善
意
で
使
用
し
た
の
か
悪
意
で
使
用
し
た
の
か
に
応
じ
て
、
使
用
利
益
の
返
還
の
要
否
を
区
別
す
べ
き
」
と

説
く
。

以
上
と
異
な
り
、
契
約
に
適
合
し
な
い
種
類
物
の
引
渡
し
後
に
代
物
給
付
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
引
渡
し
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
を
認

め
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
論
じ
る
の
は
、
森
田
宏
樹
「
売
買
に
お
け
る
契
約
責
任

─
契
約
不
適
合
に
基
づ
く
担
保

責
任
の
意
義
」
瀬
川
信
久
ほ
か
編
『
民
事
責
任
法
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
九
年
）
二
九
八
─
二
九
九
頁
。

（
32
） B

G
H

, U
rteil vom

 16. 9. 2009, N
JW

 2010, S
.148 f. 

本
件
で
は
、
上
告
理
由
に
お
い
て
欧
州
司
法
裁
判
所
へ
の
付
託
が
必
要
だ
と
主
張
さ

れ
た
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
付
託
義
務
の
範
囲
外
に
あ
る
と
し
て
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。
本
判
決
に
つ
い
て
も
、
古
谷
・
前
掲
注（
16
）一
六
四

頁
に
簡
単
な
紹
介
が
あ
る
。

（
33
） 

こ
の
点
に
着
目
し
て
二
〇
〇
九
年
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
に
賛
成
す
る
の
は
、Jan L

IE
D

E
R

, N
utzungsersatz beim

 R
ücktritt vom

 

K
aufvertrag, JU

R
A

 2010, S
.614; C

lem
ens H

Ö
P

F
N

E
R

, N
utzungsersatzpflicht beim

 R
ücktritt vom

 K
aufvertrag, N

JW
 2010, 

S
.129. 

ま
た
、
契
約
適
合
物
が
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
と
の
比
較
か
ら
使
用
利
益
返
還
義
務
を
正
当
化
す
る
も
の
も
存
す
る
。
仮
に
当
初
よ
り
契
約

適
合
物
が
引
き
渡
さ
れ
、
買
主
が
こ
れ
を
使
用
し
て
い
れ
ば
、
買
主
は
現
在
、
使
用
に
よ
り
減
価
し
た
物
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
契
約
不
適
合
物
の
給
付
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
買
主
は
、
そ
れ
を
使
用
し
て
お
き
な
が
ら
そ
の
利
益
を
返
さ
ず
、
他
方
で
支
払
済
み
の
代

金
相
当
額
と
利
息
と
を
受
領
で
き
る
と
い
う
の
で
は
、
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
。
買
主
は
、
返
還
さ
れ
た
代
金
相
当
額
で
も
っ
て
耐
用
年
数
の
延
び
た
新

し
い
物
を
入
手
で
き
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
れ
ば
、
買
主
は
売
主
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
利

益
（
物
の
耐
用
年
数
の
伸
長
利
益
）
を
得
る
こ
と
に
な
る
、
と
評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
34
） 

た
と
え
ば
、
原
田
・
前
掲
注（
16
）七
一
頁
な
ど
。

（
35
） 

た
と
え
ば
、
柚
木
馨
『
債
権
各
論
（
契
約
総
論
）』（
青
林
書
院
・
一
九
五
六
年
）
三
一
六
頁
以
下
。

（
36
） 

た
と
え
ば
、
我
妻
栄
『
債
権
各
論 

上
巻
』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
四
年
）
二
〇
〇
─
二
〇
一
頁
、
谷
口
＝
五
十
嵐
編
・
前
掲
注（
１
）八
九
五
頁

〔
山
下
〕。

（
37
） 

我
妻
・
前
掲
注（
36
）一
八
九
頁
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
〔
増
補
版
〕』（
悠
々
社
・
一
九
九
二
年
）
一
三
七
頁
、
鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講
義

）
五
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
九
二

〔
四
訂
版
〕』（
創
文
社
・
二
〇
〇
一
年
）
一
六
五
頁
な
ど
。
債
権
法
改
正
後
で
は
、
た
と
え
ば
、
平
野
・
前
掲
注（
４
）一
二
四
頁
、
藤
岡
康
宏
＝
磯

村
保
＝
浦
川
道
太
郎
＝
松
本
恒
雄
『〈
Ｓ
シ
リ
ー
ズ
〉
民
法
Ⅳ
債
権
各
論
〔
第
４
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
九
年
）
六
〇
─
六
一
頁
〔
磯
村
〕、
奥
田

昌
道
＝
佐
々
木
茂
美
『
新
版 

債
権
総
論 

上
巻
』（
判
タ
・
二
〇
二
〇
年
）
一
七
九
頁
、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義
Ⅳ
債
権
総
論
〔
第
４
版
〕』（
成
文

堂
・
二
〇
二
〇
年
）
一
〇
四
頁
、
中
田
・
前
掲
注（
３
）二
三
九
頁
、
磯
村
編
・
前
掲
注（
13
）六
四
六
頁
〔
荻
野
〕。

（
38
） 

こ
の
裁
判
例
は
、
高
木
多
喜
男
＝
久
保
宏
之
『〈
叢
書
民
法
総
合
判
例
研
究
〉
不
完
全
履
行
と
瑕
疵
担
保
責
任
（
新
版
）』（
一
粒
社
・

一
九
九
八
年
）
二
二
六
─
二
二
七
頁
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
39
） 

磯
村
編
・
前
掲
注（
13
）六
四
二
頁
〔
荻
野
〕。

（
40
） 

磯
村
編
・
前
掲
注（
13
）六
四
三
頁
〔
荻
野
〕。

（
41
） 

奥
田
昌
道
編
『
新
版
注
釈
民
法
⑽
Ⅱ
債
権
⑴
債
権
の
目
的
・
効
力
⑵
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
一
年
）
二
九
三
頁
〔
北
川
善
太
郎
＝
潮
見
佳
男
〕。

（
42
） 

潮
見
佳
男
『〈
法
律
学
の
森
〉
新
契
約
各
論
Ⅰ
』（
信
山
社
・
二
〇
二
一
年
）
一
五
九
頁
。

（
43
） 

潮
見
・
前
掲
注（
42
）一
六
〇
頁
。
潮
見
は
、
こ
れ
を
具
体
的
損
害
計
算
と
呼
ん
だ
う
え
で
、「
具
体
的
な
損
害
計
算
を
し
て
も
な
お
確
定
で
き

な
い
と
き
は
、
当
該
売
買
契
約
に
お
け
る
買
主
と
同
様
の
地
位
に
置
か
れ
た
合
理
人
で
あ
れ
ば
、
当
該
契
約
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
財
産
管
理
・
処

分
を
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
を
基
準
に
評
価
す
べ
き
で
あ
る
（
抽
象
的
損
害
計
算
）」
と
説
く
。

（
44
） 

森
田
宏
樹
「
判
批
」
窪
田
充
見
＝
森
田
宏
樹
編
『
民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
〔
第
８
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
八
年
）
一
〇
七
頁
。

（
45
） 

北
村
実
「
解
除
の
効
果

─
五
四
五
条
を
め
ぐ
っ
て
」
星
野
英
一
編
代
『
民
法
講
座
５
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
五
年
）
一
四
六
頁
。

（
46
） 

た
と
え
ば
、
末
川
・
前
掲
注（
１
）一
七
二
─
一
七
四
頁
、
山
下
末
人
「
契
約
解
除
に
お
け
る
原
状
回
復
義
務
と
不
当
利
得
」
谷
口
知
平
教
授
還

暦
記
念
『
不
当
利
得
・
事
務
管
理
の
研
究
⑵
』（
有
斐
閣
・
一
九
七
一
年
）
一
三
〇
頁
。

（
47
） 

北
村
・
前
掲
注（
45
）一
四
六
頁
。
な
お
、
北
村
は
、
こ
う
し
た
解
除
論
が
竹
田
省
「
契
約
解
除
ノ
性
質
二
就
キ
テ
」
京
都
法
学
会
雑
誌
三
巻
二

号
（
一
九
〇
八
年
）
八
九
頁
以
下
に
既
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
竹
田
は
、
片
務
契
約
の
解
除
の
場
面
を
想
定
す
れ
ば
、
改
正
前

五
四
五
条
三
項
の
損
害
賠
償
が
履
行
利
益
の
賠
償
と
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
解
除
は
契
約
を
廃
棄
す
る
も
の
で
は
な
い
と
論
じ

て
い
た
（
同
一
〇
一
頁
以
下
）。

）
五
五
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
九
三

（
48
） 

三
宅
正
男
『
契
約
法
（
総
論
）』（
青
林
書
院
新
社
・
一
九
七
八
年
）
二
二
三
頁
以
下
。

（
49
） 

福
田
・
前
掲
注（
13
）三
一
一
頁
以
下
。
福
田
は
、
こ
の
文
脈
で
、
三
宅
の
解
除
論
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
（
同
三
一
五
─
三
一
六
頁
）。

（
50
） 
拙
稿
「
原
状
回
復
に
お
け
る
対
価
合
意
の
意
義

─
原
物
返
還
不
能
に
よ
り
償
還
す
べ
き
価
額
の
算
定
を
め
ぐ
っ
て
」
日
法
八
五
巻
二
号

（
二
〇
一
九
年
）
四
〇
一
頁
・
四
一
一
頁
。

（
51
） 

鶴
藤
倫
道
「
契
約
の
解
除
と
損
害
賠
償
（
二
・
完
）

─
売
買
契
約
解
除
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
を
中
心
に
」
民
商
一
一
〇
巻
四
＝
五
号

（
一
九
九
四
年
）
二
九
一
頁
。

（
52
） 

現
在
、
我
が
国
の
解
除
の
法
的
構
成
論
で
は
、
原
契
約
変
容
説
が
有
力
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
の
（
中
田
・
前
掲
注（
３
）

二
二
二
─
二
二
四
頁
）、
な
お
直
接
効
果
説
が
通
説
で
あ
る
と
も
評
さ
れ
る
（
磯
村
・
前
掲
注（
３
）四
八
頁
）。
議
論
の
中
心
は
原
状
回
復
を
め
ぐ
る

各
論
的
問
題
に
移
り
、
法
的
構
成
論
は
下
火
と
な
っ
て
い
る
。

（
53
） 

な
お
、
履
行
利
益
（
積
極
的
契
約
利
益
）
と
信
頼
利
益
（
消
極
的
契
約
利
益
）
と
を
、
そ
の
回
復
の
方
向
性
の
違
い
と
し
て
理
解
す
る
の
は
、

高
橋
眞
『
損
害
概
念
論
序
説
』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
五
年
）
二
一
頁
・
五
六
頁
。

（
54
） 

不
法
行
為
法
の
領
域
で
は
、
物
損
事
故
等
に
お
い
て
物
の
抽
象
的
利
用
利
益
の
賠
償
請
求
の
可
否
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
山
本
豊

「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
損
害
（
概
念
）
論
の
動
向

─
ホ
ー
ロ
ッ
ホ
鑑
定
意
見
の
紹
介
を
中
心
に
」
下
森
定
ほ
か
『
西
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
鑑
定
意

見
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
八
年
）
二
六
六
─
二
六
九
頁
、
若
林
三
奈
「
法
的
概
念
と
し
て
の
『
損
害
』
の
意
義
⑵

─
ド
イ
ツ
に
お
け

る
判
例
の
検
討
を
中
心
に
」
立
命
二
五
一
号
（
一
九
九
七
年
）
一
二
三
頁
以
下
、
長
野
史
寛
『
不
法
行
為
責
任
内
容
論
序
説
』（
有
斐
閣
・

二
〇
一
七
年
）
一
二
一
─
一
六
三
頁
お
よ
び
二
八
〇
─
二
八
二
頁
。

（
55
） 

改
正
の
経
緯
と
理
由
に
つ
い
て
は
、
福
田
・
前
掲
注（
13
）三
〇
〇
頁
以
下
、
北
居
功
「
解
除
と
損
害
賠
償
と
の
関
係
（
草
案
第
三
二
七
条
）」

下
森
定
＝
岡
孝
編
『
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
委
員
会
草
案
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
局
・
一
九
九
六
年
）
八
五
頁
以
下
。
改
正
前
民
法
が
択
一
構
成

を
採
用
す
る
に
至
っ
た
経
緯
と
制
定
後
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
北
村
実
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
契
約
解
除
効
果
論
の
展
開

─
Ｂ
Ｇ
Ｂ
制
定
の
前
後
か

ら
」
龍
谷
法
学
九
巻
一
号
（
一
九
七
六
年
）
五
七
頁
以
下
、
鶴
藤
倫
道
「
契
約
の
解
除
と
損
害
賠
償
（
一
）（
二
・
完
）

─
売
買
契
約
解
除
に
関

す
る
ド
イ
ツ
法
を
中
心
に
」
民
商
一
一
〇
巻
三
号
三
一
頁
以
下
、
四
＝
五
号
（
一
九
九
四
年
）
二
六
九
頁
以
下
に
詳
し
い
。

）
五
五
一
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
九
四

（
56
） F

lorian F
A

U
S

T
, JZ

 2008, S
.471; Jan L

IE
D

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.33

）, S
.617.
（
57
） 

こ
の
点
は
、
前
掲
注（
55
）に
掲
げ
た
先
行
研
究
を
参
照
。

（
58
） R

oland S
C

H
W

A
R

Z
E

, in: S
taudingers K

om
m

entar zum
 B

G
B

., B
uch 2, 2015, 

§325 R
n.29.

（
59
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.56

）, S
.471.

（
60
） B

G
H

, U
rteil vom

 28. 11. 2007, N
JW

 2008, S
.911. 

二
〇
〇
七
年
判
決
で
は
、
契
約
を
解
除
し
た
買
主
が
受
領
済
み
の
瑕
疵
あ
る
中
古
自

動
車
を
返
還
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
生
じ
る
使
用
不
能
損
害
の
賠
償
が
問
題
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
契
約
で
は
事
故
車
で
な
い
中
古
車
の
売
買
が
約

束
さ
れ
て
給
付
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
事
故
車
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
買
主
は
、
一
月
二
三
日
に
契
約
を
解
除
し
、
同
月
二
七
日
に
車

を
返
還
、
そ
し
て
二
月
一
五
日
に
他
の
車
を
購
入
す
る
ま
で
の
間
、
代
わ
り
の
車
を
親
戚
か
ら
借
り
て
い
た
。
そ
こ
で
買
主
は
、
車
を
借
り
る
た
め

に
要
し
た
費
用
一
一
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
支
払
を
売
主
に
対
し
て
求
め
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。

控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
は
、
本
文
⑶
ア
で
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（
二
〇
〇
七
年
判
決
）
は
、
本
文
で
後
述
す
る
と
お
り
、
解

除
後
の
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
を
一
般
論
と
し
て
は
認
め
て
お
り
、
こ
こ
に
先
例
と
し
て
の
大
き
な
意
義
が
あ
る
も
の
の
、
本
事
件
の
特
殊
性

（
当
該
中
古
車
は
買
主
側
が
使
用
し
た
際
に
事
故
に
よ
り
損
傷
し
て
お
り
、
解
除
時
点
で
使
用
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
）
ゆ
え
に
最
終
的
に
は
損

害
賠
償
請
求
を
認
め
て
い
な
い
。

（
61
） B

G
H

, U
rteil vom

 14. 4. 2010, N
JW

 2010, S
.2426. 

二
〇
一
〇
年
判
決
で
は
、
瑕
疵
に
気
づ
い
て
使
用
を
止
め
て
か
ら
代
わ
り
の
車
を
購

入
す
る
ま
で
の
間
の
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
が
問
題
と
さ
れ
た
。
効
果
論
に
関
係
す
る
事
実
関
係
に
絞
っ
て
紹
介
す
る
と
、
原
告
で
あ
る
買
主

は
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
六
日
付
け
の
書
面
お
よ
び
二
〇
〇
六
年
一
月
三
日
付
け
の
書
面
で
も
っ
て
売
買
契
約
の
解
除
の
意
思
表
示
を
し
、
引
き
渡

さ
れ
た
自
動
車
を
二
〇
〇
五
年
一
二
月
八
日
以
降
は
も
は
や
使
用
せ
ず
、
二
〇
〇
六
年
四
月
二
二
日
に
は
自
ら
中
古
車
を
購
入
し
た
（
そ
の
二
日
後

に
登
録
）。
そ
こ
で
買
主
が
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
八
日
か
ら
二
〇
〇
六
年
四
月
二
四
日
ま
で
の
一
六
八
日
間
、
自
動
車
を
使
用
で
き
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
る
損
害
の
賠
償
（
一
日
あ
た
り
三
八
ユ
ー
ロ
で
合
計
六
三
八
四
ユ
ー
ロ
）
を
要
求
し
た
の
が
二
〇
一
〇
年
判
決
の
事
案
で
あ
る
。

（
62
） 

福
田
・
前
掲
注（
13
）三
〇
七
頁
以
下
。

（
63
） H

ansjörg O
T

T
O

, in: S
taudingers K

om
m

entar zum
 B

G
B

., B
uch 2, 2004, 

§325 R
n. 28. 

し
た
が
っ
て
、
オ
ッ
ト
ー
は
、（
債
務
法
改

）
五
五
二
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
九
五

正
前
の
ド
イ
ツ
学
説
と
同
様
）
解
除
が
債
権
者
に
と
っ
て
不
利
に
作
用
す
る
の
な
ら
ば
、
債
権
者
と
し
て
は
解
除
を
せ
ず
、
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠

償
を
求
め
る
べ
き
と
説
く
。
そ
の
他
、
解
除
効
果
法
の
優
先
を
説
く
見
解
と
し
て
、C

lem
ens H

Ö
P

F
N

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.33

）, S
.129 f.

（
64
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.56

）, S
.474.

（
65
） L

G
 O

snabrück, U
rteil vom

 28. 12. 2006. 

判
示
内
容
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
文
に
よ
る
（N

JW
 2008, S

.911

）。

（
66
） K

G
 B

erlin, U
rteil vom

 30. 4. 2009, N
Z

V
 2009, S

.567.

（
67
） B

G
H

 N
JW

 2010, S
.2427 R

n.20.

（
68
） B

G
H

 N
JW

 2010, S
.2428 R

n.21.

（
69
） B

G
H

 N
JW

 2010, S
.2428 R

n.25.

（
70
） B

G
H

 N
JW

 2008, S
.911 R

n.6.

（
71
） B

G
H

 N
JW

 2008, S
.911 R

n.7.

（
72
） B

G
H

 N
JW

 2010, S
.2428 R

n.22.

（
73
） C

arsten H
E

R
R

E
S

T
H

A
L

, D
er E

rsatz des V
erzugsschadens beim

 R
ücktritt vom

 V
ertrag, JuS

 2007, S
.802.

（
74
） 

こ
の
点
、
代
物
給
付
の
場
面
で
、
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
一
律
に
否
定
す
る
こ
と
は
損
害
賠
償
要
件
の
潜
脱
に
な
り
得
る
危
険
が
指
摘

さ
れ
る
が
（P

atrick S
C

H
M

ID
T

, N
utzungsentschädigung bei N

acherfüllung durch E
rsatzlieferung, Z

G
S

 2006, S
.411

）、
買
主
が

填
補
賠
償
請
求
を
し
て
い
る
現
在
検
討
中
の
ケ
ー
ス
で
は
、
当
然
な
が
ら
こ
の
批
判
が
妥
当
し
な
い
。
右
指
摘
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注（
94
）も
参
照

さ
れ
た
い
。

（
75
） 

前
掲
注（
19
）を
参
照
。

（
76
） B

eate G
S

E
L

L
, D

as V
erhältnis von R

ücktritt und S
chadensersatz, JZ

 2004, S
.646; dies., a. a. O

. 

（F
n.30

）, S
.206.

（
77
） 

こ
の
点
の
詳
細
な
議
論
は
、B

eate G
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.30

）, S
.206.

（
78
） 

そ
う
し
た
中
で
も
、
た
と
え
ば
リ
ー
ダ
ー
は
、
解
除
な
し
の
填
補
賠
償
請
求
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
グ
ゼ
ル
の
二
八
一
条
五
項
の
制
限
解
釈
を
支
持

し
て
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
瑕
疵
あ
る
給
付
に
つ
き
売
主
が
有
責
で
あ
る
場
合
の
解
除
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、

）
五
五
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
九
六

三
四
六
条
一
項
を
目
的
論
的
に
制
限
す
る
こ
と
で
買
主
の
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る
。Jan L

IE
D

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.33

）, S
.616 f. 

な
お
、

リ
ー
ダ
ー
は
、
物
の
瑕
疵
が
原
因
で
買
主
が
受
領
物
を
使
用
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、（
買
主
に
使
用
利
益
返
還
義
務
が
な
い
の
は
当
然
と
し
て
）

売
主
に
対
す
る
使
用
利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
請
求
を
認
め
て
お
り
（
同
六
一
八
頁
）、
こ
の
点
で
は
ド
イ
ツ
の
両
判
決
や
多
数
説
と
変
わ
ら
な
い
。

（
79
） B

eate G
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.76

）, S
.646; dies., in: H

ans T
heodor S

O
E

R
G

E
L

 K
om

m
entar zum

 B
G

B
., B

and 5/2, S
chuldrecht 

3/2, 2005, 
§325 R

n.11. 

グ
ゼ
ル
は
、
解
除
と
共
に
す
る
填
補
賠
償
請
求
の
ケ
ー
ス
で
（
利
益
返
還
義
務
自
体
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
）
本
構

成
を
維
持
す
べ
き
根
拠
事
例
と
し
て
、
債
権
者
が
（
な
お
原
物
返
還
可
能
な
）
果
実
を
取
得
し
た
場
合
を
挙
げ
る
。
果
実
を
取
得
し
、
果
実
が
返
還

可
能
な
場
合
、
価
額
償
還
で
は
な
く
原
物
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

（
80
） B

eate G
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.76

）, S
.646; D

agm
ar K

A
IS

E
R

, in: S
taudingers K

om
m

entar zum
 B

G
B

., B
uch 2, 2012, V

orbem
 

zu 

§§346 ff R
n.49; R

oland S
C

H
W

A
R

Z
E

, a. a. O
. 

（F
n.58

）, 

§325 R
n.34; H

ubert S
C

H
M

ID
T

, in: H
einz G

eorg B
am

berger / 

H
erbert R

oth / W
olfgang H

au / R
om

an P
oseck, K

om
m

entar zum
 B

G
B

., B
and 1, 2019, 

§325 R
n.5; H

arm
 P

eter 

W
E

S
T

E
R

M
A

N
N

, in: E
rm

an B
ürgerliches G

esetzbuch H
andkom

m
entar, B

uch 1, 2017, 

§325 R
n. 2 f.

（
81
） B

eate G
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.76
）, S

.644 f.; dies., a. a. O
. 

（F
n.79

）, 

§325 R
n.10; R

oland S
C

H
W

A
R

Z
E

, a. a. O
. 

（F
n.58

）, 

§325 

R
n.34.

（
82
） 

以
上
に
つ
き
、R

oland S
C

H
W

A
R

Z
E

, a. a. O
. 

（F
n.58

）, 

§325 R
n.34.

（
83
） B

G
H

 N
JW

 2008, S
.911 R

n.9.

（
84
） B

G
H

 N
JW

 2008, S
.911 R

n.10.

（
85
） B

G
H

 N
JW

 2010, S
.2427 R

n.16.

（
86
） B

G
H

 N
JW

 2010, S
.2427 R

n.17.

（
87
） B

G
H

 N
JW

 2010, S
.2428 R

n.23.

（
88
） B

eate G
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.79

）, 

§325 R
n.3,10 f.; D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.80

）, V
orbem

 zu 

§§346 ff R
n.49 ff.; R

oland 

S
C

H
W

A
R

Z
E

, a. a. O
. 

（F
n.58

）, 

§325 R
n.34.

）
五
五
六
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
九
七

（
89
） V

gl. C
lem

ens H
Ö

P
F

N
E

R
, a. a. O

. 

（F
n.33

）, S
.129.

（
90
） T

heresa Johanna E
H

L
E

N
, N

utzungsersatz im
 kaufvertraglichen M

ängelgew
ährleistungs- und W

iederrufsrecht, 2012, S
.211.

（
91
） 
詳
し
く
は
本
稿
Ⅳ
章
２
節
で
後
述
す
る
が
、
解
除
の
効
果
と
し
て
買
主
が
返
還
す
べ
き
使
用
利
益
分
を
も
っ
て
使
用
利
益
喪
失
損
害
と
み
る
見

解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
か
ら
は
、
買
主
が
返
還
す
べ
き
使
用
利
益
と
賠
償
請
求
額
と
が
一
致
す
る
結
果
、「
買
主
に
は
使
用
利
益
返
還
義
務
が
な
い
」

と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
で
本
文
イ
の
理
解
（
評
価
矛
盾
を
前
提
に
使
用
利
益
返
還
義
務
自
体
を
否
定
す
る
立
場
）
と
帰
結
を
同
じ
く

す
る
に
至
る
。

（
92
） 

三
二
五
条
は
、
矛
盾
し
た
挙
動
を
債
権
者
に
許
す
も
の
で
は
な
く
、
当
事
者
双
方
の
本
来
の
履
行
を
取
り
や
め
る
こ
と
に
関
す
る
決
断
が
金
銭

に
よ
る
履
行
利
益
の
損
害
賠
償
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
は
、B

eate G
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.79

）, 

§325 

R
n.6.

（
93
） 

本
文
で
挙
げ
た
場
合
の
ほ
か
、
売
主
が
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
場
合
で
も
、
構
成
❷
に
お
い
て
は
（
本
文
⑶
で
後
述
す
る
よ
う
に
）
本
旨
履
行

が
あ
っ
た
場
合
に
買
主
が
使
用
し
た
こ
と
で
生
じ
た
で
あ
ろ
う
減
価
分
を
損
害
か
ら
控
除
す
る
こ
と
に
な
る
以
上
、
目
的
物
の
性
質
（
消
費
財
か
否

か
と
そ
の
程
度
）
と
使
用
方
法
（
自
己
使
用
か
営
利
使
用
か
）
に
よ
っ
て
は
、
認
め
ら
れ
る
損
害
賠
償
額
が
不
適
合
物
を
現
実
に
使
用
し
た
こ
と
で

得
た
利
益
分
（
返
還
す
る
使
用
利
益
分
）
を
下
回
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
こ
の
場
合
も
両
構
成
で
差
が
生
じ
得
る
。
も
っ
と
も
、
こ

の
点
は
、
類
型
ご
と
の
考
察
が
必
要
に
な
る
だ
け
で
な
く
、「
消
費
行
為
」
を
原
状
回
復
義
務
や
使
用
利
益
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

か
、
ま
た
、（
本
稿
Ⅳ
章
２
節
で
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
触
れ
る
）
使
用
利
益
喪
失
損
害
を
如
何
に
解
す
る
か
に
も
深
く
関
わ
る
た
め
、
本
稿
で
は

こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

（
94
） 

本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
理
由
は
、
買
主
が
現
に
利
益
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
売
主
の
帰
責

性
を
問
わ
ず
に
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
れ
ば
損
害
賠
償
請
求
要
件
の
潜
脱
と
な
る
か
ら
で
は
な
い
。
後
者
の
指
摘
（
前
掲
注（
74
）参
照
）
は
、

売
主
に
帰
責
性
な
く
し
て
売
主
負
担
と
す
る
の
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
指
摘
で
あ
る
。

（
95
） 

こ
の
点
に
つ
き
、
ヘ
プ
フ
ナ
ー
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
自
動
車
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
完
全
な
形
で
使
用
で
き
た
場
合
に
は
、
使
用

利
益
喪
失
損
害
の
賠
償
請
求
は
初
め
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
し
つ
つ
も
、
買
主
が
返
還
す
べ
き
使
用
利
益
分
を
損
害
と
捉
え
て
損
害
賠
償
請
求
を
認
め

）
五
五
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

二
九
八

る
。C

lem
ens H

Ö
P

F
N

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.33

）, S
.130. 

こ
う
し
た
損
害
算
定
の
方
法
に
つ
い
て
は
本
文
の
Ⅳ
章
２
節
に
て
触
れ
る
。

（
96
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.56

）, S
.474.

（
97
） 
こ
の
点
を
示
唆
し
て
い
る
か
に
映
る
の
は
、B

eate G
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.30

）, S
.205.

（
98
） D

agm
ar K

A
IS

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.80

）, V
orbem

 zu 

§§346 ff R
n.51. 

し
た
が
っ
て
、
契
約
不
適
合
が
物
の
使
用
に
影
響
を
与
え
た
場
合
、

す
な
わ
ち
、
契
約
適
合
物
で
あ
っ
た
な
ら
ば
買
主
が
よ
り
多
く
の
使
用
利
益
を
得
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
限
っ
て
、
買
主
は
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

（
99
） 

近
時
、
曽
野
裕
夫
は
、「
使
用
利
益
が
生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
」
と
し
て
平
成
二
二
年
判
決
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
が
「
五
四
五
条
三
項

の
適
用
に
あ
た
っ
て
も
、
参
考
に
な
る
」
と
指
摘
す
る
（
曽
野
ほ
か
・
前
掲
注（
４
）一
三
九
頁
）。
同
判
決
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
曽
野
は
、
こ
の

よ
う
な
場
合
に
は
解
除
の
原
状
回
復
に
お
い
て
も
同
利
益
の
返
還
義
務
（
あ
る
い
は
利
益
の
存
在
自
体
）
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い

よ
う
。

（
100
） 

北
居
功
「
判
批
」
民
商
一
四
三
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
七
〇
─
三
七
一
頁
。
こ
の
北
居
の
分
析
を
的
確
で
あ
る
と
し
て
支
持
す
る
の
は
、

高
橋
眞
『
入
門
債
権
総
論
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
三
年
）
一
三
一
頁
。

（
101
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.56

）, S
.472; C

lem
ens H

Ö
P

F
N

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.33

）, S
.130; Jan L

IE
D

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.33

）, 

S
.617; R

oland S
C

H
W

A
R

Z
E

, a. a. O
. 

（F
n.58

）, 
§325 R

n.34.

（
102
） 

な
お
、（
本
文
で
言
及
し
た
仮
定
的
使
用
に
よ
る
減
価
で
は
な
く
）
買
主
が
現
実
に
契
約
不
適
合
物
を
用
法
に
従
っ
て
使
用
し
た
こ
と
で
生
じ

た
減
価
分
に
つ
い
て
も
、
Ⅰ
章
２
節
最
終
段
落
で
述
べ
た
よ
う
に
、
別
途
リ
ス
ク
配
分
の
問
題
が
生
じ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
三
四
六
条
二
項
一
文
三
号

に
よ
り
買
主
は
免
責
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
買
主
に
よ
る
解
除
前
の
使
用
行
為

─
解
除
原
因
の
認

識
の
有
無
と
物
使
用
の
目
的
・
方
法
・
結
果
に
着
目
し
て
」
日
法
八
四
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
〇
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
103
） 

瀬
川
は
、
同
事
案
に
お
け
る
解
決
と
し
て
使
用
利
益
返
還
義
務
を
否
定
す
る
場
合
、
買
主
は
返
還
を
受
け
た
代
金
に
よ
っ
て
、
売
主
か
ら
購
入

し
た
当
時
と
同
等
の
自
動
車
を
他
か
ら
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
、「
一
年
間
自
動
車
を
使
用
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
る
価
値

減
少
（
減
価
償
却
）
の
不
利
益
を
負
わ
ず
、
そ
の
分
だ
け
『
過
当
な
利
益
』
を
得
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た

）
五
五
五
（



契
約
不
適
合
解
除
に
お
け
る
使
用
利
益
の
帰
趨
（
野
中
）

二
九
九

（
瀬
川
・
前
掲
注（
５
）一
〇
六
頁
）。

（
104
） R

oland S
C

H
W

A
R

Z
E

, a. a. O
. 

（F
n.58

）, 

§325 R
n.39.

（
105
） F

lorian F
A

U
S

T
, in: P

eter H
uber / F

lorian F
aust, S

chuldrechtsm
odernisierung, 2002, K

ap.3 R
n.194; A

rnd A
R

N
O

L
D

, 

R
ücktritt und S

chadensersatz, Z
G

S
 2003, S

.429; B
eate G

S
E

L
L

, a. a. O
. 

（F
n.76

）, S
.645; dies., a. a. O

. 

（F
n.79

）, 

§325 R
n.5; 

D
agm

ar K
A

IS
E

R
, a. a. O

. 

（F
n.80

）, V
orbem

 zu 

§§346 ff R
n.53.

（
106
） 

潮
見
・
前
掲
注（
４
）四
四
四
頁
。
た
だ
し
、
遅
滞
の
場
合
を
も
念
頭
に
お
い
た
検
討
を
通
し
て
費
用
賠
償
の
二
元
的
構
造
を
指
摘
す
る
の
は
、

上
田
貴
彦
「
遅
滞
責
任
と
し
て
の
費
用
賠
償
の
可
否
と
そ
の
特
異
性

─
契
約
の
巻
戻
し
を
目
的
と
し
な
い
原
状
回
復
的
損
害
賠
償
」
中
京
法
学

五
四
巻
三
・
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
三
一
頁
以
下
。

（
107
） B

G
H

 N
JW

 2010, S
.2427 R

n.32.

（
108
） 

た
と
え
ば
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅲ
債
権
総
論
・
担
保
物
権
〔
第
４
版
〕』（
東
京
大
学
出
版
会
・
二
〇
二
〇
年
）
一
九
三
頁
以
下
。

（
109
） 

田
中
洋
「
判
批
」
窪
田
＝
森
田
編
・
前
掲
注（
44
）一
五
頁
は
、「
本
判
決
は
、
抽
象
論
と
し
て
は
、
債
権
者
に
現
に
生
じ
た
損
害
の
う
ち
、
債

権
者
が
適
時
に
期
待
さ
れ
る
損
害
回
避
減
少
措
置
を
執
っ
た
な
ら
ば
回
避
・
減
少
し
え
た
で
あ
ろ
う
損
害
（
額
）
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
債
務
者
に

よ
る
賠
償
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
す
る
賠
償
責
任
の
制
限
法
理
と
示
唆
す
る
」
と
す
る
。

（
110
） 

原
状
回
復
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
の
う
ち
で
も
、
た
と
え
ば
、
原
物
返
還
不
能
の
場
合
の
リ
ス
ク
負
担
者
決
定
、
使
用
利
益
の
帰
属
先
決
定
、

さ
ら
に
は
価
額
償
還
の
内
容
決
定
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
で
リ
ス
ク
配
分
の
基
準
が
変
わ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
横
断
し
た
検
討

は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。

（
111
） 

こ
の
点
で
は
、
目
的
物
を
引
き
渡
す
こ
と
で
移
転
し
た
危
険
も
、
買
主
の
解
除
に
よ
り
売
主
に
回
帰
し
う
る
と
い
う
危
険
移
転
論
と
も
共
通
す

る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
契
約
不
適
合
物
の
危
険
移
転
法
理

─
危
険
の
移
転
と
解
除
に
よ
る
そ
の
回
帰
」
日
法
八
二
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）

六
七
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
112
） 

好
美
清
光
「
契
約
の
解
除
の
効
力
」
遠
藤
浩
ほ
か
監
修
『
現
代
契
約
法
体
系
第
２
巻
現
代
契
約
の
法
理
⑵
』（
有
斐
閣
・
一
九
八
四
年
）

一
九
〇
頁
。

）
五
五
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
〇
〇

（
113
） 

こ
の
こ
と
を
明
示
的
に
指
摘
す
る
の
は
、R

oland S
C

H
W

A
R

Z
E

, a. a. O
. 

（F
n.58

）, 

§325 R
n.34, 36.

（
114
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.105

）, K
ap.3 R

n.191 ff.; ders., a. a. O
. 

（F
n.56

）, S
.474; B

eate G
S

E
L

L
, a. a. O

. 

（F
n.76

）, S
.646; 

dies., a. a. O
. 

（F
n.79

）, 

§325 R
n.11; H

ansjörg O
T

T
O

, a. a. O
. 

（F
n.63

）, 

§325 R
n. 25; W

olfgang E
R

N
S

T
, in: M

ünchener 

K
om

m
entar zum

 B
G

B
., B

and 3, 2022, 

§325 R
n.7. 

ま
た
、B

G
H

, U
rteil vom

 28. 11. 2007, N
JW

 2008, S
.912 R

n.15. 

な
お
、
こ
の
点

に
つ
き
、
ヘ
プ
フ
ナ
ー
は
、
た
と
え
使
用
利
益
返
還
義
務
が
二
八
一
条
五
項
の
参
照
指
示
か
ら
初
め
て
生
じ
る
と
し
て
も
、
損
害
賠
償
の
内
容
は
そ

の
履
行
時
点
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
以
上
、
買
主
が
給
付
に
代
わ
る
損
害
賠
償
を
要
求
し
た
時
（
二
八
一
条
四
項
）
に
は
、
既
に
発
生

し
て
い
る
買
主
の
使
用
利
益
償
還
義
務
を
も
っ
て
損
害
と
捉
え
る
こ
と
が
理
論
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
。C

lem
ens H

Ö
P

F
N

E
R

, a. a. O
. 

（F
n.33

）, S
.130. 

た
だ
し
、
当
然
な
が
ら
、
こ
う
し
た
損
害
理
解
は
、
契
約
不
適
合
に
気
づ
い
た
買
主
が
使
用
を
中
止
し
た
後
の
使
用
利
益
喪
失

損
害
に
つ
い
て
は
機
能
し
な
い
。

（
115
） 

こ
の
点
で
、F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.56

）, S
.473. 

ま
た
、T

heresa Johanna E
H

L
E

N
, a. a. O

. 

（F
n.90

）, S
.84

も
参
照
。

（
116
） 

こ
の
点
の
裁
判
例
・
学
説
の
詳
細
は
、
油
納
健
一
「
不
当
利
得
法
に
お
け
る
『
使
用
利
益
』
の
範
囲
（
一
）
～
（
八
・
完
）」
広
島
法
学
三
七

巻
二
号
～
四
一
巻
二
号
（
二
〇
一
三
年
～
二
〇
一
七
年
）。

（
117
） F

lorian F
A

U
S

T
, a. a. O

. 

（F
n.56

）, S
.475. 

た
だ
し
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
瑕
疵
の
な
い
物
か
ら
得
た
で
あ
ろ
う
使
用
利
益
が
現
実
の
使
用

利
益
よ
り
も
大
き
い
場
合
に
は
、
差
額
分
の
賠
償
請
求
を
認
め
る
。

（
118
） 

た
と
え
ば
、
油
納
健
一
「
不
当
利
得
法
に
お
け
る
『
使
用
利
益
』
の
範
囲
（
八
）」
広
島
法
学
四
一
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
一
頁
以
下
。

（
119
） 

藤
岡
ほ
か
・
前
掲
注（
37
）五
八
頁
〔
磯
村
〕、
磯
村
・
前
掲
注（
３
）五
九
頁
、
中
田
・
前
掲
注（
３
）二
二
九
頁
、
曽
野
ほ
か
・
前
掲
注（
４
）

一
三
九
頁
〔
曽
野
〕。
そ
の
他
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
買
主
に
よ
る
解
除
前
の
使
用
行
為

─
解
除
原
因
の
認
識
の
有
無
と
物
使
用
の
目

的
・
方
法
・
結
果
に
着
目
し
て
」
日
法
八
四
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
〇
一
頁
以
下
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
120
） 

広
義
の
使
用
利
益
に
は
消
費
利
益
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
目
的
物
に
応
じ
て
こ
れ
を
三
つ
に
類
型
化
し
て
分
析
す
る
の
は
、
川
角
由
和

『
不
当
利
得
と
は
な
に
か
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
四
年
）
三
九
六
頁
以
下
〔
初
出
一
九
八
九
年
〕。

）
五
五
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
〇
一

電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用

─
ド
イ
ツ
の
判
例
及
び
契
約
当
事
者
確
定
論
と
の
比
較
を
通
じ
て

─

田

　
　中

　
　夏

　
　樹

Ⅰ
　
序

一
　
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
確
定
の
意
義
と
問
題
の
所
在

二
　
検
討
の
手
法

三
　
本
稿
の
構
成

Ⅱ
　
ド
イ
ツ
の
電
子
取
引
に
関
す
る
判
決
と
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
と
の
関
係
性

一
　
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
五
月
一
一
日
判
決
（V

IP
-L
ounge

事
件
判
決
）
の
意
義

二
　
学
説
の
評
価

三
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論

論
　
説

）
九
九
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
〇
二

四
　
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
五
月
一
一
日
判
決
と
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
の
関
係
性

Ⅲ
　
日
本
の
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定

一
　
ド
イ
ツ
法
の
示
唆
と
日
本
法
に
お
け
る
契
約
当
事
者
確
定

二
　
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定

三
　
預
金
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
へ
の
影
響

Ⅳ
　
結
語

一
　
ま
と
め

二
　
残
さ
れ
た
課
題

Ⅰ
　
序

一
　
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
確
定
の
意
義
と
問
題
の
所
在

⑴
　
契
約
の
当
事
者
を
ど
の
よ
う
に
確
定
す
る
か
、
す
な
わ
ち
法
律
効
果
を
誰
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
主
に
預

金
契
約
の
当
事
者
確
定
に
関
連
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
（
１
）

。
議
論
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
契
約
締
結
が
対
面
で
行
わ
れ
る

場
合
、
あ
る
い
は
遠
隔
地
で
あ
っ
て
も
書
面
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
契
約
の
帰
属
主
体
が
明
確
で
あ
り
、
無
権
代
理
の
よ
う
な
場

合
を
除
い
て
は
法
律
効
果
の
帰
属
主
体
に
つ
い
て
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。

預
金
契
約
の
場
合
に
は
、
も
と
も
と
無
記
名
定
期
預
金
（
２
）

の
導
入
を
背
景
に
し
て
、
実
際
に
預
入
行
為
を
行
っ
た
者
（
以
下
、「
預
入

行
為
者
」
と
呼
称
す
る
。）
で
は
な
く
、
預
金
の
出
捐
者
を
契
約
当
事
者
な
い
し
債
権
者
と
す
る
学
説
・
判
例
が
現
れ
た
。
こ
れ
は
、

）
九
七
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
〇
三

金
融
機
関
が
預
入
行
為
者
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
で
、
か
つ
、
金
融
機
関
の
利
益
が
民
法
四
七
八
条

に
よ
っ
て
一
定
の
保
護
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
客
観
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
（
３
）

こ
と
に
よ
る
。

し
か
し
、
契
約
当
事
者
確
定
論
の
意
義
は
意
識
さ
れ
つ
つ
も
（
４
）

、
預
金
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
の
議
論
自
体
は
徐
々
に
下
火

と
な
っ
て
い
っ
た
。

⑵
　
と
こ
ろ
が
、
近
年
に
な
っ
て
取
引
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
こ
う
し
た
契
約
当
事
者
の
確
定
が
議
論
さ
れ

る
べ
き
契
約
態
様
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
電
子
取
引
に
お
い
て
は
利
用
者
が
登
録
し
た
特
定
の

ア
カ
ウ
ン
ト
を
通
じ
て
取
引
が
行
わ
れ
る
場
合
が
多
く
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
と
実
際
の
取
引
の
た
め
の
操
作
を
行
っ
た
者
（
以

下
、「
取
引
行
為
者
」
と
呼
称
す
る
。）
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
と
取
引
行
為
者
の
い
ず
れ
を
契
約
当
事
者

と
す
る
か
が
問
題
と
な
り
え
る
（
５
）

。

電
子
取
引
に
お
い
て
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
に
匿
名
で
の
取
引
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
取
引
行
為
者
が
相
手
方
か
ら
一
切
認
識

で
き
な
い
こ
と
は
、
無
記
名
定
期
預
金
と
同
様
に
誰
が
契
約
当
事
者
で
あ
る
か
相
手
方
に
不
明
で
あ
る
こ
と
を
招
く
。
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
電
子
取
引
は
昨
今
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
禍
に
お
い
て
非
対
面
型
の
取
引
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
、
議
論
の
重

要
性
が
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

⑶
　
し
か
し
、
電
子
取
引
に
お
い
て
は
、
預
金
契
約
の
場
合
と
比
べ
て
も
よ
り
複
雑
な
利
害
関
係
が
生
じ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
一
方
で
預
金
契
約
の
場
合
は
、
預
入
行
為
者
と
出
捐
者
の
双
方
が
預
金
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
金
融
機
関
の
免
責
が

主
た
る
問
題
と
な
っ
て
い
た
（
６
）

。

他
方
で
、
電
子
取
引
の
場
合
に
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
が
契
約
当
事
者
と
な
る
こ
と
を
望
む
場
合
（
７
）

も
あ
れ
ば
、
単
に
ア
カ
ウ

）
九
七
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
〇
四

ン
ト
を
貸
与
し
た
の
み
で
、
自
身
は
契
約
当
事
者
と
な
る
意
思
は
な
い
場
合
、
そ
し
て
な
り
す
ま
し
に
よ
っ
て
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有

者
が
取
引
行
為
者
の
行
為
を
全
く
認
識
し
て
い
な
い
場
合
な
ど
も
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
預
金
契
約
の
場
合
で
は
、
相
手
方
で
あ
る

金
融
機
関
は
基
本
的
に
免
責
の
有
無
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
電
子
取
引
に
お
い
て
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に

は
、
免
責
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
相
手
方
に
は
債
権
者
と
し
て
の
利
害
関
係
も
生
じ
う
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
特
定
物
の
売
買
契
約

で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
所
有
権
な
い
し
処
分
権
が
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
と
取
引
行
為
者
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
に
よ
る
影
響
も
考
え

ら
れ
る
。

そ
し
て
、
預
金
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
の
客
観
説
が
民
法
四
七
八
条
に
よ
る
免
責
を
根
拠
に
、
金
融
機
関
に
は
誰
が
契
約

当
事
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
な
い
と
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
の
利
害
関
係
の
変
化
が

契
約
当
事
者
の
確
定
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
検
討
す
る
の
は
必
須
で
あ
ろ
う
。

⑷
　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
各
関
係
者
の
利
害
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
利
害
関
係
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
が
行
わ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
と
対
比
す
る
こ
と
が
有
意
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
の
う
え
で
、
い
か
な
る
法
律
構
成
が
妥
当
す
る
か
を
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
に
お
い
て
は
、

「
裸
の
比
較
衡
量
（
８
）

」
と
も
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
利
害
関
係
の
調
整
が
優
先
さ
れ
、
法
律
構
成
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
論
に
お
け
る
客
観
説
は
、「
預
入
行
為
者
が
金
員
を
横
領
し
て
自
己
の
預
金
と

す
る
場
合
を
除
い
て
、
自
ら
の
出
捐
に
よ
り
自
己
の
預
金
と
す
る
意
思
を
も
っ
て
金
融
機
関
に
対
し
て
本
人
自
ら
ま
た
は
使
者
・
代

理
人
・
機
関
を
通
じ
て
預
金
契
約
を
し
た
出
捐
者
が
預
金
者
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
（
９
）

、「
使
者
・
代
理
人
・
機
関
を
通
じ
て
預
金
契

）
九
七
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
〇
五

約
」
を
締
結
す
る
と
し
て
い
る
が
、
代
理
法
理
の
適
用
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
代
理
法
理
を
は
じ
め
と
し
た
契
約
法

理
の
適
用
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
10
）

。

他
方
で
「
委
託
さ
れ
た
者
が
、
自
分
の
預
金
で
な
い
旨
を
明
示
し
な
い
限
り
、
そ
の
者
の
預
金
と
見
る
べ
き
で
あ
る
（
11
）

」
と
す
る
主

観
説
も
、
そ
れ
が
代
理
構
成
な
の
か
、
使
者
と
し
て
の
構
成
な
の
か
、
比
較
衡
量
の
結
果
契
約
法
理
と
は
無
関
係
に
契
約
当
事
者
を

確
定
し
た
も
の
な
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
（
12
）

。
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
論
に
お
い
て
は
、
預
金
債
権
の
帰
属
が
問
題

と
な
っ
て
お
り
、
契
約
当
事
者
を
確
定
す
れ
ば
権
利
の
帰
属
を
認
め
る
の
に
十
分
で
あ
り
、
法
律
効
果
の
帰
属
を
別
途
検
討
す
る
必

要
性
が
高
く
な
く
、
法
律
効
果
の
帰
属
を
根
拠
づ
け
る
法
律
構
成
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
側
面
も
存
在
す
る
と
思
わ
れ

る
。こ

の
よ
う
に
、
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
で
は
、
法
律
構
成
が
不
明
確
な
ま
ま
比
較
衡
量
に
よ
り
当
事
者
が
確
定
し
て
い
た
と

も
い
え
る
。
し
か
し
、
比
較
衡
量
の
基
準
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
こ
と
に
加
え
、
す
で
に
金
融
機
関
に
利
害
関
係
が
な
い
と
す

る
論
拠
も
本
人
確
認
の
厳
格
化
（
13
）

や
預
金
口
座
と
紐
づ
け
ら
れ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
（
14
）

な
ど
に
よ
り
、
も
は
や
揺
ら
い
で
い
る
。
ま
た
、

従
来
の
預
金
契
約
に
お
い
て
は
、
誰
が
預
金
者
で
あ
る
か
、
す
な
わ
ち
債
権
の
帰
属
を
念
頭
に
比
較
衡
量
が
行
わ
れ
て
い
た
の
に
対

し
、
電
子
取
引
に
お
い
て
は
義
務
の
帰
属
も
争
わ
れ
て
い
る
た
め
、
前
提
と
な
る
利
害
関
係
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情

を
反
映
さ
せ
て
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
契
約
当
事
者
と
さ
れ
た
者
に
法
律
効
果
を
帰
属

さ
せ
る
た
め
の
法
律
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

）
九
七
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
〇
六

二
　
検
討
の
手
法

⑴
　
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
五
月
一
一
日
判
決
（V

IP
-L
ounge

事
件
判
決
（
15
）

）

電
子
取
引
に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
は
ま
だ
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ド
イ
ツ
法
に
目
を
向
け
る

と
、
電
子
取
引
に
「
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
」
の
法
理
を
適
用
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
五
月
一
一
日
判
決
（
以
下
、

「
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
」
と
呼
称
す
る
。）
が
存
在
す
る
。
後
述
す
る
こ
の
判
決
の
事
案
で
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
で
ア
カ
ウ
ン

ト
の
保
有
者
が
設
定
し
た
ア
カ
ウ
ン
ト
上
で
、
そ
の
保
有
者
が
認
識
し
て
い
な
い
間
に
取
引
行
為
者
が
商
品
を
出
品
し
て
し
ま
い
、

相
手
方
が
取
引
行
為
者
の
介
入
を
知
ら
ず
に
そ
の
商
品
に
入
札
し
た
事
例
で
あ
っ
た
。
相
手
方
は
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
に
契
約
責

任
を
追
及
し
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
代
理
法
理
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
た
も
の
の
、
結
論
と
し
て
は
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
へ
の
法
律
効
果

の
帰
属
を
否
定
し
、
さ
ら
に
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
認
容
代
理
（D

uldungsvollm
acht

）
及
び
外
見
代
理
（A

nscheinsvollm
acht

）
の

責
任
を
否
定
し
た
。

⑵
　
こ
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
契
約
効
果
の
帰
属
主
体
を
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
と
し
た
う
え
で
、
電
子
取
引
に
お
い
て
相
手
方
が
取
引
行

為
者
の
存
在
に
気
が
つ
け
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
代
理
法
理
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
日
本
に
お
け

る
契
約
当
事
者
確
定
論
で
は
、
客
観
説
に
お
い
て
は
代
理
法
理
の
適
用
を
排
除
し
、
相
手
方
か
ら
認
識
で
き
な
い
出
捐
者
が
預
金
者

と
さ
れ
、
主
観
説
に
お
い
て
も
代
理
法
理
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
電
子
取
引
に
お
い
て
は
、
契

約
当
事
者
に
関
し
、
相
手
方
は
パ
ス
ワ
ー
ド
で
保
護
さ
れ
て
い
る
ア
カ
ウ
ン
ト
を
通
じ
て
そ
の
保
有
者
と
取
引
を
締
結
し
て
い
る
認

識
で
あ
り
、
取
引
行
為
者
を
契
約
当
事
者
と
す
る
こ
と
は
相
手
方
へ
の
不
意
打
ち
と
な
り
え
る
。
ま
た
、
預
金
契
約
が
債
権
の
帰
属

を
問
題
と
し
て
い
た
の
と
異
な
り
、
電
子
取
引
に
お
い
て
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
に
は
義
務
の
帰
属
も
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
契

）
九
七
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
〇
七

約
当
事
者
の
確
定
か
ら
直
ち
に
法
律
効
果
の
帰
属
を
肯
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
よ
う
に
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
を
契
約
当
事
者
と
し
た
う
え
で
、
別
途
代
理
法

理
の
（
類
推
）
適
用
に
よ
り
契
約
責
任
の
帰
属
を
検
討
し
、
取
引
行
為
者
に
は
無
権
代
理
人
と
し
て
の
責
任
を
肯
定
す
る
こ
と
が
各

関
係
人
の
利
害
関
係
を
調
整
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
の
事
案
で
あ
る
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
ア
カ
ウ
ン
ト
上
で
取
引
行
為
者
に
よ
っ
て

商
品
が
出
品
さ
れ
、
相
手
方
が
取
引
行
為
者
の
介
入
を
知
ら
ず
、
当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
を
通
じ
て
契
約
を
締
結
し
た
事
例
に
お
い
て
、

電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
は
取
引
行
為
者
で
は
な
く
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
日
本
法
に
お
い
て
も
代

理
法
理
の
（
類
推
）
適
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
仮
説
と
し
、
そ
の
検
討
の
中
で
契
約
当
事
者
確
定
論
と
代
理
法
理
と
の
関
係
性
に

つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
契
約
当
事
者
確
定
論
は
代
理
法
理
を
い
わ
ば
排
除
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
代
理
法
理
の

先
決
問
題
と
し
て
存
在
す
る
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

⑶
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
預
金
契
約
に
お
け
る
契
約
当
事
者
確
定
論

Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
を
契
約
当
事
者
と
確
定
し
、
代
理
法
理
を
類
推
適
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
ア
カ
ウ
ン
ト
は
匿
名
で
あ
り
、
当
事
者
確
定
の
基
準
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
採
っ
た
契
約
当
事
者
確
定
の
基

準
及
び
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
そ
の
確
定
さ
れ
た
契
約
当
事
者
を
前
提
と
し
た
代
理
法
理
の
適
用
可
能
性
を
探
求
す
る

う
え
で
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
そ
れ
ま
で
の
契
約
当
事
者
確
定
論
の
法
律
構
成
を
参
照
し
た
い
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も

預
金
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
が
議
論
さ
れ
、
判
例
も
一
定
の
見
解
も
出
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
議
論
の
蓄
積
の

上
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
が
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
を
契
約
当
事
者
と
し
て
確
定
し
、
さ
ら
に
「
他
人
の
名
の
下
の
行
為
」

）
九
七
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
〇
八

と
し
て
代
理
法
理
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
一
連
の
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
議
論
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
理
論
構
成
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
法
で
も
妥
当
な
結
論
を
導
き
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ド
イ
ツ
法
を
参
照
す
る
う
え
で
興
味
深
い
の
は
、
後
述
す
る
ド
イ
ツ
に
お
け
る
預
金
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
の
議
論
も
、
日

本
に
お
け
る
議
論
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
金
融
機
関
の
認
識
可
能
性
を
問
題
と
す
る
学
説
と
金
融
機
関
の
認
識
に
関
係
な
く
出
捐

者
が
預
金
者
と
な
る
学
説
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
後
者
の
学
説
に
お
い
て
は
金
融
機
関
の
免
責
の
問
題
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
議
論
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
に
は
そ
の
法
律
構
成
に
共
通
点
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、
契
約
当
事
者
へ
の
法
律
効
果
の
帰
属
に
関
す
る
議
論
の
一
部
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
律
構
成
を
日
本
法
に
お
い
て
も
受
け
入
れ
る
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
。

も
っ
と
も
、
主
張
さ
れ
た
法
律
構
成
の
共
通
性
と
は
異
な
り
、
無
記
名
定
期
預
金
の
導
入
も
あ
っ
て
日
本
で
は
周
知
の
よ
う
に
客

観
説
が
通
説
・
判
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
主
観
説
に
相
当
す
る
見
解
が
有
力
で
判
例
と
な
っ
て
い

た
（
16
）

。
こ
の
こ
と
は
、
考
慮
さ
れ
て
い
た
事
実
関
係
が
異
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
実
際
に
、
日
本
で
は
無
記
名
定
期
預
金
が
導
入

さ
れ
た
際
に
、
預
入
行
為
者
を
金
融
機
関
が
認
識
し
え
な
い
こ
と
が
特
に
重
視
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
17
）

が
、
こ
れ
は
日
本
の

預
金
制
度
の
特
殊
性
で
あ
ろ
う
（
18
）

。

こ
こ
か
ら
、
日
本
で
の
契
約
当
事
者
確
定
論
は
、
直
接
契
約
当
事
者
な
い
し
法
律
効
果
が
帰
属
す
る
の
が
誰
で
あ
る
か
を
比
較
衡

量
に
よ
っ
て
検
討
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
19
）

。
他
方
で
、
ド
イ
ツ
で
こ
の
よ
う
な
無
記
名
定
期
預
金
の
導
入
を

前
提
と
し
た
議
論
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
日
本
と
は
異
な
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。
後
述
す
る
よ
う

）
九
七
九
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
〇
九

に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
日
本
の
よ
う
に
法
律
効
果
が
直
接
帰
属
す
る
者
を
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
導
く
と
い
う
よ
り
も
、
潜
在
的
に
契
約

当
事
者
と
な
り
え
る
者
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
う
え
で
そ
の
者
に
法
律
効
果
な
い
し
債
権
を
帰
属
さ
せ
る
手
段
を
検
討
し
て
い
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
ド
イ
ツ
で
の
議
論
の
あ
り
方
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
と
ど
う
い
っ
た
関
係
に
あ
る
の
か
、
そ

う
し
た
ド
イ
ツ
法
の
議
論
の
進
み
方
は
日
本
法
に
お
け
る
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
論
を
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
確
定
論

に
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。

三
　
本
稿
の
構
成

本
稿
で
は
、
ま
ず
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
二
〇
一
一
年
に
下
し
た
判
決
が
、
ど
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
も
と
ど
の
よ
う
な
法
律
構
成
を
採
用
し

た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
従
来
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
契
約
当
事
者
確
定
論
と
の
関
係
性
な
い
し
位
置
づ
け
を
検
討
し
（
Ⅱ
）、
そ
れ

を
も
と
に
日
本
法
に
お
け
る
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
確
定
論
と
代
理
法
理
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
（
Ⅲ
）。
最
後

に
、
契
約
当
事
者
確
定
論
と
代
理
法
理
の
関
係
性
の
次
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
に
つ
い
て
ま
と
め
、
今
後
の
課
題
を
明
ら

か
に
し
た
い
（
Ⅳ
）。

Ⅱ
　
ド
イ
ツ
の
電
子
取
引
に
関
す
る
判
決
と
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
と
の
関
係
性

電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
重
要
判
例
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
が
、
ど
の
よ
う

な
議
論
の
積
み
重
ね
を
前
提
と
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
た
い
。

そ
の
た
め
、
本
章
で
は
ま
ず
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
の
概
要
と
判
決
内
容
に
つ
い
て
述
べ
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
如
何
な
る
事
実
関
係
に
基
づ

い
て
、
如
何
な
る
法
律
構
成
を
取
っ
た
の
か
詳
し
く
述
べ
る
。
そ
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
採
用
し
た
法
律
構
成
が
契
約
当
事
者
確
定
と
ど
の
よ

）
九
七
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
一
〇

う
な
関
係
に
立
つ
の
か
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
　
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
五
月
一
一
日
判
決
（V

IP
-Lounge

事
件
判
決
）
の
意
義

⑴
　
事
実
の
概
要

Ｙ
は
、eB

ay

と
呼
ば
れ
る
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
に
お
い
て
、
パ
ス
ワ
ー
ド
保
護
の
さ
れ
た
「
ｒ
」
名
義
の
ア
カ
ウ

ン
ト
保
有
者
（
20
）

で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
三
月
三
日
、「
ｒ
」
の
ア
カ
ウ
ン
ト
上
に
お
い
て
、「
Ｖ
Ｉ
Ｐ
ラ
ウ
ン
ジ
設
備
／
バ
ー
／
ビ
ス
ト

ロ
／
飲
食
店
用
営
業
設
備
」（
以
下
、「
本
件
ラ
ウ
ン
ジ
設
備
」
と
呼
称
す
る
。）
が
初
期
値
一
・
〇
〇
ユ
ー
ロ
で
売
り
に
出
さ
れ
た
。
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
終
了
の
九
日
前
で
あ
る
二
〇
〇
八
年
三
月
四
日
に
Ｘ
は
、
自
身
の
「
ｍ
」
と
い
う
名
義
の
ア
カ
ウ
ン
ト
に
て
一
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
の
最
高
価
格
入
札
で
本
件
ラ
ウ
ン
ジ
設
備
の
購
入
を
申
し
出
た
。
こ
の
出
品
は
、
出
品
者
側
の
都
合
に
よ
り
出
品
が
キ
ャ
ン

セ
ル
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
で
の
出
品
は
、
Ｙ
本
人
で
は
な
く
、
Ｙ
の
婚
約
者
（
後
の
夫
）
で
あ
る
Ａ
が
Ｙ
の
許
諾
や
認
識
の
な

い
ま
ま
に
Ｙ
が
保
有
す
る
ア
カ
ウ
ン
ト
上
で
本
件
ラ
ウ
ン
ジ
設
備
を
出
品
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
件
ラ
ウ
ン
ジ
設
備
の
出
品
が
取
り
や
め
と
な
っ
た
時
点
で
、
入
札
者
は
Ｘ
の
み
で
あ
り
、
最
高
入
札
者
で
あ
っ
た
。
Ｘ
は
、
Ｙ

と
売
買
契
約
が
有
効
に
成
立
し
、
出
品
取
り
や
め
に
よ
っ
て
、
市
場
価
格
と
入
札
価
格
と
の
差
額
で
あ
る
三
二
八
二
〇
ユ
ー
ロ
の
損

害
が
発
生
し
た
と
し
て
、
Ｙ
に
対
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
三
条
一
項
、
二
八
〇
条
一
項
三
項
、
二
八
一
条
一
項
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
請

求
が
な
さ
れ
た
。

Ｌ
Ｇ
（D

ortm
und

二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
三
日
判
決
、B

eckR
S

 2001,14455

）、
Ｏ
Ｌ
Ｇ
（H

am
m

二
〇
〇
九
年
七
月
二
〇
日
判
決
、

B
eckR

S
 2011,13976

）
と
も
Ｘ
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
。

）
九
七
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
一
一

⑵
　
判
決
内
容

上
告
棄
却

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
控
訴
審
裁
判
所
が
、
Ｘ
Ｙ
間
に
本
件
ラ
ウ
ン
ジ
設
備
に
つ
い
て
の
売
買
契
約
が
成
立
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、「
Ｘ

に
、
Ｙ
に
対
す
る
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
は
当
然
の
権
利
で
は
な
い
」
と
し
た
判
決
内
容
を
維
持
し
た
（R

n.6

）。

す
な
わ
ち
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
Ｘ
Ｙ
間
に
お
い
て
は
、
Ｙ
の
保
有
す
るebay

ア
カ
ウ
ン
ト
上
で
販
売
さ
れ
た
本
件
ラ
ウ
ン
ジ
設
備
に
つ
い

て
の
売
買
契
約
が
成
立
し
て
お
ら
ず
、
Ｙ
は
Ｘ
の
た
め
に
そ
の
物
品
の
所
有
権
を
取
得
す
る
義
務
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
三
三
条
一
項
）
を
負
わ

ず
、
そ
の
た
め
、
義
務
の
不
履
行
に
基
づ
い
た
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
（R

n.7

）。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
Ｙ
自
身
が
、ebay
上
で
本
件
ラ
ウ
ン
ジ
設
備
の
譲
渡
に
つ
い
て
の
申
込
み
を
し
た
も
の
で
は
な
い
と
認
定
し
た
控

訴
審
裁
判
所
の
判
断
を
維
持
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
Ｘ
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
控
訴
審
裁
判
所
が
不
当
に
Ｙ
の
Ｉ
Ｄ
の
も
と
で
Ａ

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
意
思
表
示
が
Ｙ
に
帰
責
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
た
と
主
張
し
て
い
た
（R

n.9

）。

こ
れ
に
対
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
ま
ず
取
引
行
為
者
で
あ
る
Ａ
の
行
為
に
つ
い
て
、「
確
か
に
、
他
の
─
実
在
の
─
人
物
の
名
の
下
で

行
為
す
る
と
き
で
も
、
な
さ
れ
た
取
引
が
、
他
の
契
約
相
手
の
標
準
的
な
視
点
か
ら
行
為
者
の
自
己
取
引
（E

igengeschäft

）
と
見

え
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
も
と
に
行
為
者
の
同
一
性
に
つ
い
て
誤
っ
た
印
象
が
引
き
起
こ
さ
れ
な
い
場
合
、
行
為
者
自
身

が
権
利
を
得
、
義
務
を
負
い
う
る
」
と
し
た
が
、「
こ
こ
で
は
そ
う
で
は
な
い
」
と
し
て
Ａ
自
身
の
行
為
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
を

否
定
し
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
た
と
え
出
品
の
文
章
に
Ａ
の
携
帯
番
号
や
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
記
載
が
あ
っ
た
と
し

て
も
「
潜
在
的
な
買
主
の
視
点
か
ら
、
Ｙ
が
販
売
申
込
み
の
創
設
者
で
あ
」
り
、「
潜
在
的
な
契
約
相
手
に
と
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ムeB

ay

上
で
、
呼
び
出
し
可
能
な
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
個
人
お
よ
び
住
所
に
関
す
る
届
出
が
決
め
手

）
九
七
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
一
二

と
な
る
」
と
し
た
（R

n.10

）。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
さ
ら
に
「
Ａ
が
、
他
人
取
引
（frem

dgeschäft

）
を
名
義
人
で
あ
る
Ｙ
の
た
め
に
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、」「
本
件

ラ
ウ
ン
ジ
設
備
に
つ
い
て
の
売
買
契
約
は
成
立
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
Ｙ
に
Ａ
の
行
為
は
帰
責
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」

と
述
べ
、
Ｙ
へ
の
法
律
効
果
の
帰
属
に
つ
い
て
否
定
し
た
。
ま
た
、
Ｙ
が
、
ア
カ
ウ
ン
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
デ
ー
タ
を
適
切
に
保
管
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
Ａ
が
デ
ー
タ
を
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
事
情
だ
け
で
は
Ｙ
に
法
律
効
果

を
帰
責
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
る
と
し
た
（R

n.11

）。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、「
他
人
名
義
の
使
用
に
際
し
て
、
契
約
相
手
の
も
と
に
、
契
約
が
名
義
人
と
締
結
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
外
観
が

呼
び
起
こ
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
際
に
、
行
為
者
の
同
一
性
に
関
し
て
誤
っ
た
印
象
を
呼
び
起
こ
し
、
行
為
者
に
代
理
意
思
が
欠
け
て

い
た
と
し
て
も
、
代
理
に
関
す
る
規
律
や
こ
の
た
め
に
発
展
し
た
諸
原
則
が
類
推
適
用
さ
れ
る
」
と
し
て
、
代
理
規
定
の
類
推
適
用

を
肯
定
し
た
（R

n.12

）。
本
件
に
つ
い
て
は
、「
他
人
の
名
の
下
で
申
し
立
て
ら
れ
た
法
律
行
為
の
意
思
表
示
は
、
そ
れ
が
存
在
す

る
代
理
権
の
行
使
に
お
い
て
行
わ
れ
る
と
い
う
場
合
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
条
一
項
一
文
類
推
）、
あ
る
い
は
名
義
の
保
有
者
に
後
か
ら
追
認

さ
れ
た
場
合
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
七
七
条
一
項
類
推
）、
外
見
代
理
あ
る
い
は
認
容
代
理
に
関
す
る
諸
原
則
が
介
入
す
る
場
合
に
限
り
、
規
則

に
従
っ
て
名
義
人
に
義
務
を
負
わ
せ
る
。
こ
の
基
準
と
比
較
す
る
と
、
Ｙ
は
帰
責
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
」
と
結
論
付
け
た

（R
n.12

）。

本
件
で
は
、「
Ｙ
は
Ａ
に
、
あ
ら
か
じ
め
相
応
す
る
意
思
の
表
示
に
つ
い
て
権
限
を
与
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
行
為
を
後
か
ら
追
認

も
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｙ
に
Ａ
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
意
思
表
示
を
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
条
一
項
第
一
文
類
推
に
よ
っ
て
も
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
七
七
条
一
項
類
推
に
よ
っ
て
も
帰
責
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」（R

n.13

）

）
九
六
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
一
三

ま
た
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
は
異
な
る
が
重
要
な
点
と
し
て
、
認
容
代
理
に
つ
い
て
は
、
Ｙ
が
Ａ
に

ebay

の
ア
カ
ウ
ン
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス
デ
ー
タ
を
公
表
し
て
お
ら
ず
、
Ａ
の
行
為
を
知
っ
て
す
ら
い
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て

否
定
し
て
い
る
（R

n.15

）。

外
見
代
理
に
つ
い
て
は
、
本
人
が
代
理
人
の
行
為
は
知
ら
な
か
っ
た
が
、
当
該
行
為
を
予
見
し
阻
止
で
き
た
場
合
で
あ
り
、
な
お

か
つ
取
引
相
手
が
代
理
人
の
行
為
を
本
人
が
認
識
・
承
認
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
っ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
と
し
た
（R

n.16

）。

そ
の
う
え
で
、
本
件
で
は
、
Ｙ
の
予
見
・
阻
止
可
能
性
を
否
定
し
（R

n.17

）、
さ
ら
に
、
取
引
相
手
方
に
代
理
権
授
与
を
信
頼
さ
せ

る
本
人
の
容
態
が
反
復
・
継
続
し
て
い
た
こ
と
否
定
し
（R

n.18

）、
結
論
と
し
て
外
見
代
理
の
適
用
も
否
定
し
た
。

⑶
　
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
の
意
義

Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
は
、
会
員
登
録
す
る
こ
と
で
取
引
が
可
能
に
な
るeB

ay

と
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
上
で
、
Ｙ
が
会
員
登
録
し
た
ア
カ
ウ
ン
ト
を
Ｙ
の
婚
約
者
（
後
に
配
偶
者
）
で
あ
る
Ａ
が
Ｙ
の
認
識
・
許
可
な
く
使
用
し
て
出
品

し
、
Ｘ
が
入
札
し
た
場
合
に
、
Ｙ
が
契
約
責
任
を
負
い
う
る
か
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
判
決
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
先
述
し
た
と
お
り
、
Ｙ
へ
の
責
任
帰
属
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
ま
ず
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
契
約
当
事
者
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
も
と
で
法
律
構
成
を
述
べ
て
い
た
の
か
に
着
目
し
た
い
。

す
な
わ
ち
、
Ｘ
を
相
手
方
と
し
た
売
買
契
約
の
成
立
可
能
性
に
つ
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
Ａ
で
は
な
く
、
Ｙ
自
身
に
つ
い
て
検
討
し
て

い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
実
際
に
出
品
の
操
作
を
し
た
取
引
行
為
者
Ａ
で
は
な
く
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
で
あ
っ
た
Ｙ
自
身
を
契
約
責
任

の
帰
責
主
体
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
潜
在
的
に
は
契
約
当
事
者
を
Ｙ
に
確
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト

の
表
示
名
義
は
Ｙ
で
は
な
く
Ｉ
Ｄ
や
ハ
ン
ド
ル
ネ
ー
ム
で
あ
り
（
通
常
他
の
ユ
ー
ザ
ー
に
は
登
録
さ
れ
て
い
る
本
名
や
住
所
は
表
示
さ
れ
な

）
九
六
六
（
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　第
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十
八
巻
第
三
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（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
一
四

い
）、
一
見
し
て
ア
カ
ウ
ン
ト
が
Ｙ
個
人
を
表
示
し
て
い
る
と
は
言
い
難
く
（
21
）

、
実
際
に
商
品
の
出
品
を
し
て
い
た
の
が
Ａ
で
あ
る
以

上
利
害
関
係
を
有
す
る
の
は
Ａ
で
あ
る
と
し
て
契
約
当
事
者
を
Ａ
に
確
定
す
る
可
能
性
も
皆
無
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
個
人
に
関
す
る
届
出
が
決
め
手
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
Ｙ
が
ア
カ
ウ
ン
ト
の
登

録
を
し
、
ま
だ
取
引
の
実
績
や
Ｙ
の
個
人
情
報
の
登
録
が
な
い
段
階
で
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
と
Ｙ
の
関
係
性
が
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、

Ｙ
を
契
約
当
事
者
と
で
き
な
い
と
す
る
判
断
も
あ
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
で
は
、
Ａ
で
は
な
く
Ｙ
を
積
極
的
に
潜
在
的
な
契
約
当
事
者
と
し
、
契
約
当

事
者
を
確
定
し
た
後
に
、
Ｙ
へ
の
法
律
効
果
の
帰
属
に
つ
い
て
代
理
法
理
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
、
検
討
し
て
い
る
（
結
論
と
し
て

は
法
律
効
果
の
帰
属
を
否
定
し
て
い
る
）
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
仮
に
Ａ
を
契
約
当
事
者
と
確
定
し
た
場
合
に
は
、
代
理
法
理
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の

判
断
内
容
は
、
契
約
当
事
者
確
定
を
い
わ
ば
先
決
問
題
と
し
て
、
確
定
さ
れ
た
契
約
当
事
者
へ
の
法
律
効
果
の
帰
属
に
つ
い
て
代
理

法
理
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
と
構
成
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
契
約
当
事
者
の
確
定
と
法
律
効
果
の
帰
属
を
区
別
し
て

検
討
す
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
論
、
特
に
は
客
観
説
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
当
事

者
確
定
論
に
お
い
て
、
契
約
当
事
者
の
確
定
と
法
律
効
果
の
帰
属
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
二
つ
の
理
由
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
は
、
い
わ
ば
預
金
債
権
を
取
得
す
る
地
位
が
預
入
行
為
者
と
出
捐
者
の
い
ず

れ
で
あ
る
か
が
主
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
定
期
預
金
で
は
契
約
当
事
者
と
債
権
の
帰
属
と
が
ほ
ぼ
同
義
で
あ
っ
た
た
め

に
、
契
約
当
事
者
の
確
定
が
な
さ
れ
た
段
階
で
、
法
律
効
果
の
帰
属
も
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
22
）

。
二
つ
目
は
契
約
当
事
者
の

確
定
論
の
客
観
説
に
お
い
て
は
明
確
に
、
主
観
説
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
契
約
当
事
者
の
確
定
論
に
お
い
て
は

）
九
六
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
一
五

代
理
法
理
そ
の
他
の
契
約
法
理
が
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
他
に
重
要
な
点
と
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
が
、
上
記
の
よ
う
に
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
と
は
異
な
る
者
が
、
ア

カ
ウ
ン
ト
を
無
断
で
使
用
し
て
商
品
を
出
品
し
た
際
に
、
契
約
相
手
が
こ
の
無
断
使
用
を
知
ら
ず
、
取
引
行
為
者
に
代
理
意
思
が
な

か
っ
た
と
し
て
も
「
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
」
と
し
て
代
理
法
理
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
う
え
で
、
Ａ
が
Ｙ
の
ア
カ
ウ

ン
ト
を
利
用
し
て
な
り
す
ま
し
取
引
を
行
っ
た
の
が
初
め
て
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
外
見
代
理
の
「
反
復
・
継
続
性
」
の
要
件
を
欠

く
と
し
て
Ｙ
へ
の
法
律
効
果
の
帰
属
を
否
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
契
約
相
手
で
あ
る
Ｘ
か
ら
す
れ
ば
、
ア
カ
ウ
ン
ト
を
用
い

て
商
品
を
出
品
し
た
の
が
Ｙ
で
あ
る
か
Ｙ
以
外
の
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
初
回
の
な
り
す
ま
し
な
の
か
否
か
に
つ
い
て
判
断
す
る

す
べ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
（
事
実
上
不
可
能
で
あ
ろ
う
）、
Ｙ
に
対
し
て
契
約
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
が

問
題
視
さ
れ
、
学
説
も
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
が
自
身
の
行
っ
た
取
引
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
否
定
す
る
た
め
に
第
三
者

に
よ
る
な
り
す
ま
し
で
あ
る
と
の
主
張
を
招
く
と
し
て
批
判
し
て
い
る
（
23
）

。

二
　
学
説
の
評
価

Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
に
対
す
る
学
説
の
評
価
は
、
Ｙ
の
責
任
を
否
定
し
た
結
論
に
は
好
意
的
な
も
の
が
多
く
（
24
）

、
本
事
例
に
代
理
法

理
を
類
推
適
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
概
ね
一
致
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
25
）

が
、
従
来
の
外
見
代
理
に
固
執
し
、
新
た
な
権
利
外
観

を
創
設
す
る
機
会
を
逃
し
た
と
す
る
意
見
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
意
見
に
は
、「
反
復
・
継
続
性
」
の
要
件
が
認
め
ら
れ
な
く
て
も

あ
く
ま
で
外
見
代
理
を
適
用
す
べ
き
と
す
る
見
解
（
26
）

と
、
そ
も
そ
も
外
見
代
理
で
は
な
く
独
自
の
権
利
外
観
を
創
設
す
べ
き
と
の
見
解
が
あ

る
（
27
）

。他
方
で
、
本
稿
が
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
契
約
当
事
者
の
確
定
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
学
説
に
お
い
て
も
契
約

）
九
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
一
六

当
事
者
と
し
て
の
責
任
を
負
い
う
る
の
は
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
Ｙ
が
本
人
と
し
て
の
責
任
を
負
う
可

能
性
を
検
討
し
、
他
方
で
行
為
者
で
あ
る
Ａ
は
あ
く
ま
で
も
無
権
代
理
の
責
任
を
負
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
現
れ
て
い
る
（
28
）

。
し
か
し
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
も
預
金
契
約
の
当
事
者
が
誰
で
あ
る
か
論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
（
29
）

、
取
引
行
為
者
と
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
の
よ
う
な

第
三
者
の
う
ち
い
ず
れ
が
契
約
当
事
者
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
当
然
に
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
30
）

。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判

決
に
お
い
て
も
、
仮
に
契
約
当
事
者
と
す
べ
き
も
の
が
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
で
あ
る
Ｙ
で
は
な
く
Ａ
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
理
法
理
に

よ
っ
て
Ｙ
に
責
任
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
Ｘ
は
契
約
当
事
者
の
同
一
性
に
つ
い
て
錯
誤
に
陥
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
（
31
）

。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
及
び
学
説
に
お
い
て
は
契
約
当
事
者
の
確
定
の
問
題
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
に
法
律
効
果
を
帰
属
さ

せ
る
前
提
と
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
日
本
法
に
お
い
て
、
契
約
当
事
者
の
確
定
論
が
代
理
法
理
を
排
除
す
る
関
係
あ
る
い
は
関
係
性
が
不
明
確
で
あ
っ
た
こ
と
と

は
対
照
的
で
あ
る
。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
は
日
本
法
と
は
異
な
り
、
契
約
当
事
者
の
確
定
を
い
わ
ば
先
決
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
と
い
え
る
が
、

匿
名
ア
カ
ウ
ン
ト
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
を
当
事
者
と
し
て
確
定
し
た
基
準
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の

従
来
の
当
事
者
確
定
論
に
目
を
向
け
る
と
、
日
本
と
同
様
に
預
金
契
約
に
つ
い
て
当
事
者
確
定
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ

の
預
金
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
の
当
事
者
確
定
基
準
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
と
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
と
の
整
合
性
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
採
用
し
た
当
事
者
確
定
の
基
準
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
検
討
し
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
ド
イ
ツ
に
お

け
る
当
事
者
確
定
の
基
準
が
、
日
本
法
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
か
を
検
討
し
、
日
本
に
お
け
る
電
子
取
引
の
当
事
者
確
定
の
基
準
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

）
九
六
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
一
七

三
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論

預
金
契
約
の
当
事
者
を
誰
と
す
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
も
銀
行
を
は
じ
め
と
す
る
金
融
機
関
の
認
識
を
問
題
と
す
る

説
（
32
）

と
誰
が
金
銭
を
出
捐
し
た
か
を
問
題
と
す
る
説
（
33
）

と
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
特
に
貯
蓄
口
座
（S

parkonto

）

に
お
い
て
日
本
と
同
様
に
出
捐
者
を
預
金
者
と
す
べ
き
と
の
学
説
が
一
定
数
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（
34
）

。
こ
れ
ら
の
学
説
も
、
振
替
口

座
（G

irokonto

）
の
場
合
の
よ
う
に
、
誰
の
資
産
決
済
に
使
用
さ
れ
る
か
が
重
要
で
あ
る
口
座
の
場
合
に
は
名
義
と
口
座
所
有
者
の
一
致

を
肯
定
す
る
が
、
貯
蓄
口
座
の
場
合
に
は
、
出
捐
者
を
口
座
所
有
者
と
す
る
構
成
を
と
っ
て
い
る
。

そ
の
根
拠
と
し
て
、
金
融
機
関
は
、
預
金
債
権
の
払
戻
し
に
際
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
〇
八
条
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
誰
が
預
金

者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
お
り
、
振
替
口
座
の
場
合
に
は
誰
が
預
金
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
利
害
関

係
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
名
義
人
と
出
捐
者
の
利
害
関
係
の
調
整
を
優
先
さ
せ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
金
融
機
関
の
利
害
関
係
を
否
定
す
る
論
拠
は
、
日
本
の
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
論
に
お
け
る
客
観
説
と
も
類
似
し
て
い

る
。し

か
し
、
日
本
に
お
け
る
客
観
説
が
、
い
わ
ゆ
る
無
記
名
定
期
預
金
の
導
入
と
い
う
名
義
人
な
い
し
預
入
行
為
者
が
誰
で
あ
る
か
わ
か

ら
な
い
制
度
か
ら
あ
る
種
や
む
を
得
ず
出
捐
者
を
預
金
者
と
し
て
い
た
側
面
が
あ
る
こ
と
と
は
異
な
り
、
後
述
の
法
律
構
成
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
名
義
人
な
い
し
預
入
行
為
者
が
認
識
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
出
捐
者
を
預
金
者
と
す
る
学
説
も
契
約
法
理
と
の
整
合
性
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
名
義
人
な
い
し
預
入
行
為
者
が
行
っ

た
金
融
機
関
と
の
預
金
契
約
を
い
か
に
し
て
出
捐
者
に
帰
属
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
、
日
本
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
検
討
が
さ
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

）
九
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
一
八

具
体
的
に
は
、C

anaris

は
、
①
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八
条
一
項
に
よ
り
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
構
成
②
債
権
譲
渡
に
よ
り
債
権
を
出
捐
者
に
帰

属
さ
せ
る
構
成
、
そ
し
て
③
代
理
法
理
に
よ
り
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
構
成
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
い
た
（
35
）

。

①
の
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八
条
一
項
は
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
で
あ
り
、
こ
の
法
律
構
成
を
採
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
代
理
法
理
に
基

づ
く
場
合
と
異
な
り
、
行
為
者
自
身
の
名
義
で
契
約
締
結
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
法
的
効
果
に
関
し
て
重
要
な
の
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八

条
一
項
に
基
づ
く
場
合
に
は
、
第
三
者
は
権
利
に
限
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

①
や
③
の
方
法
に
基
づ
く
場
合
、
金
融
機
関
の
認
識
な
い
し
協
力
が
必
要
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
②
の
債
権
譲
渡
に
基
づ
く
場
合
に
は
、

そ
の
よ
う
な
金
融
機
関
の
協
力
や
認
識
が
な
く
て
も
出
捐
者
に
あ
た
る
者
が
預
金
債
権
の
債
権
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
こ

の
方
法
で
は
、
出
捐
者
へ
の
口
座
自
体
の
移
行
に
は
金
融
機
関
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
述
べ
る
の
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
六
四
条
以
下
の
規
定
に
基
づ
く
代
理
法
理
に
よ
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
法
的
構
成
の
場

合
に
重
要
な
の
は
、
法
律
効
果
が
出
捐
者
に
帰
属
し
、
そ
の
た
め
契
約
当
事
者
の
地
位
が
当
初
か
ら
出
捐
者
に
帰
属
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
、
権
利
の
み
な
ら
ず
義
務
の
帰
属
を
肯
定
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
対
し
て
①
の
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
の
場
合
、
出
捐
者

に
は
預
金
債
権
が
帰
属
す
る
に
過
ぎ
ず
、
義
務
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
②
の
債
権
譲
渡
の
場
合
に
は
、
金
融
機
関
の

協
力
な
し
に
は
債
権
の
譲
渡
し
か
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
契
約
当
事
者
の
地
位
や
債
務
は
預
入
行
為
者
に
帰
属
し
た
ま
ま
で

あ
る
。

日
本
法
に
つ
い
て
既
に
述
べ
た
よ
う
に
預
金
債
権
の
場
合
に
は
、
預
金
契
約
者
と
し
て
の
口
座
の
帰
属
と
預
金
債
権
の
帰
属
は
ほ
ぼ
同

義
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
両
者
を
区
別
す
る
必
要
性
は
大
き
く
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
ド
イ
ツ
で
も
、
契
約
当
事
者
の
確
定
と
法
律
効
果

の
帰
属
を
別
に
論
じ
つ
つ
も
、
出
捐
者
に
債
権
を
帰
属
さ
せ
る
構
成
と
契
約
当
事
者
と
す
る
構
成
の
い
ず
れ
も
法
律
効
果
を
帰
属
さ
せ
る

）
九
六
九
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
一
九

手
段
と
し
て
同
列
に
検
討
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
学
説
の
考
え
方
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、「
個
別
事
例
の
諸
事
情
の
特
別
な
考
慮
の
も
と
、
預
入
を
行
っ
た
者
の
認
識
可

能
な
意
思
に
従
っ
て
、
誰
が
銀
行
の
債
権
者
に
な
る
べ
き
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
般
規
律
を
構
築
し
た
（
36
）

と
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
三
条
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
五
七
条
に
基
づ
い
た
「
客
観
的
解
釈
（die objektiven A

uslegung

）」
の
原
則
を
具
体
化

し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
37
）

。

こ
の
判
例
の
見
解
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
預
入
行
為
者
の
意
思
で
あ
り
、
特
に
金
融
機
関
に
と
っ
て
認
識
可
能
な
意
思
に
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
預
金
契
約
の
当
事
者
の
確
定
に
つ
い
て
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
立
場
は
、
日
本
に
お
け
る
主
観
説
に
近
い
考
え
方
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
法
理
構
成
は
当
初
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
く
、
Ｒ
Ｇ
一
九
一
〇
年
四
月
八
日
判
決
（R

G
Z

 

73,220

）、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
六
月
二
五
日
判
決
（B

G
H

Z
 21,148

）、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
六
六
年
一
〇
月
一
〇
日
判
決
（W

M
 66,1246

）
で
は
、

判
決
文
で
出
捐
者
に
法
律
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
法
律
構
成
に
言
及
し
て
お
ら
ず
（
38
）

、
他
方
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
六
六
年
一
一
月
九
日
判
決

（B
G

H
Z

 46,198

）、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
六
五
年
六
月
二
三
日
判
決
（W

M
 65,897

）、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
七
〇
年
四
月
二
九
日
判
決
（W

M
 70,712

）
等

は
、
本
文
中
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八
条
一
項
（
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
）
を
引
用
し
て
法
律
効
果
を
帰
属
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
判
例
も

契
約
当
事
者
の
確
定
を
先
決
問
題
と
し
て
扱
い
、
当
初
は
法
律
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
法
律
構
成
は
不
明
確
で
あ
っ
た
が
、
預
入
行
為
者
の

意
思
解
釈
に
基
づ
い
て
出
捐
者
に
法
律
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
法
律
構
成
を
別
途
検
討
し
た
と
す
る
見
方
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
ま
た
、
先
ほ
ど
述
べ
たC

anaris

が
検
討
し
て
い
た
各
法
律
構
成
も
、
預
入
行
為
者
の
意
思
に
従
っ
て
法
律
構
成
が
判
断
さ
れ

る
と
考
え
れ
ば
、
判
例
の
見
解
と
も
整
合
す
る
。

こ
れ
ら
の
学
説
や
判
例
の
見
解
の
う
ち
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
や
債
権
譲
渡
に
よ
る
も
の
は
、
口
座
の
所
有
者
と
口
座
の
債
権

）
九
六
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
二
〇

者
と
が
一
致
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
見
解
で
あ
る
と
い
え
る
。
債
権
譲
渡
に
基
づ
く
場
合
、
口
座
名
義
の
書
換
え
は
別
途
金
融
機
関

の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
口
座
の
所
有
者
と
口
座
の
債
権
者
を
分
け
て
い
る
。

他
方
で
、
代
理
法
理
に
よ
る
構
成
は
、
当
初
か
ら
預
入
行
為
者
と
は
別
に
第
三
者
（
出
捐
者
）
を
契
約
当
事
者
と
し
て
口
座
の
所
有
者

と
口
座
の
債
権
者
と
を
一
致
さ
せ
る
見
解
で
あ
る
（
39
）

。

特
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
貯
蓄
口
座
の
契
約
当
事
者
を
第
三
者
（
出
捐
者
）
に
す
る
た
め
の
理
論
構
成
と
し
て
代
理
構

成
が
主
張
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
然
な
が
ら
代
理
構
成
に
基
づ
く
場
合
に
は
、
代
理
権
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
当
然
に

は
法
律
効
果
が
帰
属
せ
ず
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
契
約
当
事
者
の
確
定
は
、
い
わ
ば
法
律
効
果
の
帰
属
主
体
で
は
な
く
、
法
律
効
果

を
帰
属
さ
せ
得
る
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
40
）

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
権
利
の
帰
属
先
を
比
較
衡
量
に
基
づ
い
て
二
者
択
一
で
い
ず
れ

か
に
確
定
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
ず
、
よ
り
広
く
権
利
義
務
の
帰
属
主
体
の
選
定
と
い
う
側
面
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
五
月
一
一
日
判
決
と
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
の
関
係
性

預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
と
本
件
の
よ
う
な
電
子
取
引
の
契
約
当
事
者
確
定
が
決
定
的
に
異
な
る
点
は
、
事
実
関
係
に
お
い
て
は
、
預

金
契
約
で
は
預
入
行
為
者
を
金
融
機
関
が
認
識
で
き
る
の
に
対
し
て
、
電
子
取
引
で
は
通
常
取
引
行
為
者
の
存
在
す
ら
認
識
で
き
な
い
点

で
あ
る
。

ま
た
、
法
的
効
果
に
つ
い
て
は
、
預
金
契
約
の
場
合
に
は
預
金
債
権
の
帰
属
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
主
と
し
て
権
利
の
帰
属
が
問
題

と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
の
事
例
で
は
、
義
務
の
帰
属
が
主
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

で
は
、
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
に
お
け
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
の
法
律
構
成
と
、
か
つ
て
議
論
さ
れ
て
い
た
預

金
契
約
の
当
事
者
の
確
定
に
お
け
る
法
律
構
成
に
連
続
性
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
連
続
性
が
、
日
本
法
の
電
子

）
九
六
六
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電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
二
一

取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
検
討
し
た
い
。

⑴
　
ま
ず
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
は
、「
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
」
を
適
用
し
て
お
り
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
が
契
約
当
事
者
で

あ
る
こ
と
は
あ
る
種
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
、「
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
」
の
場
合
に
は
、
争
い
は

あ
る
も
の
の
代
理
法
理
の
類
推
適
用
が
肯
定
さ
れ
（
41
）

、「
他
人
」
を
契
約
当
事
者
と
し
て
い
る
。
し
か
し
「
他
人
の
名
の
下
で
の
行

為
」
の
事
例
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
相
手
方
は
（
本
人
の
名
を
用
い
て
い
る
）
代
理
人
と
交
渉
や
契
約
締
結
を
し
て
い
る
た
め
、

事
実
関
係
と
し
て
は
代
理
人
が
介
入
し
て
お
り
、
ま
た
、「
他
人
の
名
」
を
示
し
て
い
る
以
上
法
律
効
果
が
帰
属
す
る
主
体
は
明
示

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
電
子
取
引
で
は
、
相
手
方
は
そ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
の
あ
る
程
度
類
型
的
な
出
品

画
面
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
の
商
品
説
明
の
表
現
を
見
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
こ
か
ら
商
品
の
出
品
に
ア
カ
ウ
ン
ト
の

保
有
者
以
外
の
別
の
者
が
取
引
行
為
者
と
し
て
介
入
し
て
い
る
こ
と
や
匿
名
の
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
法
律
効
果
の
帰
属
す
る
主
体
を
認

識
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
自
体
は
あ
る
者
の
属
性
を
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
誰
が
操
作
し
て

い
る
か
が
外
部
か
ら
は
判
断
で
き
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
を
当
然
の
前
提
と
し
て
契
約
当
事
者
と
し
、
単
純
に
「
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
」
の
法

理
論
を
そ
の
ま
ま
電
子
取
引
に
あ
て
は
め
、
代
理
法
理
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
の
は
性
急
に
過
ぎ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
な
ぜ

記
号
な
い
し
番
号
に
過
ぎ
な
い
匿
名
の
ア
カ
ウ
ン
ト
の
表
示
に
よ
っ
て
そ
の
保
有
者
が
契
約
当
事
者
と
な
る
か
を
論
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
42
）

。

ま
た
、
実
際
に
取
引
行
為
と
な
る
出
品
の
作
業
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
取
引
行
為
者
で
あ
り
、
取
引
行
為
者
が
契
約
当
事
者
に
な

ら
な
い
こ
と
の
理
論
的
根
拠
づ
け
も
必
要
で
あ
り
、
匿
名
の
ア
カ
ウ
ン
ト
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
を
契
約

）
九
六
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二
〇
二
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年
一
月
）

三
二
二

当
事
者
と
す
る
に
は
ど
う
い
っ
た
事
情
が
必
要
で
あ
る
の
か
、
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
を
踏
ま
え
た
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、
ま
ず
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
の
事
実
関
係
を
整
理
し
、
そ
の
事
実
関
係
が
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定

論
に
お
け
る
事
実
関
係
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
事
実
関
係
が
異
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
を
契
約
当
事
者

と
し
、
代
理
法
理
の
（
類
推
）
適
用
を
肯
定
す
る
素
地
が
あ
っ
た
の
か
、
従
来
の
学
説
や
判
例
と
同
様
の
理
論
的
根
拠
が
あ
る
の
か

に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

⑵
　
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
は
、
Ｙ
がeB

ay

の
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
で
あ
り
、
Ｙ
の
婚
約
者
で
あ
っ
た
Ａ
は
、
Ｙ
の
認
識
や
許
可

が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｙ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
用
い
て
商
品
を
出
品
し
て
い
る
。
通
常
の
代
理
と
異
な
る
点
と
し
て
、
相
手
方
で

あ
る
Ｘ
か
ら
は
、
Ａ
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

他
方
で
判
決
中
で
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
が
、eB

ay

を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
は
、
商
品
を

出
品
す
る
際
に
は
、
出
品
者
の
そ
れ
ま
で
の
取
引
歴
に
基
づ
く
出
品
者
の
評
価
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
評
価
は
、
そ
の
出
品

者
と
取
引
し
た
者
が
出
品
者
を
評
価
し
、
商
品
や
取
引
の
対
応
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
残
す
こ
と
も
で
き
る
。
Ｘ
の
よ
う
な
購
入

者
は
、
こ
の
よ
う
な
過
去
に
出
品
者
と
取
引
を
行
っ
た
者
が
行
っ
た
評
価
を
踏
ま
え
て
、
取
引
相
手
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
評
価
シ
ス
テ
ム
自
体
は
ア
カ
ウ
ン
ト
の
評
価
で
あ
る
た
め
、
そ
の
評
価
が
直
ち
に
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
評
価
と
な
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
が
パ
ス
ワ
ー
ド
で
保
護
さ
れ
て
お
り
、
原
則
と
し
て
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
し
か
利
用
で
き
な
い
と
い

う
建
前
に
基
づ
い
て
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
評
価
と
同
視
し
え
る
（
43
）

。
ま
た
、
こ
の
パ
ス
ワ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
ハ
ッ
キ
ン
グ
や

パ
ス
ワ
ー
ド
の
交
付
な
ど
の
事
情
が
な
い
限
り
、
ア
カ
ウ
ン
ト
上
で
操
作
し
て
い
る
の
は
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
で
あ
る
と
相
手
方
か

ら
は
認
識
さ
れ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決R

n.10

参
照
）。
通
常
Ｘ
は
Ｙ
の
人
と
な
り
を
知
る
す
べ
は
こ
の
評
価
シ
ス
テ
ム
し
か
な

）
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電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
二
三

く
、
Ｘ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
評
価
の
さ
れ
た
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
と
取
引
を
行
っ
た
と
い
う
認
識
に
な
る
。
Ａ
が
Ｙ
の
ア

カ
ウ
ン
ト
を
利
用
し
て
取
引
を
行
っ
た
際
で
も
、
本
件
で
は
Ｙ
の
保
有
す
る
一
定
の
評
価
を
伴
っ
た
ア
カ
ウ
ン
ト
を
通
じ
て
Ａ
が
出

品
の
意
思
を
示
す
の
で
あ
り
、
Ｙ
が
自
身
で
出
品
し
た
場
合
と
で
は
、
商
品
の
説
明
や
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
異
な
る
こ
と
を
除
い
て
、

ほ
と
ん
ど
差
異
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

⑶
　
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
Ｙ
を
潜
在
的
に
法
律
効
果
が
帰
属
す
る
主
体
、
す
な
わ
ち
、
契
約
当
事
者
と
し
て
確
定
で
き
る
で
あ
ろ
う

か
。従

来
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
契
約
当
事
者
確
定
論
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
信
頼
と
い
う
も
の
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
信
頼
と

い
う
も
の
は
、
預
金
契
約
の
場
合
に
「
預
入
を
行
っ
た
者
の
認
識
可
能
な
意
思
」
が
基
準
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
に
は
貯
蓄
口
座
の
み
出
捐
者
を
契
約
当
事
者
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
を
肯
定
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う

に
振
替
口
座
の
場
合
に
は
名
義
と
契
約
当
事
者
を
一
致
さ
せ
る
学
説
も
あ
り
、
こ
の
学
説
は
振
替
口
座
の
場
合
に
は
誰
が
預
金
者
で

あ
る
か
に
つ
い
て
利
害
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
契
約
当
事
者
確
定
論
に
お
い
て
は
相
手
方
が
認
識
可
能
な
意
思
を
重
視
し
て
お
り
、
相
手
方
に
利
害
関
係
が
生
じ
る

場
合
に
は
よ
り
相
手
方
の
認
識
と
の
一
致
が
求
め
ら
れ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
が
前
提
と
し
て
い
た
事
案
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が

認
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
販
売
の
申
込
み
は
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
で
あ
る
Ｙ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
Ｘ
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
ア
カ
ウ
ン
ト
の
評
価
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
き
、
そ
の
よ
う
な
評
価
を
伴
っ
た
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有

者
と
契
約
を
締
結
す
る
意
思
が
あ
っ
た
と
い
え
（
44
）

、
ア
カ
ウ
ン
ト
が
パ
ス
ワ
ー
ド
保
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
相
手
方
で

あ
る
Ｘ
の
認
識
可
能
な
意
思
に
よ
れ
ば
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
で
あ
る
Ｙ
が
契
約
当
事
者
と
し
て
認
定
さ
れ
る
事
案
で
あ
っ
た
（
45
）

。
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三
二
四

Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
「
潜
在
的
な
契
約
相
手
に
と
っ
て
は
、
…
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
個
人
お
よ
び
住
所
に
関
す
る
届
出
が
決
め
手
と
な
る
」

（R
n.10

）
と
し
て
い
る
こ
と
も
ア
カ
ウ
ン
ト
を
通
じ
て
Ａ
で
は
な
く
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
（
結
果
的
に
Ｙ
）
を
相
手
方
と
認
識
し
て
い

る
と
の
認
定
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
相
手
方
で
あ
る
Ｘ
の
認
識
可
能
な
意
思
は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
保
護
さ
れ
た
ア
カ
ウ
ン
ト
を

通
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
保
有
者
で
あ
る
Ｙ
の
意
思
で
あ
る
と
い
え
、
先
に
述
べ
た
ド
イ
ツ
の
当
事
者
確
定
の
基
準
に
基
づ
き
、
Ｙ

を
契
約
当
事
者
と
し
て
確
定
す
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
従
来
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
当
事
者
確
定
の
基
準
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八
条
一
項
に
基

づ
い
て
お
り
、
権
利
に
限
っ
て
直
ち
に
帰
属
を
肯
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
、
義
務
を
負
い
か
ね
な
い
Ｙ
の
利
益
を
踏
ま
え
れ

ば
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八
条
一
項
の
適
用
を
維
持
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
契
約
締
結
に
際
し
て
は
、
通
常
は
相
手
方
を
取
り
違

え
る
リ
ス
ク
は
相
手
方
が
負
う
（
46
）

が
、
電
子
取
引
で
は
異
な
っ
た
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
47
）

。

そ
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
の
事
案
に
お
い
て
、
代
理
法
理
の
類
推
適
用
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定

論
に
お
い
て
も
潜
在
的
な
契
約
当
事
者
を
出
捐
者
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
者
へ
の
効
果
帰
属
を
代
理
法
理
の
適
用
に
て
肯
定
す
る
見

解
が
主
張
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
法
律
効
果
の
帰
属
に
つ
い
て
も
類
似
の
法
律
構
成
が
見
受
け
ら
れ
る
。
従
来
主
張
さ
れ
て
い
た

の
は
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
、
債
権
譲
渡
、
代
理
法
理
で
あ
っ
た
が
、
電
子
取
引
の
事
案
で
は
、
取
引
行
為
者
の
意
思
と
し

て
は
認
識
で
き
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
を
契
約
当
事
者
と
す
る
こ
と
や
権
利
の
み

な
ら
ず
義
務
の
帰
属
を
肯
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
や
債
権
譲
渡
は
妥
当
せ
ず
、
代
理
法
理
の
（
類
推
）

適
用
を
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
従
来
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八
条
一
項
を
引
用
し
て
い
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約

を
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
預
金
契
約
と
は
事
実
関
係
や
求
め
ら
れ
る
法
律
効
果
が
異
な
る
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
の
事
例
に
お
い
て
、
評
価
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
ア
カ
ウ
ン
ト
の
評
価
が
取
引
相

）
九
六
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
二
五

手
と
し
て
の
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
を
示
し
て
お
り
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
が
契
約
当
事
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、「
他
人
の

名
の
下
で
の
行
為
」
が
肯
定
さ
れ
る
事
例
で
あ
っ
た
と
い
え
、
契
約
当
事
者
へ
の
効
果
帰
属
を
肯
定
す
る
法
律
構
成
の
う
ち
代
理
法

理
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
の
理
論
構
成
と
同
様
で
あ
る
と
評
価
し
え
る
で
あ

ろ
う
。
も
っ
と
も
、
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
で
は
、
預
入
行
為
者
を
取
引
相
手
が
認
識
で
き
る
こ
と
か
ら
、
代
理
法
理
の
直
接

適
用
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
電
子
取
引
で
は
取
引
行
為
者
が
取
引
相
手
か
ら
認
識
で
き
ず
、「
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
」
と
し
て

代
理
法
理
の
類
推
適
用
と
な
る
点
は
異
な
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
は
、
相
手
方
の
認
識
可
能
な
意
思
に
基
づ
い
て
契
約
当
事
者
を
確
定
し
て
い

る
と
い
え
、
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
と
異
な
っ
た
理
論
構
成
で
は
な
い
。
む
し
ろ
主
に
預
金
契
約
に
お
け
る
特
殊
な
議
論
で

あ
っ
た
ド
イ
ツ
の
契
約
当
事
者
確
定
論
が
、
電
子
取
引
に
も
妥
当
し
、
同
様
の
理
論
構
成
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
判
決
で
あ
る
と
評

価
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ
　
日
本
の
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定

次
に
こ
れ
ら
の
議
論
が
、
は
た
し
て
日
本
法
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
か
、
検
討
し
た
い
。
特
に
日
本
の
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事

者
の
確
定
や
契
約
効
果
の
帰
属
に
つ
い
て
は
ま
だ
議
論
が
形
成
さ
れ
始
め
た
段
階
で
あ
り
、
先
に
述
べ
た
ド
イ
ツ
法
の
理
論
構
成
を
受
容

す
る
素
地
が
あ
る
か
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
相
当
で
あ
る
の
か
検
討
し
た
い
。

）
九
六
六
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本
法
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　第
八
十
八
巻
第
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号
（
二
〇
二
三
年
一
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）

三
二
六

一
　
ド
イ
ツ
法
の
示
唆
と
日
本
法
に
お
け
る
契
約
当
事
者
確
定

⑴
　
日
本
法
に
お
け
る
契
約
当
事
者
確
定
の
基
準

既
に
旧
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
預
金
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
で
は
、
無
記
名
定
期
の
導
入
も
あ
り
客
観
説
が
判

例
・
通
説
と
扱
わ
れ
て
い
た
（
48
）

。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
法
と
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
無
記
名
定
期
預
金
の
導
入
や
客
観
説
の
通
説
化

等
必
ず
し
も
同
様
の
議
論
経
過
を
た
ど
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
に
お
い
て
無
記
名
定
期
預
金
や
架
空
名
義
の
預
金
口
座
が
多
数

存
在
し
て
い
た
時
期
に
は
、
金
融
機
関
が
預
入
行
為
者
の
意
思
を
認
識
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
法
の
理
論
構
成
を
受
け
入

れ
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
で
も
本
人
確
認
の
厳
格
化
な
ど
の
要
因
に
よ
り
、
預
入
行
為
者
と
預
金
名

義
人
の
同
一
性
と
実
在
性
を
金
融
機
関
が
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
金
融
機
関
が
認
識
可
能
な
預
入
行
為
者
の
意
思

を
基
準
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
（
49
）

。
そ
の
よ
う
に
預
入
行
為
者
の
意
思
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を

前
提
と
し
、
そ
し
て
金
融
機
関
に
は
誰
が
預
金
契
約
の
当
事
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
利
害
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
（
50
）

、
ド
イ

ツ
法
と
同
様
に
金
融
機
関
が
認
識
可
能
な
意
思
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
預
金
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
者
が
、
預
金
名

義
人
と
し
て
記
載
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
準
が
不
明
確
と
な
る
「
裸
の
比
較
衡

量
」
に
依
拠
せ
ず
、
預
金
契
約
の
特
殊
性
か
ら
脱
却
し
、
一
般
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
預
金
契
約
に
限
ら
ず
一
般
的
に

契
約
当
事
者
の
確
定
を
先
決
問
題
と
し
、
そ
の
後
別
途
法
律
効
果
の
帰
属
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
利
の
み
な
ら
ず
義
務
の

帰
属
を
含
め
た
利
害
関
係
の
調
整
が
可
能
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
従
来
預
金
契
約
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
比
較
衡
量
に
基
づ
き
、
当
事
者
へ
の
権
利
の
帰
属
の
み
な
ら
ず

義
務
の
帰
属
を
も
新
た
に
考
慮
対
象
と
し
て
契
約
当
事
者
を
確
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
従
来
の
預
金
契
約

）
九
六
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
二
七

に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
で
は
権
利
の
帰
属
と
金
融
機
関
の
免
責
を
中
心
に
構
成
し
て
お
り
、
電
子
取
引
の
よ
う
に
当
事
者
へ
の
義

務
の
帰
属
と
い
う
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
新
し
い
要
素
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
基
準
が
よ
り
複
雑
で
明
確
性
が
欠
け
る
こ
と
に

な
り
妥
当
で
は
な
い
。
ま
た
、
従
来
の
比
較
衡
量
で
は
、
契
約
相
手
方
の
利
害
を
民
法
四
七
八
条
の
中
に
解
消
し
て
い
た
が
、
電
子

取
引
で
は
債
権
者
と
し
て
の
利
害
が
生
じ
る
以
上
、
も
は
や
従
来
の
比
較
衡
量
の
枠
組
み
は
維
持
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
従
来
の
比
較
衡
量
で
は
解
消
で
き
な
い
利
害
関
係
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
の
確
定
と
法
律
効
果
の
帰
属
を
別
に
検
討

す
る
こ
と
で
解
消
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
法
に
お
い
て
ド
イ
ツ
法
の
理
論
構
成
を
受
容
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
り
、
か
つ
妥
当
で
あ
る
と
い
え
、
預
金
契
約
に
限
ら
ず
、
契
約
当
事
者
確
定
の
基
準
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
法
と
同
様
に
相
手
方
が

認
識
可
能
な
他
方
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
契
約
当
事
者
を
確
定
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑵
　
契
約
当
事
者
の
確
定
と
契
約
法
理
の
適
用

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
契
約
当
事
者
を
相
手
方
が
認
識
可
能
な
他
方
当
事
者
の
意
思
か
ら
導
く
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
法
律
効

果
を
帰
属
さ
せ
る
べ
き
か
は
さ
ら
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
金
融
機
関
の
認
識
を
重
視
す
る
従
来
の
主
観
説
に
お
い
て
も
、

代
理
法
理
を
は
じ
め
と
す
る
契
約
法
理
と
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
観
説
も
誰
を

契
約
当
事
者
と
す
る
か
の
基
準
で
あ
り
、
そ
の
中
で
そ
の
契
約
当
事
者
に
ど
の
よ
う
な
法
律
構
成
で
法
律
効
果
を
帰
属
さ
せ
る
か
に

つ
い
て
の
言
及
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
こ
れ
は
、
預
金
契
約
の
特
殊
性
の
ほ
か
に
、
預
金
契
約
の
当
事
者
の
確
定
論
で
は
主
と
し

て
権
利
の
帰
属
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ
、
出
捐
者
が
自
身
に
権
利
が
帰
属
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
事
案
で
あ
り
、
契
約
当

事
者
の
確
定
か
ら
直
ち
に
預
金
者
が
契
約
者
と
し
て
の
地
位
な
い
し
は
債
権
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ

う
。
契
約
相
手
方
で
あ
る
金
融
機
関
の
認
識
を
重
視
し
た
う
え
で
、
契
約
法
理
と
の
関
係
を
な
お
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

）
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三
二
八

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
法
の
考
え
方
を
参
照
す
る
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
「
個
別
事
例
の
諸
事
情
の
特
別
な
考
慮
の
も
と
、
預
入
を
行
っ
た
者

の
認
識
可
能
な
意
思
に
従
っ
て
、
誰
が
銀
行
の
債
権
者
に
な
る
べ
き
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八
条
一
項
を
引
用
す
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
出
捐
者
を
契
約
当
事
者
と
す
る
場
合
で
も
、
契
約
法
理
と
の
整
合
性
を
保

つ
よ
う
な
法
律
構
成
を
採
用
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
も
出
捐
者
を
契
約
当
事
者
と
し
な
が
ら
、
契
約
法
理
に
よ
る
根

拠
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
日
本
の
従
来
の
主
観
説
に
も
代
理
法
理
や
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
に
基
づ
い
て
法
律
効

果
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
検
討
す
る
見
解
（
51
）

が
あ
り
、
ま
た
「
預
金
者
の
認
定
と
い
う
問
題
は
、
…
契
約
の
一
般
理
論
に
合
致
し
て
、

誰
が
預
金
者
で
あ
る
か
は
、
銀
行
に
と
っ
て
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
預
金
預
入
行
為
者
の
意
思
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
（
52
）

」
と
し
て
当
事
者
確
定
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の
判
例
と
同
一
の
基
準
を
採
り
、
契
約
法
理
の
適
用
を
肯
定
す
る
見
解
も
提
唱
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
契
約
の
相
手
方
の
認
識
を
重
視
す
る
見
解
は
契
約
法
理
の
適
用
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
契
約

当
事
者
の
確
定
の
基
準
を
比
較
衡
量
か
ら
意
思
解
釈
に
引
き
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
代
理
を
は
じ
め
と
す
る
契
約
法
理
の
適
用
が
可

能
と
な
り
、
ド
イ
ツ
法
と
同
様
に
契
約
法
理
の
適
用
を
肯
定
で
き
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
無
記
名
定
期
預
金
や
架
空
名
義
の
預
金
口
座
を
想
定
し
な
く
て
よ
い
以
上
も
は
や
契
約
法
理
を
排
除
し
て
利
害
関
係
を
調

整
す
る
必
要
は
な
い
（
53
）

。
さ
ら
に
、
預
金
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
で
主
張
さ
れ
て
い
た
見
解
で
は
、
主
に
権
利
の
帰
属
を
想
定

し
て
お
り
、
義
務
の
帰
属
を
含
め
て
利
害
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
預
金
契

約
の
特
殊
性
か
ら
脱
却
し
、
一
般
化
し
て
権
利
の
帰
属
の
み
な
ら
ず
義
務
の
帰
属
可
能
性
を
も
含
め
て
検
討
す
る
う
え
で
は
、
一
般

の
契
約
法
理
に
基
づ
き
、
法
律
効
果
の
帰
属
を
別
途
検
討
す
る
方
が
各
関
係
人
の
利
害
関
係
を
よ
り
妥
当
に
調
整
で
き
る
の
で
あ

り
（
54
）

、
契
約
相
手
方
が
認
識
可
能
な
意
思
や
合
意
内
容
に
基
づ
い
て
契
約
当
事
者
を
確
定
し
た
後
、
代
理
法
理
を
（
類
推
）
適
用
す
る

）
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電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
二
九

こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
55
）

。

し
た
が
っ
て
、
契
約
当
事
者
の
確
定
に
際
し
て
は
、
従
来
の
客
観
説
の
よ
う
に
契
約
当
事
者
の
確
定
が
代
理
法
理
を
は
じ
め
と
す

る
契
約
法
理
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
契
約
当
事
者
の
確
定
か
ら
直
ち
に
契
約
効
果
の
帰
属
を
肯
定
す
る
も
の
で
も
な

く
、
契
約
当
事
者
の
確
定
を
先
決
問
題
と
し
て
扱
い
、
そ
の
う
え
で
、
別
途
法
律
効
果
の
帰
属
の
可
否
を
契
約
法
理
に
基
づ
い
て
検

討
す
べ
き
で
あ
る
。

二
　
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定

こ
の
よ
う
に
、
契
約
当
事
者
確
定
は
相
手
方
の
認
識
を
重
視
し
て
潜
在
的
な
契
約
当
事
者
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
日
本
に
お
け
る
電
子
取
引
で
の
契
約
当
事
者
の
確
定
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

⑴
　
ま
ず
事
実
関
係
と
し
て
、
電
子
取
引
で
は
、
購
入
者
の
信
頼
は
、
契
約
相
手
が
実
在
し
て
い
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
契
約
相
手

と
な
る
者
が
非
対
面
取
引
で
あ
っ
て
も
信
用
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
実
際
に
出
品
し
て
い
る

行
為
者
が
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
厳
格
に
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
、
抽
象
的
な
乗
っ
取
り
や
ア
カ

ウ
ン
ト
貸
与
の
可
能
性
を
除
き
、
パ
ス
ワ
ー
ド
保
護
や
メ
ー
ル
で
の
認
証
等
に
よ
り
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
が
操
作
し
て
い
る
こ
と
を

信
頼
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
56
）

。

他
方
で
契
約
相
手
と
し
て
信
用
に
足
り
る
か
に
つ
い
て
は
、
電
子
取
引
で
は
、
商
品
を
購
入
す
る
と
き
に
、
出
品
者
が
提
供
し
た

商
品
の
写
真
を
確
認
し
て
購
入
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
に
よ
り
一
応
の
在
庫
状
況
や
商
品
の
実
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

い
わ
ゆ
る
無
在
庫
販
売
の
場
合
や
そ
も
そ
も
画
像
自
体
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
取
得
し
た
画
像
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
必
ず
し

も
写
真
か
ら
在
庫
状
況
や
売
主
の
手
元
に
商
品
が
あ
る
こ
と
を
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
多
く
の
場
合
、
過
去
に
取

）
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三
三
〇

引
し
た
こ
と
の
あ
る
相
手
方
で
な
け
れ
ば
、
購
入
の
際
に
相
手
方
の
信
用
を
確
か
め
る
す
べ
は
、
評
価
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
相
手
方
の

評
価
で
あ
ろ
う
（
57
）

。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
で
問
題
と
な
っ
たebay

や
そ
の
他
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
で
は
、

取
引
後
に
相
手
方
が
よ
い
契
約
相
手
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
ユ
ー
ザ
ー
に
よ
る
評
価
が
な
さ
れ
、
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
る
こ
と
も
で

き
る
。
ト
ラ
ブ
ル
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
取
引
を
終
え
た
場
合
に
は
高
評
価
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
獲
得
し
た
評
価
の
平
均
値
や

評
価
の
総
数
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
同
種
の
商
品
を
出
品
し
て
い
る
出
品
者
が
ほ
か
に
存
在
し
な
い
場
合
を
除
け
ば
、

評
価
の
数
が
多
く
、
安
定
し
て
高
評
価
を
獲
得
し
て
い
る
出
品
者
を
そ
う
で
な
い
出
品
者
よ
り
優
先
し
て
契
約
相
手
に
選
ぶ
こ
と
が

多
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
購
入
者
は
評
価
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
契
約
相
手
の
履
行
可
能
性
等
を
間
接
説
的
に
信
頼
す
る
こ
と
に

な
る
（
58
）

。

⑵
　
こ
の
よ
う
に
、
電
子
取
引
に
お
い
て
は
、
事
実
関
係
や
そ
れ
に
基
づ
く
信
頼
の
内
容
が
預
金
契
約
の
場
合
と
は
か
な
り
異
な
っ
て

い
る
。
ま
ず
パ
ス
ワ
ー
ド
に
て
保
護
さ
れ
て
い
る
、
少
な
く
と
も
個
人
ア
カ
ウ
ン
ト
で
あ
る
場
合
（
59
）

に
は
、
通
常
第
三
者
が
取
引
行
為

者
と
し
て
ア
カ
ウ
ン
ト
を
操
作
し
て
い
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
な
い
か
ら
、
契
約
相
手
が
認
識
で
き
る
出
品
に
よ
る
売
却
の
意
思
は
、

ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
意
思
と
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
電
子
取
引
で
は
、
預
金
契
約
と
異

な
り
、
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
信
頼
の
対
象
は
契
約
相
手
と
な
る
者
の
履
行
を
確
保
で
き
る
か
、
そ
の
よ
う
に
信
頼

に
足
る
相
手
方
で
あ
る
か
に
な
っ
て
お
り
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
評
価
を
通
じ
て
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
を
信
頼
で
き
る
契
約
相
手
で
あ

る
か
確
認
し
て
い
る
。
電
子
取
引
の
場
合
に
は
、
相
手
方
は
債
権
者
と
も
な
る
以
上
、
誰
が
契
約
相
手
で
あ
る
か
に
つ
い
て
利
害
関

係
が
あ
る
と
い
え
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
契
約
の
相
手
方
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
上
で
表
示
さ
れ
た
意
思
を
そ
の
保
有
者
の
も
の
で
あ
る
と
信
頼
す
る
こ
と
、

）
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子
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適
用
（
田
中
）

三
三
一

及
び
ア
カ
ウ
ン
ト
の
評
価
か
ら
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
契
約
相
手
と
し
て
の
信
頼
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
な
相

手
方
が
認
識
可
能
な
他
方
当
事
者
（
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
）
の
意
思
を
基
準
と
す
れ
ば
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
が
潜
在
的
な
契
約
当
事

者
と
し
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
え
よ
う
（
60
）

。
さ
ら
に
、
ア
カ
ウ
ン
ト
が
パ
ス
ワ
ー
ド
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
カ
ウ

ン
ト
保
有
者
以
外
の
も
の
が
介
入
す
る
こ
と
は
例
外
的
で
あ
り
、
相
手
方
の
認
識
に
反
す
る
こ
と
か
ら
、
ア
カ
ウ
ン
ト
上
で
表
示
さ

れ
た
意
思
は
、
そ
の
よ
う
な
説
明
が
あ
っ
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
取
引
行
為
者
の
意
思
と
し
て
扱
う
べ
き
で
は
な
く
、

取
引
行
為
者
を
契
約
当
事
者
と
認
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
検
討
し
た
よ
う
に
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
が
契
約
の

当
事
者
で
あ
る
こ
と
と
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
に
契
約
責
任
を
帰
属
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
別
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
な
ろ

う
。
契
約
当
事
者
の
確
定
と
契
約
責
任
の
帰
属
を
区
別
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
と
は
別
の
取
引
行
為
者

の
介
入
が
あ
っ
て
も
直
ち
に
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
に
法
律
効
果
の
帰
属
が
肯
定
さ
れ
ず
、
利
害
関
係
の
調
整
が
可
能
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
も
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
が
自
身
で
出
品
し
て
い
た
場
合
に
は
、
問
題
な
く
法
律
効
果
が
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者

に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
の
よ
う
に
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
と
実
際
に
操
作
し
た
取

引
行
為
者
と
が
異
な
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
た
と
え
取
引
行
為
者
が
電
子
取
引
の
過
程
で
一
切
認
識
さ
れ
な
か
っ

た
と
し
て
も
「
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
」
と
し
て
代
理
法
理
が
（
類
推
）
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
行
為
の
際
に
他

人
性
が
認
識
で
き
な
い
場
合
で
さ
え
も
、
他
人
性
の
あ
る
、
法
律
行
為
的
行
為
が
代
理
と
し
て
法
秩
序
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
ま
っ

た
く
も
っ
て
想
定
で
き
る
（
61
）

」
と
さ
れ
て
い
る
。

先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
、
日
本
法
に
お
い
て
も
当
事
者
の
確
定
は
契
約
法
理
を
排
除
せ
ず
、
そ
の
適
用
可
能
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
、
電
子
取
引
の
よ
う
に
相
手
方
か
ら
は
代
理
人
の
存
在
が
認
識
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
本
人
に
法
律
効
果
を
帰
属

）
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三
三
二

さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
署
名
代
理
の
形
式
で
日
本
法
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
お
り
（
62
）

、
署
名
代
理
に
基
づ
い
て
契
約
当
事
者
へ

の
法
律
効
果
の
帰
属
の
可
否
を
検
討
す
べ
き
と
な
ろ
う
（
63
）

。
他
方
で
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
や
債
権
譲
渡
に
よ
る
構
成
は
、
ド

イ
ツ
法
の
検
討
で
述
べ
た
よ
う
に
電
子
取
引
の
事
実
関
係
で
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
は
取
引
行
為
者
で
は
な
く
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
、
日
本
法
に
お
い
て
も
代
理
法
理
の
（
類
推
）
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。

従
来
の
日
本
法
で
は
、
預
金
契
約
に
お
い
て
主
に
債
権
の
帰
属
が
争
わ
れ
て
お
り
、
契
約
当
事
者
と
確
定
さ
れ
た
者
に
債
権
の
帰

属
を
直
ち
に
認
め
て
も
不
都
合
は
な
く
、
ま
た
、
契
約
当
事
者
確
定
論
と
代
理
法
理
と
の
関
係
性
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
電
子
取
引
の
よ
う
に
権
利
の
み
な
ら
ず
義
務
の
帰
属
を
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
契
約
類
型
で
は
、
従
来
の
基

準
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
他
方
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
採
用
し
た
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
を
契
約
当
事
者
と
し
た
う
え
で
、
代
理

法
理
を
類
推
適
用
す
る
と
い
う
構
成
は
、
日
本
法
に
お
い
て
も
肯
定
で
き
、
よ
り
妥
当
な
利
害
関
係
の
調
整
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
、

今
後
電
子
取
引
に
お
け
る
事
実
関
係
に
応
じ
て
代
理
法
理
に
よ
る
解
決
を
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
預
金
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
へ
の
影
響

こ
の
よ
う
に
、
電
子
取
引
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
認
識
可
能
な
意
思
に
基
づ
い
て
契
約
当
事
者
を
確
定
し
、
確
定
さ
れ
た
契
約
当
事

者
へ
の
法
律
効
果
の
帰
属
は
代
理
法
理
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
従
来
の
預
金
契
約
に
お
け
る
当
事
者
確
定
論
は
ど
の
よ

う
に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
日
本
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
当
事
者
確
定
基
準
を
受
け
入
れ
可
能
か
検
討
し
た
際
に
部
分
的
に
述
べ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
統
一
的
な
基
準
で
当
事
者
を
確
定
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

既
に
旧
稿
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
客
観
説
は
も
は
や
妥
当
せ
ず
、
預
金
契
約
に
お
い
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電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
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の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
三
三

て
は
本
人
確
認
が
厳
格
に
行
わ
れ
、
預
入
行
為
者
と
預
金
名
義
人
が
一
致
す
る
限
り
、
預
金
名
義
人
が
契
約
当
事
者
と
な
る
（
64
）

。
こ
の
と

き
、
金
融
機
関
に
は
預
入
行
為
者
と
預
金
名
義
人
の
同
一
性
と
実
在
性
が
確
認
で
き
、
預
入
行
為
者
の
意
思
を
認
識
で
き
る
状
況
に
あ
る

と
い
え
る
。
金
融
機
関
に
は
誰
が
預
金
者
か
認
識
で
き
な
い
と
い
う
特
殊
性
が
失
わ
れ
た
預
金
契
約
に
お
い
て
も
、
金
融
機
関
が
認
識
で

き
る
相
手
方
の
意
思
を
基
準
と
し
て
契
約
当
事
者
を
確
定
し
、
契
約
法
理
の
適
用
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
旧
稿
で
は
預

金
契
約
に
お
け
る
契
約
当
事
者
を
預
金
名
義
人
と
す
べ
き
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
契
約
法
理
の
適
用
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
で
き
て

お
ら
ず
、
旧
稿
の
見
解
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
こ
の
よ
う
な
構
成
を
採
り
た
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
電
子
取
引
・
預
金

契
約
を
問
わ
ず
、
統
一
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
当
事
者
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
電
子
取
引
の
場
合
に
は
代
理
法
理
が

類
推
適
用
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
預
金
契
約
の
場
合
に
は
、
金
融
機
関
は
預
入
行
為
者
を
認
識
で
き
る
た
め
、
預
入
行
為
者
が
第
三
者
の

口
座
開
設
を
希
望
し
た
際
（
親
が
子
の
口
座
を
開
設
す
る
場
合
な
ど
）
に
は
代
理
法
理
の
直
接
適
用
と
な
り
、
ま
た
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

は
預
入
行
為
者
と
預
金
名
義
人
と
は
一
致
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
預
金
契
約
の
場
合
、
電
子
取
引
の
場
合
と
異
な
り
義
務
の
帰
属
を
検
討
す
る
必
要
が
な
く
、
あ
え
て
当
事
者
確
定
後
に
別

途
法
律
効
果
の
帰
属
を
検
討
す
る
必
要
性
が
異
な
る
が
、
預
金
契
約
の
特
殊
性
が
失
わ
れ
た
以
上
、
基
準
が
不
明
確
と
な
る
比
較
衡
量
に

基
づ
く
べ
き
で
は
な
く
、
契
約
法
理
の
適
用
を
肯
定
で
き
る
当
事
者
確
定
の
基
準
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
　
結
語

一
　
ま
と
め

以
上
の
よ
う
に
、
電
子
取
引
に
お
い
て
誰
を
契
約
当
事
者
と
し
て
確
定
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
預
金
契
約
の
場
合
に
比
べ
て
事
実
関
係

）
七
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
三
四

や
利
害
関
係
に
つ
き
異
な
る
こ
と
が
多
い
も
の
の
、
相
手
方
の
認
識
可
能
な
意
思
を
基
準
と
し
て
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
を
契
約
当
事
者

と
し
て
確
定
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
の
契
約
当
事
者
と
は
、
あ
く
ま
で
も
潜
在
的
な
も
の
で
、
無
権
代
理
と
同

様
に
法
律
効
果
の
帰
属
は
し
て
お
ら
ず
、
契
約
当
事
者
と
し
て
の
適
格
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
、
法
律
効
果
の
帰
属
に
は
別
途
代
理

法
理
の
（
類
推
）
適
用
を
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
電
子
取
引
の
特
殊
性
に
配
慮
し
な
が
ら
も
、
妥
当
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
電
子
取
引
で
は
、
取
引
行
為
者
が
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
評
価
を
用
い
て
出
品
を
行
い
、
相
手
方
は
そ
の
評
価

を
信
頼
し
て
契
約
締
結
に
至
る
こ
と
か
ら
、
署
名
代
理
の
一
類
型
と
結
果
的
に
は
同
様
の
事
実
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
現
行
法
上
で

の
理
論
的
妥
当
性
も
肯
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
は
、
い
わ
ば
代
理
法
理
の
（
類
推
）
適
用
の
先
決
問
題
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
こ
の
こ
と
が
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
預
金
契
約
に
限
っ
た
場
合
、
権
利
の
帰
属
の
問
題
に
限

定
さ
れ
、
本
人
で
あ
る
出
捐
者
も
効
果
の
帰
属
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
出
捐
者
と
預
入
行
為
者
の
ど
ち
ら
を
契
約
当
事
者

と
す
る
か
の
選
択
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
電
子
取
引
の
契
約
当
事
者
の
確
定
で
は
、
こ
の
よ
う
な
裸
の
比

較
衡
量
と
も
評
さ
れ
る
考
え
方
か
ら
脱
却
し
、
法
律
効
果
の
帰
属
問
題
と
は
切
り
離
さ
れ
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

契
約
当
事
者
の
確
定
に
よ
り
、
電
子
取
引
に
お
い
て
予
想
外
の
相
手
方
に
契
約
効
果
が
帰
属
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
に
も
意
義
を
見
出
せ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
電
子
取
引
で
は
、
購
入
者
も
債
権
者
と
な
る
の
で
、
か
つ
て
の
客
観
説
の
よ
う
に
民
法
四
七
八
条
に
基
づ

い
て
相
手
方
が
誰
で
あ
る
か
に
利
害
関
係
が
無
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

）
七
六
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
三
五

二
　
残
さ
れ
た
課
題

以
上
の
よ
う
に
、
契
約
当
事
者
確
定
論
と
代
理
法
理
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
た
が
、
こ
れ
は
従
来
の
契
約
当
事
者
確
定
論
が
契

約
法
理
を
排
除
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
契
約
法
理
、
中
で
も
代
理
法
理
の
適
用
可
能
性
を
肯
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
取
引
行

為
者
が
介
入
し
た
場
合
の
電
子
取
引
に
お
け
る
ス
タ
ー
ト
地
点
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
ま
だ
具
体
的
な
事
例
ご
と

に
適
用
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
と
は
到
底
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
そ
も
そ
も
署
名
代
理
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
も
あ
り
、
本
稿
で
検
討
し
た
代
理
法
理
の
適
用
可
能
性
を
前
提
に
、
ど
の
よ
う
な
事
実
関
係
で
あ
れ
ば
電
子
取
引
の
場
合
に
適
用

で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ほ
か
、「
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
」
を
肯
定
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
は
、

従
来
の
外
見
代
理
の
要
件
を
維
持
し
た
こ
と
に
つ
い
て
学
説
か
ら
強
く
批
判
さ
れ
て
お
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
こ
う
し
た
判
断
の
検
討
も
避
け
ら

れ
な
い
事
柄
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
一
一
年
判
決
の
事
例
を
念
頭
に
お
い
て
検
討
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
電
子
取
引
に
取
引
行
為
者

が
介
入
す
る
事
例
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
特
定
物
の
所
有
者
が
取
引
行
為
者
と
し
て
他
人
の
ア
カ
ウ
ン
ト
を
利
用
し

て
当
該
特
定
物
を
出
品
し
、
売
買
契
約
が
成
立
し
た
と
し
て
商
品
の
発
送
ま
で
終
え
て
し
ま
っ
た
場
合
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
が
ア
カ
ウ

ン
ト
の
パ
ス
ワ
ー
ド
と
利
用
許
諾
を
取
引
行
為
者
に
与
え
て
い
た
場
合
、
取
引
行
為
者
が
相
手
方
が
出
品
し
て
い
た
商
品
を
他
人
の
ア
カ

ウ
ン
ト
で
購
入
し
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
が
自
己
の
契
約
と
し
て
追
認
を
望
ん
だ
場
合
な
ど
多
様
な
事
例
が
想
定
さ
れ
、
契
約
当
事
者
確

定
論
が
事
実
関
係
を
重
視
し
て
き
た
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
関
係
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
も
そ
も
の
前
提
と
し
て
、

ア
カ
ウ
ン
ト
自
体
が
作
成
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
の
個
人
情
報
の
登
録
が
な
く
、
ア
カ
ウ
ン
ト
を
通
じ
て
そ
の
保
有
者

の
意
思
表
示
で
あ
る
と
信
頼
で
き
な
い
場
合
に
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
「
認
識
可
能
な
意
思
」
が
認
め
ら
れ
ず
、
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必

）
七
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
三
六

要
と
も
な
ろ
う
。

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
、
契
約
当
事
者
確
定
論
と
代
理
法
理
の
適
用
関
係
を
元
に
、
今
後
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

を
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

我
妻
栄
『
債
権
各
論
中
巻
二
（
民
法
講
義
Ⅴ
３
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
）
七
三
五
頁
、
大
原
栄
一
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
二
六
三
号

（
一
九
六
二
）
一
〇
七
頁
、
鈴
木
重
信
「
架
空
名
義
預
金
者
認
定
に
関
す
る
一
考
察
」
金
法
五
七
七
号
（
一
九
七
〇
）
四
頁
、
谷
口
知
平
「
預
金
者

の
認
定
」
金
法
六
八
九
号
（
一
九
七
三
）
五
頁
、
平
出
慶
道
「
預
金
者
の
認
定
と
預
金
の
払
戻
し
」
鈴
木
禄
弥
ほ
か
編
『
金
融
取
引
法
大
系
第
２
巻

─
預
金
取
引
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
）
七
九
頁
、
中
馬
義
直
「
預
金
者
の
認
定
」
淡
路
剛
久
ほ
か
編
『
現
代
契
約
法
大
系
第
５
巻
─
金
融
取
引
契

約
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
）
八
六
頁
、
安
永
正
昭
「
預
金
者
の
確
定
と
契
約
法
理
」
石
田
喜
久
夫
先
生
＝
西
原
道
雄
先
生
＝
高
木
多
喜
男
先
生
還

暦
記
念
『
金
融
法
の
課
題
と
展
望
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
）
一
六
四
頁
、
高
木
多
喜
男
「
預
金
者
の
認
定
（
上
）」
金
法
七
四
七
号

（
一
九
七
五
）
四
頁
、
高
木
多
喜
男
「
預
金
者
の
認
定
（
下
）」
金
法
七
四
八
号
（
一
九
七
五
）
四
頁
、
山
本
敬
三
『
民
法
講
義
Ⅳ
‐
１
　
契
約
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
）
五
七
頁
等
多
数
。
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
以
外
に
、
鹿
野
菜
穂
子
「
契
約
当
事
者
の
確
定
⑴
─
他
人
名
義
の
不
動
産
売

買
を
中
心
に
─
」
立
命
館
法
学
二
三
八
号
（
一
九
九
四
）
一
二
二
三
頁
は
、
不
動
産
売
買
を
対
象
と
し
て
契
約
当
事
者
確
定
論
を
論
じ
て
い
る
。

（
2
） 

中
馬
・
前
掲
注（
１
）八
六
頁
に
よ
れ
ば
、「
銀
行
は
預
金
者
の
住
所
氏
名
を
届
け
さ
せ
ず
、
印
章
だ
け
を
届
け
さ
せ
て
お
き
、
無
記
名
の
定
期

預
金
証
書
を
交
付
し
、
そ
れ
に
届
出
印
を
押
し
て
差
し
出
し
た
者
に
元
利
金
を
支
払
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
届
け
出
て
お
く
印
章
は
ど
ん
な
も
の

で
も
よ
く
、
且
つ
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
預
入
行
為
者
の
姓
と
符
合
す
る
と
き
に
お
い
て
も
、
そ
の
者
の
個
性
と
は
関
係
な
い
性
質
の
も
の
だ
と
解
さ

れ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
3
） 

太
田
知
行
「
記
名
式
預
金
の
預
金
者
認
定
と
客
観
説

─
判
例
の
利
益
衡
量
へ
の
疑
問
」
広
中
俊
雄
先
生
古
稀
祝
賀
『
民
事
法
秩
序
の
生
成
と

展
開
』（
創
文
社
、
一
九
九
六
）
四
一
七
頁
以
下
に
、
客
観
説
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
ま
で
の
判
例
の
展
開
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
） 

磯
村
保
「
契
約
当
事
者
の
確
定
を
め
ぐ
っ
て
」
早
稲
田
ロ
ー
七
号
（
二
〇
一
三
）
九
一
頁
以
下
等
。

）
七
六
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
三
七

（
5
） 

い
わ
ゆ
る
な
り
す
ま
し
と
呼
ば
れ
る
問
題
を
含
み
、
臼
井
豊
『
電
子
取
引
時
代
の
な
り
す
ま
し
と
「
同
一
性
」
外
観
責
任
』
八
三
頁
以
下
で
は
、

電
子
取
引
に
お
け
る
な
り
す
ま
し
と
契
約
当
事
者
の
確
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
6
） 
前
田
庸
「
預
金
者
の
認
定
と
銀
行
の
免
責
」
鈴
木
竹
雄
編
『
新
銀
行
実
務
講
座
第
14
巻
─
銀
行
取
引
の
法
律
問
題
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
七
）

八
一
頁
。

（
7
） 

例
え
ば
、
操
作
に
不
慣
れ
な
ア
カ
ウ
ン
ト
の
保
有
者
が
操
作
の
代
行
を
依
頼
し
た
場
合
な
ど
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

（
8
） 

石
田
喜
久
夫
「
判
批
」
判
タ
三
六
一
号
（
一
九
七
七
）
九
五
頁
。

（
9
） 

平
出
・
前
掲
注（
１
）七
九
頁
。

（
10
） 

内
田
貴
＝
佐
藤
政
達
「
預
金
者
の
認
定
に
関
す
る
近
時
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
（
上
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
〇
八
号
（
二
〇
〇
五
）
一
七
頁
、
安

永
・
前
掲
注（
１
）一
六
三
頁
。

（
11
） 

我
妻
・
前
掲
注（
１
）七
三
五
頁
。

（
12
） 

内
田
＝
佐
藤
・
前
掲
注（
10
）二
〇
頁
は
、
主
観
説
に
つ
い
て
、「
主
観
説
の
背
景
に
契
約
解
釈
の
一
般
理
論
が
あ
る
と
い
う
面
は
否
め
な
い
」

と
し
た
う
え
で
、「
判
断
に
必
要
な
認
定
は
誰
が
預
入
行
為
を
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
実
際
に
例
え
ば
田
中
誠
二
『
新
版
銀

行
取
引
法
　
３
全
訂
版
』（
経
済
法
令
研
究
会
、
一
九
八
四
）
九
五
頁
以
下
は
預
入
行
為
者
を
預
金
者
と
し
て
、
預
金
者
が
別
人
の
た
め
に
預
入
れ

を
行
っ
て
い
た
場
合
に
は
民
法
一
〇
〇
条
に
は
言
及
せ
ず
、
当
事
者
の
錯
誤
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
他
方
で
、
太
田
知
行
「
記
名
式
預
金
に

お
け
る
預
金
者
の
認
定
─
判
例
の
分
析
を
中
心
に
し
て
─
」
加
藤
一
郎
先
生
古
稀
記
念
『
現
代
社
会
と
民
法
学
の
動
向
（
下
）』（
有
斐
閣
、

一
九
九
二
）
二
五
〇
頁
は
、
主
観
説
を
「
使
者
と
代
理
人
と
の
区
別
、
民
法
九
九
条
・
一
〇
〇
条
、
商
法
五
〇
四
条
、
民
法
五
百
三
十
七
条
の
適
用

に
よ
り
、
預
金
者
を
認
定
す
る
見
解
」
と
定
義
し
て
い
る
。
ほ
か
、
客
観
説
・
主
観
説
と
も
異
な
り
、
潮
見
佳
男
「
損
害
保
険
代
理
店
の
保
険
料
保

管
口
座
と
預
金
債
権
の
帰
属
（
下
）」
金
法
一
六
八
五
号
（
二
〇
〇
三
）
四
四
頁
で
は
、「
本
人
確
認
法
施
行
後
に
開
設
さ
れ
た
預
金
口
座
に
つ
い
て

は
、
定
期
預
金
・
普
通
預
金
等
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
預
金
者
確
定
ル
ー
ル
に
つ
き
、
客
観
説
で
も
な
く
、
主
観
説
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
契
約
の

一
般
理
論
に
委
ね
る
の
で
も
な
く
、
預
金
契
約
固
有
の
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
と
し
て
口
座
名
義
重
視
の
考
え
方
（
名
義
に
注
目
し
て
預
入
行
為
者

を
預
金
者
と
す
る
考
え
方

─
口
座
名
義
人
説

─
）
へ
方
向
転
換
す
る
こ
と
を
指
向
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。」
と
提
言
し
て
い
た
。

）
七
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
三
八

（
13
） 

後
藤
健
二
「
金
融
機
関
等
に
よ
る
顧
客
等
の
本
人
確
認
等
に
関
す
る
法
律
の
概
要
」
金
法
一
六
四
七
号
（
二
〇
〇
二
）
六
頁
に
詳
し
い
。

（
14
） 

拙
稿
「
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
と
預
金
債
権
の
帰
属
主
体

─
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
法
律
構
造
を
参
考
に

─
」
日
本
法
学
八
四
巻
一
号

（
二
〇
一
八
）
一
九
〇
頁
以
下
。

（
15
） B

G
H

Z
 189,346.

（
16
） 

例
え
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
六
月
二
五
日
判
決
（B

G
H

Z
 21,148

）。

（
17
） 

安
永
・
前
掲
注（
１
）一
八
〇
頁
。

（
18
） 

も
っ
と
も
、
氏
名
を
届
け
出
ず
に
番
号
の
み
で
管
理
さ
れ
る
「das N

um
m

ernkonto

」
は
ス
イ
ス
の
銀
行
な
ど
で
は
存
在
し
て
い
る
。

（
19
） 

拙
稿
「
預
金
制
度
の
変
化
と
預
金
契
約
の
当
事
者
確
定
─
利
害
関
係
の
変
容
を
通
じ
た
検
討
─
」
日
本
法
学
八
三
巻
二
号
（
二
〇
一
七
）
九
二

頁
以
下
参
照
。

（
20
） 

「A
ccountinhaber

」
に
つ
い
て
は
、「
ア
カ
ウ
ン
ト
所
有
者
」
と
す
る
訳
も
見
ら
れ
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
上
の
ア
カ

ウ
ン
ト
の
場
合
物
権
に
お
け
る
所
有
権
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、「
ア
カ
ウ
ン
ト
保
有
者
」
と
し
た
。

（
21
） M

ax U
 H

anau,H
andeln unter frem

der N
um

m
er,2004,S

.1ff

は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
名
義
は
「
他
人
の
名
」
と
は
異
な
る
と
し
、
電
子
取
引

に
お
い
て
は
「
他
人
の
番
号
の
下
で
の
行
為
」
と
し
て
把
握
す
べ
き
と
す
る
。

（
22
） 

中
馬
義
直
「
判
批
」
判
時
九
七
五
号
（
一
九
八
〇
）
一
六
〇
頁
以
下
は
、「
預
金
債
権
者
」
の
確
定
と
し
て
い
る
が
、
加
毛
明
「
判
批
」
法
協

一
二
一
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
四
）
一
九
六
六
頁
は
、
客
観
説
の
認
定
対
象
と
し
て
、
契
約
当
事
者
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
山
本
・
前

掲
注（
１
）五
七
頁
も
「
契
約
当
事
者
」
と
し
て
い
る
。
他
方
で
太
田
知
行
「
契
約
当
事
者
の
決
定
と
名
義
⑴
─
判
例
分
析
─
」
法
学
五
三
巻
六
号

（
一
九
八
九
）
六
七
三
頁
で
は
「
契
約
当
事
者
も
し
く
は
契
約
の
効
果
帰
属
者
の
決
定
は
」
と
し
て
、
区
別
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
新
田
敏
「
預

金
者
の
認
定
に
関
す
る
一
考
察
─
管
理
費
剰
余
金
等
の
管
理
会
社
名
義
の
定
期
預
金
を
中
心
に
し
て
─
」
杏
林
社
会
科
学
研
究
一
六
巻
三
号

（
二
〇
〇
〇
）
一
一
三
頁
の
よ
う
に
、「
預
入
行
為
者
が
自
己
名
義
で
預
金
契
約
す
る
場
合
を
基
本
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
効
力
は
金
融
機
関

と
預
入
行
為
者
と
の
間
に
生
じ
、
預
金
債
権
は
預
入
行
為
者
を
し
た
名
義
人
に
帰
属
す
る
」
と
し
て
契
約
当
事
者
と
預
金
債
権
を
区
別
し
た
う
え
で

別
人
に
帰
属
す
る
見
解
も
あ
る
。
潮
見
佳
男
「
損
害
保
険
代
理
店
の
保
険
料
保
管
口
座
と
預
金
債
権
の
帰
属
（
上
）」
金
法
一
六
八
三
号

）
七
六
九
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
三
九

（
二
〇
〇
三
）
三
九
頁
、
森
田
宏
樹
「
判
批
」
別
冊
ジ
ュ
リ
臨
時
増
刊
号
一
二
六
九
号
八
四
頁
、
髙
秀
成
「
預
金
債
権
の
帰
属
問
題
に
お
け
る
救
済

法
理
と
し
て
の
客
観
説
の
一
素
描
」
慶
應
法
学
第
六
号
（
二
〇
〇
六
）
二
三
二
頁
以
下
も
契
約
当
事
者
と
預
金
債
権
の
帰
属
の
区
別
を
指
摘
す
る
。

（
23
） C

arsten H
erresthal,A

nm
erkung zu B

G
H

, U
rteil v.11.5.2011,JZ

 2011,S
.1171; N

iko H
ärting/M

ichael S
trubel,B

B
-K

om
m

entar 

zu B
G

H
,U

rteil v.11.5.2011, B
B

 2011,S
.2189; R

onny H
auck,H

andeln unter frem
dem

 N
am

en,Jus 2011,S
.967.

（
24
） F

lorian F
aust,B

G
B

 A
T

:N
utzung eines frem

den eB
ay-M

itgliedskontos,Jus 2011,S
.1028; G

eorg B
orges,R

echtsscheinhaftung 

im
 Internet,N

JW
 2011,S

.2400.

（
25
） M

ichael S
onnentag,V

ertragliche H
aftung bei H

andeln unter F
rem

dem
 N

am
en im

 Intaernet,W
M

 H
eft 34,2012,S

.1614.

（
26
） N

iko H
ärting/M

ichael S
trubel,a.a.O

. 

（F
n.23

）,S.2189;M
ichael S

töber,D
ie analoge A

nw
endung der §

§
171,172B

G
B

 am
 

B
eispiel der unbefugten B

enutzung frem
der Internet-oder T

elekom
m

unikationszugänge,JR
 H

eft6,S
.225ff; Jürgen O

echsler,D
ie 

B
edeutung des §

172 A
bs.1B

G
B

 beim
 H

andeln unter frem
dem

 N
am

en im
 Internet,A

cP
 2008,S

.568; G
eorg B

orges,a.a.O
. 

（F
n.24

）,S.2400.

（
27
） F

lorian F
aust,a.a.O

. 

（F
n.24

）,S.1028;C
arsten H

erresthal,a.a.O
. 

（F
n.23

）,S.1172; M
ichael S

onnentag,a.a.O
. 

（F
n.25

）,S.1616; 

R
onny H

auck,a.a.O
. 

（F
n.23

）,S.969.

（
28
） G

eorg B
orges,a.a.O

. 

（F
n.24

）,S.2400;N
iko H

ärting/M
ichael S

trubel,a.a.O
. 

（F
n.23

）,S.2189.

（
29
） C

laus-W
ilhelm

 C
anaris,Inhaberschaft und V

erfügungsbefugnis bei B
ankkontoen,N

JW
 1973  S

,825; S
oergel/U

lrich 

L
eptien,B

G
B

,B
d.2,13.aufl.1999,V

or§
164,R

n.32; W
erner F

lum
e,A

llgem
einer T

eil des B
ürgerlichen R

echts,Z
w

eiter B
and,D

as 

R
echtsgeschäft,1979,S

.766f; W
ilhelm

 D
enzer,K

ontoinhaber,F
rem

dkonto,K
ontopfandung, E

W
iR

 1990 S
.235.

（
30
） 

臼
井
・
前
掲
注（
５
）七
一
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
31
） 

当
事
者
の
同
一
性
の
錯
誤
一
般
に
つ
い
て
磯
村
・
前
掲
注（
４
）九
七
頁
以
下
。

（
32
） W

ilhelm
 D

enzer,a.a.O
. 

（F
n.29

）,S.235.

（
33
） W

erner F
lum

e,a.a.O
. 

（F
n.29

）,S.766f.

）
七
六
七
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
四
〇

（
34
） C

laus-W
ilhelm

 C
anaris,a.a.O

. 

（F
n.29

）,S.826; S
oergel/U

lrich L
eptien,a.a.O

. 

（F
n.29

）,Rn.32.
（
35
） C

laus-W
ilhelm

 C
anaris,a.a.O

. 

（F
n.29

）,S.825.
（
36
） 
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
六
月
二
五
日
（B

G
H

Z
 21.148

）
等
。

（
37
） S

taudinger/P
eter M

arburger,B
G

B
,§
§

779-811,15.A
ufl.2015,§

808,R
n.44.

（
38
） 

も
っ
と
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
五
六
年
六
月
二
五
日
判
決
に
つ
い
て
は
、S

taudinger/P
eter M

arburger,a.a.O
. 

（F
n.37

）,Rn.45.

で
は
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
二
八
条
一
項
の
と
こ
ろ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
39
） 

債
権
譲
渡
に
よ
り
事
後
的
に
口
座
所
有
者
と
口
座
債
権
者
が
一
致
し
な
い
こ
と
も
当
然
想
定
さ
れ
る
が
、
債
権
譲
渡
に
よ
る
構
成
は
預
入
行
為

者
が
口
座
所
有
者
で
あ
り
、
口
座
債
権
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
判
例
の
見
解
や
代
理
に
よ
る
構
成
は
第
三
者
に
当
初
か
ら
口
座
所
有
権
が
帰
属
す

る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

（
40
） 

臼
井
・
前
掲
注（
５
）八
二
頁
、
池
田
眞
朗
「
契
約
当
事
者
論
─
現
代
民
法
に
お
け
る
契
約
当
事
者
像
の
探
求
─
」
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
一
号

（
一
九
九
八
）
一
五
二
頁
。

（
41
） W

erner F
lum

e,a.a.O
. 

（F
n.29

）,S.766f; A
nna-Julka L

ilja,A
nm

erkung zu B
G

H
, U

rteil v.11.5.2011,N
J 2011,S

.427;M
ichael 

S
töber,a.a.O

. 

（F
n.26

）,S.225f.

（
42
） 

例
え
ばM

ax U
 H

anau,a.a.O
. 

（F
n.21

）,S.1ff
は
、
電
子
取
引
に
お
い
て
は
「
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
他
人
の

番
号
の
下
で
の
行
為
」
と
し
て
い
る
。

（
43
） Jürgen O

echsler,a.a.O
. 

（F
n.26

）, S
.568;G

eorg B
orges,a.a.O

. 

（F
n.24

）,S.2402f

は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
が
パ
ス
ワ
ー
ド
で
保
護
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
ア
カ
ウ
ン
ト
が
そ
の
保
有
者
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
肯
定
し
、
そ
こ
か
ら
「
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
」
と
の
類
似
性
を
述
べ
て
い

る
。

（
44
） M

ichael S
töber,a.a.O

. 

（F
n.26

）,S.226.

（
45
） C

arsten H
erresthal,a.a.O

. 

（F
n.23

）, S
.1172.

（
46
） G

eorg B
orges,a.a.O

. 

（F
n.24

）,S.2400.

）
七
六
六
（



電
子
取
引
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
確
定
と
代
理
法
理
の
適
用
（
田
中
）

三
四
一

（
47
） Jürgen O

echsler,a.a.O
. 

（F
n.26

）, S
.568.

（
48
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
19
）九
〇
頁
以
下
。

（
49
） 
拙
稿
・
前
掲
注（
19
）九
九
頁
以
下
。

（
50
） 
拙
稿
・
前
掲
注（
19
）一
〇
九
頁
以
下
。

（
51
） 

安
永
正
昭
「
判
批
」
民
商
一
三
〇
巻
四
・
五
号
八
四
〇
頁
、
潮
見
佳
男
『
新
債
権
総
論
Ⅱ
』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
）
二
二
〇
頁
、
中
馬
直
義

「
預
金
者
の
認
定
を
め
ぐ
る
疑
問
㈡
」
手
研
三
五
九
号
七
頁
等
。

（
52
） 

川
村
正
幸
「
記
名
定
期
預
金
の
認
定
と
貸
付
金
債
権
に
よ
る
相
殺
に
対
す
る
民
法
４
７
８
条
の
類
推
適
用
」
金
商
六
八
六
号
（
一
九
八
四
）

五
二
頁
。

（
53
） 

安
永
・
前
掲
注（
１
）一
八
一
頁
も
架
空
名
義
が
象
徴
す
る
よ
う
な
個
性
特
定
が
な
さ
れ
な
い
実
情
と
い
う
前
提
が
崩
れ
る
と
き
に
契
約
法
理
を

否
定
す
る
理
由
が
存
在
し
な
い
と
指
摘
す
る
。

（
54
） 

清
水
千
尋
「『
他
人
の
名
の
下
で
の
行
為
』
に
関
す
る
一
考
察
」
上
智
法
学
二
一
巻
二
号
・
三
号
合
併
号
一
四
二
頁
以
下
で
は
、「
他
人
の
名
の

下
で
の
行
為
」
の
場
合
で
あ
る
が
代
理
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
で
利
害
関
係
の
調
整
が
図
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
妥
当
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

（
55
） 

事
実
、
金
融
機
関
で
口
座
開
設
を
、
親
権
者
が
子
の
口
座
を
法
定
代
理
人
と
し
て
行
う
こ
と
が
あ
り
え
る
。

（
56
） M

ichael S
töber,a.a.O

. 

（F
n.26

）,S.228

は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
作
成
の
際
に
メ
ー
ル
で
認
証
コ
ー
ド
確
認
な
ど
に
よ
っ
て
ア
カ
ウ
ン
ト
の
利
用
者

が
個
人
と
紐
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

（
57
） Jürgen O

echsler,a.a.O
. 

（F
n.26

）, S
.567.

（
58
） 

ほ
か
、
例
え
ば
業
者
が
販
売
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
者
が
実
在
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
業
者
で
あ
る
か
調
べ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
59
） 

家
族
の
共
有
ア
カ
ウ
ン
ト
等
も
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
除
く
。

（
60
） F

lorian F
aust,a.a.O

. 

（F
n.24

）,S.1028.

（
61
） W

erner F
lum

e,a.a.O
. 

（F
n.29

）,S.763.

）
七
六
六
（



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

三
四
二

（
62
） 

最
高
裁
昭
和
四
四
年
一
二
月
一
九
日
判
決
（
民
集
二
三
巻
一
二
号
二
五
三
九
頁
）、
伊
藤
進
『
代
理
法
理
の
探
求

─
「
代
理
」
行
動
様
式
の

現
代
的
深
化
の
た
め
に
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
）
四
七
五
頁
以
下
、
清
水
・
前
掲
注（
54
）一
九
四
頁
。

（
63
） 
そ
の
場
合
に
は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
で
保
護
さ
れ
た
ア
カ
ウ
ン
ト
が
「
他
人
の
名
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
で
は
、Jürgen O

echsler,a.a.O
. 

（F
n.26

）, S
.568

は
、
パ
ス
ワ
ー
ド
で
保
護
さ
れ
た
ア
カ
ウ
ン
ト
の
利
用
と
「
他
人
の

名
の
下
で
の
行
為
」
と
の
類
似
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
ほ
か
、M

ax U
 H

anau,a.a.O
. 

（F
n.21

）,S.1ff

は
、「
他
人
の
番
号
の
下
で
の
行
為
」
と
し

て
捉
え
直
そ
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生活世界の再生産としての物質循環
─木曽馬と失われた自然との関係─

佐　幸　信　介

1 ．はじめに─木曽馬が形成する生活世界

「牛は家畜だけれど、馬は家畜ではなく家族です。」聞き取り調査の

なかで聞くことになったこの印象的な言葉は、木曽地域で古くから馬

が生活世界の重要な存在となってきたことを物語っている。同様の記

述は『開田村誌』にもある（1）。

馬を家畜ではなく家族とみなす生活表象について、私たちはどのよ

うに捉えなおせばよいのだろうか。馬との関係についての言表を歴史

的な次元に置きなおしたとき、木曽馬の習俗や民俗的な次元と現在の

社会的次元とのズレや不一致を見出すことは容易い。というのも、「家

族」という言葉はあくまでも近代的な概念であり、近代的な認識の範

疇のなかで人間と馬との関係について解釈された言葉であるからだ。

後述するように、木曽地域において木曽馬が生活のなかに定着したの

は、少なくとも今から1000年ほど前までさかのぼることができる。つ

まり、前近代的な生活世界を、近代的な概念で解釈することは、あま

りにも強引な言説化であると言うことができる。

しかし、他方で私たち自身が、「家族」以外の適切な言葉を、近代以

前の馬と人々との民俗的な関係世界に知らないことも事実である。少

なくとも、さまざまな民俗誌や生活誌をあたる中で、史料実証的に見

いだせていない。したがって、そのような史料実証的な限界を無視し

論　説
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て、「家族としての馬」という生活表象をいたずらに伝統化したり、歴

史的に本質化することに対しては強く留意しておかなければならない。

近・現代的な表象そのものが、なんらかの歴史的な厚みに支えられて

いるからこそ、私たちが看取すべきなのは、歴史的現在としての表象

の方である。

あらためて「馬は、家畜でなく家族である」と語り手との関係を確

認してみよう。1950年代生まれの語り手は、馬との生活を実際に経験

している。馬＝家族というリアリティは、語り手自身の生きられた日

常的な生活世界として経験されていた。この語り手は、「子どものころ

は、トーネ祝いといって仔馬が生まれると近所の子どもたちはその家

の人からキャラメルをもらえました。小学生のころですが、それが嬉

しかった。馬のお産は、その家にとってはとてもおめでたいことで、

みんなで分かち合うことだったのです」とも言う。仔馬の誕生はその

イエあるいは家族にとって祝い事そのものであり、儀礼を通して共同

社会においても共有される。馬の出産－仔馬の誕生は、イエ・家族や

共同社会の再生産の条件ともなるが、トーネ祝いは、馬と人とを象徴

的に結び付ける儀礼そのものである。馬を飼育すること、出産するこ

と、仔馬を育てることが、住宅の母屋と一体となった馬屋で営まれる。

同じ屋根の下で人間と馬とが生活を共にする共住は、木曽地域の生活

様式であった。仔馬の誕生は、そのイエ・家族に経済的にも、心情的

にも豊かさをもたらすことでもあった。

家畜と伴侶種の両側面をそなえた存在

だからこそ、あらためてこの印象的な言葉を検討してみたいと思う

のは、一般に「家畜（domesticated	animal）」の対義語は「野生動物（wild	

animal）」であり、決して「家族（family）」ではないという点である。つ

まり、馬を家族とみなすことは、直截的には、家畜よりも人間に近い

存在の動物として位置付けていることになる。それは、馬を動物一般

ではなく、固有名をもった存在であることを指している。
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固有名を持ちうることは、人間にとって他者性をもった具体的な存

在であること、そしてその他者としての動物と何らかの情動的な交わ

りを持ちうることを意味している。固有名を持った動物について、例

えばダナ・ハラウェイの「伴侶種（companion	species）」を想起すること

ができる。ハラウェイは、犬と人（ハラウェイ自身）との関係をモデル

にして議論している。彼女は、人間と動物、あるいは人間にとっての

動物という関係を、相互に介入し合うような関係へと組み替えていく

ことを構想する。「〈重要な他者性〉において結ばれた犬と人間の、仮

借なく歴史的に特異＝種差的な共同の生における、自然と文化の内破」

する関係は、人間と動物としての犬ではなく、人間と伴侶種としての

犬との関係だと言う（2）。

ハラウェイが、animal ではなく species と言っている点も重要である。

つまり、動物を人間化、あるいは擬人化するのではなく、人間もまた

「種」の次元、つまり他の生物種との水平的関係に置きなおすことで、

生物種の総体が社会的システムの内部に組み込まれていることの問題

を浮き彫りにしているからだ。つまり、端的に人間と動物との区分を

越えて、犬と人間は同等に、人間の構築した社会とテクノロジーのな

かで生活しなければならないところから、私たちは議論を始めなけれ

ばならないのである。ハラウェイは、すでに動物は人間と同様に近代

的国家のレジームの内部で生きなければならず、そして人間は動物に

対して、生と死、健康や病気、長寿や絶滅といった自然－文化のシス

テムの中で、ある種の共生の問題に取り組まなければならないと言う（３）。

近代的国家のレジームの中に取り込まれた、人間と動物＝伴侶種と

の共生が含意するのは、以下のようにとらえなおすことができる。伴

侶種として他者化されている時点で、すでに野生動物という次元だけ

でなく、家畜という次元も超え、人間との日常的なコミュニケーショ

ンや情愛の関係そのものが社会生活の水準で成立していることを意味

している。というのも、固有名とは他者性を有することと同義である

ことを考えるならば、他者性はコミュニケーション関係として存立し
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ていなければならないからだ。また、家畜が経済的動物として客体化

＝モノ化されているのと対比的に、伴侶種は産み、育て、死を看取る

という一連のプロセスを人間が共有する。それは、伴侶種が人間に

とってかけがえのない存在であるということだけでなく、伴侶種であ

る動物も人間なしでは単独で生活できないことを意味している。人間

と同様に、伴侶種が生まれることも、生活することも、死ぬことも社

会システムが提供するサービスや商品を消費、享受することで可能と

なる。その意味では、家畜が野生を飼いならされる
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ことであるならば、

伴侶種は野生を奪われた
0 0 0 0 0 0 0

（失われた
0 0 0 0

）存在へ向かって飼いならされる
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

と

言うこともできる。

このハラウェイの伴侶種は、さらに、カニバリズムの議論の次元で

捉えなおすことができる。固有名を有した伴侶種は、食べる対象とは

ならない。それを食べることはタブーとなる。同時にこのカニバリズ

ムのタブーは、人間もまた伴侶種には食べられないという対称性にお

いて成り立っている。カニバリズムは、他者性への存在論的な侵犯と

なるのである。鷲田清一が正鵠に述べているように、「象もキリンも、

アルマジロもライオンもひとは食べない。犬や猫も食べない。これら

にはそもそも食べたいという気すら起こらない。それらの正体を知ら

されなければ食べてしまうのに、である。自分たち自身、自分たちの

疑似家族（ペット）、遠方の異邦の生き物、これらはタブーの対象とな

る。食することができるのは、近隣の生き物、家畜や里の小動物だけ

である。ここにはたらいている解釈の法則は、自己（および自己の一部

となっているもの）とまったき他者としての動物はタブーの対象とな

る。」（4）

しかし、木曽馬をめぐるさまざまな生活誌や民俗誌を読んでいると、

ハラウェイが着目する伴侶種に限りなく近似していると思われるもの

の、やはりどこか違っている。確かに、木曽地域には「馬肉」を食べ

る食文化はない。峠を一つ越えた伊那やその周辺地域では、馬肉を食

べることが一般化していることと対照的である。木曽地域で、「馬は家
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族だから食べない」「一度、木曽の外に出て、木曽以外の生活や食文化

に経験した者は、馬肉を食べることはあるかもしれない」という話を

しばしば聞くこともある。木曽地域で、タブーの感覚が日常的実践の

感覚として形成されていることがある確度をもって推察できる。

だが、それでも決定的に異なると思われるのは、「家畜ではなく、家

族である」というときの、馬が他者性をもった存在として現れる社会

的存立メカニズムにかかわるからである。それは、「家畜ではなく、家

族である」と同時に、実は馬は家畜的側面を有しているからである。

交通手段であり、農耕の労働力であり、貨幣交換の対象となる商品で

あり、子馬を産む財産（動産）…と、さまざまな特性や属性をもつ存在

である。

野本寛一の木曽馬飼育の分類においても、農業にむすびついた生業

複合、駄賃付け、荷駄運搬を目的、仔とり・繁殖を目的という ３つの

タイプがあり、とりわけ仔とり・繁殖の主要地の一つが木曽町開田地

区であると指摘している（5）。このような分類を踏まえても、私たちは、

むしろ馬は、人間と同等か、それ以上の能力を発揮する社会・文化的

な何かである」と考えるべきではないか。「馬は家族である」と言うと

き、端的には伴侶種を指しているが、同時に家畜でもあり、そして後

述するように人間に林野や山野などの自然との関係をもたらす媒介的

存在でもある。人間に自然とのかかわりをもたらすという点において、

馬は野生もそなえていると言うことができる。人間以上の何かをもっ

たものとして、人間社会のなかに馴致していく行為は、文字通り

domesticate すること＝家畜化することを指しているが、その馴致して

いく仕方が、人間と馬の野性と共生する生活の実践性を形成している

ところに特異性があらわれてくるのである。

本稿では、このような馬が持つ多面的な属性という観点から、人間

と馬が形成する生活世界についてアプローチする。その際に、「木曽馬

─里山─農耕」という関係世界と、「木曽馬─馬市─貨幣経済」という

関係世界とが交叉／重層する構造に照準する。とりわけ、聞き取り調
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査の内容をふまえながら、この交叉／重層的な構造が変容する局面、

すなわち農業や生活様式の変容に着目したい。というのも、「木曽馬─

里山─農耕」が形成していた物質循環－再生産システムが解体されて

いくプロセスと、木曽馬が社会から姿を消していくプロセスとが同期

的に生じているからである。重要なのは、このプロセスで現れる出来

事（聞き取り調査の語りとして現われる）のさまざまな具象性こそが、生

きられた生活世界を知るための端緒となることである。これらの出来

事は、構造的変容と関連しながらも、構造には還元しきれない、日常

的な生活世界の水準で進行する変容だからである。

2．構造化された生活世界

馬が木曽地域で飼育されてきた歴史を厳密に遡ることはできないが、

少なくとも鎌倉時代に入る頃には、都である京との貢馬や戦のための

軍馬として何らかの関係が形成されていた（6）。また、木曽福島から旧

開田村、日和田、高山を結んでいる飛騨街道（高山街道）は、馬産地を

通る街道であり、馬と戦によって開けたと言われる（7）。つまり、今か

らおよそ1000年前には、戦や朝廷などの支配層への貢馬を通して、京

と木曽との間には交通関係─馬と街道─が成立していた。

そして、馬が人々の生活の中に深く食い込んでいったのは、おそら

く江戸期の馬の毛付制度や馬市の成立と密接に関連していると考えら

れる。毛付けとは、『開田村誌』によれば、「貢馬の毛色を書き記すこ

とを」指し、「やがて御用馬という事と毛付け馬という事とが同意義に

用いられるようになったものらしい。以上によって思うに毛付を作毛

の義とすれば、毛付馬の物成［雑税］は作毛（農耕）に使用する馬の税

であり、後段の意とすれば木曽の馬は凡て領主のもので古くから一々

毛色の記帳を行い、それを人民が使用するのだから御用馬使役税とも

見ることが出来る」とされる（8）。

この毛付馬と物成は、徳川の時代に入り、木曽の代官であった山村
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家がそれを遂行した。この毛付馬の物成は租税だけでなく、馬籍の作

成や馬の検査と選別を代官所が実際に行い、貢馬の対象から外れた馬

は自由な売買の対象となった（9）。馬市の形成もこの毛付馬と物成の一

種の副産物であったと考えられる。そして、寛文年間（17世紀後半）に

は、すでに馬の私有も認められ、馬主－預け馬制度、いわゆる馬小作

制度も江戸中期には成立していた（10）。

この馬の私有は、馬を大量に所有する馬主という存在を作り出す。

馬主は、肥育のための一時金とともに小作に馬を預ける。小作は、生

まれた仔馬を 2歳あるいは ３歳まで育て、馬市で売る。その売り上げ

を、馬主と馬小作との間で分ける。その比率は、馬主対小作が ３対 1

から 1対 1と幅があった。馬市での売り上げは、馬主にとっては利潤

となり、小作は生活のための現金収入となる（11）。

黒田三郎『信州木曽馬ものがたり』によれば、寛延 ３年（1750年）に

馬市の開催期日が半夏の前後の ３日間と定められたとされる。「前日を

二歳毛附（即ちこの日は二歳馬を検査し、良馬はたてがみを煎らざるをもって

毛附の称が生まれる）といい、当日（半夏の日）を三歳毛附（三歳の検査当

日）、最終日（即ち半夏の翌日）を仕舞毛附といった。またこの三日間を

総称して半夏市ともいっている。この市場開設中は馬改所を設置し、

売馬一頭毎に鑑札を渡し市場費用支弁のため手数料として、一頭につ

き銀三匁ずつを徴する規定があったようである。（12）」

明治維新以降、馬市はより一層活況を呈することになる。毛付制度

が終焉し、自由な売買が可能となった。馬市の開設は、当時の福島村

戸長役場が司った。しかし、自由な売買によって多数の木曽馬が乱

売・流出される事態が生じたため、牛馬営業人組合（江戸期に「馬喰」

と呼称された人々が、明治期に入り「牛馬売買免許人」と改称された）による、

木曽馬の管理を江戸期の山村家の毛附制度の原理を取り入れる形で進

められることになった。

馬市の買い手は、県内の安曇、筑摩、伊那、諏訪だけでなく、美濃、

飛騨、尾張、三河、遠江、甲斐などからやってきて、福島（現在の木曽
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福島）の旅籠はいっぱいになり、民家が臨時の民宿を開くほどであった

という。また、馬市の時期には芝居小屋や屋台、昭和の時代にはサー

カス、チンドンヤまでやってきた（1３）。表 1は、木曽地域の木曽馬の飼

育・産馬・売買頭数の経年の変化を表している。明治期から大正期に

かけて、毎年7,000頭近い馬が飼育され、1,500頭以上の馬が売買されて

いたことがわかる。後述するように、馬は農家にとって貴重な現金収

入源となっていたことは、容易に推察できる（14）。

表 １　木曽馬の飼育・産馬・売買頭数の変遷

出所：『木曽福島町史』第 ３巻、2３7頁

家畜預託慣行としての預け馬

こうした馬の飼育と馬市での売買は、先述したように、牛馬営業人

組合（いわゆる馬喰）が行為主体となって遂行されていた。そのことは、

明治維新を経てもなお馬主－馬小作（預け馬）の慣行的な制度が機能し

ていたことを意味している。馬主の多くは、福島宿の町人が多く、そ

の元手（資本）によって馬を所有し、農民へ預け馬を行う。この所有す

る馬の頭数は、例えば一人の馬主が1,400～1,500頭を所有するケースも

あったという（15）。

この預け馬の慣行は、農業史研究において牛馬の「家畜預託慣行」

と呼ばれる。板垣貴志によれば、家畜を耕天や運搬といった「労働手

段」という側面だけでなく、「その存在自体が富としての側面を有して
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おり、《蓄財手段》、《金融手段》などとして独自の歴史的役割を果たし

ていた」のである（16）。ちなみに「家畜小作」は、第一次大戦後の有畜

農業の政策を進めるなかで、フランス語の「bail		à		cheptel」の訳語と

して学術用語として用いられてきたという。しかし、板垣が指摘して

いるとおり、学術的な言説としてそれまでの慣行を対象化したもので

あり、歴史的には木曽地域をはじめ、但馬を含む中国山地の牛馬産地

など全国の各地で、すでに「預け馬」や「預け牛」の慣行とシステム

は存在していた（17）。

預け馬と馬小作という用語の違いは、学術的な概念規定の問題もあ

るが、それ以上に人々がどのように慣行を受容していたのかというこ

との方が重要であろう。それは、端的に戦後の民主化や農地解放にも

かかわらず、預け馬＝馬小作が存続していたからである。例えば、木

曽地域において、「昭和二七年頃から馬小作解放の声は起きてくる」も

のの、「実際には小作者はあまり解放を喜ばない向きがあり、小作者組

合の結成などの動きはまったくないままに終わった。」（18）馬小作におい

ては、農地解放と連動した民主化の動きは鈍かったのである。

ここには、解放された農地を所有することと、小作が解放されて馬

を所有することとの決定的な違いがある。つまり、預け馬は、貨幣経

済の市場と直結した、いわば金融－投資システムとして構成されてい

たからだ。馬主が農家に馬を預け、農家が肥育することによって、仔

馬が一種の利潤を生みだす。農家は、 2頭あるいは ３頭飼育し、農耕

と肥育を計画的に行う。投資する馬主と、生活の必需性のために現金

を必要とする農家とでは、圧倒的に経済的な格差は生じているが、こ

の馬主－小作関係は、農家に貴重な現金をもたらす合理的なシステム

として機能していた。実際に農業史研究において、馬主－小作関係に

ついて単純に封建的なものととらえるのではなく、「福祉的な慣行」と

評価する議論もあった（19）。

現実的には、社会の民主化や馬主－小作の封建的な所有関係に対す

る解放を求める政治的な対峙化とはまったく異なる理由─馬の需要
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が社会的に減少し、農家の現金収入が馬から農家自身が所有する牛の

肥育へと代わっていく過程で、つまり、馬市そのものが成立しなくな

る過程で、預け馬、すなわち馬の家畜預託慣行は衰退してくことに

なったのである。

この過程が、生活様式の次元だけでなく、生活世界を成り立たせる

構造的な次元での近代の延長線において生じた社会変容だと考えるこ

とができる。それは、生活様式が複合的に変容する過程でもあり、あ

る一定の時間を経ながら、しかし確実に再編されていく過程でもあっ

たのである。その変容を問い直すことについて、現在私たちはどのよ

うな意味を問い直すことができるだろうか。次節では、聞き取り調査

を媒介としながら検討してみることにしよう。

３．自給自足と現金収入─聞き取り調査から①

預け馬＝馬小作は、馬市が織りなす貨幣経済と連関することで、木

曽町の開田地区では養蚕や麻の栽培と並んで農家にとって貴重な現金

収入であった。図 1は、明治期の開田地区の旧西野村の農業生産物と

その売先の資料である。明治 6年と 7年ともに、大豆の一部や繭及び

生糸、太
た

布
ふ

（開田では麻によって織られていた）、そして馬は商品生産物と

して売られ、それ以外の農産物はすべて村方入用となっていることが

わかる。つまり、食糧・食料はすべて自給自足であった。そして特徴

的なのは、米の生産量が少なく、稗が最も多いことである。これは、

開田地区の標高が高く、寒冷地に位置しており、米が栽培しにくい自

然環境であったことに起因している。
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図 １　明治期の農業生産物の自給状況

出所：『開田村誌下巻』924頁

こうした自給自足が生活世界そのものを形成している状況は、昭和

の時代においても継続していた。以下の聞き取り調査の語りは、その

ことを表している。

【聞き取り調査①　開田地区在住　60代男性】（20）

馬市は、農家にとっては、 1年に 1回の唯一の大事な現金収入で

した。うちでもたんぼや畑をやっていました。普段の食べるものは、

自給自足の生活をする。堆肥をつくるために馬を飼う。その馬の子

どもを馬市で売って、現金収入にする。それで、月 1回肉を買うと

いうような生活でした。
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冬になると 8畳から10畳くらいの馬屋に 2メートルくらい草を入

れる。ニゴなどでとっておいた草を入れます。春先になると、馬の

脚くらいまで体積が減ってきて、堆肥ができてくる。発酵して、堆

肥の臭いになる。湯気が出るくらい発熱していました。牛を飼って

いた時は、牛小屋は家の外に作りましたが、堆肥を取るという点で

は同じでした。

しかし、昔の自給自足の生活について、今思うとそれが豊かでは

なかったのか、豊かさの基準を変えないともう田舎はだめではない

か、豊かさの基準がどこにあるのか。というのも、このあたりでも

田んぼをやめたり、畑をやめたりする家が多くなってきています。

だから、子どもたちは、たんぼも畑も知らないということが生じ

ていて、学校教育のなかで田んぼを作るということが、この開田で

も行われているようになってきてしまっています。田んぼについて

は、壊滅的になってきているかもしれません。この開田でも、田植

え機を持っている家は、20軒いるかいないかではないでしょうか。

そのくらいにまで減ってきています。一度田んぼをやめてしまうと、

モグラが穴を空けてしまうから、水持ちが悪くなったりして、もと

の状態に戻すのは大変なんです。

豊かさの基準がどこにあるのか、ということは自分たちで作った

ものを自分たちで食べる、例えば、孫と作ったサツマイモを美味し

いねといって食べる、そういうところにあるような気がしています。

現在、東京などの都市の公園などで弁当の配食をしているニュース

など見ると、食べるものを作って食べようというような環境がない

ことに、豊かさの基準はどこにあるのかと思うのです。しかし、先

ほども言いましたが、この田舎でも田んぼや畑が荒れていくことを

みると、同じようなことが起きているように思います。自給自足っ

て綺麗ごとのように言われますが、そんなに単純ではないんです。
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ここで語られている「自給自足」が、社会的な分析的言葉、あるい

は批判的な認識に基づいて語られていることがわかる。語り手の男性

は、兼業農家であり、地域づくりに精力的にコミットしている。だか

らこそ私たちは、その語りに多重な意味を聞くことができる。

かつての生活の必需性と生存に直結した自給自足と現金収入として

の馬の飼育は、現代の豊かさの基準からすれば貧しい
0 0 0

のかもしれない。

現在では、自給自足など求めなくても生活は成立している。しかし、

一方で都市部の貧困の問題に対して弁当を配食するしかないところに

自給自足の不在
0 0 0 0 0 0 0

を見出し、他方で地元の休耕し荒れていく農地にも同

様の自給自足の欠損
0 0 0 0 0 0 0

を見出さざるをえない。

もちろん、語り手の男性は自給自足のかつてのような農業を復活さ

せようと主張しているのではない。現在、農業を成立させるためには、

商品作物としての農産物を栽培することは必須であり、主力作物のト

ウモロコシは、開田地区のブランド作物である。だが、都市の貧困と

地方の農地の荒廃が同じ地平にあることの気づきが、豊かさの基準の

問題として語られているのである。

社会学者以上に社会学的ともいえるこの語り手の指摘は、自給自足

の不在や欠損が、自給自足の生活しかありえなかった過去の生活を逆

に表象する。

ここでいう自給自足とは、一人の行為主体が単独で行う行為のこと

を指しているのではない。循環のシステムの問題である。先にも引用

した明治期の農産物の生産と消費が、ひとつの村＝社会のなかで循環

的に成立していたということが重要なのである。村で生産したものを

村で消費するという循環は、里山─馬─農耕の関係世界によって成立

していた。それは、閉じられていた社会でもある。里山がもたらす草

木は、馬の餌となる。馬は堆肥を作り、田畑に提供する。人は、火入

れ（野焼き）などをすることで、草木が途絶えることがないように里山

の手入れをする。馬と人の技術によって媒介される自然との象徴構造

が、生活世界の再生産を可能にする。
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そして馬は、この生活世界と一体となっていた閉じられた共同体と

その外部とを媒介する存在でもあった。つまり、貨幣─投資経済シス

テムと接合されることもまた、生活世界の再生産を可能にしていた。

この外部との経済的な関係がなければ、イエや共同体の再生産は成立

しなかった。そもそも貨幣経済と無関係には共同体は成立しないので

ある。

この馬がもつ二重の媒介性は、先述した家族以上の何者かであるこ

とと関連している。動物でありながら、労働力でもあり、そして財産

であり、貨幣としても機能する。だから、生活世界が変容していくこ

と─現在の自給自足の不在や欠損をもたらすことは、この馬の多面

性が可能としていた自然と人間との関係や、馬と貨幣システムとの関

係が変容していくことを意味していると言えるのである。

4．馬と住居の空間

木曽地域では、馬は、堆肥と現金収入をもたらす存在であった。そ

のような馬と人々との共生の仕方は、住居構造にも表れている。図 2

は、木曽地域の母屋と馬屋が一体となった典型的な住宅の間取りであ

る。マヤ（馬屋）は、南側の日当たりのよい場所に位置し、土間を挟ん

でユルリ（囲炉裏）があるダイドコ（居間）と向かい合っている。マヤ

と土間は、腰板ほどの高さで仕切られ、土間から馬の世話ができるよ

うになっている。ダイドコからは常にマヤの馬の様子を見ることがで

きる空間的な関係になっている。土間には、料理用のかまどや調理場

所がつながり、飼料用にも使われる大釜が置かれている。料理に使わ

れた野菜のくずや米のとぎ汁、残飯はすべて馬の餌となる。

馬屋は、単に馬を飼育するための場所ではない。母屋と一体となっ

た馬屋は、馬にとって休む場所、寝る場所、食事をする場所であると

同時に、排泄する場所、排泄物が発酵し馬肥しが作られる場所、そし

て子馬を産む産室にもなる。
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ダイドコの奥にはヨコザと呼ばれる部屋がありそこにもユルリが切

られていた。デイは家族が寝る部屋で、特にネマは若夫婦の部屋とし

て使われていた。仏壇は、ヨコザの東側に据えられていた。この住宅

のカミビヤは、御嶽様を祀ってある部屋で、産後や月経中の女性は入

ることを禁じられていた部屋であった。

ダイドコのユルリの四方は、座る位置が決まっており、土間に近い

ザジロはヨメまたはムコが座る場所でユルリの火の番や馬の世話をす

る。ザジロの向かい側のヨコザに近いナカザは戸主の場所。ニワに近

い場所は、タナモトと呼んで主婦が座る場所であった。タナモトの向

かいはヨッツキと呼ばれ、客が座る場所とされた。

図 ２　住居と馬屋（一ノ萱和田富治氏宅）

出所：『木曽福島町史第 ３巻』1159頁
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馬の世話は通常ヨメの役割とされ、馬の世話の良し悪しがヨメの評

判を左右する。民俗誌には次のような記述がある。少し長いが引用し

ておこう。

木曽馬は鞭を知らない。怒声、罵言をほとんど知らない。たまたま

言葉では、馬があまりの事をした時に叱りとばすことはあっても、そ

れがために鞭や棒でなぐったり叩いたりの折檻はしない。馬を叱って

離縁になったり、なりそうになった話を耳にすることがあった。家風

に合わないというのである。

馬に限りなき愛情を注ぐことが家風であり、その家風がどこの家に

もあった。馬を叱る気性の荒い嫁さんのことは忽ち谷中村中の評判に

なった。（中略）女衆がひとり言のように（馬に）水をやりながら言葉を

かけ、後首を叩いて労をねぎらい、子馬が母馬のまわりを飛んだりは

ねたりし家内中が顔のしわをのばして子（馬）をほめ、母馬になにか餌

をはずんでやる。このようなことが「丈夫で手入れの行き届いた馬」

にさせ、馬への愛情は即ち人間の愛情となって、馬を愛する家に不和

の噂は聞かない（21）。

こうした逸話にある種の家族関係の情愛を読み取ることは可能であ

るが、それほどナイーブなものではないことも容易に推察できる。馬

の世話がヨメの役割だったということからも容易に分かるように、「マ

ヤ→ダイドコ→ヨコザ」の関係は、「馬→ヨメ→戸主」の関係に対応し

ている。「馬の世話→ユルリ（囲炉裏）の世話－家事」の日常的実践と

も対応する。そしてこの空間と行為の関係は、封建的な権力関係と相

同的な関係にある。つまり、さまざまな機能が一つの住空間に内包さ

れているというだけでない。男性／女性をめぐる性の分割は、人／馬

（動物）の分割、ヨメと馬がともに産む性の存在であることとも対応し、

空間のミクロコスモスが日常的実践とともに形成される。

木曽馬を飼育することから、牛（繁殖牛）を飼育することへと変わっ
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ていくのが、昭和３0年代終わりから昭和40年代（1960年代から70年代のは

じめにかけて）である。この変化に伴って、牛小屋は母屋の外部に独立

して作られるようになる。馬と一つの屋根の下で共住する生活様式は

姿を消す。「牛は家畜だが、馬は家族である」ことの意味内容は、この

動物と人間との住まい方の変化として現われる。牛はあくまでも人間

にとって飼育する対象となり、家畜としての牛は家族という関係性か

ら外されていく。堆肥をもたらしたり、肥育によって現金収入をもた

らすという点では同じだが、牛はこの役割により特化する存在だった

と言うことができる。

5．生活世界と新しい技術─聞き取り調査から②

馬耕教師という言葉がある（22）。明治期に入り、農業の生産力の増強

を目指した近代化が進められる中で全国各地に、牛馬の畜力を用いて

水田や畑を耕す技術を教え、広める役割を担った専門家たちのこと言

う。牛馬耕は、明治期になってヨーロッパを参照して導入された農業

技術であった。「近代における農業生産力の増加という要求は、土をよ

り深く、よりこまやかに耕すということが必須の前提とされ、そのた

めの主導的役割の多くを、近代短床犂による牛馬耕という技術が負う

ことになった」のである（2３）。

このような農業技術史などの先行研究の指摘を見ればわかるように、

土地を耕転するために牛馬を活用する技術は近代の産物であった。近

代の技術としての馬耕に伴い、専用の犂（24）が開発される。それまでは、

鍬を用いて人力で田畑を耕すことの方が、スタンダードだった。そし

て、牛馬耕の普及は、牛馬の調教、犂の使い方、適正な耕転の仕方な

ど、人間もまた技術を身に着けていく過程でもあった。農業生産力の

増強とは、牛馬を用いることと農業技術の全国な標準化という条件を

必要としたのである。

以下の聞き取り調査からも分かるように、木曽町の開田地区で馬を
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馬耕として用いるようになったのは、比較的新しい昭和の戦後になっ

てからであった。

【聞き取り調査②　開田地区在住　80代男性】

開田のあたりでは、昭和40年代までは馬はいました。昭和40年代

というのが、馬から牛へ、馬から耕運機へと徐々に代わっていった

時期にあたると思います。おそらく昭和5３年だったと思いますが、

昭和50年代の初めに、牛舎の建設や乗用トラクターを対象にした補

助金が出て、そこから大きく変わっていったんです。

牛も肥育を目的としたもので、農耕用ではありません。あくまで

も農家の現金収入で、馬そのものが成り立たなくなったからそれに

代わるものです。

そもそも、馬を農耕として用いたのは、開田ではそれほど古くは

ないんです。昭和３0年代に入る頃だったように思います。開田では、

昭和20年代まではそんなに米ができない場所だったということもあ

ります。開田では「しらぼ」という種類の米を栽培することが多

かったのですが、どのような品種がよいのか、いろんな場所から苗

を取り寄せたりして、試行錯誤の時代が長かった地域です。苗も、

水苗代というやり方で作ってから田植えをしていました。ちなみに、

標高が高く気温が低い場所なので、今でもコシヒカリは開田では栽

培していません。あきたこまちが多く、独特なポット苗というやり

方の田植え機を使っています。

馬を馬耕として用いる前は、人が田を耕します。肥料は馬の堆肥

やカネギといって柴山から刈ってきた草木を刈ってきて田んぼに入

れる。それを人の足と馬で踏み込む。それが、たんぼの毎年の土づ

くりだったのです。米づくりでは、馬は堆肥を得ることが主でした。

化学肥料は、硫安は多少使ったかもしれませんが、馬がいるうちは

ほとんど使わなかったし、化学肥料をどう使ったらよいか実際よく

わからなかったということが大きいですね。化学肥料は、農協が本
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格的に入って来てからですから、やはり昭和40年代に徐々に使い始

めるようになったと思います。

このカネギも、毎年一定量獲れるように、雑木をうまく伐ってお

いて若い枝と葉が放射状に伸びるようにしておくんです。だいたい

背丈くらいに伸びたものを鎌で刈ると、切り口が鋭角になるんです

が、これを素足で踏み込むと痛いんですね。でもそれを毎日やる。

この肥料の踏み込みは重労働なんですが、峠を越えた岐阜県の旧高

根村から手伝いに来る人が毎年何人もいました。旧高根村は開田以

上に寒冷で米ができない場所なので、手伝いに来てその報酬として

米などを得て帰っていくという関係がありました。

田んぼの馬耕に使っていたのは、松山犂です。この辺りはほとん

ど松山犂だったと思います。この犂があればすぐ馬耕ができるとい

うのではなくて、いわゆる調教が必要となるし、人の方もそれなり

に技術が必要になります。木曽馬は、性格が臆病だから、馬耕して

いても暴れないようにしないといけない。そのために、紐でむすん

だいくつもの缶を道で歩かせて音に馴らすようなこともしました。

たんぼの馬耕は 4月の時期に行います。馬の出産が、だいたい 4

月から 5月に集中します。だから、この時期に馬耕をする馬は、妊

娠していない馬です。農家では、馬を 2頭とか ３頭飼っていること

が多いですから、毎年、仔馬をとる馬とそうでない馬を交互にして

います。馬の発情期が、 5月から 6月ですから、田植えが終わって

から馬に種付けをします。人工受精ではなくて、馬屋に種馬と一緒

にさせて交配させるというやり方をしたりします。

開田では、田植えが終わった 5月の終わりには、国有林の奥山に

放牧に出します。放牧は10月の終わりの、秋あげといわれる時期ま

で行います。稲刈りが終わり、大豆の収穫も終わった時期です。奥

山に、メンパにご飯を詰めて馬を迎えに行くのですが、その近くに

小さな渓流があって、ちょうどイワナの産卵期にあたります。大量

に集まったイワナを獲ってメンパにつめて、馬と一緒に帰ってくる
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というのが、毎年の恒例でした。

この奥山は、先ほど言った旧高根村と接していて、毎年何頭か迷

子になった馬が高根村で世話されているということもありました。

そんな時は、お礼に米やソバなどを持って引き取りに行くんです。

木曽町開田地区で馬との関係に転機が訪れるのは、昭和40年代前後

から昭和50年代初め（1960年代後半から70年代後半）のおよそ10年間の時

期であった。『開田村誌』によれば馬の飼育頭数は、昭和 8年［1,018

頭］、昭和３5年［404頭］、昭和40年［147頭］、昭和45年［３6頭］、昭和

50年［22頭］と記載されている。本稿第 2節に示した「表 1　木曽馬

の飼育・産馬・売買頭数の変遷」で、昭和40年の木曽地域の飼育頭数

が激減していることと合わせても、昭和40年前後（1960年代半ば）から

木曽馬が姿を消していったことがわかる。

馬市も昭和３0年以降変貌する。昭和３0年に馬市に加え牛市も併設さ

れる。その時の取引頭数は、馬200頭、牛50頭だったものが、昭和44年

には馬 5頭、牛194頭と割合が大きく変わる。昭和52年には、馬市は移

転とともに「木曽家畜市場」と名称を変え、現在では肉牛のみを扱う

取引市場となっている（25）。

このような経緯からも分かるように、馬から牛、馬から耕運機やト

ラクター、そして馬肥から化学肥料という移行が生じた。それは、馬

が有していた複合的な特質が、肥育と現金収入（牛）、耕転（耕運機）、

肥料（化学肥料）の三つの次元に分節化され、それぞれの機能と目的が

分離して営まれることを意味している。そして重要なのは、単なる機

能分化や代替ではなく、馬が作り出している複合的な関係がほどける

ことで、同時にさまざまな事柄が失われたり、派生的に生じるという

ことであろう。

例えば、馬の餌のための里山の採草地も、田畑の肥料用の柴木の場

所も姿を消し、現在ではアカマツや雑木の林となっている。奥山は馬

を放牧することができない林野となっている。馬のための里山・柴
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山・奥山に人の手が入らなくなっていくことは、馬肥を作り出す発酵

メカニズムが生活の中から失われることでもある。そして、同時に発

酵のメカニズムに支えられていた水田や畑の土そのものの性質を変え

ていくこと、作物を栽培することの考え方の変更がもたらされること

になる。土が育てる作物から、化学肥料が生産する作物へと変わり、

土は合理的に改良されるべき対象となる。その結果、循環しきれない

窒素や硝酸塩が土壌に滞留する（26）。

耕運機やトラクターの導入は、そもそも馬耕そのものが近代的な農

法のテクノロジーの延長線にあるというだけでなく、あるいは労働生

産性を向上させるということだけでもなく、作業しやすいように圃場

を長方形へと整備しなおす土地の構造改善と接合することで、その機

能性が発揮されるものであった。水田や畑が長方形になっていくこと

自体、人工的な地形を景観として作り出していくことでもあった。景

観の変容は、建築物や道路などの建造物に限られない。土木的な技術

が水田や畑に投入されることもまた、重要な契機であった。

そして、聞き取り調査で語られたような、峠をこえた隣接する村と

の交流や、放牧した奥山に馬を迎えにいったときに経験した渓流のイ

ワナを獲る生活、里山に手を入れて里山自体のサイクルと農業のサイ

クルとが結びつくような生活世界は、失われていくことになったので

ある。

6．おわりに

これまで見てきたように、木曽馬はその複合的で多面的な特質を有

し、「木曽馬─里山─農耕」の関係世界と「木曽馬─馬市─貨幣経済」

の関係世界とを蝶番するような存在であった。木曽馬が地域社会から

姿を消したのは、馬の社会的な需要がなくなり、後者の貨幣経済との

関係が成立しなくなったことに直接起因している。現金収入の方法は、

繁殖牛や乳牛へ、そして賃労働へと移行していく。そして、前者の
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「木曽馬─里山─農耕」の物質循環の象徴構造も解体していく。この象

徴構造の解体は、前近代から近代へという単純な変化を指しているの

ではない。共同体の生活において現金を必要としていたように、馬耕

それ自体が近代的農法の延長線にあったように、近代がもたらす変容

させる力のなかで、1960年代後半から70年代にかけて生活世界の構造

変容が生じていた。

別の言い方をするならば、江戸期から木曽地方に根付いていた木曽

馬もまた、近代化を経験してきた存在である。農業の生産性を上げる

ために、馬は馬耕のための動力として、専用に開発された犂を身につ

けなければならなかった。馬は農耕のために調教され、馬自身も農耕

のためのテクノロジーを身につけなければならなかった。また、本稿

では言及しなかったが、戦時期において馬が軍用に改良されたり徴用

されたりしたことも、同様に日本近代のプロセスにおいて想像以上に

重要な事柄だと思われる。なぜなら、それらは馬が有していた野生性

に対する domesticate だからである。つまり、物質循環の象徴構造の解

体には、馬自身が経験した近代的な domestication という条件が何らか

の形で関連しているのである。

象徴構造の変容に対してどのようにアプローチすべきなのか、その

課題は埋積されているが、本稿の文脈で最後に一点指摘したいのは、

人間と自然、テクノロジーとの関係の問題である。人間と自然との関

係は、人間が自然に手を加えることによって、あるいは適切に技術的

に関与することで成り立っていた関係である。この自然に手を加える

という日常的実践は、自然を開発することやコントロールすることで

手中に収めることではない。林野や草地から、生活のために必要なも

のを享受することである。現代のライフスタイルからすれば逆説的と

みなされるような、生存に不可欠な必需消費の圧倒的な豊かさ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

を可能

にしていた。林野や草地は途絶えることなく、毎年あるいは 1年や数

年ごとに必要なものをもたらしてくれるからである。馬は、こうした

人間が自然に関与するための媒介的存在であり、野生をそなえたテク
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ノロジーであった。機械としてのテクノロジーとは異なる、テクノロ

ジーとしての動物／家畜／伴侶種であると言うことができる。このよ

うな特質を有した馬の社会的喪失は、里山と社会との循環的な関係を

失うか、減退させるものであった。

馬から牛、耕運機、化学肥料へと目的と手段が分離され、人々は別

種のテクノロジーを手に入れることなる。馬が複合的にもっていた力

能が、機械や化学的なものへと機能分化していく。この新しいテクノ

ロジーは、労働生産性や土地の生産性も向上させる魅力的なものであ

り、拒否されるべき対象ではなかった。ライフスタイルや商品、機械、

製品の新しさとして日常的生活世界に提示されることが、社会の変容

を日常的実践として受容していくことである。こうしたスタイルやモ

ノの具象性こそが、生活世界の日常的実践を織りなしていく。ライフ

スタイルは、ハビトゥスあるいはエートスの次元で時間を要しながら

変容していくのである。この次元で進行する変容は、先にみた聞き取

り調査が示しているように、馬との生活の多様な具象性が物語ってい

る。馬の社会的喪失は、構造的次元にとどまらず、多様な生活の具象

性の喪失を指しているのである。

同時に、この喪失＝象徴構造の解体は、人間と自然との関係を変え

ていく。人間と自然との関係＝物質循環を可能にしていたのが、他な

らぬ馬であり、馬というテクノロジーであった。このテクノロジーに

よって介入するがゆえに、人間と自然との関係が可能となっていた。

耕運機や化学肥料は、馬が有していた野生性が可能にしたように人間

と自然とを接着させない。生物種としての馬以上の力能を、これらの

新しいテクノロジーは発揮しない。なぜなら、人間は馬の野生性と共

生していたからだと言うことができるからである。

馬の社会的喪失は、人間自身が自然に関与し、人間と自然との関係

をとり結んでいくテクノロジーを失っていくことを意味している。し

たがって、「馬は家畜ではない。家族である」とは、単に馬を失うこと

ではなく、人間が失ったものそのもの表象として立ち現れていると言
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うこともできるのである。

（ 1）	『開田村誌　上巻』1980年、86３頁
（ 2）	 Haraway,Donna.,The Companion Species Manifesto:Dogs,People,and 

Significant Otherness,Princly	Paradigm,200３. ＝永野文香訳『伴侶種宣言
─犬と人の「重要な他者性」』以文社、201３年、28頁

（ ３）	 Haraway,Donna、前掲書、28-29頁
（ 4）	 鷲田清一『〈ひと〉の現象学』筑摩書房、201３年、215頁
（ 5）	 野本寛一『牛馬民俗誌　野本寛一著作集Ⅳ』岩田書院、2015年、218
頁

（ 6）	 文献史料的に確認できるかぎりにおいても、木曽義仲が京へ攻め上が
る際の戦馬であった、あるいは鎌倉時代の前期において朝廷へ貢馬された
とされている（『開田村誌　上巻』1980年、8３2頁）。

（ 7）	『開田村誌　上巻』1980年、8３３頁
（ 8）	『開田村誌　上巻』1980年、1021頁
（ 9）	 毛付馬の物成は、馬籍を作ることも行われた。『木曽福島町史』によ
れば、「当歳駒（今年生まれた牡馬）を台帳に記載して自由に売買を禁止
している。毎年二月上旬の半

はん

夏
げ

生
しょう

の日に谷中の二歳駒を福島の代官所へ
集めて検査し、良馬を二〇〇から三〇〇等選び、村へひき帰らせてもう一
年飼育させる。翌年その三歳駒を再検査し、そのなかから良馬を二〇から
三〇頭召し上げ、自用としり、家臣に与えたり、藩主や将軍へ献上したり
した。残りの馬は、たてがみを切り、印札を渡して自由に売買を許したと
いうのである。留馬からはずされた馬は、福島へひき出したついでに売り
払ったほうが好都合であったので、自然と馬市が成立し、これが木曽馬市
のもとになったといわれている。」（『木曽福島町史』第 ３巻、198３年、
198-199頁

（10）	『開田村誌　上巻』1980年、8３7頁
（11）	 佐幸信介「入会林野と社会変容－長野県木曽町の事例研究から問うこ
と」『日本法学』第87巻代 4号、日本大学法学会、2022年 2 月を参照のこと。

（12）	 黒田三郎『信州木曽馬ものがたり』1975年、信濃路、41-42頁
（1３）	 馬市の詳細な様子は、黒田三郎、前掲書、40-108頁を参照のこと。
（14）	 参考までに大正12年のデータを現在の金額に換算すると、一頭当たり
の価格が約280円。当時の国家公務員初任給を70円として換算した、 1円
＝約2,600円を前提とすると、280円×2,600＝728,000円。

（15）	 黒田三郎、前掲書、90頁
（16）	 板垣貴志『牛と農村の近代史─家畜預託慣行の研究─』思文閣出版、
201３年、 6頁

（17）	 黒田三郎は、馬小作という「呼び名は、大正四、五年頃全国的に小作
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争議が盛んな時、農商務省（嘱託）の栗原信という人が全国各地の主要馬
産地を調査し、木曽馬の貸借制度について「馬地主」「馬小作」と呼んだ
ことに始まるといわれている」と記述している。黒田三郎、前掲書、89頁。
板垣貴志の指摘と合わせるると、「馬小作」の正確な初出は別としても、
1910年代から20年代において、当時の農商務省において定着して使用され
た言葉であると推察することができる。

（18）	 黒田三郎、前掲書、97-98頁
（19）	 板垣貴志、前掲書、15頁
（20）	 2022年 ３ 月27日、聞き取り調査（半構造化インタビュー）実施。開田
地区在住、60代男性。祖父の代まで馬喰をしていた方。

（21）	 黒田三郎、前掲書、106-107頁、および『開田村誌上巻』861-862頁。
（22）	 香月洋一郎『馬耕教師の旅　「耕す」ことの近代』法政大学出版局、
2011年では、佐渡を中心にしたフィールド研究が著されている。

（2３）	 香月洋一郎、前掲書、12頁
（24）	 明治期には、全国各地に牛馬耕専用の犂を開発・製造する製作所が起
業される。長野県には、全国的にも有名な「松山犂」があった。松山犂に
ついては、「公益財団法人　松山記念館」（http://www.matsuyama-museum.
or.jp/info/access.html、2022年 8 月20日閲覧）を参照のこと。

（25）	『日義村誌　歴史編下巻』３３4頁
（26）	 例えば、小川吉雄『地下水の硝酸汚染と農法転換─流出機構の解析と
窒素循環の再生─』農山漁村文化協会、2000年を参照のこと。また、戦後
の化学肥料の産業的経緯については、綱島不二雄『戦後化学肥料産業の展
開と日本農業』農山漁村文化協会、2004年を参照のこと。
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フリーランスと労働法
─フランス「ポルタージュ・サラリエル」─

大　山　盛　義

Ⅰ　はじめに（1）

1 　本稿の目的

近年は、ICT の影響もあり働き方の多様化がさらに進み、個人事業

主・フリーランスとして働く人、つまり「雇われない」働き方をする

就業者も増えている。フリーランスの実態調査等を行っている民間団

体の2021年から2022年の調査結果では、フリーランス人口は1、577万人、

経済規模は2３.８兆円という数字が示されている（2）。

しかし、こうしたフリーランス・自営業者の中には、働き方の実態

はあたかも「労働者」のように働く者も少なくない。

これらの状況を受けて、日本政府内でもフリーランスについてどの

ような法的保護が必要か、経済社会の中でフリーランスをどのように

位置づけ、どのように活用していくべきか、といったこと等の検討が

盛んにされてきた（3）。このような検討は、厚生労働省、経済産業省、公

（1）� 拙稿「フランスにおける労働者供給の意義と動向」『日本労働法学会
誌』12８号（2016年）2８頁以下。

（2）� ランサーズ『新・フリーランス実態調査2021-2022年版』（https://
www.lancers.co.jp/news/pr/2101３/）。

（3）� フリーランスに対してどのような法的保護が必要か、可能か、につい
ては、経済産業省、公正取引委員会、厚生労働省がそれぞれの研究（検
討）会において検討し、その結果を2017年以降公表してきた。これら一連
の検討・研究の分析については拙稿「『フリーランス』に関わる最近の議

論　説

）
七
七
四
（

215



フ
リ
ー
ラ
ン
ス
と
労
働
法
（
大
山
）

三
八
五

正取引委員会それぞれ独立し並行するような形で行われてきたが、政

府をこれらの検討を総括する形で2021年 ３ 月26日に『フリーランスガ

イドライン』（正式名称は、『フリーランスとして安心して働ける環境を整備

するためのガイドライン』）を公表するに至った。この『フリーランスガ

イドライン』は、主として競争法の観点から事業者間の取引において、

フリーランスの利益保護を目的とした内容といえる（4）。ただし前述した

ように、その中には労働法が対象とする「労働者」ではないが、労働

者のように（雇用類似の形で）働く「就業者」（フリーランス）も増え（拡

大し）ていくことも予想でき、『フリーランスガイドライン』では対応

が十分でない問題も生じる可能性は残されている。

本稿では、かかる状況認識を基に、今後も増加・拡大していくであ

ろう雇用類似の働き方をする個人事業主・フリーランスを社会法的視

角からどのように位置づけるのか、いかなる法的保護が必要なのかを

検討するための一素材として、フランス労働法においてフリーランス

を被供給労働者として行われる「ポルタージュ・サラリエル」（portage�

salarial（5））を紹介・検討したい。

この「ポルタージュ・サラリエル」とは、フリーランス・個人事業

主を被供給労働者としてクライアント企業に供給することが認められ

ている、労働者供給制度の一種である。なお、このポルタージュ・サ

ラリエル制度において、フリーランス・個人事業主である人材を第三

者（クライアント企業）に供給する事業に該当するような事業活動は、

現在日本には存在しないと思われるので、この人材供給事業を指す場

合には、そのままフランス語を「ポルタージュ・サラリエル」と日本

語読みの表記にする。

論状況」労働法律旬報191３号（201８年） 6頁以下参照。
（4）� このガイドラインに関する検討については、拙稿「『フリーランスガ
イドライン』の検討」労働法律旬報19８9号（2021年） 6頁以下参照。

（5）� この「portage�salarial」は、「賃金の運搬」という意味であるが、制
度内容からすると「フリーランス供給」あるいは「専門職供給」との意味
で考えた方が実態の理解を容易にすると思われる。
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２ �　フランスにおける労働者供給事業に対する法規制とポルター

ジュ・サラリエル

ポルタージュ・サラリエルについてフランスにおいて労働法の代表

的な教科書では「違法な実務の困難を極めた合法化」（La�laborieuse�

légalisation�d'une�pratique�frauduleuse）（6）との小見出しの中で次のように述

べている。

「ポルタージュ・サラリエルは、古くから行われていた違法行為であ

る。この制度は、クライアントを持つ独立労働者が、社会保障や雇用

保険など、労働者としてのメリットを享受しながら、あらゆる社会法

制の恩恵を受けられるようにすることを目的としている。この事業は、

（ポルテされる＝供給される）労働者が（ポルタージュ・サラリエル企業＝供

給する）組織と労働契約を締結し、その組織に従属しないにもかかわら

ず、賃労働に必要な申告と費用の支払いを実行することで成り立って

いる。通常、ポルタージュ・サラリエル企業は、直接的にも間接的に

も、こうした労働者に仕事を提供することはない。

このため、独立労働者（Le�travailleur�indépendant）は労働者と仮装し、

労働者のための社会保障制度の恩恵を受けることができる。

このような状況は、論理的には社会保障費の不正受給と見なされた。

しかし、供給される労働者がポルタージュ・サラリエル企業に対して

も、クライアントに対しても従属的でないことから、原則として労働

力貸与には該当しないものであった。不正ではあるが、この作戦は社

会的に有用なものであった。これにより、簡素化され、保護された自

営業の活動が可能になった」。

付言すると、ポルタージュ・サラリエルは、19８0年代中頃から始まっ

（6）� Gilles�Auzero,�Dirk�Baugard,�Emmanuel�Dcokès.�Droit�du�travail�３5e�
éd�Dalloz�2022.p.4３３.,
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たとされる労働者供給事業で、職業格付の高い労働者や独立労働者・

フリーランスが被供給労働者となる。フリーランスはそもそも労働契

約を締結して業務に従事するのではないため、本来ならば労働法の適

用はない。ゆえに失業補償等の適用はないが、これを適用可能にする

ために職業資格を粉飾した上で、供給元会社（ポルタージュ・サラリエル

企業）に雇用されているとの形式をとり（「労働者」と仮装し）、社会保障

機関に届け出た上で行われてきた事業活動である。

こうした職業格付けの高い独立労働者・フリーランスを供給する活

動がポルタージュ・サラリエルと称されるようになり、法的には認め

られていないが、実際の経済社会の中では利用されるようになってい

た。

その中で200８年 1 月11日全国職際協定でこの労働者供給事業につい

てルール作りがなされ、200８年 6 月25日労働市場現代化法において、

この形態の労働者供給事業に法的に承認された（7）。

その後、201３年にポルタージュ・サラリエル事業の内容について、

労使間の団体交渉に大きく委ねる労働法L.1251-64条（8）が創設されたが、

この立法について憲法裁判所が2014年 4 月11日判決（Cons.const�11�

apr.2014）において、次のように述べて2015年 1 月 1 日まで法の執行を

延期する決定した。

「憲法３4条は、労働法の基本原理は法で定める、と規定しており、労働

法L.1251-64条はこれに抵触する」。

憲法院のこの判決を受けて、フランス政府は2015年 4 月 2 日オルド

ナンス（Ordonnance�n°�2015-３８0�du�2�avril�2015�relative�au�portage�salarial�）

（7）� この経緯については、前掲注（1）拙稿「フランスにおける労働者供給
の意義と動向」３4頁以下も参照。

（8）� 以下、本稿では特に断りがない場合、条文はフランス労働法典のもの
である。
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において、労働者派遣（一時的労働・travail� temporaire）に関する法規を

模す形でこの事業の活動条件を定めるという、かなり急ピッチな法改

正を行った。

もっとも労働者派遣（一時的労働）の法内容を借用した形で法認され

た労働者供給事業としてのポルタージュ・サラリエルとはいえ、労働

者派遣とは大きな相違がある。それはポルタージュ・サラリエルでは

被供給労働者、被供給事業者（フリーランス）が専門性を有している一

方で、労働者派遣では、派遣労働者の多くが職業格付けの無い（あるい

は低い）労働者であるという点である（9）。詳細は後に譲るが、ポルター

ジュ・サラリエルでは被供給者が個人事業主・フリーランスであるこ

と等から、被供給者自らがクライアント開拓を行い、就業条件につい

て労働者自らクライアントと交渉することになる（L.1254- 2 条）。加え

て供給元会社は被供給個人事業主に仕事を提供する義務はない（同条 ３

項）。また供給先と被供給労働者には使用従属関係はない（10）。これに対

して労働者派遣の場合、このような取扱いにはならない。

こうした違いがポルタージュ・サラリエルと労働者派遣には存在す

るが、労働者供給事業一般に潜む危険性を考慮して、類似の禁止事項

もある。例えば、労働者供給が認められるのは供給先企業自ら対応で

きない一時的（限定的）業務や専門的業務の場合であり、供給先の通常

かつ恒常的業務（L.1254- ３ 条）や、スト参加者の代替、危険作業への従

事、３6ヶ月の期間制限を超えた場合（L.1254- 4 条）への利用は禁止され

ていることなどである。

また2015年のオルドナンスによる法改正後、代表的な労働組合組織

全てと使用者団体が参加する形で2017年 ３ 月22日部門労使協定が締結

（9）� その差異については、前掲注（1）拙稿「フランスにおける労働者供給
の意義と動向」３0頁以下参照。

（10）� 仮に供給先企業が被供給労働者に指揮命令を行った場合、供給先との
労働契約の成立を認める「再法性決定」もあり得るとの指摘もある（Billes�
AUZERO�et�Emmanuel�DOCKÈS.op.cit.�p.３49.,）。
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された結果、労使双方から承認を得て、かかる事業活動が広く根付く

ことになった（11）。

Ⅱ　ポルタージュ・サラリエル（portage�salarial）の諸相

まずここでは、ポルタージュ・サラリエルの諸相を、業界の労使双

方が共同で出している「ポルタージュ・サラリエル部門報告」（12）の

2022年版を手がかりに把握してみたい。

1 　業界の規模等について

事業展開をするポルタージュ・サラリエル企業は、2015年には225社

であったが、2019年には３３0社となっている（この場合、少なくとも一人

の労働者に給与を支払っていれば活動していると見なされる）。業界全体の売

上高は10億ユーロ超とされる。またこうした企業から供給される労働

者数は３３.99８人（2019年）となっている（なお、国立統計局によるこの調査

では、供給される労働者とポルタージュ・サラリエル企業の正社員（供給の対

象ではない労働者）を区別していないが、この数字の ３ ％が正社員と見積もら

れている）。

ポルタージュ・サラリエル企業のこのような急増は、かかる事業活

動が法的に承認され、部門の労働協約が締結されたことによる影響も

あるとされる（同報告書2３頁）。

（11）� 2017年 ３ 月22日部門労使協定（https://www.legifrance.gouv.fr/conv_
coll/id/KALICONT0000３5３26３97?idConteneur=KALICONT0000３5３26３97
&origin=list）。

（12）� https://larchipel.io/wp-content/uploads/2022/0８/Rapport-de-branche-
du-portage-salarial-2022-VF.pdf.�この報告書は2022年版であるが、直近の
統計データは2019年のものである。2020年から新型コロナのパンデミック
とロックダウンによる影響については、ポルタージュ・サラリエル企業の
アンケート回答で、76％がマイナスの影響を受けたとしている（同報告書
9 頁）。供給される労働者については、８1％の会社が部分的失業制度を利
用して労働者を支援した、としている（同報告書10頁）。
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2019年に供給される労働者に支払われた報酬額は 6億7000万ユーロ

となり、 ３年間で50％以上の増加となっている（同報告書16頁）。労働者

が供給される企業は、中小企業が主であり、2019年、企業の92％が�従

業員数が250人以下の企業となっている（同報告書21頁）。

２ 　供給される労働者の諸相

労働者が供給される分野はほとんど分野に及んでいるとされる（同報

告書26-27頁）。労働者を「性別」でみると男性が62％、女性が３８％であ

る。年代で区別すると、51歳から60歳までの労働者が一番多く（2８％）、

以下、41歳～50歳（26％）、３1歳～40歳（2３％）、60歳以上（12％）、３0歳

以下（11％）の順になっている（同報告書29頁）。

労働者の7８％が専門職もしくは管理職であり、15％が中間的な職業

となっている。また女性より男性の方が管理職の割合が高いと指摘さ

れている（同報告書３0頁）。労働者が行う活動の上位 ３項目で、IT 関連

サービスが入っている（同報告書３３頁）。

労働者のうち19％が 5年以上同じポルタージュ・サラリエル企業を

利用している。同じく、 1年未満（29％）、 1年から 2年未満（2３％）、

2年以上 5年未満（29％）となっている（同報告書３4頁）。

労働時間については、契約が有期か無期で違いがあり、男女間でも

大きな違いがあるとした上で、年平均労働時間は619時間と算出されて

いる（同報告書３８頁）。

報酬については、2019年には17％の労働者が40000ユーロの収入が

あったが、反対に4000ユーロ未満の者が３1％となっている。これにつ

いては労働時間や複数の活動、さらには期間の差があるため報酬にも

それが影響すると指摘されている（同報告書３9頁、42頁）。

3 　小括

以上から、ポルタージュ・サラリエルについての大まかイメージを

次のように描写することができよう。まず被供給労働者は、ある程度
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の職業的キャリアと専門的スキル・知識を有する労働者（フリーランス）

であること、そして、ポルタージュ・サラリエル企業がこれらの者を

中小企業を主とするクライアント企業の非恒常的業務を遂行するため

に供給する活動であること、被供給労働者、ポルタージュ・サラリエ

ル企業、クライアント企業の三者で成立していること、である。

Ⅲ　ポルタージュ・サラリエルの法内容

続けて、ポルタージュ・サラリエルに関する法制度の概要を見てい

くことにする。

フランス労働法典におけるポルタージュ・サラリエル制度は

L.1254-1条から L.1254-３1条までの３1個の条文から成っており、次の順

序で作られている。

「第 1節　定義と適用範囲」

「第 2節　ポルタージュ・サラリエルの利用および禁止条件」、

「第 ３節　労働契約」

「第 1小節　通則」（L.1254-7条～ L.1254-9条）、「第 2小節　期間の定め

のある労働契約」（L.1254-10条～ L.1254-1８条）と「第 ３小節　期間の

定めのない労働契約」（L.1254-19条～ L.1254-21条）

「第 4節　ポルタージュ・サラリエル・サービス商事契約」（L.1254-22条

～ L.1254-2３条）、「第 5節　ポルタージュ・サラリエル企業」（L.1254-24

条～ L.1254-３1条）

1 　定義

ポルタージュ・サラリエルとは、以下によって構成される組織全体

のことを指すと定義される。

まず、サービスを提供する「ポルタージュ・サラリエル企業」（une�

entreprise�de�portage�salarial）�と称される企業と、ポルタージュ・サラリ
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エル（サービス）の商事契約を締結し、このサービスの恩恵を受けるク

ライアント企業（une�entreprise�cliente）との間の関係である。このサー

ビスはサービス契約締結から生じるものである（L.1254-1条 1 項）。

次に、ポルタージュ・サラリエル企業と供給（ポルト）される労働者

（salarié�porté）として指名された労働者の関係である。両者の関係は労

働契約であり、当該労働者にはこの会社から給与が支払われる

（L.1254-1条 2 項）。

また供給される労働者の賃金等は以下のように定められる。

供給される労働者は、専門知識、資格及び自律性を有し、自らクラ

イアントを探し出し、そのサービスの履行条件及び価格について自分

自身でクライアントと合意することになる（L.1254-2条 1 項）。

この点で、供給される労働者には「従属性」がない（�l'absence�de�

subordination�du�travailleur�porté.）という特徴が示されている。仮に、供

給された労働者がクライアントに従属した状態で業務を遂行した場合、

その業務はポルタージュ・サラリエル供給契約の範囲外となる。その

場合、ポルタージュ・サラリエル供給契約は無効となり、労働者とク

ライアントとの関係は、一般法における労働契約として再法性決定さ

れることもある（13）。

供給される労働者は、拡張部門協定によって定義された最低報酬を

受け取る。拡張部門協定がない場合、最低月額報酬は、フルタイム労

働に相当する活動に対する社会保障法典L.241-３条に規定される社会保

障限度額の月額値の75％に設定されている（L.1254-2条 2 項）。

前述したように、ポルタージュ・サラリエル企業は、被供給労働者

に対して仕事を提供する義務はない（L.1254-2条 ３ 項）。

（13）� 前掲注（10）参照。
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２ �　ポルタージュ・サラリエルの利用条件と禁止事項（L.1２5４-3条～

L.1２5４-6条）

クライアント企業は、通常かつ恒常的な活動範囲に属さない臨時の

業務や、自社にない専門知識を必要とする単発のサービスのためにの

みしか、供給される労働者を利用することはできない（L.1254-３条）。

またクライアント企業で提供されるサービスは、以下の目的では利

用できない（L.1254-4条 1 項）

労働争議により労働契約が停止された労働者の代替（ 1号）、L.4154-

1 条に規定されるリスト（14）に含まれる特定の危険な作業を遂行するこ

と（同条に例外規定がある場合を除く）（ 2号）。

さらにこのサービスの利用期間は、３6ヶ月を超えることはできない

（ ３号）。

L.72３1-1条（15）に記載された個人的なサービス活動について、ポル

タージュ・サラリエルの労働契約の対象とすることはできない

（L.1254-5条）。

第 ８編第 2部第 ３章および第 4章の規定は、本章に定める条件の下

で行われるフリーランスの管理には適用されない（L.1254-6条）（16）。

3 　労働契約等（L.1２5４-7条～ L.1２5４-２1条）

①通則
労働契約は、ポルタージュ・サラリエル企業と供給される労働者と

（14）� 供給先企業がこうした諸規制を遵守しない場合には、刑事罰（３750
ユーロ、再犯について7500ユーロと 6ヶ月の禁固刑）が科せられる可能性
もある（L.1255-16条）。

（15）� L.72３1-1条では、「個人向けサービス」として、「子育て」「高齢者、
障害者、その他、家庭での身の回りの世話や、地域環境での移動支援を必
要とする人が在宅で生活できるようにするための支援」「家事または家族
に関する自宅でのサービス」を挙げている。

（16）� これは営利目的の労働力貸与を禁止する規制から、ポルタージュ・サ
ラリエル活動を除外する規定である。
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の間で、期間を定めもしくは期間の定めずに締結される（L.1254-7条）。

ポルタージュ・サラリエル企業とクライアント企業間のポルター

ジュ・サラリエル・サービス商事契約の解約のみでは、労働者の労働

契約の解約の理由とはならない。ポルタージュ・サラリエル企業は、

L.1254-15条および L.1254-21条に規定される条件下で提供されたサー

ビスに対応する労働者に支払うべき報酬の責任を負う（L.1254-８条）。

L.1254-15条、L.1254-21条、L.1254-25条で挙げられている事業貢献

手当の額は、拡張部門協定によって定義されている。拡張部門協定が

ない場合、供給された労働者に支払われる報酬の 5 ％に設定されてい

る（L.1254-9条）。

②期間の定めのある労働契約（L.1254-10条～ L.1254-18条）

期間の定めのある労働契約は、クライアント企業での業務遂行を目

的として、ポルタージュ・サラリエル企業と供給される労働者との間

で締結される（L.1254-10条）。

労働契約は、その締結時に、正確に定められた期間を含むものでな

ければならない。

ただし、締結された目的の期間が不確定の場合は、正確な期間を記

載しないこともある。その場合、最短期間で締結される。労働契約は

目的達成のための最短期間となる。（L.1254-11条）。

期間の定めのある労働契約の全期間は、L.1254-17条に規定する条件

による 1回以上の更新があったとしても、1８ヶ月を超えることはでき

ない（L.1254-12条）。

L.1254-12条の規定にかかわらず、供給される労働者が新規クライア

ントを開拓できるようにするため、ポルタージュ・サラリエル企業と

供給される労働者の合意により、最長 ３ヶ月間、契約終了を延長する

ことができる（L.1254-1３条）。

また、契約の形式、内容及び伝達については以下の通りである。

労働契約は、「期間の定めのあるポルタージュ・サラリエル労働契

約」（contrat�de�travail�en�portage�salarial�à�durée�déterminée）と記載した書
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面を作成するものとする（L.1254-14条）。また労働契約には、以下の条

項および情報を含まなければならない（L.1254-15条）。

1°�　ポルタージュ・サラリエル企業と供給される労働者との関係に

関する条項および記載事項 :

a）�期間の日付と、特定の期間を含む場合には更新条項。

b）��報酬、事業貢献手当、社会保障費および税金、管理費、およ

び該当する場合は職業費の計算方法および支払い方法。

c）�該当する場合、職業費の控除方法。

d）�当該労働者の技能、資格、専門分野の説明。

e）�試用期間がある場合は、その期間。

f）��L.３141- 1 条以下の規定に基づく有給休暇の取得、取得、支払

の条件。

g）��補足的な年金基金の名称及び住所および、該当する場合、ポ

ルタージュ・サラリエル企業が所属する保障機関の名称及び

住所。

h）�供給する労働者による活動報告書の作成の定期。

i）�ポルタージュ・サラリエル企業の財政保証人の名称。

2°　ポルタージュ・サラリエル・サービス提供に関する条項および記述。

a）�クライアント企業の名称と住所。

b）�サービスの対象および労働者によるその実行条件の説明。

c）�サービスの提供期間。

d）��該当する場合、サービスの最低期間と、契約関係の終了を決

定する出来事もしくは客観的結果の性質（期間が不確実でサー

ビスの履行に関連する場合）。

e）��労働者とクライアント企業の間で合意されたサービスの価格。

特に、報酬額、業務負担金、社会的控除および税額控除、管

理費、および該当する場合は職業費が含まれる。
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f）��クライアント企業の敷地内または作業現場での業務遂行中に、

労働者の労働条件、特に労働者の健康、安全、労働時間に関

連する事項について、クライアント企業が負う責任。

g）��該当する場合、クライアント企業から提供された個人用保護

具の性質。

h）��サービス遂行中にクライアント企業で発生した損害について、

労働者に代わって加入した民事賠償責任を保証する保険会社

の名称と保険番号。

契約書は、遅くとも締結後 2営業日以内に、供給された労働者に送

付しなければならない（L.1254-16条）。

また有期労働契約の更新については、L.1254-1３条に定める例外規定

に基づき、最初の契約期間と合算してL.1254-12に定める最長期間を超

えない範囲で、 2回更新することができる（L.1254-17条）。更新条件は、

契約書に規定されているか、または当初定められた期間到来前に労働

者に提出された修正条項の対象となるものである。

この労働法典の有期労働契約に関する規定は、ポルタージュ・サラ

リエル労働契約には原則として適用されない（L.1254-1８条）。

③期間の定めのない労働契約�（L.1254-19条～ L.1254-21条）

期間の定めのない労働契約は、ポルタージュ・サラリエル企業と供

給される労働者との間で、 1社または複数の供給先企業での業務遂行

を目的として締結できる（L.1254-19条）。

この契約には、本号の規定に従って、現行法第 1部第 2巻の第 1号、

第 2号および第 ３号の規定が適用される（L.1254-20条）。労働契約は、

「期間の定めのないポルタージュ・サラリエル労働契約」（contrat�de�

travail�en�portage�salarial�à�durée� indéterminée�）と記載された書面を作成

する（L.1254-21条）。

労働契約には、ポルタージュ・サラリエル企業と当該労働者の関係

に関する以下の条項および情報が含まれていなければならない。
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a）��サービスの履行に対して、供給される労働者に支払われる報

酬、営業貢献手当、社会的控除および税控除、管理費、なら

びに該当する場合は職業費を計算し支払うための条件。これ

らの条件は、供給される労働者と L.1254-2３条 5 項に記載の

クライアント企業との間で合意した各サービスの料金に適用

される。

b）�該当する場合、職業費を控除するための方法。

c）�供給される労働者のスキル、資格、専門分野の説明。

d）��L.３141- 1 条以下の規定に従い、提供されるサービスに応じて

決定される有給休暇の取得、取得および支払いのための条件。

e）�試用期間が定められている場合、その期間。

f）��補足的な年金基金の名称と住所、及び該当する場合、ポル

タージュ・サラリエル企業が所属する保証機関の名称と住所

を記載すること。

g）�供給された労働者が作成する活動報告書の期間。

h）�ポルタージュ・サラリエル企業の財政保証人の名称。

なおクライアント企業へのサービスがない期間については、給与は

支払われない。

④�ポルタージュ・サラリエル・サービス商事契約�
─ポルタージュ・サラリエル企業とクライアント企業間の契約
ポルタージュ・サラリエル企業は、サービス開始後 2営業日以内に、

供給される労働者のクライアント企業との間でポルタージュ・サラリ

エル・サービス契約を締結する。この契約には、供給された労働者と

クライアント企業との間のサービスに関する交渉の必要事項が含まれ

る（L.1254-22条）。

ポルタージュ・サラリエル企業は、同じ期限内に、可能な手段でこ

の契約書の写しを労働者に送付しなければならない（L.1254-2３条）。

書面で締結された契約には、以下の条項および情報を含まなければ
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ならない。

1°　供給される労働者の身分証明書

2°　労働者のスキル、資格、専門分野の説明。

３°　労働者によるサービスの説明とその実行条件。

4°�　サービスの終了日、および必要に応じて、終了が不確実でサー

ビスの履行に関連する場合は、サービスの最低期間。

5°　労働者とクライアント企業との間で合意されたサービスの価格。

6°�　クライアント企業の敷地内または職場におけるサービスの履行

中に、労働者の業務遂行の条件、特に健康、安全、労働時間に関

連する問題に関して、クライアント企業が負う責任。

7°　該当する場合、クライアント企業が用意した個人用保護具の内容。

８°　ポルタージュ・サラリエル企業の財政保証人の名称。

9°�　サービスの実施中にクライアント企業に生じた損害について、

労働者に代わって加入した民事賠償責任を保証する保険会社の名

称と保険番号。

⑤ポルタージュ・サラリエル企業について
ポルタージュ・サラリエル企業は、ポルタージュ・サラリエルの活

動を独占的に行う（L.1254-24条）。ポルタージュ・サラリエル労働契約

は、ポルタージュ・サラリエル企業のみが締結することができる

（L.1254-25条）。

ポルタージュ・サラリエル企業は、供給される労働者ごとに活動ア

カウントを設定し、管理しなければならない。

供給される労働者は、月に一度、このアカウントに課金される項目、

特に以下を通知される。

1°�　クライアント企業がポルタージュ・サラリエル企業に対して

行った、サービス履行に伴う一切の支払い。

2°　マネージメントフィーの詳細。

３°　職業費。

4°　社会保障と税の控除。
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5°　純報酬。

6°　企業貢献引当金の額。

ポルタージュ・サラリエル企業は、その不履行の際に、以下の財政

的保証をする金融保証を証明しなければならない（L.1254-26条）。

1°　給与およびそれに付属する給付。

2°　本章に起因する賠償金。

３°　社会保障機関または社会福祉団体への強制拠出金。

4°�　社会保障法典 L.244- ８ 条に規定される条件のもと、社会保障機

関および社会施設に関して、該当する場合、雇用主に課される可

能性のある償還金。

金融保証は、相互保証会社、団体保証機関、保険会社、銀行、また

は保証を行う権限を有する金融機関が行う保証引き受けによってのみ

実現される。

これは、当該企業の年間賃金請求額に対する割合として算出され、

賃金の平均的な推移を考慮し、毎年政令で定められた最低額を下回る

ことはできない。

ポルタージュ・サラリエル企業は、供給される労働者のクライアン

ト企業の要求に応じて、社会保障機関への賦課金徴収に関する状況を

明記した社会保障機関の証明書を提供しなければならない。

ポルタージュ・サラリエル企業の活動は、行政当局への届出と財政

的保証を得た後でなければ行うことができない（L.1254-27条）。

本条に規定する宣言の内容及び手続は、コンセイユ・デタの政令で

定めるものとする（L.1254-2８条）。産業医学に関する義務は、ポルター

ジュ・サラリエル企業の責任である（L.1254-29条）。

ポルタージュ・サラリエル企業の労働者数算定の場合、以下を考慮

するものとする。

1°�　L.1111- 2 条に従って決定されたポルタージュ・サラリエル企業

の恒常に雇われる職能別労働者。
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2°�　直近の暦年において、ポルタージュ・サラリエル企業との間で

締結された労働契約に基づき、 ３ヶ月以上の期間にわたってポル

タージュ・サラリエルサービスを提供したポルタージュ・サラリ

エル労働者。

ポルタージュ・サラリエル企業における在職期間の要件のポルター

ジュ労働者への適用については、これらの労働者がポルタージュ・サ

ラリエル企業と締結した労働契約に基づいてポルタージュ・サラリエ

ル業務を行ってきた期間を通算することにより在職要件が評価される

（L.1254-３0条）。

L.6３22-6３条 1 項に定める規定の適用上、フリーランス労働者のポル

タージュ・サラリエル企業での最低滞在期間は、これらの労働者がこ

の会社と締結した雇用契約の枠内でフリーランス管理サービスを実施

した期間を合算することにより評価される（L.1254-３1条）。

４ 　小括

以上、労働法典におけるポルタージュ・サラリエルの法制度の内容

である。労働者供給事業に対する法規制でありながら、フランス労働

法典の中では労働者派遣規制と比べると極めて簡素な構成となってい

る。これは、ポルタージュ・サラリエル制度で供給される労働者が、

ポルタージュ・サラリエル企業、クライアント企業どちらに対しても

従属していないことが一つの理由として考えられる。また、賃金等の

労働条件を被供給労働者自らがクライアント企業と交渉して決定する

ため、労働者供給事業に一般的に内在する中間搾取（ピンハネ）の危険

性が少ないという事情もあろう。

Ⅳ　結びに代えて

フランスにおいて法的に認められたポルタージュ・サラリエルは、

フリーランス、専門職の非労働者のニーズと、それに応えるポルター
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ジュ・サラリエル企業の活動から生まれた労働者供給事業であった。

このようにフリーランスがその自律性を失わず、かつ、一般の労働者

同様の社会保障制度の保護を享受できるための仕組みとして、フラン

スではポルタージュ・サラリエル制度が事実上編み出され、これが法

的に承認されることなった。

本稿では、ポルタージュ・サラリエルの実態の把握と法制度の紹介

を中心にしてきたが、代表的労働組合組織全てが参加した部門労働協

定がポルタージュ・サラリエルのシステムについての詳細を定め、制

度を安定させたと言われている。そのためこの部門労働協定の内容と

ポルタージュ・サラリエルの法的課題については、さらに別稿での検

討としたい。
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違法な訴訟提起に関する
判例法理とスラップ訴訟

加　藤　雅　之

一　はじめに

七　違法な訴訟提起による不法行為の成否

七　スラップ訴訟をめぐる議論

四　結びに代えて

一　はじめに

民事訴訟の提起は、被告となった者に対して応訴に関する弁護士費

用などの金銭的負担や精神的負担を生じさせるため、訴えが法的根拠

を欠くような正当なものでないとされる場合、被告に対する不法行為

責任が成立することがある。もっとも、裁判を受ける権利は憲法32条

において保障されており、法治国家において最大限尊重されなければ

ならないため、訴えが法律的根拠を欠くことなどを理由に敗訴した場

合であっても、敗訴したことのみをもって不法行為と評価されるわけ

ではない。この問題について、確立した判例法理は訴えの提起は原則

として正当な行為であるという前提に立ち、極めて限定的な要件を充

たす場合に不法行為責任を認めている。

こうした中で、違法な訴訟提起に関する新たな問題として注目され

ているのが「スラップ訴訟」である。スラップ訴訟とは、自己に不都

合な言論を抑圧するために、勝訴の見込みがないにもかかわらず、

論　説
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もっぱら威圧目的でなされる訴訟をいい、相手方に対して苦痛を与え

る目的で裁判制度を悪用するものである。スラップ訴訟はもともとア

メリカ法に由来する用語であるが、近年、日本においてもアメリカの

議論が紹介されるとともに（1）、実際にこうした訴訟に関わった実務家

を中心にその実情が報じられることで、広く知られるに至っている（2）。

スラップ訴訟の原告は勝ち目のない訴えを提起しているため、その訴

え自体は棄却される場合も少なくない。しかし、被告には応訴による

時間的、金銭的さらには精神的な負担が生じるため、これらの負担に

より被告とされた者が疲弊し、自由な言論に躊躇することが考えられ

るが、こうした萎縮効果こそがスラップ訴訟を提起する目的となって

いる。

スラップ訴訟への有効な対策の一つとなりうるものが、こうした訴

えを違法な訴えであるとして不法行為に基づく損害賠償請求を反訴と

して提起することである。裁判例においては、スラップ訴訟も違法な

訴訟提起の一種として、前述の判例法理の枠組みを用いて不法行為の

成否が判断されている。もっとも、スラップ訴訟について、裁判を受

ける権利の尊重を前提として、限定的に不法行為の成立を認める判例

法理によることは妥当なのであろうか。

そこで本稿ではこれまで違法な訴えとして議論されていた問題と近

時のスラップ訴訟に関する議論を概観し、スラップ訴訟およびそれに

基づく不法行為責任の構造について検討を加える。

七　違法な訴訟提起による不法行為の成否

１ ．最高裁昭和6３年 １ 月２6日判決民集4２巻 １ 号 １ 頁

違法な訴えが不法行為となる要件についてのリーディングケースが

本判決である（3）。

Yが Aを介して Bに土地を売却するにあたり、Xにより行われた測

量結果が実際よりも過少であったために損害を被ったとして、Y が X

に対して損害賠償請求訴訟（以下、前訴）を提起した。前訴については
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本件測量をXに依頼したのはYではなくBであったことなどから請求

が棄却され、確定した。そこで、Xから Yに対して、前訴の提起が理

由のないものであるとして、弁護士費用の賠償および精神的損害に対

する慰謝料の支払いを求めた事案である（4）。

原審は、Xに対して測量を依頼した者が Yではないことから、Yと

X との間に契約関係が存在せず、契約責任も不法行為責任も問えない

とした上で、「前訴の提起に先立ち、まず、Xに対し測量図面等が何人

の、どのような依頼や指示に基づいて作成されたかについて事実の確

認をすることが通常人の採るべき常識に則した措置」であり、「そのよ

うな措置を採っていれば、Y は、容易に先に認定した測量図面等が作

成されるまでの経過事実を把握することができ、したがって、X に対

し本件土地の測量につき損害賠償の請求をすることは、本来、筋違い

であることを知り得たものというべきである」として、前訴の提起が

不法行為を構成するとして、Yの反訴請求を認容し、Xは Yに対して

Y が支払った弁護士報酬等に相当する80万円を損害賠償として支払う

義務があるとした。

これに対して、最高裁は原判決を破棄し、前訴の提起が不法行為に

あたらないと判示した。判決は、まず「法的紛争の当事者が当該紛争

の終局的解決を裁判所に求めうることは、法治国家の根幹にかかわる

重要な事柄であるから、裁判を受ける権利は最大限尊重されなければ

ならず、不法行為の成否を判断するにあたっては、いやしくも裁判制

度の利用を不当に制限する結果とならないよう慎重な配慮が必要とさ

れることは当然のことである」として、敗訴の確定判決自体により訴

えの提起が違法とはならないとしつつも、応訴者は「経済的、精神的

負担を余儀なくされるのであるから、応訴者に不当な負担を強いる結

果を招くような訴えの提起は、違法とされることのあるのもやむをえ

ない」として、一定の場合に訴えの提起が違法なものとなりうるとい

う判断を示す。

そして、訴えの提起が違法と評価される基準については、次のよう
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に判示する。「訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、

当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係（以下「権利等」

という。）が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そ

のことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたと

いえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨

目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるもの

と解するのが相当である（下線部は筆者）。けだし、訴えを提起する際に、

提訴者において、自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根

拠につき、高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判

制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからであ

る」。その上で、最高裁は本件の事実関係の下では、実質上、AがYの

代理人として測量依頼をしたものと考える余地がないこともないこと

や、また X の測量結果を盾に B が Y に対して残代金の請求に応じな

かったなどの事情を考慮すると、「XがYに対して損害賠償請求権を有

しないことを知っていた、またはそのことを通常人であれば容易に知

り得たともいえないとして、測量依頼や指示について事実を確認しな

かったからといって、Y による訴えの提起は「裁判制度の趣旨目的に

照らして著しく相当性を欠くもの」ではないとして、不法行為の成立

を否定した（5）。

この昭和63年判決の準則はその後の裁判例でも踏襲されており、確

立した判例法理となっている。

２ ．その後の最高裁判決

⑴　最判平成11年 4 月22日（判タ1006号141頁、判時1681号102頁）

A と Y が自動七輪車に同乗していたところ、普通乗用自動車と衝突

して、A が死亡した。この事故について、警察は、A を自動七輪車の

運転者と判断していたが、Aの両親 Xらは独自の証拠収集活動により

Y が運転者であると主張し、Y に対して自賠法 3条に基づく損害賠償

訴訟を提起した。これに対して、Yは Xらの本訴提起が不当訴訟であ
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るとして、弁護士費用および慰謝料の支払いを求める反訴を提起した。

原審は、Xらが運転者を Yであったと特段の根拠もなく思い込み、被

害感情に駆られ、A が運転者であると認定された事実を覆すに足りる

的確な証拠を持たず勝訴の見通しもないまま、Y に対して本件提訴を

したものであるから、本訴の提起は裁判を受ける権利の正当な行使と

はいえず不法行為にあたると判断し、反訴を認容した。

これに対して、最高裁は昭和61年判決の基準（前掲昭和61年判決の下線

部）を参照した上で、本件の事実関係においては、運転者が Y である

との主張を裏付ける証拠が皆無であったとはいえないことから、X ら

が特段の根拠もないまま Yが運転者であったと思い込んだということ

はできず、Aのみが死亡した本件事故においては、「捜査機関の認定と

異なる認定を前提に本訴を提起するに至ったことには無理からぬもの

がある」ことや、本件の第一審および原審における鑑定結果の中には

Xらの主張に沿うものも存在することを根拠に、「Xらが、捜査機関が

運転者を Aと認定したことを知っていたからといって、Yに対する損

害賠償請求権を有しないことを知りながら又は通常人であれば容易に

そのことを知り得たのにあえて本訴を提起したとは認められない」と

して、本訴提起は不法行為にあたらないとした（6）。

⑵　最判平成21年10月23日（判タ1313号115頁、判時2063号 6 頁）

これまで 2つの最高裁判決の事例と異なり、本件においては名誉毀

損に基づく損害賠償請求がされている点が特徴的である。

特別養護老人ホームの入所者に対して虐待行為が行われている旨の

新聞記事が同施設の介護職員である Yらからの情報提供等を端緒とし

て掲載されたことについて、本件施設を設置経営する社会福祉法人 X

が、虐待行為はなく上記の情報は虚偽であるとして、新聞記事により

信用および名誉が損なわれたことを理由に Yらに対して訴えを提起し

た。これに対して、Y らは本訴の提起が不当訴訟である上に、X の被

用者からも罵倒・暴言等の数々の嫌がらせ行為を受けたとして、慰謝
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料の支払を求める反訴を提起した。

第一審原審ともに虐待行為が事実であったと認定したことを理由に

本訴請求を棄却した。反訴請求については、第 1審において、嫌がら

せ行為とされたものの存在は認定したが、未だ受忍限度の範囲内であ

るとし、本訴の提起も不法行為とはいえないとして、Y らの請求を棄

却した。原審は、上記嫌がらせ行為の存在を認めた上で、X は当然行

うべき調査を行わないまま、虐待に関する複数の供述等を合理的な根

拠もなく虚偽と決め付けて、本訴の提起に及んでおり、本訴は、権利

の存在につきわずかな調査をしさえすれば理由のないことを知り得た

にもかかわらずこれを怠って提起されたものということができるから

不法行為に当たる、として、嫌がらせ行為と一体として不法行為を構

成することを前提に、反訴請求を全部認容した。

最高裁判決は、昭和63年判決の一般論を示したことに加え、名誉毀

損による損害賠償請求については、「報道により信用又は名誉が損なわ

れたとして救済を求める場合、訴えの提起は、紛争解決のための数少

ない手段の一つであるから、報道の自由等に配慮する必要があること

は当然としても、訴えの提起が不法行為を構成するか否かを判断する

に当たっては、上記のとおり、慎重な配慮をもって臨むべきである」

として、「報道の自由」に言及しつつも、原則としては訴えの提起が違

法となる場合を限定的に解するこれまでの判例法理が名誉毀損訴訟に

おいても妥当する旨を示す。

その上で、入所者に対する暴行については複数の投書や目撃供述が

存在していたものの、施設長が介護職員から虐待の事実を全面的に否

定する供述を得ていたことや、Y 1同席の下で、同介護職員に事実の有

無を確認するなどしたが、その供述は一貫してこれを否認するもので

あったこと、介護職員による暴行の目撃状況についての報告内容自体

にも矛盾する箇所があるように施設長が感じていることなどのほか、

入所者の身体に暴行のこん跡があったとの確たる記録もなく、後に公

表された市の立ち入り検査による調査結果においても、個別の虐待事
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例については証拠等により特定するには至らなかったという事情を挙

げ、X が、特段の根拠もないまま入所者に対する虐待がなかったもの

と思い込んだということはできないとする。そして、X の「主張する

権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであることを知り

ながら又は通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて本訴

を提起したとまでは認められないというべきである」として不法行為

の成立を否定した（7）。

⑶　最二判平成22年 ７ 月 ９ 日 （判タ1332号4７頁、判時20９1号4７頁）

昭和63年判決以降の最高裁判決が、訴え提起を不法行為とした原判

決を破棄するものであったのに対して、本判決は不法行為の成立を否

定した原審判決を破棄した点に特徴がある。

X社の経理事務を担当していたYによる横領等があったと主張して、

X 社ら（X 社および X 社の代表者等）が Y に対して不法行為に基づく損

害賠償等を請求する本訴を提起した。X が主張した横領等とは、① X

の業務に係る支払に充てるなどの名目で小切手および約束手形を無断

で作成又は偽造して、これを現金化した上、同小切手金等を領得した

というもの、②Xらの預貯金を無断で払い戻したり、解約したりして、

払戻し等に係る金員を領得したというものであった。

第一審判決は Xらの請求をいずれも棄却した。判決は、Yによる横

領行為は存在せず、「総合的に判断すると、本件訴えは、原告 X 2 （筆

者注、Xの代表取締役）がことさらに問題を作り出してあげつらい、何ら

かの不当な目的のため訴訟手続を利用しようとする悪質な濫訴という

べきものであると判断するのが相当である」と判示している。X はこ

れを不服として控訴したところ、Y が、控訴審において、X らによる

本訴の提起が不法行為に当たるとして、損害賠償を請求する反訴を提

起した。

Xの請求は原審においても棄却された。Yから Xに対する反訴請求

については、問題となった横領行為等を全体的にみて、X らが「自己
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の主張する権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである

ことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たの

にあえて本訴を提起したなど、本訴の提起が裁判制度の趣旨目的に照

らして著しく相当性を欠くものとまでは認めることができない」とし

て、反訴請求を棄却した。

これに対して、最高裁は原審判決中の Y敗訴部分を破棄して、差し

戻した。

最高裁は、これまでに紹介した最高裁判決と同様に昭和63年判決の

基準を示した上で、以下のように判示する。

「原審の認定するところによれば、Xらが主張する本件横領行為等に

係る小切手等の振出しや預貯金の払戻し等のほとんどについて、X 2が

自らこれを指示しており、小切手金や払戻し等に係る金員の多くを、X

2自身が受領しているというのである。

そうであれば、本訴請求は、そのほとんどにつき、事実的根拠を欠

くものといわざるを得ないだけでなく、X 2は、自らが行った上記事実

と相反する事実に基づいて Yの横領行為等を主張したことになるので

あって、X 2において記憶違いや通常人にもあり得る思い違いをしてい

たことなどの事情がない限り、X 2は、本訴で主張した権利が事実的根

拠を欠くものであることを知っていたか、又は通常人であれば容易に

知り得る状況にあった蓋然性が高く、本訴の提起が裁判制度の趣旨目

的に照らして著しく相当性を欠くと認められる可能性があるというべ

きである」として（8）、原審が、上記記憶違い等の事情について認定説

示することなく、不法行為の成立を否定した点について、判決に影響

を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、Y 敗訴部分を破棄

した。

このように本判決では、これまで 3件の最高裁判決と異なり、不法

行為の成立を否定した原審判決を破棄するという判断を示し、最高裁

として初めて違法な訴えによる不法行為の成立が肯定されうるとして
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いる（9）。

３ ．判例法理の分析

このように確立した判例法理においては、訴えの提起が違法となる

場合が限定的に解されている。その理由は「裁判を受ける権利」が尊

重される点にあり、これと被告の応訴負担の比較考量がされる結果、

後者の保護が狭くなると解されるのである（10）。それではどのような場

合に不法行為の成立が認められるのか。学説においては、主観的要件

として故意およびそれに準じるものを要求する見解と応訴者の利益と

の調整によって違法性を判断する見解がある。

⑴　故意不法行為からのアプローチ
故意の存在が認められるならば、損害の発生および因果関係の存在

の要件が充たされている以上、行為の危険性または被侵害利益の重大

性の程度如何を問わず、常に不法行為が成立すると解し、違法な訴訟

提起がその一場面であるとして、権利の正当な行使行為であっても故

意があれば不法行為となるとする見解がある（11）。この見解の基礎には、

故意不法行為と過失不法行為の区別を強調し、故意不法行為を意思に

基づく責任であるとして過失不法行為とその帰責根拠を異なるとする

考え方がある。

同様に、裁判を受ける権利との調整から、違法な訴えの提起を意図

的な不法行為の一例であるとして、過失不法行為と区別する見解も示

されている（12）。こうした考え方においては、違法な訴えが不法行為と

認められるためには故意およびそれに準じる場面に限定される。そこ

で、こうした見解の下で議論の中心は「故意に準じる場面」をどのよ

うに解するかということになる。ここで故意に準じる場面を、故意ま

たは重過失に基づく場合とする見解もあるが、裁判を受ける権利の保

護との調整から故意に準じる場面は極めて限定的に解すべきであるこ

とが主張されている（13）。
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⑵　被告の利益との調整
違法な訴訟提起においては、応訴者（被告）のどのような利益の保護

が問題となっているのであろうか。違法な訴えが伝統的に弁護士費用

の賠償と関連づけて議論されていたことから、違法な訴訟提起に対す

る応訴によって弁護士費用等が発生することを考慮し、いわゆる総体

財産の減少の場面とみるものがある（14）。また、「訴訟にかかわらしめ

られないという法律生活の平穏ないし自由」の侵害とみて、かかる利

益の侵害に高度の違法性が認められる場合に不法行為が成立すると解

するものもある（15）。

このように被侵害利益を観念すると、昭和63年判決の準則は次のよ

うに分析される。すなわち、①「提訴者の主張した権利又は法律関係

が事実的、法律的根拠を欠くものである」という客観的違法要素と、

②「提訴者がそのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのこ

とを知りえたといえる」という主観的違法要素の相関的評価によって、

訴えの提起が著しく相当性を欠くものとなるかどうかが判断されると

いうものである（16）。

これらの見解においては、提訴者には「裁判を受ける権利」がある

ため、提訴が原則的に正当な行為と評価される一方で、被告側の利益

の要保護性が総体的に必ずしも高いものとは位置づけられていないた

め、不法行為の成立が限定的な場合にのみ認められることになる。

こうした状況に対して、裁判を受ける権利の位置づけを問い直そう

とする見解も見られる（17）。とくに、「裁判を受ける権利」について、

原告の権利だけでなく、不当な裁判に巻き込まれないという被告の自

由権的「裁判を受ける権利」を重視していくことの必要性が主張され、

訴えの提起など私人の権利行使についても、他の私人の自由を侵害す

るおそれがあるため、その範囲を明確に限定する必要があることが指

摘されている（18）。こうした見解からは必ずしも故意または故意に準じ

る要素がない場合であっても、訴えの提起が違法となる場合がありう

ることになる。
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七　スラップ訴訟をめぐる議論

１ ．スラップ訴訟とは

⑴　スラップ訴訟の定義
近年、問題となっているスラップ訴訟とは何か、改めて整理してお

こう。スラップ訴訟の定義は確立しているとは言えないが、自己に不

都合な言論を抑圧するために、勝訴の見込みがないにもかかわらず、

もっぱら威圧目的でなされる訴訟をいう（19）。スラップという用語は、アメ

リカ合衆国におけるSLAPP（Strategic	Lawsuit	Against	Public	Participation）、

すなわち市民の公的参加の妨害排除を目的とするための戦略的訴訟、

という用語に基づいている。

アメリカでは、原告の活動に反対する個人や集団を相手に提起され

るこうした訴訟が、被告に対して応訴による負担を生じ、公的参加を

妨げる効果を持つだけでなく、被告以外の者も訴えられるリスクを恐

れ、公的参加を避けることになり、表現の自由に対する萎縮効果が広

く公衆に対して及ぶことが問題視されている（20）。

スラップ訴訟の特徴として以下の要素が挙げられる（21）。①民事訴訟

提起の形式をとること、②多くのスラップが被告に心理的な打撃を与

えるに足りる巨額請求となっている（22）、③被告の正当な言論・業務、

正当な市民運動を抑制し萎縮せしめる目的をもって提起されている、

④権力者ないしは社会的強者が原告となって、比較弱者を被告とする、

⑤力量のない被告に大きな負担を強いる「いやがらせ効果」を有する、

⑥多くのスラップは勝訴の見込みが薄い。とくに、⑤および⑥にある

ように、スラップ訴訟の主たる目的は、萎縮効果にあり、勝訴の見込

みが薄くても、提訴自体で目的を達するものと特徴づけられている。

⑵　スラップ訴訟への対応と問題点
本稿の目的はスラップ訴訟への対応策を検討することにはなく、違

法な訴訟提起に関する既存の判例法理がスラップ訴訟においても妥当
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するかを論じることにあるが、現在スラップ訴訟に対する関心が高

まっている中でいかなる対応が論じられているかを概観しておこう。

これにより、とくに名誉毀損型のスラップ訴訟がなされる構造的要因

を理解することができよう。

スラップ訴訟は表現の自由を脅かす深刻な問題として認識されてお

り、その対応の必要性が論じられている。アメリカ州法においては、

いわゆる反スラップ法が制定されており、こうした立法的対応を求め

る声もある（23）。もっとも訴訟制度が異なる日本において、アメリカ法

と同様の反スラップ法を導入することについては慎重な見解もあり（24）、

見解の一致はみられていない。

既存のルールとの関係では、日本におけるスラップ訴訟の多くが名

誉毀損損害賠償の形式をとることから、名誉毀損法理に対する再検討、

とりわけ「真実性・相当性法理」の見直しが主張されている（25）。

名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社

会から受ける客観的評価を指し、この社会的評価が低下することによ

り名誉毀損が成立する。社会的評価の低下は表現行為によってなされ

るため、表現の自由との調整が必要になり、判例において次のような

免責法理が確立している。すなわち、事実摘示型名誉毀損においては、

その表現行為が公共の利害に関する事項であり、公益を図る目的でな

された場合、摘示された事実が真実であるとこが証明されたときには

違法性が阻却される（真実性の抗弁）。また、真実であることが証明され

なくても、事実が真実であると信じるについて相当な理由がある場合

には故意または過失が否定され、不法行為が成立しない（相当性の抗弁）（26）。

スラップ訴訟との関係で問題となるのは、真実性の抗弁および相当

性の抗弁について、被告側に立証責任がある点である。提訴者として

は、社会的評価の低下が存在することについて立証すれば、当該訴訟

において主張した権利に法律的根拠があると認められるため、提訴が

比較的容易であるといえる。このことから、日本の名誉毀損法理は、

比較法的に見ても非常に被害者に好意的に構築されており、表現の自
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由を行使する者にとっては極めて不利になっているとの指摘がある（27）。

こうした状況への対応として、名誉毀損法理の立証責任の転換を主張

されているが（28）、スラップ訴訟を抑止するために名誉毀損一般につい

ての免責法理の見直しを図る必要があるかについてはなお議論が必要

であろう。

２ ．スラップ訴訟の違法性が問題となった裁判例

以下では、スラップ訴訟と位置づけられている公刊裁判例の中で、

スラップ訴訟が不法行為であるか否かが問題となったものをみていこ

う（29）。

①　東京地判平成13年 6 月29日判タ1139号184頁（幸福の科学事件）

宗教法人 Xの元信者 Y 1が、X から高額の献金を強制されたと主張

して、弁護士 Y 2を代理人として損害賠償請求訴訟（献金訴訟）を提起

した。その際、Y 2は記者会見を開き、「尾行やいたずら電話など組織

的な嫌がらせも続いており許しがたい。」という内容の声明文を読み上

げた。これに対して、X は訴訟の提起および記者会見によって名誉を

毀損されたと主張して、Y 1およびY 2に対して総額 7億円の損害賠償

を請求した（30）。これに対して、Y 2が献金訴訟は正当な行為であり、

XのYらに対する不当な名誉棄損訴訟により損害を被ったとして、800

万円の損害賠償を求める反訴を提起した。

判決は、記者会見による名誉毀損の成否については、公共の利害に

関する事実に関わり、公益を図る目的であるとした上で、その内容は

真実であると認めることはできないが、真実と信じる相当なりうるが

あったとして、名誉毀損の成立を否定して、本訴請求を棄却した。そ

して、反訴請求については以下のように判示して、一部（100万円）を

認容した。

「Aは Xの代表者として、Xに敵対する者に対する攻撃ないしは威嚇

の手段として訴訟を用いるとの意図を有していたこと、本訴の請求額
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が従来のこの種の訴訟における請求額の実情を考慮したとしても不相

当に高額であることが認められ」るとし、さらに本訴提起に至った経

緯などを考慮して、「本訴提起についての意思決定は、仮にそれがA自

身によるものではないにしても、Aの意図を決現した Xの組織的意思

決定としてされたものというべきである。そして、特に本訴が献金訴

訟の提起からわずか七週間程度の短期間で提起されていることに照ら

すと、本訴提起の主たる目的は、献金訴訟を提起した Y 1及びその訴

訟代理人である Y 2に対する威嚇にあったことが認められる」「よって、

X は、主に批判的原論を威嚇する目的をもって、 7億円の請求額が到

底認容されないことを認識した上で、あえて本訴を提起したもので

あって、このような訴え提起の目的及び態様は裁判制度の趣旨目的に

照らして著しく相当性を欠き、違法なものといわざるをえない」とし

て、この訴えにより Y 2が被った「甚だしい精神的苦痛」に対する慰

謝料として100万円を認定した。

本判決では、X による訴えの提起が「批判的言論を威嚇する目的」

にあることを判示した点で特徴的であるが、こうした認定をするにあ

たっては、献金訴訟からわずかの期間で本訴が提起されていることや、

請求額が「不相当に高額であること」が挙げられている（31）。また、本

訴（名誉毀損訴訟）について事実的、法律的根拠があるかについては判

断をしておらず、訴訟提起に行った経緯から違法な提起と判断してい

る点で、裁判所が Xによる訴えについて、強い主観的違法要素を認定

し、それ以外の要素を判断せずに不法行為の成立を認めている点にお

いて、従来の違法訴訟類型とは異質な判決であると言えよう（32）。

②　東京地判平成17年 3 月30日判時1896号49頁（武富士事件）

消費者金融業者 Xが、弁護士 Yらにより執筆された書籍中の記述が

名誉を毀損するものであるとして、損害賠償および差し止めを求める

訴えを提起した。これらの訴えが不当訴訟であるとして、Yらは Xに
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対して反訴を提起した（33）。

X からの訴えは、記事中の記述の大部分について真実性が認められ

ることなどを理由に、棄却され、Yからの反訴について一部認容した。

本判決の特色は、昭和63年判決を引用した上で、抗弁事実の存在の認

識がある場合にも不当訴訟になりうるとした点にある。

「提訴者が請求原因事実の不存在のみならず、抗弁事実の存在を認識

し又は容易に認識し得た場合も、同様に訴え提起等が違法になる余地

があるものと解される。もっとも、名誉毀損訴訟においては、事実が

真実であると証明された場合には違法性が否定されるのに対し、真実

であるとの証明はないが真実であると信じたことに相当な理由がある

ときには、違法性が否定されるのではなく故意過失、すなわち責任が

否定されるとされていることからして、一般には、いわゆる相当性の

抗弁が認められて請求が棄却された場合、表現自体の違法性は否定さ

れていないのであるから、訴えの提起や訴訟遂行が違法と判断される

ことは考え難いものと一応いうことができる。しかし、記事の大部分

について真実性の証明があり、一部に真実であるとまではいえないが

そう信じたことに相当な理由があるというように、部分的に真実性の

立証が欠けているにすぎず、かつその部分についても相当性の立証は

されているような場合には、表現の自由が民主主義体制の存立と健全

な発展のために必要な、憲法上最も尊重されなければならない権利で

あることに鑑み、全体的に見れば損害賠償請求権の不存在が明らかで

あって、訴えの提起等が違法となる余地があるものと解される。」そし

て、「Xは、本件各記述の内容が真実であるか否かについて、意に介す

ことなく、記事の中には真実の部分が含まれている蓋然性が多分にあ

るが、そうであったとしても一向に構わないとして、十分な調査を行

うこともなく批判的言論を抑圧する目的を持ち、甲事件を提起したも

のと推認するのが相当である」として、本件提訴が「請求が認容され

る余地のないことを知悉しながら、あえて、批判的言論を抑圧する目

的で行われたものであり、裁判制度の趣旨目的に照らして不相当なも
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のというべきであり、違法な提訴であると認められる」と判示した。

本判決については、批判的言論を抑圧する目的を認定することによ

り、主観的違法要素を認めているもの解され、①判決と異なり違法訴

訟に関する判例法理の枠組を用いるものではあるが、強い主観的違法

要素を認めている点が特徴的である（34）。

③　高知地判平成24年 7 月31日判タ1385号181頁

普通地方公共団体である X町において、町議会議員が私的に発行す

る広報紙に町政執行を批判した記事を掲載したことについて、X が本

件記事によって町自体の名誉等が毀損されたなどと主張して、本件記

事の掲載に関与した町議会議員 Yらに対し、損害賠償請求をしたのに

対して、Yらが、Xの町長が反町長派の町議会議員である Yらの政治

的言論を封じ込める目的で、町議会議員選挙の直前に、裁判制度を悪

用してあえて本訴を提起したものであり、本訴は不当訴訟に当たるな

どと主張して、Xに対し損害賠償請求をした事案である。

まず、名誉毀損の成否については以下のように判示し、不法行為の

成立を否定し、反訴については、以下のように判示して認容した。

「本件記事は、社会通念上町政批判として許容される範囲を逸脱する

ものとは認められないから、住民自治の理念に照らして、X 執行部は

Y らの批判を甘受するなどの責任を負うべきである。そして、X 執行

部は、町民を代表する町議会議員である Yらの批判に対し、町議会に

おける討論だけでなく、町の広報を利用するなどしてその事実認識や

見解等を表明し、これに反論できるのであるから、X は、その批判が

明白な事実誤認に基づくものであったとしても、原則として言論を

もってこれに対抗すべきである。これに加えて、X が、町議会議員で

ある Yらの批判によって名誉等が毀損されたという理由で安易に損害

賠償請求をする場合には、それ以後、Yらが Xの行政執行について自

由に批判することに萎縮的効果が生じ、Y らの表現の自由や政治活動
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の自由に対する制約となりかねないことなどを考慮すると、そのよう

な損害賠償請求をすることが裁判を受ける権利の行使であるといって

も、そこにきわめて高い必要性や相当性が認められなければならない

ものと解される。」

本判決においては言論に対しては言論で対抗すべきであるとしてい

る点が注目されるともに、名誉毀損による損害賠償についての萎縮的

効果に言及し、表現の自由の重要性を認めている点が重要であると思

われる（35）。

④	　長野地伊那支判平成27年10月28日判時2291号84頁（伊那太陽光発電

事件）

太陽光発電設置業者 Xが太陽光発電設備装置に関して開催した住民

説明会において、Yが反対意見を述べ、同計画に対する反対運動を行っ

た。Xは、Yの発言が Xの名誉や信用を毀損するなどと主張するとと

もに、Y の反対運動等により太陽光発電設備の設置を断念させたとし

てこれによる逸失利益についても損害賠償を請求した。これに対して、

YはXの訴え提起が不法行為であるとして反訴を提起した。

判決は、本訴請求については、住民説明会の場における反対意見は

何ら問題ないとして不法行為の成立を否定した。反訴請求については、

昭和63年判決の基準を示し、以下のように判示し、不法行為の成立を

認めた。

「Xは、Yの住民説明会での発言やYの反対運動が違法であるとして

損害賠償を求める訴えを提起したのであるが、X が違法であると主張

する具体的な言動は、住民説明会における発言のほかにはなく、反対

運動については、特定の行為を違法であると指摘しているものではな

い」とし、本訴請求において Yの行為には違法性がないと判断されて

いることから、「通常、本件のYの言動に不当性を見出すことは考えが

たく、X においてこれを違法と捉えて損害賠償請求の対象になると考
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えたとはにわかには信じがたいところであるし、少なくとも、通常人

であれば、Y の言動を違法ということができないことを容易に知り得

たといえる。」さらに、逸失利益（ 2億2000万円）の主張についても、

「設置の取り止めは、住民との合意を目指す中でXが自ら見直した部分

であったにもかかわらず、これを Yの行為により被った損害として計

上することは不合理であり、これを基にして一個人に対して多額の請

求をしていることに鑑みると、X において、真に被害回復を図る目的

をもって訴えを提起したものとも考えがたいところである」として、

本件訴えが裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くもので

あるとした。

Y による住民説明会の場の発言や反対運動が不法行為を構成するも

のではないため、本訴の提起が報復や見せしめ目的であることを合理

的に疑われる事案であり、結論自体に異論はない（36）。本判決において

は、掲載誌である判例時報において、そのタイトルとして「スラップ

訴訟」の用語が使われている点も注目に値しよう（37）。

⑤　千葉地裁松戸支判令和元年 9月19日（N国党スラップ訴訟事件）

東京都立川市議会議員選挙に政党 Aより立候補した Xについて、Y

がインターネットのブログ上で立川市に居住実態がほとんどない旨の

記述をしたところ、かかる記述が Xの社会的評価を低下させ、Xの選

挙活動の妨害し、名誉を毀損するものとして慰謝料200万円の支払を求

める損害賠償を請求した。これに対して、Y は本件記述の内容が真実

であるとして反論するとともに、X は同請求に理由がないことを知り

ながらスラップ訴訟として Yに経済的負担を課することを目的として

提起したものであり、不法行為を構成するとして反訴を請求した。

本訴については Yが Xの立川市における居住実態がないと認識した

ことには相当の理由があったとして、不法行為の成立を否定した。反

訴請求については、昭和63年判決の基準を引用した上で、「Xは、Yが、
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少なくとも、本件記述を真実と信じたことについて相当な理由がある

ことを知りながら、又は容易に知り得たにもかかわらず、あえて本訴

を提起したもので、訴えの提起が裁判制度の趣旨に照らして著しく相

当性を欠くものと認めざるを得ない」として、不法行為の成立を認め

た。こうした判断の根拠となったのが以下の事実である。すなわち、

① X自らが公開した動画上で視聴者から立川市における居住実態があ

るのか尋ねる内容を書き込まれていること、② Xは、本訴請求におい

て、立川市での居住実態を裏付ける資料として住民票以上のものは提

出せず、Yからの求釈明に対しても応答しなかったこと、③ Xは、一

貫して訴訟遂行に意欲的ではなく、第 3回口頭弁論期日の後には、本

件請求を放棄する旨の書面（以下、本件放棄書）を提出するなどしたこ

と、④ Xによる本件放棄書提出の直後に、政党 Aの代表者が、本訴請

求は、そもそも勝訴を企図した裁判ではなく、スラップ訴訟であり、Y

に経済的ダメージを与える訴訟である趣旨を、覆面をした Xに説明す

る動画を公開していることなどの事実であり、こうした事実が訴えの

違法性を基礎づけている。

本判決は X側がスラップ訴訟であることを公言するなどかなり特殊

な事案である、もっとも、訴訟遂行態度なども考慮して、X の主観的

違法要素を認定している点の判断自体は目新しいものではない（38）。

３ ．小括

⑴　スラップ訴訟をめぐる裁判例と違法訴訟
以上で概観したようにスラップ訴訟についても、裁判所は違法訴訟

に関する判例法理の基準を用いている。もっとも、スラップ訴訟と分

類される裁判例では、提訴者に強い主観的違法要素が認められるため、

もともと違法訴訟に関する議論において考慮された「裁判を受ける権

利」との関係に配慮する必要がないと考えられる。そこで、スラップ

訴訟を従来の違法訴訟類型と区別して位置づけることが妥当ではない
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だろうか。

従来の判例法理によっても、スラップ訴訟による不法行為の成立は

認め得るが、より端的にスラップ目的ないし言論抑圧目的などを認定

し、スラップ訴訟による不法行為責任を認める方向性も考えられるで

あろう。その際には、これまでの裁判例にみられるように不相当に高

額な請求額や訴訟遂行態度などがスラップを認定する判断基準の一つ

になるであろうし、とくに名誉毀損型のスラップ訴訟においては③判

決が示すように批判的な言論に対しては、本来言論で対抗すべきとい

う考え方も重要であると思われる。本来の対抗手段によらず、損害賠

償訴訟が提起された場合には、訴えの提起の経緯などからスラップ訴

訟と認めることも可能であろう。

このようにスラップ訴訟を位置づけた場合、訴訟提起が違法なもの

となるためには故意またはそれに準じるものがある場合に限られると

する見解によれば、スラップ訴訟と違法な訴訟提起が同一のものであ

ると思われるかもしれない。たしかに、違法な訴訟提起が勝ち目のな

い訴訟を、もっぱら被告を害する目的で故意に行うものと考えれば、

両者は同一のようにも思える。しかし、従来の違法訴訟とスラップ訴

訟が異なっている点は、スラップ訴訟においては相手の言論を弾圧す

る目的で萎縮効果を与えようと行っている点にある。スラップ訴訟は、

単に相手に対して弁護士費用等の金銭的な損失を発生させるだけでな

く、表現の自由によって保証される言論の抑圧が目的となっているこ

とに留意することが必要であると思われる。そして、こうした目的で

の訴訟提起はそもそも「裁判を受ける権利」によって保障されるもの

ではないため、「裁判を受ける権利」との調整を図る必要もない。

⑵　被侵害利益の再検討
以上の検討によれば、スラップ訴訟において侵害されている利益は、

憲法上保証されている表現の自由であると解することができよう。違

法な訴訟提起による不法行為については、弁護士費用のなどの総体財
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産の侵害であるとか、法律生活の平穏ないし自由が侵害されていると

解されていた。このことから、提訴者に憲法上保証される「裁判を受

ける権利」との比較考量により、被告側の利益が劣後する結果となっ

ていた。

しかし、スラップ訴訟では、被告について自由な表現行為を行うと

いう人格的利益が侵害されており、こうした利益は憲法上も保証され

ている要保護性の高い法益とみることができよう。スラップ訴訟は、

かかる人格的利益に対して故意による侵害がなされるものであり、違

法な訴訟提起の場面と異なり、提訴者と応訴者の利益を考量する必要

はない。

また、このように被侵害利益を位置づけることは、スラップ訴訟に

対する有効な対策にもなりうる。これまでの裁判例にみられるように

スラップ訴訟による不法行為が認定されても、賠償額が少ないため、

被告の補償は乏しく、原告にとっての不利益が小さいことが指摘され

ていた（39）。そこで、被侵害利益を人格権の中でも要保護性の高い法益

とみることにより賠償額を増額する方向に向かうことはできないであ

ろうか。

四　結びに代えて

本稿では現行法の下で、スラップ訴訟をどのように位置づけ、それ

に対するありうる対策について検討した。とりわけ、スラップ訴訟の

問題点とされる賠償額が低額にとどまっていることへの対策は、被侵

害利益の再検討だけで足りるものではなく、将来的には立法による手

当てが必要になろう。もっとも、これまでスラップ訴訟は、そもそも

その定義自体も明確に定まっていたとは言えない状況であったことが、

立法論の妨げになっていた。これについては、スラップ訴訟という用

語が一般的になり、裁判例が蓄積されるにつれ、徐々にスラップ訴訟

の輪郭が明確になりつつあることから、こうした問題も解消されるこ

とが期待される。
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スラップ訴訟が容易に認められてしまうことは、表現の自由に対す

る深刻な脅威であり、民主主義社会の根幹に関わる問題であるとの認

識の下、さらに議論を深めていく必要があろう。

（ 1）	 これまでのアメリカ法についての研究は主に憲法学の観点から、表現
の自由との関係で論じられてきた。主なものとして、松井茂記『表現の自
由と名誉毀損』403頁以下（有斐閣・2013年）、藤田尚則「アメリカ合衆国
における SLAPPに関する一考察（ 1）～（完）」創価法学42巻 3 号 1 頁、
43巻 1 号25頁、 2号167頁、 3号35頁、44巻 1 号 1 頁、 2号107頁（2013年
～2015年）、吉野夏己「反 SLAPP 法と表現の自由」岡山大学法学会雑誌
65巻 3 ＝ 4 号15頁（2016年）、同「スラップ訴訟と表現の自由」岡山大学
法学会雑誌67巻 3 = 4 号431頁（2018年）。

（ 2）	 ジャーナリストによるスラップ訴訟の実情を伝えるものとして、烏賀
陽弘道『スラップ訴訟とは何か』（現代人文社・2015年）がある。また、
消費者法ニュース106号（2016年）もスラップ訴訟の実例を示す。これら
の影響もあり、法学セミナー誌において、「［特集］スラップ訴訟」法セ
741号15頁以下（2016年）および「［特集］スラップ訴訟の形態と対策」法
セ号 7頁以下（2020年）と 2つの特集記事がされるなど、この問題につい
ての関心の高まりを示している。

（ 3）	 本判決以前の状況については、吉田邦彦「訴えの提起が不法行為とな
る場合」判時1300号201頁（1989年）、後藤勇「訴え提起による不法行為成
立の具体的要件」判タ875号 9 頁（1995年）など。大審院判決においては、
訴えの目的等が公序良俗に反する場合に不法行為を構成するとするものが
あった。大判昭和18年11月 2 日民集22巻1179頁など。

（ 4）	 本件では前訴について一審判決後にYが控訴を取り下げたことによっ
て判決が確定したいため、違法な訴えを理由とする Xから Y に対する別
訴で請求されている。

（ 5）	 西川佳代「本件判批」別冊ジュリ226号民事訴訟判例百選［第 5版］
79頁は、本件において提訴者に要求されている事実確認・調査の程度が低
いことを指摘する。また、本件当時と異なり、現行民事訴訟で設けられて
いる提訴前の照会（民訴132条の 2）や提訴前の証拠収集処分（民訴132条
の 4以下）が本判決の枠組みにおける主観的違法要素の判断に影響し得る
としている。

（ 6）	 本判決の評釈として、手塚宜夫・判時1700号194頁（判評494号16頁）。
結論としては、昭和61年判決の事案以上に訴えの違法性が否定されやすい
ものであると考えられる。

（ 7）	 本判決では X から Y に対する嫌がらせ行為の存在は認め、これによ
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る不法行為の成立も認めている（慰謝料額について審理を尽くすために差
戻し）。しかし、本訴の提起は嫌がらせ行為に含まれるものではないとし
た。

（ 8）	 このほか、X 2の子である他の原告についても、X 2の主張に依拠し
て本訴を追行していることから、X 2と同様に解している。

（ 9）	 本判決の評釈において、松下純一・判タ1361号54頁（2012年）は、こ
れまでの最高裁判決が不法行為の成立を否定的に解していた背景に、「通
常人にとっても勝ち目がないことが容易に分かる場合を除いては、真実を
明らかにするのは訴訟の場なのであって、紛争を民事訴訟の場に持ち込む
こと自体については不法行為という否定的な評価を原則としてすべきでな
い、という判断があるものと思われる」とする。その上で、本判決の原審
の評価が訴えの提起に関する主観的違法要素を否定した点が「過度に慎重
であったという評価も可能であるように思われる」という。

（10）	 橋本佳幸・大久保邦彦・小池泰『民法 V　事務管理・不当利得・不法
行為［第 2版］』121頁～122頁（有斐閣・2020年）

（11）	 平井宜雄『債権各論Ⅱ不法行為』71～72頁（弘文堂・1992年）。
（12）	 吉田・前掲注（ 3）。違法な訴訟提起による不法行為を現代的に重要な
「意図的不法行為」の一場面としてみる。
（13）	 和田真一「訴え提起の違法性判断要素としての「重過失」」立命館法
学363・364号1063頁以下（2015年）。判例法理が違法な訴訟提起について、
故意または重過失を要件とする見方は間違いではないとしつつも、ここで
いう重過失とは故意に匹敵する範囲に限られるとする。具体的には、「通
常人では考えられないような事実誤認して、訴えに根拠があるとの思い込
みをしないという程度の注意が求められるに過ぎない」として、重過失の
判断基準である注意義務の水準が低いことを指摘する。

（14）	 幾代通『不法行為法』79頁（筑摩書房・1977年）、内田貴『民法Ⅱ［第
3版］』380381頁（東京大学出版会・2011年）。

（15）	 潮見佳男『不法行為法Ⅰ［第 2版］』190頁（信山社・2009年）。
（16）	 加藤新太郎『弁護士役割論［新版］』187頁（弘文堂・2000年）。
（17）	 上野達也「訴えの提起と不法行為法」産大法学43巻 3 ･ 4 号46～47頁
（2010年）。スラップ訴訟という用語が一般的でない時期の論稿であるが、
すでに後述の東京地判平成17年 3 月30日判時1896号49頁が応訴者の表現の
自由を問題としていることに触れ、応訴者の利益の類型化の必要性を説く。

（18）	 浅野有紀「最高裁判例にみる『裁判を受ける権利』」法律時報75巻 8
号33頁（2003年）。

（19）	 スラップの詳細な分類については、紀藤正樹「スラップに対する対策
と方策」法セ780号14頁以下（2020年）。

（20）	 松井・前掲注（ 1）403頁以下。
（21）	 澤藤統一郎「スラップ訴訟とは何か」法セ741号17頁～18頁（2016年）。
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（22）	 後述するように（注（31））、その後の事例においては必ずしもこの要
素は当てはまらない。

（23）	 アメリカにおける反スラップ法について簡潔にまとめるものとして、
藤田尚則「アメリカにおける反スラップ法の構造」法セ741号34頁（2016
年）、同「アメリカ合衆国諸州における「反スラップ法」の制定とその内
容」法セ780号25頁以下（2020年）」。反スラップ法の内容は州によりさま
ざまであるが、スラップとされる訴えの迅速な却下、立証責任の転換など
により被告を保護する方策が定められているほか、被告側の弁護士費用等
の賠償に加えて、提訴者に制裁金を課すものなどがある。

（24）	 小倉秀夫「反スラップ法制を日本に導入することの是非」法セ780号
31頁（2020年）。

（25）	 窪田充見・大塚直・手嶋豊『事件類型別　不法行為法』309頁～310頁
［建部雅］（弘文堂・2021年）。
（26）	 窪田『不法行為法［第 2版］』115頁～119頁（有斐閣・2018年）など。
なお、事実摘示型と区別される意見論評型においても、意見論評の前提と
なる事実の部分については、事実摘示型による免責法理と同様の枠組が採
用されている。これに加え、意見論評については、「人身攻撃に及ぶなど
意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り」不法行為は成立し
ない。

（27）	 松井茂記「判批」メディア判例百選［第 2版］158頁（2018年）。また、
瀬木比呂志「スラップ訴訟、名誉毀損損害賠償請求訴訟の現状・問題点と
あるべき対策（立法論）」法セ741号30頁（2016年）は、訴訟運営のあり方
も原告に有利になっているという。

（28）	 公的人物についての名誉毀損が成立するためには、表現者においてそ
の表現が虚偽であることをしていた、または虚偽であるか否かを無視して
なされたことを、提訴者（公的人物）の側で立証しなければならないとす
るアメリカ法における「現実の悪意」の法理が参照される。もっとも、
「現実の悪意」法理はスラップ訴訟対策のために生まれたものではなく、
表現の自由に対する保護に基づくものである。松井・前掲注（ 1）61頁以下。

（29）	 小園恵介「不当訴訟に対する損害賠償請求」法セ780号19頁以下
（2020年）。なお、烏賀陽弘道・前掲注（ 2）66頁以下では、公刊されていな
いものも含め、スラップ訴訟とされる裁判例が挙げられており、反訴が提
起されているもの以外の事案も知ることができる。

（30）	 X に対する損害として 7億円を請求するとともに、Xの幹部 2名につ
いて各5000万円を請求しており、総額で 8億円の請求をするものであった。

（31）	 烏賀陽弘道・前掲注（ 2）91頁。日本におけるスラップ訴訟の実例をあ
げる同書では、本判決が反訴を認容したのは請求金額が高額であったこと
が主な理由であったとされ、「この判例後の日本のスラップ訴訟では億円
単位の請求は姿をひそめ、数百＝千万円が多くなる」と指摘する。なお、
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同書によれば、本件訴訟は控訴審および上告審でもXが敗訴している（高
裁判決および最高裁判決は未公刊）。

（32）	 本判決を、従来の不当訴訟と異なる「批判的言論威嚇（抑圧）目的訴
訟」という新たな類型を成立させたものと位置づけるものとして、池田辰
夫「本件判批」メディア判例百選［初版］156頁（2005年）。

（33）	 Xに加えてX社の代表取締役に対しても損害賠償請求訴訟を提起して
いる。

（34）	 河津博史「本件判批」銀行法務21　658号113頁（2006年）。小園・前
掲注（29）22頁。

（35）	 小園・前掲（29）も、本判決について表現の自由や政治的自由の実効的
な保障が正面から検討された例であるとして評価する。

（36）	 桑原勇進「本件判批」現代民事判例研究会編『民事判例13	2016年前
期』116頁（日本評論社・2016年）。

（37）	 判例時報のタイトルは、「太陽光発電設備を設置して発電事業を行お
うとしている事業者の設置区域の住民に対する説明会において、生活支障
や環境破壊のおそれを質したり主張したりして反対の意見を述べた住民の
言動が、事業者の信用や企業イメージを不法に毀損するものではなく、右
事業者の、反対住民に対する損害賠償請求本訴の提起がいわゆるスラップ
訴訟に当たり違法とされた事例」である。

（38）	 加藤雅之「本件判批」現代民事判例研究会編『民事判例21』（日本評
論社・2020年102頁。また、須加憲子「本件判批」リマークス62号58頁
（2021年）は、X の言動から明らかになった「スラップ目的」を根拠に不
法行為の成立を認めたとすべきであったとする。

（39）	 紀藤・前掲注（19）15頁。スラップ訴訟であると認定されても、認容さ
れる慰謝料の金額は100万円前後であり、実際に裁判でかかる裁判費用や
弁護士費用にも満たない基準であるとする。
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自然湧出泉時代の
浅間温泉における湯口権の諸相

─鷹の湯事件前史としての 2つの裁判例を手がかりとして─

清　水　恵　介

１ 　序　論

筆者は、旧稿において、温泉権を論ずる上で今日なお外すことので

きない、著名な「鷹の湯事件大審院判決」（１）を起点としつつも、そこ

から距離を置き、事件の舞台となった浅間温泉一般の湯口権慣習を明

らかにすべく、湯口（源泉）支配をめぐる江戸時代からの浅間の歴史を

素描した（2）。本稿では、この旧稿を踏まえて、自然湧出泉時代の浅間

温泉における湯口権の諸相を、鷹の湯事件の前史として位置づけられ

得る 2つの事件である、「松の湯事件」と「ひなの湯事件」の各裁判例

（判決）を手がかりに考察を加えることとする。

「鷹の湯事件大審院判決」は、従来は自然湧出泉で占められていた松

本地方の浅間温泉において、源泉地盤所有権とは独立して処分される

温泉専用権である「湯口権」についての地方慣習法が存在する旨判示

したものの、この事件で権利の帰属が争われた「鷹の湯源泉」につい

ては、大正末期当時、浅間の地で最初に出現した本格的な掘削泉で

あったことから、地方慣習法が生成されたと考えられる自然湧出泉の

時代にこれを一般化させて捉えることができない。そこで、本稿では、

浅間温泉における同時期の別個の紛争事例として知られていた「松の

論　説
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湯事件東京控訴院判決」に着目し、その判旨と事実関係とが示す湯口

権の性質を考察する。この事件で権利の帰属が争われた「松の湯源泉」

は、浅間の 2大自然湧出源泉群の １つであった荒湯（南部）源泉群の地

域に含まれており、湯口権慣習を考察する上では、「鷹の湯源泉」以上

に適性を有すると思われるからである。

そして、本稿では、これまでほとんど考察されてこなかった、浅間

温泉に関する明治期の裁判例である「ひなの湯事件大審院判決」にも

触れておく。この事件が対象とする「ひなの湯」の源泉もまた荒湯

（南部）源泉群の地域内にあって「松の湯源泉」とも30m 程しか離れて

おらず、また、いずれも明治期の分湯に由来する事件であるため、両

事件を併せて検討することが、むしろ考察を深める上で望ましいとす

らいえるからである。ともに原審・原々審の判決まで入手できていな

いため事案の詳細は不明であるものの、登場する人物や湯の名称等を

手がかりに、関連資料を用いて事案を補足することで、湯口権の性質

の一端を読み解くこととしたい。

2　いくつかの前提

ここでは、まず、湯口権に関する上記 2つの事件を読み解く上での

共通の前提となる、いくつかの史実を記すこととする。その多くは旧

稿で整理・紹介したものであるが、再度史料を調べ直す過程で新たに

判明した点があり、その点も含めて概観する。詳細は、旧稿や旧稿が

依拠した種々の文献の参照を願う。

⑴　江戸時代における内湯持と下浅間の形成

浅間温泉の源泉は、過去・現在を通じて上浅間の地域にほぼ限定さ

れている（3）。この上浅間において、江戸時代以来、源泉付近に居住し

て自己の屋敷に内湯を設けていた者は「内湯持」と呼ばれ、湯株を保

持する者とされた（4）。

今から350年以上前、この地域を流れる横
よこ

谷
や

沢
さわ

の洪水があったために
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川底が削り取られて新たな源泉が湧出したとされる年の翌年である

１665（寛文 5）年の時点（5）で、少なくとも、１１ヶ所の源泉に対して１9

の湯坪（浴槽）があり、 7名の内湯持がいたことが読み取れる（次頁の

表 １①参照）（ 6）。また、内湯持の調べとしてより正確に記録された１692

（元禄 5）年の時点では、１3ヶ所の源泉に１6口分の「湯口」があって湯

坪も29あり、内湯持（湯坪１5）も既に１１名いたとされる（表 １③参照）（ 7）。

ここからは、 １ヶ所の源泉に 2口分の「湯口」があり得ることと、源

泉から分湯されて「湯口」数を超える数の湯坪がみられ、その湯坪の

うち、領主・家臣のための湯である「御殿湯」等と共同湯としての

「入込湯」の湯坪等を除いた、内湯としての湯坪を有する者が「内湯

持」と呼ばれていたこと、しかも、自己の屋敷内に源泉があっても、

その湯が「入込湯」として利用される場合があるほか、引湯・分湯さ

れて他者が持つ屋敷で内湯として利用される場合があり、そのような

場合であっても、「内湯持」とされるのは、源泉地の屋敷を持つ者では

なく、あくまで引湯・分湯先の屋敷を持つ者であったことがわかる。

この「内湯持」の地位（ないし内湯株）は、村役人株としての特権を

伴ったがゆえに、とりわけ江戸時代においては、容易に譲渡されるこ

とがなかった（表 １参照）。相続による世代交代のほか、分家への分湯

や質流れを機とする譲渡の例がみられたものの（8）、１742（寛保 2）年

8月に発生した大洪水・山津波（9）によって荒湯の地域（上浅間の一部）

の屋敷が埋没し、35軒の集団移住により新たな下浅間の屋敷群が形成

された際も、移住前の内湯持の地位が移住先の下浅間でも存続し、一

種の引湯権が保障された。すなわち、流れ屋敷と呼ばれる上浅間の旧

屋敷にあった源泉数か所の湯を １本の湯樋に合流させて下浅間屋敷地

の末端まで引湯し、移住先の各屋敷に再分配する仕組み（ある種の集中

管理方式）が取られ、そして、その引湯先は基本的に、旧来の内湯持の

屋敷であった。自然災害を契機とするとはいえ、引湯権が特定の土地

に帰属するといった地役権的構成ではなく、特定の人（内湯持）に帰属

するといった人役権的構成が志向されていた。
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下浅間確立後の江戸末期には、上浅間の旧屋敷に埋まっている埋れ

湯（新源泉）の起
おこし

返
がえ

りを契機として、長い論争の末、分湯等による 7

名の新湯持が１844（天保１5）年までに公認され、内湯持の大幅な増加が

みられた（表 2③ 5～１１参照）。このうち、表 2③ 5～ 7（松・竹・梅の湯）

と１１（目の湯）は、自己の持ち地から湧出した湯を内湯にした者であっ

たが、表 2③ 8～１0（富貴・桑・錦の湯）については、松本藩家中の湯

として公収した際に地所の世話や家作の普請を引き受けた代償として

分湯された者となっており、領主からの恩典としての意味が強かった（１１）。

これらの事変を通じて、表 2③ 5以下の内湯については、引湯によ

る古湯持が下浅間に居住し、源泉近くの新湯持が上浅間に居住すると

いう基本的構図が生まれた。幕末に近い１86１（文久元）年時点での内湯

持は、上浅間で１0名、下浅間で１0名の計20名となっていた。

表 ２　江戸末期（含、明治初期）における内湯持の変遷（１２）
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⑵　明治期における湯組と外湯株の形成

明治維新（１868年）は、こうした状況に大変革をもたらした。大湯

（北部）源泉群に属する御殿湯の源泉が国有財産に編入され、源泉に関

係のある内湯・外湯の惣代が連名で、その湯口を借り受ける形がとら

れた。そのため、少なくとも、１952（昭和27）年に払下げが完了するま

では、源泉地盤が国有でありながらも、湯に対する権利はこれと独立

に処分されていたこととなる。

また、明治期には、湯無し住民の再三の願いにより、上浅間で 8つ、

下浅間で 4つ（後述）の外湯が設けられた。湯無し一同が外湯を増設す

る便宜上集合したものを湯組と呼び、かつ、外湯の許可は湯組を対象

に行われたため、湯の権利も、この組内の人々が保持することとなっ

た。ここにおいて、内湯株とは異なる外湯株の生成がもたらされた。

外湯株は、多くの湯組人員に細分化され、その人員には湯の造作普請

等のための金銭負担が課せられたことから、その負担に応じられない

者が湯株を売却する事態が、特に大正から昭和の初年にかけて続出し

たとされる。ここにも湯口権の慣習を観念する素地があるとみられる。

他方で、上浅間に属する荒湯（南部）源泉群においては、明治期にい

くつかの新源泉が相次いで発見された（と伝えられている）。本稿で取り

上げる事件に関する「松の湯源泉」と「ひなの湯源泉」もその中の １

つとされ、いずれもその引湯権（湯口権）が売却され、それが内湯に利

用されたことから、内湯株としての湯口権を考察する上での貴重な素

材といえる。以下、順に事件を紹介し、関連資料により事案を補足し

た上で若干の考察を加えたい。

3　松の湯事件東京控訴院判決

まず、松の湯事件に関する東京控訴院昭和１0（１935）年 7月１7日判決（１3）

を紹介する。
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図 １　昭和初期の浅間温泉街（１4）

⑴　事案と判決の概要

ここでは、既存の解説（１5）との重複を避け、裁判所が認定した事案と

判決の要点のみを紹介する。

本件では、浅間地方において「湯口権」と通称される温泉使用権と

して、具体的には、「長野県東筑摩郡本郷村大字浅間字浅間668番（松之

湯宅地）内より湧出する温泉を同所60番（芳之湯宅地）に引湯し来りて

使用する権利」としての「湯口権」の帰属が、姪の降旗松代（原告・控

訴人）と伯父の岡村英次（被告・被控訴人）との間で争われた。

本件湯口権は、１878（明治１１）年 １月、滝沢義松に帰属していたもの

を原告の曽祖父・岡村源重において買い受けて以来、岡村家に帰属す

るものとなっていた。原告は、本件湯口権が、相続や贈与を通じて自

己の単独帰属に至ったとして、これを争う被告との関係で、本件湯口

権の原告への帰属の確認と、原告が本件湯口権に基づき使用する温泉

の使用権が被告にはないことの確認を求めて訴えを提起した（温泉使用

権不存在確認請求事件）。

第一審判決（年月日不詳）が原告の請求を棄却したため、原告が控訴

したところ、東京控訴院（昭和１0年 7 月１7日判決）は、以下の判示を行っ

）
八
一
六
（

153



自
然
湧
出
泉
時
代
の
浅
間
温
泉
に
お
け
る
湯
口
権
の
諸
相
（
清
水
）

四
四
七

て原判決を取り消し、原告の請求を全部認容した。

すなわち、「温泉に付ては其の経済的価値冷水に比して極めて大なる

を以て温泉は其の湧出地の所有権と独立して取引の目的となり之を目

的とする権利の生ずる場合多く温泉を湧出地以外の場所に引湯して之

を利用する場合に於て殊に然りとすることは当院に顕著なる事実にし

て該権利が債権的性質なると物権的性質を有するとに拘らず法の保護

を享くべき権利に属することは勿論なりとす」との判示による一般論

を展開して独立権利性を承認し（１6）、ただ、権利の名称についてのみ、

「原審証人滝澤久馬雄（１7）の証言に依れば浅間地方に於ては前示の如き

内容を有する権利を湯口権と通称すること明なれば当院も通称従ひ仮

に之を湯口権と称す」と述べて、地方慣習に依拠する姿勢を示した。

その上、「温泉に付ては登記の方法なきを以て登記なくとも第三者に

対し権利取得を対抗し得べきものと解すべく」と積極的に判示した。

本件では、被告において本件湯口権を七重に譲り受けたこと自体の立

証に失敗したため、いずれにせよ「登記の欠缺を主張し得べき第三者

に該当せざること明なる」事案であったばかりか、源泉地盤（浅間668-

2 の土地）について原告が共有登記を経ていた事案でもあったため、そ

の後に下された鷹の湯事件大審院判決の立場を前提にしても、原告

（控訴人）勝訴の結論は動かし難かったものと評されよう。

⑵　他の判決との関係

そこで、つぎに、時期的に近接する他の判決との関係で有する本判

決の意義に触れる。

ア　鷹の湯事件判決への影響
第 １に、同じ浅間温泉を舞台するとする鷹の湯事件判決への影響で

ある。

本判決の判断を受けつつも、 4年後の鷹の湯事件控訴院判決（東京控

判昭和１4年１0月１6日（１8））では、「長野県松本地方ニ於ケル所謂湯口権カ温

泉湧出地（原
ママ

泉地）ヨリ引湯使用スル一種ノ物権的権利ニシテ通常原泉

地ノ所有権ト独立シテ処分セラレ之カ処分ハ意思表示ノミヲ以テ為サ
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ルル地方慣習法存スルコト当院ニ顕著ニシテ」と判示し、つまりは、

権利の名称だけでなく、源泉地盤所有権と独立した処分の点も含めて

地方慣習法に基づくものと判断され、その結果、大審院はこれを「原

審ノ判定セル処」としてそのまま受け容れる形で前記の大審院判決を

導いた。他に未公刊ながら同様の判示を行った当時の東京控訴院判決

が存在していた可能性までは否定できないものの、同一温泉地に関す

る同一民事部（第 3民事部）の判決として、この松の湯事件判決が鷹の

湯事件控訴院判決、ひいては同大審院判決に影響を及ぼしていたもの

といえる（１9）。

イ　熱海御料大湯事件控訴院判決からの影響
第 2に、本判決に先行する熱海御料大湯事件東京控訴院判決（東京控

判昭和 8年 9月１9日（20））からの影響も見受けられる。

本判決が、とりわけ、「温泉を湧出地以外の場所に引湯して之を利用

する場合」に、湧出地の所有権とは独立した温泉を目的とする権利を

生ずることが、「当院に顕著なる事実」であると述べたのはなぜかであ

るが、これもまた、他に未公刊の判決が存在していたかもしれないこ

とは否定できないものの、公刊された裁判例の中で、これに影響を及

ぼした裁判例があるとすれば、熱海温泉に関する「御料大湯温泉売買

事件」と呼ばれる東京控訴院判決を置いて他にはないこととなる。

同判決は、「右御料温泉大湯引用権は該温泉の権利者たる宮内省帝室

林野局に対し又右熱海区有温泉引用権は該温泉の権利者たる熱海町に

対し孰れも其一定の名義人たる引用権者に於て一定の使用量を支払ひ

て其湧出する温泉の一定量の供給を請求し得へき債権にして而も譲渡

し得へきもの」と判示し、温泉引用権を債権と性質決定したものであ

るが（2１）、湧出地の所有権と独立した温泉を目的とする権利としては、

まさに「温泉を湧出地以外の場所に引湯して之を利用する場合」に当

たる、熱海の大湯引用権も同様であって、それを後に、「当院に顕著な

る事実」として浅間温泉に応用したものとみられる。そのように解す

ることで、松の湯事件控訴審判決が、「該権利が債権的性質なると物権
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的性質を有するとに拘らず」とあえて強調した点も、「債権」と性質決

定した熱海御料大湯事件判決を踏まえての判示とみれば合点がいく。

すなわち、同じ東京控訴院判決として、①熱海御料大湯事件控訴院

判決（昭和 8（１933）年 9月１9日）→②松の湯事件控訴院判決（昭和１0

（１935）年 7月１7日）→③鷹の湯事件控訴院判決（昭和１4（１939）年１0月１6

日）へと連鎖し、これを受けて④鷹の湯事件大審院判決（昭和１5（１940）

年 9月１8日）が下されたとみるならば、この①判決は、いわば独立の湯

口権認定の引き金（嚆矢）として、本判決（②）や鷹の湯事件大審院判

決（④）の理解を深める関係においても重要な位置づけがなされるべき

こととなる（22）。

⑶　他所までの引湯権としての湯口権

本件では、湯口権を、「浅間668番（松之湯宅地）内より湧出する温泉

を同所60番（芳之湯宅地）に引湯し来りて使用する権利」とし、一種の

引湯権としての構成を志向しているが、かかる構成は鷹の湯事件にお

いても踏襲され、むしろ、「長野県東筑摩郡本郷村大字浅間字浅間505

番地ヨリ湧出シテ同県同郡同村大字同字道添87番鷹ノ湯ニ引用スル温

泉 １分間ノ湧出量 １石ノ 6分ノ 2即チ 2口ノ使用権」として、温泉湧

出量を組み込んだ権利内容までもが示されていた。 １口というのは、

上浅間で １分間 １斗（１8ℓ）、下浅間で １分間 １斗 5升（27ℓ）を意味し、

湯の出る源泉地に石を入れて桶を伏せ、これに穴を開け、穴の大きさ

で湯の量を決めたことから、その「湯口」から出る湯の分量を何口と

称してきたとされる（23）。

このような他所までの引湯権としての湯口権は、当時の浅間におけ

る温泉の利用状況を反映した法的構成といえる。なぜなら、長距離の

引湯を前提に形成された下浅間についてはもちろんのこと、上浅間の

地域においてですら、自然湧出泉が狭いエリアに密集していたために、

とりわけ湧出量の多い源泉については、温泉を源泉地外の他所に向け

て引湯利用することが常態化していたとみられるからである。

また、このことは、前述のとおり、内湯持の地位が、源泉地の屋敷
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ではなく、あくまで引湯・分湯先の屋敷を持つことで示されていた点

にも合致するものといえる。

そのため、このような捉え方のもとでは、民法学上、いわゆる引湯

地役権（民法280条以下）としての構成が適合的であるとも考えられると

ころであるが、湯口権の慣習が古くは内湯持の地位に由来し、江戸時

代にまで遡るとすれば、少なくとも１899（明治32）年 6月１6日の旧不動

産登記法（明治32年 2 月24日法律第24号）施行まで地役権設定登記が不可

能であった以上、かかる構成での慣習形成はおよそ期待できなかった

ものといえる。また、前述のとおり、１742（寛保 2）年以降の下浅間形

成において、内湯持の移住にもかかわらず引湯権が維持されていたこ

とにも照らすならば、むしろ引湯先を固定しない、いわゆる人役権的

構成の方が適合的であり、本件はあくまで差し当たりの内湯所在地に

向けた引湯権としての湯口権の帰属確認を求めるものにすぎず、内湯

の移動が湯口権の消滅を帰結するものではないと解する余地もある。

ともあれ、本件では、地役権設定登記が可能となった状況において

もそれが選択されず、源泉地の共有登記という形での公示が目指され

るに至った。

⑷　源泉地の共有関係

そこで、以下、松の湯源泉所在地の権利関係につき、別に入手した

登記簿謄本等の資料も用いて整理する。

本判決の認定事実によれば、松の湯源泉は、もと七木立造の所有で

あったところ、１868（明治初）年頃から１877（明治１0）年頃までの間に、

数人の者に各別に湯口権を売り渡し、各湯口権者は源泉地より各自の

使用場所に引湯してこれを使用していた。本件で争われた芳の湯への

引湯権としての湯口権も、この頃、滝沢義松が買い取り内湯に設けて

いたとされる（24）（25）。

七木立造は、東京小野組の資本を借り、１873（明治 6）年、浅間に器

械製糸場を設置した人物である。翌年に小野組が破産してももちこた

え、１876（明治 9）年から１879（明治１2）年まで 4年をかけて蒸気汽缶
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を改良し、軽便の汽缶を発明したという（26）。おそらく、松の湯源泉の

売却代金も、製糸場の設置・改良資金等に充てられたものと思われる。

しまいには、１886（明治１9）年頃、松の湯源泉の地盤を含む宅地を赤羽

彌門と宇留賀久左の両名に売り渡すことともなり（本判決認定事実）、七

木立造の代で絶家に至ったとされる（27）。

松の湯源泉の湯口権者らは、各自の湯口権を保全するため、１896（明

治29）年 3月 3日、各自出捐をし、源泉宅地（浅間668番）及び同宅地内

において温泉を使用する権利を買い受け、これを共有するに至ったが、

当該宅地は便宜上、共有者の １人であった滝沢友造の所有名義に登記

を経由し、１903（明治36）年１１月2１日の家督相続を原因として、滝沢久

馬雄において相続登記をした。しかし、結局、１905（明治38）年 2月22

日には、売買名義に借りて当時の共有者の共有名義に移転登記をする

に至った。芳の湯への引湯権としての湯口権は、この当時、岡村源一

郎（原告の父で、被告の兄）名義で、20/１37（約１5%）の共有持分として

登記された。他に 6名の共有者がいたが、分湯当初はさておき、この

時点においても 7名での分湯が維持されていたかは定かでない。その

後、掘削泉による集中管理に移行する昭和20年代までの変動を含めた

共有関係は次頁の図 2の通りであった。

⑸　権利関係の検討

１905（明治38）年当時の共有者 7名のうち、まず、滝沢久馬雄（持分

25/１37）は、江戸末期の新湯持の １人である滝沢久蔵を継いで富貴の湯

の経営者となった滝沢友造の後継者であり、もとより内湯持であった

が（表 2の 8③～⑤参照）、七木立造から湯を買い取って富貴の湯を増設

したとされる（28）。

中野謙三（持分１2/１37）も、新湯持の １人である中野源二を継いだ梅

の湯の経営者であり、内湯持であったが、１887（明治20）年中、松の湯

の向かいにあった寿の湯をも有していた。この湯は、同様に、七木立

造から買い取った湯とされる（29）。

また、芳の湯の並びには、同じ通り沿いに、滝沢勇吉（持分20/１37）
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が経営する桑の湯と、七木端午（持分20/１37）が経営する常磐の湯があ

り（図 １参照）、いずれも松の湯源泉からの配湯先となっていたものと

みられる（30）。

残る 2名の共有者のうち、七
ふた

木
つぎ

洵
まこと

（持分20/１37）については、当時、

養親の七木秀一（後述のひなの湯事件参照）を継いで秋蚕種製造業「たま

りや」（3１）を経営するとともに、下浅間に内湯「桐の湯」を有して温泉

旅館も営み（32）、後には衆院議員にまでなった人物である。しかし、下

浅間については別の源泉群からの引湯が確保されており、「桐の湯」へ

の分湯を望んで共有持分を買い取ったとは思われない。浅間に残る石

碑によれば、１9１6（大正 5）年 5月、御射神社維持の寄付金として、突

出して最高額の金１00円を、１9１7（大正 6）年 6月、浅間公園造成の寄

付金として、個人最高額の金20円を、それぞれ支出しており（33）、当時、

浅間で最も豊かな経済力を誇っていたとみられる。また、時期は前後

するが、明治39（１906）年 3月 9日、七木端午の共有持分を買い取り、

最終的には、これらの持分を小柳の湯を経営する三浦家に売却してい

る点、共有者の滝沢久馬雄が「たねや」、七木端午が「扶桑舘」を屋号

として、温泉旅館とともに蚕種製造業も営んでいた点（34）にも鑑みれば、

蚕種業を含む同業者への支援や出資の趣旨で共有持分を買い取ったに

すぎなかったように思われる。

残る奥沢喜一郎は、当時の松本市に住所があり浅間の住民ではな

かったものの、同じ松本市の奥沢喜七郎や奥沢喜十郎が蚕糸業者とし

て知られており（35）、七木洵と同様の立場で出資をしていた可能性が考

えられる。

以上の考察から、共有登記に至った１905（明治38）年当時、松の湯源

泉の湯は、少なくとも、芳の湯のほか、寿の湯、富貴の湯、桑の湯、

常盤の湯には分湯されていたとみられるが、 7名の共有者のため、 7

口に分湯されていたわけではなかったようである。また、そもそも松

の湯自体の経営が、明治期においてすでに、七木立造から笠原家へと

交替していたものの（36）、「笠原」の名は源泉地の登記簿には表れてい
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ない（37）。

そして、芳の湯に関する岡村家を含め、浅間在住でない共有者が明

治期よりすでに存在し、いわば外部資本が混入していたこともわかる。

ところが、岡村家やその一族でもある原告（降旗家）が、芳の湯を直接

経営した様子をうかがい知ることはできない。本判決の認定事実によ

れば、１878（明治１１）年 １月以降、原告の曽祖父・岡村源重が滝沢義松

から湯口権を買い受け（38）、１89１（明治24）年１0月の相続以降、１920（大

正 9）年 7月頃までの30年近くは、原告の祖父・岡村源助が遺産一切を

独断専行に管理してきたというのであるが、各種の文献上、芳の湯の

経営者として表れるのは「中野悦三」であり（39）、「岡村源助」ではな

い。

また、本判決で逆転勝訴した原告の降旗松代は、湯口権者としての

地位を確認されたものの、このことから、芳の湯の経営者としての地

位を得たものでもなかったようである。本判決前の昭和初期における

芳の湯の経営者として確認できるのは「武井繁」であった（40）。しかも、

被告の岡村英次は、１926（大正１5）年 3月１2日、引湯先の芳の湯宅地

（及びその地上建物）の売買を原因とする所有権移転登記を経由した上で、

１930（昭和 5）年に至って原告の湯口権を争うようになり原告の本訴提

起を惹起したが、係争中の昭和 7 （１932）年 4月１１日には、芳の湯宅地

（現在の浅間60番 2 ）を、近隣の浅間7１番地を住所地とする訴外「寄藤津

留へ」に売却している。寄藤は、芳の湯の経営を企図していたようで

あり、本判決から 5ヶ月ほど後の１935（昭和１0）年１2月１１日、松の湯源

泉所在地の共有持分20/１37を、原告からではなく、滝沢勇吉より桑の

湯の経営を引き継いでいた滝沢經雄から購入することで（図 2参照）、

源泉地・引湯地双方の権利を得て経営に乗り出したものとみられる（4１）。

こうした状況に鑑みてか、原告は、そのさらに 2ヶ月後に当たる

１936（昭和１１） 2 月１9日、上浅間の古湯持の家系に属する小柳の湯の経

営者であり、後に本郷村村長として掘削泉を実現した三浦忠夫に、自

己が有する松の湯源泉所在地の共有持分20/１37を売却することとなっ
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た（図 2参照）（42）。つまり、本判決による勝訴の結果は、原告の共有持

分とは無関係に源泉地・引湯地の権利を取得した訴外寄藤との関係で

は何らの実効性も示さなかったこととなる。

このように、松の湯源泉においては、源泉地の共有持分が必ずしも

当初の引湯先と強く結びついて譲渡されていたとは限られなかったと

みられ（43）、この点で、引湯地を要役地として源泉地に引湯地役権を設

定した場合とは異なる規律がもたらされることとなった。そして、こ

のことは、同一の源泉に複数の湯口権が成立し得る場合に、これを源

泉地の共有登記で公示しようとすることの限界を示す結果ともなって

いる（44）。

なお、芳の湯については、その後、寄藤津留へを被相続人とする遺

産相続を機に、１946（昭和2１）年 3月 １日に源泉地共有持分が、同月１5

日に引湯地所有権が、いずれも今井合名会社に売却された（45）。これら

の権利は現在もなお同社に帰属している（46）。

4 　ひなの湯事件大審院判決

つぎに、ひな（雛）の湯事件に関する大審院明治2１年１2月24日判決（47）

を紹介する。

⑴　判決原文

同判決は、一般の判例集には登載されていないため、以下において

まず、判決全文を掲載する。読み易さへの配慮から、①縦書きを横書

きに改め、数字を算用数字に改めた点、②浅間温泉の人や湯を示す言

葉を太字にし、人や湯の名が連続する場合、間に半角スペースを挿入

した点において原本と相違する。
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明治21年第1７6号
裁判言渡書

上告人　　長野県信濃国東筑摩郡浅間村平民温泉業　石川佐源次　外 5 名
代言人　　東京府京橋区南鍋町 1 丁目 ７ 番地寄留和歌山県平民　植木綱二郎
被上告人　 長野県信濃国東筑摩郡浅間村平民温泉業中野治笑総理代人　中

野真筋
代言人　　東京府京橋区築地 2 丁目３6番地寄留福井県士族　中島又五郎

右石川佐源次等ヨリ中野治笑総理代人中野真筋ヘ係ル温泉多用差止済口実行
請求事件ニ付東京控訴院カ言渡シタル裁判ヲ不法ト為シ石川佐源次等ヨリ上
告シタルニ依リ之ヲ審理シ双方代言人ノ陳述ヲ聴クニ
上告代言人陳述ノ要領ハ

第 1 条
原裁判説明ニ（被控訴人［被上告］カ使用シ得ヘキ水量ノ内宇留賀平内 二木
秀一ニ都合 ３ 口ヲ売渡シタルハ明治 ７ 年及ヒ明治 ８ 年ノ両年度中ニアリタル
コトハ被控訴人ノ口供及ヒ乙第 1 号証ニ照シ明瞭シ）トアルニ付被上告乙第
1 号証ヲ諦視スルニ其第 ５ 項ニ「中野治笑［被上告］半額ノ内明治 ７ 年中宇
留賀平内 二木秀一ニ於テ買受ケ各宅地ヘ引取リ諸事罷在残ノ分ハ示談ノ上
20７番屋敷建家南ノ樋筋ノ湯ト交換シ現今該屋敷ニ設置有之雛ノ湯並ニ上原喜
太郎ヘ貸置タル栢ノ湯ニ有之候事」トアリテ明治 ７ 年に平内 秀一ニ売却シ残
ノ分ハ悉皆他ノ湯ト交換シテ他ニ剰ス所ナキコトハ被上告自ラ呈供スル所ノ
乙第 1 号証ニ明カニシテ即チ上告人申立ト全ク符号スルモノトス而シテ終審
廷ニ於ケル被上告ノ申立ニハ平内 秀一ニ各 1 口ツツヲ売渡セシハ明治 ７ 年12
月12日ニシテ尚ホ別ニ平内ニ 1 口ヲ売渡セシシハ明治 ８ 年10月 ８ 日ナリトア
リ翻テ乙 1 号証ヲ見レハ明治16年 4 月1５日ノ成立ナリ斯ク16年成立ノ乙 1 号
証ニシテ被上告ニ属スル水量ノ使用筋ヲ明記セシ上ハ該証以后ハ知ラス以前
ニハ該証ノ通リナルハ彼レ信シテ呈供スル所ノ証ナルヲ以テ益々明白トス然
ルニ明治 ８ 年中ニ 1 口ヲ平内ニ売渡シタリト申立テ原控訴院カ之ヲ採用セシ
ハ如何ニモ踈漏ノ審理トス上告人カ調印セシ証書ヲ被上告カ呈供スル上ハ被
上告利益ノ証拠トセサルヘカラス否ラサルモ事実ヲ見ルニ充分ノ証ナレハ却
テ明治 ８ 年ニハ売却セサルノ明々タル反証トス何トナレハ明治 ７ 年中売却セ
シ残リ分ヲ他ト交換セシ上ハ此他ニ売渡スヘキ水量アラサレハナリ然ルニ原
控訴院ハ乙 1 号証ヲ誤視シテ之ヲ飜用シ平内 秀一ニ都合 ３ 口を売渡シタリト
為サレシハ審理踈漏ニ出タル不法ノ裁判トス
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第 2条
原裁判説明に（雛湯 栢湯ノ 2ヶ所モ被控訴人ノ申立ニ依レハ明治12年中ニ開
設セシモノノ如ク兎ニ角明治16年以前ニ取設ケタルコトハ乙第 1号証ヲ以テ
判明セリ夫レ然リ故ニ右等温泉場新設ノ為メ控訴人共カ使用スル温泉ノ分量
又ハ其温度ニ影響ヲ及ホシタランニハ明治20年 1 月迄数年ノ久シキ之ヲ放擲
シ置クノ理ナク其当時ニ於テ紛議ヲ生スヘキ筈ナリ）トアレトモ不法ノ説明
トス元来上告人カ原審廷ニテ雛ノ湯ノ分水口ニ近時支ヘ木ヲ附着シタルヲ知
ルノ故ニ之ヲ取除カシムルコトヲ請求シタルモノニシテ栢ノ湯等ノ明治16年
巳前ニ新設シタルコトハ素ヨリ異議スル所ニ非サルナレハ原法廷ハ宜シク其
支ヘ木ヲ近時附着セシハ上告人ノ承諾ニ出タルモノナルヤ否ト支ヘ木ナキ時
ハ分水スヘカラサルヤ否トヲ審理スヘキハ当然ナルニ事茲ニ出スシテ漠然捨
置クノ理ナシトセラレタルハ所謂請求ノ点ニ対シ裁判ヲ与ヘラレサルモノナ
レハ不法タルヲ免レストス
第 ３条
原裁判説明に（営業者ノ内湯持 ４ 名と共有湯持25名ハ本件出訴セサルノミナ
ラス反テ乙第 6号証ノ如ク控訴人共ニ対シ不利ノ意見ヲ抱持セシヲ以テ推測
スレハ被控訴人カ曩ニ ３口ヲ売却シタルコト又現今他ニ 2口ヲ使用スルコト
ハ控訴人共ハ勿論下浅間営業者一同ノ温泉使用権ニ対シ毫モ損害ヲ与ヘタル
モノニ非ス）トアレトモ乙第 2号ノ 2証ナル内湯持主ハ幸田常造 宇留賀平内
等ニシテ被上告人ト利害ヲ同フスル人々ナレハ固ヨリ同類ノ証拠トテ採ルヘ
キモノニ非ス又乙 6号の 1ナル共有持主ハ本件ノ成敗ニ関セサル人々ナレハ
亦無効ノ意見トス仮リニ以上ハ本件関係者の意見トスルモ此人々カ自家ノ権
利ヲ伸張セサレハトテ上告人カ受タル損害ヲ回復スヘカラストノ道理アラン
ヤ元来上告人ニ於テハ 6口量の湧泉ヲ折半シテ ３口ツツニ分チタリト云ヒ被
上告ハ10口ナルヲ 2口宛ニ分チタリト争ヒ（終審答書ニ依ル）始審以来彼我
湧量ノ異ナルハ本件争点ノ骨子トス故ニ上告人ハ湯量ヲ検シ之ヲ被上告の使
用数ニ照セハ直チニ其可否ヲ知ラルヘシト論シ両造カ始審前ニ於テ其量ヲ検
シタル上告甲第 ３号証ヲ掲ケタリ此場合ニ於テハ原法廷ハ湧量ノ10口ナリシ
ヤ 6口ナリシヤヲ討究シ湯量ヲ検シテ本件ヲ裁断スヘキハ当然ナルニ其義ナ
ク他人カ本件ノ如ク出訴セサルトシテ単ニ之ヲ援テ被上告カ上告者ノ湯量ニ
損害ヲ与ヘスト見做セシハ審理スヘキノ要点ヲ審理セス訴外人ノ意見ニノミ
憑拠セラレタルハ不法ノ裁判トス
被上告代言人及ヒ総理代人ハ上告ノ不当ニシテ原裁判ノ不法ナラサル旨弁護
セリ
依テ本院ニ於テ双方代言人ノ弁論ヲ聴キ弁明ヲ為ス左ノ如シ
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第 1 条
上告第 1 条ヲ按スルニ被上告人カ明治 ７ 年明治 ８ 年ノ両年度中ニ於テ宇留賀
平内及ヒ二木秀一ニ泉量 ３ 口ヲ売渡シタリトノ陳供ト乙第 1 号証トハ両立ス
可ラサル事実ナリトス何トナレハ乙第 1 号証ハ被上告人ノ挙証ニシテ明治16
年 4 月ノ調或ニ係リ文中「中野治笑（被上告）半額ノ内明治 ７ 年宇留賀平内 
二木秀一ニ於テ買受ケ各宅地ニ引取リ所持罷在残リノ分ハ示談ノ上20７番屋敷
建家南ノ樋筋ノ湯ト交換シ現今該屋敷ニ設置有之雛ノ湯並ニ上原喜太郎ヘ貸
置キタル栢ノ湯ニ有之候事」トアルニ依レハ明治 ７ 年度売渡シタル泉量ノ外
明治 ８ 年度ニ買与セシトノ口供ハ以乙第 1 号証ニ抵触スルヲ以テナリ而シテ
其明治 ８ 年ノ売買カ若シ中野治笑即チ被上告人ノ得タル半額以外ニ属スル場
合アラハ本案必要ノ問題ニ関スルヲ以テ必スヤ之レカ審理ヲ為ササル可ラサ
ルニ原裁判所ハ其両立スヘカラサル乙第 1 号証ト被上告人ノ陳供トヲ何等採
斥ノ理由ヲモ附スルコトナク「然ルニ被控訴（被上告）人カ使用シ得ヘキ水
量ノ内宇留賀平内二木秀一ニ都合 ３ 口ヲ売渡シタルハ明治 ７ 年及ヒ明治 ８ 年
ノ両年度ニアリタルコトハ被控訴人（同上）ノ口供及ヒ乙第 1 号証ニ照シ明
瞭シ」ト判定セシハ両立ス可ラサル証拠ヲ以テ事実ヲ定メタル採証ノ不法ア
ル裁判ナリトス

第 2 条
上告第 2 条ヲ按スルニ上告人第 2 ノ請求点ナル雛ノ湯分水口支ヘ木取除ノ事
ハ温泉使用ニ異議セサリシ判決ノ理由ニ随伴シテ定マルヘキ争点ニアラスト
ス何トナレハ温泉使用ハ認知スルモ其顕レサル樋中支ヘ木ノ附着ヲ知ルノ時
之レカ取除ヲ請求スル場合ハ其温泉使用ノ認諾ヲ以テ之レヲモ認諾シタリト
言フヲ得可ラサレハナリ、而シテ原裁判始末書ノ問答「控訴人（上告人）曰
ク雛ノ湯ノ分ルル樋口ニ 1 寸程ノ支ヘ木アルヤ被控訴人（被上告人）曰ク樋
ヘ湯ノ注入ヲ能クセン為メニ ５ 歩程ノ支木アリ」トアルニ依レハ此支ヘ木ハ
所謂注入ヲ能クセン為メノ方法ニ外ナラサルヘク支ヘ木アリテ然シテ後栢湯
等ノ使用ヲナスヘキモノニアラサルカ如シ又此問答ニ依リ初メテ上告人ハ支
ヘ木ノ附着ヲ知リタルモノノ如シ，然ルニ原裁判所ハ其取除ノ請求ヲ受ケタ
ルニ拘ハラス何等排斥ノ理由ヲモ附セス「右等温泉新設ノ為メ云々推測スレ
ハ被控訴人（被上告人）カ曩キニ ３ 口ヲ売却シタルコト又現今他ニ 2 口ヲ使
用スルコトハ控訴人（上告人）共ハ勿論下浅間営業者一同ノ温泉使用権ニ対
シ毫モ損害ヲ与ヘタルモノニ非ス」ト説明シ去リタルハ畢竟請求ヲ受ケタル
事項ヲ判セサルニ堕スル不法ノ裁判ナリトス
　但シ此他ノ上告論旨ハ前第 1  2 条ヲ以テ原裁判ノ破毀ヲ免カレサル以上自
ラ覆審ニ帰シテ定マルヘキ事柄ナレハ今更ニ逐次ノ弁示ヲ要セス
右ノ理由ナルヲ以テ判決スル左ノ如シ
東京控訴院カ明治21年 ３ 月14日温泉多用差止済口実行請求事件ニ付上告人石
川佐源次等ト被上告人中野治笑惣理代人中野真筋トニ対シ言渡シタル裁判ヲ
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破毀シ更ニ適法ノ裁判ヲ受ケシメンカ為メ本件ヲ宮城控訴院ヘ移スニ依リ同
院ノ裁判ヲ受ク可シ
上告人費ハ被上告人之ヲ負担ス可シ
明治21年12月24日大審院公廷ニ於テ裁判ヲ言渡ス者也

大審院民事第 2局長代理
大審院評定官　巌谷龍一
大審院評定官　増戸武平
大審院評定官　小松和隆
大審院評定官　谷津春之
大審院評定官　松本正忠
裁判所書記　　杉浦　敏

⑵　事案と判決の概要

本件は、原審・原々審の判決が未入手のため、事案の詳細が不明で

あるものの、概ね以下のような事案であったとみられる。

上告人（原告・控訴人）の １人として唯一、名が挙がっている「石川

佐源次」は、当時の下浅間で随一の旅館であった西石川・笹の湯（表 2

の１9参照）の経営者であった（48）。その佐源次が他の同志 5名とともに、

同じ下浅間・ 鶉
うずら

の湯（表 2の１7⑤参照）の経営者でもあった「中野治

笑」（49）（被告・被控訴人・被上告人）を相手取って訴えを提起した。つま

り、下浅間の内湯持間での訴訟であった。

もっとも、他の登場人物や湯の名称からは、下浅間・鶉の湯自体の

問題ではなく、治笑が上浅間に有する所有地で発見された「ひなの湯

源泉」の分湯をめぐる訴訟であったことがわかる。「温泉多用差止済口

実行請求事件」という事件名から察するには、上浅間の源泉地から下

浅間へ引湯するにあたり、下浅間の内湯持の間で湯の使用量に関する

一定の取決め（済口証文）がなされていたところ、治笑がその取決めに

違反して湯を「多用」するに至ったことから、１887（明治20）年 １月頃

に紛議を生じ、その差止めを求めて佐源次らが訴えを提起したものと

みられる。第一審と原審（東京控訴院明治2１年 3 月１4日判決）がいずれも

原告らの請求を棄却したため、原告らにおいて上告したところ、これ
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を認めて破毀・移送としたのが本判決である（50）。

破毀の理由は 2点ある。 １点は、原審が認定した、１874・１875（明治

7・ 8）年の両年度中に「宇留賀平内」と「七木秀一」に泉量 3口を売

り渡したとの事実と、その証拠として被告側から提出された乙 １号証

が示す、１874（明治 7）年に両名が買い受けたという内容とが抵触し両

立しないという「採証ノ不法」である。また、もう １点は、「請求ヲ受

ケタル事項ヲ判セサルニ堕スル不法」である。すなわち、原告らの請

求の １つであった、ひなの湯分水口にある支え木の取除きについて、

原審は、何ら排斥の理由を示さず、原告らはもちろん下浅間営業者一

同の温泉使用権に対し少しも損害を与えるものではないと判示した。

それゆえ、本判決は、湯口権の性質に関する法解釈論を何ら展開す

るものではなく、民法施行前の事例であることとも相まって、その判

例としての価値は見出し難い。

⑶　明治前期の下浅間における「内湯持」と「共有湯持」

しかし、本判決が摘示する種々の事実は、それが最終的な認定事実

ではないとしても、１874（明治 7）年から１888（明治2１）年頃までの下

浅間とその源泉の実態を垣間見ることができる極めて貴重な資料とい

える。

まず、本判決によれば、紛議を生じた１887（明治20）年 １月頃におけ

る下浅間の内湯持は、１１名いたこととなる。すなわち、原審が、営業

者の内湯持 4名と共有湯持25名が出訴しなかったことを、原告らはも

ちろん下浅間営業者一同の温泉使用権に損害がないことの根拠の １つ

としていた点に鑑みると、石川佐源次とともに共同原告となった他の

5名もまた下浅間の内湯持であったと思われ、それ以外に出訴しな

かった内湯持が 4名いたとすれば、被告の中野治笑を含めて１１名の内

湯持がいた計算となるからである。

この点、当時の下浅間の内湯として知られていたのは、原告・石川

佐源次の笹の湯（西石川）と被告・中野治笑の鶉の湯のほか、桐の湯

（七木秀一）、亀の湯（七木十吉）、菊の湯（七木袈裟三）、臼の湯（東石川、
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石川善司）、蔦の湯（七木与十郎）、千代の湯（赤羽忠七郎）、玉の湯（滝沢

瀬一郎）の、合わせて 9湯であった（5１）。また、本判決中、原告らに不

利な意見をもつ者として言及のある 2名の内湯持は、いずれもこれら

の内湯とは関係がなく、「幸田常造」は柏の湯、「宇留賀平内」は蝶の

湯（湯本屋）の経営者であったことから（52）、これら 2湯を加えた１１湯

が当時の下浅間の内湯であり、それらに対応した１１名の内湯持がいた

こととなる。

この中で、本判決に登場するのが、桐の湯の「七木秀一」と蝶の湯

（湯本屋）の「宇留賀平内」である。いずれも被告・治笑から源泉の湯

の一部を購入しており、そのうち少なくとも「宇留賀平内」について

は、湯の購入によって初めて内湯持になったものとみられる（53）。

なお、本判決にいう「共有湯持25名」については、それ以上の言及

がないものの、明治期に形成された下浅間の 4つの外湯（八櫛の湯、黄

金の湯、田鶴の湯、港の湯）に関する湯組の構成員としての外湯持を示し

たものと思われる。１956（昭和3１）年当時で合計24名、１983（昭和58）

年当時で合計22名いたとされ（54）、１887（明治20）年当時もほぼ同数の

25名いたものといえる。また、この言及は、湯組の文化は明治期から

始まったところ、本判決の当時、江戸時代からの内湯持とともに、こ

れもまた一種の「湯持」であると浅間で認知されるに至っていたこと

をも示している。

⑷　「ひなの湯源泉」と下浅間源泉

つぎに、下浅間の湯持に湯を供給する上浅間・荒湯（南部）源泉群中

の源泉（下浅間源泉）について考察したい。

本判決中に源泉地の地番は示されていないものの、本判決が示す各

種の分湯先から、それが「ひなの湯源泉」であることがわかる。『本郷

村誌』によれば、１874（明治 7）年１2月１2日に中野治笑の持地より発見

されて「ひなの湯源泉」と呼ばれたとされるが（55）、本判決に照らせば、

中野治笑が宇留賀平内と七木秀一に源泉の湯の一部を売却したのが同

日であるから、発見した日に直ちに売却するとは考え難く、発見が
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あったとすれば、それよりも前のことであったと思われる。

この「ひなの湯源泉」がどれを指すのかは必ずしも定かでない。「ひ

なの湯」旅館が位置する浅間603番地には、分筆された「603- 3 」と

「603- 4 」という 2つの鉱泉地が存在し、このうち、公道に面する

「603- 3 」は、今日、「浅間に残る唯一の自然湧出」と表記される「東

北源泉」の所在地（56）であるから、旅館敷地内にある「603- 4 」が「ひ

なの湯源泉」ではないかと思われる。

もっとも、この浅間603番地は、江戸前期に中野家が内湯を有してい

た土地でもあり（表 １の１3③～⑦参照）、もともと源泉があった土地の起

返りにより、比較的容易に源泉を復活させることができたのではない

かと推測される。幕末１862（文久 2）年の「湯坂附近の図」（山本氏蔵）（57）

には既に、中野治兵衛の持地に 2つの源泉が描かれ、これらがほぼ

「603- 3 」と「603- 4 」とに対応している。そして、これらの源泉は、

犬飼源泉（673番地）と疝気の湯源泉（67１番地）からの湯とも合流する

形で湯樋を示す線が西方に伸びている。その先には下浅間があるとみ

られ、つまりは、これらの源泉が下浅間源泉（群）を構成していたこと

となる。

そうであるならば、同図に描かれた源泉の湯の一部か、その後１874

（明治 7）年までに同所で別に発見された新湯（58）かを、明治期に入って

から、中野治兵衛を継いだ治笑が、同年には「桐の湯」と「蝶の湯」

へ、１879（明治１2）年には「ひなの湯」と「栢の湯」へ、相次いで分湯

したということになる。なお、「栢の湯」というのは、他の資料にも見

受けられない湯の名であるが、「上原喜太郎ヘ貸置タル栢ノ湯」との記

述からは、それが今日の「栄の湯」であることがわかる（59）。

⑸　下浅間源泉をめぐる利害調整

以下、本判決に関連して、この時期にみられた下浅間源泉をめぐる

利害調整の動向 3点に触れておく。

ア　規定書による掘削禁止
１876（明治 9）年１2月、内湯持と耕地の惣代の連署により、源泉近傍
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の地所はたとえ持主といえども掘り毀してはならない旨の規定書が作

成された（60）。内湯持の惣代として、石川善司（臼の湯・東石川）、宇留

賀平内（蝶の湯）、七木与十郎（蔦の湯）、降籏孝吉郎（桜の湯）、赤羽忠

七郎（千代の湯）の連署がみられるため、これも本判決と同様、下浅間

の温泉の妨害を契機とする取決めとみられる。規定書には、滝沢甚五

郎が温泉の源流を濫りに掘り毀して従来の温泉の妨害となった旨が記

されており、この「従来の温泉」が下浅間であるとすれば、濫りに掘

り毀した源流は、下浅間源泉のいずれかであったこととなる。

実際、規定書作成直後の１877（明治１0）年 2月、滝沢甚五郎が買い

取っていた相生の湯（後に北瀧澤とも呼ばれる。）ができたとされる（6１）。

前記「湯坂附近の図」（１862（文久 2）年）によれば、後に相生の湯と

なる敷地（図 １参照）を滝沢甚五郎が有していたことがわかる。その敷

地内に描かれた源泉は前記「疝気の湯源泉」（67１番地）であり、下浅間

源泉（群）の １つであるから、これを掘り毀した結果、紛議を生じて規

定書の作成に至ったとみられる。

なお、「疝気の湯源泉」は、明治期において、北部の「大湯源泉」、

下浅間源泉の １つ「犬飼源泉」と並び、最も大なる源泉の １つとされ

ていた（62）。また、「疝気の湯」は、最も古く、戦国時代からあったと

される「小
こ

舎
や

の湯」にルーツをもつ入込湯であり（63）、名湯の誉れも高

かった（64）。この「疝気の湯」も、内湯「滝沢甚五郎の湯」ができたの

と同じ１877（明治１0）年、住民以外から入場料を徴収することに改めた

とされる（65）。それゆえ、この年の前後、下浅間源泉でもある「疝気の

湯源泉」と「疝気の湯」をめぐる大きな動向があった（66）。

イ　湯株の確定
つぎに、本件の係争中でもあった１887（明治20）年 4月 １日には、浅

間の湯につき、村方が立ち会って時計で計り分湯することで、湯株が

定まり湯の移動なくなったとされる（67）。その詳細は明らかでないもの

の、それまでの間、本件の紛議が示唆するように、明治期においても

分湯による新湯持が出現した結果、温泉の多用等による既存の湯口権
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の侵害もまた増加したとみられる。そのため、本件とは別個に、浅間

の内湯持間での湯株に関する申合せがなされたのではないかと推察さ

れる。

また、そうなった背景には、１887（明治20）年 2月 １日の旧登記法

（明治１9年勅令第 １号）施行による土地登記簿の整備があると考えられる（68）。

それ以前の所有権移転の仕組みであった、土地売買譲渡規則（明治１3年

太政官布告第52号）に基づく戸長役場での奥書割印による公証制度には

人員体制上の限界があったため、旧登記法の制定により、これがいっ

たんは司法省所管の裁判所にある登記簿に登記されることとなり、実

体法としての民法が未制定であった中でも、所有権の対抗要件として

既に機能していた（旧登記法 6条）。そのため、単独の内湯持の地位であ

れば、分湯地である内湯所在地に所有権の登記を行うことで一定の公

示の機能を果たさせることは可能となっていたのではないかとみられ

る。

それゆえ、本判決は、その翌年１2月24日に下されたものであるから、

そこに表記された内湯持は、確定された湯株の保有者としての内湯持

を示すものと捉えられる。

ウ　栄の湯・ひなの湯に関する分湯量相互覚書
また、１888（明治2１）年 １月25日には、本判決とは別に、栄の湯・ひ

なの湯に関する分湯量相互覚書も交わされていた（69）。すなわち、疝気

の湯脇の浅間区飲料使い湯、ひなの湯（覚書上は「比奈ノ湯」）、栄の湯

の 3湯につき、これらの源泉は同一場所であって、関係者立会いの上、

分湯計量を決定した内容を覚書にしたものである。立会いをした関係

者は、浅間区長・小岩井孝八、ひなの湯・山本早苗、栄の湯・上原満

雄のほか、「第七ノ使用権者」である真砂の湯仲間（70）代表・山本栄一

の 4名であった。計量は、 5升（ 9ℓ）容器を使用し、その容器に充満

するまでの時間を秒時計の秒数で計るという方法で行われた。その結

果、浅間区使い湯は5１秒（約１0.6ℓ/m）、ひなの湯は27秒（約20.0ℓ/m）、

栄の湯は26秒（約20.8ℓ/m）ということであった。
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それゆえ、ひなの湯・栄の湯については、前述した上浅間における

１口の湯口権（１8.0ℓ/m）の基準を充たす湯量の供給を受けていたこと

となるが、「ひなの湯源泉」に関する本件で、湯量全体が 6口分（原告

ら主張）か１0口分（被告主張）かが争点となっていたことに鑑みれば、

他へ分湯する分を賄うことができていたのかが問われよう。原告らの

請求内容の １つであった、ひなの湯分水口にある支え木の取除きの意

味・行方とともに、解明が待たれる点といえる。

⑹　源泉地の権利関係

最後に、「ひなの湯源泉」を含む下浅間源泉群について、各源泉所在

地の権利登記がどうなっていたかにつき触れておきたい。先の整理に

よれば、下浅間源泉群に含まれるのは、東北源泉（603- 3 ）、ひなの湯

源泉（603- 4 ）、疝気の湯源泉（67１）、犬飼源泉（673）となるが、これに

栄の湯源泉（605- 2 ）が加わり、少なくとも 5筆の土地に所在する源泉

によって構成されていたものとみられる。

現存する源泉のうち、東北源泉については、他の 5源泉が浅間温泉

事業協同組合の所有であるのに対し、下浅間共栄会（7１）の所有であると

紹介されるものの（72）、筆者の調査によれば、少なくとも登記簿上はそ

のような名義での登記は見られず、法人化されていないか、法人化さ

れていても登記簿上は会員名にしているものと思われる。

上記 5筆の土地は、概ね 3つのグループに分けられる。

このうち、最も特徴的であるのは、❶疝気の湯源泉（67１）であり、

他が鉱泉地として分筆されているのに対し、この源泉地は7１0.74m2の

宅地のまま滝沢家の単独所有名義となっており、下浅間の湯との関係

では、「湧出する温泉を樋にて引水使用」することを目的として、下浅

間に位置する23筆の要役地（73）のために、地役権設定仮登記を行うとい

う形がとられている（いまだ本登記には至っていない。）。この登記原因は、

１920（大正 9年）１１月 8 日「仮登記仮処分命令」となっており、大正期

に源泉保護のための保全処分が行われたようである。

第 2は、❷犬飼源泉（673）と栄の湯源泉（605- 2 ）（74）のグループであ
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る。前述の松の湯源泉と同様に、１895（明治28）年 2月27日売買を原因

とする１4名（共有持分各 １ /１4）での共有登記以降、これによる内湯持な

いし内湯株の公示が行われている。

この１4名は、前述した１887（明治20）年 １月頃における下浅間の内湯

持１１名から 3名増となっているが、これは、従来からの内湯持であっ

た桜の湯・降旗家（降旗孝吉郎）のほか、上浅間との中間に位置する目

の湯（綿の湯）・中野家（中野昇一）が加わっていること、また、従来の

内湯であった親方湯・金井家が飯島家に交替となり、新たに井筒の湯

（飯島傳十郎）として再開したことによる。また、上記１１名中 5名が代

替わりとなっている（75）。

その後の権利変動は複雑であり、その詳細は割愛するが、その特徴

をいくつか指摘すると、①いったんは遺産相続・売買・公売によって

共有者の変動が生じても、それが浅間居住者であるか否かを問わず、

従来の共有者（内湯持）がその共有持分を買い取るといった流れがみら

れる点、②かかる流れの中では、特に、前述の七木洵による買取りが

目立ち、１9１１（明治44）年 3月１4日の登記時点では、 4 /１4の共有持分

を有するに至っていた点、③大正期以降は、中村家・中條家・木下家

のように、共有持分を買い取ったまま権利者として定着する者がみら

れるようになった点（76）、④１933（昭和 8）年 3月１１日、細萱茂一郎が

取得していた １ /１4の共有持分を１2名で買い取ったことで １ /１68という

端数を生じ、相続未登記も相まって昭和期に共有持分が細分化された

点、⑤昭和30年代に掘削泉による集中管理に移行した後もなお、温泉

旅館経営者による共有持分の取引が行われているケース（77）がみられる

点が挙げられる。

なお、犬飼源泉（673）については、１9１１（明治44）年 6月26日、隣接

する674番地を承役地として、「原水保存の便宜上土地の掘穿をしない」

ことを目的とする、要役地地役権仮登記がされている点も特徴である。

そして、 3つ目が、本判決にも関わる、❸東北源泉（603- 3 ）とひな

の湯源泉（603- 4 ）のグループとなる。こちらも共有登記がなされたも
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のの、❷グループよりも遅く、１938（昭和１3）年 8月22日売買を原因と

する 9名（共有持分各 １ / 9 ）での共有登記がなされたのを契機としつつ、

１942（昭和１7）年 5月１0日の売買によって 3名の共有者が追加され、１2

名（共有持分各 １ /１2）での共有登記を基礎として、そこからの権利変動

が公示されることとなった。そのため、❷グループとは若干異なる登

記名義人も登場するが、同時に登記されているケースもみられ、概ね

❷グループの権利変動に連動している。

5　考　察

最後に、以上の検討を踏まえた、自然湧出泉時代の浅間温泉におけ

る湯口権の特徴について若干の考察を加えたい。

⑴　明治初期に発見された新源泉と「内湯持」

本稿で紹介した両事件は、ともに明治初期に発見した（と称する）新

源泉の分湯を契機とする紛争であった。これらの源泉は、古来の源泉

地帯に位置し、この地帯は、江戸後期からは下浅間温泉の供給源と

なっていた上に、江戸末期には埋れ湯の起返りによる新湯持の源泉と

もなっていたために、その中での発見があったとすれば、比較的浅い

位置にある湯脈を手掘りによる小掘削で掘り当てたか、あるいは、既

存の源泉の増掘等により増えた湯を新源泉と称して分湯に供したかの

可能性が考えられる。ただ、いずれにせよ、湯脈が同じであれば、そ

のことによる他の既存の湯への影響は避けられず、そのことが、湯に

対する権利の濫発と相まって本件両事件のような紛争を惹起したよう

に思われる。

浅間では、「せめてなりたや湯持に」という言葉があるほど、湯持と

いう社会的地位は憧憬の的となっていたされ（78）、それだけに、新源泉

からの分湯を得て新湯持を目指すことへのニーズは高かったと考えら

れる。

もっとも、従来の湯持からその地位をそのまま譲り受ける形ではな
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く、源泉の湯量が増えた分の分湯を受けて内湯を設けることが、「（内）

湯持」として当然に扱われることを意味していたのかは定かでない。

本稿では、明治初頭までの内湯持の変遷を示したほかは、下浅間の内

湯持について若干の検討を加えたが、上浅間における明治期以降の内

湯持の変遷までは示し得なかった。松の湯源泉は、従来の内湯持の湯

以外では、芳の湯・寿の湯・常盤の湯に分湯されたが、これらの湯の

経営者が内湯持として扱われるに至っていたかはなお不明である。ひ

なの湯源泉からの分湯を受けた当時の「ひなの湯」・「栄の湯」のよう

に、あくまで借湯として扱われる場合もあり得るとすれば、分湯が直

ちに内湯持としての処遇を意味するとは限らない。江戸時代に承認さ

れた新湯持には、源泉の発見にとどまらない、領主からの恩典による

者がおり、元来が政治的決定を介するものと捉えるならば、明治期以

降の内湯持もまた、その当時の内湯をめぐるコミュニティ（79）による政

治的決定を介してはじめて内湯持としての社会的地位が承認されたの

ではないかと考えられる。川井論文にいう「湯は売っても源泉に対す

る権利は売らない」との浅間の慣習（80）も、鷹の湯旅館を経営した鈴木

嘉一郎や豊蔵のように、内湯持の地位を望みつつも、１887（明治20）年

中における湯株の確定もあり、当時の政治状況等からそれが叶わない

者もいたことを反映したものといえる。

そして、そのような理解のもとでは、かかる意味における「内湯持」

と、法学的意味における「湯口権者」とが必ずしも一致するものでは

ないとの理解も可能となろう。政治的決定を介した「内湯持」ではな

くとも、他所への引湯権が地盤所有者との関係でも強く保護されるべ

きものとして設定されていたならば、その権利を物権的な「湯口権」

と解することはなお可能だからである。それゆえ、松の湯事件におい

て、「芳の湯」についての湯口権者として承認された原告（降旗松代）

が「内湯持」としては承認されていなかったとしても、そのことと湯

口権者としての処遇とは矛盾するものではないといえる。

また、湯口権の法的性質を考察する上では、いずれの源泉も当初の
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分湯が明治初年から１2年までの期間（１868～１879年）に行われており、

その時期は、民法はおろか、これに先行する登記法（１886（明治１9）年）

すらも施行されていない状況であったことが踏まえられるべきものと

思われる。とりわけ、土地についてですら権利取得の対抗要件として

の公示方法が十分整備されていない中、他方で温泉に対する権利につ

いても独立に取引されていたという事実があったことは確かであり、

松の湯事件控訴審判決が、そのことを踏まえて、「登記なくとも第三者

に対し権利取得を対抗し得べきもの」と解したとするならば、その後

の鷹の湯事件大審院判決が、大正末期の掘削により出現した鷹の湯源

泉の権利につき、「民法第１77条ノ規定ヲ類推シ第三者ヲシテ其ノ権利

ノ変動ヲ明認セシムルニ足ルヘキ特殊ノ公示方法ヲ構スルニ非サレハ

之ヲ以テ第三者ニ対抗シ得サルモノト解スヘキ」と判断したこととは、

必ずしも矛盾するものではないと解することも可能である。

明治初期からやや時代が下ったひなの湯事件判決（１888（明治2１）年）

の時代においても、かろうじて登記法（１886（明治１9）年）が制定され

てはいたものの、民法未施行の状況において、地役権設定登記も共有

登記も認められておらず、やはり公示方法の整備はいまだ不十分で

あった。その状況下でもなお湯口の取引は行われていたということを

法的にどう評価すべきかが問われよう。

⑵　源泉の複数配湯と公示方法

両事件と鷹の湯事件との違いとしては、 １つの源泉の湯が、複数名

のために、それぞれの内湯所在地へと配湯（分湯）されていた点が挙げ

られる。そのため、これらの者の権利につき、今日的観点から、鷹の

湯事件大審院判決に照らして明認方法が必要であると解した場合に、

いかなる方法での公示が明認方法として評価されるかについては、権

利者が単一であった鷹の湯事件（8１）とは異なる観点からの考察が可能と

なる。この点にも、両事件を考察する独自の意義が見出される。

源泉の複数配湯に適合的な公示方法として、引湯地役権の設定登記（82）

が考えられ、そのような実践例（疝気の湯源泉）もみられるものの、浅
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間においては一般的ではなく、狭い範囲の土地を鉱泉地として分筆登

記をし、共有登記を行うというのが、１895（明治28）年以降に浅間でみ

られた公示方法であった。

しかし、本稿で明らかにした事実からは、特定の場所への引湯権と

しての湯口権は、源泉地の共有登記のみによっては十分な公示にはな

らず、引湯先の土地の所有名義との関係で実効性をもたないことがあ

るといえ、公示に限界があることをみた。

また、共有持分が示す割合が配湯量に直結しているのかも定かでは

ない。 １口の湯口権が、 １分間 １斗などといった固定的な量の引湯権

を表わすものとするならば、全権利者のために必要な湯量が湧出しな

くなった場合に、その配分が割合的に減少するものとして扱われるか

など、単一権利者の場合には求められない別個のルールが求められよ

う。

6　結　語

本稿だけでも、350年を超える浅間温泉の歴史の中で、湯口権の理解

に資する事実を多く紹介したものの、他にも、御殿湯を中心とする大

湯（北部）源泉群や、明治期以降に形成された外湯（湯組）における湯

口の権利関係、また、昭和30年代以降、掘削泉による集中管理へと移

行していった経緯における権利関係など、未検討の課題がなお多く存

在する。これらについても史実に照らして考究し、鷹の湯事件大審院

判決が認めた「湯口権」の内実をより仔細に明らかにすることが、本

テーマに関して残された今後の課題である。他日を期したい（83）。

（ １）	 大判昭和１5年 9 月１8日民集１9巻１9号１6１１頁。評釈・解説として、末川
博『判例民法の理論的研究』86頁（弘文堂書房、１942年）、我妻栄『民法
判例評釈Ⅰ』１97頁（コンメンタール刊行会、１965年）、小澤英明『温泉法』
１20頁（白揚社、20１3年）、水津太郎・温泉82巻 4 号26頁（20１4年）、松尾
弘『民法判例百選Ⅰ〔第 8版〕』１00頁（有斐閣、20１8年）等があるほか、
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実地調査に基づく特筆すべき貴重な研究として、川井健「温泉権の取引と
明認方法─鷹の湯事件を中心として」『不動産物権変動の公示と公信』１39
頁（日本評論社、１990年）〔初出、遠藤浩ほか監修『現代契約法大系第 3
巻』325頁（有斐閣、１983年）〕がある。本稿も、その調査結果を素地とし
ている。

（ 2 ）	 拙稿「浅間温泉の歴史と湯口権─鷹の湯事件を起点として」温泉地域
研究36号１3頁（202１年）。

（ 3 ）	 その源泉群からやや離れて、「目洗いの湯」や「目の湯」なる自然湧
出泉があり、下浅間に属するものとして紹介されること（本郷村誌編纂会
編『本郷村誌資料集第 2 集ノ １ 浅間温泉篇（上）』１40頁（本郷村、１955年）

（以下、『浅間温泉篇上』という。）に１869（明治 2 ）年の内湯持ちとして、
「綿の湯」とあるのが今日の「目の湯」に当たる。）もあるのが若干の例外
となる。

（ 4 ）	『浅間温泉篇上』 3 頁。
（ 5 ）	『浅間温泉篇上』１03頁。１664（寛文 4 ）年の洪水により、「横谷沢南

の源泉（後に松の湯源泉と呼ばれる）や、犬飼源泉と附会されて呼ばれる
源泉など」が湧出したとされる。

（ 6 ）	『浅間温泉篇上』１49頁。大湯（北部）源泉群に 3 名、荒湯（南部）源
泉群に 4 名の内湯持がいたとみられる。本稿では多く触れることがないも
のの、荒湯（南部）源泉群から300m ほど北に位置する大湯（北部）源泉
群の方では、慶長年間（１596年以降）頃、松本城主と家臣のための浅間御
殿が構築され、小口家が代々湯守を務めてきている（現在の枇杷の湯）。
この小口家も内湯持の １ 人として数えられる。

（ 7 ）	『浅間温泉篇上』１37頁では、内湯持は１0名とされるが、「七木重次郎」
2 坪のうち「重次郎隠居屋与五兵衛 １ 坪」とあり、この「与五兵衛」は、
その前後の時期において内湯持と扱われていたものとみられることから、

「重次郎」と「与五兵衛」をそれぞれ １ 坪の内湯持とみて、１１名とした。
また、内湯１5坪・御殿湯 6 坪・入込湯 7 坪の合計は28坪とされるものの、
御家中様「柳の湯」を １ 坪と数えてこれを加えれば29坪となる。

（ 8 ）	『浅間温泉篇上』 4 ・１45頁によれば、表 １ の 3 ④における飯沼家への
交替は質流れにより、同 3 頁によれば、表 １ の１3は中野家本家に属する１１
の分湯によるものとされる。

（ 9 ）	 戌の満水と呼ばれ、江戸を含む各地で大災害を惹き起こした（信濃毎
日新聞社出版部編『寛保 2 年の千曲川大洪水「戌の満水」を歩く〔増補改
訂版〕』（信濃毎日新聞社、202１年）参照）。

（１0）	 ①②は『浅間温泉篇上』１49・１50頁の町屋図、③は同１37頁と１5１頁の
町屋図、④は同１38頁、⑤は同１52頁の町屋図、⑥は松本市文書館所蔵「浅
間絵図」（石川辰郎家文書・写真番号１82）、⑦は『浅間温泉篇上』１38頁に
基づき筆者作成。不明な点は「?」を付した。
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（１１）	 この点では、江戸前期における小柳の湯（表 １の 4③）も、元禄年間
（１688～１704年）に柳の湯を拡張する際の世話役として分湯を受けて内湯
持となったとされ（『浅間温泉篇上』１45頁。ただし、ホテル「小柳」の
ホームページ等には、それよりもさらに古い１686（貞享 3）年創業と記さ
れている。）、経緯が類似する。

（１2）	 ①は豊田庸園『善光寺道名所図会』（１849（嘉永 2）年刊行）、②は本
郷村誌編纂会編『本郷村誌資料集第 2集ノ 2浅間温泉篇（下）』 １頁以下
（本郷村、１956年）（以下、『浅間温泉篇下』という。）、③～⑤は『浅間温
泉篇上』１39・１40頁に基づき筆者作成。

（１3）	 新聞3873号 5 頁。裁判官：古川鈊一郎（裁判長）、渡邊葆、中島葵
（第 3民事部）。その評釈としては、石川芳雄「温泉使用権」鉄道省国際観
光局編『温泉法に関する文献』477頁（鉄道省国際観光局、１939年）のほか、
小澤・前掲注（ １）温泉法１04頁があるにとどまる。若干の言及として、武
田軍治『地下水利用権論』１69頁（岩波書店、１942年）、川井・前掲注（ １）
温泉権の取引と明認方法１70頁も参照。

（１4）	『信州浅間温泉案内』（たかの湯旅館版）から抜粋し、本稿で登場する
旅館に筆者で○印を付したものであり（実線のものは松の湯事件との関係、
点線のものはひなの湯事件との関係での主な旅館を示す。）、北東から南西
方向に見た浅間温泉街の鳥瞰図である。刊行年は不明であるが、１93１（昭
和 6）年に開業した温泉プールや本郷競馬場が見られることや、図の上部
に描かれた大糸南線が信濃森上までしか延伸しておらず、それは１932（昭
和 7）年１１月20日～１935（昭和１0）年１１月29日の期間に限られていたこと
から、この期間中に刊行されたものとみられる。したがって、ちょうど松
の湯事件控訴院判決が下された頃の温泉街を示している。43軒の温泉旅館
が描かれており、江戸時代よりはもちろん、現在（25軒）と比べても旅館
数は多かった。

（１5）	 小澤・前掲注（ １）温泉法１04頁以下参照。事案の解説としては、当事
者関係図付きで簡にして要を得ている。

（１6）	「当院に顕著なる事実」であるゆえ、認定の根拠となった特定の証拠
は示されていない。

（１7）	 明治期における松の湯源泉の管理者の １人であった。
（１8）	 新聞45１7号１2頁。裁判官：斎藤直一（裁判長）、七宮節七郎、牧野威
夫（第 3民事部）。

（１9）	 そうであるとはいえ、独立権利性の基礎づけがなぜ一般論から地方慣
習法へと転換されたのかは判然としない。

（20）	 新聞3628号１2頁。裁判官：藤田八郎（裁判長）、前野願一、川添清吉。
ただし、鷹の湯事件や松の湯事件（第 3民事部）とは異なり、第 2民事部
による判決であった。

（2１）	 この結論自体、鷹の湯事件大審院判決に照らして再考する余地がある。
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その他、債権譲渡の対抗要件の強行法規性に関する重要な論点も含んでお
り、その詳細な検討については別稿を予定している（「温泉と法」研究会
にて報告済み）。簡単な解説として、拙稿・温泉90巻 4 号26頁（2022年）
参照。

（22）	 そして、①判決が出現した背景には、①判決の原判決（静岡地沼津支
判昭和 2年 5月 3日新聞2698号 5 頁）が下された後、昭和 4年１2月に日本
温泉協会が設立され、同協会の委嘱等により、温泉の法律研究が活発化し
ていたとの事情がある。特に、当時、現役の裁判官でありながら次々と温
泉に関する法律研究の論文を公表した武田軍治氏の見解（同「地下水利用
権に就て」司法研究１2輯 6 号（１930年）と、その発展版である、同「地下
水利用権論」法協49巻１0号、１１号、50巻 4 号（１93１年～１932年））による
裁判実務への影響は否定できない。

（23）	 川井健・前掲注（ １）温泉権の取引と明認方法１50頁。
（24）	『浅間温泉篇上』１43頁。「芳の湯」の創立経過として、１873（明治 6）
年、「七木立造持地より源泉発見される」とあるが、１868（明治初）年頃
より相次いで湯口権を売り渡していたとすれば、源泉発見はそれより前と
なる。むしろ、江戸末期に新湯持となった七木伝之助が埋れ湯の起返りに
よって得た源泉を七木立造が相続した（表 2の 5③～⑤参照）とみるのが
自然であり、上記記述は、芳の湯関係者側からの情報として、当時、発見
された新源泉と称する七木立造から買取りを求められたことによるもので
はなかったかと推察される（その限りで、松の湯源泉発見の経緯に関する
旧稿１7頁や22頁注34の記述を改める。）。

（25）	『浅間温泉篇上』１43頁、『浅間温泉篇下』85頁によれば、当初の分湯
状況として、ひなの湯事件でも登場する幸田常造が、１876（明治 9）年 8
月１4日、松の湯より分湯を受け、下浅間で「柏の湯」と称して内湯を始め
た旨の記述がみられる。その後、鈴木嘉一郎（後の「鷹の湯」経営者）が
借湯し、曲折あって従前の湯は村持となって「昭和の湯」に利用されると
の記述もみられるが、後述する松の湯源泉地の共有関係には反映されてい
ないため、共有登記がされた１905（明治38）年 2月22日までには、共有者
の誰かにその湯口権を譲渡したのではないかと思われる。

（26）	 松本市編『松本市史第 2巻』１36頁（松本市、１995年）。
（27）	『浅間温泉篇上』１44頁。
（28）	『浅間温泉篇上』１45頁。富貴の湯は、１989（平成元）年頃、（有）鷹
の湯旅館と合併し、鷹の湯旅館跡地に貴祥庵を建築して経営の存続を図っ
たが頓挫した。現在、ホテル富貴の湯は、伊藤園ホテルズが経営する「浅
間の湯」に、貴祥庵は、星野リゾートが経営する「界	松本」となってい
る。

（29）	『浅間温泉篇上』１45頁。寿の湯は、後に「中村屋」、「紅葉館」（図 １
参照）と呼ばれるに至るが、戦後間もなく廃絶に至ったようである。
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（30）	『浅間温泉篇上』１43頁。常磐の湯については、七木立造より松の湯源
泉を分湯とされたとあり、桑の湯についてはその記述がみられないものの、
桑の湯は芳の湯と常磐の湯の間に位置しており（図 １参照）、同様に分湯
されていたものとみられる（松本市文書館所蔵「浅間村絵図	写」（七木基
夫家文書・写真番号202）中に、明治期作成とみられる引湯図面があり、
芳の湯とともに桑の湯への引湯を確認できる。もっとも、この図面には常
磐の湯が描かれていない。）。また、登記簿上は滝沢「勇吉」とあり、新湯
持の １人である滝沢「祐吉」（表 2の 9③～⑤参照）とは漢字が異なるも
のの、「勇吉」を明治39（１906）年に家督相続した滝沢經雄が桑の湯の経
営者として紹介されていること（関寅市『浅間温泉	全』2１頁（明倫堂書
店、１9１１年）、日本遊覧旅行社編『全国都市名勝温泉旅館名鑑』28１頁（日
本遊覧旅行社、１930年））等から同一人物とみられる。なお、桑の湯も常
磐の湯も、戦後に刊行された旅館案内等には名が無く（最後に確認できる
のは、温泉調査会編『療養本位温泉案内〔増補版東日本篇〕』248頁（白揚
社、１939年）である。）、それ以前の時期（おそらく、桑の湯については、
後述する松の湯源泉所在地の共有持分を寄藤津留へに売却した１935（昭和
１0）年頃）に廃絶したようである。

（3１）	 山内実太郎『松本繁昌記』220頁（郁文堂、１898年）には、「秋蚕種の
本場浅間の西に於て巍然一城郭の態をなすもの之を七木秀一氏の雙桑舘に
して屋号をたまりやと云ふ今の蚕業界又たまりやを知らざるものなし」と
ある。

（32）	 関寅市・前掲注（30）浅間温泉22頁。
（33）	 筆者の現地調査による。御射神社の寄付金については、他に、金額20
円 １ 名、１5円 １ 名、１2円 3 名、１0円１7名、 8円 3名、 7円 6名、 6円 4名、
5円28名、 4円 5名、 3円50銭 １ 名、 3円 9名、 2円１3名、 １円50銭１１名、
１円95名であった（七木洵を含めて１98名合計759円）。また、浅間公園の
寄付金については、浅間区内の個人では他に、金額１2円 １ 名、１0円 3 名、
8円 2名、 7円１0名、 6円 7名、 5円30名、 4円１6名、 3円35名、 2円43
名であった（七木洵を含めて１48名合計595円、組合や他の地区からの寄付
金を合わせた総額は689円）。これらの寄付者名簿には、大正期における温
泉旅館経営者の名が多く見受けられるものの（御射神社で38名、浅間公園
で36名）、その寄付金額は、七木洵以外では、御射神社で １～１2円、浅間
公園で 2～１2円にとどまっていた。

（34）	「たねや」につき、中尾矩市『商工名鑑』１１4頁（名古屋商工社、１9１１
年）、「扶桑舘」につき、山内実太郎・前掲注（3１）松本繁昌記229頁参照。

（35）	 松本市編・前掲注（26）松本市史第 2巻１37・１4１頁参照。なお、『浅間
温泉篇上』１36頁には、松波遊山が『信名濃日記』に、１899（明治32）年
9月１6日、浅間温泉で「竹の湯奥沢といふ家にとまる」と記していた点が
紹介されている。この頃、竹の湯の経営が滝沢家から中野家に替わってお
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り、その中間において、奥沢家が経営していた可能性が考えられる。竹の
湯も松の湯に近接しており、分湯は十分可能と思われる。

（36）	 １900（明治33）年頃の作成と推測される『信州東筑摩郡浅間温泉案内』
（松本市文書館所蔵、小口隆章家文書・写真番号82）には、松の湯の経営
者として、「笠原仙次郎」の名がみられる。

（37）	 そのため、笠原家は、借地人として松の湯を経営していたものとみら
れる（建物登記簿未確認）。もし、そのような立場であっても、松の湯源
泉を源泉地の共有者とともに使用していたとすれば、それはいかなる法的
根拠に基づくものかが問われることとなろう。

（38）	『浅間温泉篇上』１43頁には、芳の湯の創立経過の一部として、滝沢義
松が松本の岡村源十（「源重」のことと思われる。）に「詐取され所有され
る」との記述がみられる。それゆえ、客観的には、１878（明治１１）年にお
ける曽祖父源重の取得経緯自体に疑いの目を向ける余地があったものの、
本件では、原告・被告双方に共通の前主であったためにこの点が争点化さ
れるべくもなかった。

（39）	『浅間温泉篇下』42頁後に掲載の「明治29年上浅間大水害見取図」に
は、１896（明治29）年当時の地図の中で、「ときわの湯	七木端午」と並ん
で、「よしの湯	中野悦三」の名がみられる。また、中尾矩市『商工名鑑
〔第 5版〕』68頁（名古屋商工社、１9１3年）にも、「芳之湯	中野悦三」の名
がみられる。

（40）	 １930（昭和 5）年 8月刊行の日本遊覧旅行社編・前掲注（30）全国都市
名勝温泉旅館名鑑283頁。「武井繁」の名は、松の湯源泉所在地の登記簿
（浅間668番 2 ）にも、引湯先の芳の湯所在地（浅間60番 2 ）の登記簿にも
みられない。

（4１）	 寄藤津留へが芳の湯の経営者として紹介された文献は見出せなかった
が、『浅間温泉篇上』１43頁には、芳の湯が「寄藤氏、今井氏に移転し」た
ことが記されている。また、前掲注（30）で触れたとおり、当該売却の結果、
桑の湯の廃絶が確定したとみられる。

（42）	 図 2 のとおり、三浦忠夫は、三浦初枝を通して共有持分20/１37をすで
に有していたことから、原告からの購入により持分が40/１37となり、その
後、１952（昭和27）年１0月2１日には、七木猪一からさらに20/１37の持分を
購入することで、最終的には半数近いの共有持分60/１37を有するに至った。

（43）	 この指摘は、１947（昭和22）年 3月 6日、浅間に在住しない持分権者
であった眞島長一郎から持分を買い取った矢口倉子にも当てはまる。これ
により得た湯は、同人の住所地（浅間68番地）で矢口家が経営してた「桃
の湯」に引湯されたものとみられる。

（44）	 現地調査に基づく、川井健・前掲注（ １）温泉権の取引と明認方法１53
頁には、湯坂源泉組合（上浅間 8つの外湯の湯組で組織された組合）の定
款の他にも、下浅間「共栄会と松の湯の定款がある模様である」との記述
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がある。おそらくは、松の湯源泉地の共有者で組織された組合ないしは権
利能力なき社団がかつては存在し、つまりは、松の湯源泉の利用者間にも、
単なる共有関係を超えた団体的規律があったとみられる（定款未入手）。

（45）	 内田実編『東筑摩人物史』１99頁（東筑人物史編算会、１959年）によ
れば、浅間の温泉旅館業者として「今井一雄」が紹介されており、「昔信
州が製糸業の盛の時代は松本市に於て今井製糸所として発展した時代も
あった。現在は浅間の芳之湯として又東京で今井旅館として繁栄してい
る」とある。今井合名会社の代表者とみられる。

（46）	 もっとも、20１8（平成30）年 7月、松本市中心街に本社をもつ（株）
ドリームホテルが経営を引き継ぎ、「HOTEL&SPA	FAN!MATSUMOTO」
として再出発している。軒先には、「旧よしの湯」の看板だけが残されて
いる（2022年 8 月１4日筆者確認）。

（47）	 日本大学図書館法学部分館所蔵『大審院民事判決原本』94- 2 巻１07丁
（明治2１年第１76号温泉多用差止済口実行請求事件）。本判決は、北條浩
『温泉の法社会学』１57頁（御茶の水書房、2000年）が、明治2１年 9 月20日
判決として言及するものの、受理日（ 9月20日）と判決言渡日（１2月24
日）とを取り違えて紹介している。

（48）	 １9１１（明治44）年 7月刊行の大浜六郎『山水名勝避暑案内』１84頁（弘
学館書店、１9１１年）に、「浅間温泉旅館中第一に指を屈するは当館とす」
とあり、山内実太郎・前掲注（3１）松本繁昌記205頁にも、「浅間温泉中優に
出色の評あり」とある。明治・大正期の温泉を書き綴った田山花袋が浅間
温泉で泊まった宿もまた西石川であった（同『温泉めぐり』１34頁（岩波
書店、2007年）参照）。

（49）	 被上告人欄に「総理代人」とあるのは、民法施行前に施行されていた
代人規則（明治 6年太政官布告第2１5号） 4条にいう「其本人身上諸般ノ
事務ヲ代理スル者」、つまり、包括的な代理権を有する者を指す。それゆ
え、当事者は中野治笑であるが、中野真筋（関寅市・前掲浅間温泉22頁に
よれば、明治末期には、鶉の湯の経営者となっていた。）が治笑に代わっ
て訴訟行為を行っていたこととなる。

（50）	 その後の宮城控訴院での結末も定かではない。
（5１）	 １886（明治１9）年 2月刊行の内務省衛生局編『日本鉱泉誌（中）』25１
頁（報行社、１886年）と、１892（明治25）年１0月刊行の下条台次郎編『信
濃鉱泉誌』53頁（一合社、１892年）参照。これらには、降籏家の「桜の湯」
や金井家の「親方湯」の名はみられない（これらを含めれば１3湯となる。）。
また、当時の内湯持については、『浅間温泉篇上』１42・１43頁のほか、「明
治20年 １ 月調	浅間村絵図写」（松本市文書館所蔵、七木基夫家文書・写真
番号207）参照。

（52）	『浅間温泉篇上』１43頁。幸田常造については前掲注（25）も参照。
（53）	『浅間温泉篇上』１43頁。桐の湯（現在の和泉荘）については、江戸末
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期の１86１（文久元）年に、七木太治郎が既に「たまりや」の屋号で「桐の
湯」を営み（表 2の１4④）、これを七木秀一が継いだ（更にその後、七木
洵が継いだ）ことから、治笑からの分湯によって内湯持になったものでは
ないとみられる。それゆえ、松の湯からの分湯による柏の湯「幸田常造」
（前掲注（25）参照）と、ひなの湯からの分湯による蝶の湯「宇留賀平内」
のみが下浅間の内湯持１１名中の新湯持とみられるため、いずれも被告・治
笑と「利害ヲ同フスル人々」であって、原告らに不利な意見を述べても証
拠価値がないとの原告らの反論を招いたのではないかと推察される。

（54）	『浅間温泉篇下』40頁、本郷村誌編纂会編『本郷村誌』１289頁（本郷
村誌編纂会、１983年）。

（55）	『浅間温泉篇上』１43頁、『浅間温泉篇下』85頁、本郷村誌編纂会編・
前掲注（54）本郷村誌１276頁参照。なお、『浅間温泉篇上』１44頁記載の「ひ
なの湯」の創立経過には、「明治１2年中野治笑持地より源泉が発見される
これを借湯して山本きた湯宿始める」とあり、発見が１879（明治１2）年で
あるとするが、本判決に照らせば、開設したのが同年中であり、発見は
１874（明治 7）年より前とみられる。

（56）	 浅間で今日も利用されている 7源泉の １つであり、本文の記載のほか、
「深度3.6m、温泉5１.3℃、湯量毎分１07ℓ」と記載された看板が現地に立つ
（筆者確認）。「深度3.6m」であるから、自然湧出泉というよりは、（小）掘
削自噴泉というのが正しいように思われる。

（57）	『浅間温泉篇上』１53頁。
（58）	 明治末期頃の荒湯（南部）源泉群を示すように思われる「浅間村絵図	
写」（松本市文書館所蔵、七木基夫家文書・写真番号202の一部）によれば、
603番地内に 3つの源泉が描かれている。別個の新源泉が発見されてこれ
を分湯した可能性もある。その場合は、この新源泉が「ひなの湯源泉」で
あったと考えられる。

（59）	 関寅市・前掲注（30）浅間温泉22頁に、「榮の湯」の経営者として「上
原初太郎」の名がある。

（60）	「規定書（温泉之源流掘毀致間敷）」（松本市文書館所蔵、七木基夫家
文書・写真番号205）。東筑摩郡郷土資料編纂会編『文化部中間報告第１7集
古文書（ 9）浅間温泉関係文書 2』53頁（東筑摩郡郷土資料編纂会）にも
転載。

（6１）	『浅間温泉篇上』１44頁。隣接地に １月違いでできた南瀧澤・和氣の湯
の創立経過との混同があり、南瀧澤もまた滝沢「甚」五郎が創設したかの
ようにも記されているが、同7１頁と『浅間温泉篇下』86頁に鑑みれば、南
瀧澤は滝澤「作」五郎の創設によるもので、北瀧澤が明治１0年 2 月、南瀧
澤が同年 3月というのが正しいように思われる。

（62）	 関寅市・前掲注（30）浅間温泉１１頁。
（63）	『浅間温泉篇上』１03頁。
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（64）	 山内実太郎・前掲注（3１）松本繁昌記206頁の「和氣の湯（瀧澤益十郎
氏）」の紹介文に、「同湯は有名なる疝氣の湯の分湯にして効能の顕著なる
は世の知る所」とあるほか、関寅市・前掲注（30）浅間温泉・広告20頁には、
「名湯せんきの湯」と冠して、「南瀧澤	和氣の湯」、「山本	雛之湯」、「北瀧
澤	相生の湯」、「よねや	榮之湯」が共同広告を出していた。

（65）	『浅間温泉篇上』１１0頁。
（66）	 他にも、１883（明治１6）年 4月１5日に下浅間で作成された「約定書」
が存在する（松本市編『松本市史第 4巻』86１頁（松本市、１994年）。本件
で被告側から提出された書証（乙 2号証）と思われる。）。これは、下浅間
における当時の内湯持１2名（前記１１湯の内湯持のほか、桜の湯に関する内
湯持（降籏孝吉郎）がいた。）と多数の「共有湯持」（外湯持）との連署に
より作成され、下浅間の外湯を前記 4か所に確定させるとともに、所有地
といえども源泉やその近傍を掘り毀したり妨害したりしてはならず、他よ
り妨害をする者があれば下浅間で一致して協議・防御をすべきことが合意
された。

（67）	『浅間温泉篇下』86頁、松本市編・前掲注（66）松本市史第 4巻859頁。
（68）	 秦愼也「不動産登記制度の歴史を振り返って」登記研究837号１2頁以
下（20１7年）参照。

（69）	 東筑摩郡郷土資料編纂会編・前掲注（60）文化部中間報告第１7集古文書
54頁。原本を確認できなかったため、省略された「別紙図面」も未確認で
ある。

（70）	 真砂の湯は、上浅間の外湯の １つである。
（7１）	 前掲注（44）のとおり、下浅間共栄会にも定款があるとのことであるが
未入手である。

（72）	 井田仁康＝上野健一「浅間温泉の形成過程と集落構造」地域調査報告
7号94頁（１985年）。

（73）	 源泉隣接地を引湯経路とする趣旨の670番地のほかは、笹の湯・西石
川（342・343）、蔦の湯（344- １ ・344- 3 ）、玉の湯（348）、桜の湯（362-
１ ）、井筒の湯（364- ｲ）、蝶の湯・湯本屋（365- ｲ）、桐の湯（370）、亀の
湯（37１）、鶉の湯（373）、臼の湯・東石川（375）といった内湯持の土地
に対応しているのと、さらには、八櫛の湯（１2１- １ ・１2１- 3 ・１2１- 4 ・
360- ｲ・360-5,360-6,360- 7 ）、黄金の湯（366）、田鶴の湯〔角の湯〕（368）、
港の湯（377）といった下浅間の外湯にも対応している。

（74）	 栄の湯の敷地内には、栄の湯源泉（605- 2 ）のほか、茶ノ湯源泉とも
称される606番 2 の鉱泉地が存在する（小林芳三郎『信濃温泉案内』１05頁
（長野県温泉協会、１937年））。しかし、登記簿上は明治末期に滝沢家から
上原家が買い受けて以来、上原家の単独所有が維持されており、掘削泉に
よる集中管理への移行まで、栄の湯専用の源泉として使用されていたもの
と思われる。
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（75）	 滝澤正雄（玉の湯）、中野重一（鶉の湯）、七木重平（亀の湯）、宇留
賀代造（湯本屋）、幸田盈之（柏の湯）。

（76）	 中條家は、菊の湯を買い取ったほか、桐の湯を買い取って和泉荘へと
改称した（『浅間温泉篇上』１43頁）。菊の湯については、七木袈裟三→鈴
木豊蔵→七木洵→神頭勝弥→吉川鈴太郎→中條豊己（１925（大正１4）年１１
月23日売買、共有持分１3/１68）という流れ、桐の湯については、七木洵→
七木猪一→中條豊己（１938（昭和１3）年１１月30日売買、共有持分１3/１68）
という流れで、 2口分の権利（共有持分26/１68）を取得した。また、木下
家（木下千秋）は、１937（昭和 9）年 7月 4日、飯島家（飯島許司）から
共有持分 １ /１4を取得することで（飯島家には共有持分 １ /１68だけが残っ
た。）、井筒の湯を買い取った（同書１42頁）。なお、中村家（中村晙作）は、
１9１7（大正 6）年 １月１7日、七木洵から共有持分 １ /１4を買い取ったが、
これは、赤羽家が有していた千代の湯の権利が七木洵を介して中村家に譲
渡されたものと思われる。

（77）	 ①１968（昭和43）年 7月3１日、（株）玉の湯旅館が瀧澤隆雄より共有
持分１3/１68を購入、②2008（平成20）年 3月１１日、（株）和泉荘が中條武
から共有持分１3/１68を購入し、ホテル国際2１（株）がこれを合併、③20１5
（平成27）年 2月27日、（株）王滝（下浅間で別亭一花を経営していた。）
が木下勝から共有持分 １ /１4を購入、といったケースがみられる。

（78）	 川井健・前掲注（ １）温泉権の取引と明認方法１53頁。
（79）	 それがどの範囲までかは立場を保留する。松の湯源泉グループを超え
て、荒湯（南部）源泉群全体、上浅間全体、さらには外湯持も含めて等、
さまざまな可能性が考えられる。

（80）	 川井健・前掲注（ １）温泉権の取引と明認方法１55頁。
（8１）	 鷹の湯源泉についても、一時はウエストンホテルへの分湯があったも
のの（川井健・前掲注（ １）温泉権の取引と明認方法１60頁参照）、事件当時
は鷹の湯旅館が唯一の配湯先であった。

（82）	 引湯地役権の設定方法としては、本文中で前述した、①引湯先の土地
を要役地とし、源泉地を承役地とする地役権設定の方法があるほか、逆に、
②源泉地を要役地とし、引湯先や引湯経路の土地を承役地とする地役権設
定の方法もみられる。鷹の湯源泉（505- 5 ）で、１969（昭和44）年 7月 3
日、これに隣接して公道に通じる505番 １ の土地に、「温泉の引湯」を目的
とする地役権設定登記をしているのがその例である。通行地役権とは異な
り、引湯地役権の設定は相互互換的であり、温泉の受給者側に主導権があ
れば①の方法に、供給者側に主導権があれば②の方法になるものと考えら
れる。

（83）	 本稿が成り立った契機は 2つある。 １つは、日本温泉協会学術部委員
を拝命し、また、日本温泉地域学会の協力も得て、筆者が近時、温泉権
（湯口権）に関する研究成果を順次公表する機会を得ていたことである。
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そして、もう １つは、長年お世話になった高橋雅夫教授の前任校である松
本大学にも近い浅間温泉が、湯口権概念形成のルーツとして筆者が特に注
目していた温泉地でもあり、旧稿に続く研究成果の公表を企図していたこ
とである。本来的な裁判例研究から離れて歴史の探求に傾斜している本稿
が教授の退職記念に相応しいかは甚だ心許ないものの、このような拙稿を
まとめる機会を賜った高橋教授に感謝申し上げるとともに、今後のご多幸
を心より祈念する次第である。
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コインハイブ事件と
不正指令電磁的記録に関する罪

上　野　幸　彦

Ⅰ　序　論

Ⅱ　コインハイブ事件の概要と裁判の経過

Ⅲ　不正指令電磁的記録に関する罪の制定経緯と立法上の問題

Ⅳ　不正指令電磁的記録に関する罪の法益とその解釈

Ⅴ　結　語

Ⅰ　序　論

最高裁判所は、2022年 １ 月20日、いわゆるコインハイブ事件におい

て不正指令電磁的記録保管罪（刑法第１68条の 3）で起訴された被告人に

対し、無罪を言い渡した（１）。この事件は、事実関係について争いはな

く、争点はもっぱら被告人が保管していたとされるプログラムが「不

正指令電磁的記録」（同第１68条の 2第 １項第 １号参照）に該当するか否か

という解釈上の判断についてである。既に同種の事案で略式命令請求

により罰金刑が確定している例も見られた（2）ようであり、最高裁が無

罪とする解釈判断を示したことは、極めて注目に値する。本稿では、

裁判の経過をやや詳しく辿りながら、最高裁の判断について分析を行

い（Ⅱ）、この事件が示唆している不正指令電磁的記録の罪の規定の在

り方に関する問題について、立法の経緯を振り返りながら明らかにす

るとともに（Ⅲ）、あらためて本罪の解釈適用について若干の考察を試

みることにしたい（Ⅳ）。

論　説
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Ⅱ　コインハイブ事件の概要と裁判の経過

１ ．コインハイブ事件とは

ビットコインに代表される暗号資産（3）は、一般にブロックチェーン

と呼ばれる仕組みを利用して取引が記録される。この記録の改竄を防

ぐために、マイニングという作業が行われる。そして、マイニングと

引き換えに暗号資産を与えることにより、取引データの完全性を維持

しているのである。ビットコインの場合には、マイニングにおける

ハッシュ計算量が膨大で、個人のパソコンでは到底及ばない。しかし、

Coinhive	Team は、暗号資産の一種であるMonero に関して、個人のパ

ソコンでも十分にマイニングできる専用スクリプトを開発し、これに

よりウェブサイトにアクセスする利用者のコンピュータで計算を行い、

コインハイブに登録したウェブサイト運営者が収入を得られるコイン

ハイブ（Coinhive）（ 4）というウェブサービスを提供した。このコインハ

イブのプログラムは、JavaScript を利用しており、ソースコードも公

開されている。ウェブサイトに設置して用い、同サイトを閲覧する利

用者のブラウザー上で動作する。その動作内容は、Monero を獲得でき

るための演算、すなわちマイニングを行うものである（５）。

今回の事件は、サイト運営者が、コインハイブに登録し、登録キー

を利用して自己のサイトにアクセスした利用者をこのコインハイブの

マイニングスクリプトをライブラリとして呼び出すプログラムコード

を作成し、自己のウェブサイトの HTMLに記載しそのサイト上に設置

し、コインハイブ社から収入を得ようと企図したものである。この事

件のサイト運営者は、ウェブデザイナーであり、楽曲に関するウェブ

サイトを運営していた。サイトの維持管理費用は広告収入に拠ってい

たが、コインハイブに関する記事を読み、収入源として試験的に利用

することとし、登録者に発行されるサイトキーを取得して、これを記

述したコードを20１7年 9 月2１日に自己の運営するサイトに設置した。

これによって、サイトを閲覧した利用者のコンピュータで自動的にマ
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イニングが実行され、総採掘量の 7割が登録者であるサイト運営者の

報酬として分配された。この事件では、同年１１月 9 日にプログラム

コードが削除されたが、この間800円程度の総収益を得たとされている。

コインハイブは、登録したサイト運営者のサイトにアクセスした利

用者のパソコンでマイニングの演算処理が行われる仕組みとなってお

り、サイトを閲覧している利用者が知らない間に、勝手にそのパソコ

ン内のCPUが利用されているという状態となる。サイト閲覧者のパソ

コンのいわば無断利用を伴う事態を問題視した警察当局は、サイト閲

覧者に無断でコインハイブのマイニングスクリプトに誘導し、閲覧者

のパソコン上でマイニング作業を行わせるサイト運営者を対象に、複

数の都道府県警連携の下で摘発を行った。20１8年 6 月には、警察庁が

HP上で注意喚起を呼びかけている（6）。

摘発された本件被告人は、不正指令電磁的記録取得罪および同保管

罪として、横浜簡易裁判所で罰金１0万円の略式命令を受けたが、これ

を不服として正式裁判を申し立てた（7）。

２ ．刑事裁判の経過

⑴　第 １審（横浜地裁平成3１年 3 月2７日）（ ８）

検察官の公訴事実は、次の通りである。「被告人は，インターネット

上のウェブサイト『a』を運営する者であるが，a 閲覧者が使用する電

子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨甲の取引

履歴の承認作業等の演算を行わせてその演算機能を提供したことによ

る報酬を取得しようと考え，正当な理由がないのに，人の電子計算機

における実行の用に供する目的で，平成29年１0月30日から同年１１月 8

日までの間，a閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に前記演算

を行わせるプログラムコードが蔵置されたサーバーコンピューターに

同閲覧者の同意を得ることなく同電子計算機をアクセスさせ同プログ

ラムコードを取得させて同電子計算機に前記演算を行わせる不正指令

電磁的記録であるプログラムコードを A株式会社が運営管理する日本

国内に所在するサーバーコンピューター上の a を構成するファイル内
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に蔵置して保管し，もって人が電子計算機を使用するに際してその意

図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を保管し

たものである」。

本件の事実関係自体についてはとくに争いはなく、不正指令電磁的

記録保管罪の成否を巡って、本件プロムラムコードにおける不正指令

電磁的記録該当性の有無を焦点に、もっぱらその解釈判断が争われた。

不正指令電磁的記録とは、「人が電子計算機を使用するに際してその意

図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき

不正な指令を与える電磁的記録」である。客体の要件は、第 １に「意

図に沿うべき動作をさせず」又は「意図に反する動作をさせるべき」

指令を内容とし、かつ第 2に「不正な」指令であることである（以下、

前者を「反意図性」、後者を「不正性」と呼ぶ）。

検察官は、暗号資産のマイニングが一般に周知されていない演算で

あり、閲覧者においてその実行に気づくこともできないのであり、意

図に反する動作に当たると主張した。これに対して、弁護人は、Web

閲覧者は JavaScript の実行について、それが危険や有害なものでない

限り、黙示の承諾をしているのであり、本件プログラムは広告用のス

クリプトと何ら変わるものではなく、反意図性の要件を備えるもので

はないと反論した。また、不正性の要件に関して、検察官は、反意図

性が存在すれば、原則として不正であり、例外的に許容される場合が

認められるけれども、本件でとくに正当性が認められる根拠はないと

主張したのに対し、弁護人は、コインハイブには閲覧者のパソコンを

破壊したり情報漏洩を起こすような危険な作用はなく、不正なプログ

ラムには当たらない等と主張した。

横浜地裁は、まず反意図性の判断基準について、「個々のプログラム

が使用者の意図に反するものといえるかどうかは，個別具体的な使用

者の実際の認識を基準とするのではなく，当該プログラムの機能の内

容や機能に関する説明内容，想定される利用方法等を総合的に考慮し

て，当該プログラムの機能につき一般的に認識すべきと考えられると
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ころを基準として判断するのが相当である」と判示している。そのう

えで、本件プログラムコードについて、a. 機能の内容であるマイニン

グの実施につき、説明もなく、その実行について閲覧者の同意を得る

仕組みも設けられていない、b. コインハイブをめぐって、賛否両論が

ある中で、ユーザーの計算リソースを勝手に利用する点で批判も出る

等、一般的なユーザー（閲覧者）の間で広告表示等に代わる新たな収益

化の方法として認知されていたとみとめることはできない、c. 閲覧者

において本件マイニングに気づくことはなく、容認したとみることは

できない点を指摘して、本件マイニングの実行の点について、「閲覧者

等の一般的なユーザーが認識すべきと考えられるものということはで

き」ず、反意図性要件の該当性が認められるとの判断を行っている。

しかし、同地裁は、不正性の要件に関しては、なお合理的な疑いが残

るとして、結論として客体該当性を否定し、無罪を言い渡した。この

点について、同地裁は、不正な指令に限定された趣旨を、反意図性の

あるプログラムの中に、「社会的に許容し得るものが例外的に含まれる

ことから，このようなプログラムを処罰対象から除外する」点にある

とし、その判断基準について、「ウェブサイトを運営するような特定の

ユーザー及びウェブサイト閲覧者等の一般的なユーザーにとっての有

益性や必要性の程度，当該プログラムのユーザーへの影響や弊害の度

合い，事件当時における当該プログラムに対するユーザー等関係者の

評価や動向等の事情を総合的に考慮し，当該プログラムの機能の内容

が社会的に許容し得るものであるか否かという観点から判断するのが

相当である」との一般的な基準を示している。そのうえで、a. 本件プ

ログラムの実行により、消費電力の増加、処理速度の低下等の影響が

生じるが、その程度は広告表示等のプログラムの場合と大きく変わら

ない、b. コインハイブをめぐっては、賛否両論があり、ウェブサイト

閲覧者の同意を得ないでマイニングを行うことににつき、当時、公的

機関による注意喚起や警告等もない中、「いきなり刑事罰に値するとみ

てその責任を問うのは行き過ぎの感を免れない」と指摘して、「本件プ
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ログラムコードが社会的に許容されていなかったと断定することはで

きない」と結論づけ、不正性を否定したのである（9）。

⑵　控訴審（東京高裁令和 2年 2月 ７日判決）（１0）

第 １審の無罪判決に対し、検察官が控訴し、東京高裁に係属するこ

とになった。検察官は、原判決には法令の解釈適用の誤りや事実誤認

があるとして争った。主要な内容を整理すると、反意図性が肯定され

る場合には、例外的に不正性が否定されるべきところ、①原判決は、

サイト運営者のような特定のユーザーにとっての有益性・必要性等を

不当に重視する一方、無断かつ無償でマイニングをさせられた閲覧者

の利害を不当に軽視している、②ウェブサービスの質の維持向上のた

めにサイト運営者において報酬を受け得ることで、閲覧者に不利益を

与えるとすることは許容できない、③賛否が分かれていることは、社

会的許容性を肯定する事情とはいえない、④公的機関による注意喚起

の有無等は、社会的許容性判断に影響するものではない等と主張した。

東京高裁は、検察官の論旨には理由があると認め、不正指令電磁的

記録該当性を否定した原判決には第１68条の 2第 １項の解釈の誤りがあ

るとして、これを破棄し、一転して被告人に有罪を言い渡した。

東京高裁は、不正指令電磁的記録該当性について、反意図性および

不正性それぞれについて検討を加えている。まず、反意図性について

は、原判決がその判断に当たって、もっぱらプログラムの機能の認識

可能性を基準にするもので、プログラムの機能の内容そのものを踏ま

えた規範的な検討をしていないと批判し、判断手法が正当ではないと

説いている。同高裁によれば、不正指令電磁的記録に関する罪は、「電

子計算機において，使用者の意図に反して実行されるコンピュータ・

ウイルスなどの不正なプログラムが社会に被害を与え深刻な問題と

なっていることを受け，電子計算機による情報処理のためのプログラ

ムが，『意図に沿うべき動作をさせず，又はその意図に反する動作をさ

せるべき不正な指令』を与えるものではないという社会一般の者の信

頼を保護し，電子計算機の社会的機能を保護するために，意図に沿う
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べき動作をさせない，又はその意図に反する動作をさせるという反意

図性があり，社会的に許容されない不正性のある指令を与えるプログ

ラムの作成，提供，保管等を，一定の要件の下に処罰対象とするもの

である」とし、この趣旨を踏まえ、プログラムの反意図性につき、「当

該プログラムの機能について一般的に認識すべきと考えられるところ

を基準とし上で，一般的なプログラムの使用者の意思に反しないもの

と評価できるかという観点から規範的に判断されるべきである」とい

う。そのうえで、①本件プログラムコードは、閲覧者にその電子計算

機の機能を提供させてマイニングを行わせるものであり、その実行に

ついて表示は予定されておらず、報酬についても閲覧が得ることは予

定されていない。②ウェブサイト閲覧者は、閲覧のために必要なプロ

グラムの実行については承認していると考えられるものの、本件にお

けるマイニングは閲覧のために必要なものではない、③閲覧者の電子

計算機に一定の負荷を与えるものであるのに、報酬が発生した場合に

も閲覧者には利益がもたらされない、④閲覧者に、マイニングの実行

により電子計算機の機能が提供されていることを知る機会、これを拒

絶する機会の保障もない点を指摘し、本件プログラムコードについて、

「このようなプログラムの使用を一般的なプログラム使用者として想定

される者が許容しないことは明らか」として、反意図性を肯定するこ

とができるのであり、この点に関する結論には原判決に誤りはないと

判断している。

その一方で、東京高裁は、原判決が不正性を否定した判断に対して、

解釈を誤った不合理な判断であると結論づけている。不正性の要件に

ついて、同高裁は「一般的なプログラム使用者の意に反するプログラ

ムであっても，使用者として想定される者における当該プログラムを

使用すること自体に関する利害得失や，プログラム使用者に生じ得る

不利益に対する注意喚起の有無などを考慮した場合，プログラムに対

する信頼保護という観点や，電子計算機による適正な情報処理という

観点から見て，当該プログラムが社会的に許容されることがあるので，
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そのような場合を規制の対象から除外する趣旨である」と述べる。そ

こで、本件プログラムにつき、「その使用によって，プログラム使用者

（閲覧者）に利益を生じさせない一方で，知らないうちに電子計算機の

機能を提供させるものであって，一定の不利益を与える類型のプログ

ラムといえる上，その生じる不利益に関する表示等もされていないの

であるから，このようなプログラムについて，プログラムの信頼保護

という観点から社会的に許容すべき点は見当たらない」と判示して、

不正性を肯定している。そして、原判決において不正性を否定する論

拠として指摘された諸点について、逐一論難を加え、その不当性を摘

示している。まず、ウェブサービスの質の維持向上に関し、この種の

利益につき使用者が気づかない方法で受忍させて実現されるべきもの

でないと批判する。プログラムに対して賛否両論ある点については、

そのこと自体で社会的許容性を基礎づけることはできないのであり、

本件のように反意図性が肯定できる場合には、賛否が分かれているこ

とは、むしろ否定する方向に働く事情であると説いている。さらに、

注意喚起の有無といった事情、消費電力や処理速度の低下等が使用者

の気づかない程度のものであったという事情は、反意図性・不正性を

左右するものではないと指摘する。

以上により、控訴審では、第 １審の無罪判決を不合理な判断である

として退け、被告人に不正指令電磁的記録保管罪の成立が認められた

のである（１１）。

⑶　上告審の判断（最高裁第 １小法廷令和 ４年 １月20日判決）（１2）

控訴審の有罪判決に対し、弁護人は、第１68条の 2第 １項に規定する

「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず，

又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」の文言が、漠然

不明確であるとして、憲法第2１条第 １項、同第3１条に違反する等とし

て、最高裁に上告を行った。最高裁は、弁護人による憲法違反の主張

についてはいずれも排斥したが、不正指令電磁的記録の解釈を誤って

いるとして控訴審の判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した。
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最高裁は、不正指令電磁的記録に関する罪の趣旨および保護法益に

ついて、「不正指令電磁的記録に関する罪は，電子計算機において使用

者の意図に反して実行される不正プログラムが社会に被害を与え深刻

な問題となっていることを受け，電子計算機による情報処理のための

プログラムが，『意図に沿うべき動作をさせず，又はその意図に反する

動作をさせるべき不正な指令』を与えるものではないという社会一般

の信頼を保護し，ひいては電子計算機の社会的機能を保護するために，

反意図性があり，社会的に許容し得ない不正性のある指令を与えるプ

ログラムの作成，提供，保管等を，一定の要件の下に処罰するもので

ある」と説く。これに基づいて、反意図性の解釈として、「当該プログ

ラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場

合に肯定されるものと解するのが相当」とし、一般の使用者が認識す

べき動作の認定に当たり、「当該プログラムの動作の内容に加え，プロ

グラムに付された名称，動作に関する説明の内容，想定される当該プ

ログラムの利用方法等を考慮する必要がある」と指摘する。

また、不正性の解釈として、「電子計算機による情報処理に対する社

会一般の信頼を保護し，電子計算機の社会的機能を保護するという観

点から，社会的に許容し得ないプログラムについて肯定されるものと

解するのが相当」であると判示し、「その判断に当たっては，当該プロ

グラムの動作の内容に加え，その動作が電子計算機の機能や電子計算

機による情報処理に与える影響の有無・程度，当該プログラムの利用

方法等を考慮する必要がある」と指摘している。

上記の一般的な解釈判断に基づいて、本件への具体的な適用を図っ

ている。まず反意図性の点に関して、一般的なウェブサイトにおいて、

運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みとして広告表示プログラムが

広く実行されている実情に照らし、一般の使用者がサイト閲覧中に閲

覧者の電子計算機を一定程度使用して運営者が利益を得るプログラム

が実行され得ることは、「想定の範囲」でもあるといえるものの、こう

したプログラムとして、本件プログラムコードの動作を一般の使用者
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が認識すべきといえるかについて、①マイニングの実行について同意

を得る仕組みになっていないこと、②マイニングに関する説明、その

表示もなかったこと、③閲覧者の電子計算機にマイニングを行わせる

という仕組みは一般の使用者に認知されていなかったという事情を摘

示して、反意図性は肯定された。

一方、不正性に関して、①電子計算機の機能やその情報処理に与え

る影響は、閲覧者がその変化に気づかない程度のものであったこと、

②ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは、情報の

流通にとって重要であり、社会的に受容されている広告表示プログラ

ムと比較して、閲覧者の電子計算機の機能やその情報処理に与える影

響に有意な差異はないこと、③マイニング自体、仮想通貨の信頼性を

確保するための仕組みであり、社会的に許容し得ないものではないこ

とを挙げて、「本件プログラムコードの動作の内容，その動作が電子計

算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響，その利用方法

等を考慮すると，本件プログラムコードは，社会的に許容し得ないも

のとはいえず，不正性は認められない」と結論づけられた（１3）。

下級審で無罪と有罪とに判断が分かれ、最高裁に持ち込まれたケー

スであるが、争点は、もっぱら本件プログラムコードが不正指令電磁

的記録に当たるか否かという解釈判断に係るものであり、構成要件上

の客体に関する要件解釈の仕方が犯罪の成否を左右することになった。

不正指令電磁的記録の罪を構成する客体について判断を行う場合に、

本罪の保護法益・罪質についての理解が影響を及ぼし得る。この点に

ついて、控訴審および最高裁は、いずれも、プログラムに対する社会

一般（あるいは社会一般の者）の信頼の保護と電子計算機の社会的機能の

保護を挙げている。もっとも、控訴審では、社会一般の者の信頼の保

護が重視されているように思われる。これに対して、最高裁は、不正

性の判断基準を示す際に、社会一般の信頼の保護と並べて、あらため

て電子計算機の社会的機能の保護を掲げ、不正性と関連させつつ社会

的に許容できないプログラムに限定される旨を説示している。そして、
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不正性を判断するに当たって考慮すべき事情として、電子計算機の機

能やその情報処理に与える影響の有無・程度、利用方法が例示されて

おり、むしろ電子計算機の社会的機能の側面を重視する内容になって

いる。

Ⅲ	　不正指令電磁的記録に関する罪の制定経緯と立法上の問題

１ ．制定の経緯

⑴　サイバー犯罪条約の採択と国内での検討
不正指令電磁的記録に関する罪（第１9章の 2）の罪は、20１１年、「情報

処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律」（平成23

年法律第74号）により、刑法典中に新たに追加新設された。本章の追加

は、200１年、欧州評議会により、サイバー犯罪に関する世界で初めて

の国際条約である「サイバー犯罪条約」が採択（１4）されたことを契機と

している。本条約の成立にあたり、日本もオブザーバーとして参加し、

条約に準拠しつつ国内法の整備が進められた。条約の批准・承認のた

めの国内刑法の整備の一環として、本章が新設されたのである（１５）。

サイバー犯罪条約では、第 6条で「装置の濫用」（Misuse	of	devices）

が規定され、その中で、不正アクセス（同条約第 2条）、不正な傍受（同

第 3条）、データの妨害（同第 4条）、システムの妨害（同第 ５条）に規定

する犯罪を実行する意図で、特定の装置（ソフトウェアを含む）あるい

はデータの製造・販売等の行為についての犯罪化が盛り込まれている

（同第 6条（a）（ⅰ））（１6）。

条約批准に向けた国内法における対応を検討するため、経済産業省

では、サイバー刑事法研究会（座長・山口厚）（１7）を設置し、2002年にそ

の報告書が提出された（１8）。この報告書では、研究会の意見として次の

ように取りまとめられた。「第 6条（a）（ⅰ）に規定する犯罪使用目的

による不正プログラムの製造・頒布等の処罰化については、留保が可

能であるため、新たな立法化をせずとも条約への加盟は可能であるが、
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仮に当該行為を処罰するとすれば、産業界、とりわけ情報セキュリ

ティ関係企業、研究機関等への影響も大きいと考えられる。『不正』な

結果を発生させ得るプログラムであっても、正当な業務目的でも利用

される場面が考えられるため、プログラムの客観的な性質だけで『不

正』か否かを決することは難しく、理論的には、プログラムの客観的

な性質に加えて、犯罪を行うために使用する意図の有無により処罰の

対象となるか否かを判断するという判断枠組みが必要となると考えら

れる。もっとも実際上は、結果が発生して初めて目的の存在が確認さ

れる場合が多くなると思われる。正当な業務目的、研究目的で用いら

れ得るセキュリティ監査ツールなども、犯罪目的がある場合にはその

所持について処罰の対象となる可能性が生じるため、仮に、以上のよ

うな処罰規定を新たに設ける場合であっても、自由なプログラム開発

やビジネスに抑制効果が生じないよう、構成要件の明確性については

十分な検討が必要である」（１9）と。

その後、2003年 3 月に法務大臣が法制審議会に対し、ハイテク犯罪

に対処するための刑事法の整備に関する諮問を行い、法制審議会では

同年 9月に「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に要綱（骨

子）」（20）を採択し、これを法務大臣に答申した。これを受けて、法務省

において、関係省庁とも協議を行い、具体的な法案の準備が進められ

たのである。

⑵　ドイツ刑法の対応
サイバー犯罪条約は、前述したように、同条約第 2条ないし第 ５条

が規定する犯罪についてそれらの予備的行為の処罰化を要求するもの

であった。ドイツでは、2007年の刑法改正の法律により、条約第 6条

第 １項に対応するため、刑法第202条 c（データの探知及び傍受の予備）が

規定されることとなった（2１）。同規定の条文は次の通りである（22）。

①　	１ ．データ（第202条 a 第 2 項）へのアクセスを可能とするパスワー

ド若しくはその他の保護コード，又は，

2．このような行為の遂行を目的とするコンピュータ・プログラ
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ムを製造し，自ら取得し，若しくは他の者に取得させ，販売し，

他の者に引き渡し，頒布し，又はその他利用可能にすることによ

り，第202条 a 又は第202条 b に定める犯罪行為の予備をした者は，

2年以下の自由刑又は罰金刑に処する。

②　第１49条第 2項及び第 3項を準用する。

ドイツ刑法第202条 c は、同第202条 a、第202条 b、第303条 a、第303

条 b に対する危険な予備的行為を独立して処罰するものである（23）。犯

行の客体は、第一にデータへのアクセスを可能にするパスワードその

他の保護コード（第 １項第 １号）であり、第二に第202条 a、第202条 b、

第303条 a、第303条 b の犯行を目的とするコンピュータ・プログラムで

ある（24）。これらの客体の製造、取得、販売等により上記規定が定める

犯罪の予備を、第202条 c が処罰対象として定めている。このようにド

イツ刑法は、サイバー犯罪条約の要請に沿って、不正アクセス、不正

な傍受等に係る予備罪として、第202条 c を規定している。

それまでは、ハッキング・ツールの製造や販売について処罰対象と

はされていなかった（2５）。せいぜい第202条 a の幇助が問題となるに過

ぎず、共犯として可罰的となるためには第202条 a の正犯の実行が必要

であり、実行が欠ける場合には可罰的ではない未遂の幇助に止まらざ

るを得ない（26）。202条 c の立法理由について、提案者によれば、その

ような行為の高い危険性は処罰の必要性を擁護し、とくに違法な目的

で作られたいわゆるハッキング・ツールについてはそうであり、イン

ターネットを通じて広く流布し得、入手も容易であるため、その単純

な利用は直ちに相当な危険を生じるので、そのような危険な手段の流

布を処罰の対象とすることにより、効果的に抑止することができると

説明されている（27）。そこで、第202条 c 第 １ 項第 2号は、第202条 a や

第202条 b 等の犯罪の遂行を目的とするコンピュータ・プログラムの製

造、販売等を通じた犯罪の予備を処罰するものとして規定された（28）。

本規定は、過剰な処罰化を回避するために、犯罪の遂行を目的とする

ことを要件として規定し、コンピュータ・プログラムに客観的な制限
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を設けているのである（29）。

⑶　日本での立法化について
予備罪として規定されたドイツ刑法に対し、日本ではこれと異なる

立法形式が採用された。日本における立法化を検討する議論の過程で、

予備罪的構成によった場合、①個人情報を流出させたり、勝手に電子

メールを送信するウイルス等が含まれなくなる、②業務妨害の予備罪

として構成する場合には、個人の場合を捕捉できなくなる、③現行法

上、予備罪は極めて重い犯罪に関してのみ処罰対象としているところ、

早期規制の必要性、害悪蔓延の危険性を根拠に処罰するとした場合に、

法定刑はかなり軽くならざるを得ないといった意見が出され（30）、適切

な方法ではないとして排除されたのである（3１）。

不正指令電磁的記録に関する罪（第１9章の 2）の新設に際し、罰則の

必要性について、立案当局者は、「近時，いわゆるコンピュータ・ウイ

ルスが，広範囲の電子計算機で使用者の意図に反して実行され，広く

社会に被害を与え，深刻な問題になっており，これを放置すれば，人

は，電子計算機による情報処理のプログラムを実行するに際して，そ

のプログラムを信頼することができないこととなり，ひいては，社会

的基盤となっている電子計算機による情報処理が円滑に機能しないこ

ととなる」（32）と指摘し、そのうえで、「意図に沿うべき動作をさせず，

又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与えるものでは

ないという社会一般の者の信頼」を保護するために、こうした不正プ

ログラムについて、その作成・提供・供用・取得・保管の各段階の行

為を処罰するものであると説明している。この説明に示されているよ

うに、保護法益は、プログラムに対する「社会一般の者の信頼」に求

められた。こうした理解を前提として、文書の真正さに対する信頼を

保護する文書偽造罪との類似性が見出されて、社会的法益として位置

づけられるとともに、「偽造のアナロジー」（33）に基づいて条文化され、

偽造罪に続いて規定が配置されることになったのである。
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２ ．立法上の問題

⑴　文書偽造のアナロジー？
確かに、不正プログラムの作成という行為態様が偽造と類似してい

る側面は認められるものの、不真正な（物理的な）文書の創出と不正プ

ログラムの作出とでは、それぞれが有する社会的なリスクの内容やそ

の性質に違いがある。つまり、不真正な文書の流通による社会的な害

悪ないし弊害は不正プログラムの流布の場合と同一視できないという

ことである。文書偽造罪では、文書が社会的に一定の証明作用を果た

し、経済取引活動においても重要な機能を担うものであるために、文

書に対する信頼、信用は必要不可欠であり、文書自体の真正性の確保

が要求された。これは、文書自体を社会関係の中で他人が見る（読む）

ということを前提にしている。一方、不正プログラムの場合には、そ

れ自体が物理的な意味で存在し、そのようなものとして流通するわけ

ではない。問題なのは、そのプログラムによる作用である。立案当局

者自身も「社会的基盤となっている電子計算機による情報処理が円滑

に機能し」なくなる弊害について指摘していた。そして、このような

事態が生じたときは、大きな社会的な混乱を招くことが予想されるの

である。文書偽造罪の場合には、立法目的の観点から、その手段とし

て偽造それ自体を処罰する意味あるいは必要性が認められる。これに

対し、仮に立法の目的として、コンピュータによる情報処理の円滑な

機能を含むものとすれば、その手段として刑事規制の対象とすべきな

のは、そのような機能に何らかの影響を及ぼす可能性のあるプログラ

ムに限定するのが合理的であると考えられる。にもかかわらず、偽造

罪とのアナロジーを根拠に、法所定の電磁的記録一般を対象にその作

成等を独立して処罰するという立法は、目的に照らして規制の対象が

広汎に過ぎる虞を生じ、憲法上の問題を招きかねない（34）。まさに、コ

インハイブ事件は、このような立法上の問題を露呈するものといえよ

う。
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⑵　最高裁における処理の特徴
最高裁は、この問題について、不正性の要件を用いて解決を図って

いる。本罪の法益について、最高裁は、─立法当局者の説明と同様に─

「情報処理に対する社会一般の信頼」および「電子計算機の社会的機

能」を指摘する。本罪の法益を前者とした場合、社会的に許容されて

いるか否かという判断基準を導出することは難しいように思われる。

最高裁の判示で注目すべきなのは、不正性要件の解釈を展開するに当

たって、あらためて上記二つの法益を指摘しつつ、社会的許容性に言

及している点であろう（3５）。読み方によっては前者の法益を主として反

意図性の要件に、後者を主として不正性の要件に関連づけて把握し、

反意図性を備える電磁的記録であったとしても、後者の法益保護（目

的）との関連で「社会的に許容し得ないプログラム」に限定され、社

会的に許容される範囲では不正性が欠如し、客体から除外されると判

断したものと解することができる。控訴審でも、同様の法益理解が示

されていたが、反意図性が存在すれば原則的に不正性も認められると

いう見方が強調されていた。これに対して、最高裁は、不正性の要件

に反意図性とは異なる独立した意義を認め、具体的妥当性が得られる

柔軟な判断を可能とする解釈上の余地を残し、この要件に積極的な役

割を与えていると見ることができる。

コインハイブ事件における裁判での表面的な争点は不正指令電磁的

記録該当性に係る解釈についてであるが、この法律解釈の問題は、不

正指令電磁的記録の罪による刑事規制の介入とサイバー空間における

自由で創造的な発展可能性の確保という要求との緊張関係を背景とし

ている。このような場面で過剰な刑事規制が強行されることになれば、

萎縮効果をもたらし、自由な発展可能性を阻害する虞が生じる（36）。コ

インハイブ事件は、まさにこの点に関する価値判断が法律の解釈問題

として表面化した事件であったと言っても過言ではない。そして、最

高裁は、不正性という要件の法律解釈を通じて、実質的にサイバー空

間における自由で創造的な発展に一定の配慮を示す価値判断を行った

）
四
三
三
（

136



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

四
六
四

ものとする評価も可能である（37）。

Ⅳ　不正指令電磁的記録に関する罪の法益とその解釈

１ ．法益（罪質）の理解について

一般に刑罰法規を解釈するに当たって、その目的やこれと関連して

法益が一つの指針を提供することについては広く承認されている（38）。

コインハイブ事件における最高裁の判断においても、法益が一定の解

釈を導くうえで重要な機能を果たしているのである。そこで、あらた

めて不正指令電磁的記録の罪の法益について確認しておこう。

日本では、不正指令電磁的記録の罪の規定を設ける際に、予備罪を

モデルとする規定方法を放棄し、偽造罪類似モデルによる方法を採用

した結果として、─文書偽造罪の体裁と揃えるために─「プログラム

に寄せられる社会一般の信頼」が保護法益として持ち出されたものと

推察される。通説も、立法当時における立案当局者の意図に沿って、

本罪の法益をそのように理解している（39）。しかし、この選択には問題

があったように思われる。予備罪として構成する場合には、時系列と

して予備行為の後に想定される可罰的な犯行の遂行との関連で、予備

行為自体に内在する（抽象的な）危険性を処罰根拠とし、当該犯行の遂

行目的の存在を要件とすることにより処罰範囲の限定を図ることが可

能であった。これに対して、偽造類似モデルに拠ったために、法益が

「信頼」に変換され、このことによって実害と関連する何らかの危険性

から切り離されてしまったのである。保護法益に社会一般の信頼を持

ち込んだことが、本罪の罪質理解を曖昧にし、処罰範囲の広汎化を招

く要因になっているのではないだろうか（40）。そもそも、プログラムに

対する「信頼」は、プログラムによる社会における害悪・弊害の発生

を防止してこそ、醸成されるものである。文書偽造罪における文書の

真正性に対する信頼に擬して、不正指令電磁的記録の罪の場合にも同

様と理解する信頼保護構成は、文書それ自体の流通を前提とする文書
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偽造罪とそれを予定することのないプログラムとを同列に取り扱って

いるのであり、適切とは思われない。

立法過程の議論の中で指摘された予備罪構成とする場合の問題点

（前記（ 2）〔ⅲ〕参照）について、果たして的確な指摘であったか疑い

がある（4１）とともに、偽造罪のアナロジーとして理解することの妥当性

について検討が十分であったのか、検証を要する問題である。立法自

体に内在する問題については、コインハイブ事件を通じて広く認識さ

れるようになってきており、不正指令電磁的記録の罪が成立する範囲

を合理的に限界づけるため、電磁的記録概念の実質化を試みる見解（42）

も見られる。その意図は適切であると考えられるものの、保護法益を

社会的信頼とする前提はそのまま維持されている点で、なお疑問が残

る。というのも信頼という法益には多様な内容を盛り込み得るからで

ある。論者は、一定の実害惹起の可能性が認められる場合やサイバー

犯罪条約が予定する場合に可罰性を限定しようとしているのであって、

この視点は現実的な法益侵害ないし危険性に犯罪性を求めるものであ

る。この考えを徹底するのであれば、むしろ社会的信頼という法益自

体を問い直す必要が生じるのではないだろうか。この意味で、もはや

信頼保護という前提的な法益理解を無批判に維持することは妥当では

ない（43）。

いまや、社会はコンピュータ・ネットワークに依存して成立してい

ると言っても過言ではない。デジタル化されたネットワークシステム

は、社会の重要なインフラとなっているのである。このため、ウイル

ス等のプログラムによって、システムが正常に機能せず、大きな被害

を惹起するリスクにさらされている。このようなサイバーセキュリ

ティに対するリスクをコントロールするために、刑事規制の介入は必

要不可欠であると考えられる。そして、デジタル化されているプログ

ラムである限り、サイバー空間では広範に流通し得ることを考慮すれ

ば、悪意のあるコンピュータ・ウイルスの作成自体を可罰的とする必

要性も十分に根拠づけられる。仮に、不正指令電磁的記録に関する罪
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を、このような観点から理解するのであれば、理論的には、不特定ま

たは多数の人の生命、財産等の法益を包括的に保護するという意味で、

一種の公共危険犯（44）として位置づけることも可能なのではないだろう

か。立法目的が、コンピュータ・ウイルスによって「広範囲の電子計

算機で使用者の意図に反して実行され，広く社会に被害を与え」るこ

とを抑止する点にあるとすれば、偽造類似型の信頼保護ではなく、社

会における不特定または多数の人の法益保護を目的とし、それに対す

る抽象的危険（4５）（46）を処罰の根拠として規制を図るものとして、第１68

条の 2の規定を理解することも決して不合理ではない。この意味で、

従来の社会一般の信頼という法益を排除し、本罪を公共危険犯と位置

づけ、コンピュータ・システムおよびコンピュータ・ネットワークの

正常な機能確保を目的とするこれらの公共的な利用の安全を保護法益

として理解する方が適当であろう（47）。

２ ．客体の意義に関する解釈

上記の法益理解によるのであれば、第１68条の 2第 １項が規定する

「その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせ

るべき不正な指令」とは、悪意（害意）性のあるウイルスを指す表現と

解するのが相当である。コインハイブ事件において、いずれの裁判所

も共通に反意図性を認めた最大の理由は、サイトを閲覧した利用者の

同意を得ずに、その資源を無断で利用した点であろう。裏を返すと、

利用者の同意を得ていたならば、特段の問題はなかったことになる。

そうだとすると、プログラム自体の問題とは関連しないと考えること

も可能である。本件プログラムコード自体は、コンピュータの正常な

機能に影響を与えるようなものではない（48）とすれば、コンピュータ・

ネットワークに対しておよそ抽象的な危険を伴うプログラムとはいえ

ず、もはや不正指令電磁的記録には該当しないと判断すべきである。 ）
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Ⅴ　結　語

コインハイブ事件を素材にして、刑事裁判の経過を辿りながら、最

高裁の判断の特徴を明らかにするとともに、この事件によって顕在化

した第１26条の 2の解釈適用上の問題が、不正指令電磁的記録の罪を偽

造罪類似として立法化した点に起因していると分析したうえで、従来

の信頼保護という法益理解を批判し、本罪を（抽象的）公共危険犯とし

て把握すべきことを主張し、これに基づく解釈を試みた。もとより、

思い付きの域を出ない論証にとどまっており、試論に過ぎない。法益

に関してより精確な考察の必要性を痛感しているし、可罰範囲につい

ての詳細な検討も要する。差し当たって、解釈上の一つの可能な選択

肢として試みに提示することで、大方の批判を仰ぎたい。

（ １）	 最高裁判所第一小法廷令和 4年 １月20日判決（令和 2（あ）4５7号	不
正指令電磁的記録保管被告事件：裁判所ウェブサイト https://www.courts.
go.jp/app/files/hanrei_jp/869/090869_hanrei.pdf　閲覧日2022年 8 月20日。
以下、本稿でのウェブサイトの最終閲覧日はすべてこの日付による。）

（ 2）	 高木浩光「コインハイブ事件で否定された不正指令電磁的該当性とそ
の論点」Law	and	Technology	No.8５（20１9年）2１頁。

（ 3）	 事件当時は「仮想通貨」と呼ばれていたが、その後「情報通信技術の
進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の
一部を改正する法律」（令和元年法律第28号）により、「暗号資産」に変更
されたため（「資金決済に関する法律」第 2条第 ５号参照）、この呼称を使
用する。

（ 4）	 ドイツの Badges 2 Go 社が20１7年 9 月から提供するサービスであった
が、20１9年 3 月に打ち切られている（高木・前掲注（ 2）20頁注 2）。

（ ５）	 齊藤貴義・IPUSIRON『Wizard	Bible 事件から考えるサイバーセキュ
リティ』（202１年）78頁〔平野敬〕参照。

（ 6）	 高木・前掲注（ 2）20頁のほか、大橋充直「サイバー（ハイテク）犯罪
の捜査　第１08回」捜査研究No.8５9（2022年）86-87頁参照。

（ 7）	 本件の弁護活動については、受任した平野敬弁護士による詳しい説明
がある（前掲注（ ５）74頁以下）。

（ 8）	 横浜地裁平成3１年 3 月27日判決（平成30年（わ）第５09号）LLI/DB
判例秘書L074５0５37。
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（ 9 ）	 本判決の論点とその検討につき、高木・前掲（ 2 ）2５頁以下。
（１0）	 東京高裁令和 2 年 2 月 7 日判決（令和元年（う）第883号）LLI/DB

判例秘書 L07５20082。
（１１）	 控訴審の判断については、批判的な見解が少なくない。たとえば、永

井善之「判批」新・判例解説 Watch 刑法 No.１47、品田智史「判批」法学
セミナー787号（2020年）１34頁、西貝吉晃「技術と法の共進化を企図した
法解釈の実践─コインハイブ高裁判決を素材に」法学セミナー792号

（202１年）43頁以下、岡田好史「判批」刑事法ジャーナル68号（202１年）
１63頁など。肯定的なものとしては、白鳥智彦「判批」警察学論集73巻 9
号（2020年）2１7-2１8頁。これらのほか、本判決の検討として、高木浩光

「コインハイブ不正指令事件の控訴審逆転判決で残された論点」Law	and	
Technology	No.9１（202１年）49頁以下。

（１2）	 前掲注（ １ ）。
（１3）	 最高裁判決の検討として、永井善之「判批」新・判例解説 Watch 刑

法 No.１76（2022年）、品田智史「判批」法学セミナー809号（2022年）１30-
１3１頁、西貝吉晃「サイバーセキュリティの保護とイノベーションの促進
の両立─コインハイブ事件最高裁判決を素材に」法学セミナー808号

（2022年）40頁以下、高木浩光「判批」Law	and	Technology	No.96（2022
年）５１頁以下、神渡史仁「判批」法律のひろば7５巻 7 号（2022年）５6頁以
下、池田知史「最高裁時の判例」ジュリスト１５74号（2022年）１07頁以下
など。

（１4）	 この条約（通称、ブタペスト条約）は、200１年１１月の欧州評議会閣僚
委員会会合で正式に採択され、2004年に発効した。2022年 2 月現在、締約
国数は、G 7 諸国を含む66か国に達している（外務省「国際組織犯罪に対
する国際社会と日本の取組」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/
cyber/index.html　参照）。

（１５）	 サイバー犯罪条約に関し、日本では2004年に締結についての国会承認
手続を済ませ、「不正指令電磁的記録に関する罪」の新設により、サイ
バー犯罪条約上の犯罪化に対応する国内刑法の整備が完了したことを受け
て、20１2年に受諾書の寄託を行い、同年１１月に日本において法的効力が発
生した（外務省「サイバー犯罪に関する条約」mofa.go.jp/mofaj/gaiko/
treaty/treaty１５9_4.html　参照）。

（１6）	 ただし、第 6 条については、締約国における留保を可能としている。
（１7）	 西田典之ほか編『注釈刑法　第 2 巻　各論（ １ ）』（20１6年）５43頁〔嶋

矢貴之〕。
（１8）	 サイバー刑事法研究会「欧州評議会サイバー犯罪条約と我が国の対応

に つ い て 」（https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_１28５8５3_po_
Cybercriminallawreport.pdf?contentNo= １ &alternativeNo=）。

（１9）	 前掲注（１8）2１頁。
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（20）	 答申された要綱（骨子）の内容は、ジュリスト１2５7号（2003年）
34-3５頁に資料として掲載されている。諮問から法制審議会における審議
の経過については、北村篤「ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備
に要綱（骨子）」ジュリスト同号 6 - 7 頁参照。

（2１）	 BT-Drucks . 	 １6/36５6 .S .8（https ://dserver .bundestag .de/
btd/１6/036/１6036５6.pdf）；Kinhäser/Neumann/Paeffgen ［Hrsg.］,StGB	
Band	2,５.Aufl.,20１7,	S.１600	〔Kargel〕.

（22）	 §	202c　Vorbereiten	des	Ausspähens	und	Abfangens	von	Daten
（１）	Wer	eine	Straftat	nach	§	202a	oder	§	202b	vorbereitet,	indem	er
１.	Passwörter	oder	sonstige	Sicherungscodes,	die	den	Zugang	zu	Daten	

（§	202a	Abs.	2）	ermöglichen,	oder
2.	Computerprogramme,	deren	Zweck	die	Begehung	einer	solchen	Tat	
ist,
herstellt,	 sich	oder	einem	anderen	verschafft,	verkauft,	einem	anderen	
überlässt,	verbreitet	oder	sonst	zugänglich	macht,	wird	mit	Freiheitsstrafe	
bis	zu	zwei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	bestraft.
（2）	§	１49	Abs.	2	und	3	gilt	entsprechend.
本条項新設当時、 １項の法定刑は １年以下と定められていたが、20１５年
の改正により、上記のように法定刑の上限が 2年に引き上げられた。本文
の邦訳は、法務省刑事局『刑事法制資料　ドイツ刑法典』（202１年）１89頁
によるものである。

（23）	 BT-Drucks .１6/36５6 ,S .１9（https ://dserver .bundestag .de/
btd/１6/036/１6036５6.pdf）	;	Kinhäser/Neumann/Paeffgen	［Hrsg.］,StGB,	
Bd.2,	S.１600f.	〔Kragel〕. ドイツ刑法第202条 a は、データの探知につき、
第 １項で「自己のために予定されておらず，かつ無権限のアクセスから特
に保護されているデータへのアクセスを，権限なく，アクセス保護措置を
突破して，自ら取得し，又は他の者に取得させた者は， 3年以下の自由刑
又は罰金刑に処する」と規定し、データへの無権限アクセスを処罰する規
定である。これは、サイバー犯罪条約第 2条に対応するものである。第 2
項は、ここにいうデータの意味に関する規定であり、「電気的，磁気的又
はその他直接には知覚できない形で保存され，又は伝達されるものに限
る」と定めている。第202条 b は、データの傍受につき、「技術的手段を用
いて，自己のために予定されていないデータ（第202条 a 第 2 項）を，非
公然に伝達されるデータから，又はデータ処理装置が発する電磁波から自
ら取得し，又は他の者に取得させた者」を処罰の対象とする規定であり、
サイバー犯罪条約第 3条に対応している。第303条 a はデータの改変、第
303条 b はコンピュータの破壊に関する規定であり、サイバー犯罪条約第
4条、第 ５条に対応するものである（引用したドイツ刑法の邦訳は、前掲
注（22）１88-１89頁による。）。
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（24）	 Kinhäser/Neumann/Paeffgen	［Hrsg.］,StGB,	Bd.2,	S.１602	〔Kragel〕.
（2５）	 Kinhäser/Neumann/Paeffgen	［Hrsg.］,StGB,	Bd.2,	S.１600	〔Kragel〕.
（26）	 Kinhäser/Neumann/Paeffgen	［Hrsg.］,StGB,	Bd.2,	S.１600	〔Kragel〕.
（27）	 BT-Drucks .１6/3５6５ ,S .１2（https ://dserver .bundestag .de/
btd/１6/036/１6036５6.pdf）.

（28）	 BT-Drucks .１6/3５6５ ,S .１2（https ://dserver .bundestag .de/
btd/１6/036/１6036５6.pdf）.

（29）	 BT-Drucks .１6/3５6５ ,S .１9（https ://dserver .bundestag .de/
btd/１6/036/１6036５6.pdf）.

（30）	 山口厚「コンピュータ・ウイルス罪の論点」法とコンピュータ30号
（20１2年）60頁、同「サイバー犯罪に対する実体法的対応」ジュリスト
１2５7号（2003年）１7-１8頁。さらに、杉山徳明＝吉田雅之「情報処理の高
度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」について（上）」
法曹時報64巻 4 号（20１2年）66頁、鎮目征樹「不正指令電磁的記録作成等」
（１68条の 2・１68条の 3）法学教室407号（20１4年）30頁参照。
（3１）	 これに対し、予備罪構成を支持する見解も存在する（渡邊卓也『ネッ
トワーク犯罪と刑法理論』（20１8年）267頁以下）。

（32）	 杉山＝吉田・前掲注（30）6５頁。
（33）	 山口・前掲注（30）60頁。
（34）	 憲法上の問題、とくに明確性の観点から違憲性を論じるものとして、
木下昌彦「コンピュータ・プログラム規制と漠然性故に無効の法理（上）」
NBL１１8１号（2020年） 7 - 8 頁、同「コンピュータ・プログラム規制と漠
然性故に無効の法理（下）」NBL１１82号（2020年）42頁以下、大石和彦
「『コインハイブ事件』に含まれる憲法上の争点」筑波ロー・ジャーナル29
号（2020年） 9頁以下。

（3５）	 永井・前掲注（１3）3 頁。さらに、西貝・前掲注（１3）48-５0頁参照。
（36）	 稻谷龍彦「道徳的問題への刑事法的介入」法学セミナー78５号（2020
年）１07頁。学説上も、結論として無罪とする結論を支持する見解が多い
と思われるが、この点を考慮するものも少なくない（たとえば、渡邊卓也
「不正指令電磁的記録に関する罪における反『意図』性の判断について」
Information	Network	Law	Review,Vol.１9（2020年）29頁、大石・前掲注
（34）１8頁、西貝・前掲注（１１）５５頁、・前掲注（3５）46頁など）。
（37）	 もっとも、最高裁はあくまでも本件における具体的態様の下での判断
を行ったに過ぎず、マイニング一般について正当化する趣旨ではないとい
う指摘（神渡・前掲注（１3）6５頁）にも留意する必要がある。

（38）	 たとえば、井田良『講義刑法学・総論［第 2版］』（20１8年）20-2１頁
参照。

（39）	 大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法（第 3版）　第 8巻』（20１4年）
34１頁〔吉田雅之〕、井田良『講義刑法学・各論』（20１6年）483頁、西田典
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之ほか編・前掲注（１7）５4５頁〔嶋矢〕、西田典之〔橋爪隆補訂〕『刑法各論　
第 7版』（20１8年）4１2頁など。

（40）	 このような問題意識については、ある程度共有されているように思わ
れる（たとえば、鎮目征樹ほか編『情報刑法Ⅰ　サイバーセキュリティ関
連犯罪』（2022年）１５7頁〔鎮目征樹〕参照）。

（4１）	 木下・前掲注（34）「コンピュータ・プログラム規制と漠然性故に無効
の法理（上）」 7 - 8 頁。

（42）	 たとえば、永井善之「不正指令電磁的記録概念について」金沢法学63
巻 １ 号（2020年）84-8５頁、１0５頁、岡部天俊「不正指令電磁的記録概念と
条約適合的解釈─いわゆるコインハイブ事件を契機として─」北大法学論
集70巻 6 号（2020年）１63頁。

（43）	 最近では、不正指令電磁的記録の罪につき、サイバーセキュリティの
観点から、情報セキュリティの分野で情報の要素とされる、機密性
（confidentiality）、完全性（integrity）、可用性（availability）の侵害可能
性を問題とすべきであり、こうした CIA を法益として位置づけるべきで
あるとする主張（西貝吉晃「不正指令電磁的記録に関する罪の解釈論」罪
と罰５8巻 3 号（202１年）24頁）も展開されている。この見解につき、鎮目
ほか編・前掲注（38）１５8頁〔鎮目〕。

（44）	 公共危険犯の一般的な意義については、さしあたり上野幸彦＝太田茂
『刑事法入門』（20１8年）82頁〔上野幸彦〕。公共危険犯の法益は公共の安
全であるが、それは個人の生命、自由、財産等を内含する包括的かつ集合
的な利益として理解することができる。したがって、不正指令電磁的記録
の罪は、こうした法益に対する抽象的危険の発生を処罰根拠とするものと
解される（抽象的危険犯と法益との関係については、金尚均『危険社会と
刑法』（200１年）１24-１34頁参照）。

（4５）	 予備罪として規定したドイツにおいては、第204条 cにつき抽象的危険犯
であると解されている（Z.B.,	Kinhäser/Neumann/Paeffgen［Hrsg.］,StGB,	
Bd.2,	S.１60１	〔Kragel〕）。

（46）	 抽象的危険犯に関する精緻な分析として、嘉門優『法益論─刑法にお
ける意義と役割─』（20１9年）１32-１6１頁。

（47）	 公共危険犯とする法益理解はかなり飛躍的な考え方であるかもしれな
いが、たとえば、佐久間教授は、不正アクセス禁止法を一種の公共危険罪
と把握する見解（佐久間修『最先端法領域の刑事規制』（2003年）3５3頁）
を示されており、中核刑法における法益分類としても十分に可能であると
考えられる。

（48）	 岡田好史「不正指令電磁的記録に関する罪をめぐる現状と課題」専修
大学法学研究所所報 No.60（2020年）１09頁、同・前掲注（１１）１63頁。なお、
コインハイブ事件で被告人が利用する JavaScript の技術的な安全性に関
して、小田啓太＝西貝吉晃「アプリ開発の実務を踏まえた不正指令電磁的
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記録に関する罪の一考察」千葉大学法学論集36巻 １ 号（202１年）32-3１頁
参照。

＊本稿は、2022年 ５ 月28日に、日本政治法律学会春季大会における報

告に基づき、これに加筆、補正して作成したものである。
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気候保護決定の基本権ドグマーティク

玉　蟲　由　樹

Ⅰ　はじめに

2021年 3 月24日にドイツ連邦憲法裁判所が下した気候保護

（Klimaschutz）決定（1）は、気候保護および温暖化防止の義務を国家に課

された憲法上の義務とした点で、環境憲法上の重要な判断となった。

また、この決定が気候保護義務を将来世代の自由と関連づけたことか

ら、決定は一般的行為自由を基礎づけた Elfes 判決になぞらえて「エ

コロジーのElfes 判決（Öko-Elfes）」（ 2）とも評される。

気候保護決定については、別稿（3）において、気候保護義務の憲法上

の位置づけに関するドイツのこれまでの議論の整理と当該決定でのア

プローチの概観を行った。そこでも一部論じたが、気候保護決定にお

いて連邦憲法裁判所は、連邦気候保護法（Bundesklimaschutzgesetz）で定

められた2030年までの CO2排出量の段階的引き下げについて、それが

基本権保護義務に違反するとはしなかった一方で、将来世代の自由を

侵害しているとの判断を示した。これは環境保護の領域において、従

来の基本権保護アプローチだけではなく、防御権アプローチが採用さ

れていることを意味する。この基本権ドグマ─ティクの新たな展開は、

気候保護決定のハイライトの一つである。そこで、本稿では、あらた

めて連邦憲法裁判所が気候保護決定で示した新たな基本権ドグマ─

ティクを検討してみたい。

論　説
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Ⅱ　基本権ドグマーティクの出発点

連邦憲法裁判所が個々の事案において基本権ドグマーティクを展開

する上で重要な分岐点となるのは、防御権アプローチを採用するか、

それとも基本権保護義務アプローチを採用するかである。周知のとお

り、両者はそもそも基本権保障が問題となる状況そのものに違いがあ

り、いずれのアプローチを採用するかによって、論証の作法が異なっ

ている（4）。

防御権アプローチは、国家（公権力）と個人（基本権主体）との八極対

立構造を前提として、国家が個人の自由へと介入し、個人の基本権行

使に対して制約的な効果を発生させていることを問題とする。このと

き国家には基本権保障の観点から不作為義務が課され、かかる義務に

違反している場合に基本権侵害が認定され、違憲の判断がなされる。

その意味で、防御権アプローチは国家がもつ規制権限の発動上限を統

制するものであり、過剰介入の禁止（Übermaßverbot）が妥当する。ま

た、防御権アプローチにおける論証作法としては、保護領域─介入─

正当化の三段階の論証を踏む、いわゆる「三段階審査」が用いられる。

すなわち、介入を受けているとされる基本権の保護領域の確定と当該

事案における個人の行為や状態の保護領域該当性がまず検討され（保護

領域）、続いてかかる基本権に対する公権力による介入がその態様およ

び強度を含めて評価される（介入）。その上で、かかる介入が憲法上の

正当化を受けるのかが比例原則審査によって論証されることになるの

である（正当化）。

これに対して、保護義務アプローチでは、基本権によって保護され

た個人の自由への介入は、公権力によって行われるのではなく、それ

自体基本権主体である他の私人によって介入が行われる。この場合、

国家（公権力）・介入者（基本権主体）・被介入者（基本権主体）の間での

いわゆる「法的三極構造」が生じる。対国家的権利である基本権は介

入者に作為ないし不作為の義務を生じさせないので、この場合でも憲
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法上の義務を負うのは国家である。国家は基本権の客観法的機能によ

り被介入者に対して基本権保護の義務を負う。そして、多くの場合、

かかる義務を履行するために、介入者に対して基本権行使の制約を行

う（「介入を通じた保護」（5））。保護義務アプローチにおいて問題となるの

は、介入者に対する国家の規制権限行使が被介入者の保護にとって十

分なレベルにあるかどうかであり、規制権限行使の下限統制に審査の

主眼が置かれる。ここでは、主として過少保護の禁止（Untermaßverbot）

が妥当する。過少保護が問題とされる場面では措置の比例性は審査対

象ではなく、保護の最低限度が満たされているかどうかだけが審査さ

れる（6）。このため、国家の行為が違憲とされるのは、「公権力が保護

措置をそもそも講じなかったか、あるいは講じられた措置が命じられ

た保護目的を実現する上で完全に不適切だったり、完全に不十分で

あったりしたとき、あるいは著しく立ち遅れているとき」（7）において

のみである。

一般に、この八つのアプローチには一定の交錯領域が存在しうるも

のの、前提となる状況が八極構造かそれとも三極構造か、国家が介入

者であるのかそれとも私人間対立の調整者であるのか、国家が負うの

は不作為義務かそれとも作為義務か、といった本質的な違いが存在す

ることから、両者を区別する必要があると説かれる（8）。しかし、気候

保護決定は、これら八つのアプローチを同時に採用し、それぞれに関

する審査を展開する（9）。以下では、各アプローチについて検討する。

Ⅲ　気候保護決定における基本権保護義務アプローチ

１ 　基本権保護義務の成立

気候保護決定において、連邦憲法裁判所は、以下のように、気候変

動についても国家の基本権保護義務が成立することを論じている。

「国家は、基本法 2条 2項 1文における生命および健康の保護を求め

る基本権により、気候変動の危険からの保護を義務づけられている。
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国家は、国際的に協力して、人為的な地球温暖化を止め、それに起因

する気候変動を抑制することに貢献する措置を通じて、気候変動の重

大な危険ポテンシャルに対処しなければならない」（10）。基本法 2条 2

項 1文からは、生命および身体の不可侵性に関する国家の保護義務が

生じるが、かかる義務は「侵害がすでに発生して初めて発動するので

はなく、将来にも向けられて」おり、「将来の世代との関係でも、保護

の義務を根拠づけうる」（11）。生命・身体の保護は、「誰によって、どの

ような状況でそれが脅かされるかにかかわらず、環境負荷による侵害

からの保護、とりわけ基本権で保護された法益に対する損害からの保

護を含んでいる」（12）。それゆえ、ここには「気候変動の危険から生命

と健康を保護する義務づけ」が含まれる（13）。「ますます深刻化する気

候変動が、基本法 2条 2項 1文で保護された法益にとっても、例えば

熱波、洪水またはハリケーンによってもたらしうる大きな危険に鑑み

れば、国家は、現在生きる人々に対しても、また客観法的には将来の

世代への考慮の下でも、このことを義務づけられている」（14）。

以上のような気候保護決定での説示は、連邦憲法裁判所がこれまで

環境保護との関係で主に基本権保護義務アプローチを採用してきたこ

とからすれば、当然に想定されるものであった。高速増殖炉型原発の

設置許可の基本法適合性が争われたカルカー決定（15）で基本権保護義務

アプローチを環境保護の領域に拡大して以来、連邦憲法裁判所は、核

エネルギーの平和利用（16）、航空機騒音（17）、光化学スモッグ（18）、電磁

場（19）などの事案で基本権保護アプローチに依拠した判断を行ってきた。

これらの事案において、連邦憲法裁判所は、生命権や身体の不可侵の

権利を根拠として様々な環境上の危険から市民を保護する国家の義務

を導いている（20）。

本件で問題となった気候変動についても、その影響が人の生命や身

体に対する危害を生じる限りにおいて、基本権保護義務アプローチを

採用する余地は十分にある。気候変動による損害があくまで推定上の

脅威にとどまるということも、連邦憲法裁判所のこれまでの判例に照
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らせば、基本権保護義務アプローチを採用するにあたっての支障とは

ならない。CERN での実験が人の生命・身体に対する危殆化を生じさ

せるのではないかが問題となった2010年の部会決定において、連邦憲

法裁判所は「単に理論上導きうる生命・健康の危殆化は、例外的に基

本権への介入と見なしうる」（21）ことを認めている。また、この場合に

は、「生命・健康にとってのリスクポテンシャルが大きければ大きいほ

ど、それを越えると実効的な国家の保護措置が命じられる損害発生の

予測の蓋然性閾値は低くなる」（22）という je-desto 定式（23）が妥当すると

した。すなわち、多数の基本権主体の生命・健康が重大な損害を被る

ということに鑑みれば、「〔具体的危険の〕前域において認識された現

実化傾向」があるだけで国家の基本権保護義務が発動するに十分なの

である（24）。このことは、気候変動による損害からの保護にも妥当しう

る。少なくとも、気候変動による影響が多数の基本権主体の生命・健

康を損なうおそれが相当の蓋然性をもって推定される場合には、国家

の基本権保護義務が成立することになるだろう。

ただし、これまでの環境保護領域での基本権保護義務アプローチは、

主として人為的な原因から生じる個人の生命・健康の危殆化を問題と

するものであった。すなわち、法的三極関係において、企業や他の個

人といった加害的な第三者が存在していた。これに対して、学説のな

かには、気候変動に起因する自然災害が生命や身体といった基本権法

益に対して侵害的な効果を生じるケースでは基本権保護義務アプロー

チが妥当しないという見解も見られる。たしかにこのケースでは、被

介入者の生命・身体を脅かす介入者は環境そのものであり、介入者が

具体的な第三者である基本権保護義務状況は想定しづらい。また、自

然災害を引き起こす環境変化の原因が人の行為にあるとしても、気候

変動に関していえば、その主たる原因とされる CO2の排出は特定の個

人の責任に帰するものではなく、社会全体が責任を分有していると考

えられる（25）。この場合、介入者も被介入者も同じ市民であるというこ

とになり、やはり法的三極関係をそのまま当てはめるわけにはいかな
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いであろう。このため、Isensee は、自然災害からの保護に関する国家

の義務は独自の国家任務であり、当然に基本権保護義務ドグマーティ

クに位置づけられるものではないとしている（26）。また、Cremer は、

基本権保護義務は第三者たる私人によって引き起こされる危険に対す

るものに限定されるべきであり、自然災害など人間以外に起因する危

険に対する保護には実体的な根拠が欠けているとする（27）。

これに対して、連邦憲法裁判所は、いくつかの事例において、不特

定多数の介入者によって引き起こされる環境被害についても、基本権

保護義務アプローチを採用してきた。たとえば、道路建設とそこでの

車の通行によって引き起こされる交通騒音に関する事例において、身

体の不可侵の権利に対する保護義務を認めており（28）、また車の排気ガ

ス等によって引き起こされるオゾン濃度の上昇が問題とされた事例に

おいても「オゾン濃度の上昇による健康の危殆化から市民を保護する

立法者の義務」を基本法 1条 1項と結びついた基本法 2条 2項 1文か

ら導き出している（29）。このように原因者（介入者）が特定できない

ケースにおいても、生命・身体の基本権の危殆化が生じる限りで基本

権保護義務が成立するならば、気候変動についても同様の理解が可能

であろう。

また、学説においても、気候変動について国家の基本権保護義務が

成立しうるとする見解が有力である（30）。たとえば、Meyer は、連邦憲

法裁判所の治安法（Sicherheitsrecht）上の判例との類似性から、気候保

護義務の成立を論じている（31）。Meyer によれば、気候変動と治安法の

問題には、損害発生が十分な蓋然性をもって予想されると同時に不明

の因果関係をもつという構造的に類似した例外状況が存在するという。

治安法の領域においては、危険人物間の共謀コミュニケーションや

ダークネットを通じた爆発物の匿名での調達といった事象が je-desto

定式の観点ですでに具体的に予期されるテロ攻撃の十分な蓋然性を根

拠づけうるが、この場合、いつ、どこで、どのような方法で、どのよ

うな人的集団に対して、誰によって攻撃が行われるのかは、必ずしも
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明らかではない。明らかなのは、テロ攻撃が行われれば、多数の人が

死亡し、あるいは重傷を負うということである。すなわち、損害の結

果は部分的に具体的であるものの、因果関係や損害の規模などの詳細

が不明なのである。Meyer は、連邦憲法裁判所は、「損害へと至る因果

関係がなお十分な蓋然性をもって予測されない」（32）場合でも、その原

因に対する介入的な危険防御措置を認めてきたと指摘する。その上で、

Meyer は、気候変動についても、かかる治安法における基本思考の適

用がありうるとする。

連邦憲法裁判所の判例および学説の有力な立場に鑑みれば、基本権

保護義務の成立にとって決定的なのは、損害の発生が十分に蓋然性の

あるものであるかどうかであり、そこにいたる特定の因果関係や、生

じうる損害の詳細が十分に解明されているかどうかではないというこ

とになる。したがって、とりわけ生命・身体といった重要法益にかか

わる基本権の危殆化が十分な蓋然性をもって予測される場合には、そ

れが誰に起因するものであるかは重要ではなく、厳密な意味での基本

権保護シチュエーションに拘泥する必要はないということであろう（33）。

いまや、国家は、市民が他の具体的な市民の行動のみならず、不特定

多数の市民の行動の結果生じる環境被害や、場合によっては純然たる

自然災害によって、基本権を危殆化され、あるいは加害されている場

合には、無為無策なままであってはならず、基本権を保護するための

実効的な施策をとらなければならない（34）。生命・身体の保護は、「誰

によって、どのような状況でそれが脅かされるかにかかわらず」、気候

保護義務を成立させるという前述の気候保護決定における説示も、こ

の意味において理解される。

２ 　基本権保護義務違反の審査

連邦憲法裁判所は、気候変動に関する基本権保護義務の成立を認め

た上で、気候保護法の内容が基本権保護義務に違反しているかどうか

の審査に進んでいる。
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連邦憲法裁判所によれば、国家が基本権保護義務に違反しているか

どうかの審査にあたっては、立法者の評価・判断・形成の余地を考慮

しなければならず、「連邦憲法裁判所が保護義務違反を確認するのは、

予防措置がまったく採られていない場合、関係する規定および措置が

要請された保護目標を達成するのに明らかに不適合または完全に不十

分である場合、またはそれが保護目標を著しく下回る場合」に限られ

る（35）。気候保護法は、気候ニュートラルを追求するために温室効果ガ

スの排出量を段階的に削減する予防措置を講じており、かかる措置が

明らかに不適合であるとか、まったく不十分であるとは確認できない（36）。

また、気候保護法が世界平均気温の上昇を産業革命前の水準から明確

に 2 ℃以下に、できる限り1.5℃に抑えるというパリ協定の義務づけに

依拠していることも、憲法上命じられた生命・健康の保護を著しく下

回っているとまではいえない（37）。したがって、基本権保護義務違反は

現時点では確認できない（38）。

以上のように、連邦憲法裁判所は、気候保護の問題についても、基

本権保護義務に関する従来の多くの判例の立場にしたがって、「予防措

置がまったく採られていない場合、関係する規定および措置が要請さ

れた保護目標を達成するのに明らかに不適合または完全に不十分であ

る場合、またはそれが保護目標を著しく下回る場合」にのみ基本権保

護義務違反を認定する明白性の統制による審査を行った。明白性の統

制は、立法者などが有する政治的な評価特権ないし形成余地の存在と、

それに対応した連邦憲法裁判所による審査および統制密度の限定とい

う自制によってもたらされる立法者敬譲型の審査手法であり、統制密

度はきわめて低い。これまで連邦憲法裁判所が環境保護に関するあら

ゆるケースで基本権保護義務違反の成立を認めていないことに鑑みれ

ば、審査が明白性の統制に限定される基本権保護義務アプローチの実

践的効果は過大評価されるべきではないともされる（39）。

ただし、基本権保護義務アプローチにおける「過少保護の禁止」に

かかわる審査が、常に明白性の統制に限定されてきたわけではないこ
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とには留意すべきだろう。たとえば、第 2次堕胎判決において、連邦

憲法裁判所は、生命のような最高価値をもつ法益の保護が問題となる

場合には、過少保護禁止にかかわる立法者の形成余地は限定され、裁

判所の審査も厳格化する可能性があることを示唆していた（40）。また、

環境被害に関する領域においても、航空騒音被害が問題となった2009

年の部会決定は、航空騒音による健康被害からの保護が身体の不可侵

の権利にもとづく基本権保護義務に含まれるとした上で、「立法者がと

る予防措置は、─対立する法益に鑑みて─相当かつ実効的な保護に十

分なものでなければならず、さらに綿密な事実調査と主張可能な評価

に依拠していなければならない」（41）と述べている。これらの事例にお

いては、「過少保護の禁止」について、明白性の統制よりもやや厳格な

「主張可能性」の統制が要求されているといえる。

このことからすれば、過少保護の禁止が問題となるケースでも、そ

の具体的な状況によっては連邦憲法裁判所の審査密度は変化しうると

いうことになる。そもそも、基本権保護義務がどの時点で、どのよう

な内容をもって憲法上要求されるのかは、起こりうる危険の種類、切

迫性、程度、憲法上保護された法益の種類やランク、さらにはすでに

存在する規律によって左右される（42）。これらの状況によっては審査密

度の変化がありうるということはむしろ当然ともいえる（43）。学説のな

かにも、気候変動問題について過少保護の禁止に関する審査密度の上

昇を主張するものがある（44）。たとえば、Kahl は、気候変動によって生

じる重大な環境変化は、多数の人間の生命・健康にとっての多大な侵

害ポテンシャルをもつことを前提として、気候保護のようなきわめて

人間存在・生命にかかわる問題においては、審査密度の厳格化を通じ

た基本権保護ドグマーティクの「エコロジー化」がもたらされうるこ

とを指摘する（45）。その上で、Kahl は、気候保護決定で問題とされた気

候保護法の内容について、 1条 3文における気温上昇限界目標も 3条

1項の排出削減目標もそれ自体明らかに不十分とはいえないとしつつ、

主張可能性の統制の観点からは十分なものではないとの評価をしてい
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る（46）。

しかし、連邦憲法裁判所は気候保護決定においてかかる審査密度の

上昇をもたらさなかった。その理由は、必ずしも明白性の統制が審査

基準として妥当すると述べる場面では明らかではないものの、決定理

由中の説示から読み取ることが可能である（47）。

一つの理由は、気候変動によって生じるリスクの予測が現状ではか

なり不確実なことである。憲法異議申立人は気候保護法がパリ目標に

依拠していることを問題としており、2018年の IPCC 特別報告書を根

拠として、地球温暖化を最高でも1.5℃に抑えることが義務づけられて

いると主張していた。しかし、これに対して連邦憲法裁判所は、「地球

温暖化が1.5℃に抑えられれば、一定の安全マージンを生むであろう」（48）

ことを認めつつも、「IPCC 自身が〔予測の〕開きとあいまいさを認め

ることで明らかにしたかなりの不確実性に鑑みれば、立法者には基本

権保護義務の履行に際して現時点では多大な決定余地が残されている」（49）

としている。IPCC の特別報告書はティッピング・ポイント超過リス

クの評価を先鋭化したものと位置づけられており、永久凍土の融解に

よる潜在的な追加の CO2放出を算入するなど、不確実な将来予測を多

く含んでいる（50）。このため、1.5℃目標を採用しないことは「政治的に」

問題視されるとしても（51）、法的な義務づけにまでは至っていないとい

うのが連邦憲法裁判所の理解であろう。

いま一つの理由は、気候保護が必ずしも人の生命・身体の保護と結

びついているわけではないという認識である。連邦憲法裁判所によれ

ば、「気候保護と、基本法 2条 2項 1文に挙げられる人の生命および身

体の不可侵性という法益の保護は、広く重なり合っていることが指摘

されるが、完全に一致しているわけではない」（52）。「たしかに気候変動

を抑制するためには1.5℃という気温閾値が勧奨されるようではあるが、

人間の生命と健康の保護のためには、ドイツの立法者が採用した、気

温上昇を明確に 2 ℃以下、できれば1.5℃に抑えるというパリ目標で十

分であるということをはじめから否定することはできない」（53）。すな
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わち、連邦憲法裁判所は、気候保護という客観的な憲法上の要請と、

人の生命・身体・健康の保護という個人的な法益の保護に向けられた

基本権保護義務とを区別し、それぞれ目的や保護の範囲が異なること

を前提としている。このことは、基本法上、客観的な気候保護義務の

根拠が20a 条に求められるのに対して、人の生命・身体の保護が 2条 1

項 1文にもとづくものであることに対応しているといえるだろう。さ

らに、人の生命・健康にとっての気候変動の危険は、部分的には、都

市の過熱を防ぐための適切な都市計画や、洪水リスクに配慮した積極

的な流量規制や河川改修工事などの「適応措置」によって軽減するこ

とができることも基本権保護義務の範囲を考える上で重要となる（54）。

以上のように、気候保護決定においては、基本権保護義務アプロー

チに関しては明白性の統制による審査が行われ、立法者の形成余地が

基本権保護義務に明白に違反したとはいえないとの結論が示された。

ただし、基本法20a 条にもとづく気候保護義務に関する審査と「他の自

由権」にかかわる審査は、これとは別に検討がなされている。このう

ち「他の自由権」にかかわる審査が、気候保護決定におけるもう一つ

の基本権ドグマーティクを形成している（55）。

Ⅳ　気候保護決定における防御権アプローチ

１ 　基本権保護義務と防御権との交錯？

本来、生命・身体に対する保護義務違反もなく、また、いわゆる

「環境基本権」の主張も否定される（56）のであれば、基本権侵害を理由

とする憲法異議手続は理由がないものとされてもおかしくはない。実

際、これまでの環境保護に関する判例では、明白性の統制によって基

本権保護義務違反が否定されて終わっていた。ところが、気候保護決

定では、連邦憲法裁判所の審査は、保護義務違反を否定した後の「驚

くべき方向転換」（57）によって、防御権アプローチへと進む。

連邦憲法裁判所は、「これ〔基本権保護義務違反はないという判断〕

）
〇
八
八
（

103



気
候
保
護
決
定
の
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
（
玉
蟲
）

四
九
七

に対して、立法者は、─法律で2030年までの間に許容される〔温室効

果ガスの〕排出のせいで、その後の時期には場合によっては非常に強

度となる─排出量削減義務に基本権を損なわないようにしながら対処

するための十分な予防措置を講じていないがゆえに、基本権を侵害し
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

た
・

」という（58）。気候保護法の諸規定で認められる2030年までの温室効

果ガス排出は、基本法によって包括的に保護された自由にとって「介

入に等しい事前作用（eingriffsähnliche Vorwirkung）」であり、憲法上の正

当化を必要とする（59）が、諸規定は、20a 条にもとづき憲法上不可欠と

される気候ニュートラルに至るまでの CO2排出量の削減を基本権を損

なわないように先見的に世代間で配分するという比例性の命令から生

じる立法者の義務に違反している（60）とされるのである。

前述したように、基本権保護義務アプローチと防御権アプローチと

は、前提となる状況そのものに違いがあり、両者は区別されるべきも

のとされてきた（61）。しかし、気候保護決定において連邦憲法裁判所は、

気候保護法による規律は憲法異議申立人の生命・身体の基本権に対す

る保護に欠けるところはないが、その者らの基本権上の自由を侵害し

ていると判断したということになる。

連邦憲法裁判所が基本権保護義務違反を否定したことをいったん棚

上げしていえば、基本権保護義務違反が同時に個人の防御権を侵害す

るという議論は、これまでも学説において主張されてきた。よく知ら

れた Murswiek の議論を例に挙げれば、権力独占者としての国家は、第

三者による違法な攻撃に対する禁止措置を不十分なままにしておくこ

とで、結果的に被害を受けうる個人に対して受忍義務を課しているこ

ととなり、このことが防御権への介入と評価されるべきものとされる（62）。

すなわち、このような場合においては、私人による基本権法益の侵害

は国家に帰責されるのである（63）。それゆえ、Murswiek にとっては、

「国家は、保護義務に違反することによって、そこに（不作為による）国

家的介入が生じるがゆえに、防御権としての基本権を侵害することに

なる」（64）。

）
〇
八
五
（

104



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

四
九
六

たしかに私人の活動の責任が国家にあるという状況はありうる。た

とえば、国家が許認可などによって私人の活動を明示的に許容する場

合や、国家が私人の活動に対して助成を行う場合などは、国家への帰

責が生じうるとされる（65）。連邦憲法裁判所もミュルハイム＝ケルリッ

ヒ決定において、原発の設置について許可制を採用することが国家の

基本権保護義務の履行手段として適切なものであることを認めつつ、

尋常ではない危殆化ポテンシャルにもかかわらず設置を許可すること

は付近住民の身体の不可侵性を危険に晒すこととなるため、国家には

この危殆化についての「共同責任」があると述べている（66）。それに続

く説示が、かかる許可制の憲法上の評価にあたっては、「国家による侵

害法律の審査の場合と同じくらい厳格な尺度が用いられる」べきとし

ていることは、基本権保護義務アプローチと防御権アプローチとの交

錯を感じさせる。

しかし、その後の連邦憲法裁判所の判例においては、私人による環

境侵害に関する国家の帰責は否定される傾向にある。たとえば、大気

汚染による森林被害が問題となった1998年の部会決定では、憲法異議

申立人がかかる被害は基本権介入として国家に帰責すると主張してい

た。これに対して、連邦憲法裁判所は、「憲法異議は、一般的な大気汚

染による被害についての国家の侵害法上の責任の連結点として検討に

値するような国家の行為をはっきり示していない」とした上で、「本件

では、私人の活動に影響を与えることによって間接的に財産権制約に

加担する国家の措置の憲法上の評価とはかかわりなしに、むしろもっ

ぱら市民の基本権上の自由から生じる作用が問題となっている」と述

べている（67）。このことは、国家が工場や車の使用を許可しているとい

う事情からも変わらないとされ、「これらの使用の『国家による許可』

は、適法性の確定がなされるまでの基本権上の自由に対する暫定的な

禁止を解除するにとどまり、それ自体で私的利用の権利領域を拡張す

るものではない」との判断が示される（68）。少なくとも、国家が許可を

通じて工場や車の使用者の行為を積極的に後押しし、もって他の私人
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の防御権を侵害しているとまではいえない、というのが連邦憲法裁判

所の見方であろう。この部会決定では、基本法14条 1 項にもとづく基

本権保護義務は肯定されているので、基本権保護義務の問題は必ずし

も防御権の問題には転化しないということが示されたといえる。

前述のように、気候保護決定以前の学説状況においては、気候保護

の領域では基本権保護義務アプローチに支持が集まっていたが、気候

保護決定が防御権アプローチをも展開したことから、一部にはこれを

Murswiek らの議論が採用されたと見るものもある（69）。たしかに、国

家が法律によって CO2排出を許容していることをもって基本権侵害と

捉える理解は、国家への帰責の理論とも類似する。しかし、気候保護

決定において連邦憲法裁判所は、生命・身体にかかわる基本権保護義

務違反を否定しつつ、「基本法によって包括的に保護された自由」（70）の

侵害を肯定している。ここでは、問題となっている基本権がそれぞれ

異なっていることに留意すべきであろう。また、前者については生

命・身体の防御権についての検討はなく、後者にあっては基本権保護

義務に関する検討がない。このことからすると、後者においても基本

権保護義務違反が防御権侵害と見なされたわけではなく、基本権侵害

が肯定される文脈において、むしろ防御権ドグマーティクに何らかの

変容があったと見る方が適切であるように思われる。

２ 　保護領域・介入

以下では、防御権アプローチにおける三段階審査に即して、気候保

護決定での防御権ドグマーティクの変容を整理・検討することとする。

ただし、気候保護決定においては保護領域の問題と介入の問題とが密

接に関連しながら、新たな防御権ドグマーティクを形成していると考

えられるため、これらについてはまとめて取り扱っておきたい。

気候保護決定において介入を受けているとされた基本権は特定の基

本権ではなく、「基本法によって包括的に保護された自由」である。か

かる包括的な自由の基本法上の根拠は、「個別的な自由権的基本権」と
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「基本法 2条 1項において根本的な『一般的自由権』として保障された

一般的行為自由」であるとされる（71）。これらによって基本法は、「人

間の自由な活動全般」に対する保護を展開しており、そこでは「地球

大気への CO2排出を直接ないし間接に帰結する、きわめて多くの日常

生活、労働、経済の行為態様」が保護を受けている（72）。

もちろん、かかる自由の行使が無限定に許されるわけではない。と

りわけ、CO2排出が本質的に不可逆的に地球温暖化を引き起こすことに

鑑みれば、直接または間接に CO2排出と結びついたかたちで自由を行

使することは、憲法上の限界に服する（73）。この点で重要な限界を設定

するのは、「基本法20a 条の気候保護要請」である（74）。CO2排出と直接

または間接に結びつく行為態様に対する保護と気候保護要請とは反比

例の関係にあり、「気候変動が進行するにつれ、環境負荷がいっそう激

しくなるため、自由な活動の相対的な重要性はますます減少していく」

ことになる（75）。

ここまでで示される保護領域についての理解は、現在時点での基本

権制約の可能性を示す文脈として、従来の防御権ドグマーティクで十

分に説明可能なものである。CO2排出と直接・間接に結びつく自由行使

は、カーボン・バジェットとも関係しつつ、気候保護のために制約さ

れうる。それゆえ、気候保護法があらかじめ許容される CO2排出量を

定めることは基本法の包括的な自由保障に対する介入とみなされうる

が、かかる現在時点での基本権介入は、比例原則に適合的である限り

において、過剰介入禁止に反することはない。

しかし、気候保護決定における防御権侵害はこの点を問題としてい

るのではない。このことを示すのが、「介入に等しい事前作用」という

新たな介入類型である。連邦憲法裁判所によれば、気候保護法におけ

る現在時点での CO2排出の許容は、「将来の自由に対する不可逆的な法

的危殆化」を内在させているという（76）。なぜなら、「現時点で認めら

れているあらゆるCO2排出により…〔CO2排出量の〕残りのバジェット

は不可逆的に減少し、CO2排出をともなう自由の行使は、より強度な、
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〔基本法20a 条にもとづいて〕憲法上要請される制限にさらされること

になる」からである（77）。「2030年までに CO2を急速に消費してしまう

ことは、重大な自由の損失リスクを一段と大きくする」（78）。それゆえ、

気候保護法で許容された2030年までの CO2の年間排出量は、「2030年以

降にも引き続き存在する、基本権で保護された自由を実際に行使する

可能性への不可避的で介入に等しい事前作用をもつ」のである（79）。

ここでは、現在時点での基本権的自由の損失が問題となっているの

ではない。むしろ、自由の損失が顕在化するのは、少なくとも2030年

以降ということになる。この状況を根拠づけているは、現行法での

CO2排出許容量をそのまま維持した場合、2030年までにカーボン・バ

ジェットがほとんど消費されてしまうという試算に依拠した将来予測

である（80）。この予測にしたがうならば、2030年以降の人々の CO2排出

と直接・間接に結びつく自由行使は、現在の人々に対して行われるよ

りも強度な制限に服さざるをえないであろう。かりに、2030年以降に

法律によって実際に強度な行為制限がかけられるとすれば、これは

「基本法によって包括的に保護された自由」に対する国家的介入である

ことは疑いがない。しかし、かかる制限は現在時点で行われているわ

けではなく、あくまで「仮想的な」介入にとどまる。

通常の防御権ドグマーティクにおける三段階審査においては、保護

領域に対する国家的介入がない限り、介入防御の要請が生じることは

なく、介入の憲法的正当化の必要も生じない。これをそのまま適用す

るのであれば、現実に CO2排出と直接・間接に結びつく自由に対する

介入が起こるのは2030年以降であり、介入に対する憲法上の正当化が

要求されるのも2030年以降となる。この場合、2030年における状況を

前提とするならば、従来よりも強度な自由への介入は、比例的である

とされる可能性がある。なぜなら、現在時点での気候保護政策が維持

され、結果的に2030年においてもはやカーボン・バジェットが残って

いないという観察結果が具体的に示されたとした場合、これは危険状

況がその時点において急激に変化したということを意味するからであ
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る。これに対応して、いよいよ強度な措置がとられたとしても、それ

は具体的に存在する危険状況との衡量においては比例的であり、受忍

限度内とされる余地がある（81）。むしろ、気候保護の必要性はますます

高まっていることからすれば、連邦憲法裁判所が指摘したように、

2030年においては「自由な活動の相対的な重要性はますます減少して」

おり、より強度な介入が正当化される可能性は、著しく均衡を失しな

い限り、確定的といってよいだろう。

しかし、連邦憲法裁判所は「介入に等しい事前作用」という概念を

導入することによって、現在時点において自由権への将来的な介入を

「先読み」している。すなわち、「介入に等しい事前作用」は、将来に

おいて生じる、しかも将来時点においては正当化される可能性が高い

自由への介入を、現在時点での憲法上の審査に引き込むための概念と

して機能している（82）。この場合、将来的な自由の損失を不可逆的に内

在させる、現在時点での立法者の規律判断が、将来世代の自由保障と

の関係で比例的であるのかが問われることとなる。「将来の自由負荷へ

のレールはすでに排出量を許容する現時点での規律によって敷かれて

いるのだから、将来の自由へのその影響は、現在の見地から、そして

─レールの切り替えがまだ可能な─現在時点で比例的でなければなら

ない」のである（83）。

「介入に等しい事前作用」によって将来の自由介入が現在時点で評価

できることとなった結果、基本法上の自由保障は時間的に拡張した。

これが「世代を越えた自由の保障（intertempolrale Freiheitssicherung）」

である（84）。「基本法は、特定の条件下で、基本権で保護された自由を

時代を越えて保護し、世代間で自由の機会を比例的に配分することを

義務づけている」（85）。保護領域論になぞらえていえば、気候保護決定

での「基本法によって包括的に保護された自由」の保護領域は事項

的・人的な面では従来の防御権ドグマーティクから逸脱するものでは

ないが、時間的な面において明らかな拡張が見られるということにな

ろう。かかる保護領域の時間的拡張は、これまで述べてきたように、
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「介入に等しい事前作用」の承認によるところが大きい。その意味では、

「世代を越えた自由の保障」は自由権の保護領域に変化が生じたという

よりも、介入概念に変化が生じた結果として生み出されたものと考え

るのが妥当なように思われる（86）。

こうした介入概念の時間的拡張によって防御権ドグマーティクに変

容が生じたことにより、防御権アプローチと基本権保護義務アプロー

チに交錯が生じたことは事実である。なぜなら、ここで問題となって

いるのは、具体的な個人の防御権に対する現在時点での介入ではなく、

将来世代という抽象的な主体の将来時点での仮想的な介入だからであ

る。将来世代の自由行使に対する「過剰介入」が生じないようにする

ためには、国家は現在世代に対する介入を従来予定されていたものよ

りも強めなければならない可能性がある。言い換えれば、将来の潜在

的被害者の保護のために、加害者である現在世代に対する規制を強め

るということである。「世代間で自由の機会を比例的に配分すること

（の）義務づけ」は、国家・介入者（現在世代）・被介入者（将来世代）の

間での三極構造を前提とした、世代間における基本権保護義務として

も説明可能なものであろう。すなわち、連邦憲法裁判所は、防御権ア

プローチを採用することで、将来世代への過剰介入を排除するという

上限統制の問題を前面に押し出してはいるが、その実、防御権ドグ

マーティクのなかに現在世代に対する規制の過少という下限統制の問

題をひそかに導入しているともいえるのである（87）。ここには、防御権

ドグマーティクの側からの基本権保護義務ドグマーティクへの接近を

看取することができる（88）。

３ 　正当化

前述したように、連邦憲法裁判所は、基本法によって包括的に保護

された自由に対する「介入に等しい事前作用」は現在時点で憲法上の

正当化を必要とすると考えている。その際に用いられる審査は、防御

権ドグマーティクにおける典型的な審査手法である比例原則審査であ
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る。しかし、ここでも比例原則審査を従来のかたちのまま適用するこ

とはできない。将来時点での比例性を問題とすれば、カーボン・バ

ジェットの急激な減少を背景として、強度な自由制限が比例的とされ

る可能性が高いことはすでに述べたとおりである。一方、現在時点で

の比例性を問題とすれば、いまだカーボン・バジェットに余裕がある

段階においては、現行法上のものよりも排出許容量を低く抑えること

の比例性は疑わしくなる。このため、比例原則審査についても、「介入

に等しい事前作用」の承認を通じた修正が必要となる。

連邦憲法裁判所は、「介入に等しい事前作用」の根拠づけに用いられ

ていた思考を正当化の関係でさらに展開している（89）。すなわち、比例

原則は「世代間で自由の機会を比例的に配分すること（の）義務づけ」

を含むという理解である。この義務づけは、立法者に対して、CO2の排

出削減を「これにともなう自由喪失が、気候保護要請の高まりにもか

かわらず、今後も受忍可能なものとなるように、そして、長期間にわ

たり、かつ世代間にまたがる削減負担が一方的に将来〔世代〕の負担

の下で配分されないように」形成することを求める（90）。このことから、

気候保護決定での比例原則審査は、世代間公平ないし世代間正義を中

心的な内容とすることになる（91）。

しかし、世代間での比例性をモチーフとした比例原則審査は、従来

の伝統的な比例原則審査の枠組みである、目的の正当性、手段の適合

性、必要性、相当性という審査要素（92）とはうまく整合しないように思

われる。このことは、気候保護決定において連邦憲法裁判所がかかる

4つの審査要素を十分に検証していないことにもあらわれている（93）。

気候保護決定の説示に登場するのは、気候保護法で採用された段階的

に低められる年間排出量の設定という削減方式は原則として適合的

（geeignet）（94）であるが、同法は、行政権に委任される2030年以降の年間

排出量の評価のために十分に特定された基準を設定しておらず、憲法

上不十分（unzureichend）（95）との認定のみである。

もちろん、はっきりとは述べられていないとはいえ、適合性が認定
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されていることからすれば、目的の正当性は前提とされているともい

える。一般的な比例原則の見地からすれば、気候保護法が年間排出量

を定めるのは、基本法20a 条が要請する気候保護の目的からである。こ

の点での目的の正当性には異論は生じないであろう。「立法者は、基本

権を尊重するという一般的な義務づけからも、重大な基本権侵害の危

険を抑制するという義務づけからも、2030年以降に差し迫る削減負担

に基本権を尊重しながら対処するための予防措置を講じなければなら

ない」（96）とされていることからすれば、予防目的で CO2削減を行うこ

ともまた認められている。気候保護法で採用された段階的に低められ

る年間排出量の設定という削減方式が原則として適合的なものとされ

ることも、このような目的設定のもとで理解可能であろう。

しかし、必要性審査は「介入に等しい事前作用」との関係で限界に

行き当たる。一般に必要性審査においては、目的達成のために当事者

にとってより負担の少ない同じように実効的な手段は存在しないのか

が問われる（97）。このとき、「将来の自由へのその影響は、…現在時点

で比例的でなければならない」とするのならば、CO2削減措置の必要性

判断は現在時点のみならず、将来時点をも視野にいれなければならな

い。すなわち、現在時点 / 将来時点のいずれかにおいて比例的である

だけでなく、両時点においてより緩やかな手段を採用していなければ

ならないのである。世代間での削減量負担の「フェア」な配分は、必

要性審査には組み込みづらい。現在時点での緩やかな手段は必ずしも

将来時点での緩やかな手段であることを意味しない。むしろ、現在時

点での削減負担の抑制は、将来時点へのより強度な負担の配分を帰結

するだけであろう。他方で、将来時点での強度な負担を回避しようと

すれば、カーボン・バジェットに余裕がある現在時点においては不必

要ともいえる自由制約が正当化される可能性がある。「介入に等しい事

前作用」を視野に入れた必要性審査は、現在時点と将来時点のいずれ

かにおいて破綻する可能性が高い。少なくとも、現在時点でも将来時

点でも緩やかな手段の存在は明白なものとはならない（98）。
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結局のところ、「介入に等しい事前作用」に対する必要性審査を行お

うとすれば、現在時点と将来時点のどちらをより優先的に取り扱うか

という問題に直面せざるをえない。これが気候保護決定において必要

性審査が行われていないことの主な理由だろう。また、世代間で自由

の機会を比例的に配分するという要求は、本質的に現在時点での基本

権法益と将来時点での基本権法益との衡量を要求することになる。比

例原則審査において、公益も含めた法益の衡量を担ってきたのは相当

性審査であることからすれば（99）、「介入に等しい事前作用」の評価に

あたって意味をもつのは相当性審査ではないかと思われる（100）。

もちろん、相当性審査も従来の伝統的な防御権ドグマーティクのも

のとは異なる。必要性審査の場合と同様に、現在時点での相当性のみ

ならず、将来時点での相当性も問題としなければならないからである。

すなわち、「介入に等しい事前作用」という構成によって、正当な目的

と基本権介入との間の均衡は、正当な目的と現在時点での基本権介入、

さらには将来時点での基本権介入の三者間での均衡を要求することに

なる（101）。より正確にいうならば、①気候保護という目的と（現在およ

び将来の）CO2排出と直接・間接に結びつく自由の制限との均衡に加え

て、②現在時点と将来時点との間での削減負担の配分の均衡が要求さ

れる。

このうち、「介入に等しい事前作用」の評価にとってより重要なのは

とりわけ②における均衡であり、気候保護決定でも②が重視されてい

ることはすでに述べてきたとおりである。

連邦憲法裁判所は、明らかに、気候保護法が定めていた排出量基準

を維持する限り、将来世代の削減負担が過大なものとなることを前提

としている。従来の気候保護政策にしたがえば、2031年においても年

間排出量は1990年比で55％しか削減されていないことになり、その結

果、「憲法上の気候保護要請は、今日的視点からはほとんど耐えられな

い、著しい自由制約の受け入れを必要とする」（102）というのである。「将

来世代の自由の尊重は、気候ニュートラルへの移行を時宜にかなった
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形で開始することが必要とする」（103）が、気候保護法は2030年以降の削

減経路を更新するための法律上の条件を十分に定めておらず、また行

政権に委任される2030年以降の年間排出量の評価のために十分に特定

された基準を設定していないため、憲法上不十分だとされる。

結局のところ、気候保護決定での比例原則審査は、立法者の規律判

断が世代間で自由の機会を比例的に配分しているかどうかの審査に収

斂している。もはや、目的の正当性、手段の適合性、必要性の審査は

実質的な意義を失っているといってよいだろう。その意味では、「介入

に等しい事前作用」の導入は、正当化審査における伝統的な防御権ド

グマーティクをかなり変容させているように見える。

Ⅴ　結びにかえて

気候保護決定における基本権ドグマーティクについては、批判も多

く存在する。たとえば、Berkemann は、比例原則から世代間での CO2

削減負担の比例的配分の要請を引き出し、これを立法者の「義務」と

したことについて、「比例原則は基本権上の行為義務を命じるものでは

ない」ため、「単純に誤り」と批判する（104）。また、Hofmann も、連邦

憲法裁判所の理解は「〔従来の〕明確な体系化に反するように見える」

との懸念を示している（105）。加えていえば、連邦憲法裁判所が重視する

「介入に等しい事前作用」について、それが成立するための条件が気候

保護決定では不明瞭なままであることも問題であろう。世代間での

CO2削減負担の比例的配分に反することを「介入に等しい事前作用」と

呼ぶのだとすれば、そこでは三段階審査における介入と正当化との境

界があいまいになる可能性がある（106）。

気候保護決定での防御権アプローチの採用とそこでの新たな防御権

ドグマーティクが今後の連邦憲法裁判所の判例において定着を見るの

かは、現時点では明らかではない。これが単なる連邦憲法裁判所の勇

み足になるのか、それとも防御権ドグマーティクおよび比例原則の新
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たな類型となっていくのかは、今後の判例・学説による展開に待つほ

かないであろう。
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況─」上智法学論集65巻 4 号（2022年）133頁以下、島村健「SDGs と気
候訴訟」ジュリ1566号（2022年）49頁以下、石塚壮太郎「気候保護決定」
自治研究98巻12号（2022年掲載予定）を参照。

（ 2 ） Christian Calliess, “Elfes” Revisited?, VerfBlog, 2021/5/25, https://
verfassungsblog.de/elfes-revisited/

（ 3 ） 玉蟲由樹「国家の気候保護義務と将来世代の自由」上智法学論集65巻
4 号（2022年）233頁以下。

（ 4 ） 概説的に、鈴木秀美・三宅雄彦編『ガイドブック　ドイツの憲法判
例』（信山社、2021年）31頁以下を参照。

（ 5 ） Vgl. Josef Isensee, in: ders./ Paul Kirchhof （Hrsg.）, Handbuch des 
Staatsrechts, Bd. IX, 2011, §191, Rn. 41; Peter Unruh, Zur Dogmatik der 
grundrechtlichen Schutzpflichten, 1996, S. 80ff.

（ 6 ） Vgl. Ralf Poscher, in; ders./ Matthias Herdegen/ Johannes Masing/ 
Klaus Ferdinand Gärditz, Handbuch des Verfassungsrechts, 2021, §3, Rn, 
97.

（ 7 ） BVerfGE 92, 26 （46）; BVerfGK 10, 208 （211）.
（ 8 ） 小山剛『基本権保護の法理』（成文堂、1998年）142頁以下を参照。
（ 9 ） この点につき、玉蟲・前掲注 3 ・247頁以下、桑原・前掲注 1 ・133頁

以下を参照。
（10） BVerfGE 157, 30, Rn. 144.
（11） BVerfGE 157, 30, Rn. 146.
（12） BVerfGE 157, 30, Rn. 147.
（13） BVerfGE 157, 30, Rn. 148.
（14） BVerfGE 157, 30, Rn. 148.
（15） BVerfGE 49, 89 （142）.
（16） BVerfGE 53, 30.
（17） BVerfGE 56, 54.
（18） BVerfG, NJW 1997, S. 2509.
（19） BVerfG, NJW 2002, S.1638.
（20） 大気汚染による森林被害については、基本法14条 1 項（財産権）にも

とづく基本権保護義務を承認している（BVerfG, NJW 1998, S.3264）。
（21） BVerfG, NVwZ 2010, S.703.
（22） BVerfG, NVwZ 2010, S.704.

）
〇
五
八
（

115



気
候
保
護
決
定
の
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
（
玉
蟲
）

四
八
五

（23） je-desto 定式は、危険防御のための国家による措置の正当性審査に用
いられる衡量ルールのひとつであり、様々な場面で異なった使い方がなさ
れるが、ここではとりわけ生命・健康に対する損害が大きく見積もられる
ほど、損害発生の蓋然性判断に対する要求が低くなることを意味している。
je-desto 定式については、さしあたり玉蟲由樹『人間の尊厳保障の法理』

（尚学社、2013年）334頁以下を参照。
（24） Vgl. BVerfG, NVwZ 2010, S.704. 〔〕内は玉蟲。
（25） Vgl. Bernhardt W. Wegener, Menschenrecht auf Klimaschutz?, NJW 

2022, S. 425.
（26） Vgl. Isensee, a.a.O. （Fn. 5）, Rn. 207.
（27） Vgl. Wolfram Cremer, Freiheitsgrundrechte, 2003, S. 267f.
（28） BVerfGE 79, 174 （201f.）.
（29） BVerfG、NJW 1996, S. 651.
（30） 学説において基本権保護義務アプローチを支持するものとして、vgl. 

Stephan Meyer, Grundrechtsschutz in Sachen Klimawandel?, NJW 2020, S. 
894ff.; Felix Ekardt, Umweltverfassung und „Schutzpflichten“, NVwZ 2013, 
S. 1105ff.; Wolfgang Kahl, Klimaschutz und Grundrechte, JURA 2021, 
S.117ff.; Andreas Buser, Ein Grundrecht auf Klimaschutz?, DVBl 2020, S. 
1389ff.

（31） 以下の Meyer の議論は、Meyer, a.a.O. （Fn.30）, S. 896の要約である。
（32） BVerfGE 141, 220 （272）.
（33） Robbers は、基本権保護義務について、「常に権利主体、国家そして

侵害者である第三者という三極関係を前提とするものではない」と述べ、
自然災害からの保護が憲法上要請されていると解している。Vgl. Gerhard 
Robbers, Sicherheit als Menschenrecht, 1987, S. 124. 同様の見解をとるも
のとして、vgl. Walter Frenz, Klimagrundrecht, DÖV 2021, S. 721.

（34） Vgl. Kahl, a.a.aO. （Fn. 30）, S. 119.
（35） BVerfGE 157, 30, Rn. 152.
（36） BVerfGE 157, 30, Rn. 154ff.
（37） BVerfGE 157, 30, Rn. 158ff.
（38） BVerfGE 157, 30, Rn. 151.
（39） Vgl. Andreas Voßkuhle, Umweltschutz und Grundgesetz, NVwZ 2013, 

S. 7.
（40） Vgl. BVerfGE 88, 203 （252ff.）.
（41） BVerfG, NVwZ 2009, S.1489 （1490）.
（42） BVerfGE 49, 89 （142）
（43） Vgl. Buser, a.a.O. （Fn. 30）, S. 1393.
（44） この点について、桑原・前掲注 1 ・146頁以下を参照。
（45） Vgl. Kahl, a.a.aO. （Fn. 30）, S. 129.

）
〇
五
三
（

116



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

四
八
四

（46） Vgl. Kahl, a.a.aO. （Fn. 30）, S. 126f.
（47） 以下の記述と関連して、桑原・前掲注 1 ・142頁以下も参照。
（48） BVerfGE 157, 30, Rn. 161.
（49） BVerfGE 157, 30, Rn. 162.
（50） Vgl. BVerfGE 157, 30, Rn. 161.
（51） Vgl. BVerfGE 157, 30, Rn. 162.
（52） BVerfGE 157, 30, Rn. 163.
（53） BVerfGE 157, 30, Rn. 163.
（54） Vgl. BVerfGE 157, 30, Rn. 164.
（55） 本稿では、基本法20a 条違反に関する審査については立ち入らない。

これに関しては、玉蟲・前掲注 3 ・233頁以下を参照。
（56） Vgl. BVerfGE 157, 30, Rn. 113f.
（57） Michael Sachs, Anmerkung, JuS 2021, S. 708.
（58） BVerfGE 157, 30, Rn. 182. 〔〕内および強調は玉蟲。
（59） BVerfGE 157, 30, Rn. 183.
（60） BVerfGE 157, 30, Rn. 243.
（61） Vgl. Buser, a.a.O. （Fn. 30）, S. 1392; Frenz, a.a.O. （Fn. 33）, S. 722.
（62） Vgl. Dietrich Murswiek, Die staatliche Verantwortung für die Risiken 

der Technik, 1985, S.89ff.
（63） Murswiek の議論も含めた、このような「帰責の理論」について詳し

くは、小山・前掲注 8 ・142頁以下を参照。
（64） Murswiek, a.a.O. （Fn.62）, S.107.
（65） Andreas Voßkuhle/ Anna-Bettina Kaiser, Der Grundrechtseingriff, 

Jus 2009, S. 313.
（66） BVerfGE 53, 30 （58）.
（67） BVerfG, NJW 1998, S. 3264.
（68） BVerfG, NJW 1998, S. 3265.
（69） Vgl. Sachs, a.a.O. （Fn. 57）, S. 710.
（70） BVerfGE 157, 30, Rn. 183.
（71） BVerfGE 157, 30, Rn. 184.
（72） BVerfGE 157, 30, Rn. 184.
（73） BVerfGE 157, 30, Rn. 185.
（74） BVerfGE 157, 30, Rn. 185.
（75） BVerfGE 157, 30, Rn. 185.
（76） BVerfGE 157, 30, Rn. 186.
（77） BVerfGE 157, 30, Rn. 186. 〔〕内は玉蟲。
（78） BVerfGE 157, 30, Rn. 186.
（79） BVerfGE 157, 30, Rn. 187.
（80） 連邦憲法裁判所は、環境問題専門家委員会（SRU）の分析に依拠しな
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がら、気温上昇を1.75度以内に抑える場合のドイツの排出量残予算は6.7ギ
ガトンであるが、気候保護法上2030年まで許容排出量が 6 ギガトンとなり、
2030年以降は 1 ギガトンも残されていないことを指摘している。Vgl. 
BVerfGE 157, 30, Rn. 231ff.

（81） Vgl. Ekkehard Hofmann, Der Klimaschutzbeschluss des BVerfG, 
NVwZ 2021, S. 1588f. また、連邦憲法裁判所自身もこのような予測を立て
ている。Vgl. BVerfGE 157, 30, Rn. 192.

（82） Vgl. Thies Wahnschaffe/ Felix Lücke, Die eingriffsähnliche Vorwirkung 
auf Freiheitsrechte als Ansatz intertemporaler Freiheitssicherung, DÖV 
2021, S. 1101f.

（83） BVerfGE 157, 30, Rn. 192.
（84） BVerfGE 157, 30, Rn. 183.
（85） BVerfGE 157, 30, Rn. 183.
（86） Monika Polzin, Menschenrechtliche Klimaklagen, DÖV 2021, S. 1092は、

「世代を越えた自由の保障」を連邦憲法裁判所が基本権保護義務違反を否
定した結果、憲法異議に理由があるとするために承認した「基本権の新た
な 機 能 」 と 評 価 す る。 ま た、Sabine Schlacke, Klimaschutzrecht-Ein 
Grundrecht auf intertemporale Freiheitssicherung, NVwZ 2021, S. 916も、

「世代を越えた自由の保護を求める新たな基本権を創出した」と評する。
これに対して、Wahnschaffe/ Lücke, a.a.O. （Fn. 82）, S.1101f. は、基本権
そのものの機能が変化したわけではなく、あくまで介入概念に変化が生じ
たと見る。

（87） Schlacke, a.a.O. （Fn. 86）, S. 916は、これを「介入レベルにおける基
本権的防御権と国家の保護義務との協働」と評している。Schlacke は、か
かる協働によってこれまでの基本権保護義務ドグマーティクの限界が越え
られ、明白性の統制よりも厳格な審査が可能になったと見ているようであ
る（Schlacke, a.a.O. （Fn. 86）, S. 914ff.）。

（88） 2022年の部会決定では、世代間で自由の機会を比例的に配分すること
の義務づけに「将来の自由に関する基本権保護義務によって国家に課せら
れる義務との一致があることは、本件で国家自身による将来の基本権介入
の緩和─ひいては防御権的な基本権の効果─が問題となっているというこ
とに何ら変更を生じない」とされている。Vgl. BVerfG, NJW 2022, S. 845

（Rn. 11）
（89） Vgl. Wahnschaffe/ Lücke, a.a.O. （Fn. 82）, S.1104.
（90） BVerfGE 157, 30, Rn. 192.
（91） Vgl. Wahnschaffe/ Lücke, a.a.O. （Fn. 82）, S.1104f.
（92） Vgl. Lars Oliver Michaelis, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 

JA 2021, S. 574.
（93） Vgl. Hofmann, a.a.O. （Fn. 81）, S. 1589; Wahnschaffe/ Lücke, a.a.O. 
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（Fn. 82）, S.1105.
（94） BVerfGE 157, 30, Rn. 256.
（95） BVerfGE 157, 30, Rn. 257; 259ff.
（96） BVerfGE 157, 30, Rn. 247.
（97） Vgl. Michaelis, a.a.O. （Fn. 92）, S.576.
（98） Vgl. Wahnschaffe/ Lücke, a.a.O. （Fn. 82）, S.1106.
（99） Vgl. Michaelis, a.a.O. （Fn. 92）, S.577.
（100） Wahnschaffe/ Lücke, a.a.O. （Fn. 82）, S.1106もそのように指摘するが、

Hofmann, a.a.O. （Fn. 81）, S. 1589は、連邦裁判所は気候保護法における介
入に等しい事前作用が不必要であることを立証しており、相当性審査は不
要となると見ている。私自身は、本文中で示した必要性審査の空転状況に
鑑みて、Hofmann の評価には同意できない。

（101） Vgl. Wahnschaffe/ Lücke, a.a.O. （Fn. 82）, S.1106.
（102） BVerfGE 157, 30, Rn. 246.
（103） BVerfGE 157, 30, Rn. 248.
（104） Jörg Berkemann, “Freiheitschancen über die Generationen“（ Art. 20a 

GG）, DÖV 2021, S. 712.
（105） Hofmann, a.a.O. （Fn. 81）, S. 1588.
（106） 2022年の部会決定は「介入に等しい事前作用は、その時々の立法者自

身が大まかに把握可能なバジェットのすべてをなおも許容しうる CO2排出
の基礎としていることを前提とする。こうした場合にのみ、現在の排出量
の許容に引き続いて、一定のさらなる排出削減負担とそれにともなう自由
制限が法的に避けがたく生じる。」と述べており、こうした状況を生じさ
せているように見える。Vgl. BVerfG, NJW 2022, S. 845（Rn. 11）
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地方都市の中心市街地における
まちづくりの現代的課題

─松本市上土町のまちづくりを事例として─

白　戸　　　洋

1 　研究の概要

戦後の高度経済成長は、海外から食料・石油・資源を大量かつ安価

に輸入し、臨海部での工業生産と都市での大量消費によって成し遂げ

られた。すなわち、大都市に集中した大規模な生産施設で大量生産を

行い、それを販売する全国チェーンの販売網の展開によって、地方の

商業や中山間地の農林魚業が衰退した。それにともない若者の都市へ

の大量流出が加速し、大都市圏への一極集中が起こり、農村や中山間

地では過疎高齢化に直面し、地方都市の中心市街地も衰退した（1）。

本来、地方都市の中心市街地は、都市内外に住む人々に消費財や

サービスを提供する商業的な機能に加えて、人々が出会い、交流する

コミュニティ機能、さらには都市に居住する人々の暮らしのニーズを

充たす機能を持っている。例えば、浜田恵三は、都市の中心市街地は、

単なる「市場システム」の場所だけなく、地域の中核的な機能と役割

を果たす「都市の生活空間」と位置づけ、お祭りや伝統文化の継承や

地域コミュニティ形成の場など、人々が暮らしを営む場として、様々

な役割があることを指摘している（2）。また山川充夫は、中心市街地の

本質は、「結節点」を担う「誰もが自由で平等に結節できる空間」であ

論　説
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り、「人々が集まるコミュニティの中心としての役割」と「生活上のき

め細かいニーズへの対応」が望まれていると述べている（3）。

多様な機能や役割を持つ、地方都市の中心市街地の衰退は、都市居

住者にとどまらず、都市を中心とした広域の地域社会に様々な影響を

与えることとなる。特に地方都市の中心市街地の商店街は、買回品を

中心として、広域から消費者を誘客する広域型商店街としての性格を

持つ一方で、近隣地域や中心市街地に居住する人々のニーズを充たす、

最寄品や飲食・サービスを中心とした地域型商店街の性格を併せ持つ。

したがって、中心市街地におけるまちづくりは、中心市街地の空洞化

による人口減少や人間関係の希薄化、高齢化によって生じる買い物弱

者問題などの直面する問題を解決し、地域の人々の暮らしを再生する

ことが求められている。

長野県松本市の中心市街地に位置する上土町（あげつちまち）は、か

つて松本城総掘東門近くの土を掘り上げたところで「揚土」と呼ばれ

たことに由来している。上土町は、大正から昭和初期に映画館を中心

として娯楽のまちとして繁栄し、戦後は市街地を代表する商店街とし

て多くの顧客を集めてきた。中心市街地の商業の中心が駅前に移った

1970年代以降、駅前に開店した大型店との競合によって上土町でも商

店街は衰退し、一時はいわゆる「シャッター商店街」の危機にも直面

したが、「大正ロマンのまち」「映画のまち」を掲げて、50年間に亘り

まちづくりに取り組み、近年は新規の開店が増え、店舗数も回復傾向

にある。

上土商店街のような地方都市の中心市街地にある商店街の多くは、

1970年代以降衰退の一途を辿ってきた。郊外型、駅前型の大型店との

競合や中心市街地の空洞化による購買力の減退は、近隣の商店街を直

撃し、さらに商業に携わる経営者も後継者問題や自らの高齢化によっ

て苦境に立たされてきた。この状況に対して、国は様々な施策や支援

制度、補助金などによって、中心市街地の活性化を試みた。多くの商

店街では、国の支援制度や補助金を活用し、活性化のための調査の実
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施や計画を策定し、駐車場の整備などのハード事業や様々な活性化の

ためのソフト事業を行なってきたが、中心市街地の衰退に歯止めがか

かることはなかった。

上土町では1971年に上土商店街振興組合（以下振興組合）が設立され、

商店街への誘客のための駐車場整備や共同経済事業など当時の国の政

策に沿った商店街活性化の事業が取り組まれた。しかし1980年代半ば

以降、商業者や住民による、商業や商店街の活性化にとどまらないま

ちづくりの取組みが持続的に進められてきた。その主体は、振興組合

と上土町会であり、商業者と住民が協働してまちづくりの計画を策定

し、計画に沿った事業を着実に実行してきた。また商店街について本

来的機能のショッピング機能に加えて付加的機能としてコミュニティ

機能と居住機能を位置付け、商店街の振興とまちづくりの融合を図り、

「大正ロマンのまち」や「映画のまち」として上土町の歴史や文化など

にこだわったまちづくりを進めてきた。

本研究では、上土町のまちづくりを事例として、地方都市の中心市

街地におけるまちづくりの現代的な課題を明らかにすることを目的と

する。まず資料の分析や関係者へのヒアリングによって、上土町のま

ちづくりの経緯や具体的な事業や取組み、これまで策定されたまちづ

くりに関する計画などを精査し、まちづくりのプロセスとその特徴を

整理する。そのうえで、人口減少や高齢化、中心市街地の衰退などの

直面する問題を踏まえて、地方都市の中心市街地のまちづくりの現代

的な課題について事例を踏まえながら検討を行なう。

なお、「まちづくり」という言葉は、これまで曖昧に使用されてきた。

佐藤滋は、目標概念があって、それが演繹的に運動を形づくったとい

うよりも、さまざまな自律的な動きがひとつの言葉のもとに合流して、

まちづくりという用語が成立したと指摘している（4）。また内海麻利は、

まちづくりの概念は、数十年にわたる実践の中で、多様な議論が積み

重ねられることで発展し続けているとして、まちづくりの固定化した

定義が存在していないとしている（5）。さらに後藤春彦も都市計画によ
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る「居住環境からの発想」、地域振興による「地域再生の発想」、基盤

整備による「公共事業からの発想」という 3つの流れがあり、その結

果まちづくりという言葉が各人各様に使用され曖昧な概念となったこ

とを指摘している（6）。

そのうえで内海は、それぞれの概念が個人の自己実現を超えて「ま

ち」という社会的共通資産を地域社会が協力して創りあげる活動とい

う点では共通しているとしている（7）。また小川政人は、まちづくりは

地域論や商業論、都市計画、経済地理学、社会学など様々な視点から

多くの定義がなされていることを踏まえたうえで、「地域に住み続ける

ための生活しやすい、住民を中心とした自律的で持続可能な地域社会

を作ること」と定義している（8）。さらに佐藤は、まちづくりとは、地

域社会に存在する資源を基礎として、多様な主体が連携・協働して、

身近な居住環境を斬新的に改善し、まちの活力と魅力を高め、「生活の

質」を実現するための一連の持続的な活動であるとしている（9）。

以上から、本研究においては、「まちづくり」を「地域に賦存する資

源や歴史、文化、風土などを活かし、まちづくりの理念を共有しつつ、

経済的な自立を目指しつつ、暮らしに関わる多様な課題やニーズを住

民が主体的に解決する自律したまちづくり」として定義する。

なお本研究では、まちづくりは住民主体の内発的な取組みであると

ともに、地方都市の中心市街地の機能や役割を踏まえて、外部との関

係をどう構築し、まちづくりに活かすかという点についても検討を行

なう。

2　上土町の概要

１ ）上土町の成り立ちと「大正ロマンのまち」「映画のまち」

上土町は、1913年に松本市役所の旧庁舎が完成し、1959年に現在地

（松本市丸の内）に移転するまで、松本市の行政の中心地として大いに賑

わった。そして、明治時代から上土町には旧松本電気館（のちの上土シ
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ネマ）、開明座、ニュー大映（のちのピカデリー）など多くの映画館があ

り、庶民文化の先端を行くハイカラなまちとして栄えた。当時、上土

商店街には飲食店はじめ多くの店が連なり、「今日は買い物、明日はシ

ネマ」と、多くの買い物客で賑わった。

現在でも大正から昭和初期の建築物が多くあり、大正期の面影が

残っていることから、松本を訪れる観光客にも「大正ロマンのまち」

として知られている。また上土町は「映画のまち」を標榜し、様々な

取組みを長期にわたっておこなってきた。2008年の上土シネマの閉館

によって、現在は上土町の映画館はすべて廃業しているが、ピカデ

リーと上土シネマの建物は残っており、ピカデリーは上土劇場として、

演劇や映画上映などに活用されている。また「松本電気館」として大

正期に開館した上土シネマについても再生計画が策定され、2021年10

月にその一歩として、所有者との間で賃借契約が結ばれ、上土大正ロ

マンのまちづくり協議会が建物を管理し、視察などの会場として使用

されている。

さらに2022年初頭には市内の歴史的建造物を使って開催された「松

本建築芸術祭」において、上土町の白鳥写真館、下町会館、上土劇場、

かめのや、松本館とともに会場となり、周辺を回遊する観光客など 2

週間で約 6万人が来街した。また2021年には、「流浪の月」や「太陽と

ボレロ」などの映画のロケが周辺で行なわれ、2022年に作品が封切ら

れてからは、大正ロマンの街並みや旧松本電気館、旧松本市役所を模

した上土団地などを訪れる観光客などの来街者の増加が顕著となって

いる。

２ ）人口

上土町は他の中心市街地の商店街と異なり、商業地と住宅地が一体

となっており、2022年 1 月時点で、80世帯135人（男性67人、女性68人）

が上土町に居住している。図 1に示す通り、上土町の世帯数および人

口は、ともに減少傾向にある。松本市営上土団地が完成し入居が始

まったことで、2002年に一時的に増加したもののその後は再び減少し
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ている。

表 1は松本市、中央地区、上土町のそれぞれの2000年以降の人口と

世帯数の推移を示しているが、図 2の通り松本市と中央地区の人口は

近年横ばいであるのに対し、上土町は高齢化や若年層の流出により減

少傾向にある。近年の上土町の人口減少が、中央地区の人口に比べ大

きいのは、上土町では新規のマンション建設がないためである。

また松本市の統計では、町会別の人口が1980年より集計されている

が、1980年の上土町の世帯数は107世帯で人口は298人となっており、

2022年までの42年間の世帯数と人口の減少率は、それぞれ25％と55％

で、独居世帯や高齢世帯の割合が増えていると考えられる。

図 １　上土町の人口・世帯数の推移（１990年～２0２２年）

出所：松本市の人口統計から作成
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表 １　松本市、中央地区、上土町の人口・世帯数（１990年～２0２２年）

出所：松本市の人口統計から作成

図 ２　松本市、中央地区、上土町の人口の推移（１990年を１00とする）

出所：「松本市の統計」から作成
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３ ）商店街の趨勢

①　「横のデパート」としての上土商店街
上土町は、江戸時代には松本城の一部として、牢獄や馬出しなどが

あり、明治以降に生まれたまちである。1988年に上土まちづくり協議会

によって策定された「上土町基本計画」では、上土町が、かつての城

下町の中心を占め、城下町時代から一定の商業的繁栄の素地を持って

いたが、繁華街として栄えたのは、松本城外堀の一部が埋め立てられ、

市役所などの施設が上土周辺に集まった明治に入ってからとしている。

文字通り松本の中心として上土が機能したのは、大正時代から昭和初

期にかけての時期であり、上土で商売を始めてこの時期に大きく成長

し、後に大規模な店舗展開を進めた老舗も少なくないとしている（10）。

大正時代に入った1913年に松本市役所庁舎が完成し、昭和初期まで

は、芝居小屋や芝居小屋から転業した映画館、それらに来る客を対象

としてカフェや食堂、ミルクホール、キャバレーなどの娯楽を楽しむ

まちとして栄えた。特に映画館には、松本50連隊の兵士や旧制松本高

等学校の学生、片倉製糸工場で働く女工など若者が押しかけ、「映画の

まち」として多くの人々を集めた。

表 2は、1950年以降の地図や商店街の案内図などをもとに商店街関

係者のヒアリングなどを通じて調査を行ない、業種別に店舗数を推計

した結果をまとめたものである（11）。最も店舗数が多かった1961年には

124店舗となっており、松本を代表する商店街として繁栄し、衣料品、

身回り品、文化品という買回品を扱う店舗が集中したいわゆる「横の

デパート」として市民の買い物の場となっていた。1988年に長野県中

小企業総合指導所松本支所などによって実施された「松本市上土町・

緑町特定大型店進出商店街診断」の報告書では、上土商店街の特徴と

して、飲食・サービス業のウェイトが高く、映画館などの娯楽施設も

集積し「レジャーゾーン」を形成している。またメガネやスポーツ、

化粧品、時計店、洋菓子店など文化品や準回購性の高い業種が目立っ

ていると指摘されている（12）。
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表 ２　上土町の商店店舗数の推移

出所：商店街関係者へのヒアリングや住宅地図などを基に作成

②　上土商店街の衰退とその要因
松本の旧城下町に位置する商店街の衰退が始まったのは、1960年代

以降である。1960年代に松本駅周辺の再開発が計画され、それ以降松

本では城下町時代以来の老舗を中心とした旧城下の商業地と、大型店

舗を核とした駅前商業地の間で競合が始まった。1970年代以降は、地

方におけるモータリゼーションの進行を背景に市街地に隣接する住宅

地や郊外に大型店が進出し顧客の流出が激しくなった。さらに1980年

代に入ると、コンビニエンスストアやディスカウントストア、ファミ

リーレストランなど沿道立地型の商業地が広域に分散し、市街地の商

業環境は大きく変化した。

中心市街地の商店街と同様に、上土商店街でも同時期に商業環境の

変化を受けて衰退が始まった。「上土町基本計画」は、1989年当時の上

土町を「商都」松本の中で代表的な「さびれた街」であると指摘して

いる。さらに上土町がさびれはじめたのは、市街地において商業活動

の重心が移動を始めた1960年代以降　旧城下町の古い商店街が徐々に

衰退し、まちのはずれに設けられた鉄道駅周辺へと商業の重心が移っ

ていったとしている（13）。
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表 3と表 4は、商店の構成割合の推移と1961年を100とした商店数の

増減指数をそれぞれ示しているが、総商店数や業種別商店数の推移を

踏まえながら、上土商店街の衰退の経緯を整理してみたい。

表 ３　上土町の商店の業種別構成割合

出所：表 2より作成

表 ４　上土町の商店数の増減指数（１9６１年を１00とする）

出所：表 2より作成

1978年に近隣型の小規模なローカル・スーパー「松電ストアー」が、

中心市街地と隣接する住宅地に 1号店を出店し、その後、市内各地に
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次々と出店した。その結果、市街地で営業していた近隣の個人商店の

廃業が始まり、上土商店街でも同様にその影響を受け、1961年で27店

舗あった食料品店や日用品店など最寄品店が、1986年には18店舗と

30％以上大きく減少した。

一方で、同時期に駅前の土地区画整理事業が完成し、松本駅周辺の

開発が進み、地元資本の「井上百貨店」や駅ビル「セルヴァン」、「イ

トーヨーカドー松本店」などの大型店の出店が相次ぎ、松本の中心市

街地の商業の中心が駅前に移っていった。さらに「ジャスコ」を中核

とするショッピングセンター「カタクラモール」や「パルコ松本店」

などの全国チェーンの大型店が中心市街地に新たに出店し、1990年代

に入ると「ジャスコ南松本店」や「ダイエー松本店」、「イトーヨーカ

ドー南松本店」など、松本市南部郊外にも大型店の出店が相次いだ。

市街地の商店街の中で駅からもっとも離れ、「カタクラモール」にも近

い上土商店街は大きな影響を受け（14）、1991年以降の「平成不況」の影

響も重なり、1990年代以降、上土商店街では身の回り品や文化品など

を扱う買回品店の閉店が始まり、買回品店が1997年には20店舗となり、

33店舗あった1986年から39％減少した。「松本市上土町・緑町特定大型

店進出商店街診断」の報告書は、上土商店街については、1978年の歩

行通行量（日本生命前）が4985人に対し、調査した1987年には2774人と

なり44.1％の減少となっており、八八商店街と隣接する緑町商店街を含

めた商店街（大手 1～ 5丁目）の売上も経営実態調査から1982年から

1985年の間に物販業で66.3％、飲食業で63.4％と減少していると指摘し

ている（15）。

さらに2000年代に入ると1998年に施行された「まちづくり 3法」に

よって中心市街地における小売業の出店規制が緩和され、スーパー

マーケットやホームセンター、飲食店などが入った大型ショッピング

センターが市街地に近接して開業した。その影響を受け、2006年には

買回品店が 9店舗となり、1996年と比較して55％減少した。さらに比

較的安定していた飲食店やサービス店も2000年前後に経営者の後継者
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問題や景気の悪化によって閉店が相次ぎ、2006年には28店舗となり、

1997年の店舗数の半数となった。

このような外部環境の変化と経営者の高齢化などの内部要因によっ

て2006年の上土商店街の店舗数は51店舗となり、1986年と1997年の総

店舗数から52％および47％それぞれ減少し、最盛期である1961年の店

舗数の41％となった。さらに「映画のまち」として、最盛期には上土

に 6つの映画館が開業していたが、2008年の上土シネマ（旧松本電気館）

の閉館をもってすべての映画館が廃業し、まちは活気を失った。2000

年後半には空き店舗も目立つようになり、商店街としての上土町はか

つての面影を失ってしまった。

③　上土商店街の現状
2022年10月現在で上土商店街の総商店数は76店舗であり、1961年の

総商店数124店舗と比較して 4割減少している。さらに業種別の商店構

成の変化をみると1961年では買回品36店舗、最寄品27店舗、飲食・

サービス61店舗であったが、2022年には買回品10店舗（1961年を100とし

て28）、最寄品 7店舗（同26）、飲食・サービス59店舗（同97）となり、

飲食・サービス以外は 7割以上の大きな減少となっている。

しかし映画館の閉店が続き「シャッター商店街」の危機に直面した

2006年と比較すると総店舗数で149％となっており、2000年代終盤から

は回復傾向にある。その要因は、飲食店が15店舗から41店舗に増加し

たことにある。またサービス店も美容室などの新規開店により13店舗

から17店舗へと増加している。最寄品店が14店舗から 7店舗へと半減

しているものの飲食・サービスの店舗が増加したことで空き店舗はほ

ぼ解消された。この結果、2022年現在で飲食・サービスの店舗の全体

に占める割合は78％となった。

一方で振興組合の組合員数は2022年で19にとどまっており、最も組

合員数が多かった1982年の96と比較して 2割にあたり、上土町にある

全商店76店舗の25％に過ぎない。図 3に振興組合の組合員数の推移を

示しているが、商店数の減少に伴い1990年代以降減少傾向にあったが、
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2000年代に入ると大きく減少した。これは、新規出店者が加入しない

ことに加えて、駐車場などの整備に関わり、振興組合が国から借り入

れた負債の返済が要因となっている。

図 ３　上土商店街振興組合の会員数の推移

出所：上土商店街振興組合のデーターから作成

3 　上土町におけるまちづくりの取組み

１ ）�上土商店街振興組合の設立と駅周辺整備事業の影響に対応する

取組み

上土町においてまちづくりの取組みが始まったのは、地方都市の中

心市街地の衰退が始まった1970年代からである。1971年に上土商店街

振興組合が設立され、商店街の振興に向けて様々な事業を行なった。

集客を目的とした歳末謝恩セール（1972年）を実施したほか、イベント

として上土子どもアニメ祭りの開催（1976年から1992年まで毎年開催）や

子ども祭り（1979年）なども開催した。また、婦人会館を買い取り「上
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土会館」として改修（1973年）、歩道・街路灯の整備などの基盤整備や

20代の若手組合員による企画・実行部隊の組織化（1978年）などの商店

街の活性化に取り組んだ。さらに商店街を歩行者天国にしてちびっ子

路上運動会（1972年）や中心市街地の夏祭りである「松本ぼんぼん」へ

のあげつち連の参加（1976年）などまちづくりに関わる取組みも行なっ

た。

1970年代に始まった駅周辺整備計画の推進に伴なう、駅ビルやイ

トーヨーカドーなどの大型店舗の駅前集中化によって、松本市の中心

市街地は環境変化に直面した。その影響を受けて、旧来の市街地に位

置する商店街が衰退する中で、駅から最も離れた場所に位置する上土

商店街にも大きな影響がもたらされ、商店街の衰退が始まった。外部

環境の変化に対応するべく、1979年代末から本格的なまちづくりへの

取組みが始まり、現在に至るまで継続して行なわれてきた。

1979年には、駅周辺整備計画の推進に伴う大型店舗の駅前集中化に

起因した商店街衰退の危機に対応するために、「上土商店街再開発基本

構想」が、専門家による調査研究をもとに振興組合によって策定され

た。構想では商店街衰退の危機に対して「昔から映画館を中心とした

歓楽街として発展し現在（当時）でも飲食店・娯楽・サービス業等が

30％を占める商業的環境の認識に立脚して、小売業と飲食・娯楽・

サービス業の共存共栄を図り、それぞれの発展の中で騒動効果を高め

ユニークで魅力ある商店街の再開発を志向していく」としている。具

体的には、道路整備、駐車場整備、歩道の設置、松本城の密着、松本

城周辺地域との連携によって憩いの場所、緑地帯など有効な空地を作

る、南北入り口から客を誘客する施設整備、バスセンター・文化施設

の設置などのハード整備を提案している。

さらに長野県中小企業総合指導所松本支所は、松本市、長野県中小

企業団体中央会松本支所、松本商工会議所に協力のもと1987年 4 月か

ら1988年 2 月まで商店街診断を実施し、その結果を「松本市上土町・

緑町特定大型店進出地域商店街診断報告書」として取りまとめた。こ
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の商店街診断は、大型店の進出あるいは駅前地区への商業集積が進ん

だことによって地盤沈下が進み、加えてほとんどの店舗の老朽化が進

んだ上土町と緑町の商店街について、近代化の目標を明示し、その目

標を実現するための具体的な方策を提示することを目的とした。報告

書では、上土商店街は飲食・サービス業や映画館などの娯楽施設が集

積し、文化品や準回購性の高い業種が目立つとしたうえで、両商店街

の課題として、①大型店の急速な出店、②市街地人口の伸び悩み、③

商店数、販売額の減少など商業力の低下、④消費者意識・行動の変化

への対応をあげている。

近代化に関する取組みとして、①回遊性をたかめる他商店街との機

能分担の明確化と「歴史を感じる落ち着きのある街並み」など街の個

性化を図る、②組織運営の強化と共同事業の活発化、③都市計画事業

の道路整備に合わせた近代化事業の検討、④個店レベルの向上を提起

している。

２ ）「上土町基本計画」によるまちづくり

上土町において商業者や住民が主体的にまちづくりへの取組みを始

めたのは、1988年度の「上土町基本計画」を策定したことによる。「上

土町基本計画」は、振興組合と町会が「上土まちづくり協議会」とし

て、共同で調査・研究をおこなった「まちの将来計画」として取りま

とめられてものである。調査・研究は当時振興組合の開発委員会の委

員長を務めていた鈴木秀三郎氏などの「フロンティア上土」のメン

バーを中心に、地元の商業者や住民が主体となって進められ、コンサ

ルタントとして松商学園短期大学や信州大学から専門家が参加した。

報告書では、商業について顧客の高齢化や若年層に対する顧客開拓

の失敗に起因する買い物客の減少と客単価の停滞によって売り上げの

減少が顕著であり、来街者数における買い物客比率も低下しているこ

とを問題として指摘している。この問題を解決するためには、誘客力

のある施設の誘致・整備や来街しやすい環境・施設の整備、誘客力の

ある臨時行事（イベント）の開催などを通じて町に来る人を増やす「来
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街者数の増加」に加え、来た人に買い物をさせる「買い物客比率の向

上」、さらに買い物客の買う額を増やす「客単価の増加」が必要である

としている。戦略的なシナリオとしては、観光客の来街の誘導、誘客

施設の誘致・整備、総合的な交通対策と回遊路の設定、イベントの開

催、地元若年層の来街などによってある程度まで街の賑わいが戻り、

そのうえで「たまには行ってみたいおしゃれな街」として買い物客比

率が高めるとしている。

さらに上土町は南北に縦貫する「表通り」とこれに直交する「小路」

5本、「裏通り」 2本で構成されているが、地区としての上土には雑多

な要素が混在し、視覚的にも内容的にも統一性が薄い一方で、短い街

路単位でみると統一性と魅力を秘めた街並みがいくつもあるとしてい

る。このような街並みの魅力を活かすために、ハードウエアーの基本

戦略として、ⅰ総合的な自動車対策、歩道の整備、駐車場の設置など

による歩行者の安全の確保、ⅱ古い建築の保存と活用による生きた博

物館としての商店街イメージづくり、ⅲ多目的ホールを設置による核

となるスペースとしてひろばの確保、ⅳ歩道の整備・街路灯の設置、

ストリートファーニチャー、中町や繩手との連携などによる松本城か

ら上土を通る回遊路の設置をあげている。

「たまには行ってみたいおしゃれな街」というコンセプトに基づき、

来街者を惹きつけるイベントとして、「大正ロマンフォトコンテスト」

撮影会や大正ロマンのまち「上土映画祭」（1988年）、「あげつち寄席」・

名作のポスター展（1992年）などが開催された。またハード面の整備に

ついても歩道の整備や街頭の設置、人が集まる場としての上土ふれあ

いホールの建設などを着実に進めた。

３ ）まちの景観形成に関する取組みと「大正ロマン」のまちづくり

上土のまちづくりの取組みの中で特に注目すべきは、まちの景観形

成に関する取組みと「大正ロマン」のまちづくりである。上土町では

1980年代からの大型店の出店による商店街の衰退に対して、大型店と

差別化できる商店街のあり方を模索したことをきっかけに、まちの歴
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史を踏まえた「大正ロマンのまち」や「映画のまち」を掲げたまちづ

くりに取り組んできた。

「上土町基本計画」において、歴史的建造物をまちづくりに活用する

ことが、最初に提案された。上土町には歴史を感じさせる建築物が多

いだけではなく、なまこ壁を多用した蔵造りや疑似高層建築、疑欧風

の看板建築、ネオンサイン群など種類が豊富であり、将来的にこれら

を保存・再生していくことを提案している。従来は、土地を更新した

うえですべてを新しくすることが再開発・整備の手法であったが、各

地で歴史的建築物の保存・修復がなされているが、上土町においては、

その保存に対する認識は低く、商家や民家については資料等が散逸し

ており、歴史的建築物が急速に姿を消しつつある現状では早期に計画

を実施することを求めている。その上で、町内の既存の建物に関する

資料の収集と保存方法の検討、ファザードや彫刻が入ったタイルや建

材の一部の保存、建築物の転用、新規の建築計画における外観などを

そのまま転用などを通じて、街並みの整備を進め、上土商店街のアイ

デンティティを確立することを提案している。またこのような計画に

は、土地所有権などの微妙な問題も避けられず、また民家や一般住宅

には商店街活性化の趣旨に理解を求め、協力してもらう必要があると

し、実現に向けては長期的な取組みとなるとしている。さらに観光客

の誘導を意識して、明治期以降の都市生活に関する資料や生活用具、

生活場面の再現、映画関係の資料などを展示する「都市生活博物館」

などの、古い建築の保存と活用によって、商店街イメージの創出が提

言され、1989年には商店街の中心にガス燈が整備された。

「大正ロマンのまちづくり」が本格的に取組まれるきっかけとなった

のは、1990年代末に上土町に所在する日本生命保険相互会社松本支社

（旧松本市役所跡）が移転することになり、対案づくりに取り組んだ「新

まちづくり基本計画」の策定である。当初松本市から跡地利用につい

て全面公園化の提案があったが地元は反対し、上土商店街の活性化の

観点から1992年に設立された「大正ロマンのまちづくり協議会」が主
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体となって対案づくりに取り組み、検討の結果を1997年に「新まちづ

くり基本計画」としてとりまとめた。「新まちづくり基本計画」は、鈴

木秀三郎氏などの若手組合員に加えて、まちづくりの専門家である三

村晃氏、建築家の児野登氏、中小企業団体中央会事務局の馬場智也氏

など商業者や住民を主体として策定された。

それまで上土町では「上土町基本計画」のコンセプトに沿って、「商

店街パティオ事業」の研究を続けていたが、市から「特定公共賃貸住

居制度」の導入による「店舗併用住宅」を提示され、「商・住一体のま

ちづくり」という要素を加え、基本計画を見直し新しいまちづくりの

基本計画を策定した。特にお城下町 3町の共存・共栄を目途としたま

ちづくり推進協議会との協調のなかで新基本計画として策定された。

「新まちづくり基本計画」では、日本生命跡地への拠点施設の建設と

お城下町ゾーンにおける回遊計画の実現、街並み整備・修景事業の継

続と土地・建物の有効利用計画の策定が行なわれ、日本生命跡地に関

しては「大正ロマン」をイメージする西洋風建築の再現と街並み整

備・修景プランとして土地・建物有効利用プロジェクトによる都市機

能の再生とまちづくり協定・デザインコードに関するチェック機能の

充実と取り扱い規定の制定などが提言された。

計画では、現状に対する課題設定として、娯楽性の高いまちであり

ながら、物販と飲食・サービス相互間の相乗効果が現れていないため、

商店街としてのアピール性が乏しく、各個店の持つ「個性」を集約し

ながら商業機能として明確な統一テーマを持設定することが必要であ

るとしている。さらに上土商店街の商業機能として、本来的機能の

ショッピング機能に加えて付加的機能としてコミュニティ機能と居住

機能を位置付けている。

コミュニティ機能としては、地域との密着を図り人間的なふれあい

などのコミュニティ・センターとしての機能（コミュニティ性）、まちの

賑やかさをもたらす伝統行事を演出する機能（開放性）、まちの快適さ

を創出するまち景観を創出する機能（快適性）、歴史文化資産の活用に
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よる歴史文化を誘導する機能（文化性・ファッション性）が提案された。

さらに具体的には、青空市や地域住民参加型のイベント（コミュニティ

性）、商店街のカフェテラス（開放性）、看板・ストリートファーニ

チャー、修景事業、デザインコード（快適性）、展覧会・歴史文化資産

の保存運動（文化性）が提言されている。また居住性については、商住

一体のまちづくり機能が提言されていて、都市生活の満足感を実現す

るために居住空間としての魅力や安心感の確保が提言されている。

この計画では、デザインコードに向けて提言を行なっている。上土

町では「大正ロマンのまち」を標榜し、まちづくりの指針を作成し、

その中で街路空間を構成する建物の設計指針として、地元の建築家で

構成されている「まちづくり委員会」の専門的視点も加え1992年にデ

ザインコードを作成した。すなわち上土町が開かれた当時の人々の ”

心 “に学び、”技 ”に習うと同時に、先進的な精神の継承を基本とし、

歴史と新しい個性あふれるまちを目指し、デザインコードの精神とし

て、①「精神の継承」：時代の先進的な心意気と情熱、②「職人の

技」：手仕事とそのぬくもり、③「素材の選択」：洗イ出シ・レンガ・

素焼きタイル・漆喰などの自然の素材の活用、④「形態」：擬洋風の魅

力・近代以前の西洋建築と新進たる現代の表現の 4項目をあげている。

この「新まちづくり基本計画」にもとづき、地元から提案された案

に沿って、松本市は2001年に「特定公共賃貸住居制度」の導入による

「店舗併用住宅」として外観は旧松本市役所を模した「松本市営上土団

地」の建設をおこなった。

さらに「新まちづくり基本計画」のデザインコードに基づき、「歴史

を伝える新しいまちづくり」の一環として、1992年に上土ふれあいホー

ル・立体駐車場を建設し、1995年に松本市の「まちなみ環境整備事業」

により、上土町内にあった旧青柳化粧品店の擬洋風建築のファサード

を保存利用した「松本市下町会館」が建設され、その後一つ橋のガス

灯や下町会館の「東門の井戸」なども整備された。旧青柳化粧品店

ファサードを保存利用した「松本市下町会館」は、当初取り壊す計画
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であったが、地元住民の保存運動の結果、市の小規模な公園を整備す

る計画を変更させ、曳家を行なったうえで市の施設として保存・整備

することとなった。

大正ロマンを体現するまちづくりについてハード面の整備がすすめ

られた一方で、大正ロマンをコンセプトとした様々な事業が展開され

てきた。1990年から始まった「大正ロマンのまちづくり映画祭」は、

商店街の誘客にとどまらず、上土町を「大正ロマンのまち」として発

信することをめざし、名作のポスター展（1992年）や無声映画とハーモ

ニカのゆうべ（1994年）などを併せて開催された。また「あげつち寄

席」の開催（1994年から開始）や人力車の導入や「全国人力車サミッ

ト・まちづくりフォーラム」の開催（1993年）、駄菓子屋ロマン館の開

設（1994年）など「映画のまち」「大正ロマンのまち」をコンセプトと

するイベントや事業が展開された。

４ ）�「あげつち♥ヒューマン・パーク構想」の策定と旧松本電気館の

再生

2000年代に入ると振興組合が主体となって進めてきたまちづくりは、

商店街の衰退により一時的に停滞した。「映画のまち」として上土町の

まちづくりを象徴し、1998年から毎年開催してきた「上土映画祭」も

2005年を最後にその後2013年まで開催されなかった。

この時期に新たな動きとなったのは、松本大学との連携である。

2006年に実施された総合経営学部のゼミナールによるまち歩きの

フィールドワークの一環で、学生が上土町を訪れ、上土町女性部のま

ちづくりの取組みを学び、それがきっかけとなって2007年から女性部

を窓口として学生のまちづくりへの参画がはじまった。

2008年には、女性部に加えて振興組合の有志が協力して、上土町の

景観や大正期の建築物を活かし親子を対象とした「レトロ探検ラリー」

が開催された。さらに2008年には高齢者のニーズを踏まえてユニバー

サル・デザイン・ベンチの製作に取り組むなど徐々に大学とまちの連

携が深化していった。
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2011年には、上土町に集積している町内の菓子店の協力を得て、

スィーツラリーを開催したが、2012年からはお城下町や中央地区の店

舗が参加する大規模なスィーツラリーへと発展した。これらの取組み

を通じて、大学と上土町の関係者との信頼関係が構築され、学生によ

るイベントの開催への協力から、大学と上土町が協働するまちづくり

への取組みと発展した。

2012年には来街者や地元の住民、学生が交流し、上土町の魅力に触

れる場として、「コミュニティカフェ上土日和」が開始された。子ども

や子育て中の女性、若者、家族連れなどを対象として、料理店やカ

フェを休業日に借り飲料や上土のスィーツなどを提供するとともに、

様々な体験プログラムを用意して楽しんでもらうという企画で2014年

まで年 8回程度開催された。「コミュニティカフェ上土日和」は、学生

と上土町の住民の交流の場となっただけでなく、来街者も含めた「居

場所」ともなった。

2013年度には、上土大正ロマンのまちづくり協議会による国の助成

を受けた地域商店街活性化事業に学生が参画し、「あげつち♥ヒューマ

ン・パーク構想」（図 4）が策定された。「商店街が新しい価値を創出す

る」、「人と人をつなぐ交流の場として役割を果たす」、「新規の需要や

顧客を開拓する取組みを通じて、競合から共生のまちづくりをめざす」

という、その後のまちづくりの方向付けがおこなわれた。具体的な取

組みとして、多様な人に上土町に足を運んでもらえる場づくりや現状

では上土商店街と接点を持たない若者や子ども、子育て中の女性など

に足を運んでもらえるような子どもや親子を対象としたイベントや子

育て支援事業などが開始された。
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図 ４　「あげつち♥ヒューマン・パーク構想」

「コミュニティカフェ上土日和」をきっかけに、2015年からは下町会

館 1階のスペースを使って「カフェあげつち」を振興組合と大学が連

携して開店した。「カフェあげつち」は学生や卒業生、女性部の会員な

どによって運営され、英会話教室や子育て支援事業、野菜市などが開

催され、まちづくりの拠点となっている。

また大学との連携では、まちづくりの学習活動も活発に行なわれた。

「子育て支援」や「景観形成」、「大正ロマンのまちづくり」や「映画の

まち」などのテーマで、視察研修を実施するとともに学生と住民によ

る様々なまちづくりに関わる学習会を実施した。視察研修や学習会で

）
八
八
七
（

72



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

五
二
八

は、旧松本電気館の再生もテーマとして取り上げ、群馬県高崎市や埼

玉県深谷市などの映画館を活用したまちづくりについて視察研修を行

ない、学習会を開催し議論を行なった。このような研修や学習をきっ

かけとして2016年に立ち上げた「旧松本電気館の再生に向けた研究会」

を通じて2018年には旧松本電気館の再生計画を策定し、その実現に向

けた協力を所有者に働きかけた。このような取組みが実を結び、2021

年には電気館の建物をまちづくり協議会が所有者から借り受け、長年

締まっていたシャッターを開けまちの景観の改善を図るとともに、

様々な活動の拠点として活用することを計画している。

５ ）お城下町のまちづくり

上土町のまちづくりは、松本城に隣接する繩手と緑町を含む「お城

下町」のまちづくりと連携している。1989年に第 1回目の「縄手・緑

町・上土まちづくり研究会」が開催されたのをきっかけに、隣接する

繩手商店街と緑町商店街と連携したまちづくりが開始された。

1993年には、お城下町地区内の生活環境の向上、活性化とまちづく

り事業の推進を図ることを目的に住民と権利関係者の合意により「ま

ちづくり協定」が締結された。地区内の建物の新築・改築に際にはこ

の協定に沿ったものかを協議することになった。その精神は、①建物

を改修又は新たに設ける場合は、道路、通路に面してオープンなス

ペースを確保する、②敷地については周辺に植樹を行ない、緑化を心

掛けるの 2点に集約され、この協定に沿った建物については、協定運

営委員会の推薦により、最高150万円の松本市の補助金の対象となった。

さらに1994年に「お城下町まちづくり推進協議会」が発足し、お城下

町地区の活性化のために、数多くの事業を展開してきた。

さらに2022年には、長期にわたる景気低迷と相俟って、新型コロナ

ウイルスの感染拡大に伴い、商店街が未曽有の大打撃を受けたことを

踏まえ、この状況を打開するために「新しい発想」を加味し「お城下

町まちづくり基本構想」が策定された。お城下町まちづくり基本構想

は、松本市が進める松本城周辺地域の再開発である三の丸エリアビ
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ジョンへの取組み、歴史的建造物・街並み保全・活用、まちづくり推

進体制整備強化、コミュニティ・ビジネスへの取組みを内容とする

「まちづくり推進活動 4本柱」によって構成されている。

基本構想では上土町についても分析を行ない取組み指針や項目、実

施計画を提案している。上土町に関する特徴と立地については、国宝

松本城に隣接した地域に立地し、広域観光商業を担う地域として位置

付けられ、娯楽性の高いまちにあって物販と飲食・サービス相互間の

恒常的な相乗効果の具現化を目的として、「大正ロマンのまちづくり」

をコンセプトに、ショッピング機能とコミュニティ機能の有機的融合

を目指しているとしている。

4　地方都市の中心市街地におけるまちづくりの現代的な課題

上土町のまちづくりの特徴を整理すると、まちづくりが持続的に取

り組まれてきた要因は、第一に、まちづくりの目標が、当初の商店街

の振興から上土町に関わる人々の暮らしを再生することへ変化したこ

と、第二にまちづくりが住民主体で進められてきたこと、第三に学習

と実践を踏まえた計画の策定によって、まちづくりの理念が共有され

るという特徴的なプロセスを構築してきたこと、第四にまちの自立性

を保ちながら外部との関係を活かしてまちづくりを進めてきたことと

して 4点に要約できる。ここでは、以上のまちづくりの特徴を踏まえ、

今後の地方都市の中心市街地のまちづくりにおける現代的な課題とし

て、まちづくりの目的、主体、プロセス、外部との関係の構築の 4つ

の論点から考えてみたい。

１ ）�まちづくりの目的～商店街振興から暮らしを再生するまちづく

りへ

長期にわたる経済の停滞や人口減少、急速な高齢化などの社会経済

の変化によって、地方都市の中心市街地は様々な問題を抱えている。

まちづくりを考えるうえで、それらの問題を解決は避けて通ることが
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できないものである。

上土町においても、当初は「商店街の活性化」をまちづくりの主た

る目的としていたが、その後来街者や居住者の生活ニーズへの対応や

コミュニティの形成に取り組み、まちづくりの目的は、商店街の振興

を含む「暮らしの再生」へと変化を遂げてきた。表 5は、上土町のま

ちづくりについて、外部環境の変化とそれに対応したまちづくりの目

的とその具体的な取組みを経年で整理したものである。1970年から

1985年までは商店街活性化を目的とする取組みが中心となったが、

1985年から2000年までは、商店街活性化に加えて、「まち」としての魅

力を高める取組みが進められ、2000年以降は人口の減少や高齢化を背

景にして、人々の暮らしを再生する取組みが主体となった。

主に商店街活性化に取り組んだ1970年から1985年では、商店街の近

代化と誘客を目的として、駐車場や緑地帯、文化施設、歩道、案内板

などの整備と来街者を増加させるための「歳末売出」などの共同事業

やイラストマップの作成などハード・ソフト両面の活性化事業が実施

された。これらの事業はいずれも、大型店との競争に向け、街の個性

化と商店街の近代化を図ることが目的とされた。

それに対して、「まち」としての魅力を高めることが目的となった

1985年から2000年では、「大正ロマンのまち」「映画のまち」を掲げ、

まちづくりが本格的に開始された。「たまには行ってみたいおしゃれな

街」をコンセプトに、街の賑わいを取り戻すために、古い建築の保存

と活用による生きた博物館としての商店街イメージづくりが進められ

た。

当時、全国各地で商店街の近代化や活性化が取り組まれたが、「上土

町基本計画」をきっかけとして、上土町は大型店に誘客などで対抗す

るのではなく、大型店にはない「まち」としての魅力を高めることで

差別化を図り、商店街の活性化にとどまらず、より総合的なまちづく

りに取り組むことになった。

また「新まちづくり基本計画」の策定以降は、商店街の活性化に、
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新たに「商・住一体のまちづくり」というコンセプトを加え、商店街

について本来的機能のショッピング機能に加えて付加的機能としてコ

ミュニティ機能と居住機能を位置付け、商店街の振興とまちづくりの

融合を図った。

さらに、上土町のシンボルであった映画館が次々と閉館し、それに

伴い商店の閉店があいつぎ商店街の衰退が一気に進んだ、2000年から

2015年までの時期は、まちづくりも停滞した。しかしこの時期には、

新しく上土女性部の女性たちが花植えや清掃など暮らしに根差したま

ちづくりに取り組み、女性部との交流をきっかけに、松本大学の大学

生が上土町を学びのフィールドにして、まちづくりに新たに参画する

ことになった。

2013年に策定された「あげつち♥ヒューマン・パーク構想」では、

商店街が新しい価値を創出する、人と人をつなぐ交流の場として役割

を果たす、新規の需要や顧客を開拓する取組みを通じて、競合から共

生のまちづくりをめざすというコンセプトを打ち出した。

2015年以降は、「あげつち♥ヒューマン・パーク構想」にもとづき、

旧松本電気館の再生を柱にした「大正ロマンのまち」と「映画のまち」

としての魅力を高める取組みとともに、「カフェあげつち」を開店する

など居場所づくりや子育て支援、高齢者の買い物支援など、人口が減

少し高齢化が進む上土町の暮らしのニーズや問題を踏まえた暮らしを

再生するまちづくりに取り組んでいる。

上土町に限らず、地方都市の中心市街地では、人口減少や高齢化の

進展によって、高齢者の問題や子育て、人づくり、コミュニティ形成

など、人々の暮らしに関わる様々な問題解決が喫緊のテーマである。

したがって、これからの地方都市の中心市街地におけるまちづくりで

は、商業振興を含めた「暮らしの再生」を図ることが目的となる。）
八
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表 ５　上土町のまちづくりの概要

*1980以前の町会別人口は集計されていない
*総店舗数の（）は年度

２ ）まちづくりの主体～住民主体のまちづくり

まちづくりは、住民が主体的に直面する問題を解決する自律的な取

組みである。しかし、多くのまちづくりでは、行政が主導して進めら

れるケースが多い。しかし、財政がひっ迫する中で、行政の役割も縮

小される傾向にある。また人々の暮らしを再生するというまちづくり

の目的を考えれば暮らしの当事者である住民が、まちづくりの主体と

なることは当然である。ここでは、住民主体がどのようにして実現で

きるかについて考えてみたい。

上土町のまちづくりでは、商業者と住民によって形成された「まち

づくり集団」による「住民主体」のまちづくりが、進められてきた。

上土町で本格的にまちづくりが開始されたのは1970年以降であるが、

この時期には振興組合がまちづくりの主体となった。1987年に実施さ
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れた商店街診断でも、「振興組合が1971年に設立され年間予算も9166万

円で活動の基盤も確立され事業活動も活発である。街路灯と一部カ

ラー舗装の整備、会館の建設が進められており、共同事業としては

『売り出し』中心であるが、映画館の目立つ立地を活かした『映画祭

り』も実施しており、組織的な努力がなされ活動レベルは高い」（16）と

して、振興組合をまちづくりや商業振興の担い手として評価している。

上土町のまちづくりの指針となった「上土基本計画」は、振興組合

と上土町会によって策定され（17）、これ以降まちづくりは、振興組合と

町会が一体となった「上土まちづくり協議会」（1992年以降は「大正ロマ

ンのまちづくり協議会」）によって進められてきた。

まちづくり協議会の中で中核となったのは、1988年当時振興組合の

開発委員会の委員長を務めていた鈴木秀三郎氏などの若手商業者であ

る。鈴木氏は1978年に組織化された振興組合の若手による「フロン

ティア上土」のメンバーで、個人的にもまちづくりに強い思いと志を

持っていた。「フロンティア上土」には、同様にまちづくりに個人的に

も情熱を持ったメンバーが集まり「まちづくり集団」が形成された。

2022年現在でまちづくりに携わる振興組合理事長の藤森典人氏や副

理事長の増田博志氏も「フロンティア上土」のメンバーである。「まち

づくり集団」は、1979年に策定された「上土商店街再開発基本構想」

の策定に携わった他、1985年に開催された「上土をよくする会」や

1987年の特別講演「商店街の活性化と組織運営」、「上土レトロを語る

会」など学習や実践を積み重ね、その後のまちづくりの担い手となっ

た。

小川政人は、自律的で持続可能な地域社会を作るためには、市民・

住民の地域に対する思い、すなわち「市民・住民の意識の高まり」が

なければならないと指摘している。しかし、まちづくりにおいて「市

民・住民の意識の高まり」には長期的な展望が必要であるが、災害時

のような当面の危機感を共有できない場合には住民の一致団結は難し

いとしている。そこで小川は、自分の理念と理想を求め、実行する
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「志」を持った地域の人材とその共感者たちの行動がまちづくりには必

要であるとしている。すなわち、できるだけ多くの人の意識を向上さ

せるより、自分の信念で行動し、結果として多くの人の共感を得て、

まちづくり組織を形成することが重要であるとしている（18）。

上土町でも「志」を持った鈴木氏と鈴木氏に共感した仲間が集まり、

実践を通して「まちづくり集団」として組織化されていった。上土町

では、「組織」としてだけでなく、「個人」がまちづくりに主体となっ

たことで、その後の振興組合の弱体化などに影響されない持続的なま

ちづくりが進められた。さらに「新まちづくり基本計画」の策定から

は、鈴木秀三郎氏などの若手組合員に加えて、まちづくりの専門家で

ある三村晃氏、建築家の児野登氏、中小企業団体中央会事務局の馬場

智也氏が「まちづくり集団」に加わったことで、上土町では外部のコ

ンサルタントに頼ることなくまちづくりを進めることができた。

まちづくりにおいて、住民が自分たちでニーズや課題を明らかにし、

その解決についても自分たちで考え決定するという「住民主体」は重

要な要素である。筆者は海外における地域開発事業に従事した経験を

踏まえ、地域への住民の関与を動員型、参加型、参画型の 3つの型に

分類した。すなわち、動員型は住民が参加する体裁をとりながら行政

など事業者が主体となって地域の課題やニーズ、ニーズを満たす手段

を明らかにし、事業の実施時に初めて住民を参加させるもので、参加

の名のもとに住民が動員される。参加型は事業の実施の前の段階から

住民が参加するもので立案や計画に住民が関わるものの事業者の設定

した枠組み（事業分野、期間、予算、技術など）に制約される。それに対

して参画型は、住民が最初の計画段階からイニシアチブを持つだけで

なく、事業や事業のプロセスそのものをコントロールするものであ	

る（19）。すなわち、住民が自分たちでニーズや課題を明らかにし、その

解決についても自分たちで考え決定できる「住民の参画」によって、

住民がまちづくりの主体になることが重要である。
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３ ）まちづくりのプロセス～学習的手法によるまちづくり

住民主体のまちづくりをすすめるためには、どのようなプロセスが

必要なのだろうか。従来のまちづくりにおいては、まちづくりの計画

策定がまちづくりのスタートとなり、計画を策定する過程で初めて問

題が把握されることが多い。しかも策定の主体は多くの場合、行政が

担うために、実際の事業に結びつかず、計画が「絵にかいた餅」と

なってしまうことが多い、

しかし、上土町では学習と実践の積み重ねを通じて、まちづくりの

理念が共有されるという特徴的なプロセスを構築してきた。上土町で

はそれまでのまちづくりへの取組みを通じて、すでに問題が把握され

ていることが多く、事前に把握された問題に関して学習や実践が活発

に行なわれて、その成果をさらに深め、事業として実現するために、

計画の策定を行なってきた。

例えば、1970年代に大型店との競合による商店街の衰退という問題

に直面した時には、「フロンティア上土」のメンバーが中心となり、

「商店街の活性化と組織運営」や「上土をよくする会」、「昭和レトロを

語る会」といった講演会や討論会を開催し、大正ロマンをテーマとし

た日本大正村への視察研修を行なうなど、まちづくりに関する学習が

「上土町基本計画」の策定以前に活発に行なわれた。したがって、「上

土町基本計画」の策定は、当面する問題をまち全体で議論して問題意

識を深め、「大正ロマン」「映画」をテーマにしたまちづくりという理

念を共有化し、具体的な事業に結びつける役割を果たした。

また松本市役所跡地にあった日本生命保険相互会社松本支社が移転

する際には、松本市から全面公園化の提案があったが、1994年の時点

で上土町ではすでに日本生命の移転を把握し、上土商店街の活性化の

観点から反対した。それまで上土町では「上土町基本計画」のコンセ

プトに沿って、「商店街パティオ事業」の研究を進めており、まち全体

で問題意識を共有するために、まちづくりのための活性化フォーラム

として「日本生命跡地を考える」（1994年）や「パティオ事業を考える」
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（1995年）を開催した。

そのうえで市の計画に対して反対するだけでなく、上土町としての

対案づくりに取り組み、「新まちづくり基本計画」として取りまとめた。

「新まちづくり基本計画」では、市から提示された「特定公共賃貸住居

制度」の導入による「店舗併用住宅」を踏まえ、「商・住一体のまちづ

くり」という要素を加え、「上土町基本計画」を見直した。「新まちづ

くり基本計画」の策定以前に学習や実践などが始まっており、計画策

定を通じてまち全体に理念を共有してその後の具体的な取組みへとつ

なげた。

表 6は、上土町において策定されたまちづくりの各計画において、

その策定前後における具体的な取組みについて整理したものであるが、

「上土町基本計画」と「新まちづくり基本計画」と同様に「あげつち♥

ヒューマン・パーク構想」（2013年）と「旧松本電気館再生計画」（2018

年）においても、当時のまちづくりの問題について事前に学習会など

を実施して明確化を図り、計画の策定を通じて理念を共有し、具体的

な取組みを提案、その後具体的事業として実施するというプロセスに

よってまちづくりを進めている。

以上のように上土町では、①「まちづくり集団」の学習と実践に

よって問題を把握し共有化する、②その問題の解決を図ることを目的

としてまちづくりの計画を策定する、③計画策定を通じてまち全体で

問題を共有する、④問題の解決に向けて協議しまち全体における合意

形成を図る、⑤計画にもとづいて具体的に問題の解決を図るというプ

ロセスを通じて、まち全体でまちづくりの理念を共有し、着実に事業

を実施し、継続的なまちづくりに取り組んできた。

このようなまちづくりのプロセスを、信州の地域づくりに深く関

わった玉井袈裟男は、住民が自分たちで自らの暮らしや地域のニーズ

や問題を明らかにし、より良い暮らしや地域のあり方を追求して、そ

の解決についても学習や実践を繰り返しながら自分たちで考え決定す

るという「学習的手法」として理論化している。「学習的手法」は、主
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体的に関わる個人が意識化され取り組みを始めるという「人生開眼の

詩」、その個々の課題を共に学習や実践を通じて共有する集団を組織化

する「仲間づくりの物語」、学習によって課題を共有し、技術によって

その課題を解決する「問題解決学習のドキュメント」、風土と歴史を活

かす「風土という舞台で演じられるドラマ」、将来の地域のビジョンを

明確にする「理想の未来を目指す旅立ちの詩」という 5つの要素に

よって構成されている（20）。

上土町のまちづくりにおいても、鈴木氏の問題意識を起点として、

「フロンティア上土」というまちづくり集団が組織化され、学習会や視

察研修などによって課題を共有し、計画を策定してその問題を解決し、

「大正ロマンのまち」や「映画のまち」という歴史を活かし、将来の地

域のビジョンを明確にするという「学習的手法」によるまちづくりが

進められた。

まちづくりにおいて、風土や歴史を共有する範囲で、意識化された

個々の住民が、問題を共有する中で集団づくりを行い、協働して問題

の解決を行ない、その過程において、どのような地域にしていくかと

いう理念、すなわち将来のビジョンを共有していくというプロセスを

どのように構築していくかが課題となる。
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表 ６　上土町におけるまちづくりのプロセス

４ ）外部との関係の構築～外に開かれたまちづくり

多くの中心市街地の活性化が、「外発的」なアプローチに依存して進

められてきた。外部のコンサルタントや専門家によって提案された、

画一的な近代化事業や活性化事業で、その多くは行政が主導したもの

である。したがって、前述したような住民主体のまちづくりをすすめ

るためには、「内発的」なアプローチが重要である。しかし、中心市街

地においては、中山間地や農村地域と比べて、外部との関係性は深く、

内部で完結したまちづくりを実現することは難しい。したがって、ま

ちづくりにおいても外部との関係をどのように構築していくかが大き

な課題となる。

上土町では、外からの刺激をきっかけにしつつ、地元の商業者や住

民が主体となった「内発的」なアプローチによって、行政や周辺地域

などと連携しつつも、外部に依存することなく、地元の商業者や住民

が主体となったまちづくりが取組まれている。そもそも商店街は、ま

ちの外部からの誘客を前提にしており、特に歴史的にも買回品店の比

率が高い上土町では、外部との関係を現在に至るまで大切にしてきた。
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上土町の外部との関係については、第一に開放的で外部者に寛容な文

化がある、第二に積極的に外との関係を構築しその刺激をまちづくり

に活かす、第三にまちづくりにおいても隣接地域や市街地全体との連

携や協働に取り組むという特徴がある。

①　開放的で外部者に寛容な文化
上土町は、芝居小屋や映画館を中心にして反映した歴史があり、特

に大正期から昭和初期には、陸軍の松本50連隊の若い兵士をはじめ、

片倉などの製糸工場で働く女工や旧制松本高等学校の学生などの若者

が集まった。2000年代初頭に映画館が廃業するまでは、近隣の子ども

や若者にとって「初めて映画を観たまち」であり、青春時代を過ごし

たまちでもあった。また上土町のまちづくりにおいても、子どもを対

象としたイベントが多くみられ、現在も商店街の主流を占める飲食店

は地元の若者で賑わっている。

また2005年に松本大学の学生が中心市街地においてフィールドワー

クを実施した際にも、もっとも学生を歓迎して受け入れたのは上土町

であった。したがって、その後の学生の上土町への関わりは、15年に

亘り継続し、年々深くなってきている。現在も中学生や高校生のまち

歩きのフィールドワークを定期的に受け入れたり、「カフェあげつち」

で高校生や大学生がイベントなどを頻繁に開催している。このような

経緯から、上土町には若者をはじめとする外からの来街者を積極的に

受け入れるという寛容な文化が育ってきた。

さらに上土商店街では、2000年代以降、飲食店や美容店の新規出店

が相次いでいるが、中心市街の中で相対的に地価が安く開業に有利と

いう要因に加え、上土町の若い経営者に対して寛容で良好な人間関係

が上土町で開業する動機ともなっている（21）。

②　積極的な外部との関係構築
上土町のまちづくりにおいても大学教員や建築士などの専門家、行

政の職員などと信頼関係を構築し、積極的に連携、協働に取り組んで

きた。まちづくり計画の策定やまちづくりに関わる事業においても、
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住民が主体になりつつも、アドバイザーやコンサルタントなどの立場

で助言等を仰ぎ、まちづくりに活用してきた。また外部の専門家や学

生などが参加しやすいようなワークショップや研究会、学習会などを

開催し、積極的に外部の知見を取り入れてきた。

また大学との連携では、まちづくりの学習活動に注力し、表 6に示

したような視察研修を実施するとともに学生と住民による様々なまち

づくりに関わる学習会を毎年実施し、その成果として様々なまちづく

りの実践活動に結びついた。例えば、2014年の岐阜県の日本大正村へ

の視察研修は、まちづくりにおいて大正時代の景観や文化を活かすこ

とをテーマとして実施されたが、その後の連続学習会での議論を経て、

上土の商店のショー・ウィンドウに大正時代にちなんだ生活用品を飾

る「大正ロマンギャラリーの開催」などに結びついた。また大正村で

高齢者によって運営されていたカフェは、その後「カフェあげつち」

の開店の参考となった。

さらに近年は、視察研修や学習会では、旧松本電気館の再生もテー

マとして取り上げ、群馬県高崎市や埼玉県深谷市などの映画館を活用

したまちづくりについて視察研修を行ない、学習会で議論を行なった。

研修や学習をきっかけとして、旧松本電気館の再生計画を策定し、そ

の実現に向けた協力を所有者に継続的に働きかけたを行ない、その努

力が実を結び、2021年には旧松本電気館の建物をまちづくり協議会が

所有者から借り受け、長年閉っていた全面のシャッターを開けて、ま

ちの景観の改善を図るとともに、様々な活動の拠点として活用してい

る。

③　まちづくりにおける隣接地域や市街地全体との連携や協働
まちづくりにおいては、隣接地域や市街地全体との連携を重視し、

具体的に協働をおこなってきた。「上土基本計画」では、松本城を含め

た周辺地域での回遊性を高めることが提言されており、松本城に隣接

する繩手と緑町を含む「お城下町」のまちづくりとして推進されてき

た。1989年には、第 1回目の「縄手・緑町・上土まちづくり研究会」
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が開催され、1993年にはお城下町地区内の生活環境の向上、活性化と

まちづくり事業の推進を図ることを目的に住民と権利関係者の合意に

より「まちづくり協定」が締結された。さらに1994年に「お城下町ま

ちづくり推進協議会」が発足し、お城下町地区の活性化のために、数

多くの事業を展開してきた。「新まちづくり計画」もお城下町のまちづ

くりの一環としても位置付けられ、2022年に策定された「お城下町ま

ちづくり基本構想」によって繩手と緑町との連携はより深まった。

さらに「あげつち♥ヒューマン・パーク構想」では、中心市街地の

他の商店街との共生が模索された。構想を策定する過程において、従

来の来街者や売り上げを増やすことは、消費が停滞する「ゼロサム」

の状況下では、他の商店街の顧客を奪うことになり、むしろ新しい

ニーズや需要を掘り起こすことが重要であるとの議論がなされた。こ

のような議論を踏まえて、自分たちのまちの来街者や売り上げを増や

すことだけを考えるのではなく、地域全体を発展させるという理念が

共有され、競合から共生のまちづくりをめざすこととなった。以上の

ように、上土町では、まちとしての自律性を保った「内発的」なアプ

ローチと外部との関係性を構築する「外発的」なアプローチを融合さ

せたまちづくりが進められてきた。

後藤は、まちづくりにおいて、「内発」と「外発」のハイブリットに

位置付けられる「共発」を「内外の両面より計画 / 組織化されたでき

ごと」として定義し、地域内に閉じた発展モデルではなく、他都市や

他地域との協調・連携の下で地域の自律を探るものであり、市民がこ

れまで地域を育んできた実績やその社会的記憶、さらには市民独自の

問題解決能力をもとに、多元多発的なガバナンスをめざす共発的なま

ちづくりを提唱している（22）。

まちづくりは住民が主体となって取り組むものであるが、外部の刺

激を活用することも必要である。したがって、自律的な外部との社会

的関係を構築して、共発的なまちづくりを実現するかが課題となる。
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5 　おわりに

地方都市の中心市街地が、直面する現代的な問題は、多様かつ複雑

に絡み合っており、その解決は困難を極めている。まちづくりは、そ

れらの地域社会の問題を解決することである。本研究では、地方都市

の中心市街地の持つ役割と特色を踏まえながら、地方都市の中心市街

地のまちづくりを進めるうえの現代的な課題について、上土町を事例

とした実証的な検討を行なった。

その中で、第一にまちづくりの目的として、商業的振興だけでなく、

人々の生活に関わる様々な課題を解決する暮らしの再生を図ること、

第二にまちづくりにおいて住民が主体となること、第三にそのための

プロセスが構築されること、第四に「内発性」と「外発性」というま

ちづくりのベクトルを融合させ、自律的かつ開放的な「共発」的な外

部との関係を構築することの 4つの論点について検討を行ない、まち

づくりの現代的な課題として位置付けた。いずれも地方都市の中心市

街地のまちづくりを考えるうえで、重要な課題と考えられる。

また本研究の到達点を踏まえたうえで、今後の研究課題を考えるな

らば、第一にまちづくりの主体の問題である。本研究においては、住

民が主体になることの有意性について論じたが、これまでその基盤と

なってきた商店街や住民組織が、市街地の空洞化や高齢化によって、

今後も継続してまちづくりの担い手になりうるかという点については

さらなる検討が必要である。上土町では、2000年代以降、女性や学生

などの新しい担い手が参画することで、まちづくりを継続してきてい

るが、現実には各地においてまちづくりの担い手の高齢化によってま

ちづくりが停滞している地域も多い。

また、第二に地方都市の中心市街地を衰退させてきた、これまでの

社会原理を見直し、新たな社会原理を提起することも重要な研究課題

である。島根県中山間地研究センターの藤山浩は、戦後の日本の社会

経済を動かしてきた社会原理を「大規模」「集中」「専門化」「遠隔化」
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を内容とする「規模の経済」として定義し、その結果として顕在化し

た、地方の商業や中山間地の農林魚業が衰退を解決するために、「小規

模」「分散」「複合化」「地域循環」を内容とする「循環の経済」への転

換を図り、地域で暮らしを再生することを提案している（23）。「循環の

経済」への転換を図るために、都市という外部との密接な関係性を持

つ場において、どのように地域内の循環型経済を構築するかを考える

必要がある。例えば、地域住民が主体的に自分たちの地域の課題を解

決するコミュニティ・ビジネスやソーシャル・ビジネスやそれらのビ

ジネスを連携させた「交流ビジネス」（24）によって、地域内経済循環を

創出する可能性なども検討しなければならない。

さらに第三に中心市街地の商店街がまちづくりに果たす役割の検討

である。本来、地方都市の中心市街地の商店街は、地域の原材料で生

産する地場産業など生活に密着した製品を、地域を中心に流通させる

役割を担っていたが、大都市に集中した大規模な生産施設で大量生産

された商品が、全国チェーンの販売網の展開によって販売されたこと

でその役割を失ってきた（25）。循環型経済を創出する観点から商店街の

まちづくりにおける役割について検討が必要である。また人々の暮ら

しを支えるという機能も重要である。小川は、商店街が、地域社会の

持続性を支える交易拠点としての経済的機能、高齢者や子育ての支援

など本来地域の人々が支えあった生活・福祉機能、町内会活動、

ＰＴＡ活動、防犯、社会教育などの教育文化機能を持っていたことを

指摘しているが、商店街の衰退によりこれらの機能が低下する一方で、

買い物弱者問題などの解決に商店街が果たすべき役割は大きくなって

いる（26）。以上が今後の研究課題である。

本研究は、多くの商店街において、まちづくりの成果がみられず停

滞している中で、人口も商店数も減少している地方都市の小さな上土

商店街で、なぜ継続したまちづくりが可能になったのかという問題意

識が背景にある。しかし、本研究を進める中で、上土町がまちづくり

に必要な様々な要素を備え、まちづくりのモデルとなることが明らか
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になった。

高橋雅夫教授とともに、松本市の中心市街地で、初めてフィールド

ワークを行った際に学生とともに訪れたのが上土町である。その後も

高橋教授は、毎年学生とともに上土町を訪れ、まちづくりへの貴重な

アドバイスをしていただいた。この場を借りて感謝を申し上げたい。

また本研究に際しては、上土町の関係者の方々に多大なご協力を頂き、

あわせて感謝を申し上げたい。今後も上土町のまちづくりに自ら関わ

りながら、まちづくりのあり方を考えていきたい。
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年：住宅地図（出所：上土商店街振興組合より入手）、1986年：業種構成
表・商店街配列図（出所：上土まちづくり協議会「上土町基本計画」1989
年）、1997年：上土商店街業種構成現況（出所：上土商店街振興組合「新
まちづくり基本計画」1997年）、2006年：「来て、見て、知って、上土町
（上土町女性部作成ガイドマップ）、2015年：上土ウオッチング map（松本
大学白戸ゼミ・上土町女性部作成）、2022年：白戸作成

（12）	 長野県中小企業総合指導所松本支所・松本市・長野県中小企業団体中
央会松本支所・松本商工会議所「松本市上土町・緑町特定大型店進出商店
街診断報告書」1988年、p.2

（13）	 前掲、上土まちづくり協議会、1989年、pp.1- 3
（14）	 1986年に実施された長野県中小企業総合指導所松本支所などによる調
査では、1978年から1986年までの上土町の歩行通行量の推移から駅前にイ
トーヨーカ堂が出店した前後で約 1割（14,234人→12,893人）、カタクラ
モールの開店前後で約 3割（12,725人→9,019人）が減少している。

（15）	 前掲、長野県中小企業総合指導所松本支所・松本市・長野県中小企業
団体中央会松本支所・松本商工会議所、1988年 p.2

（16）	 前掲、長野県中小企業総合指導所松本支所・松本市・長野県中小企業
団体中央会松本支所・松本商工会議所、1988年、p.2

（17）	「上土基本計画」はまちづくり協議会から19名が委員として参加し、
外部からの参加者は、大学教員と市職員など 6名で、まちづくり協議会を
主体として進められた。

（18）	 前掲、小川雅人、2008年、pp.30-31
（19）	 白戸洋他「途上国における貧困問題解決にむけた『参画型』開発の研
究」、平成 4年度開発援助研究成果報告書、国際高等教育研究機構　1992年

（20）	 玉井袈裟男「新村づくり論」信濃毎日新聞社、1995年、pp.25-53
（21）	 上土町に新規出店した飲食店を対象としたインタビュー調査による
（22）	 前掲、後藤春彦、2008年、pp.240-241
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（23）	 前掲、藤山浩、2015年、pp.42-43
（24）	 前掲、小川雅人、2008年、pp.172-173
（25）	 前掲、藤山浩、2015年、p.40
（26）	 前掲、小川雅人、2008年、p.119
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地方自治法第244条の 2第 ３項が
文化行政領域に与えた影響

小　林　真　理

0 ．はじめに

1．地方自治法第2４４条の 2第 3項の概要

制度の概要と導入の経緯

総務省資料による導入状況

文教関係施設による導入状況

2．文化行政の展開と課題

文化行政論から1980年代以降の文化施設建設ブーム

行政活動の方針転換と文化施設への住民の反応

3．指定管理者制度導入による受け止め

文化行政研究者の指摘

一般財団法人地域創造の調査からみる対応

一般社団法人指定管理者協会の対応

劇場・音楽堂を目指す施設運営

自治体による制度活用の事例：横浜市

４．考察

0 ．はじめに

行政法学の研究対象はこれまで、行政権が違法に行使されることに

よって国民の権利・利益が損なわれることがあり、それを保護するた

めの裁判規範という側面から研究が行われてきた。それに対して、行

政法は、「行政組織を動かし、それを通じて社会をコントロールして、

論　説

）
九
九
九
（
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一定の目的を実現するための法、という角度からも研究すべきという

意見も有力になっている」（1）という立場もある。本稿では、一つの条

文によって構想された制度が文化行政分野においてどのような影響を

与えたかということを多角的に検証する。

ここで扱う地方自治法第2４４条の 2第 3項は、地方自治法第10章「公

の施設」に置かれた規定で、「普通地方公共団体は、公の施設の設置の

目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定め

るところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が

指定するもの（以下本条及び第二百九十九条の九において「指定管理者」と

いう。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる」というもの

である。この制度は、地方公共団体が設置した公の施設の管理を、「設

置の目的を効果的に達成するために必要」と考える場合に、広く民間

事業者も含めて代行させることができるとした。いわゆる指定管理者

制度という名称で呼ばれる制度の根拠条文である（以後、指定管理者制

度という）。指定管理者制度は、行政構造改革、ニューパブリックマネ

ジメント（NPM）への志向が強まる中、2003年に地方自治法の改正に

よって導入された。実施の猶予期間を経て、2006年から実質施行となっ

た。現代においては、NPMの中でも公民協働の様々な手法が生み出さ

れ、さらに多様に展開している。指定管理者制度は、既存の公の施設

の管理運営の方法を変えるという意味では影響を受けるアクターが多

かった。それらがこの制度の導入によって、どのような方向に舵を

切ったのかを確認したい。筆者は、不必要なハコモノの象徴的な存在

として語られることが多かった文化施設に関して、この制度導入時か

ら文化行政への影響について関心を持ち続けてきた（2）。指定管理者制

度が導入され2022年度は20年目に当たる。関心の源泉を改めて振り返

り、この20年間の影響について、検証するのが本稿の目的である。）
九
九
九
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1 ．地方自治法第2４４条の 2第 3項の概要

制度の概要と導入の経緯

2003年 5 月22日衆議院総務委員会において「地方自治法の一部を改

正する法律案」が提起され、当時の片山虎之助総務大臣は「普通地方

公共団体は、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定

するものに公の施設の管理を行わせることができることとするととも

に、当該指定を受けた者に対する公の施設の管理の適正を確保するた

め、指定の取り消しや業務の停止命令等の措置を講ずることができる」

という趣旨を述べた。さらに、これまでに学説上曖昧にされていた行

政処分の権限も指定管理者に代行させる旨の改正も行われた。これは

行政の職員を現場に置く必要がなくなったことを意味し、協約を通じ

た代行形式へと転換していく上で不可欠な改正であった。2003年 6 月

9 日に改正され、 9月から施行、2006年 9 月までに関連の設置条例の

改正が求められた。

確認しておきたいのが、この制度の導入背景である。2003年 5 月27

日衆議院総務委員会の会議録によれば、公の施設という制度について

「従来型の制度は、かなり硬直化し、公の施設といえども、これは利潤

を生むことが目的ではないわけであって、現状の厳しい地方財政の中

での運営、これが一つの壁にぶつかった」とある（3）。

従来型の制度とは、1991年の改正で導入された管理委託制度である。

管理委託制度は、公の施設の管理を自治体出資の法人（いわゆる第三セ

クターであるが、以後、自治体出資法人に統一）に管理を委託することを可

能にし、利用料金制度を導入することを通じて、法人の管理運営のモ

チベーションを高めるためのインセンティブを与えたものであった。

制度改定の背景には、自治体財政が一般的に厳しい中で、利益を生む

ことができないというジレンマを解決するための方策として、自治体

出資法人のあり方を見直してより適切な運営に導き公的資金の投入を

できるだけ抑えながらもパフォーマンスを上げるか（利益ではなく、こ

）
九
九
九
（
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の場合は、法人設置の目的に関わる利用者の満足度）、管理を委託する相手

を限定せずに多少サービスが落ちたとしてもコストを下げる方向性が

あったということになる（４）。

さて、本稿では文化行政分野の主要サービス提供施設として、公立

文化施設に目を向ける。ここで扱う公立文化施設は、具体的にはホー

ル機能を有しているいわゆる文化ホールである（名称は様々であるが、以

後文化ホールに統一する）。文化ホールの場合、公演事業を行うと、入場

料収入を取ることになるが、これらは事業制作費にかなりのコストが

かかることから、入場料収入だけで施設運営費を賄うことはできない。

文化ホールとして建設された施設については、公演事業に必要な音響

や照明、舞台設備など専門性の高い機能を有しており、これらを利用

者に存分に使ってもらうためには、それなりの人材が配置される必要

があった。文化ホール建設がブームとなる1980年代以降、2012年にな

るまで、自治体設置の文化ホールを縛る法律は興行場法だけであり、

文化ホールへの専門職人材の登用を規定する法令はなかった（5）。した

がって、建設した文化ホールの有効活用を誠実に模索した自治体は、

これらの人材の登用のために出資法人を設立させた。いわゆる文化振

興財団、文化事業団といったものである。この自治体出資法人は指定

管理者制度の導入で大きな影響を受けた（6）。

これらの法人による管理運営が硬直化した原因は、公の施設の貸出

に関する行政処分権限の位置づけが不明確だったことがある（7）。この

不明確さゆえに、自治体職員が管理職や総務部門に異動によって配置

され、法人運営の主要部分を自治体職員が実質運営してきた。人材登

用的にみても、独立した法人としてのガバナンスが行われてきたとは

言いがたい（8）。また、さきの利用料金制度も、形式的には利用料金制

度を採用しながらも、利用料金を自治体財政の収入にしながら、法人

の収入としない事例もあったことが示すように、法人の独立した経営

が行われていなかった証左である。それにも関わらず、法人としての

ガバナンス強化か、当面の施設運営の外部化による自治体財政の負荷

）
九
九
九
（
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縮減かを二者択一で選ばせる、自治体にとっても厳しい選択を迫った

制度だといえる。

法改正の背景説明として、「住民のニーズが多様化」しており、それ

に効果的、効率的に対応するためには、民間の事業者のノウハウを広

く活用することが有効であると考えた点、そして、二つ目は、公的主

体以外の民間主体においても十分なサービスの提供能力が認められる

ものが増加していると述べられた。つまり、自治体出資法人を設立し

たにも関わらず、法人としての業務遂行能力を上がられなかったこの

状況を、文化行政領域ではどのように捉えればよいかという差し迫っ

た問題でもあった。

総務省資料による導入状況

2018年 ４ 月 1 日の都道府県、指定都市、その他の市区町村に対する

総務省による調査によれば、全国で76,268の公の施設に指定管理者制度

が導入されている（前回2015年の調査と比較すると520施設減少）。これらの

施設の ４割の30,802が株式会社、NPO、学校法人、医療法人等が運営

を担っている。指定管理者制度導入時の選定基準は、「施設の管理経費

の節減に関すること」（9４.0％）はもとより、「施設のサービス向上に関

すること」（96.8%）を重視している。指定管理者の評価は、80.7% の自

治体で実施されており、都道府県では100％である。設置者側と指定管

理者側とのリスク分担については約 9割、大規模災害発生時の役割分

担や費用分担については約 5割、労働法令の遵守や雇用・労働条件へ

の配慮については約 7割で選定時や協定時に提示するようになってい

る。総務省の調査も徐々に、指定管理者制度運用においての課題につ

いて、調査を通じて管理してきていることがわかる。

文教関係施設による導入状況

本論で扱う文教施設全般について総務省の調査をみてみたい。調査

における文教施設のカテゴリーには、図書館、博物館（美術館、科学館、

）
九
九
九
（
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歴史館、動物園等）、公民館・市民会館、文化会館、合宿所、研修所（青

少年の家を含む）等が含まれており、指定管理者として選定されている

団体の性質別にその導入実績が示されている。文教施設は調査対象の

公の施設20.2％を占めている。なお、図書館、博物館は、それぞれに図

書館法、博物館法という根拠法を有し、地方公共団体が設置した施設

については、所管を当該地方公共団体の教育委員会に定めており、社

会教育施設として権限をもって管理するのは教育委員会と定めている。

それに対して市民会館、文化会館については、所管が首長部局になっ

ているものもある。

したがって、この「管理」の範囲をどのように捉えていくかが問題

になってくるといえる。つまり、施設の維持管理を行う部分に限定す

るのか、あるいはサービス全体の機能を維持していくことも管理の中

に含めるのかということである。施設管理だけを株式会社に代行させ、

社会教育施設としての機能は地方公共団体で、引き続き直営で行うな

どの事例もある。文化ホールに特化して、経年での変化を現したのが

表 2になる。この調査からも明らかであるが、自治体出資法人の割合

が高いことがわかる。そしてここで注目したのが、その数の推移であ

る。2002年をピークに、指定管理者制度が導入された2003年以降の調

査である2005年から大幅に減少しており、現在に至るまで減少が続い

ている。

）
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1 ．株式会
社

2．特例民
法法人、一
般社団・財
団法人、公
益社団・財
団法人等

3．地方公
共団体

４．公共的
団体

5．地縁に
よる団体

6．特定非
営利活動法
人

7． 1〜 6
以外の団体

合計

都道府県
89

（16.9）
260

（４9.3）
26

（４.9）
12

（2.3）
0 ４1

（7.8）
99

（18.8）
527

指定都市
1４0

（10.４%）
４67

（3４.8%）
0

（0.0%）
252

（18.8%）
227

（16.9%）
80

（6.0%）
175

（13.0%）
1,3４1

その他の
市区町村

1,291
（9.４%）

1,656
（12.1%）

13
（0.1%）

828
（6.0%）

8,171
（59.7%）

5４0
（3.9%）

1,196
（8.7%）

13,695

合計
1,520
（9.8%）

2,383
（15.3%）

39
（0.3%）

1,092
（7.0%）

8,398
（5４.0%）

661
（４.2%）

1,４70
（9.４%）

15,563

表 １．文教関係施設への導入状況
（2018年 5 月総務省自治行政局行政経営支援室「公の施設の指定管理者制度の導
入状況に関する調査」より作成）

年度 公立館
地縁による団体
（自治体・町内会等）

出資法人
その他の法
人

会社 NPO その他

1987  782 173  19

1990  93４ 260  20

1993 1116 338  27

1996 1４03 ４81  ４3

1999 1587 6４7 150

2002 1677 701 151

2005 17４9 5４8  23 12 3４

2008 1751 581 175 37 76

2011 17４2 550 2４４ ４7 85

2015 17４3 ４ 539 30４ 57 95

2018 1725 ４ 5４5 329 52 81

2021 1718 3 537 3４6 53 89

表 2．公立の文化会館・劇場音楽堂の総数の推移と管理運営団体の種別
（空欄は、調査時に調査されていなかったことを意味する）（ 9）

2 ．文化行政の展開と課題

文化行政論から１980年代以降の文化施設建設ブーム

地方自治体における文化行政の展開をまとめた野田邦宏によれば、

自治体文化行政は、国が行う文化を対象とした行政活動とは異なる概

念として、1970年代に「一部の都道府県によって主導され、その後全

）
九
九
二
（
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国的にブームを巻き起こした自治体の文化政策への取り組みを指す」

としている（10）。ブームの特徴として、 3点挙げている。第一に、1970

年代に、府県の首長部局に文化課、文化室などの所管課を設置した。

この背景には、「教育の機能はチャージであり、文化の機能はディス

チャージである」という考え方を述べて、文化行政を理論的に牽引し

てきた研究者がいた。梅棹忠夫、それを支持する上田篤、そして自治

体による社会教育行政を批判し市民文化形成の可能性を文化行政に託

して主張した松下圭一などである。第二に、「当時の自治体側の文化行

政のとらえ方」は、いわゆる国の文化庁が所管している領域のことで

はなく、「福祉、商工、労働、土木、建設など自治体行政のあらゆる分

野に文化的視点をとりいれようとする」ものである。現代の言い方を

使えば、個別の行政領域に文化という「横串を刺す」視点であり、理

念であった。とはいえ、視点、理念としての「文化」が多義的でわか

りにくいことから、行政活動に文化を取り入れるということ自体を問

い直す自治体間交流の場が種々設けられた。そのような取り組みを経

て、第三の特徴として、行政システムを文化化しようとしたことであ

る。国の省庁を頂点とする、省庁主導の縦割り行政に対して、市民参

加に根拠を求めて、自治体主導で総合的なまちづくりを行うための行

政へと転換することを意味していた。

さて、このような自治体文化行政が、公立文化施設建設を加速させ

たことには、理由がある。第一が、自治体の文化領域への関与は、自

治事務の範疇であるということと、第二が、これとは真逆ともいえる

別の論理で、日米構造協議を背景とする内需拡大のための文化施設整

備であった（11）。

地方自治法は、「住民の福祉を増進させる目的をもって利用に供す

る」施設を建設することによって、公共的なサービスを提供するとし

ている（2４４条）。住民の福祉を増進させる目的をもって、地域に何らか

の文化施設を建設しようとするとき、それは何を目的にするのだろう

か。1950年に図書館法、そして1951年の博物館法が制定されていたが、
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地方自治体において文化施設関係の建設が始まるのが1960年代に入っ

てからのことである。郷土博物館や市民会館建設が1960年代に始まり、

1970年代には美術館建設、そして1980年代に入るとそれは文化ホール

建設へと転じた。

図書館や博物館は、個別法を根拠に社会教育法の体系の中で、教育

委員会で所管をする仕組みによって成り立っている。上位法の社会教

育法で規定されている公民館の運営方針では営利事業を援助すること

や、特定の政党の利害に関することや、特定の宗教等を支援してはな

らないことから、社会教育という概念に縛られない、より自由度の高

い集会施設は望まれてきた。そもそも集会施設といえば公会堂が戦前

から一部自治体で自主的に整備されていたが、戦後は市民会館という

名称に変化することによって、住民の様々な集会に対応できるように

なっていた（12）。1000人規模以上の座席数を有するホール機能と、結婚

式場も備え付けられた施設として展開するようになる。1961年 ４ 月に

東京厚生年金会館や北海道厚生年金会館が開館したのを皮切りに、全

国（愛知、石川、大阪、広島、北九州）に会議室、宴会場、結婚式場に加

えてホール付きの施設が展開し、貸出型の施設として整備されていっ

た。1960年代は「全国各地で興行師や興行会社が歌謡ショーやプロレ

スを数多く主催」されるようになり、営利を目的とする民間事業者側

にとっても事業展開の基盤施設として役割を果たしていた（13）。同時期

に地方自治体で整備される市民会館は、厚生年金会館などをモデルに

しながら、住民の自主的な活動を基本として住民が借りること、ある

いは民間事業者等が借りることを期待されていたのであり、施設を整

備すれば設置者側は貸し出すことで用は足りる。貸し出しのための施

設を整備することが最終的な目標と考えられている施設だった（1４）。

時代が下るにつれて、結婚式場や宴会場の用は民間企業のビジネス

で展開していくことになり、コンサートやイベント等の需要が増えて

くる。それに応えるように公立文化施設も音響や照明の操作を可能に

し、創造的な舞台芸術機能への対応を強化した文化ホールが建設され
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るようになるのが、1980年代に入ってからのことである。ここで強調

したいのは、国の方針があって、施設が整備されてきたわけではなく、

地域でそれなりのニーズによって自治体の自主的な判断で目的が示さ

れ、仕様も決められ設置された。民間の専門家を登用する施設も誕生

した（15）。

図 １．公立・私立の文化施設数の推移
（1987年については、私立の調査をしていない）（16）

それに対して、日米構造協議の内需拡大により、国を挙げて文化施

設建設に邁進することになった。その数の伸びを示すのが、図 1であ

る。これら市民会館、文化会館は、地域振興の名の下で地方自治体の

自治事務の領域に属するものであり、国の法律に根拠を持つことなく

様々な省庁からの補助事業を駆使して整備が進んできた施設である。

1990年から2002年までの間に、公立の文化施設が7４3館増加した。施設

数のピーク時である2008年には、全国の文化施設の約92％が地方校公

共団体によって設置されたものであった。設置目的が示されているの

は自治体の設置条例になるが、地域社会の文化の向上を掲げるものも

あれば、芸術文化の普及振興を挙げるものもある。また、社会福祉の
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増進を掲げるものもある。施設に整備されている実際の機能と、設置

の目的が微妙に異なるのは施設整備費に充てられた事業費に依存する

こともあろう。地域振興という名目はあらゆる目的を包括できるが、

目的が明示されていないということでもある。目的が明確にされてい

ないということは、無目的的な使用、好意的に解釈すれば柔軟な多目

的的利用に対応できる施設と位置づけられていた。

この無目的なのか、多目的的なのかわからない施設が、機能面でよ

り高度な芸術文化施設へと舵を切るのが1990年代に入ってからのこと

である。当時の自治体文化行政関係の文書はいずれの場合も時代状況

を「モノから心へ、文化の時代が訪れた」と書いた。実際、単なる集

会というよりも文化的意味合いの強い、音楽、演劇等の文化事業や文

化活動で施設が使用される頻度が高くなり、新しく建設される音響効

果の高い音楽堂や舞台芸術のための機能をより強化した劇場へと移行

していくことになる。

より高度な機能を有した芸術文化ホールは、その施設を使いこなせ

る優れた芸術活動が行われることによって建物の価値を伝えることが

できることから、施設建設とともに新たな運営方法に挑戦する自治体

も出てきた。まずは、ただ施設を貸し出すだけではなく、地域の潜在

的な必要を顕在化させるために公立文化施設が主体となって自主事業

を展開するようになった。自主事業は本来的には自主制作を基本とす

ることから、制作コストを自ら負担をしてチケット収入で相殺すると

いう仕組みである。たとえば、優れた公演の招聘、コンサートホール

におけるオーケストラのフランチャイズ制や、独自の劇団やダンス・

カンパニーを立ち上げるなどもあった。しかしながら、全国の爆発的

な文化施設の増加と比して、これらの手法を導入できたところは限り

があった。フランチャイズ制をとるためには、そもそも地域に一定の

質を担保する芸術団体が存在しなければならないことになるが、日本

の実演芸術団体は圧倒的に東京に一極集中している。おそらく、様々

な産業が分散していくのに対して、いまだ東京一極集中の状況が改善
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されないのが、文化・芸術産業の領域であろう。また自前で劇団やカ

ンパニーを所有するということは、現在の地方自治体においては経済

的に重荷になることから容易に踏み切れるものではなかった。経済的

負担に見合う成果がみえるようになるには時間がかかることから、 ４

年ごとに政策の賛否を問われる首長選がある地方自治体では、実際に

選択するのは難しい。

行政活動の方針転換と文化施設への住民の反応

1999年の地方分権一括法の制定は、財源の問題を棚上げのまま動き

出す。地方自治体自らが、自治体を存続させるためのガバナンスの必

要性が語られるようになるとともに、それまでの行政の役割を見直さ

せることになった。それまでは市場の失敗に陥るもので、地域に必要

とされる財やサービスを行政が公共団体として提供してきたはずで

あった。しかしこれも、法定受託事務が限定されることになった。そ

して、結果的に、それまでの無計画ともいえる政府（行政）の失敗をい

かに回復させていくかという方向へと舵を切ることになる。とはいえ

1990年代前半のバブル崩壊後も需要創出のための公共投資が積極的に

行われ、文化施設建設は継続する。

東京都ではじめて博物館評価が行われたのが2000年のことである。

これは教育行政の一貫と考えられていた博物館関係業界に衝撃が走っ

た。この評価において、九王子にあった自然史博物館は九王子市へ移

管され、また文学館は閉鎖されることになった。また江戸東京博物館

の分館である江戸東京たてもの園も閉鎖の危機に見舞われた。設置者

の経営的観点のない施設建設が、運営者に対する責任に転嫁される状

況が起きた。これはたとえ地方公共団体が設置した施設であり、教育

委員会所管のものであったとしても、永続的に運営が担保されるとい

う幻想に疑いを持たせることになった。このことは新たに、自治体設

置の文化施設においても、自ら「経営」という概念を取り入れた運営

へのシフトを迫られることを意味した。
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さらに自治体財政の逼迫がしきりに伝えられるようになると、増加

し続けていた文化施設建設に対して、住民からの反応に変化が現れる

ようになる。各地で文化施設の建設に対して反対運動が展開されるよ

うになった（17）。その反対運動の背景や契機は様々ではあるが、それが

選挙の争点になることもあった。他地域での文化施設建設による地域

効果があまり見られなかったことが挙げられるし、地方の財政状況も

深刻化を増しており継続的に財政負担を強いる文化施設に対しては厳

しい目が向けられるようになっていた。そのような状況下で文化施設

は住民にとって必要性が感じられるものとは捉えられていなかった。

しかしながら、争点化することによって、文化施設建設の内容や機能

を見直し、目的も明確にしながら、説明を果たす必要性が認識される

ようになった。

地方自治法の改正は、このような状況の中で、行われたものであっ

た。「幾つかの自治体から」、公の施設の管理運営を「民間に広げてく

れないか」という要望があったことが述べられていた（18）。また、個別

法の規定があるものについても、「個別法を緩める」ことを考えている

ということであった（19）。

3 ．指定管理者制度導入による受け止め

文化行政研究者の指摘

公の施設の管理運営に関しては経済性、効率性、有効性、公共性の

視点から制度導入を検討していく方向性が示されており、この点に関

して文化行政研究者の中川幾郎は文化施設に関しては「『施設公用の最

大化』をどのように理解するかなのである」と指摘した。そして、そ

の政策を自治体側が明示することが必要不可欠だと述べるとともに、

以下のような方向性を提示した（20）。少し長くなるが、引用する。なお

（　）内は筆者による追記である。

従来の公共文化ホール（運営）の主流的発想は、やはり文化・芸
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術に関する鑑賞の場・機会に提供であり、その傾向は古典的福祉

型配給思想といえる。すべての公共文化ホールの事業は、ここか

ら脱却し、政策理念を明確にしていく必要がある。既製パッケー

ジ型の鑑賞事業にばかり偏っているところは、地域アイデンティ

ティの発掘と開発をめざして、市民自身の表現と内外の芸術家と

のコミュニケーションの活性化を意識した事業などを開発してい

く必要がある。また、管理、指導、育成という観点から脱皮して、

市民が主体となり、外部の専門家と活発にコミュニケーションし

て構築する自主事業企画、市民運営の可能性を追求していく必要

がある。要するに、これまでの事業を、顕在化している表層的

ディマンド（需要＝要求）に対応した事業中心から、潜在的な市民

ニーズ（必要性）を発掘して拡大する方向へ向かっていかなくては

ならないはずである。

以上のように中川は、その傾向を「古典的福祉型配給思想」と表現

し、この思想から「脱却し、政策理念を明確にしていく必要がある」

とする（21）。その上で目指される内容は、「市民が主体」となって、「市

民運営の可能性を追求」していく必要があるとする。中川のこの発想

には、松下圭一の市民自治思想や文化行政論が色濃くみえる。松下圭

一は、かつて『社会教育の終焉』や『市民文化は可能か』で、市民自

治による文化の醸成を説いていた時期がある。松下圭一の系譜による

文化行政論の原点に戻れば、「古典的福祉型配給思想」はありえないの

にも関わらず、文化施設建設において、どこかの段階でこの思想が受

け継がれないねじれが生じることになった。これは、行政、政策にお

ける、教育と文化の位置づけ、認識に関するねじれといえる。このね

じれは、一つには組織上、そしてもう一つには「教育」・「文化」とい

う概念そのものに内在する。

前者は、大型の公共施設建設を行う場合、2020年代の現在であれば、

公共施設整備課や都市整備課といった部局が施設建設までを担う（現在
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であれば、施設建設後の運営にまで目配りをする）。ところがまだ公民協働

などの概念が普及する前は、建設された公共施設は、所管を別の担当

に移管して運営が行われるのが一般的だった。文化施設の多くは、図

書館や博物館同様、教育委員会だった。その教育委員会は、教育基本

法の教育概念を体現することを目的にしている。「教育は、人格の完成

を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を

備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」

とあり、その方法としての教育行政、とりわけ教育委員会、具体的な

教育を行う小中学校などは、教科書等を定めてそれを教員から生徒へ

伝達する方法で行われており、これを配給型と名指した。トップダウ

ン型の教育行政は徐々に民主化が進んできたといえる。中川が批判す

る「既製パッケージ型の鑑賞事業」は、旅行業者のパッケージツアー

などを思い浮かべてもらえればよいが、民間事業者がつくりあげた鑑

賞用公演事業を公立文化施設側が買い上げる方法である。もちろん民

間事業者側には多種多様なパッケージが準備されており、それらを施

設運営側は予算の範囲で選べばよいというものである。選ぶ側に、地

域のニーズを把握した上で、公共的観点から、必要な選択眼が要求さ

れる。しかし、文化や芸術の受容においては、鑑賞者として受容する

以外にも、自ら行う、参加する、創造するということがある。文化や

芸術には、世に言う質の高い、傑作といわれる作品やプロといわれる

実演者が存在する。それを提供することこそが、配給型思想と結びつ

きやすかった。

中川が指摘するところの、市民主体・市民運営の可能性の追求を模

索してきたのが、先に挙げた自治体出資法人である。そして、指定管

理者制度の導入によってもっとも影響を受けたと考えられた自治体出

資法人はどのような転換を迫られたのか。

一般財団法人地域創造の調査からみる対応

さて、この指定管理者制度であるが、管理運営者の幅を広げること
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によって民間の営利事業者も参入可能になった。さらに、この制度は、

中川も指摘するように、より効果的に政策や施策を展開していく上で、

地方自治体が主体的に決定をしていく必要があると考えられている。

地方自治体にはどのような転換を迫ったのであろうか。

一般財団法人地域創造は、総務省の外郭団体にあたり、199４年に地

方公共団体の出捐により文化・芸術の振興により創造性豊かな地域づ

くりを支援することを目的に設立された。199４年といえば、まさに文

化ホール建設ラッシュが続いた真只中である。財団事業として、地域

における文化・芸術活動を担う人材の育成や、公立文化施設の活性化

を図るための各種支援事業（クラシック音楽・現代ダンス・演劇・邦楽・美

術・助成）などとともに、設立当初から、文化・芸術活動を通じた地域

づくりに関する調査研究も行ってきた。2000年以前は、地方自治体が

設置した文化施設のハード面に注目した研究が中心であるが、2000年

からハード面に加えてソフト面、いわゆるよりよい運営を目指した方

向性へと転換した（22）。その中で真っ先に取りあげられた対象が自治体

出資法人であり、2002年の「地域文化施設における財団運営に関する

研究」である。

地域における公共ホール・劇場等の文化施設では、運営面の難

しさや芸術文化に対する専門的な知識の必要性から、地方自治体

の直営施設から公益法人などの財団に委託し運営を行うところが

増加する傾向にあります。「貸し館」としての機能より本来の「文

化施設」としての機能が増え、公演や演奏会、展覧会等の開催と

いった様々な芸術を鑑賞する機会を提供するにあたり、より専門的

な人材の確保、組織の見直しの必要性が高まっている現状です（23）。

この調査においては、「本来の『文化施設』としての機能」に目が向

けられ、これまでに述べてきた自治体出資法人のあり方に変革を迫る

提言がなされた。「ハードの充実からソフトの充実」が求められること
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に加えて、厳しい行財政改革の中、出資側の地方財政の逼迫状況に加

えて、組織体制の問題を指摘しながら、「これからの時代にふさわしい

芸術文化の創造にいかに貢献するかを見直す時期がきている」と分析

し、自治体直営で不可能なことを財団設立のメリットを活かすように

提言した（2４）。
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199４ 地域におけるアーツ共感促進のための調査研究

地域におけるアーツ創造拠点づくり調査研究

1995 地域における芸術環境づくりの状況調査

1996 地域の芸術環境づくりのための基礎調査

公共ホール・劇場とボランティアに関する調査

美術館系文化施設の情報システムに関する調査

1997 公立ホールにおけるネットワーク活動に関する調査研究

ホール文化形成のために〜ホール文化形成のための調査研究〜

地域文化施設に関する調査

1998 公共ホールの舞台技術に関する調査研究

ホールにおける市民参加型事業に関する調査研究

公立文化施設の建築等に関する調査研究

1999 公共ホールの計画づくりに関する調査研究

2000 地域文化施設における芸術普及活動に関する調査研究

地域の公立文化施設に関する調査

2001 地域文化施設における芸術普及活動に関する調査研究「アウトリーチ活動のすすめ」

2001/2002 地域文化施設における財団運営に関する調査研究

2003 地域文化施設に活力を─これからの運営のあり方を考える─

200４ 公立文化施設における政策評価のあり方等に関する調査研究─指定管理者制度を中心に

2006 公立文化施設における政策評価等のあり方に関する調査研究─公立ホール・公立劇場の評価

指針─

指定管理者制度導入状況等調査

2007 指定管理者制度における公立文化施設の運営と財団のあり方に関する調査研究─地方公共団

体における文化政策のあるべき姿を考える─

地域の公立文化施設実態調査

2007/2008 これからの公立美術館のあり方についての調査研究

2008/2009 文化・芸術による地域政策に関する調査研究「新［アウトリーチのすすめ］〜文化・芸術が

地域に活力をもたらすために〜」

2009/2010 「公立美術館の公益性に関する指針」についての調査研究

2010 公立ホール・公立劇場の評価指針の活用に関する調査研究「『公立ホール・公立劇場の評価

指針』活用のすすめ―運営・事業レベルアップの第一歩」

地域の公立文化施設等に関する実態調査

市町村合併と公立文化施設に関する調査

2010/2011 文化・芸術を活用した地域活性化に関する調査研究「地域における文化・芸術活動の行政効果」

2011 東日本大震災以降の被災県における公立文化施設及び文化行政に関する実態調査

2012/2013 災後における地域の公立文化施設の役割に関する調査研究─文化的コモンズの形成に向けて

201４ 地域の公立文化施設実態調査

201４/2015 地域における文化・芸術活動を担う人材の育成に関する調査研究

2016 高齢社会における公立文化施設の取り組みに関する調査研究

2017 公立文化施設に関する管理運営状況に関する調査研究

2018 公立文化施設に関する管理運営状況に関する事例調査研究

2019 地域の公立文化施設の実態調査

2021 地域と文化芸術をつなげるコーディネーター　インタビューによる事例調査

表 ３．一般財団法人地域創造における調査研究一覧（2５）
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2001年に議員立法で文化芸術振興基本法が制定されることになり、

長らく必要性が指摘されていた国の文化振興に関する初の根拠法が成

立した。「地域文化施設に活力を─これからの運営のあり方を考える─」

（2003）においては「地域文化施設（公立ホール・美術館等）の活動や取

り組みは、ますます重要になってきております。そこで地域創造では、

地域文化施設のうち、とくに公立ホールに焦点を当て」て、研究を進

めた。公立文化施設を「地域づくりの拠点」として位置づける試みで

ある（26）。そして、指定管理者制度が導入された次の年には、この制度

を中心に論じながら、公立文化施設における政策評価のあり方に関し

て調査が行われた。「芸術文化は、人々の創造性を育み、表現力を高め、

相互理解に基づく心豊かな地域づくりに資するものであり、新しい価

値の創造につながる」と位置付けながら、「経済的数値評価によっての

み評価を行うことは適切ではない」とし、指定管理者選定における評

価基準の経済効率性を暗に批判する立場を採りながら、制度の地方自

治体側の「望ましい活用方策の検討が課題」だとする。公立文化施設

の運営において、運営者側だけの問題ではない、自治体側の問題を明

らかにしている点がこの調査の特徴であり、導入にあたっての留意事

項を明らかにしており（表 2）、2006年には、同じ調査題目で公立文化

施設側の評価指針に注目した検討を行っている。

⑴	　指定管理者制度の目的は民間事業者への門戸開放を基本としつつ、住民に
対する行政サービスの向上を第一とすべきであり、経費縮減とともに質の低
下に繋がってはならない。
⑵	　公立文化施設、文化政策の使命を明確化すべきである。
⑶	　指定管理者制度の実施対象施設については、設置団体の文化政策の基本方
針、役割、性格等に基づいて判断すべきである。
⑷	　文化政策や公立文化施設の基本的方針の策定には、専門的な観点からの検
討が不可欠である。

表 ４ �．「公立文化施設における政策評価のあり方等に関する調査研究─指定管理
者制度を中心に」（200４）「指定管理者制度導入にあたっての留意事項」

（なお、⑸⑹は事務上の手続なので割愛）
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2006年度の調査においては、公立文化施設に対する事業評価が導入

されてくる中で地方自治体が施設の稼働率、集客数などを計り、経済

性や効率性の数値評価を行うことに対して、総合的政策評価の方法を

明らかにしている。その方法の第一前提として、表 3に挙げた状況が

自治体において準備されているかを挙げている。これらは公立文化施

設が、自治体の政策の中でどのような目的を達成するために位置づけ

られた施設なのかを明らかにすることが求められているといえる。条

例に先立ち計画やビジョンを策定している場合もあるが、たとえば、

2006年当時の文化振興条例の制定状況は、都道府県で15、市町村で5４

であり（2007年 7 月 1 日当時）、限られた地方自治体しか条例を制定して

いなかったことがわかる。また現在においても、その数が都道府県で

36、市町村で1４0である（2021年10月 1 日現在）（27）。公立文化施設の適正

な評価として提示された総合評価においても、それが実施できない状

況が現在も続いているところに、公立文化施設の性格や位置付けの曖

昧さが象徴されているといえる。あるいは、文化振興等の施策に位置

づけたくないという選択の表れとみることもできるかもしれない。

⑴	　設置団体の文化振興条例が施行されている
⑵	　総合計画の中に芸術文化の振興が位置づけられ、政策目標が掲げられている
⑶	　文化振興ビジョン、文化基本計画等、文化政策に関する基本計画が策定さ
れている
⑷	　文化政策に基づいた公立文化施設の設置目的やミッションが明確に定めら
れている
⑸	　公立文化施設の設置目的やミッションに基づいて、業務の範囲や管理の基
準が定められている

表 ５．「公立文化施設における政策評価等のあり方に関する調査研究─公立ホー
ル・公立劇場の評価指針─」（200６）における「評価の前提条件」

一般財団法人地域創造は、その後も公立文化施設に関する実態調査

を続けてきており、2017年に管理運営に注目した調査を行っている。

この調査では、指定管理者制度を導入せずに直営で管理を行っている
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ところに着目をしている（28）。ここでは回答した地方公共団体の89.４％

で文化施設を有しているが、この管理運営について、指定管理者

（４9.2％）と直営（50.8％）との割合が約半数ずつだったという結果が示

されている。そして、直営による管理運営については、「直営の方が文

化施策がうまくいく」（39.2％）、「直営の方が施設の管理運営がうまく

いく」（32.1％）という積極的な回答があるのに対して、「地域に指定管

理者の担い手がない」（2４.４％）という消極的な選択としての直営があ

ることも明らかになっている。

この直営を選択している（あるいは選択せざるをえない）地方公共団体

に対して、指定管理者制度を導入してきたところは引き続きこの制度

を活用していく方向性が明らかになっている（9４.5％）。地方公共団体

とすると、指定管理者になる事業者の育成を視野に入れて制度の活用

を行っていけるかどうかも、自治体が置かれた環境に左右される状況

がある。たとえば都市部においては事業者が林立して競争状況が生ま

れるのに対して、そもそも事業者自体が存在しない、運営ノウハウが

ないということもある地域があるということである。ノウハウがあっ

ても、地域によっては指定管理料を投入してもそもそも経営的には成

り立たないところもある。

一般社団法人指定管理者協会の対応

さて、これに対して、民間事業者として指定管理者制度に参入して

くる立場もある。新たに法人を設立する場合などは、事業者側が NPO

を設立する場合もあるが、ここで注目したいのは営利を追求する民間

企業である。一般社団法人指定管理者協議会は、官民双方が情報共有

を推進し対話を重ねる「場」が不可欠であるとの認識に立ち、平成20

年11月に前身となる「指定管理者協議会」を立ち上げた。指定管理者

として選定される側の民間事業者によって構成されたこの団体は、「指

定管理者制度及び公の施設等の管理運営に関し、指定管理者及び地方

公共団体の知識、技術、ノウハウを高めるとともに、住民等を含めた
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関係者間の対話を通じた相互理解及び情報共有を深め、もって我が国

における公共サービスの発展に寄与することを目的」とするものであ

るが、注目すべきは総務省や自治体に向けて制度改善のための提言を

定期的に行って、制度運用を効果的に誘導していることである。実に

具体的かつ、子会社化していた自治体出資法人からでは出てこない、

内部的な不満に止まっていた内容など、実務的課題を取りあげること

によって、民間事業者の参入障壁を低くしながら、制度の改善を目指

していることがわかる。

年度 提言内容

2009
持続的な公の施設の管理・運営に向けた指定管理者の適正利益に関する
考え方〜水光熱費の急激かつ大幅な変動への対応や新型インフルエンザ
の感染対策等を考慮して〜

2010
公の施設のビジョンと指定管理者のミッションに基づく指定管理の環境
づくりに向けて〜公共サービスを安全に、安定して提供していくために
官民で取り組むべきこと〜

2011
震災等災害発生時における自治体と指定管理者との連携の在り方につい
て

2012 指定管理者制度実務上の課題への提言
2013 指定管理者の負えるリスクと自治体の負うリスク

201４
指定管理者制度導入から10年の振り返りとこれからの指定管理者制度の
あり方

2015
地域のニーズを見据えた新たな指定管理者制度のあり方
〜「ミッション遂行」から「ビジョンの共創と実践」へ〜

2016
熊本地震をふまえた公の施設の管理のあり方と行政との役割分担につい
て

2017 指定管理者制度に関する自治体ガイドラインの現状

2018
指定管理者制度に関する自治体ガイドラインにみる「自主事業」と「目
的外使用」の現状と考察

2019 指定管理者制度の収支構造と適正利益についての考察

2020
新型コロナウイルス感染症拡大の推移をふまえた危機における自治体と
指定管理者の役割分担について

2021 指定管理者制度に関する「モニタリング」の現状と考察

表 ６．一般社団法人指定管理者協会の提言（29）

筆者は2017年に公立文化施設の運営に指定管理者として選定された

）
九
二
九
（

42



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

五
五
八

複数の企業にインタビュー調査をしたことがある（30）。そもそも多くの

指定管理者として選定されている企業を選択していることもあるが、

どの企業も公共サービス部門への業務を拡大して成長させていた。そ

して、公募に応募する条件を問うと、自治体の公立文化施設運営に関

するポリシーが明確なところであるとすべての企業が答えた。全国的

に事業を展開している企業であったこともあるが、一定の質を確保し

たサービスを提供していくためにも、個別の自治体の住民や地域との

関係性の構築には時間や人をかけられないという事情も共通していた。

しかしながら、博物館等の管理運営の指定管理者を多く受注している

会社は、博物館運営の中期計画を一緒に創り上げるパートナーとして

の役割も果たすようになっている事例もあった。そうかと思えば、協

定書に書かれていない対応については基本受けられないという立場を

明確にしている企業もある。民間企業の指定管理者も定期的な異動が

行われることによって、人材のモチベーションを上げている。また、

指定管理者を何期も務めている民間企業は、馴れ合いやモチベーショ

ン管理の難しさに直面する。

劇場・音楽堂を目指す施設運営

自治体出資法人が民間企業との競争に勝ち残っていく方向性として、

「実演芸術」の振興と掛け合わせて「文化芸術活動を行う」特化した施

設へと転換していこうとする動きも出てきた。2012年に制定された「劇

場、音楽堂等の活性化に関する法律」である。この法律は議員立法で

制定され文部科学省所管の法律であるが、全国に建設された多くの公

立文化施設をこの法律における劇場・音楽堂へと意識を転換させるこ

とによって、活性化を試みる内容となっている。実演芸術といわれる

音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、演芸など実演によって表現される芸術

は、実演を披露する、制作する場を必要とする。この法律において

「劇場、音楽堂等」とは、「文化芸術に関する活動を行うための施設及

びその施設の運営に係る人的体制により構成されるもののうち、その
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有する創意と知見をもって実演芸術の公演を企画し、又は行うこと等

により、これを一般公衆に鑑賞させることを目的とするもの」であり、

公立文化施設に人的体制が備わっていることを前提としている。そも

そも公立文化施設には、それまで根拠となる国法はなかったことを先

に述べた。この法律によって、明確な方向性とそれに伴う事業支援が

期待できることになった。

この法律第 7条において地方公共団体は、「目的を達成するため、自

主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び当該

地方公共団体の区域内の劇場、音楽堂等を積極的に活用しつつ実施す

る役割を果たすよう努めるものとする」としているが、そもそも文化

ホールを、劇場や音楽堂という性格に明確に位置づけている地方公共

団体はそれほど多くない。一地方自治体が、地域振興のために特定の

ジャンルの芸術を振興するのは、効果や成果が生み出されるまでに時

間もかかることからなかなか勇気がいる決断である（31）。しかしながら、

自ら劇場・音楽堂を目指し、劇場音楽堂等活性化事業（2012〜2017）や

劇場音楽堂等機能強化事業（2018〜2022）への応募を通じて、自らの劇

場・音楽堂としての運営力を養ってきたのが自治体出資法人がある。

この事業は、民間の営利・非営利企業の施設運営者も応募できるもの

であるが、2018年度の評価をみると（32）、 5 年間の長期にわたる支援を

受けることができる「機能強化総合支援事業」12館のうち、11団体が、

そして、2020年度「地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業」（ 1年採択）

の採択団体80のうち、63団体が、自治体出資法人が採択されているこ

とから、劇場音楽堂としての事業遂行能力の向上に既存の法人が生き

残りをかけて力を入れている様子がわかる。

さらに付け加えると、自治体出資法人は、地域の文化・芸術・芸能

の活動を支援する役割を担うアーツカウンシルとして機能し始めたと

ころもある。
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自治体による制度活用の事例：横浜市

最後に、地方自治体における指定管理者制度の活用という側面を見

ておきたい。横浜市は、指定管理者制度導入時の市長が公の施設管理

に、原則として制度を導入する方向性を出していたことから、積極的

にこの制度の活用を検討してきた自治体である。新設施設の開設と制

度導入が重なったこともあり（磯子区民文化センター）、文化施設向けの

公募型プロポーザル方式を導入し、文化施設の指定管理者制度導入に

おいて先鞭をつけてきた。横浜市では、所有する様々な文化施設の指

定管理者を決定していく過程で、市議会等でのやりとりや批判を通じ

て、行政側に求められる正当性と（公平・平等・効率等）、文化施設にお

いて最大限の効果を得ようとするときとの価値との相違に注目をし、

政策協働型指定管理という方法を生み出して実行している。

横浜市は、実は文化振興に関する条例はない。しかしながら、文化

政策に関する政策立案を自治体が行うとしており、文化施設や出資法

人を、政策実行機関と位置づけている。地方自治体における文化施設

の運営特有の問題を、二つに特定する。第一に、行政内部はそもそも

の採用基準や人事ローテーションによって文化行政に関する専門的な

人材を確保し続けることが難しいということ、そして第二に、文化施

設の事業企画や運営を、行政の意思決定ラインでは行えないというこ

とである。したがって、指定管理者制度を活用して、専門性を確保し

ていく方向性を容認している。横浜市の事例が興味深いのは、指定管

理者との協定書による関係性に注目している点である。公募等で指定

管理者が提案してきた提案書（指定が決定した後では、協定書）が絶対視

されることによって、政策を取り巻く環境変化に柔軟に対応できない

ことを警戒している。したがって、常によりよい政策を実施していく

視点から、政策立案者側と政策実行者側が、館長と市部長級が出席す

る政策協議会と、馴れ合いを防止するための外部有識者による選定評

価委員会を稼働させることによって、行政と指定管理者が「協議」を

続けながら、協働して政策を実行していく体制を創っているというこ
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とである。なお指定期間も通常より長期の10年を設定している。指定

管理者制度導入における制度設計や運用は、地方自治体に任されてい

ることを活用した事例といえる。

４．考察

指定管理者制度は、地方自治法に規定されていることから、地方自

治体の運営に係わる制度である。1999年の地方分権一括法以降、自立

的な経営のための手法として、そして自立的な経営とはいいながらも、

公務員の定員管理に関する厳格な規制とコスト管理の下、地方自治体

が住民の福祉に資するために利用に供する施設として設置する公の施

設の運営手法について、自治体に様々な側面で選択を迫る制度であっ

た。地方自治体が福祉国家的にすべての領域を自ら担うということは、

財政負担や効率性の観点からもありえなくなっている。民間企業や非

営利団体も含めた、専門性の高い多種多様な団体との協働によって、

政策を実施していくことが効果的で効率的であり、それを具体的に調

整する現実に直面しているといえる。

地方自治体は、自治体としての自治的経営能力を高めていくことを

文化行政領域で試行錯誤してきた。しかしながら結果として、新しい

公共経営が志向される状況下で、根本から文化行政の方法を見直さな

ければならなくなってしまった。このような変化は、むしろ文化行政

領域における曖昧さを払底させ、地方自治体が立案する文化政策とい

う分野への注目を高めたということがいえる。実際、地方自治体にお

ける条例、計画等の策定、評価等の取り組みや能力については、年々

向上している（33）。

試行錯誤の過程で生み出された自治体出資法人については、民間企

業とのコスト競争による試練に立たされ解散にまで追い込まれる状況

になってしまったことは、地方自治体の緩いガバナンスの巻き添えを

食うことになった。専門性を買われて雇用されていた固有職員は気の

毒としかいいようがない。しかしながら、自治体出資法人は、これか
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らの地域の文化政策の実施主体として、その役割を深化させることに

よって民間企業とは異なる重要な役割を担うことは間違いない。

（ 1）	 野呂充、野口貴公美、飯島淳子、湊二郎『行政法（第 2版）』（有斐閣、
2020年）、 8頁。

（ 2）	 これまでに筆者がこの問題について、記してきたものは以下の通りで
ある。小林真理「はじめに」「公立文化施設と指定管理者制度」『指定管理
者制度─文化的公共性を支えるのは誰か』（小林真理 編著、時事通信社、
2006年）、ⅰ─ⅴ、 3─20頁、小林真理「制度の概要と導入の問題点」『指
定管理者制度で何が変わるか』（文化政策提言ネットワーク編、水曜社、
200４年）、 8 -2４頁。小林真理「指定管理者制度で変える公立文化施設の運
営─問われる設置主体の文化政策」『月刊地方自治職員研修』2005年 3 月号、
3４-37頁。小林真理「指定管理者制度で何を変えるのか？　文化政策の現
場としての文化施設のあり方」『地方議会人』2005年 9 月号、23-27頁。小
林真理「指定管理者制度の成果と課題」『地域政策研究』第４6号、2009年
3 月、 6 -13頁。小林真理「指定管理者制度がなじまない公の施設はある
のか」『社会教育』2010年10月号、1４-19頁。

（ 3）	 2003年 5 月27日衆議院総務委員会会議録、公明党、山名靖英氏発言。
（ ４）	 公益法人改革については、2006年に公益法人改革関連三法が成立し、
2008年から全面施行されている。

（ 5）	 興行場法は、昭和23年に制定された法律であり、映画、演劇、音楽、
スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設を営業しよ
うとする者に対して、設置する都道府県の公衆衛生上の条例に従わない場
合は、その営業が許可されないとする定めとなっているものである。

（ 6）	 指定管理者制度導入後に、解散した自治体出資法人も多い。近年では、
（公財）宇治市文化センター（2022年）、（公財）舞鶴市文化事業団（2021）、
（公財）枚方市国際財団（2021）などが解散することになった。
（ 7）	 地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、指定管理者に使用
許可を行わせることができるものであるが使用料の強制徴収（第231条の
3）、不服申し立てに対する決定（第2４４条の ４）、行政財産の目的外使用
許可（第238条の ４第 ４項）等法令により地方公共団体の長のみが行うこ
とができる権限についてはこれらを指定管理者に行わせることはできない。

（ 8）	 さらにこのような法人は専門性の確保のために広く人材を固有職員と
して公募するものの、専門職人材の管理部門への転換を準備できていない
問題もあり、準備されていたとしても一般職と同じキャリアパスを歩ませ
ることを前提としている。職員の職種にあわせた評価の方法が導入されて
いないということである。

（ 9）	 1987年度〜2021年度社会教育調査により作成。
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（10）	 自治体文化行政の展開については、野田邦宏『文化政策の展開　アー
ツ・マネジメントと創造都市』（学芸出版社、201４年）、「 2　自治体文化
行政の誕生と文化行政」（21─33頁）を参照している。

（11）	 第二の点に関しては太下義之『アーツカウンシル　アームズ・レング
スの現実を超えて』（水曜社、2019年）の109〜11４頁を参照。

（12）	 公立文化施設の機能変化については、清水裕之『公立文化施設の未来
を描く - 受動の場から提供主体への変貌に向けて』（水曜社、2022年）に
その経緯は詳しい。

（13）	 コンサート・プロモーター.jpのウェブサイト、「コンサート・プロモー
ターの歴史と現在」http://concert-promoter.jp/about_promoter/history.php
（2022年10月25日閲覧）を参照。
（1４）	 清水裕之『公立文化施設の未来を描く─受動の場から提供主体への変
貌に向けて』（2022年、水曜社）を参照。

（15）	 たとえば1978年には設置されていた兵庫県立尼崎青少年創造劇場は、
施設の設置目的を演劇を通じた青少年育成と明確にした上、民間からの人
材登用を行い、独自の運営を行い、多くの文化ホール建設を検討する自治
体が視察に訪れた。

（16）	 1987年度〜2021年度社会教育調査により作成。
（17）	 山口市のメディア芸術を扱う現山口情報センター、浦安市の博物館建
設等が問題となった。

（18）	 前掲会議録、片山虎之助氏の発言。
（19）	 同上。
（20）	 中川幾郎「自治体文化政策と指定管理者制度のあり方」、小林真理編
『指定管理者制度─文化的公共性を支えるのは誰か』（2006年、時事通信
社）、31頁。

（21）	 この議論は重要であり、行政活動の区分も「侵害行政」、「給付行政」
でよいのかどうかを考えさせられる。

（22）	 2000年度「地域の公立文化施設に関する調査」における「はじめに」
において、「70年代以降、各地域において、ホール、美術館等の公立文化
施設が盛んに建設されるようになりました。それに伴い、こうした施設を
活用した活動の充実、いわゆる『ソフト』の取り組みの重要性が認識され
るようになり、近年の厳しい財政状況にも関わらず、各地域のご努力でさ
まざまな活動が行われております。こうした地域の公立文化施設の状況を、
ハード・ソフトの両面にわたり調査し、データを集積するため、総務省の
ご協力を得て、平成12年12月に全国を対象とした『地域の公立文化施設に
関する調査』を行ったものです」とある。

（23）	「地域文化施設における財団運営に関する調査研究」（2001，2002）。
（2４）	 本来可能であるのに行っていないこととして、⑴柔軟な運営体制の整
備、⑵専門人材の登用、⑶弾力的・効率的な財政運営、⑷民間的発想の導
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入とサービスの向上を挙げている。
（25）	 一般財団法人地域創造の調査研究報告書はすべて、下記のリンクに掲
載されている。https://www.jafra.or.jp/library/report/（2022年10月31日
閲覧）

（26）	 この調査における提言は、 1．地域文化・人材（住民）など地域をよ
く知る、 2．内外の芸術を知り、アーティストなどとの関係を構築する、
3．地域文化施設を地域づくりへの拠点へと構想する、 ４．組織・体制を
整える、 5．長期的な戦略で企画・立案し、実行する、 6．評価を追跡・
蓄積して新たな目標につなげていく。

（27）	 文化庁、「地方における文化行政の状況について」平成18年度、およ
び令和 2年度を参照。https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/
tokeichosa/chiho_bunkagyosei/index.html（2022年10月31日閲覧）

（28）	 基本調査票（地方公共団体数）917件（回収率51.2%）、個別調査票「直
営」（施設数）917件、個別調査票「指定管理」（施設数）926件

（29）	 2020年 6 月20日、一般社団法人指定管理者協会桧森隆一氏による授業
で提供された資料より。

（30）	 2017年 7 月から 8月にかけて、株式会社アクティオ、株式会社乃村工
藝社、株式会社ケーミックス、株式会社神奈川共立、株式会社サントリー
パブリシティサービスに対して、公立文化施設の運営に携わる責任者、会
社社長にインタビューを行った。

（31）	 静岡舞台芸術センターが国際的に評価の高いアビニヨン演劇祭に招待
されて開幕を飾ったのは、設立から20年を経ていた。さらに、滋賀県のび
わ湖ホールがコロナ禍で配信したオペラには、 2日間で36万人以上の人が
アクセスをした。2018年がびわ湖ホール開館から20年が経っており、コロ
ナ禍という特殊な状況、SNS での情報伝達の効果もあるが、びわ湖ホー
ルでのオペラ公演が広く認知されていたことも意味するのではないだろう
か。このような芸術上の成果は、徐々に地域に浸透していくことになるだ
ろう。

（32）	 2018年に「機能強化総合支援事業」に採択された団体の評価がとりま
とめられている。https://gekijo-ongakudo.ntj.jac.go.jp/hyouka/2019hyouka_
list1.html（2022年10月31日閲覧）、2020年「地域の中核劇場・音楽堂等活
性化事業」（ 1年ごとの採択）、についての評価については、https://gekijo-
ongakudo.ntj.jac.go.jp/hyouka/2021hyouka_list2.html（2022年10月31日閲覧）。

（33）	 筆者はこれまでに様々な地方公共団体の文化政策分野の制度設計や運
営に係わってきた。年々、地方公共団体の文化行政に関する政策立案、計
画、評価に関する能力が向上してきていることを実感している。とくに文
化領域において新しい概念を提示して、制度設計をした奈良県の事例は、
小林真理編『文化政策の現在─文化政策の思想』（2017年、東京大学出版
会）の「文化資源」で、また大阪市が地方独立行政法人制度の運用を拡張
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させながら、文化施設の運営に新しい方法を導入させた事例などは、河島
伸子、小林真理、土屋正臣共著『新時代のミュージアム─変わる文化政策
と新たな期待』（2020年、ミネルヴァ書房）において、「第 ４章　ミュージ
アムの管理・運営体制」で紹介した。
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「法律による行政の原理」から見た
行政過程でのAI 活用

黒　川　哲　志

Ⅰ　はじめに

コンピューターの性能向上、ICT（Internet Communication Technology）

の進歩、画像認識・音声認識など機械学習アルゴリズムをはじめとす

るソフト面の飛躍的進化に支えられて、フィジカル空間とサイバー空

間が高度に融合した超スマート社会 Society5.0（ 1 ）の足音が聞こえてく

るようになった。2021年 9 月には内閣にデジタル庁が設置され、デジ

タル社会形成と行政デジタル化遂行の体制も整備された。2001年の行

政情報ポータルサイト「電子政府の総合窓口（e-Gov）」開設（ 2 ）は人々

に電子政府の到来を予感させたが、それから20年が経過した今日、一

層の行政デジタル化（DX: Digital Transformation）を経て、新次元の電子

政府の時代に突入しつつある。会議の議事録作成、橋やトンネルなど

のインフラ破損箇所自動検出、交通量観測などに、音声認識・画像認

識システムの AI（人工知能 / artificial intelligence）も広く導入され、業

務の効率化に寄与している。AI が利用者からの質問に自動応答する

チャットボット（ 3 ）の国税庁ウェブサイトなどへの実装は、行政デジタ

ル化時代の到来を実感させる。AI を活用して犯罪発生場所などを予想

する予測型犯罪防御システム（ 4 ）やAIよる保育所入所選考マッチングも、

馴染みのものとなってきた。

2017年にさいたま市で行われた AI を利用した保育所入所選考マッチ

論　説

）
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九
九
（
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ング実証実験では、「市の割当てルールを学習した AI が組合せを点数

化し、得点の高い組合せを瞬時に導出」し、「人手では延べ約1,500時間

かかる保育所の入所選考が数秒で完了」したと報告されている（5）。こ

のようなAI による保育所入所選考システムの導入は、東京都港区、板

橋区、郡山市、佐賀市、草津市、一関市、山形市など全国に広がって

いる。選考結果については、AI による選考の結果と職員の人手による

選考の結果とがほぼ一致することも検証されている（6）。このように、

行政へのAI の導入は、作業の効率化を通じて行政リソースの節約を可

能とし、その分を質の高い行政サービスの提供のために利用すること

を可能とする。しかし、行政に AI を導入することは、「法律による行

政を原理」、「行政の説明責任・透明性」、平等原則、個人情報の保護な

どの行政法の伝統的な法的価値との緊張関係も含んでいることが懸念

されている（7）。特に、AI の不透明性にかかわる問題は、法令等の機械

言語への移植の問題も含めて、行政アカウンタビリティの実現の障害

となるので、行政法学の視点からも検討を要する問題である（8）。

本稿は、行政デジタル化時代の行政活動にかかわる問題について、

行政法学の視点から検討するものである。それらの問題の中には、手

作業による行政でも生じていたものが行政デジタル化によって顕在化

してきたものも少なくない。AI と法に関して、山本龍彦編『AI と憲

法：AI に選別される危機』（2018年）、弥永真生ほか編『ロボット・AI

と法』（2018年）、宇佐美誠編『AI で変わる法と社会：近未来を深く考

えるために』（2020年）、宍戸常寿ほか編『AI と社会と法：パラダイム

シフトは起きるか？』（2020年）、寺田麻佑『先端技術と規制の公法学』

（2020年）をはじめ、多くの研究成果が蓄積されてきている。本稿は、

これらの先行研究で得られた知見の助けを借りながら、行政デジタル

化が法律による行政の原理に与える影響を中心に検討する。まず、行

政デジタル化が目指したものを歴史的に振り返り、その後、法律によ

る行政の原理との緊張関係について論じる。
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Ⅱ　行政デジタル化法制の歴史

１ 　デジタル化による行政サービスの向上と透明性の向上

行政デジタル化は、行政の事務効率化と費用削減の道具として、行

政バックオフィスへのコンピューターの導入として始まった。1980年

代の NPM（New Public Management）の潮流の中で、行政デジタル化は、

行政効率化とより良い行政サービス提供のためのツールとして位置づ

けられた。電子政府という概念が登場してきたのもこの頃である（ 9 ）。

NPM は、行政活動を顧客である国民に対するサービスの提供と位置づ

け、洗練された民間企業のやり方を取り入れて、効率的により良い行

政サービスを提供しようとするものであった。

日本でも、1980年代には、行政情報システムとして既にコンピュー

ターが取り入れられていた。そして、「当初は、例えば統計作成等デー

タの大量処理による省力化といった行政効率の向上、あるいは事務の

迅速な処理による行政サービスの向上が主として指向され、相当な効

果をあげてきた。最近においては、これらに加え、データベースの蓄

積、検索技術の発展等により、行政の意思決定における支援システム

としての利用が普及してきており、今後、行政の質的向上への寄与が

期待されている」と認識されていた（10）。また、行政デジタル化による

事務処理効率の向上は、手作業では物理的に不可能であった複雑で膨

大な情報を短時間で処理することを可能とし、統計データに基づく合

理的な行政の実施に寄与した。インターネットの普及後は、行政デジ

タル化は、国民と行政とのコミュニケーションのコストを下げ、情報

公開・政府広報を促進し、行政運営の透明性の向上に貢献してきた。

このように、日本でも、よりよい行政の実現のために情報社会

Society4.0に相応しい行政改革（11）が着実に進められてきた。 ）
九
九
九
（
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２ 　IT 基本法（２000年）からデジタル社会形成基本法（２0２１年）へ

⑴　IT基本法の制定
「電子政府」が政府の公式文書に登場するようになったのは、高度情

報通信ネットワーク社会形成基本法（IT 基本法、2000年）が制定された

頃である（12）。この法律に基づいて高度情報通信ネットワーク社会推進

戦略本部（IT戦略本部）（13）も設置された。e-Japan戦略（2001年）は、「電

子政府は、行政内部や行政と国民・事業者との間で書類ベース、対面

ベースで行われている業務をオンライン化し、情報ネットワークを通

じて省庁横断的、国・地方一体的に情報を瞬時に共有・活用する新た

な行政を実現するものである」と定義した。ここでは、行政内部のオ

ンライン化と官民接点のオンライン化が、電子政府実現の具体的内容

として念頭に置かれていた。すなわち、「電子政府の総合窓口と各府省、

地方公共団体等のシステムと連携し、関連手続を一括してオンライン

申請できるワンストップサービスを整備する」（e-Japan 戦略Ⅱ、2003年）

ことが目標であった。この時期は、フィジカル文書ベースであった行

政運営をオンライン化すること自体が目標であり、行政デジタル化の

黎明期であった。

⑵　ビッグデータ時代到来と官民データ活用推進基本法
2010年代になると、情報通信技術（ICT）が飛躍的に進歩し、日本社

会のデジタル化も新しい段階に入った。「情報通信白書」（令和 3年版）

は、「2010年代半ばから、ネットワークインフラの技術進歩や民間事業

者における組織内データ利活用やデータ連携の進展、さらに IoT の爆

発的な普及といった環境の変化に伴い、データ大流通時代が到来」と

表現している。そして、「公共データやパーソナルデータなどの様々な

デジタルデータの利活用を進め、全ての国民が IT利活用やデータ利活

用を意識せず、その便益を享受し、真に豊かさを実感できる社会であ

る『官民データ利活用社会』の構築に向けた取組が行われた」とまと

めている。このようなビッグデータ利活用社会の到来を予感して、官
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九
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民データ活用推進基本法（2016年）が制定された。同法は、「インター

ネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ

大量の情報を適正かつ効果的に活用すること」（ 1 条）に言及する。そ

して、AI 関連技術について、「人工的な方法による学習、推論、判断

等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活

用に関する技術をいう」と定義し、IoT（Internet of Things）関連技術に

ついて、「インターネットに多様かつ多数の物が接続されて、それらの

物から送信され、又はそれらの物に送信される大量の情報の活用に関

する技術であって、当該情報の活用による付加価値の創出によって、

事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業

の機会の増大をもたらし、もって国民生活の向上及び国民経済の健全

な発展に寄与するもの」と定義している。

⑶　新型コロナウイルス感染症とデジタル社会形成基本法
2020年には新型コロナウイルス感染症への対応の中で、日本社会お

よび政府のデジタル化の遅れが顕在化した。その中で、2021年 5 月には、

デジタル改革関連 6 法が制定された。まず、デジタル社会形成基本法

が制定され、高度情報通信ネットワークを通じて、AI・IoT・クラウド

などを用いた大量の情報の処理と活用をするデジタル社会の形成推進

が目指された。同時に、IT 基本法が廃止された。デジタル庁設置法は、

デジタル庁を設置し、国や地方自治体のデジタル化を推し進めること

を定めた。デジタル庁は、行政デジタル化の要となるマイナンバーに

関する管理業務も任務とする。「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実

施のための預貯金口座の登録等に関する法律」、および「預貯金者の意

思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」

は、公的給付のオンライン申請、預貯金口座情報の登録、およびマイ

ナンバーと預貯金口座情報の紐づけについて規定した。「地方公共団体

情報システムの標準化に関する法律」は、地方公共団体の情報システ

ムを国の定める標準・規格に適合するように求めた。

）
九
九
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⑷　行政手続のデジタル化
行政手続のデジタル化については、「情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律」（デジタル手続法）が制定されている。これは、

2003年制定の「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律」（行政手続オンライン法）が2019年改正に際して改名されたものであ

る。デジタル手続法は、手続が一貫してデジタルで完結するデジタル

ファースト、一度提出した情報の再度の提出を不要とするワンスオン

リー、そして複数の手続をワンストップで実現するコネクテッド・ワ

ンストップの 3つを基本原則としている（デジタル手続法 2条）。ワンス

オンリーは、「民間事業者その他の者から行政機関等に提供された情報

については、行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当

該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供

を要しないものとすること」と規定され（同条 1項 2号）、コネクテッ

ド・ワンステップは、「社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常

必要とされる多数の手続等について、行政機関等及び民間事業者が相

互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括

して行うことができるようにすること」（同項 3号）と規定されている。

これらは、行政手続ごとに得られる情報が各行政機関の枠を越えて共

有されることを求めるものであり、データベースの連結を嫌う個人情

報保護の基本原則と緊張関係にあることに注意が必要である。

Ⅲ　法律による行政の原理からみたAI 利活用の注意点

１ 　説明責任とブラックボックス化の回避

現在実用化されているAI は、画像・音声の認識、自動翻訳・要約・

応答、自動運転など、特定の領域に特化した特化型AI である。すなわ

ち、多様な機能を備えて様々な課題を処理する汎用型AI ではない。法

律による行政の原理によって法律適合性と、法律に適合していること

についての説明責任とが課せられる種類の行政の行為に関しては、AI

）
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九
九
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の振る舞いについて論理的に検証できないブラックボックスとなるプ

ロセスの発生は許容されない。したがって、そこでは、保育所入所選

考マッチングのようにシンプルなルールベースモデル（14）が用いられる

ことになる。保育所入所選考で用いられた AI のマッチング技術は、

「すべてのルールを満たす割り当てパターンが複数存在する場合や、 1

つも存在しない場合にも、優先順位のより高い人の希望が優先される

ような唯一の割り当てパターンを見つけ出す」（15）ものである。この AI

は、ゲーム理論とルールベースの推論を組み合わせたアルゴリズムを

用いるものなので、判断の根拠に影響した因子を提示でき、「ソフトウ

エアでは画面に示した因子を基に、自治体職員が保護者になぜ希望通

りに入所できなかったかを説明できる」とされる（16）。

AI が道具としての性格の強いエキスパートシステムの利用であれば、

AI が自律して思考・判断するものではないので、AI に判断を委任する

という実質はない。しかし、自律した汎用型AI が登場し、行政の意思

決定の主要なプロセスを担うようになると、実質的には行政機関であ

る人間ではなくAI が意思決定していると評価される。人間である行政

機関に意思決定を委任している法律の下で、このような形でAI に意思

決定を委ねることが許容されるか否かが論点となる。このことを踏ま

えると、「データ・情報・知識の学習等により、利活用の過程を通じて

自らの出力やプログラムを変化させる機能を有する」（17）AI ソフトの使

用には、道具としての利用の範囲を越えて判断の委任の性格を帯びる

ので、権限の委任に準じて慎重な考慮が求められる。

手作業の事務処理の延長線上にあるルールベースAI の利用であって

も、注意が必要である。というのも、人々が電卓の計算結果を疑念な

く受け入れるように、人には自動化されたシステムの出す解を信頼し

易いという傾向（自動化バイアス）が存在するからである。後述のよう

に、AI アルゴリズムは法令の一定の解釈に基づいてプログラミングさ

れたものでしかないので、当該解釈が念頭に置いていなかった状況に

遭遇したときには、そのAI の提示する解は妥当性を欠くことになるの
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九
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で、それを無批判に受け入れることなく関係法令の全体のシステムの

中でAI の出力結果を検証することが求められる。これは、審査基準の

杓子定規な適用が行政機関に与えられた裁量の放棄になって違法と評

価されることがあるのとパラレルの問題である（18）。AI プログラムが前

提とした事案と区別すべき事案でAI の出力に依拠した行政の意思決定

は、裁量の踰越・濫用になるおそれがある。しかし、AI の出力は、自

動化バイアスもあって、正確で公平なものとして受容されやすいのが

現実で、保育所入所選考マッチングでも、「保育所に入所できないこと

により保護者が就労をあきらめるケースが発生するなど社会的な問題

となっていたが、基準に基づいた機械的な判定で平等な割振りが可能

となり、住民の納得性が向上する」（19）と認識されている。

２ 　偏見やステレオタイプの増幅

AI を利用することによって、法令違反が発生する可能性の高い者あ

るいは地域を重点的に監視して違反行為の防止や是正をおこなうこと

は、有限な行政資源を効果的に配分する合理的な行政の行動である。

過去に違反行為を行った者やそれと類似の属性を有する者に対して、

そうでない者に対してよりも監視を強めることは、AI の利用がなされ

るずっと以前から日常的に行われていたことであり、効果的かつ合理

的な行政活動であるとポジティブに評価されてきた。これらは、行政

に携わる人間の長年の経験や統計的データから生み出された予測と言

えるが、これらを先入観やステレオタイプと区別することは容易では

ない。したがって、AI 機械学習がステレオタイプを増幅するという問

題は、手作業でも生み出されていた先入観・ステレオタイプの問題を

顕在化させるものである（20）。法律が危害発生のおそれを行政処分の要

件としているとき、「おそれ」の存否の判断を、このような先入観やス

テレオタイプを通じて形成された事実認定に基づくリスク判断に依拠

させることの許容性が問題となる。

特定のカテゴリーに属することを理由として、その者を一般の人々
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と異なって不利益に取り扱うことは、平等原則あるいは法の下の平等

（憲法14条）の要求から逸脱するものである。データの分析によって事

実に反する社会的バイアスを取り除くことができるというのが理想で

あるが、機械学習アルゴリズムによるビッグデータの解析は、因果関

係に無頓着に一定の属性を有する人々を構造的に不利に扱うことに繋

がりやすいので、これを回避するように細心の注意を払うことが必要

である（21）。存在する違反事実摘発のデータは、ステレオタイプに基づ

いての行政の活動によって摘発されたケースに関するものである。違

反の疑いをかけられやすいカテゴリーの人々の違反は高い確率で行政

対応を生じさせて記録されるのに対して、ステレオタイプによって疑

いを掛けられにくいカテゴリーに属する人々の違反は、行政によって

見過ごされて記録されない確率が高くなる。したがって、このような

データは社会に存在するバイアスを増幅したものとなり、これを学習

してなされた違反行為の予測は、当該バイアスを増幅し、偏見を固定

化するおそれが強い。この弊害を緩和するために、入力データがフィ

ジカル世界を適切に代表すよう細心の注意を払わなければならない。

SNS（Social Networking Service）などを通じて私人がアップロードし

たデータをはじめ、サイバー空間に存在するデータのほとんどは、そ

れが客観的事実であることが検証されていないものである。虚偽や誇

張や悪意を含むものも少なくない。行政機関が、これらをビッグデー

タとして機械学習に利用するときには、偏見の増幅を回避するように

措置を講じることが不可欠である。また、サイバー空間に表明されて

いる意見の分布は、国民全体の意見の分布とはかけ離れたものである

ことも肝に銘じるべきであり、行政立法を支える国民の意識として安

易に参照することは回避しなければならない。

３ 　AI コードへの法令の移植と不透明性

言語的な問題も軽視できない。法令の内容を AI に移植することの困

難さも、行政過程での AI 活用にとって本質的な障害となる。法令は、

）
九
九
九
（
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多様な利害の政治的妥協を言語化したものであり、解釈の余地を多く

残していているのが通例である。個別具体的な事案に即して解釈され

て、初めて法令の意味内容が明確になる。したがって、法令の文言を

抽象的に他言語に翻訳したときには、その意味内容は変容する。これ

は、日本の法律を英語に翻訳したり、外国の法律を日本語に翻訳した

りするときの困難さによって実証される。翻訳元と翻訳先の両方の言

語と法制度そして当該法分野の両国の事情に精通する者ですら、過不

足なく法律の内容を翻訳することは困難を極める。このことは、多義

的な解釈を許容する自然言語で書かれた法令の内容について、AI プロ

グラムを記述する機械言語（code）に過不足なく移植することの至難さ

にも同様に当てはまる（22）。なお、自然言語で書かれた法令を、翻訳AI

を使って外国語に自動翻訳することも試みられているが（23）、法令の具

体的な適用に用いるには程遠い水準である（24）。

法令や行政規則の自然言語をAI のコードとして記述することは、行

政機関の法令解釈とデジタル技術者のプログラミングとから成るもの

であり、行政担当者とデジタル技術者との協働作業である。通常、法

令に精通している公務員は、AI アルゴリズムのコードを解読して、法

令内容が正確に転写されていることを検証するスキルを有していない。

反対に、デジタル技術者が法令解釈を十全に行うことも期待できない。

AI アルゴリズムが、行政の考慮事項を適切な重みづけで考慮するよう

にプログラムされているかを検証することのできる人材は、ごく僅か

しか存在しないであろう。信頼できる稀有な人材によって検証されな

い限り、法令に適合する適切な意思決定がAI によってなされているか

は、不透明な状態に置かれてしまう。

実際には、行政は、AI サービス・プロバイダーから行政デジタル化

に必要なサービスを購入する。行政機関内部の話としては、プロバイ

ダーのエンジニアと担当公務員との間のコミュニケーションが円滑に

行われて、コードの開示と解説を通じて、AI アルゴリズムが法令・裁

量基準の内容を写し取ったものになっていることを確認することが、

）
九
五
九
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不透明さを低下させるために求められる。しかし、市民は、AI の判断

に依拠する行政意思決定の影響を受けるにもかかわらず、担当公務員

のように説明を受けて当該 AI を検証する機会を与えられない。また、

たとえ説明を受ける機会があったとしても、AI のシステムを理解する

ことは能力的にほぼ不可能であり、市民の不透明感は解消されない。

加えて、AI コードに関する AI サービス・プロバイダーの知的財産権

あるいは企業秘密の保護の観点から、AI コードの詳細の公表は容易に

はなされないという問題もある（25）。ルールベース AI に関連してでは

あるが、「結局説明されていない」という問題について、「AI システム

の性質によるブラックボックスの議論というよりは、関与する主体

（アクター）が多層にわたり存在することにより、その判断過程の透明

性が低下する問題として整理できるのではないか」とし、「現状、人間

でもできないことを棚上げにし、……AI を利用したサービスだけに求

める『AI に対する過剰な不安』として評価されるべきものかもしれな

い」（26）とする理解も存在する。伝統的な行政過程においても、法令解

釈による裁量基準の定立および裁量基準を事案に適用した意思決定は、

担当公務員の意思作用というブラックボックスを通過する。それゆえ、

伝統的な行政過程は、AI が用いられるときと同じように不透明性を有

している。しかし、法的専門知識の枠内で展開する伝統的な行政過程

では、行政による法令解釈および裁量行使の適切性について行政機関

や法律家が検証することができるので、不透明性の度合いは低く、裁

判等を通じての事後的な救済も容易である。

４ 　人間の関与の要請

行政機関の意思決定を実質的に AI に委ねて、AI による自動決定と

ほぼ同値の運用が行われることは、法律が行政機関に意思決定を授権

した趣旨に反すると批判することが可能である。しかし、実際の行政

の現場では、専決という形で、授権された行政機関に代わって、補助

機関が実質的な意思決定を行うことも多い。AI が専決者の役割を担う

）
九
五
九
（
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と認識するのであれば、AI の決定をほぼ自動的に行政機関の決定とす

ること自体は原理的に許容されないものではない。

AI に委ねてよい行政の意思決定の範囲については、人間による判断

が最終的になされるのであれば、AI の提出した解に依拠した意思決定

も適法となるというのが、落としどころのようである。営業秘密を理由

に判断プロセスが開示されていない再犯予測アルゴリズムを量刑判断に

利用することは憲法に反しないと判示した米国ウィスコンシン州最高裁

の State v. Loomis 判決881 N.W.2d 749 （Wis. 2016）の研究から、「一定

の制限を付す限りで、個人の人生に重大な影響を与える決定にアルゴ

リズムの評価を用いることを認める考え方は，今後の AI 社会の一般的

な法原則になるように思われる」（27）と整理されている。このような考

え方は、EU では、「自動化されたあるいはアルゴリズムによる決定プ

ロセスには、セーフガードと人間による制御と検証の可能性を組み込

む必要がある」と決議されている（28）。また、個人情報保護の分野では、

法的な効果あるいは顕著な効果を個人に対して有する場合に、プロ

ファイリングを含めて、自動化プロセスだけで決定されない個人の権利

（the right not to be subject to a decision based solely on automated processing）

も実定化されている（29）。行政の意思決定においては、社会通念あるい

は条理に照らした評価が重要な要素になることを踏まえると、AI の出

力が常識に照らして妥当なものであるか否かの判断のために、人間の

関与は不可欠である。また、アルゴリズム作成時に想定していなかっ

た例外的事情に AI は対応できないことからも、例外的事情の有無の判

断のためにも人間の関与は不可欠である。このような人間の関与の要

請の背景には、人間の関与によって生じる恣意性の回避と機械的取り

扱いによる公平性への志向に対して、社会通念と条理に適った個別的

妥当性の実現とのバランスをどのようにとるかという問題がある。）
九
五
九
（
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５ 　行政の統合による個人のトータルな把握の功罪

⑴　プッシュ型行政サービス
行政デジタル化の進展によって、深層学習・機械学習アルゴリズム

を実装するAI が、官民ビックデータならびに蓄積された個人データに

基づいて各人の状況を包括的に把握したで上で、各人の状況に合わせ

たテイラーメイドの対応をすることも技術的に可能となる。すなわち、

行政が、マスを対象とするサービスからパーソナルなニーズに対応す

るものに変容することが可能になった。いわゆるプッシュ型行政サー

ビスの提供は、この象徴である。マイナンバーなどを利用して行政機

関がバックオフィス連携して公共サービスメッシュを形成して住民の

置かれている状況をタイムリーに把握できるので、生活保護などの社

会保障給付が必要な状況になったら、住民からの申請を待つことなく、

タイムリーに給付を開始することも技術的に可能となる。このような

システムが実現すれは、行政からの細やかな配慮のある情報提供がな

いために、受給資格のある者が児童福祉手当受給の申請ができないと

いう事件の発生も回避できるであろう（30）。それゆえ、行政が個人の置

かれた状況をトータルに把握して行政サービスを提供することは、ポ

ジティブな評価を受ける側面を有する。しかし、行政によってトータ

ルに生活状況を把握され管理されることは、自由の基礎となる個人の

自律が損なわれることに通じ、手放しで喜べる状況ではない。商業的

なターゲッティング広告と同じく、行政からの選択的な情報提供は、

個人の認識範囲の形成に影響を与えるものであるから、精神的自由へ

の過度な干渉となるおそれがある。

⑵　行政の統合と自由の危機
行政機関の枠を超えて情報が共有されることは、縦割り行政あるい

は行政の断片化と呼ばれる問題の克服に繋がる。これは、伝統的には

個人情報の目的外利用の許容性に関する議論としてなされてきたが、

今日では、行政デジタル化推進という時代の流れの中で、議論のプ

）
九
五
九
（
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ラットフォームに変化が生じている（31）。改正後の個人情報保護法（行

政機関個人情報保護法を吸収したもの）では、取得された個人情報につい

て、「行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的

と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行っては

ならない」（61条 3 項）として利用目的の変更を認めるとともに、「行政

機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用

目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供するこ

とができる。……九　行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂

行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該

保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。九　他の

行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法

人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受

ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係

る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相

当の理由があるとき」（69号 2 項）として、目的外利用および外部提供

の枠組みを定めている。

同様に、国民の利便性向上のために行政手続の「ワンスオンリー」

あるいは「コネクテッド・ワンストップ」の実現が当然であるという

流れが生じている（32）。デジタル手続法 2条 1項 2号・ 3号は、これら

の事項を旨としてデジタル行政の推進を行うことを義務付けている。

しかし、行政の縦割りや断片化が個人の自律および自由の保障に果た

してきた役割に鑑みると、行政データの結合は自由主義の観点からは

慎重な吟味を要する事柄でもある。NPMの長年の課題であったにもか

かわらずワンストップ化が容易に実現しなかった理由が克服されてい

るのか、検討が必要である。

⑶　ナッジなどを利用した国民のコントロール
AI 利活用原則（33）⑦は「利用者は、AI システム又はAI サービスの利

活用において、人間の尊厳と個人の自律を尊重する」ことを求め、「AI

）
九
五
五
（

14



日
本
法
学

　第
八
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
二
三
年
一
月
）

五
八
六

により意思決定や感情が操作される可能性」について注意を喚起して

いる。そして、「AI によりナッジ（合理的選択のための支援）を行う場

合」には、意思決定・感情の操作はすべてがリスクにつながるとは限

らないとしている（34）。この記述は、消費者的利用者に対するものであ

るが、このコロラリーとして、行政としてAI によってナッジを用いて

行政目的実現のために個人を誘導することはネガティブに評価される

ものではないことを含意するものである。すでに多くの分野で経済的

誘因や情報提供による誘導は正当な行政活動として行われているが、

今後の電子政府では、AI によって個人ごとに調整された巧妙なナッジ

を用いて人々の行動や意思決定を誘導して、効率的にそして効果的に

行政目標を達成することが増えるであろう。このようなやり方は、効

率的で効果的に規制目的を実現するものではあるが、各人に意識させ

ることなく個人の意思決定の自由を奪っている。社会へのAI の浸透は、

社会的な決定および個人の決定の両面において、「『主体的に行動する

人』という存在を前提としない社会」（35）への移行という懸念も生じて

いる。

⑷　地方の自律性の危機
地方行政のデジタル化は、地方自治の弱体化の危険を孕む。デジタ

ル社会形成基本法29条は、国及び地方公共団体の情報システムの共同

化又は集約の推進について規定する。「地方公共団体情報システムの標

準化に関する法律」（2021年） 8 条も、地方公共団体情報システムが標

準化基準に適合した標準仕様のものであることを求めている。複数の

地方公共団体が共同で利用する自治体クラウドの導入が推進されてい

るが、情報システムの共通化は、システム的な制約のために地域の実

情に応じた施策の実施を困難にし、地方自治体の自律性を弱めること

が懸念される（36）。

）
九
五
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Ⅳ　おわりに

超スマート社会 Society5.0における行政デジタル化に伴う行政法的

な課題を、「法律による行政の原理」の観点から検討してきた。日本で

も2000年ごろから電子政府の実現を目指して行政デジタル化が加速し、

行政過程での AI の利用も広まってきている。しかし、行政過程で AI

を利用することは、法律に適合した意思決定がされたかについて、不

透明な状況を生み出すことが少なくない。出発点として、法令を AI プ

ログラムに移し替えるところからして、不透明である。AI アルゴリズ

ムが法令を正確に移植したものか否かについて、検証できる人材が極

めて稀である。法律の解釈と適用は、社会通念・条理に照らして行わ

れるものであるが、AI がこれらを実現することは困難であり、ビッグ

データに潜むバイアスやステレオタイプを増幅して、出力に反映して

しまう可能性が高い。AI の活用が進むほど、人間の関与の重要性が高

まる。行政デジタル化によって、行政組織全体で個人情報を含めて情

報共有が進められると、これまで縦割り行政・行政断片化によって保

障されていた個人の自由が脅かされる。コネクテッド・ワンストップ

化やプッシュ型行政サービスの実現などのポジティブな側面に眼が行

きがちであるが、ナッジなどを用いた行政による行動支配の可能性と

いうネガティブな側面も心に留めておく必要がある。

（ 1 ） Society5.0は、狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工
業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く超スマート社会で
ある。第 5 期「科学技術基本計画」（平成28年 1 月22日閣議決定）により
提唱され、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和 4 年 6 月 7 日閣
議決定により変更後のもの）、 4 頁注 8 では「フィジカル空間（現実空間）
とサイバー空間（仮想空間）を高度に融合させたシステム（デジタルツイ
ン）を前提とした、経済発展と社会的課題の解決を両立（新たな価値を創
出）する人間中心の社会であり、豊かな人間社会を支えるもの」とされて
いる。

（ 2 ） 「電子政府の総合窓口」の導入については、参照、総務省『情報通信
白書（平成15年版）』（2003年）、90頁。
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（ 3 ） 利用者からのテキストや音声を通じた質問に応答する自動会話プログ
ラムであり、chat と robot の合成語である。国税庁のチャットボットは、

「税務職員ふたば」として擬人化されている。IoT 時代のサイバー空間で
は、AI がロボットとして機能する。

（ 4 ） 京都府警が、2016年10月に、全国で初めて運用を開始した。
（ 5 ） 総務省「地域 IoT 実装推進ロードマップ（改定）」（平成30年 4 月25日）

（https://www.soumu.go.jp/main_content/000547394.pdf　2022年 9 月27日閲
覧）。

（ 6 ） 参照、2021/11/27 日本経済新聞　地方経済面東北 2 頁「東北の AI 導
入率、岩手24.2％で最高─保育所選考を効率化、会議議事録作成にも活
用（データで読む地域再生）」（「検証のため、かつて手作業で選考したリ
ストを AI にかけたところ、99％以上が合致した。人の判断が必要なケー
スでは AI を止める機能も付けた。障害を持つ子などは職員の手で選考す
る。」）。

（ 7 ） 行政への AI 導入がもたらす問題点、すなわち、偏見を含むデータ、
衡平、透明性、監視国家、市民の行動コントロールなどについて検討し、
AI が受容可能となるには公益の視座（public values perspective）の確立が不
可 欠 と す る も の とし て、see e.g. Rohit Madan & Mona Ashok, A Public 
Values Perspective on the Application of Artificial Intelligence in Government 
Practices: A Synthesis of Case Studies in Jose R. Saura & Felipe Debasa, 
HANDBOOK OF RESEARCH ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN 
GOVERNMENT PRACTICES AND PROCESSES （2022）, 163。横田明
美「行政による AI の利活用と行政法学の課題」自治実務セミナー2019. 1

（2019年） 9 頁、10頁は、行政の AI 利活用に対する規律を 3 つのレベルに
分けて考慮すべきことを指摘する。すなわち、「①憲法及び法の一般原則

（平等原則、比例原則、透明性原則、効率性原則等）のレベル、②行政通
則法（行政手続法・行政手続条例、情報の取扱いに関する法制度（情報公
開・個人情報保護）等）のレベル、そして③分野ごとの個別法令（下位規
範を含む）のレベル」である。

（ 8 ） トーマス・ヴィッシュマイヤー（著）栗島智明・小西葉子訳「人工知
能と透明性─ブラックボックスをこじ開ける─」社会科学論集165・
166合併号（2022年）55頁は、AI の不透明性が主要な政治的イシューと
なっていること、および「私たちの法システムはすでに，人間の決定とい
う，部分的に不透明な意思決定システムをいかに解明するかという問題に
ついて，非常に多くの経験を積んできた」ことを示し、これを将来の立法
やそこで用いられる法的手段として生かすことを論じる。Wischmeyer and 
Rademacher 後掲注20書に所収。

（ 9 ） 「電子政府（electronic government）」は、米国の NPM である NPR
（National Performance Review）でも改革の重要な要素として言及されてい
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た（see NPR 93-a Report of the National Performance Review: From Red 
Tape to Results Creating a Government that Works Better & Costs Less 

（1993）. 初期の国際比較として、参照、本田正美「電子政府政策の発現に
関する国際比較─米英豪加日の比較」東京大学大学院情報学環紀要85号

（2013年）147頁。
（10） 行政管理研究会編著『行政管理（現代行政全集③）』（1984年）274頁

（河野昭執筆）。
（11） 従前のデジタル化を進めた行政改革について、「定型業務にデジタル

技術を活用することにより、国民の負担を軽減したり、職員が企画立案に
専念できるようにしたりするための業務改革も重要だが、それらは
Society4.0時代における改革の深掘りであり、その先の時代の変化を視野
に入れた新たな改革に踏み出すべき」という問題意識が持たれていた（「デ
ジタル時代における今後の行政改革の基本的方向性（仮）」（令和 2 年 6 月
26日内閣官房行政改革推進本部事務局「行政組織集中レビュー」中間報告

（案）https://www.gyoukaku.go.jp/houkousei/img/houkousei.pdf　2022年 9
月27日閲覧）。

（12） これ以前の取り組みも含めて日本の行政デジタル化および電子政府の
歴史については、参照、劉継生「電子政府の構築過程─行政情報化推進
50年の歩み─」通信教育部論集12号（2009年）52頁。

（13） 2013年より IT 総合戦略本部に呼称変更。
（14） ルールベースモデル（rule-based model）は、ルールベース AI システ

ム（rule-based AI system）とも呼ばれ、if-then の組み合わせを利用した
比較的単純な AI のモデルである。入力データの作成（特徴量エンジニア
リング）および推論ルールの作成の双方とも人手でやる AI のモデルであ
る。

（15） 富士通研究所・九州大学・富士通「最適な保育所入所選考を実現する
AI を用いたマッチング技術を開発：さいたま市における約8,000人のきめ
細かな保育所割り当てをわずか数秒で算出」（2017年 8 月20日）（https://
www.kyushu-u.ac.jp/f/31361/17_09_01.pdf　2022年 9 月27日閲覧）。

（16） 玄忠雄「保育所の入所選考わずか数秒で　富士通、AI で自動化」日経
テック日経 xTECH 2018年11月12日掲載（https://www.nikkei.com/article/
DGXMZO37685460T11C18A1000000/　2022年 9 月27日閲覧）。

（17） AI ネットワーク社会推進会議「AI 利活用ガイドライン～ AI 利活用
のためのプラクティカルリファレンス～」（令和元年 8 月 9 日） 4 頁によ
る AI ソフトの定義。

（18） この論点に関する日本の学説を包括的に整理・検討するものとして、
参照、船渡康平「行政決定における裁量基準の適用と個別化の要請」東京
大学法科大学院ローレビュー11号（2016年）176頁。

（19） 総務省「分野：保育所マッチング　AI による保育所入所選考マッチ

）
九
五
一
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ング」（https://www.soumu.go.jp/main_content/000695415.pdf　2022年 9 月
27日閲覧）。

（20） See Yoan Hermstruewer, Artificial Intelligence and Administrative 
Decisions under Uncertainty, in Thomas Wischmeyer & Timo Rademacher 
eds, REGULATING ARTIFICIAL INTELLIGENCE（2020）199, 200.　
山本龍彦編著『AI と憲法』（2018年）はしがき 5 - 6 頁はこのような認識
に対して懐疑的である（「AI による差別……の問題などは、『これまでも
世の中には差別があったのだから、AI が実装されたからといって現実は
何も変わらない』という理解不能な議論がまかり通り、『とにかく推進を』、
というポジティブ・キャンペーンが強力に展開されている」とする）。

（21） このことは早い時期から意識されていた。See Executive Office of the 
President, “Big Data: A Report on Algorithmic Systems, Opportunity, and 
Civil Rights”（2016）,5 （https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/
default/files/microsites/ostp/2016_0504_data_discrimination.pdf　2022年
9 月27日閲覧）

（22） 法（law）と機械言語のコード（code）との間のギャップを論じ、文
脈に依存する自然言語を媒介とする法のコンピューターコードへの翻訳不
可能性を論じるものとして、see Gabriele Buchholtz, Artificial Intelligence 
and Legal Tech: Challenges to the Rule of Law in T. Wischmeyer & T. 
Rademacher eds, supra note 20 book （2020）175,182.

（23） ただし、学術的な比較のために機械翻訳を利用することには、一定の
成果が期待されている。参照、Chenhui Chu・梶原智之・中島悠太・長原
一・渡辺理和・大久保規子「多国間法律の比較と統計分析のための多言語
機械翻訳」研究報告人文科学とコンピュータ（CH）2019（ 8 号）（2019年）
1 頁。

（24） 法務省が運営する日本法令外国語訳データベースシステム（Japan 
Law Translation）にも、「翻訳はあくまでその理解を助けるための参考資
料です」と注意が喚起されている。

（25） 米国では、営業秘密を理由に判断プロセスが開示されていない再犯予
測アルゴリズムを量刑判断に利用することは憲法に反しないという判決も
ある。参照、山本龍彦・尾崎愛美「アルゴリズムと公正：State v. Loomis
判決を素材に」科学技術社会論研究16号（2018年）96頁。

（26） 横田明美前掲注 7 論文（2019年）、12頁。
（27） 山本龍彦・尾崎愛美前掲注25論文（2018年）、102頁。
（28） European Parliament resolution of 16 February 2017 with 

recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics 
（2015/2103（INL）） Introduction Q.

（29） Regulation （EU） 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard 
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to the processing of personal data and on the free movement of such data, 
and repealing Directive 95/46/EC （General Data Protection Regulation） 
article22.

（30） 参照、児童福祉手当制度に関する行政の周知義務違反を認定した京都
地判平成 3 年 2 月 5 日判時1387号43頁、および、障がい者介護者の鉄道運
賃等割引制度の情報提供義務に関する東京高判平成21年 9 月30日判時2059
号68頁と差戻控訴審のさいたま地判平成22年 8 月25日判例地方自治345号
70頁。

（31） 行政デジタル化の進展の中で、行政情報の管理と利活用および個人情
報保護の関係を包括的に検討するものとして、参照、友岡史仁『行政情報
法制の現代的構造』（2022年）。

（32） 「デジタル・ガバメント推進方針」（平成29年 5 月30日高度情報通信
ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定）、 8
頁は、「サービスの抜本的な効率化と利便性の向上を図るため、IoT や AI
などの業務プロセスを抜本的に変えうる技術の活用も含め、デジタル技術
を徹底的に活用し、デジタル処理を前提としたサービス設計（デジタル
ファースト）や、民間サービスも含めた組織横断のワンストップサービス

（コネクテッド・ワンストップ）、一度行政機関が提出を受けた情報は原則
再度の提出を求めない仕組み（ワンスオンリー）、API 等による地方公共
団体や民間サービスとの連携等を実現する」としている。

（33） AI 利活用原則は、2018年に総務省の AI ネットワーク社会推進会議に
よって AI 利活用原則（案）として公開され、前掲注17「AI 利活用ガイド
ライン」（2019年）によって整備された。

（34） 前掲注17「AI 利活用ガイドライン」（2019年）21頁＆22頁注29。
（35） 寺田麻佑「AI とガバナンス（規制）の枠組み─規制等に適する分

野、適さない分野─」情報法制研究 5 号（2019年）18頁、19頁。同論文
は、「主体的に考える」という事とは何なのかを明らかにすること自体の
難しさを自覚しつつも、「主体的に考える」ことを前提とした社会設計・
法整備が行われていることを指摘する。

（36） たとえば、本多滝夫・久保貴裕『自治体 DX でどうなる地方自治の近
未来』（2021年）27頁は、「このようにして地方行政のデジタル化が進行す
るならば、自治体は、事務処理や個人情報保護において独自性＝自治を喪
失し、住民に対する行政責任を手放すことになりかねない」とする。
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夫
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授

　略
歴





髙
𣘺𣘺
雅
夫
教
授
　
略
歴

六
〇
三

髙
𣘺𣘺
雅
夫
教
授
　
略
歴

生
年
月
日

昭
和
三
二
年
一
二
月
五
日

【
学

　
　歴
】

昭
和
五
一
年
三
月
　
　
千
葉
県
立
千
葉
高
等
学
校
卒
業

昭
和
五
三
年
四
月
　
　
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
政
治
学
科
入
学

昭
和
五
七
年
三
月
　
　
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
政
治
学
科
卒
業

昭
和
五
七
年
四
月
　
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
修
士
課
程
（
行
政
法
専
修
）
入
学

昭
和
六
一
年
三
月
　
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

昭
和
六
一
年
四
月
　
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
博
士
課
程
（
行
政
法
専
修
）
入
学

平
成
二
年
三
月
　
　
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
博
士
課
程
　
満
期
退
学

【
職

　
　歴
】

平
成
二
年
四
月
～
七
年
三
月
　
　
　
　
東
亜
大
学
経
営
学
部
専
任
講
師
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六
〇
四

平
成
四
年
四
月
～
六
年
三
月
　
　
　
　
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
非
常
勤
講
師

平
成
六
年
四
月
～
七
年
三
月
　
　
　
　
愛
知
大
学
経
済
学
部
非
常
勤
講
師

平
成
七
年
四
月
～
一
一
年
三
月
　
　
　
東
亜
大
学
法
学
部
専
任
講
師
（
法
学
部
新
設
に
伴
い
）

平
成
七
年
四
月
～
九
年
三
月
　
　
　
　
九
州
国
際
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

平
成
九
年
四
月
～
一
〇
年
三
月
　
　
　
愛
知
大
学
経
済
学
部
非
常
勤
講
師

平
成
一
一
年
四
月
～
一
四
年
三
月
　
　
東
亜
大
学
法
学
部
助
教
授

平
成
一
二
年
四
月
～
一
四
年
三
月
　
　
東
亜
大
学
通
信
制
大
学
院
助
教
授

平
成
一
四
年
四
月
～
一
七
年
九
月
　
　
松
本
大
学
総
合
経
営
学
部
教
授

平
成
一
七
年
一
〇
月
～
現
在
に
至
る
　
日
本
大
学
法
学
部
教
授

）
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六
〇
七

髙
𣘺𣘺
雅
夫
教
授
　
主
要
業
績

【
著
書
（
共
著
）】

『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
行
政
法
（
総
論
）』（
時
潮
社
、
昭
和
六
三
年
）

『
教
養
基
本
法
学
（
増
補
版
）』（
成
文
堂
、
平
成
二
年
）

『
教
養
法
学
入
門
』（
成
文
堂
、
平
成
七
年
）

『
現
代
法
学
と
憲
法
』（
北
樹
出
版
、
平
成
一
一
年
）

『
市
民
の
た
め
の
行
政
法
入
門
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
一
三
年
）

『
自
治
行
政
と
争
訟
　
関
哲
夫
先
生
古
希
記
念
論
集
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
一
五
年
）

『
概
説
　
行
政
法
』（
学
陽
書
房
、
平
成
一
九
年
）

『
市
民
の
た
め
の
法
学
入
門
（
第
二
版
）』（
成
文
堂
、
平
成
二
〇
年
）

『
ス
ポ
ー
ツ
六
法
（
二
〇
一
〇
年
度
版
）』（
信
山
社
、
平
成
二
〇
年
）

『
地
方
自
治
法
』（
弘
文
堂
、
令
和
元
年
）

『
福
祉
行
財
政
と
福
祉
計
画
（
第
四
版
）』（
弘
文
堂
、
令
和
二
年
）

『
法
学
（
第
三
版
）』（
弘
文
堂
、
令
和
二
年
）

『
行
政
法
（
第
四
版
）』（
弘
文
堂
、
令
和
四
年
）
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〇
八

【
学
術
論
文
（
単
著
）】

「
単
一
欧
州
議
定
書
に
基
づ
く
Ｅ
Ｃ
委
員
会
へ
の
執
行
権
限
委
任
に
つ
い
て
」
季
刊
行
政
管
理
研
究
四
二
号
（
昭
和
六
三
年
）

「
Ｅ
Ｃ
合
併
規
制
規
則
の
概
要
お
よ
び
そ
の
行
政
手
続
に
つ
い
て
」
東
亜
大
学
研
究
論
叢
一
六
巻
二
号
（
平
成
四
年
）

「
Ｅ
Ｃ
司
法
制
度
に
お
け
る
上
訴
に
つ
い
て
」
東
亜
大
学
経
営
学
部
紀
要
創
刊
号
（
平
成
五
年
）

「
Ｅ
Ｃ
に
お
け
る
競
争
法
の
展
開
に
つ
い
て
」
社
会
科
学
討
究
（
早
稲
田
大
学
）
三
九
巻
二
号
（
平
成
五
年
）

「
行
政
手
続
法
に
お
け
る
公
開
機
能
に
つ
い
て
　
─
理
由
付
記
を
中
心
に
─
」
東
亜
大
学
経
営
学
部
紀
要
三
号
（
平
成
六
年
）

「
長
の
賠
償
命
令
と
代
位
請
求
訴
訟
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
」
東
亜
法
学
論
叢
創
刊
号
（
平
成
八
年
）

「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
職
業
と
し
て
の
ス
ポ
ー
ツ
　
─
ボ
ス
マ
ン
事
件
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日本大学法学部機関誌執筆要領

令和 ３年 １ １ 月 １ 8 日機関誌編集委員会決定
令和 ３年 １ 2 月 １ ５ 日　　執行部会議承認
令和 ３年 １ 2 月 １ ６ 日　　　　教授会報告
令和 ４年　 ４月　 １日　　　　　　　施行

１．本要領の目的

本要領は、日本大学法学部機関誌編集委員会（以下「編集委員会」とい

う）にかかる機関誌に投稿する際の基本的手順について定めるものである。

2．投稿資格者

⑴　法学部、法学研究科および法務研究科の専任教員、名誉教授および定年

退職した元専任教員

⑵　以下の者については、編集委員会の審議を経て単著の投稿を認めること

がある。なお、投稿に際しては、法学部専任教員の推薦状を必要とする。

①　法学部非常勤講師

②　法学部客員教員

③　法学部以外の日本大学専任教員

④　法学部付置研究所研究員および法学部所属の日本大学研究員

⑤　法学部校友および法学部関係者で研究業績が認められる者

⑶　学外の研究者は、法学部専任教員の投稿の共著者となることができる。

⑷　大学院法学研究科博士後期課程学生は、指導教員の許可を得て『日本法

学』に「判例研究」を投稿することができる。

⑸　前 ４項の規定にかかわらず、退職記念号および追悼論文集については、

別の定めによる。



３ ．研究倫理の遵守と権利保護

⑴　投稿原稿は未発表のものに限る。他誌との二重投稿は認めない。また注

釈なく自己の既発表著作と重複する記述をすることは認められない。

⑵　剽窃、捏造、改ざん等の研究不正を行ってはならない。また投稿原稿に

ついては、著作者が適正に表示されていなければならない。

⑶　研究・調査対象に関する権利保護（資料の使用許諾や個人情報保護に関

する同意等）、および翻訳に関する権利について、必要な手続きを投稿前

に完了していなければならない。

⑷　利益相反に関する倫理を遵守するとともに、利益相反情報を申告しなけ

ればならない。

⑸　機関誌に掲載された著作物の著作権のうち、複製権および公衆送信権を

日本大学法学部に譲渡する。ただし、著者自身による複製権および公衆送

信権の行使を妨げない。

４．原稿種別

投稿は以下の種別で受け付ける。

⑴　論説

⑵　研究ノート

⑶　判例研究（『日本法学』のみ）

⑷　特別講演

⑸　翻訳

⑹　資料

⑺　書評

⑻　雑報



５ ．原稿の作成

⑴　原稿は、A ４用紙に適当な文字数で打ち出す。

⑵　分量の上限は、文字数で概ね22,000字（刷り上がり約2５頁）とする。そ

れを超えるものについては、原則として分割して掲載する。ただし、編集

委員会は、他の掲載原稿のページ数を勘案し、その上限の変更を認めるこ

とができる。なお半面 １ページ大の図表 １枚に付き900字を原稿文字数に

含めるものとする。

⑶　連載を前提とする長大な原稿についても、完結分までの完全原稿を投稿

するものとする。

⑷　表題と氏名には、和文表記および欧文表記を併記する。

⑸　注、参考文献の表記法は、当該分野の慣例に従うものとする。

６．原稿の提出

⑴　原稿は、投稿票、要旨（800字程度）と合わせ、デジタルデータで研究

事務課に提出する。

デジタルデータは、原則として電子メールの添付ファイルで研究事務課

宛に送付する。

⑵　原則として、投稿締切日を過ぎた原稿は受け付けない。

⑶　原稿提出後の原稿の差し替えはできない。

７．審査

別に定める「日本大学法学部機関誌審査要領」に則って行う。

8．校正

⑴　執筆者による校正は、原則再校までとする。加筆、訂正は最小限とし、

特に再校時に頁数が変わるような加筆や削除は避ける。再校返却の際は、

タイトル頁に「校了（または責了）」と明記する。



⑵　校正は １週間程度で返却しなければならない。著しい返却の遅滞は、次

号掲載になることもありうる。

以　上









○　本誌に掲載の全ての論文につきましては、以下の Web サイトで

PDF を電子公開しております。

日本大学法学部ホームページ（https://www.law.nihon-u.ac.jp/）
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